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   第１章  総則  

    第１節  通則  

第１  趣旨  

この審査基準は、行政手続法（平成５年法律第８８号）第５条及び高松市行

政手続条例（平成８年高松市条例第４号）第３４条の規定に基づき、高松市消

防局の所管する許認可等事務（高松市消防局許認可等事務の標準処理期間に関

する要綱第２条第１号の許認可等事務をいう。）のうち消防法第３章の規定に

係るものを行うに当たって必要な事項（指導に係るものを含む。）を定めるも

のとする。  

第２  凡例  

１  法令等の略称  

(１ ) 消防法（昭和２３年法律第１８６号）は、以下「法」という。  

(２ ) 消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）は、以下「施行令」とい  

う。  

(３ ) 消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）は、以下「施行規則」  

という。  

(４ ) 危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）は、「危

令」という。  

(５ ) 危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号）は、以  

下「危則」という。  

(６ ) 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和４９

年自治省告示第９９号）は、以下「危告示」という。  

(７ ) 製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示

（平成２３年総務省告示第５５７号）は、以下「不活性ガス告示」とい

う。  

(８ ) 製造所等のハロゲン化物消火設備の技術上の基準の細目を定める告

示（平成２３年総務省告示第５５８号）は、以下「ハロゲン化物告示」

という。  

(９ ) 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示（平成

２３年総務省告示第５５９号）は、以下「泡告示」という。  

(10) 高松市火災予防条例（昭和３７年高松市条例第１１号）は、以下

「市条例」という。  

(11) 高松市危険物規制の手続に関する規則（昭和４１年高松市規則第

１１号）は、以下「市規則」という。  

(12) 高松市消防手数料条例（昭和２７年高松市条例第６号）は、以下

「市手数料条例」という。  

(13) 高松市消防手数料条例施行規則（平成２９年高松市規則第３０号）

は、以下「市手数料条例規則」という。  

(14) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）は、以下「建基法」とい
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う。  

(15) 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）は、以下「建基令」  

という。  

(16) 高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）は、以下「高保法」

という。  

(17) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）は、以下「車両法」

という。  

(18) 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）は、以下「労安法」と

いう。  

(19) 産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２０条第１項に規定

する日本産業規格は、以下「ＪＩＳ」という。  

(20) 法第１１条の３の危険物保安技術協会は、以下「ＫＨＫ」という。  

(21) 法第１０条第１項の製造所、貯蔵所及び取扱所は、以下「製造所等

という。  

(22) 「通知」とは、総務省消防庁からの通知をいう。  

(23) 「質疑」とは、総務省消防庁の質疑に対する回答をいう。  

２  用語の定義  

この基準における用語については、前項第１号から第１９号までに掲げ

る法令及び電気機械器具防爆構造規格（昭和４４年労働省告示第１６号）

において使用する用語の例による。  

３  運用上の留意事項  

この基準は、国からの通知等を踏まえた各関係法令の運用解釈及び取扱

いに加え、製造所等における安全対策の向上のため、事故事例及び技術的

背景をもとに本市が独自に付加した行政指導（行政手続法第２条第６号の

行政指導をいう。）を含むものであり、通知等には、文末に発信年月日及

び文書番号を、本市独自の行政指導には、文末に黒ひし形（◆）を記載し

ている。また、表中及び図中の単位については、単位記号を用いているも

のがある。なお、通知、質疑等に取り上げられた事案に類似した事案があ

る場合には、当該通知、質疑等に示された基準を当該類似した事案に類推

適用するものとする。  

４  ＳＩ単位  

ＳＩ単位については、計量法（平成４年法律第５１号）の改正に伴い、

平成１１年１０月１日から危険物規制事務に係る技術上の基準における計

量単位の一部が国際単位系に係る単位（ＳＩ単位）に移行しているため、

同日前に発せられた通知及び質疑については、下記の表に従い、ＳＩ単位

に読み替えるものとする。また、ＪＩＳに規定する材質等の読替え等につ

いては、平成１１年９月２４日付け消防危第８６号通知によるものとする。  
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５  危険物関係法令以外の法令による制限  

 製造所等の設置又は変更の許可を与えるか否かの判断には無関係ではあ

るが、建基法等の危険物関係法令以外の法令により、法第１０条第４項の

技術上の基準の一部が制限される場合があるため、当該制限の有無につい

て確認すること。（◆）  

 従来単位  ＳＩ単位  換算  

力  kgf N 1kgf=9.8N 

モーメント  kgf・ m N・ m 1kgf・ m=9.8N・ m 

圧力  
mmAq 

kgf/c㎡  
Pa 

1mmAq =0.01kPa 

1kgf/c㎡ =0.098MPa 

応力  kgf/c㎡  N/㎟  1kgf/c㎡ =0.098 N/㎟  

熱量  cal J 1cal =4.2J 

時   間  sec S 読替えのみ  
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第２節  危険物規制  

第１  危険物の規制範囲  

１  危険物の判定  

危険物の判定については、平成元年７月４日付け消防危第６４号、平成

元年１２月２１日付け消防危第１１４号、平成２年３月３１日付け消防危

第５７号、平成２年１０月３１日付け消防危第１０５号、平成７年５月

３１日付け消防危第５０号、平成１４年２月２６日付け消防危第２９号、

平成１４年３月２７日付け消防危第４６号、平成２２年１２月２８日付け

消防危第２９７号の各質疑及び平成２３年１２月に総務省消防庁危険物保

安室が作成した「リチウムイオン電池に係る危険物施設の安全対策のあり

方に関する検討報告書」によること。なお、主な内容を次に示す。  

(１ ) 法別表第１備考第１２号のガソリンとは、ＪＩＳ  Ｋ  ２２０１に

適合する工業ガソリン（４号のミネラルスピリット及び５号のクリー

ニングソルベントを除く。）及びＪＩＳ  Ｋ  ２２０２に適合する自動

車ガソリンをいうものとする。これらの物品のうち、液体であり、かつ、

法別表第１備考第１０号に定める引火性を示すものが第４類の危険物に

該当するものとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(２ ) 法別表第１備考第１４号の灯油とは、ＪＩＳ  Ｋ  ２２０３に適合

する灯油をいうものとし、同号の軽油とは、ＪＩＳ  Ｋ  ２２０４に適

合する軽油をいうものとする。これらの物品のうち、液体であり、かつ、

法別表第１備考第１０号に定める引火性を示すものが第４類の危険物に

該当するものとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(３ ) 法別表第１備考第１５号の重油とは、ＪＩＳ  Ｋ  ２２０５に適合

する重油をいうものとする。このうち、１気圧において温度２０度で液

状であり、かつ、法別表第１備考第１０号に定める引火性を示すもの

が第４類の危険物に該当するものとする。（平成元年７月４日付け消

防危第６４号質疑）  

(４ ) 危令第１条の５第６項の規定による発生するガスが可燃性の成分を

含有するか否かの判断については、可燃性の成分の含有率は問わないも

のとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(５ ) 引火点が摂氏１００度以上の物品の水溶液の引火点をクリーブラン

ド開放式引火点測定器により測定する場合において、水が沸騰し、気化

した後に、当該水溶液が引火するときは、当該水溶液には引火点がない

ものとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(６ ) 危令別表第３備考第１０号の均一な外観とは、純水と物品が複数の

層に分離して存しないこと（懸濁液（純水中に０．１から１０マイクロ

メートル程度の固体微粒子が均一に分散した状態をいい、コロイド溶液

ともいう。）となる場合を含む。）及び混合液の色が均一であることが

目視により確認できる状態をいうものであり、当該状態が数時間維持さ
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れない物品は、同号に規定する水溶性液体に該当しないものとする。

（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑、平成元年１２月２１日付

け消防危第１１４号質疑）  

(７ ) 水と混合すると、加水分解して溶解し、更に放置すると縮合しゲル

化して沈殿する物品のように、水と反応する物品は、危令別表第３備

考第１０号の水溶性液体に該当しないものとする。（平成元年１２月

２１日付け消防危第１１４号質疑）  

(８ ) 危令第９条第１項第１２号後段括弧書き及び危令第１１条第１項第

１０号の２ル後段括弧書きの水に溶けないものとは、温度２０度の水

１００グラムに溶解する量が１グラム未満であるものをいい、危令別表

第３備考第９号に規定する非水溶性液体とは異なるものであると解する

ものとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(９ ) 成分組成が明らかな物品は、危則第１条の３第４項第２号、第５項

及び第６項の可燃性液体量についての測定を省略することができる。

（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(10) 危則第１条の３第７項第１号に規定する常温での貯蔵保管には、

４０度未満の温度で保温された動植物油類の貯蔵保管を含むものとし、

同号に規定する加圧しない貯蔵保管には、危則第２０条第１項第２号に

規定する大気弁付通気管を設けたタンクによる動植物油類の貯蔵保管を

含むと解するものとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(11) 確認試験は、当該物品を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は運搬しよ

うとする者が実施するものであり、危険物の性状確認は、資料提出によ

り確認するものである。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑） 

(12) 文献その他これらに類するものに記載している数値が、危令及び危

険物の試験及び性状に関する省令（平成元年自治省令第１号）に規定す

る試験と同一の試験方法により測定されたものである場合には、当該数

値をもって確認試験の結果とすることができるものとする。（平成元年

７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(13) 除菌用ウェットティッシュその他の第４類アルコール類が染み込ん

だ紙（常温常圧において、第４類アルコール類が紙からにじみ出ないも

のに限る。）は、非危険物として取り扱うものとする。（平成２２年  

１２月２８日付け消防危第２９７号質疑）  

(14) リチウムイオン蓄電池の電解液には引火性有機溶媒が使用されてお

り、石油製品等と同様に引火点（４０度程度）を持つため、当該電解液

は、第４類第２石油類に該当する。（平成２３年１２月に総務省消防庁

危険物保安室が作成したリチウムイオン電池に係る危険物施設の安全対

策のあり方に関する検討報告書）  

２  データベースに関しては、次の通知を参照すること。  

(１ ) 危険物データベースの運用について（平成元年１１月２０日付け消
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防危第１０７号通知）  

(２ ) 危険物データベースの運用の変更について（平成５年３月２５日付

け消防危第２２号通知）  

(３ ) 危険物の範囲変更に伴う危険物データベースの運用について（平成

１４年４月１５日付け消防危第５３号通知）  

３  一定の安全対策が講じられ発火危険性が低減されている第４類の危険物

を電解液として収納するリチウムイオン蓄電池（以下この項において「蓄

電池」という。）の貯蔵及び取扱いに係る運用については、次によること。

（平成２３年１２月２７日付け消防危第３０３号通知）  
(１ ) 運用の適用対象となる蓄電池は、次のア又はイに掲げるものとする。  

ア  「 電 気 用 品 の 技 術 上 の 基 準 を 定 め る 省 令 の 解 釈 に つ い て 」

（２０１３０６０５商局第３号）別表第９に規定する技術的内容に適

合している蓄電池で、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成

２５年経済産業省令第３４号）に規定する技術基準に適合しているこ

とを、電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）第１０条に基づ

く表示（ＰＳＥマーク）により確認したもの  
イ  国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める技術基

準に適合している蓄電池で、当該技術基準に適合していることを、事

業者が実施している当該技術基準に基づく試験結果により確認したも

の（電気用品安全法の適用を受けない蓄電池に限る。）  
(２ ) 自家発電設備（指定数量未満の危険物を取り扱うものに限る。以下

この号において同じ。）の付近に蓄電池を用いたリチウムイオン蓄電池

設備（蓄電池及び電気配線等から構成される設備をいう。以下この項に

おいて「蓄電池設備」という。）を設置する場合は、当該蓄電池設備の

電解液量が指定数量未満であって、かつ、当該蓄電池設備を、出入口

（厚さ１．６ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の性能を有す

る材料で造られたものに限る。）以外の開口部を有しない厚さ１．６  

ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の性能を有する材料で造ら

れた箱（以下この項において単に「箱」という。）に収納するときに限

り、当該自家発電設備と当該蓄電池設備の指定数量の倍数を合算せず、

それぞれを指定数量未満の危険物を取り扱う場所として扱うことができ

るものとする。この場合において、当該蓄電池設備を収納した箱を複数

設置するときは、全ての箱の電解液量を合算し、当該電解液量を指定数

量未満とすること。なお、箱には出入口以外の開口部を設けることは原

則として認められないが、機能上開口部を設ける必要がある場合は、箱

内部及び外部からの延焼を確実に防止するとともに、外部からの可燃性

蒸気の流入を確実に防止することができる防火措置を講じた必要最小限

の開口部に限り設けることができるものとする。  
(３ ) 箱に電解液量の総量が指定数量未満の蓄電池（蓄電池設備、電気製  
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品等を含む。）を収納し、当該箱を複数置く場合は、箱ごとの指定数量

の倍数を合算せず、それぞれを指定数量未満の危険物を貯蔵する場所と

して取り扱うことができるものとする。  

４  キュービクル式（鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以

下同じ。）リチウムイオン蓄電池設備の貯蔵に係る運用について、厚さ

１．６ミリメートル以上の鋼板で造られたキュービクルで、その開口部を

「キュービクル式リチウムイオン蓄電池設備の貯蔵に係る運用について」

（令和４年４月２７日付け消防危第９６号通知）第１項に掲げる必要な耐

火性（通常の火災時における火炎を有効に遮るために特定防火設備に必要

とされる遮炎性能をいう。）を有する布により当該通知第３項に掲げる方

法で覆ったものについては、「リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに

係る運用について」（平成２３年１２月２７日付け消防危第３０３号通知）

第２第３項に掲げる取扱いができるものとする。（令和４年４月２７日付

け消防危第９６号通知）  

５  「車載用リチウムイオン蓄電池の貯蔵に係る運用について」（令和４年

１２月２６日付け消防危第２９５号通知）に規定する車載用リチウムイ

オン蓄電池（電気自動車の動力源となるリチウムイオン蓄電池をいう。以

下同じ。）を直接床に置く貯蔵方法（パレット等に載せて置く場合を含

む。）により、前項に規定する必要な耐火性を有する布（以下この項にお

いて「布」という。）で、次のとおり指定数量未満の車載用リチウムイ

オン蓄電池を覆う措置を講じたものを複数置く場合にあっては、当該措置

を講じた車載用リチウムイオン蓄電池ごとの指定数量の倍数を合算せず、

それぞれを指定数量未満の危険物を貯蔵する場所として取り扱うことがで

きるものとする。なお、当該措置を講じた車載用リチウムイオン蓄電池ご

との離隔距離は不要とする。（令和４年１２月２６日付け消防危第２９５

号通知、令和６年３月２８日付け消防危第５５号通知）  

(１ )  火災時に車載用リチウムイオン蓄電池の内部及び外部からの延焼を

防止するよう 筐
きょう

体の全体を布で覆う措置を講ずること。ただし、鋼板製

の 筐
きょう

体で覆われているものであって 筐
きょう

体の一部に開口部等がないもの

については、火災時に火炎が噴出するおそれのある接合部等を布で十分

に覆う措置とすることができる。  

(２ ) 車載用リチウムイオン蓄電池は、ラック等により鉛直方向に積み重  

ねないこと。ただし、個別に 筐
きょう

体の全体を布で覆う措置を講じた車載用

リチウムイオン蓄電池を、不燃材料で造られた架台に、高さ３メートル

以下となるように積み重ねる場合は、この限りでない。  

(３ ) 布を加工する場合は、耐火性を有する糸及び金具により行うととも

に、火災時に加工を行った箇所から布の内部及び外部への延焼を防止す

るための措置を講ずること。  

(４ ) 通常の保管時に想定される重力や外力により車載用リチウムイオン  
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蓄電池が露出しないよう耐火性を有するボルト、押さえ枠（金属）又は

ワイヤー等を使用し、布を固定すること。  

６  工事現場その他の屋外の場所において、可搬形発電設備を複数設置し、

仮設電源として使用する場合において、可搬形発電設備相互間に２メート

ル以上の間隔を保有する、又は防火上有効な塀を設けるなど火災予防上有

効な措置を講じたときは、複数設置した可搬形発電設備をそれぞれ一の取

扱場所として取り扱うことができるものとする。（令和５年３月２４日付

け消防危第６３号質疑）  

７  電気自動車の製造等に伴い一時的に建築物内に置く必要がある車載用  

リチウムイオン蓄電池の状況が次に掲げる要件に該当する場合は、当該車

載用リチウムイオン蓄電池が含有する危険物については、指定数量の倍数

の合算に含めないものとして取り扱うことができるものとする。なお、

「リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱いに係る運用について」（平成  

２３年１２月２７日付け消防危第３０３号通知）の第２に適合する車載用

リチウムイオン蓄電池並びに「車載用リチウムイオン蓄電池の貯蔵に係る

運用について」（令和４年１２月２６日付け消防危第２９５号通知）の第

１項の規定に適合する車載用リチウムイオン蓄電池ついては、この項の規

定によらず、それぞれ本審査基準の該当する部分の規定の例によること。

（令和５年７月７日付け消防危第２１４号通知）  

(１ ) 車載用リチウムイオン蓄電池は、次によること。  

ア  鋼板製の 筐
きょう

体で覆われているものであること。なお、鋼板製の 筐
きょう

体で覆われているものとは、内部セル電池が全て鋼板性の 筐
きょう

体で覆

われ、密閉されているものをいうものとし、当該 筐
きょう

体の接合部等の

シール剤の素材が樹脂材料であるものを含むものとする。  

イ  一の車載用リチウムイオン蓄電池が含有する危険物の量は、指定

数量未満であること。  

ウ  充電率が３０パーセントを超えないものであること。  

(２ ) 車載用リチウムイオン蓄電池の貯蔵方法は、次によること。  

ア  車載用リチウムイオン蓄電池の相互の間隔は、水平方向に６４０  

ミリメートル以上、鉛直方向に２，０００ミリメートル以上であるこ

と。  

イ  車載用リチウムイオン蓄電池と建築物の壁との間隔は、４００ミリ

メートル以上であること。  

ウ  車載用リチウムイオン蓄電池と建築物の天井（天井がない場合に

あっては、屋根又は上階の床。以下この項において同じ。）との間隔

は、鉛直方向に２，０００ミリメートル以上であること。  

エ  車載用リチウムイオン蓄電池と他の可燃物とは、当該可燃物の性状

等に応じた十分な離隔距離を設ける等、相互の延焼を防止するための

措置が講じられていること。  

8



(３ ) 車載用リチウムイオン蓄電池を置く建築物は、当該建築物の壁及び

天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしたものであること。  

第２  危険物規制に係る適用除外事項  

１  適用除外  

法第１６条の９の規定により、航空機、船舶、鉄道又は軌道による危険

物の貯蔵、取扱い又は運搬には、法第３章の規定が適用されず、当該危険

物の貯蔵、取扱い又は運搬は、航空法（昭和２７年法律第２３１号）、船

舶安全法（昭和８年法律第１１号）、鉄道営業法（明治３３年法律第６５

号）若しくは軌道法（大正１０年法律第７６号）又はこれらに基づく命令

により規制されている。ただし、航空機、船舶又は鉄道若しくは軌道に

よって運航する車両へ給油等を行う場合についてまで適用を除外するもの

ではない。なお、自動車の燃料タンクに収納している危険物については、

危険物関係法令の規制の対象としない。（昭和４９年７月３０日付け消防

予第１０２号質疑）  

２  発電所、変電所等の取扱い  

発電所、変電所、開閉所その他これらに類する場所に設置される危険物

を収納している機器類のうち、変圧器、リアクトル、電圧調整器、油入開

閉器、遮断器、油入コンデンサー及び油入ケーブル並びに変圧器油を冷却

するための別置型冷却器、油入ケーブル用のヘッドタンクその他機器の冷

却又は絶縁のための油類を内蔵して使用する附属設備（以下「変圧器等」

という。）については、危険物関係法令の規制の対象としないことができ

る。ただし、使用していない変圧器等に油類を内蔵している場合は、危険

物関係法令の規制の対象とする（昭和４０年９月１０日付け自消丙予発第

１４８号通知）。また、危険物関係法令の規制の対象としていない変圧器

等について、指定数量以上の油類の入れ替え等を行う場合は、法第１０条

第１項ただし書の規定に基づく仮取扱いの承認を要するものとする。  

３  内部にナトリウムを封入した自動車用エンジンバルブについて（平成

３１年４月１９日付け消防危第８１号質疑）  

当該エンジンバルブの貯蔵及び取扱いにあっては危険物関係法令の規制

の対象とならないと解するが、当該エンジンバルブの運搬にあっては法第

１６条に定めるところによる危険物の運搬に関する基準が適用されると解

する。なお、当該バルブにナトリウムを封入する工程は、危険物の取扱い

に該当し、及び危険物関係法令の規制の対象となると解する。  

第３  製造所等の区分  

１  製造所の区分  

(１ ) 製造所とは、危険物を製造するため、１日において指定数量以上の

危険物を取り扱う建築物その他の工作物及び場所並びにこれらに附属す

る設備の一体であって、法第１１条第２項の規定により市町村長等の許

可を受けたものをいうものであること。（昭和３４年１０月１０日付け
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国消甲予発第１７号通知）  

(２ ) 製造所とは、危険物又は非危険物の原料を使用して、蒸留、精留、

分留、吸収、抽出、分解、反応、中和、熟成等の化学変化又は混合、

攪拌
か く は ん

、分離、調合、添加、溶解、希釈等の物理変化を行い、製造され

る最終製品が危険物である施設をいう。なお、希釈や混合、濃縮等の単

純な加工（化学変化を伴わないものに限る。）を目的とするものは製造

所に該当せず、一般取扱所として取り扱うものとする。  

(３ ) 製造所において、当該製造所の設備を用いて、危険物に該当しない

物品の製造を行うことは、当該物品の性状が次のアからエまでに適合

す る 場 合 に の み 認 め ら れ る 。 （ 平 成 ２ ４ 年 ８ 月 ２ ８ 日 付 け 消 防 危 第

１９９号質疑）  

ア  当該物品が触れる可能性のある設備の材質に悪影響を与えないもの  

であること。  

イ  当該製造所で取り扱う危険物と有毒ガスの発生や火災性状の変化等

悪影響のある反応を起こさないものであること。  

ウ  当該物品に起因する火災が発生した際に、当該製造所に設置されて

いる消火設備で有効に消火できるものであること。  

エ  消防活動等に支障を与えないものであること。  

(４ ) 製造所において当該製造所の設備の運転に必要な範囲での危険物の

詰め替え又は充塡（廃油の処理等）を行うことについて、防火上支障

の な い 場 合 に は 、 製 造 に 伴 う 取 扱 い と し て 扱 う 。 （ 平 成 ２ ４ 年 ８ 月

２８日付け消防危第１９９号質疑）  

(５ ) 規制の範囲は、次のアからエまでによるものとする。  

ア  １棟の建築物の中で危険物の製造工程が完結している場合は、原則

としてその棟全体を一の製造所として規制する。なお、１棟の中に２

以上の製造工程が存する場合又は製造工程と一般取扱所に係る工程が

混在する場合であっても、一の製造所として規制する。  

イ  製造工程が２棟以上の建築物にわたる場合は、原則としてその棟ご

とに一の製造所として規制する。ただし、同一敷地内で製造工程上不

可分のつながりがあり、かつ、いずれの棟においても危険物の貯蔵又

は取扱いがある場合は、一の製造所として規制することができるもの

とする。  

ウ  建築物のない製造施設にあっては、一の製造工程をもって、一の製

造所として規制する。  

エ  製造した危険物をドラム缶等の容器へ詰め替える一連の工程におい

て、当該容器が製造所内に滞留することなく速やかに貯蔵所等へ運搬

される場合に限り、一の製造所として規制することができる。（令和

２年３月１６日付け消防危第６７号通知）  

２  貯蔵所の区分  
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(１ ) 貯蔵所とは、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物、  

タンクその他の工作物及び場所並びにこれらに附属する設備の一体で

あって、法第１１条第２項の規定により市町村長等の許可を受けたもの

をいうものであること。（昭和３４年１０月１０日付け国消甲予発第

１７号通知）  

(２ ) 貯蔵所とは、危険物をタンクの内部で貯蔵する施設又は容器等に収  

納されている危険物を貯蔵する施設等をいう。なお、貯蔵所において、

タンクに危険物を受け入れる行為は、当該タンクの貯蔵に伴う取扱いと

し、容器に収納されている危険物を他の容器等に移し替える行為は、１

日当たりの取扱数量が指定数量未満である場合に限り、貯蔵に伴う取扱

いとする。  

(３ ) 規制の範囲  

法令に定めるものを除き、原則として危険物の貯蔵のために設けられ

た一群の施設を一の貯蔵所とする。なお、貯蔵所ごとの取扱いは、次の

とおりとする。  

ア  屋内貯蔵所  

(ア ) 屋外に上屋を設けた施設において、危険物運搬用トラックに積

み込むために危険物製造所等で製造された危険物を一時的に貯蔵す

る場合は、当該施設は業務の形態から判断して貯蔵所として規制す

る。（昭和５６年４月２８日付け消防危第５２号質疑）  

(イ ) ドライコンテナにより危険物を屋内貯蔵所に貯蔵する場合は、

次の要件を全て満たすこと。なお、危告示第６８条の２の２第４号

の鋼製のコンテナについては、当該コンテナを含めて容器として取

り扱うため、令和４年１２月１３日付け消防危第２８３号通知によ

らず、屋内貯蔵所に貯蔵することができることに留意すること 。

（令和４年１２月１３日付け消防危第２８３号通知）  

ａ  ドライコンテナは、輸送するために危険物を収納したもので、  

輸送途上（貯蔵及び運搬の間）であって、かつ、常時施錠され

ており、容易に解錠して危険物を出し入れすることができない

ものであること。  

ｂ  ドライコンテナ内に収納している危険物について、危則第

４４条第１項各号に定める表示を当該ドライコンテナの外側の

見やすい箇所に行ったものであること。  

イ  屋外タンク貯蔵所  

(ア ) 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」（平成

２７年４月２４日付け消防危第９１号質疑）別紙第１項から第４項

まで（第２項のうち屋外貯蔵タンクの設置目的に係る部分を除く。）

に掲げる要件に適合する屋外貯蔵タンクを有し、かつ、同質疑別紙

第５項に掲げる要件を満たす屋外タンク貯蔵所を設置することがで
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きるものとする。  

(イ ) ニートＳＡＦ（バイオマス、廃食油、都市ごみ等を原料とした

合 成 炭 化 水 素 を 含 む 燃 料 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が Ａ Ｓ Ｔ Ｍ Ｄ

７５６６規格のＡｎｎｅｘｅｓに適合するものである場合は、当該

ニートＳＡＦとＡＳＴＭＤ７５６６規格で混合が認められている石

油由来の航空タービン燃料類（Ｊｅｔ  Ａ、Ｊｅｔ  Ａ－１及び 

Ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ Ｂｌｅｎｄｉｎｇ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ）とを

同一の屋外貯蔵タンクに受け入れ、当該屋外貯蔵タンクにＳＡＦ

（ニートＳＡＦと石油由来の航空タービン燃料類とを混合した航空

燃料をいう。）として貯蔵することができるものとする。（令和５

年９月２５日付け消防危第２７４号通知）  

ウ  簡易タンク貯蔵所  

危令第１４条第９号の規定により、危令第１７条第１項第１０号の

規定の例により給油のための設備を設けた簡易貯蔵タンクで、自動車

等の燃料タンクへの給油のために使用するものは、それによる１日当

たりの給油量が指定数量未満である場合に限り、簡易タンク貯蔵所と

して取り扱うものとする。（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第

４４号質疑）  

エ  移動タンク貯蔵所  

(ア ) 車両法上の検査を要さない同法第２条第６項に規定する道路を

通行しない移動タンク貯蔵所にあっては、法第１１条第１項前段の

規定による製造所等の設置に係る許可（以下「設置許可」という。）

を必要とすると解するものとする。（昭和５５年２月２１日付け消

防危第２４号質疑）  

(イ ) 容量４，０００リットル以下のタンクに受台、脚、ステー等を

溶接し、又はボルト締めによって強固に取り付け、これらの受台、

脚、ステー等をＵボルト等でシャーシフレームに強固に固定した場

合、移動タンク貯蔵所と認められる。（昭和３７年４月６日付け自

消丙予発第４４号質疑）  

(ウ ) 灯油専用のタンクを、直径１４ミリメートル以上のＵボルトで

４箇所以上をシャーシフレーム等へ固定するものは、移動タンク貯

蔵所として認められる。また、その設備の一部である電動機及び緊

結金具付給油管（２０メートル）を使用して直接家庭用等の燃料

タンク等に緊結の上注油することができるものとする。（昭和４５

年１０月２日付け消防予第１９８号質疑）  

オ  屋外貯蔵所  

(ア ) 屋外貯蔵所に屋根を設けた場合は、屋内貯蔵所の基準の適用を

受 け る こ と と な る 。 （ 昭 和 ５ １ 年 １ １ 月 ２ ４ 日 付 け 消 防 危 第

１００号質疑）  
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(イ ) ドライコンテナにより危険物を屋外貯蔵所に貯蔵する場合は、

ア (イ )ａ及びｂに掲げる要件を満たすこと。なお、危告示第６８条

の２の２第４号の鋼製のコンテナについては、当該コンテナを含め

て容器として取り扱うため、令和４年１２月１３日付け消防危第

２８３号通知によらず、屋外貯蔵所に貯蔵することができることに

留意すること。（令和４年１２月１３日付け消防危第２８３号通知）  

(４ ) その他  

ア  危険物運搬用トラックに積み込むために製造所等で製造された危険

物を一時的に貯蔵する場所は、業務の形態から判断して貯蔵所として

規制する。（昭和５６年４月２８日付け消防危第５２号質疑）  

イ  岸壁に接して係留された台船内部に塗料倉庫を設けることは、法第

３章の規定の適用を受けるものであるが、その位置、構造及び設備が

法第１０条第４項に規定する技術上の基準に適合するものとならない

ため、その設置を認めることはできない。（昭和５１年７月１２日付

け消防危第２３－１９号質疑）  

３  取扱所の区分  

(１ ) 取扱所とは、１日において指定数量以上の危険物を取り扱う建築物

その他の工作物及び場所並びにこれらに附属する設備の一体であって、

法第１１条第２項の規定により市町村長等の許可を受けたものをいうも

のであること。（昭和３４年１０月１０日付け国消甲予発第１７号通知）  

(２ ) 規制の範囲  

取扱所ごとの取扱いは、次のとおりとする。  

ア  給油取扱所  

(ア ) 簡易タンクにより１日当たり指定数量以上の量の危険物を取り

扱 う 場 合 に お い て 、 危 令 第 １ ４ 条 第 ９ 号 の 規 定 に よ り 、 危 令 第

１７条第１項第１０号の規定の例により設けた給油のための設備に

より自動車等の燃料タンクに直接給油することが主な目的であると

きは、当該簡易タンクは給油取扱所の簡易タンクであると解するも

のとする。  

(イ ) 第４類の危険物のうちエタノール又はこれを含有するものを取

り扱う給油取扱所において、ガソリン及びエタノールを混合して、

エタノールを含有するものを製造する行為は、危令第３条第１号に

規定する危険物の取扱いには含まれず、給油取扱所で行うことは認

められないと解するものとする。（平成２４年１月１１日付け消防

危第２号通知）  

(ウ ) 給油取扱所における給油並びに危令第３条第１号イ及びロに掲

げる作業以外の危険物の貯蔵又は取扱いについては、貯蔵所又は取

扱所の区分に応じた貯蔵又は取扱いごとにそれぞれ指定数量未満の

数量である場合に限り、認められるものとする。（昭和６２年４月
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２８日付け消防危第３８号通知）  

(エ ) 危令第３条第１号の「自動車等」には、自動車、航空機、船舶

及び鉄道又は軌道によって運行する車両のほか、可搬形発電設備、

除雪機、農機具類等動力源として危険物を消費する燃料タンクを内

蔵するもの全てが該当する。（令和５年３月２４日付け消防危第

６３号質疑）  
(オ ) 給油取扱所においては、トラック等の車両の荷台に積載され、

又は車両によりけん引された状態の自動車等（危令第３条第１号の

自動車等をいう。）の燃料タンクに直接給油することができるもの

と解する。（令和５年３月２４日付け消防危第６３号質疑）  

イ  一般取扱所  

(ア ) 危令第１９条第２項（第４号及び第５号を除く。）の規定によ

り建築物の一部（当該建築物内に設ける危険物を取り扱う設備を含

む。）を一般取扱所として規制するもの（第３章第２節において

「部分規制の一般取扱所」という。）以外は、原則として屋内に設

置するものにあっては１棟、屋外に設置するものにあっては一の工

程をもって、一の一般取扱所として規制するものとする。  

(イ ) 前 (ア )の規定によるほか、一般取扱所に係る取扱いについては、  

次によるものとする。  

ａ  簡易タンクにより１日当たり指定数量以上の量の危険物を取り

扱う場合において、危令第１４条第９号の規定により、危令第

１７条第１項第１０号の規定の例により設けた注油のための設備

により危険物を容器に詰め替えること等が主な目的であるときは、

当該簡易タンクは一般取扱所の簡易タンクであると解するものと

する。  

ｂ  危険物を取り扱うタンク又は設備を設置した場所以外の場所に

おける危険物の貯蔵又は取扱いについては、一般取扱所に設けた

区画内で当該貯蔵又は取扱いが行われ、かつ、当該貯蔵又は取扱

いに係る数量が指定数量未満であるときに限り、認められるもの

とする。この場合において、当該区画の構造及び当該区画に設け

る設備の基準は、危令第１７条第１項第１７号（危則で定める自

動車等の出入口に係る部分及び危則で定める部分の構造に係る部

分を除く。）及び第２０号の規定を準用する。（◆）  

ｃ  １日に指定数量以上の危険物を消費するボイラー、自家発電設

備その他危険物を消費する設備を設ける室（以下このｃ及びｄに

おいて「危険物消費設備室」という。）は、一般取扱所として

規制するものとする。（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第

４４号質疑）  

ｄ  指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク（危令第
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９条第１項第２０号（危令第１９条第１項において準用する場合

を含む。）に規定するタンク（以下「２０号タンク」という。）

を除く。）を設け、当該タンクが存する場所以外の場所（危険物

消費設備室等）に送油して、１日に指定数量以上の危険物を消費

する場合は、当該タンクの存する場所にあっては設置するタンク

に応じた貯蔵所として、危険物消費設備室等の存する場所にあっ

ては、一般取扱所としてそれぞれ規制するものとする。（昭和

３７年４月６日付け自消丙予発第４４号質疑）  

ｅ  屋外貯蔵タンクから指定数量以上の危険物をドラム缶等の容器

に詰め替える場合は、一般取扱所として規制するものとする。

（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第４４号質疑）  

ｆ  船舶等への危険物の払出し又は船舶等からの危険物の受入れを

するための桟橋、岸壁等の施設のうち移送取扱所以外の施設は、

一般取扱所として規制するものとする。  

ｇ  危令第２７条第６項第４号ロただし書の規定により、移動貯蔵

タンクから容器に引火点が４０度以上の第４類の危険物を詰め替

える場合において、同一の場所で１日に取り扱う危険物の数量が

指定数量以上となる場所は、一般取扱所として規制するものとす

る。  

ｈ  非危険物を製造する施設において、製造工程の副産物として危

険物が生成されることは非危険物の製造に係る一連の工程の一部

であるため、当該施設は、一般取扱所として取り扱うものとする。

（平成２８年３月１日付け消防危第３７号質疑）  

ｉ  第４類の危険物のうち動植物油類が、法別表第１備考第１７号

の規定に基づく危則第１条の３第７項に定めるところにより貯蔵

保管されている場合は、同備考第１７号の規定により、当該動植

物油類は危険物には該当せず、指定可燃物に該当する。この場合

において、当該貯蔵保管に係るタンクの注入口等で１日当たりの

取扱量が指定数量以上となる動植物油類の取扱いが行われるとき

は、当該注入口等は一般取扱所として取り扱うものとする。（平

成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

第４  製造所等における危険物の最大貯蔵数量及び最大取扱数量の算定方法  

貯蔵所で貯蔵する危険物の最大の数量（以下「最大貯蔵数量」という。）

及び製造所等で取り扱う危険物の最大の数量（以下「最大取扱数量」とい

う。）の算定は、次により行うものとする。  

１  製造所  

危険物又は非危険物を原料として危険物を製造する場合は、１日におけ

る原料に係る危険物の数量と製品に係る危険物の数量を比較し、いずれか

大きいものを製造所における最大取扱数量とする。  
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２  屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所  

屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所（「ドライコンテナによる危険物の貯蔵につ

いて」（令和４年１２月１３日付け消防危第２８３号通知）に規定する  

ドライコンテナにより危険物を貯蔵する屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所を含

む。）で貯蔵することが想定される危険物の最大の数量を当該屋内貯蔵所

又は屋外貯蔵所における最大貯蔵数量とする。  

３  屋外タンク貯蔵所  

危令第５条各項に定めるところにより算出した、屋外タンク貯蔵所での

危険物の貯蔵に用いるタンクの容量を当該屋外タンク貯蔵所における最大

貯蔵数量とする。  

４  屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所及び簡易タンク貯蔵所  

前項の規定の例によること。ただし、２以上のタンクを用いる貯蔵所に

あっては、タンクごとに算定したタンクの容量を合算したものを当該貯蔵

所における最大貯蔵数量とする。  

５  移動タンク貯蔵所  

次の各号に定めるところによること。  

(１ ) 第３項の規定の例によること。  

(２ ) 複数の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所（危令第

１５条第２項に規定する移動貯蔵タンクを車両等に積み替えるための構

造を有する移動タンク貯蔵所（以下「積載式移動タンク貯蔵所」とい

う。）を除く。）のうち、貯蔵し、又は取り扱う危険物のうち最も比重

の小さいもの（以下「最小比重危険物」という。）を最大量貯蔵できる

ように設計されたタンク（最小比重危険物を貯蔵する場合において、空

間容積が内容積の５パーセント以上１０パーセント以下の範囲に入るよ

うに設計されたものをいう。以下同じ。）を用いるものに係る許可の申

請がなされた場合において、当該移動タンク貯蔵所で最小比重危険物よ

り比重の大きな危険物を貯蔵するときは、車両法上の最大積載量の観点

（危則第３条の計算方法により算出された空間容積となるように危険物

を貯蔵した場合に、車両法に規定する最大積載量を超えるため。）から

空間容積が１０パーセントを超えるタンク室（危令第１５条第１項第３

号の間仕切により仕切られた移動貯蔵タンクの部分をいい、空室となる

場合を含む。）が生じても差し支えないと解するものとする。この場合

において、当該許可に係る指定数量の倍数は、当該移動タンクにおける

指定数量の倍数が最大となる危険物の貯蔵形態から算定した値とする。

（平成１０年１０月１３日付け消防危第９０号質疑）  

６  給油取扱所  

危令第１７条第１項第７号に規定する専用タンク、廃油タンク、簡易

タンク等のタンクごとに第４項の規定の例によりタンクの容量を算定し、

これらのタンクの容量を合算したものを給油取扱所における最大取扱数量
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とする。この場合において、油庫、整備室等に貯蔵する危険物の数量及び

同項第２２号の自動車等の洗浄を行う設備その他給油取扱所の業務を行う

について必要な設備（以下「附随設備」という。）に収納する危険物の数

量は、給油取扱所における最大取扱数量には合算しない。  

７  販売取扱所  

販売取扱所において保有することが想定される危険物の最大の数量を当

該販売取扱所における最大取扱数量とする。  

８  移送取扱所  

 移送取扱所で１日当たり取り扱える危険物の最大の数量を当該移送取扱

所における最大取扱数量とする。  

９  一般取扱所  

１日を単位とする最大取扱数量を一般取扱所における最大取扱数量とす

る。この場合において、一の工程が２日以上にわたって行われるときは、

消費量が最大となる日の危険物の消費量を一般取扱所における最大取扱数

量とする。ただし、次の各号に掲げる一般取扱所にあっては、それぞれ当

該各号掲げる算定方法によるものとする。  

(１ ) 危険物を原料として非危険物を製造する一般取扱所にあっては、１  

日に取り扱う原料に係る危険物の数量を当該一般取扱所における最大取

扱数量とする。  

(２ ) 洗浄を行う一般取扱所（危令第１９条第２項第１号の２に規定する  

専ら洗浄を行う一般取扱所を含む。）にあっては、次のアからウまでに

掲げる区分に応じ、それぞれ当該アからウまでに掲げる量を当該一般取

扱所における最大取扱数量とする。  

ア  洗浄後に危険物を回収し、同一工程内で再使用する装置等を用いる

もの  当該装置等内における洗浄時に使用する危険物の最大数量  

イ  危険物を使い捨てるもの及び工程外に排出するもの  １日当たりの

危険物の使用量が最大となる日の危険物の使用量  

ウ  洗浄後に一部の危険物を工程外に排出するもの  ア及びイに規定す

る数量を合算して得た量  

(３ ) ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を取り扱う

一般取扱所（危令第１９条第２項第３号に規定する危険物を消費するボ

イラー、バーナーその他これらに類する装置以外では危険物を取り扱わ

ない一般取扱所を含む。）にあっては、１日における危険物の消費量と

２０号タンクに貯蔵する危険物の数量を比較し、いずれか大きいものを

当該一般取扱所における最大取扱数量とする。この場合において、当該

装置を使用する時間が一定でないときは、１日当たりの消費量が最大と

なる日の危険物の消費量を当該一般取扱所における最大取扱数量とする。

ただし、非常用の発電設備（公的機関等に設置したもので、２４時間連

続して運転するものを除く。）で危険物を取り扱う一般取扱所にあって
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は、当該発電設備が実際に運転する時間に基づいて算出した１日当たり

の消費量を当該一般取扱所の最大取扱数量とすることができるものとす

る。（平成３０年１１月２７日付け消防災第１８１号通知）（◆）  

(４ ) 危令第１９条第２項第５号に規定する専ら容器に危険物を詰め替え

る作業を行う一般取扱所にあっては、専用タンクに貯蔵される危険物の

数量又は取り扱われる危険物の数量を比較し、大きいものを当該一般取

扱所における最大取扱数量とする。  

(５ ) 危険物を用いた油圧装置又は潤滑油循環装置で危険物を取り扱う一

般取扱所（危令第１９条第２項第６号に規定する危険物を用いた油圧装

置又は潤滑油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所を含

む。）にあっては、これらの装置内の危険物の瞬間最大停滞量（危険物

に係るリザーバータンク、配管等の容量の総量）を当該一般取扱所にお

ける最大取扱数量とする。  

(６ ) 切削油として危険物を用いた切削装置又は研削装置で危険物を取り

扱う一般取扱所（危令第１９条第２項第７号に規定する切削油として危

険物を用いた切削装置又は研削装置以外では危険物を取り扱わない一般

取扱所を含む。）にあっては、第２号の規定の例により算出した数量を

当該一般取扱所における最大取扱数量とする。  

(７ ) 危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置

で危険物を取り扱う一般取扱所（危令第１９条第２項第８号に規定する

危険物以外の物を加熱するための危険物を用いた熱媒体油循環装置以外

では危険物を取り扱わない一般取扱所を含む。）にあっては、熱媒体油

の常温、常圧における瞬間最大停滞量を当該一般取扱所における最大取

扱数量とする。  

第５  製造所等ごとの申請区分  

危令第６条第１項又は第７条第１項に規定する申請書の提出を要する製

造所等の単位（以下この第５において「申請区分」という。）については、

次に定めるところによるものとする。  

１  製造所  

原則として１棟又は一連の工程をもって一の申請区分とする。この場合

において、一の申請区分には、当該製造所に附属する２０号タンク、配管

その他設備等が含まれる。（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第４４号

質疑）  

２  屋内貯蔵所  

次の各号に定めるところによる。  

(１ ) １棟の貯蔵倉庫を一の申請区分とする。  

(２ ) 一の建築物に危令第１０条第３項の規定に適合する屋内貯蔵所を隣

接して設置することができるものであると解する。この場合において、

隣接することにより２つの屋内貯蔵所で共有することとなる壁及び当該
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壁に設ける出入口（当該壁が出入口を有する場合に限る。）に設置する

特定防火設備は、両方の屋内貯蔵所の規制範囲に含まれるものと解する。  

３  屋外タンク貯蔵所  

 次の各号に定めるところによる。  

(１ ) 申請区分  

タンク１基及び当該タンクに付随する配管、通気管、ポンプ設備そ

の他設備等を一の申請区分とする。  

(２ ) 複数の屋外タンク貯蔵所が一の防油堤を兼用する場合の当該防油堤

が付随する屋外タンク貯蔵所については、次のアからオまでに定めると

ころによること。  

ア  当該防油堤内にその容量が異なる屋外貯蔵タンク（以下この号にお

いて「タンク」という。）が存する場合にあっては、当該防油堤内の

タンクのうち、その容量が最大となるものに係る屋外タンク貯蔵所に

付随するものとする。  

イ  当該防油堤内にその容量が最大となるタンクが複数存する場合に

あっては、当該防油堤内の屋外タンク貯蔵所のうち、指定数量の倍数

が最大となるもの（容量が最大となるタンク以外のタンクに係る屋外

タンク貯蔵所を除く。）に付随するものとする。  

ウ  当該防油堤内にその容量が最大となるタンクが複数存し、かつ、そ

の容量が最大となるタンクに係る複数の屋外タンク貯蔵所の指定数量

の倍数が等しい場合にあっては、当該複数の屋外タンク貯蔵所のうち、

そのタンクに貯蔵する危険物の引火点が最も低いものに付随するもの

とする。  
エ  当該防油堤内にその容量が最大となるタンクが複数存し、かつ、そ

の容量が最大となるタンクに係る複数の屋外タンク貯蔵所の指定数量

の倍数が等しく、かつ、当該複数の屋外タンク貯蔵所のタンクに貯蔵

する危険物の引火点が等しい場合にあっては、当該複数の屋外タンク

貯蔵所のうち、設置許可年月日が最も古いものに付随するものとする。  
オ  当該防油堤内にその容量が最大となるタンクが複数存し、かつ、そ

の容量が最大となるタンクに係る複数の屋外タンク貯蔵所の指定数量

の倍数が等しく、かつ、当該複数の屋外タンク貯蔵所のタンクに貯蔵

する危険物の引火点が等しく、かつ、当該複数の屋外タンク貯蔵所の

設置許可年月日が同じである場合にあっては、当該複数の屋外タンク

貯蔵所のうち、設置許可番号が最も古いものに付随するものとする。  
(３ ) 複数の屋外タンク貯蔵所が一の配管、ポンプ、消火設備等を兼用す

る場合の当該一の配管、ポンプ、消火設備等が付随する屋外タンク貯蔵

所については、前号の規定の例により決定するものとする。  
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(４ ) 複数の屋外タンク貯蔵所が一の防火上有効な塀又は水幕設備（危則

第１９条の２に規定する塀又は水幕設備をいう。）を兼用する場合にお

いて、当該塀又は水幕設備による各屋外タンク貯蔵所の防護範囲に重複

する部分があるときは、当該塀又は水幕設備は、当該塀又は水幕設備に

よる防護範囲が最長となる屋外タンク貯蔵所に付随するものとする。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

No.１  
タンク   

 

No.１タンクの

防護範囲  

No.２タンクの

防護範囲  

敷地境界線  

危令第１１号第１項

第１号の２の表の  

下欄に掲げる距離  

危令第１１号第１項

第１号の２の表の  

下欄に掲げる距離  

No.２  
タンク  

防火上有効な塀又は  
防火上有効な水幕設備  

A タンク  

 

P 

C タンク 

D タンク 

E タンク 

Ａタンクの  

附属配管  

Ｂタンクの  

附属配管  

備考  Ａ・Ｂ・Ｃが一の防油堤内のタンク群  Ｄ・Ｅが一の防油堤内のタンク群  

Ｃタンクの  
附属配管  

Ｅタンクの  
附属配管  

Ｄタンクの  
附属配管  

B タンク 
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４  屋内タンク貯蔵所  

(１ ) 一のタンク専用室並びに当該タンク専用室に設置するタンク及び当

該タンクに附属する配管、通気管、ポンプ設備その他設備等を一の申請

区分とする。  

(２ ) 次の図のように、片方のタンク専用室を経由しなければもう片方の

タンク専用室に出入りすることができないようにタンク専用室を隣接し

て設ける場合は、それぞれのタンク専用室を一の屋内タンク貯蔵所とし

て取り扱うことはできないものとする。（昭和４０年５月４日付け自消

丙予発第８３号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

５  地下タンク貯蔵所  

タンク１基及び当該タンクに附属する配管、通気管、ポンプ設備その他

設備等を一の申請区分とする。ただし、２以上のタンクが同一のタンク室

に設置されている場合、同一の基礎上に設置されている場合又は同一の蓋

で覆われている場合にあっては、当該同一のタンク室に設置されているも

の、同一の基礎上に設置されているもの又は同一の蓋で覆われているもの

をタンク１基とみなして申請区分を決定するものとする。（昭和５４年

１２月６日付け消防危第１４７号質疑）  

６  簡易タンク貯蔵所  

簡易タンク１基及び当該簡易タンクに附属する配管、通気管その他設備

等を一の申請区分とする。ただし、危令第１４条第２号の規定により、複

数の簡易タンクを設ける場合は、当該複数の簡易タンクを一の申請区分と

する。  

７  移動タンク貯蔵所  

タンクを固定する車両１台（積載式タンクコンテナを用いるものにあっ

ては交換タンクを、被けん引車形式のものにあってはけん引車（複数ある

場合を含む。）を含む。）につき一の申請区分とする。（平成９年３月

２６日付け消防危第３３号通知）  

８  屋外貯蔵所  

柵等で区画された一の部分を一の申請区分とする。なお、危則第２４条

の１３第２号の規定により設ける排水溝及び貯留設備を複数の屋外貯蔵所

で兼用する場合における当該複数の屋外貯蔵所で兼用する排水溝及び貯留

タンク専用室①  タンク専用室②  

廊下  
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設備は、指定数量の倍数が最大となる屋外貯蔵所に附属するものとする。  

９  給油取扱所  

次の各号に定めるところによる。  

(１ ) 一の給油取扱所を一の申請区分とする。  

(２ ) 前号の一の給油取扱所とは、道路又は危令第１７条第１項第１９号

に規定する塀若しくは壁（以下「防火塀等」という。）で囲まれた場所

とし、当該給油取扱所に設置する専用タンク、廃油タンク等及び簡易

タンクを含むものとする。  

１０  販売取扱所  

一の販売取扱所（危令第１８条第１項第９号（同条第２項においてそ

の例による場合を含む。）の危険物を配合する室を含む。）を一の申請

区分とする。なお、一の建築物に販売取扱所の用に供する部分が離れて

存するときは、離れて存する当該部分を合わせて一の販売取扱所として

取り扱うことはできないものとする。  

１１  移送取扱所  

(１ ) 起点、終点、危険物の移送配管のほか、移送取扱所として必要な施  

設（ポンプ等、ピグ取扱い装置、桟橋、シーバース等）を含めて一の申

請区分とする。  

(２ ) 複数の配管が海等に一団となって敷設される場合は、当該複数の配

管を一の移送取扱所に係る配管として取り扱うことができるものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２  一般取扱所  

 第１項の規定を準用するほか、次によるものとする。  

(１ ) 充塡場、ボイラー設備、発電設備、変電設備等の施設で、危険物の

取扱いに独立性があり、かつ、他の危険物の貯蔵又は取扱いに係る部分

と一体であるとみなされないものは、当該施設を一の申請区分とする。  

(２ ) 危令第１９条第２項の規定の適用を受ける一般取扱所は、壁等で区

画された部分等を一の申請区分とする。この場合において、一の建築物

の中に危令第１９条第２項に規定する技術上の基準に適合した一般取扱

Ｐ  

Ｐ  

Ｐ  
海等  
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所を複数設置することができるものとする。（平成元年７月４日付け消

防危第６４号質疑）  

(３ ) 危則第２８条の５４第９号の一般取扱所（危険物を取り扱う設備を

屋外に設けるものに限る。以下「屋外コンテナ等蓄電池設備」という。）

は、事業形態等によっては各コンテナ等を接続して一体の設備として活

用する場合等が考えられることから、同一敷地内に複数の屋外コンテナ

等蓄電池設備が隣接して設置される場合等における許可申請等にあって

は、事業形態等を確認し、設置者と協議の上で当該許可申請等の単位を

決定すること。（令和５年９月１９日付け消防危第２５１号通知）  

１３  消火設備  

危令第２０条第１項第１号の第１種、第２種又は第３種の消火設備を

複数の製造所等で共有する場合における当該消火設備の水源、ポンプ設

備、消火液タンク、ヘッダー、幹線配管等は、最も消火薬剤等を必要と

する製造所等に附属するものとして一の申請区分を決定するものとする。  

第６  各製造所等に附属する配管の範囲  

 製造所等相互に配管が接続される場合において、当該配管がいずれの製

造所等に附属するかの判断は、次の例により行うこと。  

１  指定数量の倍数の大きい製造所又は一般取扱所（以下この第６において

「Ａ施設」という。）に附属する配管の範囲は、Ａ施設から指定数量の倍

数の小さい製造所又は一般取扱所（以下この第６において「Ｂ施設」とい

う。）に最も近い位置（Ｂ施設の保有空地（危令第９条第１項第２号（危

令第１９条第１項において準用する場合を含む。）、危令第１０条第１項

第２号、危令第１１条第１項第２号、危令第１４条第４号又は危令第１６

条第１項第４号に規定する空地をいう。以下同じ。）内を含む。）にある

バルブ、フランジその他の配管に附属する器具（以下この第６において

「バルブ、フランジ等」という。）までとする。この場合において、Ｂ施

設に最も近い位置にあるバルブ、フランジ等は、Ｂ施設に附属するものと

する。  
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凡例：  Ａ  指定数量の倍数の大きい製造所又は一般取扱所  

Ｂ  指定数量の倍数の小さい製造所又は一般取扱所  

配管  

バルブ、フランジ等  

製造所又は一般取扱所の建築物等  

保有空地  

 

２  Ａ施設とＢ施設との間に埋設された配管が溶接その他危険物の漏えいの

おそれがないと認められる方法により接合されたものである場合その他Ａ

施設とＢ施設との間にバルブ、フランジ等明確に区分できるものがない場

合にあっては、Ａ施設からＢ施設の保有空地の境界までの配管をＡ施設に

附属する配管とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例：     配管（地下埋設部）  

配管  

（Ｂ施設に附属）  

Ａ Ｂ 

バルブ、フランジ等  

（Ｂ施設に附属）  

Ａ施設の保有空地  Ｂ施設の保有空地  

バルブ、フランジ等  

（Ａ施設に附属）  

 

配管  

（Ａ施設に附属）  

Ａ Ｂ 

Ａ施設の保有空地  

Ｂ施設の保有空地の境界  

GL 

 

Ｂ施設の保有空地  

配管（Ａ施設に附属）  配管（Ｂ施設に附属）  
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３  保有空地が重複している場合（次項に規定するときを除く。）にあって

は、Ａ施設からＢ施設に最も近い位置（Ｂ施設の保有空地内を含む。）に

あるバルブ、フランジ等までの配管をＡ施設に附属する配管とする。この

場合において、Ｂ施設に最も近い位置にあるバルブ、フランジ等は、Ｂ施

設に附属するものとする  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４  保有空地が重複している場合で、Ａ施設とＢ施設との間に埋設された配

管が溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接

合されたものであるときその他Ａ施設とＢ施設との間にバルブ、フランジ

等明確に区分できるものがないときにあっては、Ａ施設からＡ施設の保有

空地の境界まで又はＡ施設からＢ施設内のバルブ、フランジ等のうち最も

Ａ施設に近い位置にあるものまでの配管をＡ施設に附属する配管とする。

この場合において、Ｂ施設に最も近い位置にあるバルブ、フランジ等は、

Ｂ施設に附属するものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

Ａ施設の保有空地  

Ｂ施設の保有空地  

Ｂ  

バルブ、フランジ等  

（Ａ施設に附属）  

バルブ、フランジ等  

（Ｂ施設に附属）  

配管（Ａ施設に附属）  配管（Ｂ施設に附属）  

25



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

Ａ施設の保有空地  Ｂ施設の保有空地  

Ｂ  

配管  

（Ａ施設に附属）  

配管  

（Ｂ施設に附属）  

Ａ施設の保有空地の  

境界  

GL 

 

Ａ 

Ａ施設の保有空地  
Ｂ施設の  

保有空地  

Ｂ  

配管  

（Ａ施設に附属）  

配管  

（Ｂ施設に附属）  

Ａ施設の保有空地の境界  

バルブ、フランジ等  

（Ｂ施設に附属）  
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５  建築物の一部に設置される一般取扱所の間に配管が存する場合にあって

は、Ａ施設からＢ施設内のバルブ、フランジ等のうち最もＡ施設に近い位

置にあるものまでの配管をＡ施設に附属する配管とする。この場合におい

て、Ｂ施設内のバルブ、フランジ等のうち最もＡ施設に近い位置にあるも

のは、Ｂ施設に附属するものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６  貯蔵所と一般取扱所等の間に配管が存する場合（次項から第９項までに

規定する場合を除く。）における貯蔵所に附属する配管の範囲は、貯蔵所

から一般取扱所等に最も近い位置（一般取扱所等が保有空地を有する場合

にあっては、保有空地内を含む。）にあるバルブ、フランジ等までとする。

この場合において、一般取扱所等に最も近い位置にあるバルブ、フランジ

等は、一般取扱所等に附属するものとする。  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管  

（一般取扱所  

等に附属）  

バルブ、フランジ等  

（一般取扱所等に附属）  

一般取扱所等の  

保有空地  

配管  

（貯蔵所に附属）  

貯蔵所（地下タンク貯蔵所を除く。）  

の保有空地  

貯蔵所  

一 般 取 扱 所 等  

バルブ、フランジ等  

（貯蔵所に附属）  

Ａ Ｂ 

配管  

（Ａ施設に附属）  

配管  

（Ｂ施設に附属）  

バルブ、フランジ等（Ｂ施設に附属）  バルブ、フランジ等（Ｂ施設に附属）  

一般取扱所  一般取扱所  

凡例：    貯蔵所（タンク）  
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７  貯蔵所と一般取扱所等の間に配管が存する場合（次項及び第９項に規定

する場合を除く。）において、当該貯蔵所と当該一般取扱所等との間に埋

設された配管が溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方

法により接合されたものである場合その他当該貯蔵所と当該一般取扱所等

との間にバルブ、フランジ等明確に区分できるものがないときにあっては、

当該貯蔵所から当該一般取扱所等の保有空地の境界までの配管を貯蔵所に

附属する配管とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８  保有空地を有しない貯蔵所と一般取扱所等において危険物を消費する設

備等との間に配管及び２０号タンクが存する場合にあっては、次によるこ

と。  

(１ ) 貯蔵タンクから２０号タンクまでの送油配管（ポンプ設備を含む。

のうち、当該貯蔵タンクから最も２０号タンクに近い位置にあるバルブ、

フランジ等までのものにあっては、貯蔵所に附属する配管とする。この

場合において、当該送油配管（ポンプ設備を含む。）に設けられたバル

ブ、フランジ等のうち最も２０号タンクに近い位置にあるものは、一般

取扱所等に附属するものとする。  

(２ ) ２０号タンクから貯蔵タンクまでの返油配管のうち、当該２０号

タンクから最も貯蔵タンクに近い位置にあるバルブ、フランジ等までの

ものにあっては、一般取扱所等に附属する配管とする。この場合におい

て、当該返油配管に設けられたバルブ、フランジ等のうち最も貯蔵タン

クに近い位置にあるものは、貯蔵所に附属するものとする。  

 

 

 

 

 

 

配管  

（一般取扱所等に附属）  

一般取扱所等の  

保有空地  

配管  

（貯蔵所に附属）  

貯蔵所（地下タンク貯蔵所を除く。）の  

保有空地  

貯蔵所  

一 般 取 扱 所 等  

一般取扱所等の保有空地の境界  
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９  保有空地を有する貯蔵所と一般取扱所等において危険物を消費する設備

等との間に配管及び２０号タンクが存する場合にあっては、前項の規定の

例によること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ   

地下貯蔵タンク  一般取扱所等 の保有空地  

返油配管  

送油配管  

送油配管  

返油配管  

（貯蔵所に附属）  

返油配管  
（一般取扱所等に附属）  

（一般取扱所等に附属）  
送油配管  

送油配管  

地下貯蔵タンク  

一般取扱所等  

（一般取扱所等に附属）  
送油配管  （貯蔵所に附属）  送油配管  

（一般取扱所等に附属）  
返油配管  

GL 

  

（ 貯 蔵 所  
返 油 配 管  

に 附 属 ）  

に 附 属 ）  
（ 貯 蔵 所  
返 油 配 管  

Ｐ   

Ｐ   

凡例：    ポンプ設備    ２０号タンク  

       地下貯蔵タンクの上部スラブ  
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１０  移送取扱所に附属する配管の範囲は、当該移送取扱所の起点から終点

までとする。この場合において、起点及び終点については、次に定めると

ころによるものとする。  

(１ ) 移送取扱所に危険物の払出しを行うための製造所等（移送取扱所を  

除く。）と移送取扱所が接続されているときにあっては、移送取扱所の

配管に附随するバルブ、フランジ等のうち、最も移送取扱所のポンプに

近い位置（吸入側に限る。）にあるものを起点とする。  

 

 

 

 

 

(２ ) 移送取扱所からの危険物の受入れを行うための製造所等（移送取扱

所を除く。）と移送取扱所が接続されているときにあっては、当該受入

れを行うための製造所等（移送取扱所を除く。）の敷地内の移送取扱所

一般取扱所等 の保有空地  

返油配管  

送油配管  

送油配管  

返油配管  

（貯蔵所に附属）  

返油配管  
（一般取扱所等に附属）  

（一般取扱所等に附属）  
送油配管  送油配管  

一般取扱所等  

（一般取扱所等に附属）  
送油配管  

（貯蔵所に附属）  
送油配管  

（一般取扱所等に附属）  
返油配管  

貯蔵所（地下 タンク貯蔵所 を  

Ｐ   
貯蔵所  

返 油 配 管  
（ 貯 蔵 所 に 附 属 ）  

除く。）の保 有空地  

貯蔵所  

一般取扱所等  

Ｐ   

返 油 配 管  
（ 貯 蔵 所 に 附 属 ）  

GL 

  

タンク  

 

（払出し側）  

 
（受入れ側）  

 Ｐ   

移送取扱所  

 

30



の配管に附随するバルブ、フランジ等のうち、最も敷地境界に近い位置

にあるもの又は最も移送取扱所からの危険物の受入れを行うための製造

所等（移送取扱所を除く。）に近い位置にあるものを終点とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３ ) 船舶から移送取扱所に危険物を払い出すときは、ローディングアー  

ムの先端又は注入口を起点とする。  

(４ ) 移送取扱所から船舶に危険物を受け入れるときは、ローディング

アームの先端又はホース接続口等を終点とする。  

第７  危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの容量  

１  縦置円筒型の屋外貯蔵タンクで、危令第１１条第１項第６号（第９条第

１項第２０号イ（第１９条第１項において準用する場合を含む。）におい

てその例によることとされる場合を含む。）に規定する構造になっている

もの（屋根に該当しない鏡板形状を有するもの（縦置円筒型ベッセルタン

ク）を除く。）の内容積の算出に当たっては、当該構造を有するタンクが

屋根を有するタンクに相当するため、危則第２条括弧書きの規定を適用す

るものとする。（第１５回全国消防長会危険物委員会結果）  

２  タンクの内容積の算定方法については、次によること。（平成１３年３  

月３０日付け消防危第４２号通知）  

(１ ) タンクの内容積として計算する部分は、次によること。  

ア  固定屋根を有するタンクにあっては、当該固定屋根の部分を除いた

タンク  

 

（払出し側）  

 
（受入れ側）  

 

移送取扱所  

 

敷地境界  

 

タンク  

 

（払出し側）  

 

（受入れ側）  

 

移送取扱所  

 

敷地境界  
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タンクの部分とする。  

イ  浮き屋根を有するものにあっては、当該浮き屋根が最高位に上昇し、

かつ、浮き屋根としての機能を維持できる位置にあるときの液面から

上の部分（液面を当該液面以下に設定した場合は当該液面から上の部

分）を除いたタンクの部分とする。  

ウ  ア及びイのタンク以外のものにあっては、タンクの全体とする。  

内容積として計算する部分は、塗りつぶし部分（   ）以外の

部分とする。）  

 

固定屋根  

 

 

     浮き屋根  

 

(２ ) 内容積の算定方法  

内容積は、タンクを胴、鏡板等に分けて、各部分の形状に応じた計

算方法により各部分ごとに容積を算定し、当該各部分の容積を合計し

て算出すること。なお、危険物の規制に関する規則の一部を改正する

省令（平成１３年総務省令第４５号）の施行の日（平成１３年５月１

日）以前の危則第２条第１号イ及びロ並びに第２号イに定めるところ

により求められた値、ＣＡＤ等により計算された値又は実測値を活用

して内容積を計算することができるものとする。  

 

 

浮き屋根の位置  

最 高 位 に 上 昇 し 、 か つ 、 浮 き

屋 根 と し て の 機 能 を 維 持 で き

る位置  

浮き屋根の位置  
特 定 の 液 面 （ 左 図 の 液 面 よ り

下 方 ） に 浮 き 屋 根 の 位 置 が 管

理される。  
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３  内部に間仕切を設けて一のタンクを２室以上で使用するタンク（以下

「分割タンク」という。）については、各室の容量の合計をタンクの容量

とする。なお、空間容積は、各室ごとに確保すること。 (◆ ) 

４  タンクの容量は、空間容積を調整すること等により、原則として整数と

なるようにすること。 (◆ ) 

５  内部に加熱用配管等の装置類を設ける移動貯蔵タンクにあっては、当該

装置類に係る容積を除き、内容積を算出すること。（昭和４８年３月１２

日付け消防予第４５号通知（最終改正平成２８年３月１日付け消防危第  

２８号通知、平成１３年４月１１日付け消防危第５１号通知。６及び７に

おいて「４５号通知」という。）  

６  内容積を計算するに当たり、移動貯蔵タンクの内部に設ける防波板、間

仕切等の容積については、内容積から除かないこと。（４５号通知）  

７  タンク内において、貯蔵する危険物の上部に水を満たして移送する部分

が存する場合は、当該部分はタンクの空間部分とみなす。（４５号通知）  

８  特殊の構造又は設備を用いることによりタンク内の危険物の量が一定量

以下に保たれ、当該一定量が危令第５条第２項の規定により算出された

タンクの容量を超えることがない２０号タンクについては、当該一定量を

タンクの容量とすることとなるが、このことについては次のことに留意す

ること。（平成１０年３月１６日付け消防危第２９号通知）  

(１ ) 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（平成１０年政令

第３１号）の施行の際（平成１０年３月１６日）、現に存する２０号

タンクにあっては、同令による危令第５条の改正に伴い、改めて法第  

１１条第１項の規定による許可又は法第１１条の４第１項の規定による

届出の手続を行う必要はないものであること。  

(２ ) 大量生産されたタンクその他の完成検査前検査（危令第８条第３項

に規定する完成検査前検査をいう。以下同じ。）を受ける場合において、

その容量について危令第５条第２項及び第３項の規定のいずれが適用さ

れるか未定であるタンクについては、完成検査前検査申請書（危則別記

様式第１３）の中の容量の欄に危令第５条第２項の規定の例により算出

されたタンクの容量を記載すること。なお、当該タンクの容量が同条第

３項の規定の例により算定されるべきものであることが明らかになった

場合は、タンク検査済証に記載された容量と当該タンクの容量が異なる

こととなるが、このことにより改めて完成検査前検査を受ける必要はな

いものであること。  

(３ ) 危令第５条第３項の特殊の構造又は設備を用いることにより当該

タンク内の危険物の量が当該タンクの内容積から空間容積を差し引いた

容積を超えない一定量を超えることがない２０号タンクには、当該一定

量以上の量の危険物が当該タンクに注入されるおそれがない構造を有す

るもの及び当該一定量以上の量の危険物が当該タンクに注入されること
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を防止することができる複数の構造又は設備を有するものが該当するも

のであり、これらの例は、次によること。  

ア  一定量以上の量の危険物が当該タンクに注入されるおそれがない構

造を有する２０号タンクの例としては、自然流下配管が設けられてい

るものがあること。この場合において、自然流下配管が設けられてい

るものとは、２０号タンクに一定量以上の危険物が注入されたときに、

無弁の自然流下配管を通じて滞ることなく主タンク（供給元タンク）

に危険物が返油され、２０号タンクの最高液面が自然流下配管の設定

位置を超えることのない構造のものをいうこと。なお、返油管の断面

積は送油管の断面積のおおむね１．５倍以上とすること。（◆）  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  一定量以上の量の危険物が当該タンクに注入されることを防止する

ことができる複数の構造又は設備を有する２０号タンクの例としては、

次に掲げるものがあること。  

(ア ) 複数の液面感知センサーを設置し、各センサーから発せられる

信号により一定量を超えて危険物が注入されることを防止するもの  

 

［危険物注入用ポンプを停止させる複数の設備が設けられているもの］  

    

 

主タンク  

ポンプ  

２０号タンク  

Ｐ  

①感知→ポンプ停止  

②感知→ポンプ停止＋警報  

①  ②  

【警報】  

Ｐ  

無弁の自然流下配管  

主タンク  
ポンプ  

２０号タンク  
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[危険物注入用ポンプを停止させる設備と主タンク（供給元タンク）の元弁を

閉止する設備がそれぞれ設けられているもの ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[危険物注入用ポンプを停止させる設備と三方弁を制御することにより、一定

量以上の危険物の注入を防止する設備がそれぞれ設けられているもの ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ ) ２０号タンクへの注入量と当該２０号タンクからの排出量をそ

れぞれ計量し、これらの量からタンク内にある危険物の量を算出し、

算出量が一定以上となった場合にタンクへの注入ポンプを停止させ

る設備と液面センサーが発する信号により主タンク（供給元タンク）

の元弁を閉止する設備がそれぞれ設けられているもの  

 

主タンク  

ポンプ  

２０号タンク  

Ｐ  

①  ②  

【警報】  

元弁  

①感知→ポンプ停止  

②感知→元弁自動閉止＋警報  

主タンク  

ポンプ  

２０号タンク  

Ｐ  

①感知→ポンプ停止  

②感知→三方弁が分岐返油管方向に開  

＋警報  ①  ②  

【警報】  

送油管  

分岐返油管  

三方弁  

元弁  
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(ウ ) ２０号タンクへの危険物の注入が当該２０号タンクが空である

場合にのみ行われるタンクで、タンクへの注入量を一定量以下に制

御する設備と液面センサーが発する信号により主タンク（供給元

タンク）の元弁を閉止する設備がそれぞれ設けられているもの  

 

主タンク  

ポンプ  
２０号タンク  

①  

【警報】  

元弁  

Ｐ    

流量計  

流量計  

F１  F２  

Ｆ１及びＦ２の積算  

流量の差からポンプ  

停止  

①感知→元弁閉止  

主タンク  

ポンプ  
２０号タンク  

Ｐ  

①  

【警報】  

元弁  

 

流量計  

F 

空タンクに注入時、Ｆに  

より積算流量を検出  

Ｆの故障等により過剰注  

入されたとき、①が感知  

し元弁を閉止  
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第２章  危険物規制事務手続基準  

第１節  設置又は変更の許可申請等  

第１  設置又は変更の許可申請に係る対象及び範囲  

１  申請の手続については、次に定めるところによるものとする。  

(１ ) 設置許可の申請（以下「設置許可申請」という。）又は法第１１条  

第１項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更に係る許

可（以下「変更許可」という。）の申請（以下「変更許可申請」とい

う。）は、製造所等ごとに行うこと。  

(２ ) 変更許可申請を必要とする最低の基準は、事例により異なるが、原

則として製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準に係る変更をす

るときは、当該変更に係る変更許可申請を要する。ただし、第４に定め

るところによる軽微な変更工事に該当する変更については、変更許可申

請を要しないものとする。（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第４４

号質疑）  

(３ ) 市町村の境界上に設置される製造所等（移送取扱所を除く。）の許

可は、事務所の位置及び面積並びに危険物の貯蔵又は取扱数量、敷地面

積その他許可に係る施設実態を鑑みて、いずれかの市町村長の権限によ

り行うものとする。この場合において、当該権限の決定については、市

町村長間で事前協議を実施し、決定すること。（昭和４３年９月２７日

付け消防予第２１３号質疑）  

(４ ) 製造所、貯蔵所又は取扱所において他の施設区分への転換を行う場

合及び貯蔵所又は取扱所において当該貯蔵所又は取扱所が属する危令第

２条及び第３条に掲げる施設区分（第３条第２号イ及びロを含む。）の

変更となる転換を行う場合は、法第１２条の６に定めるところによる製

造所等の用途の廃止に係る手続を経てから設置許可を必要とすると解す

る。（昭和５２年１２月１９日付け消防危第１８２号質疑）  

(５ ) 移動タンク貯蔵所の定期点検（水圧試験）を実施するに当たり、移

動貯蔵タンクを一時的に車両から取り外す場合、変更許可申請等の手続

を要しないものとする。（平成２年５月２２日付け消防危第５７号質疑）  

(６ ) 製造所等で設置又は変更の許可に係る危険物以外に指定数量以上の

危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする場合は、当該製造所等以外の場

所において設置許可を要するものとする。  

(７ ) 設置許可申請又は変更許可申請を行った後で、かつ、当該設置許可

申請又は変更許可申請に係る完成検査を行う前に申請内容を変更し、又

は当該設置許可申請若しくは変更許可申請に係る許可を受けた施設を変

更する場合の手続については、次によること。（昭和３９年３月２日付

け自消丙予発第１５号通知）  

ア  設置許可申請又は変更許可申請が行われた後であって、当該設置許

可申請又は変更許可申請に係る許可が行われる前に申請内容を変更す
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る場合は、当該申請内容の訂正として取り扱うものとする。  

イ  製造所等の設置許可を受けた後であって、当該製造所等の位置、構

造及び設備に対する完成検査を行う前に当該許可に係る製造所等の位

置、構造又は設備の変更をする場合は、変更許可申請を要するものと

して取り扱うものとする。なお、当該完成検査は、当該変更許可に係

るものとしては取り扱わず、当該設置許可に係るものとして取り扱う

ことに留意すること。  

ウ  前イに定めるところにより変更許可申請を行い、当該変更許可申請

に係る許可を受けた後において、当該許可に係る完成検査を受けるま

での間に更に当該製造所等の位置、構造又は設備を変更する場合は、

変更許可申請を要するものとして取り扱うものとする。  

２  申請を必要とする場合については、次に定めるところによるものとする。  

(１ ) 設置許可申請を必要とする場合は、次に掲げる場合とする。  

ア  製造所等を新たに設置する場合  

イ  前項第４号に規定する場合（製造所から取扱所に変更する場合、

屋外タンク貯蔵所から屋内タンク貯蔵所に変更する場合等）（昭和

５２年１２月１９日付け消防危第１８２号質疑）  

ウ  屋外タンク貯蔵所を当該製造所等が設置されていた敷地と別の敷地

に移設する場合（昭和５２年１０月１２日付け消防危第１４９号質疑）  

エ  火災等の災害により全面的に破損した製造所等の構造又は設備を改

修する場合及び老朽化等により製造所等の全面的な改修（給油取扱所

において行う危令第１９条第１項第１９号に規定する塀のみを残した

変更等）を行う場合（昭和３７年９月１７日付け自消丙予発第９１号

質疑）  

オ  屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所で、全てのタンクを取り替

える場合  

カ  屋外タンク貯蔵所のタンク本体の建て替え及び基礎・地盤の造り替

えを同時に行う場合  

キ  地下タンク貯蔵所のタンク本体（配管等を含む。）とタンク室を同

時に造り替える場合、タンク本体（配管等を含む。）と蓋、支柱及び

基礎を同時に造り替える場合等  

ク  アからキまでに掲げるもののほか、設置許可申請を行うことが適当

であると認められる場合  

(２ ) 変更許可申請を必要とする場合は、次に掲げる場合とする。ただし、

第４に定めるところによる軽微な変更工事に該当する製造所等の変更

を行うときを除く。  

ア  製造所等の位置、構造及び設備を変更する場合（設置許可申請を要

する変更を行う場合を除く。）  

イ  貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更により、製造所
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等に適用される位置、構造及び設備の技術上の基準が異なることにな

る場合（昭和５２年１２月９日付け消防危第１８２号質疑）  

ウ  貯蔵所又は取扱所において危令第２条及び第３条に掲げる施設区分

（第３条第２号イ及びロを含む。）の変更を行わず、業務形態の変更

等により、当該貯蔵所又は取扱所に適用される位置、構造及び設備の

技術上の基準が異なることになる場合（危令第１７条第３項第６号に

規定する自家用の給油取扱所（以下「自家用給油取扱所」という。）

から危令第１７条第１項に規定する給油取扱所（以下「屋外給油取扱

所」という。）に変更する場合等）（昭和５１年７月１２日付け消防

危第２３－３号質疑）  

エ  火災等の災害により破損した製造所等の構造又は設備を部分的な修

理により復旧させる場合（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第４４

号質疑）  

オ  移動タンク貯蔵所の常置場所を変更する場合  

カ  移動タンク貯蔵所の車両（台車）を更新する場合   

キ  屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所で、タンクの一部の取替え

又は増設を行う場合  

ク  地下タンク貯蔵所及び移動タンク貯蔵所の配管等を残し、タンクの

みを取り替える場合（平成１０年１０月１３日付け消防危第９０号質

疑）  

ケ  既に許可を受けた積載式移動タンク貯蔵所の車両に、当該許可に係

る数以上の数のタンクコンテナ（国際海事機関（ＩＭＯ）が採択した

危険物の運送に関する規程に定める基準（以下「ＩＭＤＧコード」と

いう。）に適合している旨を示す表示板が貼付されている国際間を流

通するタンクコンテナ（以下「国際輸送用コンテナ」という。）を除

く。）を保有し、かつ、積載しようとする場合（平成４年６月１８日

付け消防危第５４号通知）  

コ  既に許可を受けた国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所（国際輸送用

コンテナを積載する移動タンク貯蔵所をいう。以下同じ。）の車両に、

当該許可に係る数以上の数の国際輸送用コンテナを保有し、かつ、積

載しようとする場合（車両及び国際輸送用コンテナの緊結装置に適合

性がない場合に限る。）。なお、車両及び国際輸送用コンテナの緊結

装置に適合性がある場合は、第４に規定する軽微な変更工事として取

り扱うことができるものとする。（平成１３年４月９日付け消防危第

５０号通知）  

サ  屋外タンク貯蔵所のタンク本体のみを建て替える場合で、建替え後

の屋外貯蔵タンクの直径（横型のタンクにあっては、縦及び横の長さ。

以下このサにおいて同じ。）及び高さが建替え前の屋外貯蔵タンクの

直径及び高さと同規模以下であるとき。（平成１１年６月１５日付け
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消防危第５８号質疑）  

シ  既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策として、その内面に腐

食を防止するためのコーティングを講ずる場合。この場合において、

マンホールの取付工事の有無は問わない。  

ス  「小規模屋外貯蔵タンクの津波・水害対策について」（令和４年３

月３０日付け消防危第６３号通知）別紙「小規模屋外貯蔵タンクの津

波・水害対策工法に係るガイドライン」に記載される津波・水害対策

工法を施工する場合で、当該津波・水害対策工法の施工に伴い、危令

第１１条第１項第５号の規定に基づき屋外貯蔵タンクを基礎に固定す

るアンカーボルトを撤去するとき。（令和４年３月３０日付け消防危

第６３号通知）  

セ  ＡＩ（人工知能のことをいう。以下同じ。）システムの導入に伴い、

新たに監視カメラ等の機器を設置するなど、危令第１７条第５項の顧

客に自ら自動車等に給油させ、又  は灯油若しくは軽油を容器に詰め

替えさせる給油取扱所として総務省令で定めるもの（以下「顧客に自

ら給油等をさせる給油取扱所」という。）の位置、構造又は設備に変

更を生じる場合（令和５年５月１５日付け消防危第１２４号通知）  

ソ  アからセまでに掲げる場合のほか、変更許可申請を行うことが適当

であると認められる場合  

３  積載式移動タンク貯蔵所の許可等の取扱いについては、次によること。

（平成４年６月１８日付け消防危第５４号通知、平成７年３月１４日付け

消防危第２３号通知 ) 

(１ ) 積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受ける前に当該積載式移動

タンク貯蔵所の車両に同時にその容量の合計が３万リットルを超える数

のタンクコンテナ（以下「交換タンクコンテナ」という。）を保有し、

かつ、当該車両に交換タンクコンテナを積載しようとする場合にあって

は、交換タンクコンテナを含めて当該積載式移動タンク貯蔵所の設置許

可を受けること。なお、積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受けた後

に当該積載式移動タンク貯蔵所の車両に交換タンクコンテナを保有し、

かつ、当該車両に交換タンクコンテナを積載しようとする場合にあって

は、前項第２号ケに定めるとおりとする。  

(２ ) 前号の規定による許可を受けた積載式移動タンク貯蔵所のタンク

コンテナは、他の積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナと当該タン

クコンテナとが緊結装置に同一性を持つものである場合には、既に許可

を受けた当該他の積載式移動タンク貯蔵所の車両にも積載することがで

きるものとする。この場合において、当該タンクコンテナは、当該他の

積載式移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクとみなされるものであること。  

(３ ) 積載式移動タンク貯蔵所において貯蔵する危険物の品名又は最大の  

数量がタンクコンテナを積載するたびに異なることが予想される場合は、
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次によること。  

ア  当該積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受ける前にあっては、当

該積載式移動タンク貯蔵所において貯蔵することが予想される全ての

危険物の品名及び最大の数量について設置許可を受けるものとするこ

と。  

イ  当該積載式移動タンク貯蔵所が設置許可を受けた後にあっては、当

該積載式移動タンク貯蔵所において貯蔵することが予想される全ての

危険物の品名及び最大の数量について、法第１１条の４第１項に規定

する届出を必要とするものであること。  

(４ ) 積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナの車両、貨車又は船舶へ  

の荷積み若しくは荷卸しに伴う当該タンクコンテナの取扱いは、当該積

載式移動タンク貯蔵所の危険物の貯蔵に伴う取扱いと解するものとする。  

(５ ) 積載式移動タンク貯蔵所の車両からタンクコンテナを荷卸しした後  

において再びタンクコンテナを積載するまでの間、当該車両を通常の貨

物自動車としての用途に供する場合は、当該積載式移動タンク貯蔵所に

ついて法第１２条の６に規定する用途の廃止の届出を要することなく、

当該車両を貨物自動車の用途に供することができると解するものとする。  

(６ ) 積載式移動タンク貯蔵所のタンクコンテナを車両、貨車、船舶等を  

利用して輸送し、輸送先で他の車両に積み替える場合において、輸送先

の市町村において許可を受けた積載式移動タンク貯蔵所がないときは、

当該タンクコンテナと当該他の車両とで一の積載式移動タンク貯蔵所と

して設置許可を受けることができるものとし、完成検査（危令第８条第

１項に規定する完成検査をいう。以下同じ。）については、タンクコン

テナを当該他の車両に固定した状態での外観検査により行うことができ

るものとする。  

４  国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の許可等の取扱いについては、「国

際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する指針について」（平成

１３年４月９日付け消防危第５０号通知）によること。  

５  特定屋外タンク及び準特定屋外タンクに係る変更工事のうち、当該変更

工事による重量の増加等により、側板に生じる応力、底部板の保有水平

耐力等の確認を要するものについては、屋根の敷設やウインドガーダー

の増設等を含め、タンク本体の変更に該当するものと解するものとする。

（令和２年３月２７日付け消防危第８９号通知）  

第２  設置又は変更の許可申請書の記入方法、添付書類等  

１  法第１１条第１項の許可に係る申請についての留意事項は、次のとおり

とする。  

(１ ) 複数の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所（積載式  

移動タンク貯蔵所を除く。）のうち、最小比重危険物を最大量貯蔵でき

るように設計されたタンクを用いたものに係る許可の申請がなされた場
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合に、当該タンクの危則第２４条の３第１号イに定める角度の計算にお

いて用いる貯蔵物重量は、車両法上の最大積載量とすることができるも

のとする。（平成１０年１０月１３日付け消防危第９０号質疑）  

(２ ) 危令第１７条第３項第４号の圧縮天然ガスその他の総務省令で定め

るガスを内燃機関の燃料として用いる自動車等に当該ガスを充てんする

ための設備を設ける給油取扱所（以下「圧縮天然ガス等充塡設備設置給

油取扱所」という。）を設置する場合は、法第１１条第１項の許可のほ

かに、高保法第５条第１項又は第１４条第１項に規定する許可（以下こ

の号において「高保法の許可」という。）を受ける必要があるが、この

場合は、高保法の許可を受けた後に法第１１条第１項の許可に係る申請

を受理する必要があること。なお、危則第２７条の３第６項第４号から

第６号までに規定する設備が、高保法の規定に適合していることの確認

は、高保法の許可を受けていることの確認をもって行うこと。（平成

１０年３月１１日付け消防危第２２号通知、平成２９年１月２６日付

け消防危第３１号通知）  

(３ ) 配管が２以上の事業所にわたる移送取扱所の法第１１条第１項の許  

可に係る申請者については、配管の起点となる側の事業所と配管の終点

となる側の事業所で協議の上、決定すること。（◆）  

２  設置許可又は変更許可の申請書（以下「許可申請書」という。）の記入

方法等は、次のとおりとする。  

(１ ) 危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書（危則別記様式第２  

の記入方法は、次によること。  

ア  申請の名宛人は、「高松市長  〇〇〇〇」と記入すること。  

イ  申請者は、原則として設置者と同一であること。ただし、設置者の

代理権又は製造所等の管理運営の権限を有する者が申請者となる場合

は、この限りでない。  

ウ  申請者又は設置者の住所の欄には、申請者又は設置者の住所を記入

すること。ただし、申請者又は設置者が法人等である場合にあっては、

当該法人等の主たる事務所の所在地を記入すること。  

エ  申請者又は設置者の氏名の欄には、申請者又は設置者の氏名を記入

すること。ただし、申請者又は設置者が法人等である場合にあっては、

当該法人等の名称及び代表者の氏名を記入すること。なお、申請者又

は設置者が法人等である場合における当該法人等の代表者とは、代表

取締役、代理権を有する支店長、工場長又はこれらに類する名称を冠

する者をいう。  

オ  設置場所の欄には、製造所等を設置する場所（移動タンク貯蔵所に

あっては、移動タンク貯蔵所の常置場所）で登記簿に記載されている

所在、地番等（埋立地等で地番等が確定していない場合にあっては、

既に登記されている地番の地先）を記入すること。なお、記入に際し
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て、通称又は略称を使用しないこと（例えば、「三丁目１５番２号」

を「３－１５－２」と略さないこと。）。  

カ  設置場所の地域別のうち防火地域別の欄には、都市計画法（昭和

４３年法律第１００号）第８条第１項第５号に規定する区分により、

「防火地域」、「準防火地域」、「指定なし」のうち該当するものを

記入すること。  

キ  設置場所の地域別のうち用途地域別の欄には、都市計画法第８条第

１項第１号に規定する区分により、該当するものを記入すること。な

お、防火地域及び準防火地域以外の区域のうち、建基法第２２条の規

定に基づき高松市、綾川町又は三木町が指定するものに該当するとき

は、「指定なし（建築基準法第２２条指定区域）」と記入すること。

（◆）  

ク  製造所等の別の欄には、「製造所」、「貯蔵所」、「取扱所」のう

ち該当するものを記入すること。  

ケ  貯蔵所又は取扱所の区分の欄には、危令第２条及び第３条に掲げる

区分（第３条第２号イ及びロを含む。）を記入すること。  

コ  危険物の類、品名（指定数量）、最大数量の欄には、製造所等にお

い て 貯 蔵 し 、 又 は 取 り 扱 う 危 険 物 の 類 、 品 名 、 化 学 名 又 は 通 称 名

（◆）、危令別表第３に定める指定数量（危則別記様式第２備考４に

該当する場合に限る。）及び前章第２節第４に定めるところにより算

定した最大貯蔵数量又は最大取扱数量を記入すること。なお、貯蔵し、

又は取り扱う危険物が複数である等の理由により所定の欄内に記入で

きない場合は、「別紙のとおり」と記入し、このコ前段に定める事項

及び危令別表第３の品名又は性質ごとの指定数量の倍数を記載した用

紙（別紙）を添付すること。例えば、貯蔵所において第４類の危険物

のうち第１石油類のガソリン（非水溶性液体）２，０００リットル、

第１石油類のアセトン（水溶性液体）１００リットル、アルコール類

のメタノール５００リットル及び第２石油類の灯油（非水溶性液体）

２，０００リットルを貯蔵する場合は、次のように記入すること。  

第４類  

第１石油類  ガソリン  （２００Ｌ）   ２，０００Ｌ  

第１石油類  アセトン  （４００Ｌ）     １００Ｌ  

アルコール類  メタノール  （４００Ｌ）   ５００Ｌ  

第２石油類  灯油  （１，０００Ｌ）   ２，０００Ｌ  

サ  指定数量の倍数の欄は、次によること。  

(ア ) 品名又は指定数量を異にする２以上の危険物を貯蔵し、又は取

り扱う場合は、それぞれの危険物の数量をそれぞれの指定数量で除

して得た値を小数点第４位まで求め、その合計値の小数点第３位を

切り捨て、小数点第２位までを指定数量の倍数の欄に記入すること。
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なお、それぞれの危険物の数量をそれぞれの指定数量で除した時に

小数点第５位に数字がある値が得られた場合は、小数点第５位を切

り捨てることにより小数点第４位までの値を求めてから、前段の計

算を行うこと（◆）。例えば、貯蔵所において第４類の危険物のう

ち第１石油類（非水溶性液体）のガソリン２万リットル、第１石油

類（水溶性液体）のアセトン１５０リットル、第２石油類（非水溶

性 液 体 ） の 軽 油 ５ ， ２ ０ ０ リ ッ ト ル 及 び 第 ４ 石 油 類 の 潤 滑 油

１，０００リットルを貯蔵する場合は、次のように計算すること。  

ガソリン  ２０，０００÷２００＝１００．００００  

アセトン  １５０÷４００＝０．３７５０  

軽油    ５，２００÷１，０００＝５．２０００  

潤滑油   １，０００÷６，０００＝０．１６６６  

計     １０５．７４１６  

指定数量の倍数は、１０５．７４となり、この数字を記入するこ

と。  

(イ ) 前 (ア )に掲げる場合以外の場合は、貯蔵し、又は取り扱う危険

物の数量を指定数量で除して得た値の小数点第３位を切り捨て、小

数点第２位までを指定数量の倍数の欄に記入すること。（◆ ) 

シ  位置、構造及び設備の基準に係る区分の欄には、製造所等に適用さ

れる基準を規定した危令及び危則の条項を記入すること。例えば、危

険物を消費するボイラー又はバーナー以外では危険物を取り扱わない

一般取扱所で建築物の屋上に設置するものの場合は、「令第１９条第

２項（規則第２８条の５７第４項）」と記入すること。  

ス  位置、構造、設備の概要の欄には、製造所等の位置、主要な構造、

主要な設備等を記入すること。  

セ  危険物の貯蔵又は取扱方法の概要の欄には、製造所等における危険

物の貯蔵又は取扱いの目的及び概要を記入すること。  

ソ  着工予定期日の欄には、着工予定年月日を記入するものとするが、

許可後直ちに着工する場合は「許可後即日」等許可後に着工する旨の

内容を記載すること。また、完成予定期日の欄には、完成予定年月日

を記入すること。  

タ  その他必要な事項の欄の記入方法は、次によること。  

(ア ) 危令第２３条による基準の特例承認の申請を行う場合にあって

は、その旨を記入すること。  

(イ ) 既存の製造所等の建替え等による廃止を伴う設置許可申請を行

う場合にあっては、廃止する製造所等が設置許可を受けた年月日及

び当該設置許可に係る許可番号を記入すること。この場合において、

廃止届出が受理されているときは、当該廃止届出が受理された年月

日及び届出の受付番号を記入すること。  
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チ  申請書の所定の欄に記入できない場合は、当該欄に「別紙のとおり」

と記入し、別紙にその内容を記入すること。  

(２ ) 移送取扱所設置許可申請書（危則別記様式第３）の記入方法は、前

号アからエまで、サ及びソからチまでの例によるほか、次によること。  

ア  設置場所のうち起点及び終点の欄には、当該移送取扱所のうち最も

距離の長い配管の起点及び終点の設置場所を記入すること。なお、記

入に際して、通称又は略称を使用しないこと。  

イ  設置場所のうち経過地の欄には、危則別記様式第３備考４の内容を

記載するほか、移送取扱所が事業所（事業所に接続する桟橋を含む。）

構内のみに設置される場合にあっては、「製油所構内」、「油槽所構

内」、「事業所構内」等と記入すること。（◆）  

ウ  配管のうち延長の欄には、移送取扱所の配管のうち起点から終点ま

での距離が最も長いものに係る距離を記入すること。  

エ  配管のうち外径の欄には、移送取扱所の配管の外径を全て記入する

こと。例えば、外径３１８．５ミリメートル（１２Ｂ）の配管が２条、

外径２１６．３ミリメートル（８Ｂ）の配管が５条、外径１６５．２

ミリメートル（６Ｂ）の配管が３条、計１０条の配管が設置される移

送取扱所の場合は、「３１８．５ｍｍ×２条、２１６．３ｍｍ×５条、

１６５．２ｍｍ×３条」と記入すること。ただし、異なる外径の配管

を接合することにより、１本の配管が複数の外径の配管から構成され

る場合は、接合された配管のうち最も距離が長いものに係る外径を記

入すること。  

オ  配管のうち条数の欄には、移送取扱所における配管の本数を記入す

ること。ただし、起点から終点までの間で配管が分岐している場合は、

それらの間の配管のうち最も距離が長いものの本数を当該配管の本数

とすること。例えば、総延長３００メートルの配管が起点から１００

メートルの位置で２本に分岐し、分岐した位置から終点までの２本の

配管の長さがそれぞれ２００メートルである場合の配管の本数は２本

とすること。  

カ  危険物の類、品名（指定数量）及び化学名又は通称名の欄には、移

送取扱所において取り扱う危険物の類、品名、化学名又は通称名及び

危令別表第３に定める指定数量（危則別記様式第３備考５に該当する

場合に限る。）を記入すること。  

キ  危険物の移送量の欄には、前章第２節第４に定めるところにより算

定した危険物の最大取扱数量を記入すること。  

ク  ポンプの種類等のうち種類・型式、全揚程、吐出量、基数の欄には、

移送取扱所に設置されている全てのポンプについてこれらの情報を記

入すること。なお、船舶に設置されているポンプ及び当該移送取扱所

において危険物の移送を行う屋外タンク貯蔵所等に附属するポンプに
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ついては、記入する必要はない。  

ケ  危険物の取扱方法の概要の欄には、移送取扱所における危険物の取

扱いの目的及び概要を記入すること。  

(３ ) 製造所等変更許可申請書（移送取扱所を除く。）（危則別記様式第

５）の記入方法は、第１号アからシまで及びソからチまでの例によるほ

か、次によること。  

ア  設置の許可年月日及び許可番号の欄には、製造所等が設置許可を受

けた年月日及び当該設置許可に係る許可番号を記入すること。  

イ  危険物の類、品名（指定数量）、最大数量の欄には、製造所等の変

更に伴い、危険物の類、品名（指定数量）、最大数量の変更がある場

合にあっては変更後の内容を、これらの変更がない場合にあっては変

更前の内容を記入すること。  

ウ  変更の内容の欄には、製造所等の変更に係る内容を簡潔に記入する

こと。  

エ  変更の理由の欄には、製造所等の変更を行う理由を簡潔に記入する

こと。  

オ  その他必要な事項の欄には、製造所等の変更に伴い、危令第２３条

による基準の特例承認の申請を行う場合にあっては、その旨を記入す

ること。  

(４ ) 移送取扱所変更許可申請書（危則別記様式第６）の記入方法は、第  

２号並びに前号ア及びオの例によるほか、次によること。  

ア  設置場所の欄、配管の欄、危険物の類、品名（指定数量）及び化学

名又は通称名の欄、指定数量の倍数の欄、危険物の移送量の欄及び

ポンプの種類等の欄（以下この号において「移送取扱所の概要欄」と

いう。）のうち変更前の欄には、当該移送取扱所の設置許可申請又は

前回の変更許可申請の際に移送取扱所設置許可申請書又は移送取扱所

変更許可申請書に記入した情報を記入すること。  

イ  移送取扱所の概要欄のうち変更後の欄には、今回の変更許可により

変更された後の移送取扱所に係る情報を記入すること。ただし、変更

後の欄のうち今回の変更許可により変更しない部分に係る欄にあって

は、空欄とすることができる。  

ウ  移送取扱所の概要欄のうち変更の理由の欄には、今回の変更許可に

より変更する部分に係る欄にのみ変更の理由を記入すること。  

３  許可申請書に係る委任状の作成については、次によること。（◆）    

(１ ) 設置者と申請者が異なる場合又は設置者の代理人により申請を行う  

場合は、許可申請書に当該申請に係る権限を委任する旨を証する書面

（以下「委任状」という。）を添えなければならない。ただし、設置者

の代理権又は製造所等の管理運営の権限を有する者が申請者であり、か

つ、これらの者からあらかじめ委任状が予防課危険物係に提出されてい
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るときは、この限りでない。  

(２ ) 委任状及びその内容については、次によること。なお、作成に当

たっては、記載例を参考にすること。  

ア  用紙の大きさは、ＪＩＳＡ４とすること。  

イ  製造所等の設置場所、施設区分及び名称を明記すること。  

ウ  委任する事項の例としては、記載例中第１項から第７項までに掲げ

るものがあるので、参考にすること。  

エ  委任者の住所、氏名及び委任年月日を明記するとともに、押印をす

ること。  

オ  受任者の住所及び氏名を明記すること。  

カ  法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地

を明記すること。  
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委  任  状（例）  

 

私は、○○県○○市○○町○○○番地、○○株式会社○○○○を代理人

と定め、香川県高松市○○町（綾歌郡綾川町・木田郡三木町大字〇〇）○

○○番地に○○○○○（製造所・貯蔵所・取扱所 )を設置すること（香川

県高松市○○町（綾歌郡綾川町・木田郡三木町大字〇〇  ）  ○○○番地の

○○○○○（製造所・貯蔵所・取扱所 )を変更すること）について、下記

の権限を委任いたします。  

記    

 

１   消防法（昭和２３年法律第１８６号（以下「法」という。））第  

１１条第１項の規定に基づき危険物の規制に関する政令（昭和３４年政

令第３０６号（以下「政令」という。））第６条及び第７条に定める設

置（変更）許可申請書の提出及び訂正並びに設置（変更）許可申請書

及び設置（変更）許可書の受領に関すること。  

２  法第１１条第５項の規定に基づき政令第８条第１項に定める完成検

査申請書の提出及び訂正並びに完成検査申請書及び政令第８条第３項

の完成検査済証の受領に関すること。  

３  法第１１条の２第１項の規定に基づき政令第８条の２第６項に定め

る完成検査前検査申請書の提出及び訂正並びに完成検査前検査申請書

及び政令第８条の２第７項のタンク検査済証の受領に関すること。  

４  法第１１条第５項の完成検査及び法第１１条の２第１項の検査（完

成検査前検査）の立会いに関すること。  

５  完成検査済証が交付されるまでの間の○○○○○における工事の監督

に関すること。  

６  ○○○○○の設置（変更）に係る申請に必要な書類の閲覧に関する

こと。  

７  その他○○○○○の設置（変更）に係る申請に関する一切のこと。  

 

年    月    日  

委任者  

○○県○○市○○町○○○番地  

○○○株式会社  

代表取締役    ○○○○         印  

 

 受任者  

○○県○○市○○町○○○番地  

○○○株式会社  

 （職名）      ○○○○  
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４  設置許可申請及び変更許可申請に必要な図面及び添付書類（以下「添付

書類等」という。）については、危則第４条第２項及び第３項並びに第５

条第２項及び第３項に定めるところによるほか、次によること。（平成９

年３月２６日付け消防危第３５号通知）  

(１ ) 添付書類等に係る基本的な留意事項は、次のとおりとする。（平成  

９年３月２６日付け消防危第３５号通知）  

ア  添付書類等は、審査に当たって必要事項が確認できる最小限のもの

とすること。  

イ  複数の製造工程を有する製造所（以下「大型製造プラント等」とい

う。）にあっては、当該大型製造プラント等における全工程の概要を

示す図（以下「フロー図」という。）を添付すること。  

ウ  複数の製造所等で共用する配管、消火設備、防油堤等にあっては代

表する一の製造所等に付随するものとして申請するものとし、その他

の製造所等への引込配管、放出口等にあってはその他の製造所等に付

随するものとして申請するものとする。  

エ  危令第２３条の規定の適用を受ける設備を設置する場合は、添付資

料等について消防と協議すること。  

オ  製造所等における危険物の最大貯蔵数量又は最大取扱数量及び指定

数量の倍数の算定根拠となる資料を添付すること。（◆）  

カ  許可申請書には、製造所等の付近見取図を添付すること。  

キ  図書には、その表題名を記載すること。  

ク  図書の文字は原則として日本語表記とし、国際輸送用積載式移動

タンク貯蔵所に係る図書その他の日本語以外の言語で記された図書に

ついては、日本語に翻訳して添付すること。また、アルファベット等

による略語（機器番号等を除く。）を使用するときは、注意書き又は

凡例を明示すること。  

ケ  図面には方位を表す記号を表記するとともに、各図面上の方位が同

一の向きとなるように作成すること。また、図面には縮尺を記載する

こと。なお、可能な限り複写後の図面に記載された縮尺が複写前の図

面に記載した縮尺と異なることとなるような図面の複写を行わないこ

と。  

コ  添付書類等が他の製造所等の設置許可申請若しくは変更許可申請の

添付書類等と全部又は一部が関連し兼用する場合は、色分けて着色す

ること等により、他の製造所等の設置許可申請又は変更の許可申請の

部分とを明確に明示すること。  

サ  前コの規定により、添付書類等に記載されている内容の一部につい

て、着色し、又は色を分ける場合は、おおむね次によること。（◆）  

(ア ) フロー図、付近見取図、配置図（建築物その他の工作物と周囲

の保安対象物件の状況が示された図面及び保有空地の範囲が示され
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た図面をいう。以下第３号において同じ。）、構造図及び設備図は、

設置許可申請又は変更許可申請に関係する部分が分かりやすいよう

に着色すること。ただし、構造図及び設備図については、図面の全

部が設置又は変更に係る部分に該当するときは、着色を省略するこ

とができる。  

(イ ) 図面ごとに色の付け方が異なることがないように、極力一貫性

のある着色を行うこと。  

シ  変更許可申請の添付書類等で、一の図面に変更前の状況及び変更後

の状況を記入するとこれらを区別しにくくなるおそれがあるものにつ

いては、変更前の状況及び変更後の状況についてそれぞれ図面を作成

し、変更に係る部分にそれぞれ着色すること。この場合において、変

更前の状況の図面及び変更後の状況の図面の着色には異なる色を用い

ること。  

ス  完成検査前検査を要するタンクを有する製造所等にあっては、タン

ク検査済証の正本の写しを添付すること。ただし、許可申請時にタン

ク検査済証が交付されていない場合は、タンク検査済証が交付された

後に添付することができるものとする。  

(２ ) 移動タンク貯蔵所の常置場所の変更に係る変更許可申請を行う際に

提出を要する添付書類等は、次に掲げるものとする。（平成９年３月  

２６日付け消防危第３３号通知）  

ア  変更後の常置場所の位置を示す図面  

イ  次に掲げる書類の原本若しくは正本又は写し。この場合において、

当該書類の原本又は正本の添付があったときは、許可書又は不許可通

知書の交付と併せて申請書の副本と当該書類の原本又は正本を申請者

に返却するものとする。（◆）  

(ア ) 変更前の最新の許可書（設置に係るものを含む。）及びこれに

添付されて返却された申請図書  

(イ ) タンク検査済証  

(ウ ) 変更前の最新の完成検査済証  

(エ ) (ア )から (ウ )までに掲げる書類のほか、必要に応じて添付を要

する次に掲げる書類  

ａ  危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書（以

下このａにおいて「倍数変更届出書」といい、常置場所の変更に

係る変更許可申請の前に倍数変更届出書が提出されたことがある

場合に限る。）  

ｂ  譲渡又は引渡に関する委任状等（申請者が、直接新行政庁（変

更後の常置場所を管轄する市町村長等をいう。）に対し、常置場

所の変更に係る変更許可申請書と危険物製造所等譲渡引渡届出書

（以下この (エ )において「譲渡届出書」という。）を同時に提出
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する場合に限る。）  

ｃ  譲渡届出書（申請者が、旧行政庁（変更前の常置場所を管轄す

る市町村長等をいう。）に譲渡届出書を提出している場合に限

る。）  

ｄ  常置場所の賃貸借契約書等（賃貸借契約を伴う場合に限る。）

（◆）  

ｅ  移動貯蔵タンク定期点検実施結果報告書（常置場所の変更に係

る変更許可申請の前に移動貯蔵タンクの漏れの点検を実施してい

る場合に限る。）（◆）  

 

旧行政庁に譲渡引渡届出を行う場合の流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険物貯蔵所譲渡引渡届出

を行う。  

危険物貯蔵所譲渡引渡届出

書を受理したときは、内容

を精査し、副本を届出者に

返却する。  

危険物貯蔵所譲渡引渡届出

書の副本を添付して、新行

政庁に常置場所の変更に係

る変更許可申請を行う。  

変更許可申請の内容が位

置、構造及び設備の技術上

の基準に適合していること

並びに譲渡引渡届出がされ

ていることを確認し、変更

許可を行う。  

完成検査申請を行う。  
完成検査を行う。  

なお完成検査終了後、旧行

政庁に「移動タンク貯蔵所

変更許可通知書」（平成９

年３月２６日付け消防危第  

３３号通知別記様式１）を

送付する。  

台帳整理を行う。  

譲渡又は引渡を受けようとする者  旧行政庁  

新行政庁  

旧行政庁  

許可  

完成検査  
済証交付  
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新行政庁に譲渡引渡届出及び変更許可申請を同時に行う場合の流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３ ) 添付書類等の標準的な記載内容は、次のとおりとする。ただし、製

造所等の安全性等を確認できる場合は、これらにかかわらず簡略化する

ことができるものとし、添付書類等は、設計又は施工のために作成した

もの等を活用することができるものとする。  

ア  危則第４条第２項第１号及び第２号並びに第５条第２項第１号及び

第２号に規定する添付資料等については、次によること。（当該製造

所等を含む事業所内の主要な建築物その他の工作物の配置、当該製造

所等の周囲の状況）  
(ア ) 配置図が添付され、審査上必要な距離等が記載されていること。  

ただし、保安距離（次章第１節第２第１項の保安距離をいう。）に

危険物貯蔵所譲渡引渡届出

書及び常置場所の変更に係

る変更許可申請書を新行政

庁に提出する。この際、譲

渡又は引渡を行おうとする

者の委任状を添付するこ

と。  

変更許可申請書に委任状が

添付されていること、変更

許可申請の内容が位置、構

造及び設備の技術上の基準

に適合していること並びに

譲渡引渡届出がされている

ことを確認し、変更許可を

行う。  

完成検査申請を行う。  完成検査を行う。  

なお完成検査終了後、旧行

政庁に「移動タンク貯蔵所

変更許可通知書（平成９年

３月２６日付け消防危第  

３３号通知別記様式１）」

を送付する。  

台帳整理を行う。  

譲渡又は引渡を受けようとする者  新行政庁  

旧行政庁  

許可  

完成検査  
済証交付  
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ついては、配置図にそれぞれの保安対象物件からの距離が規定値以

上であることが明確な場合は、その旨を記載することにより距離を

図示しないことができるものとする。  

(イ ) 延焼のおそれのある部分に製造所等が存する場合にあっては、

当該部分を図示すること。また、延焼のおそれのある部分に製造所

が存しない場合であっても、延焼のおそれのある部分に近接して製

造所等が存する場合は、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の

２以上の建築物相互の外壁間の中心線から当該製造所等までの距離

を記載することにより、当該製造所等が延焼のおそれのある部分に

存しないことを示すこと。  

イ  危則第４条第２項第３号及び第４号並びに第５条第２項第３号及び

第４号に規定する添付資料等については、次によること。（当該製造

所を構成する建築物その他の工作物及び機械器具その他の設備の配置

並びに当該製造所等において危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物そ

の他の工作物及び機械器具その他の設備の構造）  

(ア ) 建築物を設ける場合は、次によること。  

ａ  建築物の壁、柱、床、はり、屋根及び階段（以下このａ及び第

５号ア (カ )ｄにおいて「主要構造部」という。）については、平

面図（建築物等内の設備等の配置を示したものに限る。以下この

号及び次号において同じ。）、立面図及び断面図（代表的な断面

を記載した図面をいう。以下この (ア )において同じ。）にその構

造等を記載するとともに、それらの構造図を添付すること。ただ

し、主要構造部を耐火構造若しくは準耐火構造とし、又は不燃材

料で造る場合で、国土交通大臣の認定品を使用するときは、現場

施工によるものを除き、主要構造部の構造等及び認定番号を記載

することをもって足りるものとする。  

ｂ  窓及び出入口については、平面図、立面図等に位置、寸法、構

造等を記載するとともに、それらの構造図を添付すること。ただ

し、窓及び出入口に設ける防火設備又は特定防火設備に国土交通

大臣の認定品を使用する場合は、位置、寸法、構造等及び認定番

号を記載することをもって足りるものとする。  

ｃ  排水溝、貯留設備（ためます等）については、平面図、断面図

等に位置及び寸法を記載することにより、別途構造図を添付する

ことを要しないものとする。  

(イ ) 工作物（建築物に類似する架構等）を設ける場合にあっては架

構図（架構等の姿図）及び構造図を、防火塀、隔壁等を設ける場合

にあってはその位置を示した平面図及び構造図を添付すること。  

(ウ ) タンク、塔槽類、危険物取扱設備等（以下この (ウ )において

「タンク等」という。）を設ける場合は、次によること。  
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ａ  タンク等を設ける場合は、構造図を添付すること。ただし、小

規模な危険物取扱設備等については、配置図等に位置、材質等を

記載することにより、別途構造図を添付することを要しないもの

とする。  
ｂ  タンク等の支柱等については、前ａの構造図に当該支柱等の構

造等を記載することにより別途構造図を添付することを要しない

ものとする。  
ｃ  液面計等の附属設備については、ａの構造図に取付位置、材質

等を記載することにより別途構造図を添付すること要しないもの

とする。  

(エ ) 計装機器等（危険物の取扱いを計測又は制御するための機器を

いう。以下同じ。）を設ける場合は、配置図等にその位置、機能等

を記載することにより、別途構造図を添付することを要しないもの

とする。なお、大型製造プラントその他多数の設備を設置する施設

においては、フロー図等に計装機器等の概要を記載することができ

るものとする。  

(オ ) 危険物の貯蔵又は取扱い上安全性に影響する非対象設備を設け

る場合及び危険範囲（可燃性蒸気が漏れ又は滞留し、何らかの点火

源により爆発等のおそれのある範囲をいう。以下この号において同

じ。）に危険物の貯蔵又は取扱い上安全性に影響しない非対象設備

を設ける場合は、配置図等に当該非対象設備の名称、防爆構造（防

爆対策を含む。）等を記載することにより、別途構造図を添付する

ことを要しないものとする。なお、大型製造プラントその他多数の

設備を設置する施設においては、フロー図等に設備等の設置条件

（材質、防爆構造等）を記載することができるものとする。  

(カ ) 危険範囲以外の場所に危険物の貯蔵又は取扱い上安全性に影響

しない非対象設備を設ける場合は、配置図等に当該非対象設備の名

称を記載することにより、別途構造図等を添付することを要しない

ものとする。なお、大型製造プラントその他多数の設備を設置する

施設においては、フロー図等に設備等の設置条件（位置等）を記載

することができるものとする。  

(キ ) 配管を設ける場合は、次によること。  

ａ  製造所及び一般取扱所に多数の地上配管を設置する場合は、  

フロー図等に材質、口径等を記載することにより、配置図等への

配管ルート等の記載を省略することができるものとする。ただし、

保有空地内に敷設する配管については、ｂに規定する製造所等の

施設範囲外に敷設する地上配管の例によること。  

ｂ  製造所及び一般取扱所以外の危険物施設並びに製造所等の施設

範囲外に地上配管を敷設する場合は、配管ルートを配置図等に記
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載すること。この場合において、敷設断面、配管支持物（耐火措

置を含む。以下このｂにおいて同じ。）等については、一定箇所

ごとの断面、構造等の状況を配置図等に記載することにより、別

途構造図を添付すること要しないものとする。なお、大型製造  

プラント等においては、フロー図等に設置に係る設計条件（保有

空地、他の危険物施設等の通過状況、構内道路の横断状況、配管

支持物の状況等）を記載することにより、配管ルート等の記載を

省略することができるものとする。  

ｃ  地下配管を敷設する場合は、配管ルートを配置図等に記載する

こと。この場合において、敷設断面、腐食防止措置（電気防食の

措置を講ずる場合にあっては、当該措置を講ずる位置及び構造）

については、一定箇所ごとの断面、敷設状況等を配置図等に記載

することにより、別途構造図を添付することを要しないものとす

る。  

ｄ  配管の敷設位置、敷設方法、材料、構造、耐火性等を示した配

置図及び配管構造図については、審査に当たって具体的な必要性

が認められる場合に限り、提出を要するものとし、その判断に当

たっては、「申請・届出書類の合理化について」（平成１３年３

月２９日付け消防危第３９号通知）を参考にすること。  

(ク ) 構造計算書等にあっては、計算のための諸条件、計算式及び計

算結果のみを記載したものとすることができるものとする。なお、

提出を要する構造計算書等の例としては、次に掲げるものがある。  
ａ  タンク容量の計算書（危令第５条並びに危則第２条及び第３条）  

ｂ  タンクの材料の強度等計算書（鋼板以外の材料で屋外貯蔵タン

ク、屋内貯蔵タンク又は移動貯蔵タンクを造る場合に限る。）  

ｃ  屋内貯蔵所の架台の構造に関する計算書（屋内貯蔵所に架台を

設ける場合に限る。）（危則第１６条の２の２及び平成８年１０

月１５日付け消防危第１２５号通知）  

ｄ  特定屋外貯蔵タンクのタンク荷重に対する支持力及び沈下量の

計算書（危則第２０条の２並びに危告示第４条の１３及び第４条

の１４）  

ｅ  準特定屋外貯蔵タンクのタンク荷重に対する支持力及び沈下量

の計算書（危則第２０条の３の２並びに危告示第４条の２２の４

及び第４条の２２の５）  

ｆ  特定屋外貯蔵タンクの構造に関する計算書（危則第２０条の４

及び危告示第４条の１８）  

ｇ  特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力及び地震の影響による必要

保有水平耐力の計算書（危則第２０条の４及び危告示第７９条）  

ｈ  準特定屋外貯蔵タンクの構造に関する計算書（危則第２０条の
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４の２及び危告示第４条の２２の１０）  

ｉ  準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力及び地震の影響による必

要保有水平耐力の計算書（危則第２０条の４の２及び危告示第

７９条）  

ｊ  屋外貯蔵タンクに係る地震動による慣性力及び風荷重の計算書

（危則第２１条及び危告示第４条の２３）  

ｋ  防油堤の容量に関する計算書（危則第２２条及び危告示第４条

の２）  

ｌ  防油堤の構造に関する計算書（危則第２２条及び「防油堤の構

造等に関する運用基準について」（昭和５２年１１月１４日付け

消防危第１６２号通知、平成１０年３月２０日付け消防危第３２

号通知、平成１１年９月２４日付け消防危第８６号通知）別記１

「防油堤の構造指針」）  
ｍ  強化プラスチック製二重殻タンクの構造に関する計算書（危則

第２４条の２の４）  

ｎ  厚さ３．２ミリメートル以上の鋼板で造った地下貯蔵タンクに、

危則第２４条の２の２第１項で定めるところにより鋼板を間隙を

有するように取り付け、かつ、危険物の漏れを常時検知するため

の同条第２項に定める設備を設けたもの（以下「ＳＳタンク」と

いう。）（平成３年４月３０日付け消防危第３７号通知の図１－

１から図５－２までに掲げるものを除く。）の各部分に発生する

応力及び許容応力に関する計算書（平成３年４月３０日付け消防

危第３７号通知、平成５年１２月９日付け消防危第９５号通知）  

ｏ  屋外貯蔵所の架台の構造に関する計算書（屋外貯蔵所に架台を

設ける場合に限る。）（危則第２４条の１０及び平成８年１０月

１５日付け消防危第１２５号通知）  

ｐ  給油取扱所において発生した火災による輻射熱に関する計算書

（危則第２５条の４の２及び危告示第４条の５２）  

ｑ  移送取扱所の配管、菅継手及び弁の構造に関する計算書（危則

第２８条の５及び危告示第１０条から第１７条まで）  

ｒ  サイトグラスの強度計算書（タンク、配管等にサイトグラスを

設ける場合に限る。）（◆）  

ウ  危則第４条第２項第５号及び第５条第２項第５号に規定する添付資

料等については、次によること。（当該製造所等に設ける電気設備、

避雷設備並びに消火設備、警報設備及び避難設備の概要）  

(ア ) 電気設備の概要を記載した図面については、次によること。  

ａ  危険範囲内に電気設備を設ける場合は、配置図等に位置を記載

し、及び配置図等に防爆構造の記号等を記載すること又は防爆構

造を有することを確認するための資料を提出することにより、別
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途構造図を添付することを要しないものとする。また、当該電気

設備に係る電気配線については、各配線系統のルート及び構造

（施工方法等）を配置図等に記載すること。  

ｂ  危険範囲以外の部分に電気設備を設ける場合（太陽光発電シス

テム、非常用発電機、顧客の給油作業等を制御するための可搬式

の制御機器等を設ける場合を除く。）は、配置図等への当該電気

設備に係る記載を要しないものとする。また、電気配線について

は、主電源等から危険範囲に至る主配線のルートのみを配置図等

に記載するものとし、その他の電気配線のルートにあっては記載

することを要しないものとする。  

(イ ) 避雷設備の概要を記載した図面は、避雷設備の概要及び対象物

が受雷部システムにより包含されている状況（平面図及び立面図）、

引下げ導線システムの敷設状況、接地システム等の状況を記載した

ものとすること。  

(ウ ) 消火設備の概要を記載した図面については、次によること。  

ａ  複数の製造所等で消火設備を共用する場合にあっては、消火系

統図にそれぞれの製造所等に附属する消火設備の範囲を明示する

こと。  

ｂ  第１種、第２種又は第３種の消火設備を設置する場合は、平面

図（消火栓、スプリンクラーヘッド等が包含する範囲並びに各配

線系統及び配管のルート及び構造（施工方法等）を明示したもの

に限る。）、系統図及び機器構造図を添付すること。この場合に

おいて、危険範囲内に第１種、第２種又は第３種の消火設備を設

けるときは、平面図に防爆構造の記号等を記載する、又は防爆構

造を有することを確認するための資料を提出すること。  

ｃ  第４種又は第５種の消火設備を設置する場合は、当該消火設備

の設置位置を明示した平面図及び機器構造図を添付すること。  

(エ ) 警報設備の概要を記載した図面については、次によること。  

ａ  自動火災報知設備を設置する場合は、平面図（発信機及び地区

音響装置が包含する範囲並びに各配線系統のルート及び構造（施

工方法等）を明示したものに限る。）、系統図及び機器構造図を

添付すること。この場合において、危険範囲内に自動火災報知設

備を設けるときは、平面図に防爆構造の記号等を記載する、又は

防爆構造を有することを確認するための資料を提出すること。  

ｂ  自動火災報知設備以外の警報設備を設置する場合は、平面図

（配線を有する警報設備にあっては、各配線系統のルート及び構

造（施工方法等）を明示したものに限る。）及び機器構造図を添

付すること。この場合において、危険範囲内に自動火災報知設備

以外の警報設備（警鐘を除く。）を設けるときは、平面図に防爆
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構造の記号等を記載する、又は防爆構造を有することを確認する

ための資料を提出すること。  

(オ ) 避難設備を設置する場合は、避難設備の概要を記載した図面と

して、避難設備の設置位置を明示した平面図及び機器構造図を提

出すること。この場合において、当該平面図には、避難設備の非

常電源（避難設備に内蔵されているものを除く。）に係る電気配

線を明示すること。  

エ  規則第４条第２項第６号及び第５条第２項第６号に規定する添付資

料等（緊急時対策に係る機械器具その他の設備を設ける製造所等にお

ける当該設備の概要については、イ (エ )の例によること。）  

オ  設備、機器等を多数設置する場合は、危則第４条第３項第１号及び

第５条第３項第１号に規定する製造所等に係る構造及び設備明細書

（以下「構造設備明細書」という。）に設備、機器等のリストを別紙

として添付することができるものとする。また、構造設備明細書に記

載すべき事項のうち、図面中に記載したものについては、構造設備明

細書への記載を省略することができるものとする。  

カ  危則第４条第３項第２号及び第３号並びに第５条第３項第２号及び

第３号に規定する第１種、第２種又は第３種の消火設備の設計書及び

火災報知設備の設計書の計算書については、計算のための諸条件、計

算式及び計算結果のみを記載したものとすることができる。  

(４ ) 前号の規定によるほか、製造所等の区分に応じて提出を要する添付

資料等については、次のとおりとする。  

ア  標準貫入試験、平板積荷試験等及び放射線透過試験等を実施する屋

外貯蔵タンクを有する屋外タンク貯蔵所にあっては、これらの試験要

領を添付するものとする。  

イ  地下タンク貯蔵所に係る添付資料等は、次のとおりとする。  

(ア ) 浮力に対する検討に係る書類  

(イ ) ＫＨＫの試験確認を受けた二重殻タンク及び油中ポンプ設備

にあっては、型式試験確認結果通知書又は試験確認証明書の写し  

ウ  移動タンク貯蔵所に係る添付資料等は、「移動タンク貯蔵所の規制

事務に係る手続及び設置許可申請書の添付書類等に関する運用指針に

ついて」（平成９年３月２６日付け消防危第３３号通知）第２による

こと。  

エ  屋外貯蔵所に係る添付資料等は、屋外貯蔵所において貯蔵し、又は

取り扱う危険物（第２類の危険物のうち引火性固体又は第４類の危険

物のうち第１石油類に限る。）の引火点に関する資料とする。  

オ  給油取扱所に係る添付資料等は、次のとおりとする。  

(ア ) 給油取扱所の敷地面積、建築物の水平投影面積及び床又は壁で

区画された建築物の部分の床面積の求積図  
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(イ ) 平面図（危令第１７条第１項第２号の給油空地（以下「給油空  

地」という。）、同項第３号の注油空地（以下「注油空地」とい

う。）、航空機又は船舶に直接給油するための空地（航空機給油取

扱所（危令第１７条第３項第１号の飛行場で航空機に給油する給

油取扱所をいう。以下同じ。）又は船舶給油取扱所（危令第１７

条第３項第２号の船舶に給油する給油取扱所をいう。以下同じ。）

の給油設備が給油タンク車であるときは、予定されている給油タン

ク車の大きさを含む。）等を記入したものに限る。）  

(ウ ) 防火塀の構造図。なお、次のａからｃまでに掲げる場合にあっ

ては、それぞれ当該ａからｃまでに定めるところによること。  

ａ  防火塀等に危告示第４条の５２第３項に定める輻射熱の値を満

たすための措置を講ずる場合  当該措置を講じた部分を図示した

ものであること。  

ｂ  防火塀等にはめごろし戸を設ける場合  当該はめごろし戸の設

置位置を図示したものであること。（平成１８年５月１０日付け

消防危第１１３号通知）  

ｃ  輻射熱を低減する性能を見込んだ網入りガラス等を設ける場合

当該性能を証明する書類を添付すること。（平成１８年５月１０

日付け消防危第１１３号通知）  

(エ ) ＫＨＫの試験確認を受けた固定給油設備等、二重殻タンク、

過剰注入防止設備及びパッケージ型固定泡消火設備にあっては、型

式試験確認結果通知書又は試験確認証明書の写し  

(５ ) 構造設備明細書の記入方法は、次によること。なお、構造設備明細  

書の所定の欄に記入できない場合は、当該欄には「別紙参照」と記入し、

別紙に記入すること。なお、該当しない欄には斜線を引くこと。  

ア  製造所・一般取扱所構造設備明細書（危則別記様式第４のイ）の記

入方法は、次によること。  

(ア ) 「事業の概要」の欄には、製造所又は一般取扱所を設置してい

る事業所等の主たる事業の概要を記入すること。  

(イ ) 「危険物の取扱作業の内容」の欄には、危険物の取扱い及び当

該取扱いに伴う危険物の貯蔵の概要を記入すること。  

(ウ ) 「製造所（一般取扱所）の敷地面積」の欄には、建築物を有し

ない製造所又は一般取扱所にあっては当該製造所又は一般取扱所の

敷地面積を記入するとともに、括弧書きで当該製造所又は一般取扱

所が存する事業所全体の敷地面積を記入し、建築物を有する製造所

又は一般取扱所にあっては当該製造所又は一般取扱所が存する事業

所全体の敷地面積を記入すること。  

(エ ) １棟の建築物の全てが製造所又は一般取扱所として規制される

場合の「建築物の構造」の欄の記入方法は、次によること。  
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ａ  「階数」の欄には、当該建築物の建基令第２条第８号に規定す

る階数（以下単に「階数」という。）を記入すること。この場合

において、地階があるときは、「地上〇階、地下〇階」と記入す

ること。なお、建基法第２条第８号の規定により階数に算入しな

い建築物の屋上部分又は地階の建築物の部分がある場合は、当該

部分に関する情報を「ＰＨ〇階」のように記入すること。  

ｂ  「建築面積」の欄には、当該建築物の建築面積（建基令第２条

第２号に規定する建築面積をいう。以下同じ。）を記入すること。  

ｃ  「延べ面積」の欄には、当該建築物の延べ面積（建基令第２条

第４号に規定する延べ面積をいう。以下同じ。）を記入すること。  

ｄ  「壁」の欄中、「延焼のおそれのある外壁」の欄には、建基法

第２条第６号に規定する延焼のおそれのある部分内に存する当該

建築物の外壁の材料を記入すること。  

ｅ  「壁」の欄中、「その他の壁」の欄には、当該建築物の壁のう

ち、延焼のおそれのある外壁以外の外壁、間仕切壁等の材料を記

入するとともに、括弧書きで建基法に規定する構造又は材料（耐

火構造、不燃材料等）を記入すること。例えば、壁が石こうボー

ドで造られている場合にあっては「石こうボード（不燃材料）」

と記入し、厚さ７０ミリメートルの鉄筋コンクリートで造られて

いる場合にあっては「鉄筋コンクリート（７０ミリメートル）

（耐火構造）」と記入すること。  

ｆ  「柱」、「床」、「はり」及び「屋根」の欄には、それぞれの

部分の材料を記入するとともに、括弧書きで建基法に規定する構

造又は材料（耐火構造、不燃材料等）を記入すること。  

ｇ  「窓」の欄には、外壁部分にある窓の仕様（網入りガラス、普

通ガラス等）を記入するとともに、括弧書きで危令第９条第１項

第７号に規定する防火設備の区分（防火設備、特定防火設備）を

記入すること。例えば、防火設備である網入りガラスを使用する

場合は、「網入りガラス（防火設備）」と記入すること。  

ｈ  「出入口」の欄には、外壁部分に存する出入口に設ける防火設

備の区分（防火設備、特定防火設備又は自閉式特定防火設備）を

記入すること。この場合において、出入口にガラスを用いるとき

は、当該ガラスの仕様（網入りガラス、普通ガラス等）を併せて

記入すること。  

ｉ  「階段」の欄には、建築物に設ける階段について、その数量及

び材料を記入するとともに、括弧書きで建基法に規定する構造又

は材料（耐火構造、不燃材料等）を記入し、併せて屋内階段又は

屋外階段の別、階段室の有無を記入すること。例えば、鋼製の屋

外階段が１箇所に、階段室を有する鉄筋コンクリート造の屋内階
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段が２箇所にある場合は、「屋外階段  鋼製（不燃材料）  １箇

所、屋内階段  鉄筋コンクリート造（耐火構造）  階段室有  ２

箇所」と記入すること。  

(オ ) １棟の建築物の一部に一般取扱所を設ける場合の「建築物の構

造」の欄の記入方法は、次によること。  

ａ  「階数」の欄には、一般取扱所が設置されている階を記入する

こと。例えば、建築物の地上１階及び地下１階の一部に一般取扱

所が設置されている場合にあっては「地上１階、地下１階」と記

入し、建築物の地上２階の一部に一般取扱所が設置されている場

合にあっては「地上２階」と記入すること。  

ｂ  「建築面積」の欄には、一般取扱所が設置されている部分の水

平投影面積を記入すること。この場合において、一般取扱所が建

築物の複数の部分に設置されるときは、次によること。  

(ａ ) 複数の一般取扱所が同一の階に存しない場合は、最も水平

投影面積が大きい一般取扱所に係る水平投影面積を記入するこ

と。例えば、一般取扱所が建築物の地上２階部分の一部（５０

平方メートル）及び地上３階部分の一部（１００平方メートル）

に設置される場合にあっては、地上３階部分の「１００平方

メートル」と記入すること。  

(ｂ ) 複数の一般取扱所が同一の階に存する場合は、それぞれ

の一般取扱所の水平投影面積の合計を記入すること。例えば、

一般取扱所が建築物の地下１階の複数の部分（１００平方メー

トル 及 び ５ ０ 平 方 メ ー ト ル ） に 設 置 さ れ る 場 合 に あ っ て は、

「１５０平方メートル」と記入すること。  

ｃ  「延べ面積」の欄には、一般取扱所が設置されている部分の床

面積を記入すること。この場合において、一般取扱所が建築物の

複数の部分に設置されるときは、当該複数の部分の床面積の合計

を記入すること。  

ｄ  「壁」の欄中、「延焼のおそれのある外壁」の欄には、延焼の

おそれのある部分内に存する一般取扱所の用に供する部分の外壁

の材料を記入すること。  

ｅ  「壁」の欄中、「その他の壁」の欄には、一般取扱所の用に供

する部分の壁（外壁及び他用途部分（建築物の部分のうち、一般

取扱所の用に供する部分以外の部分をいう。以下この (オ )におい

て同じ。）との隔壁を含む。）のうち延焼のおそれのある外壁以

外のものの材料を記入するとともに、括弧書きで建基法に規定す

る構造又は材料（耐火構造、不燃材料等）を記入すること。この

場合において、一般取扱所の用に供する部分と他用途部分との隔

壁を鉄筋コンクリート造とするときにあっては、併せて当該隔壁
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の厚さを記入すること。  

ｆ  「柱」、「床」及び「はり」の欄には、一般取扱所の用に供す

る部分の柱、床及びはりの材料について、前 (エ )ｆの例により記

入すること。この場合において、一般取扱所の用に供する部分と

他用途部分とを隔てる床を鉄筋コンクリート造とするときにあっ

ては、併せて当該床の厚さを記入すること。  

ｇ  「屋根」の欄には、一般取扱所の用に供する部分の屋根（上階

がある場合には、上階の床）の材料について、前 (エ )ｆの例によ

り記入すること。なお、上階の床の材料を記入する際は、当該欄

に「（上階の床）」と併せて記入すること。  

ｈ  「窓」の欄には、一般取扱所の用に供する部分に設ける窓につ

いて、前 (エ )ｇの例により記入すること。  

ｉ  「出入口」の欄には、一般取扱所の用に供する部分に存する出

入口に設ける防火設備の区分（防火設備、特定防火設備又は自閉

式特定防火設備）を記入すること。  

ｊ  「階段」の欄には、一般取扱所の用に供する部分に設ける階段

について、その数量及び材料を記入するとともに、括弧書きで建

基法に規定する構造又は材料（耐火構造、不燃材料等）を記入し、

併せて屋内階段又は屋外階段の別、階段室の有無を記入すること。  

(カ ) １棟の建築物の全てが製造所又は一般取扱所として規制される

場合にあっては、「建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける

場合の建築物の構造」の欄には、記入せず斜線を引くこと。なお、

１棟の建築物の一部に一般取扱所を設ける場合の「建築物の一部に

製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造」の欄の記入方

法は、次によること。  

ａ  「階数」の欄は、 (エ )ａの例によること。  

ｂ  「建築面積」の欄は、 (エ )ｂの例によること。  

ｃ  「延べ面積」の欄は、 (エ )ｃの例によること。  

ｄ  「建築物の構造概要」の欄には、一般取扱所が設置されている

建築物の主要構造部の構造（鉄骨造、鉄筋コンクリート造等）を

記入すること。  

(キ ) 「製造（取扱）設備の概要」の欄には、蒸留塔、反応槽、熱交

換器その他これらに類する２０号タンクに該当しない設備、危険物

を取り扱うポンプ、危則第２８条の５４各号に掲げる危険物を取り

扱 う 設 備 等 の 型 式 、 仕 様 （ 防 爆 構 造 の 種 別 、 燃 料 消 費 量 等 を 含

む。）、数量を記入すること。この場合において、危則第２８条の

５４第５号に掲げる固定した注油設備がＫＨＫによる型式試験確認

を行い、試験の基準に適合していると認められたものであるときは、

確認番号を記入すること。  
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(ク ) 「令第９条第１項第２０号のタンクの概要」の欄には、２０号

タンクの数量及び容量を記入すること。なお、２０号タンクが屋外

に設置されている場合は、防油堤の構造及び容量を併せて記入する

こと。  

(ケ ) 「配管」の欄には、危険物を取り扱う配管の材質、口径、危則

第１３条の４に定める配管の腐食防止措置を記入すること。なお、

配管の材質については、ＪＩＳの規格番号とすることができるもの

とする。  

(コ ) 「加圧設備」の欄には、危険物を加圧する設備等の種類（防爆

構造の種別を含む。）、加圧される危険物の化学名又は通称、危険

物に加える圧力、加圧に用いる物質の名称等を記入すること。例え

ば、２０号タンクにおいて取り扱う植物油を窒素を用いて２００

キロパスカルの圧力で加圧する場合は、「植物油２０号タンク、

２００キロパスカル加圧（窒素）」と記入すること。なお、加圧設

備とは、取り扱う危険物に外部から圧力を加える設備又は取り扱う

危険物の圧力が上昇するおそれのある設備をいうものとする。  

(サ ) 「加熱設備」の欄には、危険物を加熱する設備等の種類（防爆

構造の種別を含む。）、加熱される危険物の化学名又は通称、加熱

時の最高温度等を記入すること。例えば、重油を加熱炉で２００度ま

で加熱する場合は、「加熱炉、重油、２００度」と記入すること。

なお、加熱設備とは、危険物を直接的又は間接的に加熱する設備等

（危険物を一定の温度に維持又は保温するためのものを除く。）を

いうものとする。  

(シ ) 「乾燥設備」の欄には、危険物を乾燥する設備等の種類（防爆

構造の種別を含む。）、乾燥する危険物の化学名又は通称、乾燥時

の最高温度等を記入すること。なお、乾燥設備とは、危険物を乾燥

する設備又は危険物に含まれる溶剤等を蒸発させる設備をいうもの

とする。  

(ス ) 「貯留設備」の欄には、ためます、油分離装置等の数量及び大

きさ（油分離装置にあっては、槽数）を記入すること。  

(セ ) 「電気設備」の欄には、配線、スイッチ、照明設備、電動機等

の仕様（防爆構造の種別を含む。）を記入すること。  

(ソ ) 「換気、排出の設備」の欄には、自然換気設備（給気口と排気

口により構成されるものをいう。）により換気を行う場合にあって

は「自然換気」と、強制換気設備（給気口と回転式又は固定式ベン

チレーターにより構成されるもの等をいう。）により換気を行う場

合にあっては「強制換気」と、自動強制換気設備（給気口と自動強

制排風機により構成されるもの等をいう。）により換気を行う場合

にあっては「自動強制換気」と、強制排出設備（回転式ベンチレー
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ター、排出ダクト、フード等により構成されるものをいう。）によ

り可燃性の蒸気を排出する場合にあっては「強制排出設備」と、自

動強制排出設備（自動強制排風機、排出ダクト、フード等により構

成されるものをいう。）により可燃性の蒸気を排出する場合にあっ

ては「自動強制排出設備」と記入するものとする。この場合におい

て、強制排出設備又は自動強制排出設備を換気設備と兼ねるときは、

「強制排出設備（換気設備兼用）」又は「自動強制排出設備（換気

設備兼用）」と記入すること。  

(タ )  「 静 電 気 除 去 設 備 」 の 欄 に は 、 電 気 設 備 の 技 術 基 準 の 解 釈

（２０１３０２１５商局第４号）第１７条第１項から第４項までに

規定する接地工事の種類、静電気を除去する設備の種類等を記入す

ること。なお、静電気除去設備とは、危険物が流動する際等に発生

する静電気を除去する設備をいうものとする。  

(チ )  「避雷設備」の欄に は、受雷部システムの種類（「突針」、

「水平導体」、「メッシュ導体」、「構造体利用」等）及び受雷部

システムの保護方法（「保護角法」、「回転球体法」、「メッシュ

法」等）を記入すること。なお、製造所又は一般取扱所が他の製造

所等の避雷設備の保護角内にあるため、当該製造所又は一般取扱所

に避雷設備を設置しない場合は、当該他の製造所等の避雷設備の設

置状況を記入すること。  

(ツ ) 「警報設備」の欄には、危則第３７条各号に掲げる警報設備の

うち、製造所又は一般取扱所に設置したもの（当該製造所又は一般

取扱所と同一の敷地内に存する事務所等に設置した自動火災報知設

備の受信機その他の当該製造所又は一般取扱所に設置した警報設備

に関連する設備を含む。）を記入すること。  

(テ ) 「消火設備」の欄には、危令別表第５に掲げる消火設備のうち、  

製造所又は一般取扱所に設置したものを記入すること。  

(ト ) 「工事請負者住所氏名」の欄には、工事を請け負った法人又は

個人の住所、名称及び代表者氏名（法人の場合に限る。）又は氏名

（個人の場合に限る。）並びに電話番号を記入すること。  

イ  屋内貯蔵所構造設備明細書（危則別記様式第４のロ）の記入方法は、

次によること。  

(ア ) 「事業の概要」の欄は、前ア (ア )の例によること。  

(イ ) １棟の建築物の全てが屋内貯蔵所として規制される場合の「建

築物の構造」の欄には、「軒高・階高」の欄を除き、前ア (エ )（地

階に関する部分を除く。）の例により記入すること。この場合にお

いて、「上階の床」については、前ア (エ )ｆの例により記入するも

のとし、及び「軒高・階高」の欄の記入方法は、次によること。  

ａ  危令第１０条第１項に規定する屋内貯蔵所にあっては、軒高
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（危令第１０条第１項第４号に規定する軒高をいう。以下この

(イ )において同じ。）を記入すること。  

ｂ  危令第１０条第２項又は第３項に規定する屋内貯蔵所にあって

は、階高（危令第１０条第２項第１号に規定する階高をいう。以

下このイにおいて同じ。）を記入すること。  

ｃ  危令第１０条第４項から第６項までに規定する屋内貯蔵所に

あっては、危則に定めるそれぞれの屋内貯蔵所の特例に基づき、

軒高又は階高を記入すること。  

(ウ ) １棟の建築物の一部に屋内貯蔵所を設ける場合の「建築物の構

造」の欄には、「軒高・階高」の欄を除き、前ア (オ )の例により記

入すること。なお、「軒高・階高」の欄には、屋内貯蔵所の階高を

記入すること。  

(エ ) １棟の建築物の全てが屋内貯蔵所として規制される場合にあっ

ては、「建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造」の欄

には、記入せず斜線を引くこと。なお、１棟の建築物の一部に屋内

貯蔵所を設ける場合の「建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築

物の構造」の欄は、前ア (カ )の例によること。  

(オ ) 「架台の構造」の欄には、架台の材質、段数、寸法、設置台数

及び固定方法並びに容器が落下しない措置を記入すること。  

(カ ) 「採光、照明設備」の欄には、採光及び照明設備の種類（防爆

構造の種別を含む。）、数量等を記入すること。  

(キ ) 「換気、排出の設備」の欄、「電気設備」の欄及び「避雷設備」  

の欄は、それぞれ前ア (ソ )、 (セ )及び (チ )の例によること。  

(ク ) 「通風、冷房装置等の設備」の欄には、通風装置、冷房装置等

の型式、仕様（防爆構造の種別を含む。）を記入すること。  

(ケ ) 「消火設備」の欄、「警報設備」の欄及び「工事請負者住所氏

名」の欄は、それぞれ前ア (テ )、 (ツ )及び (ト )の例によること。  

ウ  屋外タンク貯蔵所構造設備明細書（危則別記様式第４のハ）の記入

方法は、次によること。  

(ア ) 「事業の概要」の欄は、ア (ア )の例によること。  

(イ ) 「貯蔵する危険物の概要」の欄中「引火点」の欄には、貯蔵す

る危険物の引火点（分割タンクに貯蔵する場合は、最も低い引火点

を有する危険物に係る引火点）を、「貯蔵温度」の欄には、常温以

外の状態で貯蔵する場合に、貯蔵する危険物の最高温度をそれぞれ

記入すること。  

(ウ ) 「基礎、据付方法の概要」の欄には、屋外貯蔵タンクの地盤の

改良方法、基礎型式（盛り土型式、 杭
く い

基礎、リング基礎等）、底板

の外面の腐食を防止するための措置及びタンクの固定方法を記入す

ること。なお、 杭
く い

基礎及びリング基礎とは、「 杭
く い

又はリングを用
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いた特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する運用基準について」

（昭和５７年２月２２日付け消防危第１７号通知、平成元年９月

２２日付け消防危第９０号通知、平成１１年９月２４日付け消防危

第８６号通知）に示す基準に適合する基礎をいうものとする。  

(エ ) 「タンクの構造、設備」の欄は、次によること。  

ａ  「形状」の欄には、タンク及び屋根等の形状により次に掲げる

形状のうち該当するものを記入すること。  

(ａ ) 縦置円筒型（コーンルーフ）  

(ｂ ) 縦置円筒型（ドームルーフ）  

(ｃ ) 縦置円筒型（フローテイングルーフ又は浮き屋根）  

(ｄ ) 縦置円筒型（インナーフローティング又は浮き蓋付き）  

(ｅ ) 横置円筒型  

(ｆ ) 角型  

ｂ  「常圧・加圧（ｋＰａ）」の欄には、危険物の貯蔵状態のうち

該当する項目を丸印で囲むとともに、危険物を加圧して貯蔵する

場合は、圧力を記入すること。なお、常圧とは、正圧又は負圧で

５キロパスカルを超えないものをいうものとする。  

ｃ  「寸法」の欄は、次によること。  

(ａ ) 縦置円筒型タンクにあっては、タンクの内径及び高さを

記入すること。  

(ｂ ) 横置円筒型タンクにあっては、タンクの内径、胴長（円筒

部分の長さをいう。）、鏡出の長さ及び全長を記入すること。  

(ｃ ) 角型タンクにあっては、タンクの縦及び横の長さ並びに高

さを記入すること。  

ｄ  「容量」の欄には、危令第５条第１項のタンクの内容積及び空

間容積並びに同条第２項のタンクの容量を記入すること。  

ｅ  「材質、板厚」の欄には、タンク本体を構成する各部分の材料

及び板厚を記入すること。なお、当該材料については、ＪＩＳの

規格番号とすることができるものとする。  

ｆ  「通気管」の欄には、通気管の種別（無弁通気管又は大気弁付

通気管）、数量、内径及び作動圧（大気弁付通気管を設置する場

合に限る。）を記入すること。  

ｇ  「安全装置」の欄には、危則第１９条第１項各号に掲げる安全

装置の種別、数量及び作動圧を記入すること。  

ｈ  「液量表示装置」の欄には、液面計の種別（フロート式液面計、

エアパージ式液面計等）及び型式を記入すること。  

ｉ  「引火防止装置」の欄は、通気管に設ける引火防止装置につい

て、該当する項目を丸印で囲むこと。  

ｊ  「不活性気体の封入設備」の欄には、タンクに不活性ガスを充
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填する設備の概要を記入すること。  

ｋ  「タンク保温材の概要」の欄には、タンクの外面に設ける保温

材の材質、固定方法等を記入すること。  

(オ ) 「注入口の位置」の欄には、移動タンク貯蔵所等から危険物を

受け入れる注入口の設置位置を記入すること。この場合において、

屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤があるときは、防油堤との位置関係

（防油堤内又は防油堤外）を併せて記入すること。  

(カ ) 「注入口付近の接地電極」の欄は、注入口付近に設ける接地電

極について、該当する項目を丸印で囲むこと。  

(キ ) 「防油堤」の欄は、次によること。  

ａ  「構造」の欄には、防油堤の構造（鉄筋コンクリート造、高さ

１メートル等）を記入すること。  

ｂ  「容量」の欄には、防油堤の容量を記入すること。この場合に

おいて、複数の屋外タンク貯蔵所が一の防油堤を兼用するときは、

当該防油堤内の容量が最大であるタンクの番号、名称を併記する

こと。  

ｃ  「排水設備」の欄には、防油堤内の水抜口の数量、雨水等の排

水系統を記入すること。  

(ク ) 「ポンプ設備の概要」の欄には、危険物を取り扱うポンプの型

式、仕様及び数量並びに原動機の型式及び仕様（防爆構造の種別を

含む。）を記入すること。なお、ポンプ設備をポンプ室に設ける場

合は、ポンプ室の構造を併記すること。  

(ケ ) 「避雷設備」の欄は、ア (チ )の例によること。  

(コ ) 「配管」の欄及び「消火設備」の欄は、それぞれア (ケ )及びア

(テ )の例によること。  

(サ ) 「タンクの加熱設備」の欄は、ア (サ )の例によること。  

(シ ) 「工事請負者住所氏名」の欄は、ア (ト )の例によること。  

エ  屋内タンク貯蔵所構造設備明細書（危則別記様式第４のニ）の記入

方法は、次によること。  

(ア ) 「事業の概要」の欄は、ア (ア )の例によること。  

(イ ) 「タンク専用室の構造」の欄は、次によること。  

ａ  「壁」の欄は、建築物がタンク専用室以外の部分を有しない場

合にあってはア (エ )ｄ及びｅの例により、建築物がタンク専用室

以外の部分を有する場合にあってはア (オ )ｄ及びｅ（他用途部分

との隔壁に関する部分を除く。）の例によること。  

ｂ  「床」の欄は、建築物がタンク専用室以外の部分を有しない場

合にあってはア (エ )ｆの例により、建築物がタンク専用室以外の

部分を有する場合にあってはア (オ )ｆ（他用途部分を隔てる床に

関する部分を除く。）の例によること。  
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ｃ  「出入口」の欄は、建築物がタンク専用室以外の部分を有しな

い場合にあってはア (エ )ｈの例により、建築物がタンク専用室以

外の部分を有する場合にあってはア (オ )ｉの例によること。なお、

しきい高さの括弧書き内には、敷居又は流出防止措置の高さを記

入すること。  

ｄ  「屋根」の欄は、建築物がタンク専用室以外の部分を有しない

場合にあってはア (エ )ｆの例により、建築物がタンク専用室以外

の部分を有する場合にあってはア (オ )ｇの例によること。  

ｅ  「その他」の欄には、タンク専用室の建築面積及び危令第１２

条第２項第８号に規定する構造により流出を防止することができ

る危険物の量を記入すること。  

(ウ ) 建築物がタンク専用室以外の部分を有しない場合にあっては、

「建築物の一部にタンク専用室を設ける場合の建築物の構造」の欄

には、記入せず斜線を引くこと。なお、建築物がタンク専用室以外

の部分を有する場合の「建築物の一部にタンク専用室を設ける場合

の建築物の構造」の欄は、ア (カ )の例によるものとし、「設置階」

の欄には、当該タンク専用室が設けられる階を記入すること。  

(エ ) 「タンクの構造、設備」の欄は、前ウ (エ )（ａのうち屋根等の

形状に関する部分並びにｊ及びｋを除く。）の例によること。  

(オ )  「注入口の位置」の欄、「注入口付近の接地電極」の欄及び

「ポンプ設備の概要」の欄は、それぞれ前ウ (オ )（防油堤に関する

部分を除く。）、 (カ )及び (ク )の例によること。  

(カ ) 「採光、照明設備」の欄及び「換気、排出の設備」の欄は、そ

れぞれイ (オ )及びア (ソ )の例によること。  

(キ ) 「配管」の欄、「消火設備」の欄、「警報設備」の欄及び「工

事請負者住所氏名」の欄は、それぞれア (ケ )、 (テ )、 (ツ )及び (ト )

の例によること。  

オ  地下タンク貯蔵所構造設備明細書（危則別記様式第４のホ）の記入

方法は、次によること。  

(ア ) 「事業の概要」の欄は、ア (ア )の例によること。  

(イ ) 「タンクの設置方法」の欄は、該当する項目を丸印で囲むこと。  

この場合において、「漏れ防止」とは、危則第２４条の２の５に規  

定する構造によるタンクの設置方法をいう。  

(ウ ) 「タンクの種類」の欄は、該当する項目を丸印で囲むこと。  

(エ ) 「タンクの構造、設備」の欄は、「外面の保護」の欄、「危険

物の漏れ検知設備又は漏れ防止構造の概要」の欄及び「可燃性蒸気

回収設備」の欄を除き、ウ (エ )（ａのうち屋根等の形状に関する部

分並びにｊ及びｋを除く。）の例によるほか、次によること。  

ａ  「外面の保護」の欄には、危則第２３条の２第１項から第３項
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までに規定する方法のうち用いたものを記入すること。  

ｂ  「危険物の漏れ検知設備又は漏れ防止構造の概要」の欄には、

危令第１３条第１項に掲げる地下タンク貯蔵所にあっては危則

第２３条の３各号に掲げる設備のうちタンクに設置したものの概

要を、危令第１３条第２項に掲げる地下タンク貯蔵所にあっては

危則第２４条の２の２第２項又は第４項に掲げる設備のうちタン

クに設置したものの概要を、危令第１３条第３項に掲げる地下

タンク貯蔵所にあっては危則第２３条の３第２号に掲げる設備

（同条第１号に掲げるものを除く。）の概要及び危則第２４条の

２の５に規定する構造の概要を記入すること。  

ｃ  「可燃性蒸気回収設備」の欄は、通気管に設ける可燃性蒸気回

収装置について、該当する項目を丸印で囲むこと。この場合にお

いて、可燃性蒸気回収装置があるときは、括弧内にその概要を記

入すること。  

(オ ) 「タンク室又はタンク室以外の基礎、固定方法の概要」の欄は、  

次によること。  

ａ  タンク室にタンクを設置する場合は、タンク室の頂板、底板及

び側壁の構造、内部の仕上げ方法等を記入すること。  

ｂ  タンク室以外にタンクを設置する場合は、タンクの基礎の構造

及び当該基礎へのタンクの固定方法を記入すること。  

(カ )  「注入口の位置」の欄、「注入口付近の接地電極」の欄及び

「ポンプ設備の概要」の欄は、それぞれウ (オ )、 (カ )及び (ク )の例

によるほか、ポンプ設備を地下貯蔵タンク内に設置する場合は、そ

の旨を「ポンプ設備の概要」の欄に記入すること。  

(キ ) 「配管」の欄、「電気設備」の欄、「消火設備」の欄及び「工

事請負者住所氏名」の欄は、それぞれア (ケ )、 (セ )、 (テ )及び (ト )

の例によること。  

カ  簡易タンク貯蔵所構造設備明細書（危則別記様式第４のヘ）の記入

方法は、次によること。  

(ア ) 「事業の概要」の欄は、ア (ア )の例によること。  

(イ ) 「専用室の構造」の欄は、簡易貯蔵タンクを専用室に設置する

場合に、次により記入すること。  

ａ  「壁」の欄、「床」の欄及び「屋根」の欄は、それぞれア (エ )

ｄからｆまでの例によること。  

ｂ  「出入口」の欄は、ア (エ )ｈの例によるほか、敷居を設ける場

合には、その高さを括弧の中に記入すること。  

ｃ  「その他」の欄には、専用室を設置する建築物の建築面積を記

入すること。  

(ウ ) 「タンクの構造、設備」の欄は、次によること。  
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ａ  「形状」の欄、「寸法」の欄、「容量」の欄及び「材質、板厚」

の欄は、それぞれウ (エ )ａ（屋根等の形状に関する部分を除く。）

及びｃからｅまでの例によること。  

ｂ  「通気管」の欄には、通気管の内径を記入すること。  

ｃ  「給油、注油設備」の欄には、給油又は注油設備の型式及び概

要を記入すること。  

(エ ) 「タンクの固定方法」の欄には、地盤面、架台等への簡易貯蔵

タンクの固定方法を記入すること。  

(オ ) 「採光、照明設備」の欄は、イ (カ )の例によること。  

(カ ) 「換気、排気の設備」の欄、「消火設備」の欄及び「工事請負

者住所氏名」の欄は、それぞれア (ソ )、 (テ )及び (ト )の例によるこ

と。  

キ  移動タンク貯蔵所構造設備明細書（危則別記様式第４のト）の記入

方法は、「移動タンク貯蔵所の設置許可申請書に添付する図書につい

て」（平成２年７月９日付け消防危第７７号通知）別紙の第２による

こと。  

ク  屋外貯蔵所構造設備明細書（危則別記様式第４のチ）の記入方法は、

次によること。  

(ア ) 「事業の概要」の欄は、ア (ア )の例によること。  

(イ ) 「区画内面積」の欄には、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所

の周囲に設けられた柵等により区画された部分の面積を記入するこ

と。  

(ウ ) 「さく等の構造」の欄には、柵の材質及び高さ並びに柵等の構

造の概要を記入すること。  

(エ ) 「地盤面の状況」の欄には、地盤面の構造等を記入すること。

例えば、地盤面をコンクリートで舗装している場合は、「コンク

リート舗装」と記入すること。  

(オ ) 「架台の構造」の欄は、イ (オ )の例によること。  

(カ ) 「消火設備」の欄及び「工事請負者住所氏名」の欄は、それぞ

れア (テ )及び (ト )の例によること。  

ケ  給油取扱所構造設備明細書（危則別記様式第４のリ）の記入方法は、

次によること。  

(ア ) 「事業の概要」の欄は、ア (ア )の例によること。  

(イ ) 「敷地面積」の欄には、給油取扱所として規制される敷地に係

る面積を記入すること。  

(ウ ) 「給油空地」の欄は、次によること。  

ａ  間口の部分には、給油空地を形成する 矩
く

形の辺の長さのうち

自動車等が出入りする側の長さを記入すること。  

ｂ  奥行の部分には、給油空地の間口を底辺とした 矩
く

形の側辺の
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長さを記入すること。  

(エ ) 「注油空地」の欄は、有又は無のいずれかを丸印で囲むととも

に、有を丸印で囲んだ場合は、括弧内の該当する項目を丸印で囲む

こと。  

(オ ) 「空地の舗装」の欄は、給油空地及び注油空地をコンクリート

で舗装する場合にあってはコンクリートを丸印で囲み、コンクリー

ト以外の材料で舗装する場合にあってはその他を丸印で囲むととも

に、使用する材料及び舗装の仕様を括弧内に記入すること。  

(カ ) 建築物の全ての部分が給油取扱所として規制される場合の「建

築物の給油取扱所の用に供する部分の構造」の欄の記入方法は、次

によること。  

ａ  「階数」の欄、「柱」の欄、「床」の欄、「はり」の欄、「屋

根」の欄及び「窓」の欄は、それぞれア (エ )ａ及びｆ及びｇの例

によること。  

ｂ  「建築面積」の欄は、ア (エ )ｂの例によること。  

ｃ  「水平投影面積」の欄には、建築物の給油取扱所の用に供する

部分の水平投影面積を記入すること。  

ｄ  「壁」の欄には、外壁の材料を記入するとともに、括弧書きで

建基法に規定する構造又は材料（耐火構造、不燃材料等）を記入

すること。  

ｅ  「出入口」の欄には、外壁部分に存する出入口（危則第２５条

の４第１項第１号、第３号及び第４号の用途に供する部分に設け

る自動車等の出入口を除く。）に設ける防火設備の区分（防火設

備、特定防火設備又は自閉式特定防火設備）を記入すること。こ

の場合において、出入口にガラスを用いるときは、当該ガラスの

仕様（網入りガラス、普通ガラス等）を記入すること。  

(キ ) 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の「建築物の給油取扱

所の用に供する部分の構造」の欄の記入方法は、次によること。  

ａ  「階数」の欄は、のア (オ )ａの例によること。  

ｂ  「建築面積」の欄は、ア (オ )ｂの例によること。  

ｃ  「水平投影面積」の欄は、前 (カ )ｃの例によること。  

ｄ  「壁」の欄は、給油取扱所の用に供する部分に存する壁の材料

を記入するとともに、括弧書きで建基法に規定する構造又は材料

（耐火構造、不燃材料等）を記入すること。  

ｅ  「柱」、「床」及び「はり」の欄は、給油取扱所の用に供する

部分に存する柱、床及びはりの構造について、ア (オ )ｆ（床の厚

さに係る部分を除く。）の例により記入すること。  

ｆ  「屋根」の欄は、ア (オ )ｇの例によること。  

ｇ  「窓」の欄は、ア (オ )ｈの例によること。  
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ｈ  「出入口」の欄には、給油取扱所の用に供する部分に存する出

入口（危則第２５条の４第１項第１号、第３号及び第４号の用途

に供する部分に設ける自動車等の出入口を除く。）に設ける防火

設備の区分（防火設備、特定防火設備又は自閉式特定防火設備）

を記入すること。この場合において、出入口にガラスを用いると

きは、当該ガラスの仕様（網入りガラス、普通ガラス等）を記入

すること。  

(ク ) １棟の建築物の全てが給油取扱所として規制される場合にあっ

ては、「建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造」

の欄には、記入せず斜線を引くこと。なお、１棟の建築物の一部に

給油取扱所を設ける場合の「建築物の一部に給油取扱所を設ける場

合の建築物の構造」の欄の記入方法は、次によること。  

ａ  「階数」の欄、「延べ面積」の欄及び「建築面積」の欄は、ア

(カ )ａ、ｃ及びｂの例によること。  

ｂ  「壁」の欄は、 (カ )ｄの例によること。  

ｃ  「柱」の欄、「床」の欄及び「はり」の欄は、ア (エ )ｆの例に

よること。  

(ケ ) 「上階の有無（給油取扱所以外）」の欄は、建築物の給油取扱

所の用に供する部分の上部の階（給油取扱所以外の用に供する部分

を有する階に限る。）の有無について、該当する項目を丸印で囲む

こと。この場合において、当該階があるときは、括弧内にその用途

を記入するとともに、危則第２５条の１０第３号に規定する屋根又

はひさしの有無について、該当する項目を丸印で囲むこと。また、

当該屋根又はひさしがある場合には、括弧内に当該屋根又はひさし

の先端から危則第２５条の１０第４号に規定する上階の開口部まで

の距離を記入すること。  

(コ ) 「建築物の用途別面積」の欄には、危令第１７条第１項第１６

号前段（同条第２項においてその例による場合を含む。）に規定す

る危則第２５条の４第１項各号に定める用途又は危則第２７条の３

第３項各号に定める用途ごとの床又は壁で区画された部分の床面積

を記入するものとし、次によること。  

ａ  「第１号」の欄には、危則第２５条の４第１項第１号の給油又

は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場又は危則第２７条の

３第３項第１号の給油、灯油若しくは軽油の詰替え又は圧縮天然

ガス等の充填のための作業場の床面積を記入すること。この場合

において、ポンプ室、油庫、コンプレッサー室（その内部に設置

したコンプレッサーを自動車等の点検及び整備を行う作業場で用

いないものに限る。）及び給油又は灯油若しくは軽油の詰替えの

ための作業場と一体の建築物内に設けられた自動車等の点検・整
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備を行う作業場（壁等で区画されていないものに限る。）は、給

油又は灯油若しくは軽油の詰替えのための作業場に含まれるもの

であること。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｂ  「第２号」の欄には、危則第２５条の４第１項第２号又は危則

第２７条の３第３項第２号の給油取扱所の業務を行うための事務

所の床面積を記入すること。この場合において、更衣室、階段室、

風呂場、シャワー室、便所等は、給油取扱所の業務を行うための

事務所に含まれるものであること。  

ｃ  「第３号」の欄には、リフト室、コンプレッサー室（その内部

に設置したコンプレッサーを自動車等の点検及び整備を行う作業

場で用いるものに限る。）その他の危則第２５条の４第１項第３

号又は危則第２７条の３第３項第３号の自動車等の点検・整備を

行う作業場の床面積を記入すること。  

ｄ  「第４号」の欄には、危則第２５条の４第１項第４号又は危則

第２７条の３第３項第４号の自動車等の洗浄を行う作業場の床面

積を記入すること。  

ｅ  「第５号」の欄には、危則第２５条の４第１項第５号又は危則

第２７条の３第３項第５号の給油取扱所の所有者、管理者、若し

くは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所

の業務を行うための事務所（本社機能を有する事務所等）の床面

積を記入すること。  

ｆ  「第６号」の欄には、危則第２５条の４第１項第６号又は危則

第２７条の３第３項第６号に規定する施行令別表第１（１）項、

（３）項、（４）項、（８）項、（１１）項から（１３）項イ

まで、（１４）項及び（１５）項に掲げる防火対象物の用途（ａ

からｅまでに掲げるものを除く。）に係る部分及びこれに付随す

る階段室、便所等の部分の床面積を記入すること。  

ｇ  「計」の欄には、「床又は壁で区画された部分の１階の床面積」

に係るものにあっては「第１号」の欄から「第６号」の欄までに

記入された床面積の合計を、「床又は壁で区画された部分（係員

のみが出入りするものを除く。）の床面積（２階以上を含む。）」

に係るものにあっては係員のみが出入りする部分を除いた「第２

号」、「第３号」及び「第６号」の欄に記入された床面積の合計

を記入すること。  

(サ ) 「周囲の塀又は壁」の欄には、防火塀等の構造等及び高さを記

入するとともに、当該防火塀等に設けるはめごろし戸である防火設

備の有無について、該当する項目を丸印で囲むこと。この場合にお

いて、はめごろし戸である防火設備にガラスを用いるときは「網入

りガラス」を丸印で囲み、ガラスを用いないときは「その他」を丸

73



印で囲むとともに、括弧内にその仕様を記入すること。  

(シ ) 「固定給油設備等」の欄は、次によること。  

ａ  「型式」の欄には、固定給油設備等の製造会社における型式を

記入すること。  

ｂ  「数」の欄には、固定給油設備等の型式ごとに設置数を記入す

ること。  

ｃ  「道路境界線からの間隔」の欄及び「敷地境界線からの間隔」

の欄には、固定給油設備に接続される給油ホース又は固定注油設

備に接続される注油ホースの接続部分（以下このｃにおいて、

「ホース接続部分」という。）から道路境界線及び敷地境界線ま

での距離をそれぞれ記入すること。この場合において、複数の固

定給油設備又は固定注油設備を設置するときは、当該複数の固定

給油設備又は固定注油設備のホース接続部分うち、最も道路境界

線及び敷地境界線までの距離が短いものに係る距離をそれぞれ記

入すること。  

(ス ) 「固定給油設備以外の給油設備」の欄は、航空機給油取扱所、

船舶給油取扱所又は鉄道給油取扱所（危令第１７条第３項第３号の

鉄道又は軌道によって運行する車両に給油する給油取扱所をいう。

以下同じ。）に設置する給油設備のうち該当するものを丸印で囲む

こと。この場合において、給油配管及び給油ホース車を設置すると

きは、括弧内に給油ホース車の台数を記入すること。  

(セ ) 「附随設備の概要」の欄には、危則第２５条の５に規定する設

備の種類、型式、数量等を記入すること。  

(ソ ) 「電気設備」の欄、「消火設備」の欄及び「警報設備」の欄は、  

それぞれア (セ )、 (テ )及び (ツ )の例によること。  

(タ ) 「避難設備」の欄には、避難設備の種類及び数量を記入するこ

と。  

(チ ) 事務所等その他火気使用設備」の欄には、建築物内で使用する

ボイラーその他の火気を使用する設備の種類、数量及び設置場所を

記入すること。  

(ツ ) 「滞留防止措置」の欄は、該当する措置を丸印で囲むこと。こ

の場合において、地盤面を高くし傾斜を設ける措置以外の措置を講

ずるときは、括弧内に当該措置の内容を記入すること。  

(テ ) 「流出防止措置」の欄は、該当する措置を丸印で囲むこと。こ

の場合において、排水溝及び油分離装置を設ける措置以外の措置を

講ずるときは、括弧内に当該措置の内容を記入すること。  

(ト ) 「タンク設備」の欄は、次によること。  

ａ  「専用タンク」及び「廃油タンク等」の欄には、タンクの種類、

容量及び数量並びにタンクに貯蔵する危険物の化学名又は通称名
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をそれぞれ記入すること。この場合において、分割タンクを設置

するときは、室ごとに容量及び貯蔵する危険物の化学名又は通称

名を記入すること。例えば、軽油を貯蔵し、又は取り扱う容量が

３０キロリットルのＳＦタンク（厚さ３．２ミリメートル以上の

鋼板で造った地下貯蔵タンクに、危則第２４条の２の２第３項に

定めるところにより強化プラスチックを間隙を有するように被覆

し、かつ、危険物の漏れを検知するための同条第４項で定める設

備を設けたものをいう。以下同じ。）を１基設置する場合にあっ

ては「ＳＦタンク３０ｋＬ（軽油）×１基」と、灯油を貯蔵し、

又は取り扱う容量が２０キロリットルの鋼製タンクをタンク室に

１基設置する場合にあっては「タンク室  鋼製タンク２０ｋＬ

（灯油）×１基」と、４キロリットルのガソリン及び６キロリッ

トルの軽油を貯蔵し、又は取り扱う内部に間仕切を設けた容量が

１０キロリットルのＳＦタンクを１基設置する場合にあっては

「ＳＦタンク１０ｋＬ（４ｋ L（ガソリン）：６ｋＬ（軽油））

×１基」と記入すること。  

ｂ  「可燃性蒸気回収設備」の欄は、該当する項目を丸印で囲むこ

と。  

ｃ  「簡易タンク」の欄には、簡易タンクの製造会社における型式

及び簡易タンクの数量を記入すること。  

(ナ ) 「工事請負者住所氏名」の欄は、ア (ト )の例によること。  

コ  第１種販売取扱所・第２種販売取扱所構造設備明細書（危則別記様

式第４のヌ）の記入方法は、次によること。  

(ア ) 「事業の概要」の欄は、ア (ア )の例によること。  

(イ ) 「建築物の構造」の欄は、販売取扱所が設置される建築物全体

について記入するものとし、記入方法は次によること。  

ａ  「階数」の欄、「建築面積」の欄及び「延べ面積」の欄は、そ

れぞれア (エ )ａからｃまでの例によること。  

ｂ  「構造概要」の欄は、ア (カ )ｄの例によること。  

(ウ ) 「店舗部分の構造」の欄には、販売取扱所の用に供する部分の

構造等を記入するものとし、記入方法は次によること。  

ａ  「面積」の欄には、販売取扱所の用に供する部分の床面積を記

入すること。  

ｂ  「壁」の欄、「床」の欄、「柱」の欄、「はり」の欄、「窓」

の欄及び「出入口」の欄は、それぞれア (エ )ｄからｈまでの例に

よること。  

ｃ  「天井」の欄には、天井の材料を記入するとともに、括弧書き

で建基法に規定する構造又は材料（耐火構造、不燃材料等）を記

入すること。  
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ｄ  「屋根又は上階の床」の欄は、ア (オ )ｇの例によること。  

(エ ) 「配合室」の欄は、販売取扱所内に色調の調整等のために危険

物を取り扱う室がある場合に記入するものとし、記入方法は次によ

ること。  

ａ  「面積」の欄には、配合室の床面積を記入すること。  

ｂ  「排出の設備」の欄は、ア (ソ )（換気設備に関する部分を除

く。）の例によること。  

(オ ) 「電気設備」の欄、「消火設備」の欄及び「工事請負者住所氏

名」の欄は、それぞれア (セ )、 (テ )及び (ト )の例によること。  

サ  移送取扱所構造設備明細書（危則別記様式第４のル）の記入方法は、

次によること。  

(ア ) 「事業の概要」の欄は、ア (ア )の例によること。  

(イ ) 「配管の設置」の欄は、配管の設置に関するそれぞれの項目の

有無について、該当するものを丸印で囲むこと。  

(ウ ) 「配管の諸元」の欄及び「保安設備」の欄には、それぞれの項

目に必要な事項を記入し、及び該当する項目を丸印で囲むこと。こ

の場合において、「配管の諸元」の欄には、ＪＩＳの規格番号を記

入することができるものとする。  

(エ ) 「ポンプ等」の欄中、「ポンプ」の欄は、次によること。  

ａ  「種類・型式」の欄には、移送取扱所に設置する全てのポンプ

の種類（防爆構造の種別を含む。）及び型式を記入すること。  

ｂ  「全揚程」の欄及び「吐出量」の欄には、移送取扱所に設置す

る全てのポンプの全揚程及び吐出量を記入すること。  

ｃ  「基数」の欄には、移送取扱所に設置するポンプの数量を記入

すること。  

(オ ) 「ポンプ等」の欄中、「ポンプ室の構造」の欄は、ア (エ )（ｄ、

ｅ及びｉを除く。）の例によるほか、「壁」の欄は、ポンプ室の外

壁の材料を記入するとともに、括弧書きで建基法に規定する構造又

は材料（耐火構造、不燃材料等）を記入すること。  

(カ ) 「ポンプ等」の欄中、「ピグ取扱い装置」の欄は、該当する項

目を丸印で囲むこと。  

(キ ) 「消火設備」の欄は、ア (テ )の例によること。  

第３  基準の特例  

１  原則として設置許可申請又は変更許可申請を行う際に併せて申請するこ

と。  

２  特例申請に係る留意事項については、次によること。（◆）  

(１ ) 法第１０条第４項に規定する技術上の基準によらなくとも、火災の

発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害

を最小限度に止めることができるときは、そのことを証する資料等を添
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付すること。  

(２ ) 予想しない特殊の構造又は設備を用いることにより、法第１０条第

４項に規定する技術上の基準による場合と同等以上の効力があるときは、

そのことを証する資料等を添付すること。  

３  例えば、危令第１９条第１項に掲げる基準の特例を定めた一般取扱所は、

危令第１９条第１項の一般取扱所の構造を強化すること等により設置が

可能となるものであるため、危令第２３条の規定を適用し、危則に掲げ

る基準を著しく緩和することはできないものとする。（◆）  

第４  軽微な変更工事  

１  軽微な変更工事（製造所等において行われる工事のうち、変更許可を要

しない工事をいう。以下この第４において同じ。）として取り扱うことが

できる工事に係る運用については、次項から第８項までに定めるところに

よること。なお、変更許可を要するか要しないかの判断について併せて記

載しているため留意すること。（平成１４年３月２９日付け消防危第４９

号通知、令和６年３月１８日付け消防危第４８号通知）  

２  この第４及び別表第１において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

(１ ) 増設  製造所等に新たに機器、装置等を設置することをいう。  

(２ ) 移設  製造所等を構成する機器、装置等の設置位置を変えることを  

いう。  

(３ ) 改造  現に存する製造所等を構成する機器、装置等の全部又は一部

を交換し、又は造り直し等を行い、当該機器、装置等の構成、機能、性

能等を変えることをいう。  

(４ ) 取替え  製造所等を構成する機器、装置等を既設のものと同等の種

類、機能、性能等を有するものに交換し、又は造り直すことをいう（改

造に該当するものを除く。）。  

(５ ) 補修  製造所等を構成する機器、装置等の損傷箇所等を修復し、現  

状に復することをいう（改造に該当するものを除く。）。  

(６ ) 撤去  製造所等を構成する機器、装置等の全部又は一部を取り外し、  

当該製造所等外に搬出することをいう。  

(７ ) 基準  法第１０条第４項に規定する製造所等の位置、構造及び設備  

の技術上の基準をいう。  

(８ ) 非対象設備  製造所等を構成する部分（設備を含む。）のうち、危  

険物以外の物質を貯蔵し、又は取り扱う部分（設備を含む。）をいう。  

３  次の各号に掲げる工事は、軽微な変更工事に該当するものとして取り扱

うものとする。  

(１ ) 非対象設備のみの変更を行う工事（位置又は消火設備若しくは警報

設備の変更を生じないものに限る。）等基準の内容と関係が生じないこ

とが明らかであるもの  
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(２ ) 保安上の問題を生じさせないことが明らかである工事  

(３ ) 別表第１の「構造、設備等の名称」の欄に掲げる構造、設備等に応  

じ、それぞれ同表の「変更の届出を要しない工事」の欄に掲げる工事  

(４ ) 別表第１に掲げる工事以外の変更の工事で、変更の程度が同表の

「変更の届出を要しない工事」の欄に掲げる工事と類似する、又は同等

であると認められるもの  

(５ ) 次項第２号アからクまでに掲げる工事で、当該工事を行うに当たり

市規則第２０条第２項の危険物製造所等変更工事届出書（以下この第４

において「変更の届出」という。）を要しないものとされているもの  

(６ ) 別表第１の「構造、設備等の名称」の欄に掲げる構造、設備等に応

じ、それぞれ同表の「変更の届出を要する工事」の欄に掲げる工事で、

変更の届出の内容を確認した結果、基準の内容と関係が生じない、又は

第５項各号に掲げる要件を満たすことにより保安上の問題を生じさせな

いと判断できるもの  

(７ ) 別表第１に掲げる工事以外の変更の工事のうち、変更の程度が同表

の「変更の届出を要する工事」の欄に掲げる工事と類似する、又は同等

であると認められるもので、変更の届出の内容を確認した結果、基準の

内容と関係が生じない、又は第５項各号に掲げる要件を満たすことによ

り保安上の問題を生じさせないと判断できるもの  

(８ ) 次項第２号アからクまでに掲げる工事で、変更の届出の内容を確認

した結果、基準の内容と関係が生じない、又は第５項各号に掲げる要件

を満たすことにより保安上の問題を生じさせないと判断できるもの  

４  製造所等において変更の工事を行うことに伴い変更の届出の提出を要す

るか要しないかの判断については、次により行うものとする。  

(１ ) 次のアからウまでに掲げる工事は、市規則第２０条第１項第４号に

規定する危険物の貯蔵又は取扱いに伴う火災の防止のためその内容を確

認する必要があるものとして市長が定める要件に該当する変更に係る工

事に該当するものとする。  

ア  別表第１の構造、設備等の名称の欄に掲げる構造、設備等の区分に

応じ、それぞれ同表の「変更の届出を要する工事」の欄に掲げる工事  

イ  別表第１に掲げる工事以外の変更に係る工事で、当該変更の程度が

同表の「変更の届出を要する工事」の欄に掲げる工事と類似する、又

は同等であると認められるもの  

ウ  次号アからクまでに掲げる工事のうち、当該工事を行うに当たり変

更の届出を要しないもの以外のもの  

(２ ) 次のアからクまでに掲げる工事を行う場合は、それぞれ当該アから  

クまでに定めるところによること。  

ア  危令第２条第６号に規定する移動タンク貯蔵所に係るけん引自動車

の新設又は廃止（増設又は減少）を行う場合は、変更の届出を要しな
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いものとする。（平成９年３月２６日付け消防危第３３号通知）  

イ  一の敷地内において、移動タンク貯蔵所の常置場所の位置の変更を

行う場合は、変更の届出を要する軽微な変更工事として取り扱うこと

ができるものとする。（平成９年３月２６日付け消防危第３３号通知）  

ウ  現に危令第１７条第２項に規定する屋内給油取扱所（以下「屋内給

油取扱所」という。）として許可を受けている給油取扱所のうち、令

和３年総務省令第７１号による改正後の危則第２５条の６の規定によ

り屋内給油取扱所の範囲から外れるものについて、危令第１７条第１

項に規定する屋外給油取扱所として許可を受けたものとして取り扱う

場合は、次によること。（令和３年７月２１日付け消防危第１７２号

通知）  

(ア ) 変更時に給油又は灯油若しくは軽油の詰め替えのための作業場

等の上屋（以下「キャノピー」という。）、消火設備、警報設備等

の工事を伴うものについては、この第４の規定により手続を行うこ

と。  

(イ ) 変更時にキャノピー、消火設備、警報設備等の工事を伴わない

ものについては、変更の届出を要する変更工事として取り扱うもの

とする。  

エ  「小規模屋外貯蔵タンクの津波・水害対策について」（令和４年３

月３０日付け消防危第６３号通知）別紙「小規模屋外貯蔵タンクの津

波・水害対策工法に係るガイドライン」に記載される津波・水害対策

工法を施工する場合で、当該津波・水害対策工法の施工に伴い、危令

第１１条第１項第５号の規定に基づき屋外貯蔵タンクを基礎に固定す

るアンカーボルトを撤去するときは変更許可を要するものとするが、

それ以外の工事を行うときは変更の届出を要するものとする。（令和

４年３月３０日付け消防危第６３号通知）  

オ  ＡＩシステムを導入した顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にお

ける監視カメラ等の機器やそのソフトウエアの変更に係る工事を行う

場合において、当該工事に伴い新たに監視カメラ等の機器を設置する

など、当該給油取扱所の位置、構造又は設備に変更を生じるときは変

更許可を要するものとし、当該工事が別表第１の「施設別事項」のう

ち第８項給油取扱所の「セルフ給油所の監視機器・放送機器・分電

盤・照明器具」欄の「取替え」若しくは「補修」又は「改造」のいず

れに該当するかの別が明確に判断できないときは原則として変更の届

出を要するものとし、当該工事が基準の内容と関係が生じないもので

あること又は次項各号に掲げる要件を満たすことにより保安上の問題

を生じさせないものであることが判断できるときは変更の届出を要し

ないものとする。この場合において、次の (ア )から (ウ )までに掲げる

要件に該当するときは、保安上の問題を生じさせない工事であると判
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断できるものとする。（令和５年５月１５日付け消防危第１２４号通

知）  

(ア ) 監視カメラ等の機器の位置及び構成に変更がないこと。  

(イ ) 給油の許可及び監視の支援を行うＡＩシステムのうち、「セル

フ給油取扱所において給油の許可の判断に資する情報を従業員へ提

供するＡＩシステム」（以下「情報提供型ＡＩシステム」という。）

として「セルフＳＳにおけるＡＩによる給油許可監視の実装に向け

た Ａ Ｉ シ ス テ ム 評 価 方 法 等 に 係 る ガ イ ド ラ イ ン Ｖ ｅ ｒ ． １ 」

（２０２３年４月石油連盟給油所技術専門委員会）（以下「ガイド

ライン（Ｖｅｒ．１）」という。）４「ＡＩシステムの試験方法」

又はこれと同等以上の方法により信頼性評価が実施されたものに係

る評価結果が引き続き有効であること。  

(ウ ) 令和５年５月１５日付け消防危第１２４号通知第１項第２号の

要件に係る変更がないこと。  

カ  製造所等にエアーコンプレッサー用の電動機を設置する工事を行う

場合は、変更の届出を要するものとする。この場合において、当該電

動機を危険場所の範囲内に設置するときは変更許可を要するものとし、

当該電動機を危険場所の範囲外の火災予防上支障がない位置に設置す

るときは軽微な変更工事として取り扱うことができるものとする。

（平成９年１０月２２日付け消防危第１０４号通知）  

キ  門型洗車機の取替工事に併せ、次の (ア )又は (イ )に掲げる工事を行

う場合は変更の届出を要するものとし、 (ウ )に掲げる工事を行う場合

は変更の届出を要しないものとする。（平成９年１０月２２日付け消

防危第１０４号通知）  

(ア ) レールの更新等により洗車機の可動範囲が変更となる工事  

(イ ) 洗車機に電光看板を設置する工事（電光看板を危険場所の範囲

外に設けるものに限る。）  

(ウ ) 洗車機の洗車用ブラシの更新工事  

ク  腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等に該当しない地下貯蔵

タンクに対し、その内面の腐食を防止するためのコーティングを講ず

る場合は、マンホールの取付け等の工事が必要なときを除き、変更の

届出を要する軽微な変更工事として取り扱うことができるものとする。

（平成２２年７月８日付け消防危第１４４号通知）  

(３ ) 前項第１号から第５号までに掲げる工事を行う場合にあっては、変

更の届出を要しないものとする。  

５  変更の届出が提出された場合において、当該変更の届出に係る工事が保

安上の問題を生じさせないものであると判断するためには、次の各号に掲

げる要件を満たす必要があるものとする。  

(１ ) 変更の工事に伴い、製造所等の許可に係る危険物の品名、数量又は

80



指定数量の倍数に変更がないこと。  

(２ ) 変更の工事に伴い、位置に係る技術上の基準に変更がないこと。  

(３ ) 変更の工事に伴い、建築物又は工作物の技術上の基準のうち、防火  

上又は強度上の理由から必要とされる基準に変更がないこと。  

(４ ) 変更の工事に伴い、通常の使用状態において、可燃性の蒸気又は可

燃性の微粉が滞留するおそれのある範囲の変更がないこと。  

６  変更の工事に伴い変更許可を要する場合は、次に掲げる工事を行う場合

とする。  

(１ ) 基準の内容と関係が生じることが明らかである工事。なお、非対象

設備のみの変更に係る工事を行う場合であっても、位置又は消火設備若

しくは警報設備の変更を生じるものが含まれるときは、変更許可を要す

ることがあるため留意すること。  

(２ ) 保安上の問題が生じることが明らかであること。  
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製造所等において行われる変更工事に係る判断のフロー  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

変更工事 

明らかに基準の内容と関

係が生じない、又は保安

上 の 問 題 を 生 じ さ せ な

 
軽 微 な 変 更 工 事 に 該 当 す る か 、

該当しないか が明らかでな い。  

変更の届出を要する。  
 

完成検査  

基 準 の 内 容 と 関 係 が 生 じ な い 、 又 は

形 式 的 に は 基 準 の 内 容 と 関 係 が 生 じ

るが保安上の問題を生じさせない。  

許可を要する  
変更工事  

（変更許可）  

 

軽微な変更工事  
(許 可 を 要 し な い 。 )  

はい  いいえ  

はい  いいえ  

別 表 第 １

に 掲 げ る

「 変 更 の

届 出 を 要

す る 工

事 」 に 該

当 す る 工

事 行 う 場

合  

別 表 第 １

に 掲 げ る

「 変 更 の

届 出 を 要

し な い 工

事 」 に 該

当 す る 工

事 行 う 場

合  

別表第１により確認を行う。  

変更の届出を要しない。  
 

別表第１に掲げる  
工事を行う場合  

別表第１に掲げる工事以外の  
工事を行う場合  

第４項第２号 アからクまで に定める工事 を行う。  

変 更 の 程 度 が 別

表 第 １ に 掲 げ る

「 変 更 の 届 出 を

要 し な い 工 事 」

に 該 当 す る 工 事

に 類 似 す る 、 又

は 同 等 で あ る と

認 め ら れ る 工 事

を 行 う 場 合  

変 更 の 程 度 が 別

表 第 １ に 掲 げ る

「 変 更 の 届 出 を

要 す る 工 事 」 に

該 当 す る 工 事 に

類 似 す る 、 又 は

同 等 で あ る と 認

め ら れ る 工 事 を

行 う 場 合  

そ の 他 の

工 事 を 行

う 場 合  

はい  いいえ  
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７  届出等の手続については、次に定めるところによるものとする。  

(１ ) 変更の届出を要する工事を行う場合は、変更の届出に付近見取図、

平面図、断面図その他の図面、変更に係る設備等に関する資料（機器  

リスト、配置図、仕様書等）、工事の概要（工法を含む。）を示す資料、

工事中の安全管理に関する計画、委任状（製造所等の所有者、管理者又

は占有者以外の者が届出を行う場合に限る。）等を添付して届出を行う

ものとする。  

(２ ) 変更の届出を要する工事を行おうとする者は、あらかじめ、その旨  

を届け出なければならない。  

(３ ) 同一の製造所等において変更の届出を要する工事と変更許可を要す

る工事を同時に行う場合は、変更許可申請の内容に変更の届出を要する

工事に係る部分の内容を含めて変更許可申請を行い、変更の届出を省略

することができるものとする。  

(４ ) 前３号に定めるところによるほか、変更の届出を要することとされ

た別表第２第１項から第４項までの特定屋外貯蔵タンクに係る小規模な

溶接工事を行う場合にあっては、その品質の確認を行うため、変更の届

出を行う時に次の事項に係る資料を添付すること。（平成９年３月２６

日付け消防危第３６号通知）（◆）  

ア  溶接工事を行う溶接作業者の資格。なお、次に掲げる者が溶接工

事を行うことが望ましい。  

(ア ) ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和４７年労働省令第３３  

号）第９条の特別ボイラー溶接士免許を受けた者  

(イ ) 一般社団法人日本溶接協会が認定する特別級、１級若しくは  

２級溶接管理技術者又は溶接作業指導者の適格性証明書の交付

を受けている者  

イ  溶接施工場所、施工方法及び作業者名  

８  軽微な変更工事を行う場合における消防機関の検査等については、次に

定めるところによるものとする。  

(１ ) 前項第３号の規定により、変更の届出を要する工事の内容を変更許

可申請の内容に含めた場合において、当該変更の届出を要する工事を軽

微な変更工事として取り扱うこととなったときは、当該変更の届出を要

する工事に該当する部分については、当該変更許可に係る完成検査を要

しないものとする。  

(２ ) 軽微な変更工事に係る検査については自主検査（申請者自らが製造

所等の位置、構造又は設備が基準に適合しているかどうかについて検査

することをいう。以下同じ。）とし、当該自主検査の結果にあっては、

事業所において保存すること。（◆）  

第５  仮使用承認の申請  

１  法第１１条第５項ただし書に規定する承認（以下この第５において「仮
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使用の承認」という。）の対象となり得る部分、仮使用の承認を受けるた

めの申請（以下この第５において「仮使用承認申請」という。）及び仮使

用の承認を受けられる範囲については、次に定めるところによるものとす

る。  

(１ ) 仮使用の承認を受けられる部分は、変更許可を要する工事が行われ

る部分以外の製造所等の部分で、当該変更許可を要する工事が行われる

場合においても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少ない部分とす

る。（昭和４６年７月２７日付け消防予第１０５号通知）  

(２ ) 変更許可を要する工事が行われる製造所及び取扱所において危険物

を製造し、若しくは取り扱っている場合若しくは２０号タンク、専用

タンクその他のタンクに危険物が貯蔵されている場合又は変更許可を要

する工事が行われる貯蔵所において危険物を貯蔵している場合には、仮

使用承認申請を要するものとする。  

(３ ) 仮使用の承認を受けられる範囲は、実際に工事を行う部分及び当該

工事を行うのに必要な部分以外の部分の全部又は一部とする。なお、仮

使用の承認を受けるに当たっての手続の手順の例を次の例１及び例２に

示す。  

 

例１  一の変更許可で一の変更工事を行い、当該変更工事が終了する前

に当該変更工事に係る部分以外の部分の全部又は一部を使用する場合

にあっては、次のア及びイによること。  

ア  Ａ部分について一の変更許可申請を行い、当該変更許可申請に係る

許可を受けるとともに、変更部分以外のＢ部分の仮使用承認申請を行

い、承認を受けること。  

イ  Ａ部分の工事終了後、Ａ部分の完成検査を申請し、Ａ部分に係る完

成検査済証の交付を受けること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造所等  仮使用の承認対象となる範囲  Ｂ  

工事箇所  Ａ  

（変更部分）  

工事を行うのに必要な部分  
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例２  一の製造所等において、設備機器の配置、関連性等を勘案し工事

の箇所が相互に区分される場合において、複数の部分で変更工事を同

時期に行うことができ、かつ、変更工事が終了した部分の完成検査を

することにより、工事が終了した部分から使用するときにあっては、

次によること。（平成１１年３月２３日付け消防危第２４号通知）  

ア  複数の変更工事についてそれぞれ変更許可を行う場合にあっては、

次によること。  

(ア ) 工期が重複する複数の変更工事を行う場合にあっては、次のａ

からｃまでによること。  

ａ  Ａ部分とＢ部分についてそれぞれ行われる変更許可申請につい

て、それぞれ許可Ⅰ及び許可Ⅱを受けるとともに、変更部分以外

の部分であるＣ部分の仮使用承認申請を行う。この場合において、

Ａ部分とＢ部分についてそれぞれ行われる変更許可申請の時期は

同時期である必要はないが、Ａ部分及びＢ部分の変更工事の工程

等を明確にした工事計画書を添付すること。  

ｂ  Ｂ部分の工事終了後、Ｂ部分の完成検査を申請し、Ｂ部分に係

る完成検査済証の交付を受けること。  

ｃ  Ｂ部分及びＣ部分の仮使用承認申請を行い、仮使用の承認を受

けること。  
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(イ ) 工期が重複しない複数の変更工事を行う場合にあっては、次の

ａからｄまでによること。  

ａ  Ａ部分とＢ部分についてそれぞれ行われる変更許可申請につい

て、それぞれ許可Ⅰ及び許可Ⅱを受けるとともに、許可Ⅱの変更

部分以外の部分であるＡ部分及びＣ部分の仮使用承認申請を行う。

この場合において、Ａ部分とＢ部分についてそれぞれ行われる変

更許可申請の時期は同時期である必要はない。  

ｂ  Ｂ部分の工事終了後、Ｂ部分の完成検査を申請し、Ｂ部分に係

る完成検査済証の交付を受けること。  

ｃ  Ａ部分の工事を開始する前に、Ｂ部分及びＣ部分の仮使用承認

申請を行い、仮使用の承認を受けること。  

ｄ  Ａ部分の工事終了後、Ａ部分の完成検査を申請し、Ａ部分に係

る完成検査済証の交付を受けること。  
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イ  変更許可を受けた後、工期の途中で、当該変更許可に係る工事が行

われる部分のうち先に完成した部分を使用する必要が生じた場合（完

成した部分と当該完成した部分以外の部分が明確に区分できるときに

限る。）にあっては、次の (ア )から (エ )までによること。  

(ア ) Ａ部分について一の変更許可申請を行い、当該変更許可申請に

係る許可Ⅰを受けるとともに、変更部分以外の部分であるＣ部分の

仮使用承認申請を行い、承認を受けること。  

(イ ) Ａ部分のうちＢ部分の工事が先に終了することになり、Ｂ部分

を先に使用する必要性が生じた場合は、許可Ⅰの工事範囲をａ部分

に縮小するための、完成検査を行う前における変更許可申請を行い、

ａ部分に係る許可ⅰを受けるとともに、Ｂ部分について新たな変更

許可申請を行い、Ｂ部分に係る許可Ⅱを受けること。この場合にお
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いて、Ｂ部分の工事終了後、Ｂ部分の完成検査を申請し、Ｂ部分に

係る完成検査済証の交付を受けること。  

(ウ ) Ｂ部分及びＣ部分の仮使用承認申請を行い、承認を受けること。  

(エ ) ａ部分の工事終了後、ａ部分の完成検査を申請し、ａ部分に係

る完成検査済証の交付を受けること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  仮使用の承認を受けるための要件は、工事の内容、期間、規模等の実態

に応じ、次に掲げる事項のうち必要と認められる事項について適合するこ

ととする。  

(１ ) 工事計画については、災害防止のため無理のない作業日程、工事工  

程等が組まれていること。  

(２ ) 安全管理に関する組織の体制が次に適合していること。  

ア  製造所等の管理運営を行う事業所及び工事関係者を対象とした安全

管理組織が編成され、責任体制の明確化が図られていること。  
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イ  製造所等の管理運営を行う事業所と工事関係者との間で、工事の開

始及び終了の報告、工事の進捗状況の報告等について事前に協議が行

われ、当該協議で決定した事項が明確にされていること。  

ウ  災害の発生防止又は早期発見のための巡回、点検等の体制が明確に

されていること。  

エ  災害の発生、製造所等における異常の発生その他の緊急を要する事

態への対応策が確立されていること。  

(３ ) 工事中の安全対策のため、次の措置が講じられていること。  

ア  工事部分と仮使用部分とが明確に区分され、かつ、工事部分と仮使

用部分との間に必要に応じて工事の内容に応じた適切な防火区画等が

設けられていること。  

イ  仮使用部分の上部で工事が行われる場合は、落下物による事故防止

のため有効な措置が講じられていること。  

ウ  仮使用部分から危険物又は可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが工

事部分に流入しないための措置が講じられていること。  

エ  工事場所の周囲には、関係者以外の者が出入りできないように仮囲

いの設置等の有効な措置が講じられていること。  

オ  工事部分は、工事に必要な十分な広さが保有されていること。この

場合において、給油取扱所の仮使用部分については、給油等に支障と

ならない広さの空地が確保されていること。  

(４ ) 火気又は火花を発する器具等（以下この号において「火気等」とい  

う。）を使用する工事及び火花を発するおそれのある工事は、やむを得

ない場合に限り必要最小限度で行うものとし、及びこれらの工事に当た

り次のアからウまでに掲げる措置が講じられていること。  

ア  火気等の使用範囲、使用方法及び使用に伴う制限事項を明確にする

こと。  

イ  ガス検知器等による可燃性の蒸気又は可燃性のガスの確認を行うこ

と。  

ウ  火気使用場所の直近には、１０型粉末消火器２本又はこれと同等以

上の消火能力を有する消火設備を配置すること。  

(５ ) 工事に用いる照明器具等は、火災予防上支障のないものとすること。  

(６ ) 工事部分では、必要に応じ換気が十分に行われていること。  

(７ ) 工事に伴い、仮設の塀、足場、昇降設備、電気設備等を設置する場  

合にあっては、製造所等に危害を及ぼさないような安全対策が講じられ  

ていること。  

(８ ) 危令により設置を要する設備を撤去し、又は当該設備の機能を阻害  

する工事を行う場合には、当該設備に代わる仮設の設備が設置されてい  

ること。なお、この場合に設置する仮設の設備は、仮使用の承認を受け  

るための要件に係る設備として取り扱うものとする。  
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(９ ) 危険物の抜取作業等を行う場合にあっては、次の措置が講じられて  

いること。  

ア  可燃性の蒸気をみだりに放出させない措置が講じられているととも

に、随時周囲の可燃性の蒸気等の有無を確認する体制が確保されてい

ること。  

イ  多量の危険物を抜き取る場合は、空気圧等による圧送以外の方法に

より行うこと。なお、抜取作業が申請に係る製造所等での危険物の取

扱い又は貯蔵に伴う取扱い以外のものであり、かつ、抜き取る危険物

の数量が指定数量以上となる場合は、第１１に定めるところによるこ

と。  

ウ  危険物の抜取り後、設備又は配管内の可燃性の蒸気が完全に除去さ

れ、又は不活性ガス等により置換されること。  

エ  静電気が発生するおそれのある危険物を容器等に詰め替える場合は、

当該容器等を有効に接地し、又は危険物の流速を制限する等の静電気

による災害を防止するための措置が講じられていること。  

(10) 溶接又は溶断作業を行う場合にあっては、次の措置が講じられてい  

ること。  

ア  溶接又は溶断を行う部分とその他の部分とは確実に遮断するととも

に、溶接又は溶断を行う部分に存する危険物、配管の保温材その他の

可燃性の物品を完全に除去すること。  

イ  溶接又は溶断を行う際、火花、溶滴等の飛散、落下により溶接又は

溶断を行う部分の周囲の可燃物に着火するおそれのある場所には、火

災予防のために必要な措置を講ずること。  

(11) 前各号に定めるもののほか、保安のために次の措置が講じられてい  

ること。  

ア  建設用重機を用いる場合は、当該建設用重機による作業に伴い設備

及び機器を損傷させないよう安全対策が講じられていること。  

イ  仮使用を開始する際には、当該仮使用をする場所の見やすい箇所に

次に掲げる掲示板を設けること。（昭和４６年７月２７日付け消防予

第１０５号通知）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防法による仮使用承認済  

製造所等の別  

承認年月日  番号  
承認行政庁名  

年  月  日  第   号  
高  松  市  長  

３５ｃｍ以上  

２５ｃｍ以上  
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ウ  その他工事の内容に応じた保安のための措置を講ずること。  

３  仮使用承認申請に係る手続については、次によること。  

(１ ) 危則第５条の２の規定に基づく仮使用承認申請書（危則別記様式

第７）に添付する火災予防上の措置について記載した書類は、次に掲

げるものとする。  

ア  付近見取図  

イ  工事計画書及び工事仕様書  

ウ  配置図（変更の工事を行う部分と仮使用の承認を受けようとする部

分が色分けされ、かつ、変更の工事のために設置する消火設備の位置

及び種類が記入されたもの）  

エ  火気及び火花を発するおそれのある機器の位置図  

オ  工事の内容に応じて工事部分と仮使用部分との間に設ける防火区画

等の位置及び構造に関する図面  

カ  危令により設置を要する設備を撤去し、又は当該設備の機能を阻害

する工事を行う場合に設ける当該設備に代わる仮設の設備の位置、構

造及び仕様に関する図面  

キ  その他必要な事項を記載した図書  

(２ ) 仮使用の承認を受けた製造所等で完成検査を受ける前に追加の変更

工事に係る変更許可申請をした場合は、原則として仮使用承認申請を要

しないものとする。ただし、仮使用部分の範囲又は前項に規定する仮使

用の承認を受けるための要件が変更となる場合は、仮使用承認申請を要

するものとする。  

(３ ) 仮使用承認申請が必要な場合は、原則として当該仮使用承認申請に  

係る製造所等の変更許可申請と同時に仮使用承認申請を行うものとする。  

４  仮使用の期間は、製造所等の変更許可申請に係る許可を受けた後に変更

工事に着手したときから当該変更許可申請に係る完成検査済証が交付され

るまでの間とする。  

５  仮使用承認申請と変更許可申請を併せて申請しようとする者は、危則第

５条の３に規定する「変更許可及び仮使用承認申請書（危則別記様式第７

の２又は第７の３）」により申請することができるものとする。この場合

において、添付書類については、第３項の規定を準用するものとするが、

当該変更許可申請に係る添付書類と重複する付近見取図等については省略

することができるものとする。なお、仮使用承認申請に係る添付書類は、

変更許可申請に係る添付書類の末尾に添付すること。  

第６  消防用設備等の着工の届出  

１  法第１７条の１４の規定により、製造所等に設置する消防用設備等の工

事に着手する場合は、当該工事に着手しようとする日の１０日前までに当

該工事に係る消防用設備等の種類、工事の場所その他必要な事項を消防局

長に届け出なければならない。この場合において、設置許可申請又は変更
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許可申請と同時に届け出ることができるものとする。ただし、「消防用設

備等に係る届出等に関する運用について」（平成９年１２月５日付け消防

予第１９２号通知）別紙１第２項から第４項までに掲げる消防用設備等に

係る工事のうち別紙２に掲げる軽微な工事を行う場合（異なる工事区分の

軽微な工事を同時に行う場合を含む。）には、前項の規定による届出を行

わ な い こ と が で き る も の と す る 。 （ 令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日 付 け 消 防 予 防 第   

１０８号通知）  

３  施行規則第３３条の１８に規定する工事整備対象設備等着工届出書（施

行規則別記様式第１号の７）に添付する当該消防用設備等の工事の設計に

関する図書とは、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める

図書をいうものとする。ただし、設置許可申請又は変更許可申請において、

当該各号に定める図書と同一の図書が提出されている場合は、当該各号に

定める図書を工事整備対象設備等着工届出書に添付しないことができるも

のとする。（平成５年１０月２６日付け消防予第２８５号・消防危第８１

号通知、平成１０年８月４日付け消防予第１２５号・消防危第７２号通知、

平成１１年９月２４日付け消防危第８６号通知、平成１６年９月１４日付

け消防予第１６７号・消防危第１０２号通知）  

(１ ) 消火設備  次のアからケまでに掲げる図書  

ア  製造所等の概要表  

イ  消防用設備等の概要表  

ウ  付近見取図及び建物配置図  

エ  平面図  

オ  断面図  

カ  配管系統図  

キ  配線系統図及び展開図  

ク  次の (ア )から (オ )までに掲げる事項を明記した計算書  

(ア ) 所要の水量又は消火薬剤等の算出方法  

(イ ) 加圧送水装置、加圧ガス容器等の容量の算出方法  

(ウ ) 配管、継手、弁類等の摩擦損失の計算を含む所要揚程等の算出  

方法  

(エ ) 電動機等の所要容量の算出方法  

(オ ) 非常電源の容量の算出方法  

ケ  使用機器図  

(２ ) 警報設備  次のア及びイに掲げる図書  

ア  前号アからオまでに掲げる図書  

イ  配線図  

第７  中間検査  

１  中間検査とは、完成検査の実施の際に検査することができない項目又は

工事の工程から完成検査を行う前に確認する必要があると認められる項目
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について、許可申請書の内容に従って施工されていることを確認する検査

（提出された写真その他資料による確認を含む。）をいう。  

２  中間検査の項目及びその内容は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、

当該各号に定めるところによるものとする。  

(１ ) 配管検査  

配管の構造、強度及び施工状況等について、次のアからオまでに掲  

げる区分に応じ、当該アからオまでに定めるところにより確認する行

為をいう。  

ア  配管耐圧検査  

配管に係る最大常用圧力の１．５倍以上の圧力により行う水圧試験

等において、漏えい、変形等の有無を確認する行為をいう。（危令第

９条第１項第２１号イ（危令１１条第１項第１２号（危令第９条第１

項第２０号イにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第１

項において準用する場合並びに危令第１１条第２項においてその例に

よる場合、危則第２２条の３の２第２項において同号の規定を適用す

る場合及び危則第２２条の３の３第３項第６号においてその例による

場合を含む。）、危令第１２条第１項第１１号（危令第９条第１項第

２０号ロにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第１項に

おいて準用する場合並びに危令第１２条第２項においてその例による

場合を含む。）及び危令第１３条第１項第１０号（危令第９条第１項

第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第１項

において準用する場合並びに危令第１３条第２項（危令第９条第１項

第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第１項

において準用する場合並びに危令第１７条第１項第８号イ及び同条第

２項第２号においてその例による場合を含む。）、危令第１３条第３

項（危令第９条第１項第２０号ハにおいてその例による場合及びこれ

を危令第１９条第１項において準用する場合並びに危令第１７条第１

項 第 ８ 号 イ 及 び 同 条 第 ２ 項 第 ２ 号 に お い て そ の 例 に よ る 場 合 を 含

む。）、危令第１７条第１項第８号イ及び同条第２項第２号において

その例による場合を含む。）においてその例による場合並びに危令第

１９条第１項において準用する場合（以下この号及び次号において

「危令第９条第１項第２１号の規定の準用等を行う場合」という。）

を含む。）及び危令第１８条の２（危則第２２条の３第３項第８号に

おいてその例による場合を含む。）の規定に基づく危則第２８条の

２８）  

イ  配管塗覆装検査  

地下、海底及び河川底に設置する配管の外面の塗覆装について、そ

の材質及び施工状況を確認する行為をいう。（危令第９条第１項第

２１号ニ（危令第９条第１項第２１号の規定の準用等を行う場合を含
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む。）の規定に基づく危則第１３条の４及び危則第２８条の９第１項）  

ウ  配管電気防食検査  

地下、海底及び河川底に設置する配管の電気防食措置について、そ

の電極、配線ターミナル及びリード線の接続状況並びに電位測定の結

果を確認する行為をいう。（危令第９条第１項第２１号ニ（危令第９

条第１項第２１号の規定の準用等を行う場合を含む。）の規定に基づ

く危則第１３条の４及び危則第２８条の１０）  

エ  配管据付検査  

地下に設置する配管（容易に確認することのできる海底又は河川底

に設置する配管を含む。）について、管路の位置、管路床の構造、配

管据付状況、配管の埋設深さ、配管防護構造物の構造、漏えい検知口

が接続する漏えい検知用の管の据付状況等を確認する行為をいう。

（危令第９条第１項第２１号ト（危令第９条第１項第２１号の規定の

準用等を行う場合を含む。）の規定に基づく危則第１３条の５第３号

並びに危則第２８条の１２（危則第２８条の１３（危則第２８条の

１９第４項において準用する場合を含む。）においてその例による場

合並びに危則第２８条の１４（規則第２８条の２０において準用する

場合を含む。）、危則第２８条の１５及び危則第２８条の２１第４項

において準用する場合を含む。）から第２８条の１５まで、危則第

２８条の１７、危則第２８条の１９（第３項を除く。）（危則第２８

条の２０において準用する場合を含む。）、危則第２８条の２１及び

危則第２８条の３２）  

オ  配管埋戻し検査  

地下に設置する配管（容易に確認することのできる海底又は河川底

に設置する配管を含む。）を敷設した後の埋戻しについて、埋戻しに

用いられる材料、施工状況、防護工又は注意標示の位置、材質、構造

等を確認する行為をいう。（危則第２８条の１２第７号（危則第２８

条の１４（危則第２８条の２０において準用する場合を含む。）及び

危則第２８条の１５において準用する場合を含む。）及び危則第４４

条第２項）  

(２ ) 配筋検査  

製造所等の部分のうち、タンクを固定する基礎、タンクを覆う蓋、

タンクの防油堤その他の鉄筋コンクリート造のものの配筋の施工状況

について、次のアからエまでに掲げる区分に応じ、当該アからエまで

に定めるところにより確認する行為をいう。  

ア  タンク基礎・支柱配筋検査  

屋外貯蔵タンク又は屋外にある２０号タンクの鉄筋コンクリート造

の基礎（特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクの基礎を補強

するための鉄筋コンクリートリングを含む。）又は支柱の配筋構造及
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び 杭
く い

支持方式の基礎 杭
く い

頭処理の施工状況並びに地下貯蔵タンク又は

地下にある２０号タンクの鉄筋コンクリート造の基礎又は支柱の配筋

構造を確認する行為をいう。（危令第１１条第１項第３号の２（同条

第２項においてその例による場合を含む。）、第３号の３及び第５号

（危令第９条第１項第２０号イ（危令第１９条第１項において準用す

る場合を含む。）においてその例による場合を含む。）並びに危令第

１３条第２項第２号ハ（危令第９条第１項第２０号ハ（危令第１９条

第１項において準用する場合を含む。）、危令第１３条第３項、危令

第１７条第１項第８号及び同条第２項第２号においてその例による場

合を含む。））  

イ  防油提配筋検査  

屋外貯蔵タンク又は屋外にある２０号タンクの周囲に設ける鉄筋

コンクリート造の防油提について、その配筋構造を確認する行為をい

う。（危令第９条第１項第２０号イの規定に基づく危則第１３条の３

第２項第２号及び危令第１１条第１項第１５号（同条第２項において

その例による場合を含む。）の規定に基づく危則第２２条第２項第９

号（同条第３項、危則第２２条の２の３第６号において準用する場合

を含む。））  

ウ  タンクピット配筋検査  

危令第１１条第１項第１７号の二硫化炭素の屋外貯蔵タンクを入れ

る鉄筋コンクリート造の水槽又は地下貯蔵タンク若しくは地下にある

２０号タンクを設置する鉄筋コンクリート造等のタンク室について、

その配筋構造を確認する行為をいう。（危令第１１条第１項第１７号

（同条第２項においてその例による場合を含む。）及び危令第１３条

第１項第１４号（危令第９条第１項第２０号ハ、危令第１３条第２項、

危令第１７条第１項第８号及び同条第２項第２号においてその例によ

る場合を含む。）の規定に基づく危則第２３条の４）  

エ  スラブ配筋検査  

地下貯蔵タンク又は地下にある２０号タンクを覆う鉄筋コンクリー

ト造の蓋及び地下に設置するこれらのタンクに付随する配管（通気管

のうち地下に設置される部分を含む。）を保護する鉄筋コンクリート

等の配筋構造を確認する行為をいう。（危令第９条第１項第２１号ト

（危令第９条第１項第２１号の規定の準用等を行う場合を含む。）の

規定に基づく危則第１３条の５第３号、危令第１３条第１項第８号

（危令第９条第１項第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを

危令第１９条第１項において準用する場合並びに危令第１３条第２項

（危令第９条第１項第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを

危令第１９条第１項において準用する場合並びに危令第１７条第１項

第８号イにおいてその例による場合を含む。）、危令第１３条第３項
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（危令第９条第１項第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを

危令第１９条第１項において準用する場合並びに危令第１７条第１項

第８号イにおいてその例による場合を含む。）及び危令第１７条第１

項第８号イにおいてその例による場合を含む。）の規定に基づく危則

第２０条第３項第２号（同条第５項において準用する場合を含む。）

並びに危令第１３条第２項第２号イ及びロ（危令第９条第１項第２０

号ハにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第１項におい

て準用する場合並びに危令第１３条第３項、危令第１７条第１項第８

号イ及び同条第２項第２号においてその例による場合を含む。））  

(３ ) タンク底板防食検査  

屋外貯蔵タンク又は屋外にある２０号タンクのうち、その底板を地

盤面に接して設けるものについて、底板の防食措置の構造及び施工状

況を確認する行為をいう。（危令第１１条第１項第７号の２（危令第

９条第１項第２０号イにおいてその例による場合及びこれを危令第

１９条第１項において準用する場合並びに危令第１１条第２項におい

てその例による場合を含む。）  

(４ ) 地下貯蔵タンク検査  

地下貯蔵タンク又は地下にある２０号タンクについて、次のアから

エまでに掲げる区分に応じ、当該アからエまでに定めるところにより

確認する行為をいう。  

ア  二重殻タンク検知層検査  

地下貯蔵タンク本体又は地下にある２０号タンク本体に取り付けた

鋼板又は被覆した強化プラスチックの構造等、これらのタンクと当該

鋼板又は強化プラスチックとの間に有する間隙の状況等、タンク検査

済証の正と副の整合性、試験確認済証の取付状況（ＫＨＫによる試験

確認済証が取り付けられている場合に限る。）等を確認する行為をい

う。（危令第１３条第２項第１号（危令第９条第１項第２０号ハにお

いてその例による場合及びこれを危令第１９条第１項において準用す

る場合並びに危令第１７条第１項第８号イ及び同条第２項第２号にお

いてその例による場合を含む。））  

イ  地下貯蔵タンク据付検査  

地下貯蔵タンク又は地下にある２０号タンクについて、これらの

タンクとタンク室の内側との間の間隔（タンク室に設置する場合に限

る。）、タンク相互間の間隔（タンクを２以上隣接して設置する場合

に限る。）、基礎への据付け等の施工状況を確認する行為をいう。

（危令第１３条第１項第１号、第２号及び第４号（危令第９条第１項

第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第１項

において準用する場合並びに危令第１７条第１項第８号イ及び同条第

２項第２号においてその例による場合を含む。）並びに危令第１３条
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第２項第２号ハ（危令第９条第１項第２０号ハにおいてその例による

場合及びこれを危令第１９条第１項において準用する場合並びに危令

第１３条第３項、危令第１７条第１項第８号イ及び同条第２項第２号

においてその例による場合を含む。））  

ウ  地下貯蔵タンク防食被覆検査  

地下貯蔵タンク又は地下にある２０号タンクについて、その外面を

保護する方法（腐食を防止するための塗覆装等の材料、施工方法等）

を確認する行為をいう。（危令第１３条第１項第７号（危令第９条第

１項第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第

１項において準用する場合並びに危令第１７条第１項第８号イ及び同

条第２項第２号においてその例による場合を含む。）の規定に基づく

危則第２３条の２第１項、危令第１３条第２項第５号（危令第９条第

１項第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第

１項において準用する場合並びに危令第１７条第１項第８号イ及び同

条第２項第２号においてその例による場合を含む。）の規定に基づく

危則第２３条の２第２項及び危令第１３条第３項（危令第９条第１項

第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第１項

において準用する場合並びに危令第１７条第１項第８号イ及び同条第

２項第２号においてその例による場合を含む。）の規定に基づく危則

第２３条の２第３項 ) 

エ  地下貯蔵タンク埋戻し検査  

地下貯蔵タンク又は地下にある２０号タンクについて、埋戻しの材

料及び施工状況を確認する行為をいう。（危令第１３条第１項第１号

（危令第９条第１項第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを

危令第１９条第１項において準用する場合並びに危令第１７条第１項

第８号イ及び同条第２項第２号においてその例による場合を含む。）

及び第２号（危令第９条第１項第２０号ハにおいてその例による場合

及びこれを危令第１９条第１項において準用する場合並びに危令第

１３条第２項、危令第１７条第１項第８号イ及び同条第２項第２号に

おいてその例による場合を含む。）並びに危令第１３条第２項第２号

（同条第３項、危令第１７条第１項第８号イ及び同条第２項第２号に

おいてその例による場合を含む。） ) 

３  中間検査は、現地において実施するものとする。ただし、消防局予防課

と協議した上で、設置者が事前に実施した自主検査結果、写真その他の資

料を消防局予防課に提出する場合は、現地における検査を省略することが

できるものとする。  

第８  完成検査前検査の申請  

１  危令第８条の２第５項に規定する水張検査（以下この第８及び第９にお

いて「水張検査」という。）とは、水又は水以外の不燃性の液体（危険物
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であるものを除く。）をタンクに満たし、当該タンクからの漏れ、変形等

の有無を確かめる検査をいう。ただし、油圧用タンク等で既に危険物が封

入されているものに係る水張検査を行う際には、既に封入されている危険

物を用いることができるものとする。  

２  危令第８条の２第５項に規定する水圧検査（以下この第８及び第９にお

いて「水圧検査」という。）とは、タンクに水を満たし、一定の圧力を加

えて、当該タンクからの漏れ、変形等の有無を確かめる検査をいう。  

３  危令第８条の２第５項に規定する溶接部検査（以下この第８及び第１０

において「溶接部検査」という。）とは、屋外タンク貯蔵所の液体危険物

タンク（岩盤タンクを除く。）で、その容量が１，０００キロリットル以

上のもののタンク本体の側板、底板及びアニュラ板の溶接部に対し放射線

透過試験、磁粉探傷試験、浸透波探傷試験等を行い、各試験の合格の基準

に適合しているかどうかを確かめる検査をいう。  

４  完成検査前検査の受検に係る申請（以下この第８及び第９において「完

成検査前検査申請」という。）は、タンク（分割タンクを含む。）１基ご

とに行うものとする。この場合において、分割タンクの水張検査又は水圧

検査にあっては、当該分割タンクの全ての室に同時に水を張り、又は所定

の圧力をかけた状態で実施し、当該分割タンクからの漏れ、変形等の有無

を確かめることをもって足りるものとする。  

５  タンクの最大常用圧力が増加することにより、既に検査された圧力より

高い圧力の水圧検査が必要となる場合は、新たに完成検査前検査が必要と

なる。  

６  地下貯蔵タンクに係る水圧検査を行わず工事を完了した場合は、当該地

下貯蔵タンクを掘り起こし、水圧検査を行わなければならない。（昭和

３９年１１月１３日付け自消丙予発第１２７号質疑）  

７  容量が指定数量未満の液体危険物タンクについては、完成検査前検査を

受ける必要はないが、指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯

蔵し、又は取り扱うタンクに係る市条例で定める技術上の基準（水張試験

又は水圧試験に関する部分に限る。）については、完成検査の際に、市条

例第４７条の規定により消防局長が行った水張検査若しくは水圧試験の結

果又は設置者等が実施した水張試験又は水圧試験のデータを基に、その適

合性を判断するものとする。（平成７年２月３日付け消防危第５号通知）  

８  ２０号タンクに係る指定数量の倍数が変更となった場合の取扱いについ

ては、次に定めるところによること。（平成１０年３月１６日付け消防危

第２９号通知）  

(１ ) 容量が指定数量の５分の１未満の屋外又は屋内にある２０号タンク

に係る指定数量の倍数が、当該タンクの本体の工事を伴うことなく指定

数量の５分の１以上に変更される場合は、次によること。  

ア  当該変更が当該タンクの本体に係る工事以外の工事に係る変更許可
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の手続により行われるときにあっては、当該変更許可及びこれに伴う

完成検査に係る手続を通じ、当該タンクの構造及び設備に関する技術

上の基準（水張試験又は水圧試験（以下この項において「水張試験等」

という。」）に係る基準を除く。以下この項において同じ。）に適合

するか否かを確認するものとする。この場合において、当該タンクが

完成検査前検査（設置者等が自主的に実施した水張試験等を含む。）

により水張試験等に係る基準に適合するか否かを確認していないもの

であるときは、当該タンクについて水張試験等を実施し、その結果を

完成検査時に併せて確認するものとする。  

イ  当該変更が当該タンクで取り扱う危険物の品名のみが変更されるこ

と等により行われるときにあっては、当該タンクの構造及び設備に関

する技術上の基準に適合するか否かを提出された資料により確認する

ものとする。この場合において、当該タンクが完成検査前検査（設置

者等が自主的に実施した水張試験等を含む。）により水張試験等に係

る基準に適合するか否かを確認していないものであるときは、当該

タンクについて水張試験等を実施し、その結果を併せて確認するもの

とする。  

(２ ) 容量が指定数量の５分の１未満の屋外又は屋内にある２０号タンク

に係る指定数量の倍数が、当該タンクの本体の変更の工事に併せて危険

物の品名の変更等を行うことにより、指定数量の５分の１以上に変更さ

れる場合において、当該変更の工事が変更許可の手続により行われると

きは、当該変更許可から完成検査に至るまでの手続を通じて、当該タン

クの構造及び設備に関する技術上の基準に適合するか否かを確認するも

のとする。この場合において、当該タンクが完成検査前検査（設置者等

が自主的に実施した水張試験等を含む。）により水張試験等に係る基準

に適合するか否かを確認していないものであるときは、次のア及びイに

掲げる場合の区分に応じ、当該ア及びイに定めるところにより、当該

タンクが水張試験等に係る基準に適合するか否かを併せて確認するもの

とする。  

ア  容量が指定数量以上に変更される場合  完成検査前検査により当該

タンクが水張試験等の基準に適合するか否かを確認するものとする。  

イ  容量が指定数量の５分の１以上指定数量未満に変更される場合  完

成検査の際に、設置者等が実施した水張試験等のデータを基に、当該

タンクが水張試験等の基準に適合するか否かを確認するものとする。  

９  危令第８条の２第７項のタンク検査済証は、当該製造所等の用途が廃止

された時点で、その効力を失うものと解する（昭和５６年２月３日付け消

防危第１０号質疑）。ただし、給油取扱所から車両に固定されたタンクに

危険物を充塡するための一般取扱所への用途の変更その他の製造所等の施

設区分の変更に伴う製造所等の廃止・設置が行われ、既存の地下貯蔵タン
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クを継続して使用する場合（鋼製一重殻の地下貯蔵タンクを地盤面下に直

接埋設して使用しない場合に限る。）において、当該地下貯蔵タンクの維

持管理状況等から、当該地下貯蔵タンクを埋設した状態において、水張試

験（水以外の不燃性の液体を張って行う試験を含む。）、不燃性のガスの

封入による気密試験等を行うことによって危令第１３条第１項第６号の水

圧試験に代えることができると判断できるときは、危令第２３条の規定を

適用し、タンクを埋設した状態においてこれらの試験を行うことができる

ものとする。この場合において、これらの試験に係る圧力は、危令第１３

条第１項第６号に規定する圧力とする。（昭和５９年３月３０日付け消防

危第２７号質疑）  

１０  製造所又は一般取扱所に設置されている２０号タンク（完成検査前検

査が行われているものに限る。）を別の製造所又は一般取扱所に移設す

る場合において、当該２０号タンクが現在まで適正に維持管理されてい

ることを定期点検の記録等により確認することができ、かつ、移設先の

製造所又は一般取扱所においてタンク本体の変更工事を伴うことがない

ときは、既に交付されたタンク検査済証を有効なものとして扱い、改め

て完成検査前検査を行わないことができるものとする。（平成１０年

１０月１３日付け消防危第９０号質疑）  

１１  設置予定の製造所等に埋設する地下貯蔵タンクの完成検査前検査申請

が当該製造所等の設置許可申請の前になされた場合は、当該完成検査前

検査申請を受け付け、完成検査前検査を実施することができるものとす

る。（平成１０年１０月１３日付け消防危第９０号質疑）  

１２  海外で製作された液体危険物タンクが複数の機器等が連結された一ま

とまりの設備に組み込まれた状態で輸入され、かつ、当該タンクが製造

所又は一般取扱所において２０号タンクとして使用される場合において、

当該状態では当該タンクに係る水張試験等（危令第９条第１項第２０号

イにおいてその例によるものとされる危令第１１条第１項第４号（危令

第９条第１項第２０号ロにおいてその例によるものとされる危令第１２

条第１項第５号においてその例による場合を含む。）の水張試験又は水

圧試験及び危令第９条第１項第２０号ハにおいてその例によるものと

される危令第１３条第１項第６号の水圧試験をいう。以下この項にお

いて同じ。）を実施することが困難であり、かつ、当該タンクについて

行われる海外の公正かつ中立な検査機関（水張試験等と同等以上の試験

を適正かつ確実に実施するために必要な技術的能力及び経理的基礎を有

するものに限る。）による水張試験等と同等以上の試験において、漏れ、

又は変形しないものであることが当該検査機関の検査報告書（検査結果、

検査方法・手順、検査状況、検査責任者等の内容が明確にされているも

のに限る。）により確認できるときは、当該タンクに係る水張検査又は

水圧検査を行わないことができるものとする。（平成１３年３月２３日
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付け消防危第３５号通知）  

[海外における検査機関の例 ] 

・Ｌｌｏｙｄ’ｓ  Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ロイド・レジスター）  

・Ｇｅｒｍａｎｉｓｈｅｒ  Ｌｌｏｙｄ（ジャーマニッシャー・ロイ

ド）  

・Ｕｎｄｅｒｗｒｉｔｅｒｓ  Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ  Ｉｎｃ．

（ユー・エル）  

・ＳＧＳ（エス・ジー・エス）  

・ＴＵＶ（テュフ）  

・Ｂｕｒｅａｕ  Ｖｅｒｉｔａｓ（ビューロ・ベリタス）  

１３  廃止された製造所等に埋設されている鋼製強化プラスチック製二重殻

タンクを他の製造所等に埋設し再利用する場合は、水圧検査の代替とし

て、危告示第７１条第１項第１号ロ中「２０キロパスカル」とあるのを

「７０キロパスカル」と読み替えた方法による検査を当該タンクについ

て実施することをもって完成検査前検査とすることができるものとする。

この場合において、タンク検査済証の「水張又は水圧検査の別」欄中に、

当該検査の方法を記載するものとする。また、当該検査を受けて設置さ

れていたタンクを他の市町村へ移設する場合は、移設先の市町村の判断

によるが、当該市町村が認めた場合には、タンク検査済証に試験結果記

録等を添付するものとする。（平成１０年１０月１３日付け消防危第

９０号質疑）  

１４  地下貯蔵タンクのマンホールの取付けを行う場合には、完成検査前検

査を要するものとする。この場合において、水圧検査の代替として、危

告示第７１条第１項第１号ロに規定するガス加圧法による検査を当該

タンクについて実施することをもって完成検査前検査とすることができ

るものとする。（平成２２年７月８日付け消防危第１４４号通知）  

１５  完成検査前検査申請に必要な書類については、次のとおりとする。  

(１ ) タンクの完成検査前検査（水張検査又は水圧検査に限る。）を受け  

ようとする場合に提出する危則第６条の４第１項の規定に基づく完成検  

査前検査申請書（危則別記様式第１３。以下この第８及び第９において  

「完成検査前検査申請書」という。」）の記入については、次によるこ  

と。  

ア  完成検査前検査申請書の「製造所等の別」の欄には、製造所、貯蔵

所又は取扱所の区分のうち該当するものを記入するとともに、「貯蔵

所又は取扱所の区分」の欄には、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵

所、地下タンク貯蔵所その他の該当する危令第２条各号及び危令第３

条各号の区分を記入すること。  

イ  本市で設置許可又は変更許可を受けた一の製造所又は一般取扱所に

おいて複数の２０号タンクの新設又は変更の工事を行う場合で、２０
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号タンクに係る完成検査前検査を受けようとするときは、完成検査前

検査申請書の「その他必要な事項｣の欄に、検査の対象となる２０号

タンクが明確に特定できるように記載すること。（平成９年３月２６

日付け消防危第３５号通知 ) 

(２ ) タンクの完成検査前検査（水張検査又は水圧検査に限る。）を受け

ようとする場合に提出する完成検査前検査申請書には、次に掲げる書類

を添付すること。ただし、本市で設置許可又は変更許可を受けた製造所

等に設置するタンクを本市において検査するときは、次に掲げる書類を

添付しないことができる。  

ア  タンクの容量の計算書  

イ  タンク本体の設計図書（タンクの平面図、断面図及び詳細図にタン

クの寸法、使用する材料及び板厚、溶接部の位置、溶接の方法、ノズ

ルの名称及び口径等の必要な事項が記載されたもの）  

ウ  その他必要な資料  

(３ ) 他の市町村で廃止された製造所等のタンクの完成検査前検査（水張

検査又は水圧検査に限る。）を本市で受けようとする場合は、廃止の有

無の確認のため、当該他の市町村で受理された廃止届出書（写しを含

む。）を完成検査前検査申請書に添付して提出すること。 (◆ ) 

(４ ) 完成検査前検査のうち危令第８条の２第５項に規定する基礎・地盤

検査で、新設のタンクに係るものを受ける場合にあっては次のアからオ

まで及びキに掲げる書類を、新基準（危険物の規制に関する政令等の一

部を改正する政令（平成６年政令第２１４号）第２条の規定による改正

後の危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令（昭和５２年政

令第１０号）附則第３項各号に掲げる基準（以下この号において「新基

準」という。））に適合するための変更を行うタンクに係るものを受け

る場合にあっては次のアからエまで、カ及びキに掲げる書類を提出する

こと。この場合において、次のアからエまでに掲げる書類にあっては完

成検査前検査申請を行う時に、次のオからキまでに掲げる書類にあって

は完成検査前検査が実施される時にそれぞれ提出するものとするものと

し、次のイからエまでに掲げる書類は設置許可申請又は変更許可申請に

ついての審査がＫＨＫに委託されたときは、提出を要しないものとする。  

ア  完成検査前検査申請書  

イ  工事工程表  

ウ  構内配置図  

エ  地質調査資料その他基礎及び地盤に関する必要な資料  

オ  新設のタンクに係る書類で、次の (ア )から (オ )までに掲げるもの  

(ア ) 標準貫入試験（ＪＩＳ  Ａ  １２１９）に係る試験位置図  

(イ ) 圧密度試験に係る次の書類  

ａ  盛り土形状測定の結果が示された書類  
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ｂ  現場における砂置換法による土の密度試験方法（ＪＩＳ  Ａ  

１２１４）に係る記録が示された書類  

ｃ  圧密度が９０パーセント以上であることを確認できる次の (ａ )

又は (ｂ )のいずれかの試験結果が示された書類  

(ａ ) 沈下量測定結果  

(ｂ ) 双曲線法による圧密度の測定結果  

(ウ ) 平板載荷試験に係る次の書類  

ａ  試験位置図  

ｂ  圧力計の検定書（校正係数が確認できるもの）  

ｃ  道路の平板載荷試験（ＪＩＳ  Ａ  １２１５）に係る記録が示

された書類  

(エ ) 杭
く い

打ち試験に係る次の書類  

ａ  試験位置図  

ｂ  杭
く い

の打設に係る記録（ 杭
く い

打ち機械の諸元、根入長、打設位置、

支持力等の記録）が示された書類  

ｃ  杭
く い

の打設後の偏心量の測定記録が示された書類  

(オ ) 深層混合処理を行う地盤の一軸圧縮試験に係る次の書類  

ａ  コア採取位置図  

ｂ  採取コアの詳細が示された書類  

ｃ  一軸圧縮試験（ＪＩＳ  Ａ  １２１６）に係る記録が示された

書類  

カ  新基準に適合するための変更を行うタンクに係る書類で、次の (ア )

から (エ )までに掲げるもののうち必要なもの  

(ア ) 鋼矢板によるせん断変形抑制工法に係る書類で、次のａからｃ

までに掲げるもの  

ａ  標準貫入試験（ＪＩＳ  Ａ  １２１９）に係る試験位置図  

ｂ  鋼矢板のミルシート  

ｃ  鋼矢板の打設に係る記録（根入長、打設位置等）が示された書

類  

(イ ) グラベルドレーン工法、パイプドレーン工法等に係る書類で、

次のａからｃまでに掲げるもの  

ａ  標準貫入試験（ＪＩＳ  Ａ  １２１９）に係る試験位置図  

ｂ  ドレーン材の品質証明書  

ｃ  ドレーン材の打設に係る記録（根入長、打設位置等）が示され

た書類  

(ウ ) 地下水位低下工法に係る書類で、次のａ及びｂに掲げるもの  

ａ  標準貫入試験（ＪＩＳ  Ａ  １２１９）に係る試験位置図  

ｂ  止水壁の施工図  

(エ ) 注入固化工法に係る書類で、次のａ及びｂに掲げるもの  
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ａ  標準貫入試験（ＪＩＳ  Ａ  １２１９）に係る試験位置図  

ｂ  固結材の注入に関する記録（注入位置、注入量等）が示された

書類  

キ  アからカまでに掲げるもののほか、完成検査前検査を円滑に実施す

るために必要な資料  

(５ ) 溶接部検査を受ける場合は、次に掲げる書類を提出すること。この

場合において、次のアからエまでに掲げる書類にあっては完成検査前検

査申請を行う時に、次のオからキまでに掲げる書類にあっては完成検査

前検査が実施される時にそれぞれ提出するものとし、次のイからエまで

に 掲 げ る 書 類 は 、 設 置 許 可 申 請 又 は 変 更 許 可 申 請 に つ い て の 審 査 が

ＫＨＫに委託されたときは、提出を要しないものとする。ただし、次の

オ及びカに掲げる書類は、完成検査前検査が実施される時に提示するこ

とをもって、提出に代えることができる。  

ア  完成検査前検査申請書   

イ  工事工程表  

ウ  構内配置図  

エ  タンク本体の設計図書（タンクの平面図、断面図及び詳細図にタン

クの寸法、使用する材料及び板厚、溶接部の位置、溶接の方法、ノズ

ルの名称及び口径等の必要な事項が記載されたもの）  

オ  開放検査（保安検査又は定期点検（内部点検）によるタンクの内部

の検査をいう。）の記録に係る次の書類  

(ア ) 目視検査の記録（底部）が示された書類  

(イ ) 磁粉探傷試験の記録（底部）が示された書類  

(ウ ) 浸透探傷試験の記録（底部）が示された書類  

(エ ) 板厚測定の記録（底部）が示された書類  

(オ ) 側板とアニュラ板の溶接部の脚長測定の記録が示された書類  

(カ ) 側板とアニュラ板の溶接部の角度測定の記録が示された書類  

(キ ) 底部の不等沈下の測定の記録が示された書類  

(ク ) 底部の凹凸状態の測定の記録が示された書類  

(ケ ) 非破壊試験技術者の資格証明書等の写し  

(コ ) コーティング上からの板厚測定に使用する機器の型式試験確認  

証明書の写し  

カ  これまでなされた補修その他の変更工事に関する記録に係る次の書

類のうち、完成検査前検査の実施に伴い確認することが望ましいも

の  

(ア ) 天候の記録が示された書類  

(イ ) 加工（切断、板厚）検査の記録が示された書類  

(ウ ) 開先、組立検査の記録が示された書類  

(エ ) 溶接材料の入庫に係る記録が示された書類  
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(オ ) 溶接材料の乾燥に係る記録が示された書類  

(カ ) ミルシート  

(キ ) 溶接施工管理の記録又は溶接部補修の記録が示された書類  

(ク ) 磁粉探傷試験の記録（底部及び側部）が示された書類  

(ケ ) 浸透探傷試験の記録（底部及び側部）が示された書類  

(コ ) 放射線透過試験の記録（側部）が示された書類  

(サ ) 溶接補修後の側板とアニュラ板の溶接部の角度測定の記録が示

された書類  

(シ ) 溶接補修後の底部の凹凸状態の測定の記録が示された書類  

(ス ) 補修後の底部の不等沈下の測定の記録が示された書類  

(セ ) 非破壊試験技術者の資格証明書等の写し  

キ  アからカまでに掲げるもののほか、完成検査前検査を円滑に実施す

るために必要な資料  

１６  危令第８条の２の２の規定による水張検査又は水圧検査を行うことが

できる行政機関は、消防本部及び消防署を置く市町村（以下この項にお

いて「消防本部等所在市町村」という。）の長又は消防本部等所在市町

村以外の市町村の区域を管轄する都道府県知事に限られており、消防本

部等所在市町村以外の市町村の長を含まないことに留意すること。（昭

和４７年１月７日付け消防予第１０号質疑）  

第９  完成検査の申請  

１  法第１１条第５項に規定する完成検査は、製造所等が許可どおりに設置

され、又は製造所等の位置、構造又は設備が許可どおりに変更されている

かどうかを確認するためのものである。（昭和４３年１０月１４日付け消

防予第２２４号質疑）  

２  完成検査を受けようとする者は、当該完成検査を行う日の前日までに、

危則第６条第１項の規定に基づく完成検査申請書（危則別記様式第８又

は第９）を提出すること。（◆）  

３  完成検査時に提出する書類  

 完成検査当日には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書

類を提出すること。  

(１ ) 危令第８条の２第４項第１号の規定により、完成検査前検査のうち  

水張検査又は水圧検査を要しないものとされた場合  高保法による検査

に合格したタンクについて交付される特定設備検査合格証又は特定設備

基準適合証、労安法による検査に合格した特定機械等について交付され

る検査証の写し等  

(２ ) 危令第８条の２第４項第２号の規定により、完成検査前検査のうち

溶接部検査を要しないものとされた場合（完成検査を行う日と保安検査

が終了する日が異なるときに限る。）  保安検査に係る保安検査済証の

写し  
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(３ ) 危令第８条の２第４項第３号の規定により、完成検査前検査のうち

水圧検査を要しないものとされた場合  ＩＭＤＧコードに定める基準に

適合している旨の危則第６条の２の９に定める表示（ＩＭＤＧコードに

従い必要な事項が記載されたもの）の写し  

(４ ) 危令第８条の２の２の規定により、本市以外の行政機関で完成検査

前検査のうち水張検査又は水圧検査を受けた液体危険物タンクに係る完

成検査を本市で受検する場合  当該他の行政機関で交付されたタンク検

査済証の正本の写し  

(５ ) 避雷設備等で接地極の設置又は変更に係る工事を行う製造所等につ

いての完成検査を受検する場合  接地極の施工状況及び接地抵抗値を記

載した書類。なお、当該書類を提出したときは、完成検査のうち当該書

類に係る事項についての確認を省略することができる。  

(６ ) 電気防食の設置又は変更に係る工事を行う製造所等についての完成

検査を受検する場合  電気防食の防食電位等の測定結果を記載した書類。

なお、当該書類を提出したときは、完成検査のうち当該書類に係る事項

についての確認を省略することができる。  

(７ )  次のいずれかの試験、測定等を行った屋外貯蔵タンクに係る屋外

タンク貯蔵所の完成検査を受検する場合  当該試験、測定等に係る結果

が示された書類  

ア  磁粉探傷試験又は浸透探傷試験  

イ  放射線透過試験  

ウ  漏れ試験  

エ  板厚測定  

オ  底部の形状測定  

(８ ) ＳＳタンクを埋設した地下タンク貯蔵所の完成検査を受検する場合

ＳＳタンクが有する間隙に対し７０キロパスカル以上の圧力で行った水

圧試験（水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含

む。）の結果が示された書類  

(９ ) 移送取扱所における配管の設置又は変更に係る工事が行われる場合  

配管に係る非破壊試験の結果が示された書類  

(10) 消防用設備等の設置又は変更に係る工事（消火設備のうち第４種及

び第５種のもの並びに警報設備のうち消防機関に報知ができる電話、拡

声装置及び警鐘に係る工事を除く。）を行う場合  当該消防用設備等の

試験結果報告書  

４  完成検査が行われた後、試運転等に備え工事用架台等を残置する必要が

ある場合においては、当該工事用架台等について次のとおり取り扱うも

のとする。（平成９年３月２６日付け消防危第３５号通知）  

(１ ) 保有空地内の工事用事務所及び保有空地内に置かれた工事用資機材  

については、完成検査を行う時までに撤去すること。  
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(２ ) 完成検査が行われた後の試運転時のメンテナンス及び監視等の確認

をする際に必要となる工事用架台等は、完成検査を行う時までに当該工

事用架台等の撤去に係る予定が明確にされており、かつ、当該工事用架

台等の残置が必要最小限で行われるものであると認められるときに限り、

完成検査を行う時に設置されていてもやむを得ないものとする。  

５  灯油専用の移動タンク貯蔵所（トラックの荷台の上に移動貯蔵タンクを

積載してＵボルトで固定し、積替えをしないもの。）については、危険物

の規制に関する政令等の一部を改正する政令（昭和６３年政令第３５８号）

の施行日（平成２年５月２３日）より前には、運用上、積載式の移動タン

ク貯蔵所として取り扱っていたが、当該施行日以降は、積載式以外の移動

タンク貯蔵所として取り扱うものとする。なお、当該灯油専用の移動タン

ク貯蔵所のうち、完成検査済証に積載式として区分されているものに係る

完成検査済証については、改めて書き換える必要はない。（平成元年７月

４日付け消防危第６４号質疑）  

６  ＳＦタンクのうち、ＫＨＫの行うＳＦタンクの強化プラスチックの被覆

及び検知管（以下「ＳＦタンクの被覆等」という。）並びに漏えい検知装

置に係る構造等に関する試験確認済証が貼付されたものに係る完成検査に

あっては当該型式試験確認済証が貼付されていることを確認することを

もって足りることとし、当該試験確認済証が貼付されていないものに係る

完成検査にあっては「鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の

運用について」（平成５年９月２日付け消防危第６６号通知）第５項各号

に掲げる事項について、設置者に所要の試験を実施させること等により行

うものとする。（平成６年２月１８日付け消防危第１１号通知）  

７  ＦＦタンク（貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類に応じて危則第２４条

の２の３に定める強化プラスチックで造った地下貯蔵タンクに、危則第

２４条の２の２第３項に定めるところにより強化プラスチックを間隙を有

するように被覆し、かつ、危険物の漏れを検知するための同条第４項に定

める設備を設けたものをいう。以下同じ。）のうち、ＫＨＫの行うＦＦ

タンクの本体及びＦＦタンクの本体に漏えい検知設備を設けたもの（以下

「ＦＦタンクの本体等」という。）並びに漏えい検知設備の構造等に関す

る試験確認済証が貼付されているものに係る完成検査にあっては設置許可

申請書又は変更許可申請書に添付する認定情報（ＫＨＫがＦＦタンクの本

体等及び漏えい検知設備について認定を行った場合に提供する情報）に

よって示される構造等の仕様書、図面等と照合できる仕様書、図面等と設

置されるＦＦタンクの本体の寸法、構造等及び設置される漏えい検知設備

の構造等が相違ないことを確認すれば足りるものとし、当該試験確認済証

が貼付されていないものに係る完成検査にあっては「強化プラスチック製

二重殻タンクに係る規定の運用について」（平成７年３月２８日付け消防

危第２８号通知）第５項第３号（ただし書に係る部分を除く。）に定める
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と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。 （ 平 成 ８ 年 １ ０ 月 １ ８ 日 付 け 消 防 危 第   

１２９号通知）  

８  完成検査を受けた日とは、完成検査済証の交付日を指すものと解する。  

第１０  完成検査済証等の再交付申請  

１  完成検査済証の再交付に係る留意事項については、次によること。（昭

和５７年１月１９日付け消防危第１０号通知）  

(１ ) 完成検査済証の再交付を行う市町村長は、当該完成検査済証の交付

を行った市町村長であること。この場合において、牟礼町、庵治町、香

川町及び香南町の編入の日前に解散前の讃岐地区広域消防組合の管理者

により交付された完成検査済証の再交付を行うときは、解散前の讃岐地

区広域消防組合の管理者により交付された完成検査済証は、高松市長に

より交付された完成検査済証とみなすものとする。  

(２ ) 再交付する完成検査済証の表面に「再交付」と朱書きで記載すると  

ともに、再交付年月日を記載すること。  

(３ ) 設置者等の変更があった場合においても、再交付する完成検査済証  

の内容は、当該変更が行われる前の内容（従来の内容）とすること。  

２  完成検査済証の再交付に当たっては、手数料を徴収しないものとする。

（昭和５７年１月１９日付け消防危第１０号通知）  

３  前２項（第１項第３号の規定を除く。）の規定は、危令第８条の２第７

項のタンク検査済証の再交付を行う場合について準用する。  

４  第１項及び第２項の規定は、市規則第３条の危険物製造所等設置・変更

許可書の再交付を行う場合について準用する。  

第１１  仮貯蔵・仮取扱いの承認の申請  

１  法第１０条第１項ただし書の規定による指定数量以上の危険物の仮貯蔵

又は仮取扱い（以下「仮貯蔵等」という。）（第１２の規定の適用を受け

るものを除く。）に係る申請、その申請の単位及び承認については、次に

より取り扱うものとする。  

(１ ) モーターショー等において、燃料タンクに危険物を収納した自動車

等を短期間に陳列し、１棟の建築物内におけるこれらの危険物の量の合

計が指定数量以上となる場合であっても、仮貯蔵等の承認を要するもの

とはならないと解する。（昭和４９年７月３０日付け消防予第１０２号

質疑）  

(２ ) 災害時に危険物の流出防止対策を施した場所において、第三者機関

による性能評価を受けた可搬式の給油設備を移動タンク貯蔵所と接続し、

危険物取扱者が当該給油設備を用いて自動車等への給油又は容器への注

油を行う場合（当該給油又は注油に係る１日当たりの数量が指定数量以

上となる場合に限る。）は、仮貯蔵等の承認を必要とするものと解する。

（平成３０年１２月１８日付け消防危第２２６号質疑）  

(３ ) 同一敷地内において、同時に複数の場所で仮貯蔵等を行う場合は、
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一の場所ごとに仮貯蔵等の承認に係る申請を要するものとする。ただし、

第５号アに規定するときは、この限りでない。  

(４ ) 定期点検等に伴う危険物の抜取り等に係る仮貯蔵等の承認について

は、次によるものとする。  

ア  屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は地下タンク貯蔵所におい

て、当該屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所又は地下タンク貯蔵所

の貯蔵タンクから指定数量以上の危険物を抜き取る場合にあっては仮

取扱いの承認を、抜き取った危険物をドラム缶等の容器に収納して一

時的に貯蔵する場合にあっては仮貯蔵の承認を要するものとする。こ

の場合において、危険物の抜取りと危険物の一時的な貯蔵が一連の作

業として実施されるときは、一の仮貯蔵等の承認に係る申請をもって

足りるものとする。  

イ  危険物を取り扱うタンク（給油取扱所に設ける専用タンク、廃油

タンク等及び簡易タンクを含む。）を有する製造所又は取扱所におい

て、当該タンクから指定数量以上の危険物を抜き取る場合又は当該

タンクから抜き取った指定数量以上の危険物を一時的に貯蔵する場合

は、仮貯蔵等の承認を要しないものとする。ただし、当該危険物を当

該製造所又は取扱所以外の場所で一時的に貯蔵する場合は、この限り

でない。  

(５ ) タンクコンテナ等（タンクコンテナ又は箱型のコンテナ（ドライ

コンテナ、リーファーコンテナ等）をいう。以下この号並びに次項、第

３項及び第５項において同じ。）による危険物の仮貯蔵については、次

のとおり取り扱うものとする。（平成４年６月１８日付け消防危第５２

号通知、令和４年１２月１３日付け消防危第２７５号通知）  

ア  申請者が同一であり、かつ、同一の時期に同一の場所で複数のタン

クコンテナ等により危険物の仮貯蔵が行われる場合において、消防局

長が適当と認めるときは、一の仮貯蔵とすることができる。  

イ  次に掲げる場合においては、仮貯蔵等の承認は要しないものとする。  

(ア )  複合輸送において、船舶から貨車又は貨車から船舶へタンク

コンテナ等を積み込むために、桟橋、岸壁若しくはコンテナヤード

と同一の敷地又は隣接した敷地の鉄道貨物積卸場との間において、

一時的にタンクコンテナ等を車両に積載して運ぶ場合  

(イ ) コンテナ船又は貨車の到着前に設置許可又は変更許可を受けた

積載式移動タンク貯蔵所に係るタンクコンテナをコンテナ船又は貨

車の到着後に完成検査を受けるために、ふ頭、コンテナヤード等に

一時的にとどめる場合  

(ウ ) 車両の駐停車が禁止されている等の事由により、コンテナヤー

ド等で完成検査を受けることができない移動タンク貯蔵所に係る

タンクコンテナを完成検査を受けるため車両に積載して、当該コン
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テナヤード内の駐停車が可能な場所又は当該コンテナヤードに隣接

した場所に移動する場合  

ウ  原則として仮貯蔵承認期間を過ぎて同一場所で仮貯蔵を繰り返すこ

とはできないものとする。ただし、台風、地震等の自然災害、事故等

による船舶の入出港の遅れ、感染症等の影響により、船員や港湾労働

者の確保ができないなど、港湾の稼働状況が悪化した結果による船舶

の遅延、鉄道の不通等の申請者等の責によらないやむを得ない事由に

より、仮貯蔵承認期間を過ぎても同一の場所で仮貯蔵を継続する必要

が生じた場合は、繰り返して同一場所での仮貯蔵を承認できるものと

する。  

２  仮貯蔵等（タンクコンテナ等によるものを除く。）の承認の基準は、原

則として次のとおりとする。  

(１ ) 仮貯蔵等は、同一の場所において反復して行われているものでない  

こと。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。  

ア  工事現場、ふ頭等の特殊な場所において仮貯蔵等が行われる場合  

イ  事故又は災害からの復旧その他の緊急時の措置のために仮貯蔵等を

反復して行うことがやむを得ないと認められる場合  

ウ  前後の承認の間に連続性がないと認められる場合その他正当な理由

がある場合  

(２ ) 仮貯蔵等を行う場所の位置は、危令第９条第１項第１号の規定にお

おむね適合するものであること。  

(３ ) 屋外において仮貯蔵等を行う場合は、次に適合すること。  

ア  仮貯蔵等を行うことができる危険物は、危令第２条第１項第７号に

定める危険物に限るものとする。  

イ  仮貯蔵等を行う場所は、次によること。  

(ア ) 湿潤でなく、かつ、排水及び通風の良い場所とし、その周囲に

は不燃材料で造った柵等を設けて明確に区分すること。  

(イ ) 危険物が直接事業所の敷地外に流出するおそれがない場所又は

流出しないよう適当な措置が講じられた場所であること。  

ウ  前イ (ア )の柵等の周囲には、危令第１６条第１項第４号の表に定め

る区分に応じ、それぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。ただ

し、高引火点危険物（危令第９条第２項の引火点が１００度以上の第

４類の危険物をいう。次項において同じ。）のみを貯蔵し、又は取り

扱う場合は、危則第２４条の１２第２項第２号の表に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表に定める幅の空地を保有すること。  

エ  タンクにおいて仮貯蔵等を行う場合の空地の幅は、３メートル以上

とすること。  

(４ ) 屋内において仮貯蔵等を行う場合は、次に適合すること。  

ア  仮貯蔵等が行われる建築物は、壁、柱、床、はり及び屋根の各部分
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が耐火構造である、又は不燃材料で造られるとともに、出入口（仮貯

蔵等を当該建築物の室において行う場合にあっては、当該室の出入口）

に防火設備が設けられたものであること。  

イ  電気設備は、電気工作物に係る法令の規定に適合するものであるこ

と。  

(５ ) 仮貯蔵等を行う場所には、当該仮貯蔵等に係る危険物の性質、数量

等に応じて危令別表第５においてその消火に適応するものとされる消火

設備のうち、第４種又は第５種の消火設備が設けられていること。この

場合において、当該第４種又は第５種の消火設備の能力単位（危則第  

２９条第２項に規定する能力単位をいう。以下同じ。）の数値が、危険

物の所要単位（危則第２９条第１項に規定する所要単位をいう。以下同

じ。）の数値に達するように当該第４種又は第５種の消火設備が設けら

れていること。  

(６ ) 仮貯蔵等は、危令第４章の規定に適合するものであること。  

(７ ) 仮貯蔵等を行う場所の見やすい箇所に、次の標識及び掲示板を設け  

ること。  

ア  危則第１７条第１項第１号及び第２号の規定に準じた標識で、「危

険物仮貯蔵所」又は「危険物仮取扱所」と表示したもの  

イ  危則第１８条第１項第１号及び第３号の規定に準じた掲示板で、仮

貯蔵等の期間、仮貯蔵等に係る危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又

は取扱最大数量、指定数量の倍数、危険物取扱者又は管理責任者の氏

名並びに緊急時の連絡先を表示したもの  

ウ  危則第１８条第１項第１号及び第４号から第６号までの規定に準じ

た掲示板  

 

 

      

                

 

                                        

              

 

 

 

 

 

 

 

危険物仮貯蔵（仮取扱）所 

０．６ｍ以上  

０．３ｍ以上  

標識の例  

地は白色、文字は黒色  
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(８ ) 仮貯蔵等は、関係者の適切な立会いの下で行われるものであること。  

この場合において、当該仮貯蔵等に係る危険物を取り扱うことのできる  

危険物取扱者を立ち会わせるものとする。（◆）  

３  タンクコンテナ等による仮貯蔵の承認の基準については、原則として次

のとおりとする。（平成４年６月１８日付け消防危第５２号通知、令和４

年１２月１３日付け消防危第２７５号通知）  

(１ ) 仮貯蔵を行う場所は、次のア又はイのいずれか並びにウ及びエに適  

合するものであること。  

ア  屋外において仮貯蔵を行う場合は、次によること。  

(ア ) 湿潤でなく、かつ、排水及び通風の良い場所であること。  

(イ ) 仮貯蔵を行う場所の周囲に３メートル以上の幅の空地を保有す

ること。ただし、高引火点危険物のみを貯蔵する場合又は不燃材料

で造った防火上有効な塀を設けることにより、消防局長が安全であ

ると認めた場合は、この限りでない。  

(ウ ) 仮貯蔵を行う場所は、ロープ等で区画され、又は白線等で表示

されたものであること。  

イ  屋内において仮貯蔵を行う場合は、次によること。  

(ア ) 仮貯蔵を行う場所は、壁、柱、床、はり及び屋根の各部分が耐

火構造であり、又は不燃材料で造られ、かつ、出入口に防火戸が設

けられた専用の室であること。  

(イ ) 前 (ア )の専用室の窓にガラスを用いる場合は、網入りガラスと

承 認 番 号 高消▽  第        号  

期間  
年    月    日から  

年    月    日まで ( 日間 ) 

貯蔵（取扱）危険物  

類、品名  

貯蔵（取扱）最大数量  

 

 

指定数量の倍数  

第４類  

第１石油類    ３００リットル  

（非水溶性）  

 第２石油類  １，０００リットル  

 （非水溶性）  

 ２．５倍  

管理責任者  

(危険物取扱者 ) 
 

緊急時の連絡先  

(電話番号等 ) 
 

掲示板の例  
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すること。  

ウ  「関係者以外立入禁止」の表示を掲げることその他の関係のない者

をみだりに出入りさせない措置が講じられていること。  

エ  みだりに空箱その他の不必要な物件が置かれていないこと。  

(２ ) 消火設備が前項第５号の規定の例により設けられていること。  

(３ ) 標識及び掲示板が前項第７号の規定の例により設けられていること。  

(４ ) 仮貯蔵が行われている際は、危険物以外の物品の貯蔵がされないも  

のであること。  

(５ ) タンクコンテナ等を積み重ねる場合は、同じ類の危険物を貯蔵する

タンクコンテナ等に限るものとし、かつ、地盤面からタンクコンテナ等

の頂部までが６メートル以下とされていること。  

(６ ) タンクコンテナ等の相互間には、点検のための間隔が設けられてい

ること。  

(７ ) 仮貯蔵の管理責任者により巡回がなされ、タンクコンテナ等の異常

の有無並びに第１号ウ及びエ並びに第４号から前号までの規定に適合し

ているか否かを適宜確認するための体制が確保されていること。  

４  仮貯蔵等の承認に係る申請を行う場合は、次に掲げる書類を提出するこ

と。  

(１ ) 危則第１条の６に規定する申請書（別記様式第１の２）  

(２ ) 付近見取図及び敷地見取図  

(３ ) 配置図（危険物を取り扱う機器、設備等、消火設備等の配置及び仮

貯蔵を行う場所の周囲に保有する空地が記入されたもの）  

(４ ) 構造図（仮貯蔵等を行う建築物及びタンク並びに危険物を取り扱う  

機器、設備等の構造等が記入されたもの）  

(５ ) 危険物取扱者免状の写し（◆）  

(６ ) その他必要な書類  

５  タンクコンテナ等による危険物の仮貯蔵の承認に係る申請に添付する書

類については、前項の規定によるほか、次によるものとする。  

(１ ) 屋外での仮貯蔵が行われるときにあっては、当該仮貯蔵が行われる

場所を含む敷地内の主要な建築物その他の工作物の配置及び周囲の状況

を表した見取図を添付すること。  

(２ ) 屋内での仮貯蔵が行われるときにあっては、前号の規定によるほか、  

建築物の仮貯蔵の用に供する部分の構造を表した図を添付すること。  

６  仮貯蔵等の承認に係る申請書の記載要領は、次のとおりとする。なお、

各欄の記載事項が書き切れない場合は、「別紙のとおり」と記入した上で

対応する別紙を添付すること。（平成３１年２月１４日付け消防危第３４

号通知）  

(１ ) 仮貯蔵、仮取扱いのいずれか一方しか行わない場合は、実施しない  

ものを二重線で抹消すること。  
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(２ ) 宛先は、高松市消防局長と記入すること。  

(３ ) 申請日は、申請書の提出日を記入すること。  

(４ ) 「申請者」は、申請者が法人の場合にあってはその名称、代表者氏  

名 、 事 務 所 の 所 在 地 及 び 電 話 番 号 を 記 入 し 、 申 請 者 が 個 人 の 場 合 に

あってはその氏名、所在地及び電話番号をすること。  

(５ ) 「危険物の所有者、管理者又は占有者」の欄には、仮貯蔵等を行う  

危険物の所有者、管理者又は占有者を記入すること。  

(６ ) 「仮貯蔵・仮取扱いの場所」の欄には、仮貯蔵等を行う場所の所在

地及び名称を記入すること。  

(７ ) 「危険物の類、品名及び最大数量」の欄には、仮貯蔵等を行う危険

物の類、品名及び最大数量を記入すること。  

(８ ) 「仮貯蔵・仮取扱いの方法」の欄には、仮貯蔵等の方法及び静電気

対策、流出防止措置その他の安全対策を具体的に記入すること。  

(９ ) 「仮貯蔵・仮取扱いの期間」の欄には、仮貯蔵等を行う期間が１０

日以内になるよう年月日及び期間を記入すること。  

(10) 「管理の状況（消火設備の設置状況を含む）」の欄には、標識及び

掲示板、バリケード、消火設備及び警報設備の設置状況、危険物の管理

方法並びに仮貯蔵等の状況の監視体制及び火災時の消火体制を具体的に

記入すること。  

(11) 「現場管理責任者」の欄には、現場管理責任者の住所、氏名及び緊

急連絡先を記入するとともに、危険物取扱者免状の保有状況のうち該当

するものを丸印で囲むこと。この場合において、危険物取扱者免状を保

有するときは、括弧内にその種類を記入すること。なお、危険物取扱者

免状を保有するときにあっては、その写しを申請書に添えること。（◆）  

(12) 「仮貯蔵・仮取扱いの理由及び期間経過後の処理」の欄には、仮貯

蔵等を行う理由及び仮貯蔵等の期間経過後の危険物の処理方法を記入す

ること。  

７  第２項及び第３項の規定は、当該仮貯蔵等について、消防局長が危険物

の品名及び最大数量、指定数量の倍数、危険物の貯蔵又は取扱いの方法並

びに危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲の地形その他の状況から判

断して、第２項及び第３項に規定する基準によらなくとも、火災の発生及

び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限

度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しく

は設備を用いることにより、第２項及び第３項に規定する基準と同等以上

の効力があると認めるときにおいては、適用しない。  

第１２  震災時等における仮貯蔵・仮取扱いの承認の申請  

１  震災時等における危険物の仮貯蔵等及び臨時的な危険物の貯蔵又は取扱

いに係る安全対策及び手続の運用（以下この第１２において「震災時等に

おける仮貯蔵等に係る運用」という。）については、次の各項に定めると
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ころによること。（平成２５年１０月３日付け消防災第３６４号・消防危

第１７１号通知）  
２  震災時等における仮貯蔵等に係る運用において、「震災時等」とは、災

害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害

により高松市消防局管内に甚大な被害が発生し、当該災害からの復旧のた

めに仮貯蔵等を行う必要があると消防局長が認めたときをいうものとする。  
３  震災時等に仮貯蔵等を行う場合は、次によること。  

(１ ) 震災時等に想定される危険物の仮貯蔵等の形態には、次に掲げるも  
のがある。  
ア  移動タンク貯蔵所、ドラム缶等からの自動車、重機等へ給油  
イ  変圧器等の修繕、点検等を行うための当該変圧器等内の絶縁油の抜

取り等  
ウ  施設の改修、点検、解体等を行うための当該施設内の残油の抜取り

等  
エ  ドラム缶その他の容器による車両等の燃料の貯蔵  
オ  非常用発電機、仮設発電機等への燃料の供給  
カ  高松市地域防災計画に定める防災拠点及び各種資機材の備蓄倉庫等

における危険物の貯蔵  
(２ ) 震災時等においても、一の仮貯蔵等の期間は１０日以内であること  

に留意すること。  
(３ ) 震災時等に仮貯蔵等を行おうとする者は、原則として震災等が発生

する前に、危険物仮貯蔵・仮取扱い実施計画届出書（様式第１号。以下

「実施計画届出書」という。）２部を消防局長に提出すること。この場

合において、実施計画届出書には、第９号に定める仮貯蔵等の形態に応

じた安全対策、必要な資機材等の準備方法等の具体的な実施計画につい

て事前に各消防署、各分署又は各出張所（以下この第１２において「消

防署等」といい、特異な形態の仮貯蔵等を行う場合にあっては、予防課

危険物係）と協議した上で作成した仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（以下

「実施計画書」という。）を添えなければならないものとする。  
(４ ) 実施計画書の作成に係る留意事項については、次のとおりとする。  

ア  実施計画書には、付近見取図、仮貯蔵等を行おうとする敷地の配置

図及び仮貯蔵等を行おうとする場所において講ずる安全対策に関する

図面等を添付すること。  
イ  実施計画書は、第９号に定める安全対策を踏まえて作成すること。  
ウ  実施計画書は、次に示す実施計画書作成例を活用し、作成すること。  
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仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（例）  
（ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い）  

 
１  目的  

震災等により被災地においてガソリン等の燃料が不足した場合に、災害

復興支援車両等への燃料補給を行うことを目的とし、危険物施設以外の場

所での一時的な貯蔵やドラム缶から手動ポンプ等を用いて金属携行缶への

詰め替えを行い、仮設の燃料供給拠点として利用するために必要な事項を

あらかじめ計画するものである。  
２  仮貯蔵・仮取扱いを行う場所  

高松市○○町○○番地○○   ○○工場東側空地（コンクリート舗装）  
３  仮貯蔵・仮取扱いに使用する部分の面積  

約３６０平方メートル（１５メートル×２４メートル）  
４  詳細レイアウト  

別紙のとおり  
５  仮貯蔵・仮取扱いを行う危険物の類、品名、数量  

第４類第１石油類（ガソリン）３，０００リットル  
６  指定数量の倍数  

１５倍  
７  貯蔵及び取扱いの方法  

(１ ) ２００リットルの金属製容器（ドラム缶）で貯蔵する。  
(２ ) 保有空地を６メートル確保する。  
(３ ) 貯蔵場所と詰替場所との間に６メートルの距離を確保する。  
(４ ) 高温になることを避けるため、通気性を確保した日除けを貯蔵場所

に設置する。また、取扱場所において、危険物が長時間炎天下において

直射日光にさらされないようにする。  
(５ ) 第５種の消火設備（１０型粉末消火器）を３本設置する。  
(６ ) 標識及び掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。  

８  安全対策  
(１ ) ドラム本体及び給油に使用するドラムポンプのアースを確保する。  

(２ ) 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者が行う。  

(３ ) 危険物を取り扱う者は、静電安全靴を着用する。  

９  管理状況  

(１ ) 保有空地の周囲にバリケードを立て、空地を確保する。  

(２ ) 敷地に出入りする者の管理を徹底し、いたずら、盗難等を防止する。  

(３ ) 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。  
１０  その他必要な事項  

金属携行缶による給油は、この場所以外で行わない。  
 

116



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

標 識 及 び 掲 示 板 を

設 置 し 、 関 係 者 に

注意喚起を行 う。  

２ ０ ０ ℓの 金 属 製 容 器 （ ド ラ ム

缶 ） で 貯 蔵 す る 。 （ 最 大 １ ５

本）  

○○工場東側 空地  

約３６０㎡  

高 温 に な る こ と を 避 け る

た め 、 通 気 性 を 確 保 し た

日除けを設置 する。  

保 有 空 地 を ６ ｍ 確 保 す

る。  

第 ５ 種 の 消 火 設 備 を

３本設置する 。  
保 有 空 地 の 周 囲 に ロ ー プ

を 張 る こ と 、 バ リ ケ ー ド

を 立 て る こ と 等 に よ り 空

地を確保する 。  

通 風 及 び 換 気 が 十 分 に 行 わ れ る

場所で実施す る。  

取 扱 場 所 と 貯 蔵 場 所

とを離す。  

ド ラ ム 本 体 だ け で な

く、給油に使 用する  

ド ラ ム ポ ン プ 等 か ら も

アースを確保 する。  

取 扱 場 所 に 置 く

ド ラ ム 缶 は １ 本

のみとする。  

長 時 間 炎 天 下 に お い て

直 射 日 光 に さ ら さ れ な

いように配慮 する。  
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仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（例）  
（危険物を収納する設備等からの危険物の抜取り）  

 
１  目的  

震災等によって被災した変圧器等の修繕、点検等のために必要な事項を

あらかじめ計画するものである。  
２  仮貯蔵・仮取扱いを行う場所  

高松市○○町○○番地○○   ○○工場北側空地  
３  仮貯蔵・仮取扱いに使用する部分の面積  

約１２０平方メートル（１２メートル×１０メートル）  
４  詳細レイアウト  

別紙のとおり  
５  仮貯蔵・仮取扱いを行う危険物の類、品名、数量  

第４類第３石油類（絶縁油）１万リットル  
６  指定数量の倍数  

５倍  
７  貯蔵及び取扱いの方法  

(１ ) 変圧器の修繕及び点検のため、変圧器内部の絶縁油を一旦抜き取り、

仮設タンク等で貯蔵し、修繕及び点検が終了した後に変圧器内に再度注

油する。  
(２ ) 保有空地を３メートル確保する。  
(３ ) 第５種の消火設備（１０型粉末消火器）を３本設置する。  
(４ ) 標識及び掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。  

８  安全対策  
(１ ) 変圧器等、ポンプ及び仮設タンクのアースを確保する。  
(２ ) 仮設の防油堤を設置し、当該防油堤に漏えい防止シートの敷設等の  

流出防止対策を講ずるとともに、配管の結合部からの流出防止対策とし  
てオイルパンを設置する。  

(３ ) 一の取扱場所で同時に複数の設備からの危険物の抜取りを行わない。  
(４ ) 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者が行う。  

９  管理状況  
(１ ) 保有空地の周囲にバリケードを立て、空地を確保する。  

(２ ) 敷地に出入りする者の管理を徹底し、いたずら、盗難等を防止する。  

(３ ) 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。  
１０  その他必要な事項   

危険物の抜取り等を行った変圧器の数及び抜き取った危険物の数量を

記録し、事後速やかに報告する。  
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標 識 及 び 掲 示 板 を

設 置 し 、 関 係 者 に

注意喚起を行 う。  

○○工場北側 空地  

約１２０㎡  

保 有 空 地 を ３ ｍ 確 保 す

る。  第 ５ 種 の 消 火 設 備 を

３本設置する 。  

仮 設 の 防 油 堤 の 設 置 及 び 漏 え い 防 止 シ ー ト の

敷設により流 出防止対策を 講じる。  
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仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（例）  
（移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等）  

 
 
 

１  目的  
震災等により被災地において災害復興のための重機への燃料補給及びド

ラム缶への注油を行うために必要な事項をあらかじめ計画するものである。  
２  仮貯蔵・仮取扱いを行う場所  

高松市○○町○○番地○○   ○○工場東側空地  
３  仮貯蔵・仮取扱いに使用する部分の面積  

約２，０００平方メートル  
４  詳細レイアウト  

別紙のとおり  
５  仮貯蔵・仮取扱いを行う危険物の類、品名、数量  

第４類第２石油類（軽油）１日最大２万リットル  
６  指定数量の倍数  

２０倍  
７  貯蔵及び取扱いの方法  

(１ ) 移動タンク貯蔵所から直接重機への給油及びドラム缶への詰め替え

を行い、詰め替えたドラム缶は、別途確保する貯蔵場所に速やかに移動

させる。  
(２ ) 保有空地を６メートル確保する。  
(３ ) 高温になることを避けるため、通気性を確保した日除けを貯蔵場所  

に設置する。  
(４ ) 第５種の消火設備（１０型粉末消火器）を３本設置する。  
(５ ) 標識及び掲示板を設置し、関係者に注意喚起を行う。  

８  安全対策  
(１ ) ドラム本体のアースを確保する。  

(２ ) 吸着マット等危険物が流出した場合の回収等の応急措置を講ずるた

めの資機材を準備する。  

(３ ) 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者が行う。  

９  管理状況  

(１ ) 保有空地の周囲にバリケードを立て、空地を確保する。  

(２ ) 敷地に出入りする者の管理を徹底し、いたずら、盗難等を防止する。  

(３ ) 作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。  
１０  その他必要な事項   

移動タンク貯蔵所への危険物の注入は、仮貯蔵等を行う場所とは別の

場所で行う。  
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標 識 及 び 掲 示 板 を

設 置 し 、 関 係 者 に

注意喚起を行 う。  

保 有 空 地 を ６ ｍ 確 保 す

る。  

保 有 空 地 の 周 囲 に バ リ ケ ー ド

を 立 て る こ と に よ り 空 地 を 確

保する。  

防 油 堤 を 設 け 、 漏 え い 防 止

シ ー ト で 覆 い 、 流 出 防 止 対 策

を講じる。  

ド ラ ム 本 体 だ け で な

く 、 給 油 に 使 用 す る ド

ラ ム ポ ン プ 等 か ら も

アースを確保 する。  

吹 き こ ぼ し に 細 心 の

注意を払う。  

詰 め 替 え 後 、 ド ラ ム 缶 は 順 次

運 び 出 す こ と と し 、 こ の 場 所

では保管しな い。  

高 温 に な る こ と を 避 け る た め 、

必 要 に 応 じ て 通 気 性 を 確 保 し た

日除けを設置 する。  
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(５ ) 実施計画届出書（実施計画書を含む。以下同じ。）を提出している

事業所等（以下「届出済事業所等」という。）が仮貯蔵等を行う場合は、

次によること。  
ア  原則として当該仮貯蔵等を行う前に危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申

請書（危則様式第１号の２。以下この第１２において「申請書」とい

う。）を消防局長に提出すること。ただし、通信手段、交通手段等を

確保することが困難であること等により申請書を提出することができ

ないときは、仮貯蔵等を行う前に電話等により申請することができる

ものとする。この場合において、申請書については、届出済事業所等

（口頭による承認の前に申請書を提出していない届出済事業所等に限

る。）が消防署等において手続を行うことができることとなった時点

で提出しなければならない。  
イ  電話等により仮貯蔵等の承認申請があった場合又は申請書が提出さ

れた場合において、実施される仮貯蔵等の内容と実施計画届出書の内

容に相違がないことが確認されたときは、届出済事業所等に対し、口

頭により承認を与えるものとする。  
ウ  口頭により承認を与えた届出済事業所等が行う仮貯蔵等の状況につ

いて、原則として消防が現場調査を実施するものとする。この場合に

おいて、消防からの指導があったときは、当該指導に対応すること。

なお、口頭により承認を与えた場合であっても、行われる仮貯蔵等が

承認の要件に適合しておらず、消防が火災の予防に危険であると認め

たとき又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めたとき

は、当該仮貯蔵等を制限することがある。  
エ  口頭により承認を与えた届出済事業所等（口頭による承認の前に申

請書を提出していない届出済事業所等に限る。）が消防署等において

手続を行うことができることとなったときは、速やかに市規則第２条

第１項の規定に基づき、申請書を消防局長に提出すること。  
(６ ) 実施計画届出書を提出していない事業所等（以下「未届事業所等」

という。）が仮貯蔵等を行う場合は、次によること。  
ア  原則として当該仮貯蔵等を行う前に申請書及び第９号に定める仮貯

蔵等の形態に応じた安全対策、仮貯蔵等に使用する資機材等に関する

資料（以下「添付資料」という。）を消防局長に提出すること。ただ

し、通信手段、交通手段等を確保することが困難であること等により

仮貯蔵等に係る申請書及び添付資料を提出することができないときは、

仮貯蔵等を行う前に電話等により申請することができるものとする。

なお、承認申請に係る仮貯蔵等の内容は、第４号ウの実施計画書作成

例に記載する定型的なものであることが望ましい。  
イ  未届事業所等から電話等により仮貯蔵等の承認申請があった場合又

は申請書及び添付資料が提出された場合は、第９号に定める安全対策
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を講ずることを条件として、未届事業所等に対し、口頭により承認を

与えることができるものとする。この場合において、口頭による承認

の前に申請書及び添付資料を提出していないときは、未届事業所等が

消防署等において手続を行うことができることとなった時点で申請書

及び添付資料を提出しなければならない。  
ウ  口頭により承認を与えた未届事業所等が行う仮貯蔵等の状況につい

て、原則として消防が現場調査を実施するものとする。この場合にお

いて、消防からの指導があったときは、当該指導に対応すること。な

お、口頭により承認を与えた場合であっても、行われる仮貯蔵等が承

認の要件に適合しておらず、消防が火災の予防に危険であると認めた

とき又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めたときは、

当該仮貯蔵等を制限することがある。  
エ  口頭により承認を与えた未届事業所等（口頭による承認の前に申請

書及び添付資料を提出していない未届事業所等に限る。）が消防署等

において手続を行うことができることとなったときは、速やかに市規

則第２条第１項の規定に基づき、申請書及び添付資料を消防局長に提

出すること。  
(７ ) 震災時等に通信手段、交通手段等を確保することが困難であること

等を理由とした仮貯蔵等を行う場合に必要な手続を経ずに行われる緊急

的な仮貯蔵等を消防が覚知した場合は、次によること。  
ア  仮貯蔵等の状況について、消防が現場調査を実施し、必要に応じて

当該仮貯蔵等を実施する者（以下「仮貯蔵等実施事業所等」）に対し

指導を行った上で、第９号に定める安全対策を講ずることを条件とし

て、仮貯蔵等実施事業所等に対し、口頭により承認を与えることがで

きるものとする。この場合において、申請書及び添付資料については、

仮貯蔵等実施事業所等が消防署等において手続を行うことができるこ

ととなった時点で提出しなければならない。  
イ  口頭により承認を与えた仮貯蔵等実施事業所等が消防署等において

手続を行うことができることとなったときは、速やかに市規則第２条

第１項の規定に基づき、申請書及び添付資料を消防局長に提出するこ

と。  
(８ ) 仮貯蔵等の承認を受けた事業所等が行う危険物の貯蔵又は取扱いの  

期間が１０日を超える場合は、次によること。  
ア  当該場合には、再度の仮貯蔵等の承認を要することに留意すること。  
イ  原則として再度の仮貯蔵等を行おうとする者（以下「再承認申請事

業所等」という）は、再度の仮貯蔵等を行う前に再度の仮貯蔵等に係

る申請書（再度の仮貯蔵等を行う前に実施計画書を提出していない場

合にあっては、再度の仮貯蔵等に係る申請書及び添付資料。以下この

号において同じ。）を消防局長に提出すること。ただし、通信手段、
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交通手段等を確保することが困難であること等により再度の仮貯蔵等

に係る申請書を提出することができないときは、再度の仮貯蔵等を行

う前に電話等により申請することができるものとする。  
ウ  再承認事業所等から電話等により再度の仮貯蔵等の承認申請があっ

た場合又は再度の仮貯蔵等に係る申請書が提出された場合は、次号に

定める安全対策を引き続き講ずることを条件として、再承認申請事業

所等に対し、口頭により再度の承認を与えることができるものとする。

この場合において、再度の仮貯蔵等に係る申請書については、再承認

申請事業所等が消防署等において手続を行うことができることとなっ

た時点で提出しなければならない。  
エ  承認を与えた再度の仮貯蔵等の状況について、原則として消防が現

場調査を実施するものとする。この場合において、消防からの指導が

あったときは、当該指導に対応すること。なお、口頭により承認を与

えた場合であっても、行われる仮貯蔵等が承認の要件に適合しておら

ず、消防が火災の予防に危険であると認めたとき又は消火、避難その

他の消防の活動に支障になると認めたときは、当該仮貯蔵等を制限す

ることがある。  
オ  口頭により再度の承認を与えた再承認申請事業所等（再度の口頭に

よる承認の前に再度の仮貯蔵等に係る申請書を提出していない再承認

申請事業所等に限る。）が消防署等において手続を行うことができる

こととなったときは、速やかに市規則第２条第１項の規定に基づき、

再度の仮貯蔵等に係る申請書を消防局長に提出すること。  
カ  繰り返して行う仮貯蔵等は、原則として２回までとする。ただし、

消防局長が仮貯蔵等を行うことが特に必要であると認めた場合は、こ

の限りでない。  
(９ ) 仮貯蔵等を行う場合は、次のア及びイに掲げる安全対策を講ずるこ

と。  
ア  危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所に共通する次に掲げる安全対策  

(ア ) 危険物の取扱場所の選定（可燃性蒸気対策）  
ａ  危険物を取り扱う場合は、可能な限り屋外で取り扱うこと。  
ｂ  屋内で危険物を取り扱う場合は、可燃性蒸気が滞留しないよう

換気を行うこと。  
(イ ) 保有空地の確保  

危令第１６条第１項第４号の規定の例により空地を保有すると

ともに、当該空地の周囲には柵、ロープ等を設けること。ただし、

危険物の貯蔵形態又は取扱形態から想定される流出危険性及び火

災危険性が小さいときは、これらの危険性を踏まえた空地の幅と

することができるものとする。  
(ウ ) 標識等の設置  
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危険物の仮貯蔵等を行う場所では、見やすい箇所に仮貯蔵等を

行う場所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲

示した掲示板を設けることにより、関係者に注意喚起を行うこと。  
(エ ) 流出防止対策  

流出した危険物が拡散しない形状の場所を選定するとともに、

危険物の貯蔵又は取扱いに伴い大量の危険物が流出する危険性が

ある場合は、吸着マットの準備、簡易な防油堤の設置その他の流

出防止対策を講ずること。  
(オ ) 火気使用の制限  

危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所（ (イ )に規定する空地を含

む。）においては、火気を使用しないこと。  
(カ ) 静電気対策  

ａ  ガソリンその他の第４類第１石油類の危険物を取り扱う場合は、

ドラム缶その他の危険物を収納する容器のほか、給油に使用する

ドラムポンプ等のアースを確保し、確実に静電気を逃がすこと。  
ｂ  静電誘導による帯電を防止するため、危険物の貯蔵場所又は取

扱場所には可能な限り金属類を置かないこと。なお、金属類を設

置しなければならない場合は、当該金属類を確実にアースし、又

はボンディング（導体同士を電線で接続することをいう。）を確

保すること。  
ｃ  絶縁性素材の用具は、可能な限り使用しないこと。例えば、遮

光や防風のためにビニールその他の帯電しやすい素材を用いるこ

とを避けること。  
ｄ  危険物を取り扱う者は、静電安全靴の着用その他の静電気対策

を行うとともに、作業服を着脱した後には、アースされている金

属等に触れることにより危険物の取扱い時における人体の帯電量

を小さくしておくこと。  
ｅ  危険物の取扱場所にビニールシート等を敷く場合には、導電性

の確保に留意すること。  
ｆ  給油、危険物の移し替え等を行う場合は、危険物の初期最大流

速を毎秒１メートルとするとともに、高所から危険物を放出して

タンク壁面等に危険物が勢いよくぶつかる状況を避けること。ま

た、給油、移し替え等の後にはしばらく静置すること。  
ｇ  第４類第１石油類以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、

可能な限り静電気対策を行うこと。  
(キ ) 消火設備の設置  

貯蔵し、又は取り扱う危険物の消火に適応するものとされる消

火設備（消火器等）を設置すること。  
(ク ) 取扱場所の管理  
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危険物を取り扱う場所は、明確に区分するとともに、当該場所

には、危険物の取扱いに関係がない者をみだりに出入りさせない

こと。  
(ケ ) 危険物取扱者の立会い等  

危険物の取扱いに際しては、可能な限り危険物取扱者が取り扱

い、又は立ち会うこと。また、危険物の貯蔵又は取扱いの全体的

な管理にあっては、危険物取扱者その他の危険物の取扱いに関す

る専門的な知識を有する者が行うこと。  
(コ ) 二次災害の発生防止  

余震が発生した場合、避難指示が行われた場合等における対応

についてあらかじめ定めておくこと。  
(サ ) 安全対策を講ずる上で必要な資機材等の準備  

(ア )から (コ )までに掲げる安全対策を講ずる上で必要となる資

機材等を仮貯蔵等を行う場所以外の場所から調達する必要がある

場合は、当該資機材等の調達先、調達手順等についてあらかじめ

定めておくこと。  
イ  前アに掲げる対策に加え、次の (ア )から (ウ )までに掲げる危険物の

貯蔵又は取扱いに応じ、それぞれ当該 (ア )から (ウ )までに定める対策  
(ア ) ドラム缶等による燃料の貯蔵及び取扱い  

ａ  屋内において燃料の貯蔵を行う場合は、当該貯蔵を行う場所の

通風及び換気を確保すること。  
ｂ  著しく気温が上昇し、又は直射日光等によりドラム缶等に収納

して貯蔵する危険物の温度が上昇するおそれのある場所において

は、ガソリンその他の第４類第１石油類の危険物を貯蔵し、又は

取り扱わないこと。  
ｃ  ドラム缶等から給油又は危険物の小分けを行う場合は、次によ

ること。  
(ａ ) 可燃性蒸気の滞留を防止するため、可能な限り屋外で行う

こと。  
(ｂ ) 屋内で危険物を取り扱う場合は、２面以上の壁を有しない

場所その他の通風及び換気の確保された場所で行うこと。  
(ｃ ) ガソリンその他の第４類第１石油類の危険物を取り扱う場

合は、ドラム缶等の蓋を開ける前に周囲の安全を確保するとと

もに、火気の使用を制限すること。  
(ｄ ) 危険物を取り扱う場所は、ドラム缶等が集積されている貯

蔵場所から離れた別の場所に確保するとともに、当該場所にお

ける危険物の取扱量は、可能な限り少なくすること。  
(ｅ ) ドラム缶等から自動車等に給油を行う場合は、給油を行う

器具が自動車等の燃料タンクが満量になったときに自動的に停

126



止する機能を有していなことが考えられ、また、給油中に危険

物の液面の位置を把握することが困難であるため、過剰な給油

により危険物が給油口からあふれ出る危険性があることに留意

し、細心の注意を払って給油するとともに、静電気対策を含め

た出火防止対策を十分に行うこと。  
(イ ) 変圧器その他その内部に危険物を収納する設備の点検、修理等

を行うための危険物の抜取り  
ａ  大量の危険物が流出することを防止するため、仮設防油堤の設

置、漏えい防止シートの敷設等の流出防止対策を講ずること。  
ｂ  配管の結合部からの流出防止対策として必要に応じてオイル

パンを設置すること。  
ｃ  危険物の流出量を小さくするため、一の取扱場所で複数の設備

からの危険物の抜取りを同時に行わないこと。  
(ウ ) 移動タンク貯蔵所等からの給油、注油等（危令第２７条第６項

第４号イ及びロの規定に係るもの除く。）  
ａ  取り扱う危険物は、原則としてガソリン以外の危険物であるこ

と。  
ｂ  移動タンク貯蔵所から移動タンク貯蔵所への危険物の注入を行

う場合は、注入口と注入ホースを緊結すること。ただし、注入さ

れる側の移動タンク貯蔵所のタンクの容量が１，０００リットル

未満であり、かつ、注入される危険物の引火点が４０度以上であ

るときに限り、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入

ノズル（手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたもの

を除く。）により注入を行うことができるものとする。  
ｃ  ホース等に残った危険物の処理は適切に行うこと。  
ｄ  移動タンク貯蔵所から直接給油する場合は、危険物が吹きこぼ

れないよう細心の注意を払って給油すること。  
ｅ  船舶から移動タンク貯蔵所や陸上の施設等に燃料を供給する場

合については、次によること。  
(ａ ) 危険物が吹きこぼれないよう細心の注意を払うこと。  
(ｂ ) 船舶を確実に係留すること。  
(ｃ ) 津波警報等発令時の対応についてあらかじめ定めておくこ

と。  
ｆ  移動タンク貯蔵所から直接ガソリンを給油する場合は、次に掲

げる危険性について十分な安全対策を講じ、二次災害の発生防止

に努めること。  
(ａ ) 給油時の漏れ、あふれ等による流出事故の発生危険性（給

油取扱所の固定給油設備には、自動車等の燃料タンクが満量と

なったときに給油を自動的に停止する構造のノズルの設置、安
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全に給油できる最大吐出量の設定等により、給油時の漏れ、あ

ふれ等を防止している。）  
(ｂ ) 流出事故が発生した場合の火災発生危険性（給油取扱所で

は、ガソリンが漏れた場合においても、漏れたガソリン及び可

燃性の蒸気が滞留せず、かつ、漏れたガソリンを給油空地以外

の部分に流出させないための傾斜、排水溝及び貯留設備が設け

られており、給油取扱所外に被害が拡大することを防止してい

る。）  
(ｃ ) 火災が発生した場合の人的被害発生危険性（給油取扱所で

は、給油に関係ない者の立ち入りが管理されている。また、震

災時には、給油を希望する者が給油場所に集中することが考え

られる。）  
(ｄ ) 火災が発生した場合の周囲への延焼拡大危険性（給油取扱

所には、防火塀等が設けられている。また、震災時には、給油

場所周辺の建物の損壊等により延焼拡大危険性が増大すること

が考えられる。）  
(10) 震災時等における仮貯蔵等の承認申請に係る手数料（以下この号に  

おいて「手数料」という。）については、次によるものとする。  
ア  手数料にあっては、市手数料条例第５条の規定により免除すること

ができるものとする。（市手数料条例規則第２条第１号）  
イ  申請書を提出する際には、高松市消防手数料減免申請書（市手数料

条例規則別記様式（第３条関係））２部を市長に提出すること。（◆）  
４  震災時等に製造所等において臨時的に危険物を貯蔵し、又は取り扱う場

合は、次によること。  
(１ ) 臨時的な危険物の貯蔵又は取扱いが、許可されていない危険物に係

るものである場合及び既に受けた許可に係る設備等と異なる設備等を利

用して行われる場合（地下貯蔵タンクからの危険物の抜取り、貯蔵所と

して許可を受けた場所以外の場所でのドラム缶等による貯蔵等を行う場

合等）は、次によること。  
ア  製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準の変更を伴わない場

合は、前項に定めるところにより仮貯蔵等に係る手続を行うこと。  
イ  製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準の変更を伴う場合は、

変更許可申請又は市規則第２０条第２項の危険物製造所等変更工事届

出書の提出及び前項に定める仮貯蔵等に係る手続を要するものとする。  
(２ ) 臨時的な危険物の貯蔵又は取扱いが、設備等が故障した場合に備え

てあらかじめ準備された代替設備等の使用に係るものである場合及び停

電時における非常用電源、手動機器の運転に係るものである場合（給油

取扱所において震災時に非常用発電機、緊急用可搬式給油ポンプ等を使

用する場合等）は、次によること。  
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ア  代替手段として用いる設備等について、設置許可申請若しくは変更

許可申請又は市規則第２０条第２項の危険物製造所等変更工事届出書

の内容に含めておくこと。  
イ  予防規程を定めなければならない製造所等にあっては、発災時の緊

急対応、施設の応急点検、臨時的な危険物の貯蔵又は取扱いの手順等

について、予防規程及びこれに基づくマニュアル等に規定しておくこ

と。また、従業員に対して定期的に予防規程及びこれに基づくマニュ

アル等に規定した事項について教育を行い、訓練等を実施しておくこ

と。  
ウ  必要に応じて緊急用可搬式ポンプ、非常用発電機その他の緊急時対

応用の資機材をあらかじめ用意しておくこと。  
(３ ) 発災後、事業者が前号に規定するあらかじめ取り決めていた危険物

の貯蔵又は取扱いを行う場合は、二次災害を防止する観点から、次の項

目に従って対応すること。  
ア  発災直後は、予防規程等に基づき、製造所等の施設を緊急停止させ

るとともに、従業員の安全確保に努めること。  
イ  製造所等の施設の応急点検を行って被害状況を確認し、想定してい

た臨時的な危険物の貯蔵又は取扱いが行える状況であるか否かを判断

すること。  
ウ  臨時的な危険物の貯蔵又は取扱中に危険物の流出や火災等が発生し

た場合は、速やかに危険物の貯蔵又は取扱いを中止して必要な対応を

行うとともに、消防機関に通報すること。  
エ  臨時的な危険物の貯蔵又は取扱いを行う必要がなくなった場合は、

速やかに当該貯蔵又は取扱いを停止し、必要に応じて平常時の危険物

の貯蔵又は取扱いに移行すること。  
５  震災時等に指定数量の５分の１以上（個人の住居で貯蔵し、又は取り扱

う場合にあっては、指定数量の２分の１以上）指定数量未満の危険物（以

下「少量危険物」という。）を臨時的に貯蔵し、又は取り扱う場合は、次

によること。  
(１ ) 当該場合にあっては、仮貯蔵等の承認に係る手続は要しないことに  

留意すること。  
(２ )  原則として少量危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする事業所等

（以下「少量危険物貯蔵取扱事業所等」という。）は、少量危険物の貯

蔵又は取扱いを行う前に少量危険物貯蔵取扱開始届出書（高松市火災予

防規則（昭和３７年高松市規則第１０号）様式第１３号（正）及び様式

第１３号（副））を消防署長に提出すること。ただし、通信手段、交通

手段等を確保することが困難であること等により少量危険物貯蔵取扱開

始届出書を提出することができないときは、届出書の提出に代えて少量

危険物の貯蔵又は取扱いを行う前にその旨を電話等により連絡すること
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ができるものとする。  

(３ ) 少量危険物貯蔵取扱事業所等から少量危険物貯蔵取扱開始届出書の

提出又は電話等による少量危険物を貯蔵し、又は取り扱おうとする旨の

連絡があった場合は、少量危険物の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は

取り扱う場所の位置、構造及び設備がおおむね市条例第３１条の規定に

適合することを条件として、口頭により少量危険物の貯蔵又は取扱いを

認めることができるものとする。この場合において、少量危険物貯蔵取

扱開始届出書については、少量危険物貯蔵取扱事業所等（口頭により少

量危険物の貯蔵又は取扱いを認める前に少量危険物貯蔵取扱開始届出書

を提出していない少量危険物貯蔵取扱事業所等に限る。）が消防署等に

おいて手続を行うことができることとなった時点で提出しなければなら

ない。  

(４ ) 口頭により認められた少量危険物貯蔵取扱事業所等が行う少量危険

物の貯蔵又は取扱いの状況について、原則として消防が現場調査を実施

するものとする。この場合において、消防からの指導があったときは、

当該指導に対応すること。なお、口頭により少量危険物の貯蔵又は取扱

いを認めた場合であっても、行われる少量危険物の貯蔵又は取扱いが当

該貯蔵又は取扱いを認める要件に適合しておらず、消防が火災の予防に

危険であると認めたとき又は消火、避難その他の消防の活動に支障にな

ると認めたときは、当該貯蔵又は取扱いを制限することがある。  
(５ ) 口頭により少量危険物の貯蔵又は取扱いを認められた少量危険物貯

蔵取扱事業所等（口頭により少量危険物の貯蔵又は取扱いを認める前に

少量危険物貯蔵取扱開始届出書を提出していない少量危険物貯蔵取扱事

業所等に限る。）が消防署等において手続を行うことができることと

なったときは、速やかに少量危険物貯蔵取扱開始届出書２部（正本及び

副本）を消防署長に提出すること。  
６  震災時等における仮貯蔵等に係る運用の始期及び終期については、消防

局長が決定するものとする。  
第１３  保安検査の申請  

１  法第１４条の３の規定による保安に関する検査（以下「保安検査」とい

う。）に係る申請は、タンク１基ごとに行うものとする。  

２  保安検査を受ける場合は、次に掲げる書類を提出すること。この場合に

おいて、第１号から第４号までに掲げる書類にあっては保安検査に係る申

請を行う時に、第５号から第７号までに掲げる書類にあっては保安検査が

実施される時にそれぞれ提出するものとし、第２号から第４号までに掲げ

る書類は、保安検査に係る申請についての審査がＫＨＫに委託されたとき

は、提出を要しないものとする。ただし、第５号及び第６号に掲げる書類

は、保安検査が実施される時に提示することをもって、提出に代えること

ができる。  
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(１ ) 危則第６２条の３第１項に規定する申請書（危則別記様式第２７）  

(２ ) 工事工程表  

(３ ) 構内配置図  

(４ ) タンク本体の設計図書（タンクの平面図、断面図及び詳細図にタン

クの寸法、使用する材料及び板厚、溶接部の位置、溶接の方法、ノズ

ルの名称及び口径等の必要な事項が記載されたもの）

(５ ) 第８第１５項第５号オに掲げる書類  

(６ ) これまでなされた補修その他の変更工事に関する記録に係る第８第

１５項第５号カに掲げる書類のうち、保安検査の実施に伴い確認するこ

とが望ましいもの  

(７ ) 前各号に掲げるもののほか、保安検査を円滑に実施するために必要  

な書類  

３  ＫＨＫが示すＰＡ探傷装置（底部溶接部の試験をコーティング上から行

うことを目的として開発されたフェーズドアレイ超音波探傷法を用いた探

傷装置（屋外貯蔵タンクの構造について高度な知見を有する第三者機関か

ら装置の性能に関して評価を受けたものに限る。）をいう。）の特定屋外

タンクの保安検査等における運用方法（適用可能なタンクの要件を含む。）

に基づく底部溶接部に係る試験については、危規則第２０条の８に規定す

る試験方法と同等であるものとして取り扱う ことができるものとする。

（令和４年９月２日付け消防危第１９５号通知）  

第１４  保安検査の時期変更の承認の申請  

１  危令第８条の４第２項ただし書の規定による保安検査の時期の変更に係

る承認の申請（以下この第１４において「保安検査時期変更承認申請」と

いう。）を行う場合は、次に掲げる書類を提出すること。ただし、第５号

に掲げるものは、危則第６２条の２第１項第３号に掲げる事由により保安

検査時期変更承認申請を行う場合にのみ提出を要するものとする。  

(１ ) 危則第６２条の３第２項に規定する申請書（危則別記様式第２９）  

(２ ) 保安検査の時期の変更を必要とする理由を記載した書類  

(３ ) 設置許可に係る完成検査済証又は前回の保安検査に係る保安検査済  

証の写し（◆）  

(４ ) 敷地内配置図  

(５ ) 危険物の除去又は流入防止のために講じた措置について確認できる  

書類  

(６ ) 前各号に掲げるもののほか、審査を円滑に実施するために必要な書  

 類  

２  保安検査時期変更承認申請についての留意事項は、次のとおりとする。

（昭和５２年３月３０日付け消防危第５６号通知）  

(１ ) 保安検査の対象となる特定屋外タンク貯蔵所又は危令第８条の３に

規定する移送取扱所の所有者等（以下この項において「義務者」とい
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う。）の判断において、当該特定屋外タンク貯蔵所又は危令第８条の３

に規定する移送取扱所の保守管理の必要性が生じた場合は、危則第６２

条の２第１項第２号の保安上の必要が生じたことに該当するものである

こと。  

(２ ) 義務者の判断において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類を変更す

る必要が生じた場合は、危則第６２条の２第１項第４号の使用の状況

（計画を含む。）等に変更が生じたことに該当するものであること。  

３  休止中の特定屋外タンク貯蔵所又は危令第８条の３に規定する移送取扱

所の保安検査時期変更承認申請が行われた際は、次の事項に留意すること。

（平成２１年１０月２７日付け消防危第１９３号通知）  

(１ ) 危則第６２条の２第１項第３号の事由による保安検査時期変更承認

申請がなされた場合における承認を行うに当たっては、危険物の規制に

関する規則等の一部を改正する省令（平成２１年総務省令第９８号）の

附則第３条第３項第１号及び第２号に規定する措置が講じられているこ

とを、承認を行う要件とすること。  

(２ ) 危則第６２条の２第１項第３号の事由により保安検査の実施時期が

変更された後、承認された保安検査の受検予定日より前に危険物の貯蔵

及び取扱いを再開する場合には、特定屋外タンク貯蔵所又は危令第８条

の３に規定する移送取扱所の所有者、管理者又は占有者は、次のア及び

イに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに定める期限までに保安検査を受

けなければならない。  

ア  変更前の保安検査の受検期限までに危険物の貯蔵及び取扱いが再開

されるとき  変更前の保安検査の受検期限  

イ  変更前の保安検査の受検期限より後で、かつ、承認された保安検査

の受検予定日以前に危険物の貯蔵及び取扱いが再開されるとき  危険

物の貯蔵及び取扱いが再開される日の前日  

第１５  保安検査の時期延長の承認の申請  

１  危令第８条の４第２項第１号イ及びロの規定による特定屋外タンク貯蔵

所の保安検査の時期の延長に係る申請を行う場合は、次に掲げる書類を提

出すること。  

(１ ) 危則第６２条の２の３第２項に規定する申請書（危則別記様式第

２６の２、危則別記様式第２６の３、危則別記様式第２６の４、危則別

記様式第２６の５又は危則別記様式第２６の６）  

(２ ) 当該特定屋外タンク貯蔵所の設置許可に係る完成検査済証又は前回  

の保安検査に係る保安検査済証の写し（◆）  

(３ ) 敷地内配置図  

(４ ) ＫＨＫが作成する技術援助報告書（特定屋外貯蔵タンクを保有する  

事業者等がＫＨＫに技術援助を依頼した場合に限る。）  

(５ ) 保安のための措置に関係する事項が示された書類  
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(６ ) 前各号に掲げるもののほか、審査を円滑に実施するために必要な書  

 類  

２  前項第５号の保安のための措置に関係する事項が示された書類とは、次

の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。（平成６年９

月１日付け消防危第７３号通知、平成１１年９月２４日付け消防危第８６

号通知、平成１６年３月３１日付け消防危第４２号通知、平成２３年２月

２５日付け消防危第４５号通知）  

(１ ) 危則第６２条の２の２第１項第１号の特定屋外貯蔵タンクの腐食防

止等の状況に係るものに該当する措置  次表の左欄に掲げる項目に応じ、

同表の右欄に掲げる資料  

 

(２ ) 危則第６２条の２の２第１項第２号の危険物の貯蔵管理等の状況に

係るものに該当する措置  次表の左欄に掲げる項目に応じ、同表の右欄

項   目  資   料   内   容  

コーティング  

 

 

 

 

・  平 成 ６ 年 ９ 月 １ 日 付 け 消 防 危 第 ７ ４ 号 通 知 別 紙 １

「コーティングに関する指針」又は同通知別紙２「既

存コーティングに関する指針」に基づくチェックリス

ト  

・  コーティングを施工した者がコーティングに関して

専門的技術及び経験を有することが認められる資料  

タ ン ク 底 部 外 面

の腐食防止措置  

 

 

 

 

 

・  アスファルトサンドの場合は、施工範囲及び施工厚

さを明示した図面又は資料  

・  電気防食の場合は、防食措置を講じた位置を示した

図面及び対地電位（瞬間オフ電位）測定記録を示した

資料  

・  雨水浸入防止措置の被覆材料、被覆範囲及び被覆厚

さを示した図面  

板厚  ・  板厚測定記録を示した図面及び資料  

補修・変形  

 

 

 

・  補修実施箇所を示した図面及び補修工事の施工要領

を示した資料  

・  有害な変形が認められた部位に関する隅角部角度測

定データ等の記録を示した資料  

不等沈下  ・  タンク本体の経年相対沈下量測定記録を示した資料  

支持力・沈下  ・  タンク本体の経年沈下量測定記録を示した資料  

維持管理体制  ・  過去１年間の教育訓練実施記録を示した資料（実施

日、実施場所、参加人員及び教育訓練内容を記録した

もの）  

・  過去１年間の巡視及び点検に係る計画並びにこれら

に係る実施要領を記載した書類  
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に掲げる資料  

 

(３ ) 危則第６２条の２の２第１項第３号の特定屋外貯蔵タンクの腐食量

に係る管理等の状況に係るものに該当する措置  次表の左欄に掲げる項

目に応じ、同表の右欄に掲げる資料  

項   目  資   料   内   容  

水 等 の 成 分 の 管

理の実施  

・  水等の成分の管理要領及び管理記録を示した資料  

板厚  ・  板厚測定記録を示した図面及び資料  

タ ン ク 底 部 外 面

の腐食防止措置  

 

 

 

 

・  アスファルトサンドの場合は、施工範囲及び施工厚

さを明示した図面又は資料  

・  電気防食の場合は、防食措置を講じた位置を示した

図面及び対地電位（瞬間オフ電位）測定記録を示した

資料  

・  雨水浸入防止措置の被覆材料、被覆範囲及び被覆厚

さを示した図面  

補修・変形  

 

 

 

・  補修実施箇所を示した図面及び補修工事の施工要領

を示した資料  

・  有害な変形が認められた部位に関する隅角部角度測

定データ等の記録を示した資料  

不等沈下  ・  タンク本体の経年相対沈下量測定記録を示した資料  

支持力・沈下  ・  タンク本体の経年沈下量測定記録を示した資料  

維持管理体制  ・  過去１年間の教育訓練実施記録を示した資料（実施

日、実施場所、参加人員及び教育訓練内容を記録した

もの）  

・  過去１年間の巡視及び点検に係る計画並びにこれら

に係る実施要領を記載した書類  

項   目  資   料   内   容  

板厚予測値  ・  腐食量予測式に基づく板厚予測値算出に関する資料  

コーティング  

 

 

 

 

 

・  平 成 ６ 年 ９ 月 １ 日 付 け 消 防 危 第 ７ ４ 号 通 知 別 紙 １

「コーティングに関する指針」又は同通知別紙２「既

存コーティングに関する指針」に基づくチェックリス

ト  

・  コーティングを施工した者がコーティングに関して

専門的技術及び経験を有することが認められる資料  
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(４ ) 危則第６２条の２の２第２項に規定する措置のうち、同項第２号に

規定するコーティングによるもの  次表の左欄に掲げる項目に応じ、同

表の右欄に掲げる資料  

タ ン ク 底 部 外 面   

の腐食防止措置  

・  アスファルトサンドの場合は、施工範囲及び施工厚

さを明示した図面又は資料  

・  電気防食の場合は、防食措置を講じた位置を示した

図面及び対地電位（瞬間オフ電位）測定記録を示した

資料  

・  雨水浸入防止措置の被覆材料、被覆範囲及び被覆厚

さを示した図面  

補修・変形  

 

・  補修実施箇所を示した図面及び補修工事の施工要領

を示した資料  

・  有害な変形が認められた部位に関する隅角部角度測

定データ等の記録を示した資料  

不等沈下  ・  タンク本体の経年相対沈下量測定記録を示した資料  

支持力・沈下  ・  タンク本体の経年相対沈下量測定記録を示した資料  

維持管理体制  ・  過去１年間の教育訓練実施記録を示した資料（実施

日、実施場所、参加人員及び教育訓練内容を記録した

もの）  

・  過去１年間の巡視及び点検に係る計画並びにこれら

に係る実施要領を記載した書類  

項   目  資   料   内   容  

次 回 の 保 安 検 査

の時期  

・  タンク底部の板の厚さの１年当たりの腐食による減

少量等により次回の保安検査の時期を算出した資料  

コーティング  

 

 

 

 

 

・  平 成 ６ 年 ９ 月 １ 日 付 け 消 防 危 第 ７ ４ 号 通 知 別 紙 １

「コーティングに関する指針」又は同通知別紙２「既

存コーティングに関する指針」に基づくチェックリス

ト  

・  コーティングを施工した者がコーティングに関して

専門的技術及び経験を有することが認められる資料  

補修・変形  

 

 

 

・  補修実施箇所を示した図面及び補修工事の施工要領

を示した資料  

・  有害な変形が認められた部位に関する隅角部角度測

定データ等の記録を示した資料  

不等沈下  ・  タンク本体の経年相対沈下量測定記録を示した資料  

支持力・沈下  ・  タンク本体の経年相対沈下量測定記録を示した資料  

維持管理体制  ・  過去１年間の教育訓練実施記録を示した資料（実施

日、実施場所、参加人員及び教育訓練内容を記録した
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(５ ) 危則第６２条の２の２第２項に規定する措置のうち、同項第２号に

規定するコーティングと同等以上の措置によるもの  次表の左欄に掲げ

る項目に応じ、同表の右欄に掲げる資料  

 

３  前２項の規定にかかわらず、保安検査を受検する時において確認されて

いる危則第６２条の２の２第１項及び第２項に規定する要件にあっては、

申請書の備考欄にその旨を記載することにより、図書等の添付を省略する

ことができるものとする。（平成１６年３月３１日付け消防危第４２号通

知、平成２３年２月２５日付け消防危第４５号通知）  

第１６  休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検の期間延長の申請  

１  危則第６２条の５第３項の規定による内部点検の期間の延長に係る申請

（次項において「内部点検期間延長申請」という。）を行う場合は、次に

掲げる書類を提出すること。  

(１ ) 危則第６２条の５第４項に規定する申請書（危則別記様式第３５）  

(２ ) 敷地内配置図  

(３ ) 危険物の除去又は流入防止のために講じた措置について確認できる  

書類  

(４ ) 前３号に掲げるもののほか、審査を円滑に実施するために必要な書  

 類  

もの）  

・  過去１年間の巡視及び点検に係る計画並びにこれら

に係る実施要領を記載した書類  

項   目  資   料   内   容  

次 回 の 保 安 検 査

の時期  

・  タンク底部の板の厚さの１年当たりの腐食による減

少量等により次回の保安検査の時期を算出した資料  

水 等 の 成 分 の 管

理の実施  

・  水等の成分の管理要領及び管理記録を示した資料  

補修・変形  

 

 

 

・  補修実施箇所を示した図面及び補修工事の施工要領

を示した資料  

・  有害な変形が認められた部位に関する隅角部角度測

定データ等の記録を示した資料  

不等沈下  ・  タンク本体の経年相対沈下量測定記録を示した資料  

支持力・沈下  ・  タンク本体の経年相対沈下量測定記録を示した資料  

維持管理体制  ・  過去１年間の教育訓練実施記録を示した資料（実施

日、実施場所、参加人員及び教育訓練内容を記録した

もの）  

・  過去１年間の巡視及び点検に係る計画並びにこれら

に係る実施要領を記載した書類  
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２  休止中の特定屋外タンク貯蔵所の内部点検期間延長申請が行われた際に

留意する事項については、第１４第３項の規定を準用する。この場合にお

いて、第１４第３項第１号中「保安検査時期変更申請」とあるのは「内部

点検期間延長申請」と、第１４第３項第２号中「保安検査の実施時期」と

あるのは「内部点検の実施時期」と、「保安検査の受検予定日」とあるの

は「内部点検の実施予定日」と、「保安検査の受検期限」とあるのは「内

部点検の実施期限」とそれぞれ読み替えるものとする。（平成２１年１０

月２７日付け消防危第１９３号通知）  

第１７  休止中の地下貯蔵タンク、二重殻タンクの外殻及び地下埋設配管の漏

れの点検期間延長の申請  

１  危則第６２条の５の２第２項ただし書又は危則第６２条の５の３第２項

ただし書の規定による漏れの点検の期間の延長に係る申請を行う場合は、

次に掲げる書類を提出すること。  

(１ ) 地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検の期間の延長に係る

申請を行う場合にあっては危則第６２条の５の２第３項に規定する申請

書（危則別記様式第４２）、地下埋設配管の漏れの点検の期間の延長に

係る申請を行う場合にあっては危則第６２条の５の３第３項に規定する

申請書（危則別記様式第４３）  

(２ ) 敷地内配置図  

(３ ) 危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、保安上支障がないこと  

が確認できる書類  

(４ ) 前３号に掲げるもののほか、審査を円滑に実施するために必要な書  

 類  

２  危則第６２条の５の２第２項ただし書又は危則第６２条の５の３第２項

ただし書の規定により、危険物の貯蔵及び取扱いを休止している地下貯蔵

タンク若しくは二重殻タンク又は地下埋設配管の漏れの点検の期間の延長

に係る取扱いは、次のとおりとする。（平成２２年７月８日付け消防危第

１４４号通知）  

(１ ) 危則第６２条の５の２第２項ただし書又は危則第６２条の５の３第

２項ただし書の危険物の貯蔵及び取扱いが休止され、かつ、市町村長等

が保安上支障がないと認める場合とは、危険物の貯蔵及び取扱いを休止

している地下貯蔵タンク若しくは二重殻タンク又は地下埋設配管の維持

管理の状況が次に適合する場合をいうものとする。  

ア  危険物が清掃等により完全に除去されていること。  

イ  危険物又は可燃性の蒸気が流入するおそれのある注入口又は配管に

閉止板を設置することその他誤って危険物が流入するおそれがないよ

うにするための措置が講じられていること。  

(２ ) 危則第６２条の５の２第２項ただし書又は第６２条の５の３第２項

ただし書の規定により、地下貯蔵タンク若しくは二重殻タンク又は地下
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埋設配管の漏れの点検の期間が延長された後、所有者、管理者又は占有

者が申請した期間延長後の漏れの点検の実施予定日より前に危険物の貯

蔵及び取扱いを再開する場合には、地下貯蔵タンク等の所有者等は、次

のア及びイに掲げる区分に応じ、当該ア及びイに定める期限までに漏れ

の点検を実施すること。  

ア  期間延長前の漏れの点検の実施期限までに危険物の貯蔵及び取扱い

が再開される場合  期間延長前の漏れの点検の実施期限  

イ  期間延長前の漏れの点検の実施期限より後で、かつ、期間延長後の

漏れの点検予定日以前に危険物の貯蔵及び取扱いが再開される場合   

危険物の貯蔵及び取扱いが再開される日の前日  

第１８  予防規程の制定・変更の認可の申請   

１  予防規程を定めなければならない製造所等の存する事業所の社内規定が、

法第１０条第３項の技術上の基準に適合するものであるときは、その形式

にかかわらず認可することができる。  

２  一の敷地に２以上の予防規程を定めなければならない製造所等が存する

場合は、当該製造所等ごとでははく、当該製造所等を網羅するように一の

予防規程を作成すること。（昭和４０年１１月２日付け自消丙予発第１７８

号通知）（◆）  

３  法第１４条の２第１項及び第２項の規定による予防規程の認可に係る審

査等を行うに当たっては、次の事項に留意するものとする。（昭和４０年

１１月２日付け自消丙予発第１７８号通知）  

(１ ) 予防規程の内容は、できるだけ具体的に記載することが望ましいが、

法律上の要件として綿密かつ詳細なものまで要求するものでなく、具体

性の程度は、関係当事者に委ねるものとすること。この場合において、

製造所等の様態に応じ、複雑で規模の大きいものほど、より具体的かつ

詳細な内容になるように作成するよう指導するものとするが、個々の作

業にわたる基準や防災計画等までの記載を要求することは、予防規程の

作成を極めて繁雑なものとするおそれがあることを考慮し、従業員等に

対する火災予防上指針となる事項を概括的に記載するにとどめるよう指

導するものとする。  

(２ ) 次のいずれかに該当するときは、法第１４条の２第１項に規定する  

認可を与えないものとする。  

ア  危則第６０条の２各項に定める事項が予防規程に明確に定められて

いないとき。  

イ  予防規程に定められた事項に危令第４章の規定に違反するものがあ

るとき。  

ウ  ア及びイに掲げるもののほか、火災の予防上不適当と認められる  

事項があるとき。  

(３ ) 危令第３７条の規定に基づく危則第６１条の規定により予防規程を  
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定めなければならない製造所等から除外される鉱山保安法（昭和２４年

法律第７０号）第１９条第１項の規定による保安規程を定めている製造

所等又は火薬類取締法（昭和２５年法律第１４９号）第２８条第１項の

規定による危害予防規程を定めている製造所等（危令第３７条に規定す

る規模以上の危険物施設を有するものに限る。）に対しては、法第１６

条の５第１項の規定に基づく市規則第２０条第１項第６号の規定により、

当該製造所等が定めた保安規程又は危害予防規程の提出を求めるものと

すること。  

(４ ) 予防規程の認可を受けようとする者は、製造所等の区分、予防規程  

の適用の有無及び他の法令に基づく保安に関する規程の適用の有無を示

した製造所等の配置一覧表を予防規程の参考資料として提出すること。

（◆）  

４  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の予防規程の審査等を行うに当

たっては、前項の規定によるほか、危則第６０条の２第１項第８号の６の

顧客に対する監視その他保安のための措置に関することには、次の事項を

含むものとすることに留意すること。（平成１０年３月１３日付け消防危

第２５号通知）  

(１ )  監視等を行う危険物取扱者及びその指揮下で監視等を行う従業者

（以下この項において「危険物取扱者等」という。）の体制に関するこ

と。  

(２ ) 監視等を行う危険物取扱者等に対する教育及び訓練に関すること。  

(３ ) 監視等を行う危険物取扱者等の氏名の表示に関すること。  

(４ ) 危則第２８条の２の５第２号の顧客に自ら自動車等に給油させるた

めの固定給油設備（以下「顧客用固定給油設備」という。）の１回の給

油量及び給油時間の上限並びに危則第２８条の２の５第３号の顧客に自

ら灯油又は軽油を容器に詰め替えさせるための固定注油設備（以下「顧

客用固定注油設備」という。）の１回の注油量及び注油時間の上限の設

定に関すること。  

(５ ) 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の日常点検に関するこ

と。  

５  ナトリウム・硫黄電池を設置する一般取扱所（以下この項において「ナ

トリウム・硫黄電池施設」という。）の予防規程の審査等を行うに当たっ

ては、第３項の規定によるほか、次の事項を予防規程で明確にする必要が

あるものとすることに留意すること。（平成１１年６月２日付け消防危第

５３号通知、平成２４年６月７日付け消防危第１５４号通知）  

(１ ) ナトリウム・硫黄電池の監視、制御等を行う場所に関すること（危  

則第６０条の２第１項第６号関係）。  

(２ ) ナトリウム・硫黄電池の監視、制御等を行う体制に関すること（危  

則第６０条の２第１項第６号関係）。  
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(３ ) ナトリウム・硫黄電池施設における火災等の緊急時における連絡体

制及び対応体制並びにナトリウム・硫黄電池施設の周辺にいる者に避難

を行わせる体制（二酸化硫黄、硫化水素等の有毒ガスが風下へ、かつ、

熱により上方へ流動することを考慮した避難経路及び避難誘導経路の策

定を含む。）に関すること（危則第６０条の２第１項第１１号関係）。  

６  製造所等に休憩室、事務所等（以下この項において「休憩室等」とい

う。）が設けられている場合において、当該製造所等に係る予防規程の審

査等を行うに当たっては、第３項の規定によるほか、次の事項を予防規程

で明確にする必要があるものとすることに留意すること。（平成１４年２

月２６日付け消防危第３０号通知）  

(１ ) 休憩室等を使用する者の数を必要最小限とするための措置その他の

休憩室等の内部へ係員以外の者をみだりに出入りさせないための措置の

適切な実施に関すること。  

(２ ) 火災等の災害その他非常の事態が発生した場合において、休憩室等

の内部に滞在する者が消火、通報、避難その他の非常時の措置を講ずる

ことができる適正な体制の確保に関すること。  

７  給油取扱所、製造所及び一般取扱所で地下タンクを有するもの並びに地

下タンク貯蔵所（この項において「給油取扱所等」という。）で、当該給

油取扱所等の危険物取扱者の立会いを伴わず移動タンク貯蔵所に乗務する

危険物取扱者のみで当該移動タンク貯蔵所から当該給油取扱所等へのガソ

リン、灯油、軽油及び重油の荷卸し（以下「単独荷卸し」という。）が行

われるものの予防規程の審査等を行うに当たっては、第３項の規定による

ほか、次の事項に留意すること。（平成１７年１０月２６日付け消防危第

２４５号通知、平成３０年３月３０日付け消防危第４４号通知）  

(１ ) 単独荷卸しが行われる給油取扱所等の予防規程は、次の項目が網羅

されるように策定される必要があること。なお、予防規程を定める義務

を有しない給油取扱所等で、単独荷卸しが行われるものにあっては、当

該給油取扱所等に係る予防規程に準じた計画書を定め、次の項目につい

て明らかにする必要があること。（◆）  

ア  単独荷卸しが行われる給油取扱所等の危険物保安監督者及び従業員

に対する教育に関すること。  

イ  給油取扱所等に設置する単独荷卸しに係る安全対策設備の維持管理

に関すること。  

ウ  単独荷卸しの実施に関すること。  

エ  単独荷卸しの実施時において、事故等の異常事態が発生した場合の

対応に関すること。  

オ  単独荷卸しの仕組み（給油取扱所等に設置する安全対策設備、運送

業者及び給油取扱所等に石油を供給・販売し、かつ、運送業者に石油

を移送させる者（次号において「石油供給者」という。）が実施すべ
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き事項等）に関すること。  

カ  単独荷卸しの実施時における給油取扱所等の危険物保安監督者及び

従業員の体制に関すること。  

(２ ) 給油取扱所等の予防規程（前号の予防規程に準じた計画書を含む。）  

には、次の書類を添付すること。  

ア  石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者の構築した単独荷卸

しの仕組みを記載した書類  

イ  当該給油取扱所等において、単独荷卸しを実施する運送業者名  

ウ  石油供給者又は自ら単独荷卸しを行う運送業者が、単独荷卸しの仕

組みに基づき、単独荷卸しを実施することを当該給油取扱所等に対し

て確約した書類（この内容が明らかにされている契約書等を含む。）  

８  危令第１５条第３項の航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するため

の給油設備を備えた移動タンク貯蔵所（以下「給油タンク車」という。）

を用いて給油する給油取扱所の予防規程には、給油タンク車を用いて給油

する旨を明記すること。（平成１８年４月２５日付け消防危第１０６号通

知）  

９  危険物から水素を製造するための改質装置を用いる製造所等の予防規程

の審査等を行うに当たっては、第３項の規定によるほか、当該改質装置の

暖機運転時の遠隔監視に係る次の事項を予防規程で明確にする必要がある

ものとすることに留意すること。（平成２４年５月２３日付け消防危第

１４０号通知）  

(１ ) 監視及び制御を行う場所に関すること。  

(２ ) 監視及び制御を行う体制に関すること。  

(３ ) 火災等の緊急時における連絡体制（消防機関への通報を含む。）及  

び対応体制に関すること。  

(４ ) 火災等の緊急時における連絡及び対応についての訓練に関すること。  

１０  予防規程のうち、製造所等の地震・津波対策に係る部分の策定につい

ては、次によるものとする。（平成２４年８月２１日付け消防危第１９７

号通知）  

(１ ) 平成２５年３月に香川県から示された南海トラフ地震（最大クラス

の地震）の津波浸水想定図において、津波による浸水が想定された地域

に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者（以下この項において

「所有者等」という。）が定める予防規程には、危則第６０条の２第１

項第１１号の２に定める事項のうち、地震に伴う津波が発生し、又は発

生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置

等に関すること（以下この項において「津波に係る事項」という。）を

記載するものとする。なお、当該津波浸水想定図が見直された場合は、

対象となる製造所等についてもその都度見直すものとする。  

(２ ) 津波に係る事項は、次のアからキまでに掲げる事項とし、その詳細
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は、当該アからキまでに定めるとおりとする。なお、予防規程の策定に

当たっては、製造所等の実態に即して必要な対策を具体化しながらこれ

を明確に規定するよう作業を進めることが重要であることを考慮し、そ

の詳細を予防規程とは別のマニュアルに記載し、予防規程の中で当該  

マニュアルを引用することも可能であるものとする。  

ア  従業員等への連絡方法に関する事項  設備の破損、停電、浸水等に

より通常使用している通信機器等が使用できない場合も考慮した上で、

津波警報等が発令されたこと、津波が発生するおそれのある状況であ

ること、津波到達予想時刻、津波高さその他の津波に関する情報を津

波襲来の切迫性も含めて従業員等へ伝達する方法を明確にすること。  

イ  従業員等の安全確保等に係る対応に関する事項  地盤の液状化、構

造物の破損、収容人員等を考慮した従業員等の避難経路、避難場所、

避難方法等を明確にすること。  

ウ  施設の緊急停止の方法、手順等に関する事項  次に掲げる事項につ

いて、明確にすること。  

(ア ) 設備の破損、停電又は浸水が発生した場合の対応に関する事項  

(イ ) 従業員等が確実に避難を完了するための時間を考慮した津波襲

来までの時間に応じた対応に関する事項  

(ウ ) 施設の緊急停止に伴い危険物を取り扱う装置等での異常反応や

圧力上昇等により火災、危険物の流出等の事故が発生することがな

いよう、施設における危険物の貯蔵又は取扱いの工程（プロセス）

に応じてとるべき対応に関する事項  

(エ ) 施設の緊急停止に係る設備等が作動しない場合又は操作できな

い場合の対応に関する事項  

エ  施設の緊急停止等の実施体制  次に掲げる事項について、明確にす

ること。  

(ア ) 短時間で効果的に施設の緊急停止等を行うための判断基準、権

限及び従業員の役割に関する事項  

(イ ) 夜間、休日その他従業員の少ない時間帯における施設の緊急停

止等の実施体制に関する事項  

オ  屋内貯蔵所、屋外貯蔵所及び移送取扱所にあっては、これらの特性

に応じた応急対策に関する事項  次の (ア )又は (イ )に掲げる事項につ

いて明確にすること。  

(ア ) 屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所にあっては、危険物を収納した容器

等の漂流を防止するための屋内貯蔵所の扉等の閉鎖や門扉の閉鎖等

の措置に関する事項  

(イ ) 移送取扱所にあっては、ポンプの停止及び緊急遮断弁（現地で

操作するものを含む。）の閉止並びに関連事業所との連絡調整等の

対応に関する事項  
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カ  従業員への教育及び訓練に関する事項  アからオまでに掲げる事項

についての従業員への教育及び定期的な訓練について明確にすること。  

キ  入構者に対する周知に関する事項  従業員以外の入構者に対して周

知するべき避難に係る事項の内容及びその周知の方法について明確に

すること。  

(３ ) 予防規程で津波に係る事項を定める必要がある屋外タンク貯蔵所に  

あっては、前２号の規定によるほか、次によること。  

ア  屋外タンク貯蔵所の所有者等は、津波浸水深、タンクの自重、タン

クの内径、貯蔵する危険物の重量等を踏まえ、具体的な被害予測を

行った上で、屋外タンク貯蔵所の津波対策に関する事項について予防

規程に定めること。この場合において、消防庁ホームページにおいて

提供されている屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツールを

活用して予防規程を作成すること。なお、当該ツールの使用方法につ

いては、「屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツールの提供

について」（平成２４年８月１日付け消防危第１８４号通知）の別添

「屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツールに係る利用マ

ニュアル」を参照すること。  

イ  次の (ア )又は (イ )に掲げる屋外タンク貯蔵所の予防規程には、当該

(ア )又は (イ )に定める事項を盛り込むこと。この場合において、 (ア )

に掲げる屋外タンク貯蔵所の予防規程を作成するに当たっては、従業

員等への連絡方法、弁の閉止作業に伴う他の施設への影響、弁の閉止

作業に要する時間等について具体的な検討を行うこと。  

(ア ) タンク底板から３メートル以上の津波浸水が想定された特定屋

外タンク貯蔵所（配管とタンクとの結合部分の直近にタンク内の危

険物が配管に逆流することを防止する弁（逆止弁）が設けられてい

るもの、危険物の受入れ及び払出しを屋根上から行う屋外タンク貯

蔵所のようにその配管が最高液面高さよりも上部に設けられている

ものその他津波により配管が破損した場合においてタンクに貯蔵さ

れた危険物が配管の破損箇所から流出するおそれがないものを除

く。）  配管を通じた当該タンクからの危険物の流出を防止する次

のいずれかの措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置に関す

る事項  

ａ  津波が到達する時刻及び従業員等の避難を考慮した上で、休

日・夜間を問わずに従業員がタンク元弁を手動で閉止できる体制

を構築する措置  

ｂ  予備動力源（地震時においても有効に機能を発揮することが推

定できるものに限る。）が確保された遠隔操作によって閉鎖する

機能を有する弁（緊急遮断弁等）を配管とタンクとの結合部分の

直近に設置する措置  
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(イ ) 特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所  津波被害シ

ミュレーションの結果を踏まえた、可能な限り危険物の流出を最小

限にとどめるための具体的な対策に関する事項  

１１  タブレット端末その他携帯型の電子機器（以下「携帯型電子機器」と

いう。）を使用する給油取扱所の予防規程の審査等を行うに当たっては、

第３項の規定によるほか、次の事項を当該給油取扱所の予防規程に定め

る必要があり、かつ、携帯型電子機器の防爆構造又はその規格の適合性

を確認するために使用する携帯型電子機器の仕様書等を予防規程に添付

する必要があるものとすることに留意すること。（平成３０年８月２０

日付け消防危第１５４号通知）  

(１ ) 携帯型電子機器の仕様及び当該携帯型電子機器への保護装置に関す  

ること。  

(２ ) 携帯型電子機器の用途及び管理体制並びに当該携帯型電子機器を使  

用する場所に関すること。  

(３ ) 携帯型電子機器の使用中に火災等の災害が発生した場合に講ずべき  

措置に関すること。  

１２  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所で、可搬式の制御機器を使用す

るものの予防規程の審査等を行うに当たっては、第３項の規定によるほ

か、次の事項を予防規程に定める必要があり、かつ、可搬式の制御機器

の防爆構造又はその規格の適合性を確認するために使用する可搬式の制

御機器の仕様書等を予防規程に添付する必要があるものとすることに留

意すること。（令和２年３月２７日付け消防危第８７号通知）  

(１ ) 可搬式の制御機器の仕様及び当該可搬式の制御機器の落下を防止す  

るための措置に関すること。  

(２ ) 可搬式の制御機器の使用時に火災等の災害が発生した場合に講ずべ

き措置に関すること。  

(３ ) 火災等が発生した場合における初期消火の体制（消火設備の配置を

含む。）に関すること。  

(４ ) 火災等が発生した場合における応急対応その他可搬式の制御機器を  

使用する上で必要な事項についての教育及び訓練に関すること。  

１３  屋外での物品の販売等の業務を行う給油取扱所の予防規程の審査等を

行うに当たっては、第３項の規定によるほか、次の事項を当該給油取扱

所の予防規程に定める必要があるものとすることに留意すること。（令

和２年３月２７日付け消防危第８８号通知）  

(１ ) 次に掲げる出火・延焼防止に関する事項  

ア  裸火その他火気の使用の制限及び可燃性の蒸気が滞留するおそれの  

ある場所での防爆構造を有しない電気機器の使用の制限に関すること。  

イ  防火塀の高さ以上に物品を積み重ねることの禁止その他の防火塀の

周辺において物品の展示等を行う場合における延焼拡大の危険性を増
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大させないための当該物品の管理に関すること。  

ウ  消火器その他消火設備の使用の妨げとなる場所での物品の展示等の

禁止に関すること。  

(２ ) 危険物の取扱作業に支障とならない物品の配置、移動その他物品の

管理に関する事項  

(３ ) 物品の配置を考慮した火災時における避難経路及び避難誘導等に関  

する事項  

(４ ) 人及び車両の通行に支障を来さない物品の配置その他人及び車両の  

適切な動線の確保に関する事項  

１４  ドライコンテナにより危険物を貯蔵する屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所の

予防規程の審査等を行うに当たっては、第３項の規定によるほか、次の

事項を当該屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所の予防規程に定める必要があるも

のとすることに留意すること。（令和４年１２月１３日付け消防危第

２８３号通知）  

(１ ) ドライコンテナは、それ自体を輸送することを目的として保管して

いるものであり、倉庫として物品を出し入れする等の目的外使用はしな

いこと。  

(２ ) ドライコンテナは常時施錠され、屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所内で開  

封することがないこと。  

(３ ) ドライコンテナを積み重ねる場合は、同じ類の危険物を収納するも

のに限ることとし、かつ、地盤面から当該ドライコンテナの頂部までの

高さが６メートルを超えないこと。  

(４ ) ドライコンテナ外部の見やすい箇所に、当該ドライコンテナ内に収

納している危険物の品名、危険等級、化学名（第４類の危険物のうち水

溶性の性状を有するものにあっては化学名及び「水溶性」）、数量及び

危険物に応じた「火気厳禁」、「禁水」等の注意事項の表示が行われて

いること。  

(５ ) ドライコンテナを複数置く場合は、その相互間に点検等のための間  

隔を設けること。  

１５  情報提供型ＡＩシステムを導入する顧客に自ら給油等をさせる給油取

扱所の予防規程の審査等を行うに当たっては、第３項の規定によるほか、

ガイドライン（Ｖｅｒ．１）に基づき、次の各号に掲げる事項を予防規

程で明確にする必要があるものとすることに留意すること。（令和５年

５月１５日付け消防危第１２４号通知）（◆）  

(１ ) 従業員が給油許可監視を実施する体制が確保されていること。  

(２ ) ＡＩシステムによる監視の対象となる給油レーンを利用する顧客に  

対し、給油レーンへの標示、ポスターの掲示、固定給油設備の画面表示  

又は音声案内等の方法により、ＡＩによる監視の事実が周知されている  

こと。  
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(３ ) ＡＩシステムが正常な情報を従業員に提供できない状態にあるとき  

は、従業員がその状態を認識し、直ちにＡＩシステムの使用を停止でき  

る体制となっていること。  

１６  専用タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器

への詰め替えを行う給油取扱所の予防規程の審査等を行うに当たっては、

第３項の規定によるほか、危則第６０条の２第１項第８号の４の専用

タンクへの危険物の注入作業が行われているときに給油又は容器への詰

め替えが行われる場合の当該危険物の取扱作業の立会い及び監視その他

保安のための措置として、次に掲げる業務を同時に行った場合に、いず

れの業務もおろそかにならないような具体的な対応方法等を予防規程で

明確にする必要があるものとすることに留意すること。（令和６年２月

２９日付け消防危第４０号通知）  

(１ ) 専用タンクへの危険物の注入作業（単独荷卸しによるものを除く。）  

の立会い  

(２ ) 給油又は詰め替え等の危険物取扱い作業  

(３ ) 危険物取扱者以外の従業員又は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱

所の顧客が行う給油又は詰め替え等の危険物取扱い作業に対する立会い

又は監視  

１７  給油の業務が行われていないときに係員以外の者が出入りする給油取

扱所の予防規程の審査等を行うに当たっては、第３項の規定によるほか、

次に掲げる事項を予防規程で明確にする必要があるものとすることに留

意すること。（令和６年２月２９日付け消防危第４０号通知）  

(１ ) 危則第６０条の２第１項第８号の５の緊急時の対応としての緊急連  

絡先、事故時の具体的な措置、指示事項等  

(２ ) 危則第６０条の２第１項第８号の５の保安のための措置として危則

第４０条の３の６の２各号の具体的な措置のほか、次に掲げる措置（祭

礼やイベント等により一時的に給油取扱所を利用する場合にあっては、

あらかじめ利用目的及び利用者数を明確にした上で講じたものに限る。）  

ア  不必要な物件が放置されないようにするための管理を徹底すること。  

イ  裸火（災害時等において、可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場

所で使用する発電機等を除く。）の使用を禁止すること。  

ウ  消火器その他の消防用設備等を適切に設置に関すること。  

エ  不特定多数の者の利用に供する場合における利用者数の管理及び避

難経路の確保を行うこと。  

オ  給油取扱所の関係者が不在となる場合における任意の消火器等の設

置、給油取扱所の関係者による緊急時の対応に係る体制の確保、給油

取扱所に出入りする係員以外の者による防火管理体制の確保、責任の

所在の明確化その他火災予防上及び危険物の保安上の措置を講ずるこ

と。   

146



第３章  製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準  

第１節  総則  

第１  趣旨  

 この章は、設置許可申請、変更許可申請その他の製造所等に係る申請の

審査を行うに際して当該審査の基準となる、危令第３章並びに危則第３章

及び第４章に定めるところによる製造所等の位置、構造及び設備並びに消

火設備、警報設備及び避難設備の技術上の基準の解釈その他これらを運用

するに当たって必要な事項を定めるものとする。  

第２  共通基準  

 危令、危則及び危告示に特に定めのある場合を除くほか、製造所等の位

置、構造及び設備に関する技術上の基準のうち共通する事項については、

次のとおりとする。  

１  保安距離（危令第９条第１項第１号本文（危令第１０条第１項第１号

（同条第２項においてその例による場合を含む。）、危令第１１条第１項

第１号及び第１号の２（同条第２項においてその例による場合を含む。）

並びに危令第１６条第１項第１号（同条第２項においてその例による場合

を含む。）においてその例による場合並びに危令第１９条第１項において

準用する場合を含む。）及び危則第２８条の１６第２号（危則第２８条の

１９第４項及び第２８条の２１第４項において準用する場合を含む。）に

規定する距離をいう。以下同じ。）については、次によること。  

(１ ) 保安距離は、危令第９条第１項第１号イからヘまでに掲げる建築物

等（以下「保安物件」という。）から製造所等の外壁又はこれに相当す

る工作物の外側までの間に水平距離により保つものとし、その外壁又は

これに相当する工作物の外側に係る解釈は、次によること。（昭和３７

年４月６日付け自消丙予発第４４号質疑、昭和５７年５月１１日付け消

防危第５７号質疑）  

ア  製造所等が建築物の場合は、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱

の中心線をいうものと解するものとする。ただし、当該建築物に軒、

ひさし、はね出し縁その他これらに類するもの（以下このアにおいて

「軒等」という。）がある場合は、次によること。  

(ア ) 軒等の下に当該製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関

係する用途がある場合は、軒等の先端をいうものと解するものとす

る。  

(イ ) 軒等の下に当該製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関

係する用途がない場合は、次によること。  

ａ  建築物の外壁から軒等の先端までの水平距離が１メートル以上

である場合にあっては、軒等の先端をいうものと解するものとす

る。  

ｂ  建築物の外壁から軒等の先端までの水平距離が１メートル未満
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である場合にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の

中心線をいうものと解するものとする。  

イ  製造所等の周囲に当該製造所等に関連する附帯設備、装置等が存す

る場合にあっては、当該附帯設備、装置等（附帯設備、装置等の直下

の地盤面の周囲に囲いが設けられている場合にあっては、当該囲い）

の最も外側を外壁又はこれに相当する工作物の外側に含むものとする。

ただし、当該附帯設備、装置等が危険物を取り扱うものでなく、かつ、

保安物件に影響を及ぼすおそれのないものである場合は、この限りで

ない。（◆）  

(２ ) 保安距離は、製造所等が保安物件に対して保たなければならないも

のであり、保安物件が製造所等に対して保有すべきものではないことに

留意すること。（昭和４１年２月１２日付け自消丙予発第２４号質疑）  

(３ ) 保安物件のうち、危令第９条第１項第１号イに掲げるものについて

は、次によること。  

ア  工作物で住居の用に供するものとは、専用住宅、共同住宅、店舗併

用住宅、作業所併用住宅等利用者が継続的に居住する建築物その他こ

れらに類する建築物をいうものとし、これには台船、廃バスその他こ

れらに類するもので住居の用に供されるものを含むものとする。  

イ  従業員が交代で宿直する室（宿直員の自炊のための厨房、火気使用

器具その他これらに類するものを常備する室を含む。）その他これに

類する用途に供される室は、危令第９条第１項第１号イの住居の用に

供するものとは解しないものとする。（昭和３７年４月６日付け自消

丙予発第４４号質疑）  

ウ  住宅と同一の敷地内に存する倉庫は、危令第９条第１項第１号イの

住居の用に供されるものではないと解するものとする。（昭和３７年

４月６日付け自消丙予発第４４号質疑）  

(４ ) 保安物件のうち、危令第９条第１項第１号ロに掲げるものについて

は、次によること。  

ア  学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設とは、直接多数の

人を収容し得る用途に供する建築物（学校にあっては教室のほか体育

館、講堂等を、病院にあっては病室のほか手術室、診察室等を含む。）

をいうものとし、これには当該建築物に附属する倉庫、機械室、部室

その他直接多数の人を収容し得る用途に供されない施設を含まないも

のとする。  

イ  危則第１１条第３号のその他これらに類する施設には、観覧場及び

集会場を含むものとし、百貨店その他これに類するものを含まないも

のとする。（昭和５１年９月２２日付け消防危第５６号質疑）  

(５ ) 保安物件のうち、危令第９条第１項第１号ニに掲げるもの又は危告

示第３２条第２号に掲げるもの（以下この号において「高圧ガス施設」
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という。）に係る解釈については、次によること。  

ア  製造所等と高圧ガス施設との間には、原則として保安距離を保つ必

要がある。ただし、高圧ガス施設と製造所等とが不可分の工程にある

場合その他危険物及び高圧ガスの種類、周囲の地形、取扱いの実態等

の状況から判断して両者の間に保安距離を保たなくても火災予防上支

障がないと認められる場合は、危令第２３条の規定を適用し、保安距

離を保たないことができるものとする。（昭和３７年４月６日付け自

消丙予発第４４号質疑、昭和３８年１０月３日付け自消丙予発第６２

号質疑）  

イ  前アの規定によるほか、高圧ガス施設と製造所等との間に壁を設け

ること等により防火上安全であると認められる場合は、危令第２３条

の規定を適用し、保安距離を減免することができるものとする。この

場合において、高圧ガス施設と製造所等との間に設ける壁は、次の

(ア )から (ウ )までに適合するものであること。（昭和３７年１２月

２０日付け自消丙予発第１４３号質疑）  

(ア ) 耐 火 構 造 の 構 造 方 法 を 定 め る 件 （ 平 成 １ ２ 年 建 設 省 告 示 第

１３９９号）第１第１号に適合する壁であること。  

(イ ) 高さは、２メートル以上とし、火災等が発生した場合に製造所

等を有効に防護できるものであること。  

(ウ ) 製造所等の保有空地内に設けないこと。ただし、製造所等が保

有空地を有しない場合は、壁を製造所等に近接して設けることがで

きるものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造所等   

保有空地  
高圧ガス  

施設  

保有空地の外側に壁を設ける。  

例図１  
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ウ  建築物の一部に製造所等及び高圧ガス施設が存する場合は、当該製

造所等と当該高圧ガス施設との間に保安距離を有する必要はないが、

当該製造所等と当該高圧ガス施設とが隣接するときは、これらの間に

前イ (ア )に規定する壁を設けること。（◆）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  桟橋に設置された一般取扱所及び高圧ガス施設がそれぞれ配管によ

る船舶に係る荷役施設であり、かつ、危険物の荷役と高圧ガスの荷役

が同時に行われない場合は、危令第２３条の規定を適用し、当該一般

取扱所と高圧ガス施設との間に保つ保安距離を維持管理上必要な距離

とすることができるものとする。（昭和５７年３月３１日付け消防危

第４３号質疑）  

ウ  危則第１２条第１号及び危告示第３２条第２号に規定する移動式製

造設備が常置される施設とは、いわゆる高圧ガスのバルクローリーの

ように移動式製造設備及び高圧ガスを運搬するための容器の双方を固

定した車両が常置される車庫等をいうものとする。なお、危則第１２

条第２号及び危告示第３２条第２号に規定する貯蔵所において、高圧

高圧ガス  

施設  

壁を設ける。

 
 
 

 

製造所等  耐火構造の壁  

例図３  

製造所等  

高圧ガス  

施設  

壁を製造所等に近接して設けることができる。  

例図２  

製造所等以外の部分  
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ガスの製造のための設備が移動式製造設備である高圧ガスの製造のた

めの施設により高圧ガスの貯蔵がなされる場合には、当該貯蔵所から

製造所等までの間に保安距離を保つ必要があることに留意すること。

（平成１０年３月４日付け消防危第１９号通知）  

(６ ) 危令第９条第１項第１号ホ及びヘに規定する特別高圧架空電線を既

設の製造所等の上空に設置する場合は、当該製造所等の周囲に当該特別

高圧架空電線から製造所等を保護するための措置を講ずることとしても、

危令第２３条の規定の適用による保安距離の特例は認められないものと

する。（昭和５３年４月１３日付け消防危第４８号質疑）  

(７ ) 危令第９条第１項第１号ただし書（危令第１０条第１項第１号（同

条第２項においてその例による場合を含む。）、危令第１１条第１項第

１号及び第１号の２（同条第２項においてその例による場合を含む。）

並びに危令第１６条第１項第１号（同条第２項においてその例による場

合を含む。）においてその例による場合並びに危令第１９条第１項にお

いて準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定の取扱い

については、次によること。  

ア  保安物件のうち、危令第９条第１項第１号イからハまでに掲げるも

の（以下この号において「住宅等」という。）に近接して新たに製造

所等を設置する場合において、保安距離の短縮を行うために危令第９

条第１項第１号ただし書の規定を適用することはできないものとする。

（昭和３９年９月３０日付け自消丙予発第１０７号質疑）（◆）  

イ  危令第９条第１項第１号ただし書の規定は、製造所等の設置後に、

当該製造所等の周辺に新たに住宅等が設置されたことにより保安距離

を確保することができなくなった場合に限り、適用するものとする。

（◆）  

ウ  危令第９条第１項第１号ただし書の規定の適用により保安距離から

減ずることのできる距離は、指定数量の倍数が１０以下の製造所等に

あっては当該製造所等に係る保安距離の２分の１以下、かつ、住宅等

の位置が当該製造所等の保有空地内とならない距離と、指定数量の倍

数が１０を超える製造所等にあっては当該製造所等に係る保安距離の

３分の１以下、かつ、住宅等の位置が当該製造所等の保有空地内とな

らない距離とする。  

エ  危令第９条第１項第１号ただし書に規定する防火上有効な塀（以下

この号において「塀」という。）については、次によること。（昭和

３７年４月６日付け自消丙予発第４４号質疑）  

(ア ) 塀は、原則として保有空地の外側に設けること。  

(イ ) 塀の高さは、次により計算すること。なお、計算に用いる記号

等については、次のとおりとする。  
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Ｄ：  製造所等と住宅等との間隔  

Ｈ：  住宅等の軒高  

ａ：  次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる高

さ  

区分  高さ  

住 宅 等 に 面 す る 側 の 壁 を 耐 火 構 造 と し 、 か

つ、当該壁に開口部を有しない、又は当該壁

に存する開口部に特定防火設備が設けられて

いる製造所、屋内貯蔵所又は一般取扱所  

軒高  

住 宅 等 に 面 す る 側 の 壁 を 耐 火 構 造 と し 、 か

つ、当該壁に存する開口部に特定防火設備が

設けられていない製造所、屋内貯蔵所又は一

般取扱所  

地盤面から左欄の開口

部の下端までの高さ  

住宅等に面する側の壁を耐火構造としていな

い製造所、屋内貯蔵所又は一般取扱所  

地盤面（ａ＝０）  

周囲に高さ２メートル以上の塀又は壁が設け

られている一般取扱所（容器詰め替えを行う

一般取扱所）  

左欄の塀又は壁の高さ  

屋 外 に あ る 危 険 物 を 貯 蔵 し 、 又 は 取 り 扱 う

タンクで縦置型のもの  

タンクの高さ  

屋 外 に あ る 危 険 物 を 貯 蔵 し 、 又 は 取 り 扱 う

タンクで横置型のもの  

地盤面から防油堤の上

部までの高さ  

（タンク内部の蒸気を

上部に放出する構造の

ものにあっては、地盤

面からタンク頂部まで

の高さ）  

屋外貯蔵所  地盤面（ａ＝０）  

 

 

ｄ：  製造所等と塀との間隔  

ｈ：  塀の高さ  

Ｐ：  次表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる    

係数  
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ａ  Ｈ≦ＰＤ２＋ａの関係にあるときは、住宅等が延焼限界外にあ

るため、塀の高さは２メートルとする。  

ｂ  Ｈ＞ＰＤ２＋ａの関係にあるときは、住宅等が延焼限界内にあ

るため、当該住宅等が延焼限界外となるように、塀の高さは２

メートル以上となるようにすること。この場合において、塀の高

さは、次の式により求めること。  

ｈ＝Ｈ－Ｐ（Ｄ２―ｄ２）  

ｃ  前ｂに規定するところにより計算した塀の高さが２メートル未

満となる場合にあっては、塀の高さは、２メートルとすること。  

ｄ  ｂに規定するところにより計算した塀の高さが４メートル以上

となる場合にあっては、塀の高さは、４メートルとするとともに、

区分  Ｐの数値  

住宅等のうち、木造のもの  

０．０４  
住宅等のうち、防火構造又は耐火構造であり、か

つ、製造所等に面する部分の開口部に防火設備が設

けられていないもの  

住宅等のうち、防火構造であり、かつ、製造所等に

面する部分の開口部に防火設備が設けられているも

の  
０．１５  

住宅等のうち、耐火構造であり、かつ、製造所等に

面する部分の開口部に防火設備が設けられているも

の  

住宅等のうち、耐火構造であり、かつ、製造所等に

面する部分に開口部がないもの又は当該部分の開口

部に特定防火設備が設けられているもの  

∞  

製造所等  

保安物件  
Ｈ  

ｈ  

ｄ  

Ｄ  

塀  

延焼危険範囲  

延焼限界曲線  

ａ  
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次の (ａ )から (ｃ )までに定めるところによること。  

(ａ ) 第５種の消火設備を設置しなればならない製造所等に塀を

設ける場合にあっては、第４種の消火設備を１個以上設けるこ

と。  

(ｂ ) 第４種の消火設備を設置しなればならない製造所等に塀を

設ける場合にあっては、第１種、第２種又は第３種の消火設備

（以下このｄにおいて「固定消火設備」という。）のうち、当

該製造所等の火災の消火に適応するものとされるものを設ける

こと。  

(ｃ ) 固定消火設備を設置しなればならない製造所等に塀を設け

る場合にあっては、第４種の消火設備を当該製造所等の各部分

から一の第４種の消火設備に至る歩行距離が３０メートル以下

となるように設けること。  

オ  塀の幅は、製造所等の住宅等に面する各部分を中心とし、危令第９

条第１項第１号本文（危令第１０条第１項第１号（同条第２項におい

てその例による場合を含む。）、危令第１１条第１項第１号及び第１

号の２（同条第２項においてその例による場合を含む。）並びに危令

第１６条第１項第１号（同条第２項においてその例による場合を含

む。）においてその例による場合並びに危令第１９条第１項において

準用する場合を含む。）の規定により当該部分から当該住宅等までの

間に保つ必要がある保安距離を半径とした円弧を描いたときに、当該

円弧内に入る当該住宅等の各部分が当該製造所等から水平で見通せな

いものとすること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  保有空地については、次によること。  

(１ ) 保有空地は、原則として設置者が所有権、地上権、賃借権、借地権

製造所等の住宅等に面する部分から当該住宅等までの水平距離  

製 造 所 等  

１階  

部分  

塀  

２階  

部分  

L₁：１階部分に対応する高さの塀を設ける。  

 

塀の幅 L₂  

塀の幅 L₁  

L₂：２階部分に対応する高さの塀を設ける。  
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等を有する土地に保有するものとする。ただし、保有空地について所有

権、地上権、賃借権、借地権等を取得できない場合は、契約を締結する

こと等により、当該保有空地に係る土地について法律上空地である状態

の継続が担保されれば足りるものとする（昭和３７年４月６日付け自消

丙予発第４４号質疑）。なお、分社化に伴い、保有空地の一部又は全部

を自社が保有しなくなる場合であっても、関連する複数の事業所の管理

が従来どおり一体となって行われるときは、新たに保有空地に係る土地

の所有権、地上権、貸借権、借地権等を得る必要はないものであること。  

(２ ) 保有空地の設定等については、次によること。（◆）  

ア  保有空地は、危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物

の周囲に連続して設けるものとする。  

イ  危令第９条第１項第２号の危険物を取り扱う建築物その他の工作物

（危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。）

に係る解釈は、前項第１号（イただし書に係る部分を除く。）の規定

の例によること。  

(３ ) 保有空地の状態は、消防活動の用に供される場所であることから、

堅固で平たんなものであり、かつ、その範囲内には、原則として物件が

存在しないものであること。  

(４ ) 前号の規定にかかわらず、側溝等（深さ０．５メートル以下のもの

に限る。）及び基礎、足場等（高さ０．５メートル以下のものに限る。）

のうち、消防活動上支障がないと認められるものにあっては、保有空地

内に設けることができるものとする。  

(５ ) 同一の敷地内に２以上の製造所等を隣接して設置する場合は、その

相互間の保有空地は、それぞれが保つべき空地のうち大きい空地の幅を

保有することをもって足りるものとする。ただし、屋外タンク貯蔵所と

屋外タンク貯蔵所以外の製造所等が隣接する場合にあっては、当該屋外

タンク貯蔵所の防油提が当該屋外タンク貯蔵所以外の製造所等の保有空

地にかからないようにすること。（◆）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６ ) 保有空地は製造所等の一部であるが、危険物の貯蔵又は取扱いはで

きない場所であるので、留意すること。  

屋外  

タンク  

貯蔵所  

防油提  

製造所  

屋内  

貯蔵所  

防油堤は、製造所の保有空地に  

かからないこと。  

９ ｍ  

５ ｍ  
５ ｍ  

３ ｍ  
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(７ ) 危令第９条第１項第２号（危令第１９条第１項において準用する場

合を含む。）及び危令第１１条第１項第２号（危令第１１条第２項にお

いてその例による場合を含む。）のその他これに準ずる工作物とは、製

造所、屋外タンク貯蔵所及び一般取扱所に係る次に掲げるものとする。

（◆）  

ア  ベルトコンベア等  

イ  消火用配管  

ウ  散水用配管  

エ  冷却用配管、加熱用配管その他ユーティリティ配管  

オ  電気設備用配管  

(８ ) 保有空地の中に設ける危険物を移送するための配管その他これに準

ずる工作物は、消防活動に支障を来さないものであること。（◆）  

(９ ) 製造所及び一般取扱所において、次のア及びイのいずれにも適合し

ている場合には、危令第２３条の規定を適用し、当該製造所及び一般取

扱所の保有空地内に他の施設の配管を通過させることができるものとす

る。（平成１３年３月２９日付け消防危第４０号通知）  

ア  次に適合しており、消防活動等に支障がないと認められること。  

(ア ) 他の施設の配管が配管架台に整理して設置されていること。  

(イ ) 他の施設の配管が設置されている配管架台は、次のａ及びｂに

適合するものであること。  

ａ  配管架台の支柱、ブレース（筋交い）等が消防活動の支障とな

らないよう考慮して配管架台を設置することその他配管架台を消

防活動等に支障を来さない位置に設ける措置が講じられているこ

と。  

ｂ  危則第１３条の５第２号（ただし書を除く。以下このｂにおい

て同じ。）に定める措置又は保有空地内に存する配管架台全体を

包含するように配管架台に散水設備を設けることその他同号に定

める措置と同等以上と認められる措置が講じられていること。  

(ウ ) 他の施設の配管の流体は、次のａからｃまでに掲げるものと接

触した場合において、危険な反応を起こさないものであること。  

ａ  当該製造所及び一般取扱所において貯蔵し、又は取り扱う物質

ｂ  当該製造所及び一般取扱所に設置する消火設備の消火剤  

ｃ  保有空地内に存する当該製造所及び一般取扱所の配管の流体  

(エ ) 他の施設の配管の流体が液体の危険物（液状にして移送する固

体の危険物を含む。）である場合にあっては、配管架台の外側に、

消防活動に使用するための空地を確保する措置その他有効に消防活

動を行うことができる措置が講じられていること。  

イ  他の施設の配管の破損に伴い、当該配管に関連する施設が安全に停

止するための措置その他他の施設の配管が当該製造所及び一般取扱所

156



で発生した災害により破損した場合において、当該他の施設に火災又

は爆発等の悪影響を与えない措置が講じられていること。  

(10) 製造所等が海、川、広大な空地等に面する場合その他製造所等の外

部の立地条件が防火上安全である場合にあっては、危令第２３条の規定

を適用し、製造所等の保有空地の幅を減少することができるものとする。

（昭和３６年５月１０日付け自消甲予発第２５号通知）  

(11) 危令第９条第１項第２号ただし書（危令第１９条第１項において準

用する場合を含む。）の防火上有効な隔壁は、次により設けること。  

ア  隔壁は、耐火構造とすること。  

イ  隔壁には、窓を設けないこと。  

ウ  隔壁に開口部を設ける場合は、次によること。  

(ア ) 開口部は、作業工程上必要な最小限の大きさのものであること。  

(イ ) 開口部には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備

を設けること。ただし、随時開けることができる自動閉鎖の特定防

火設備を設けることができない場合は、温度ヒューズにより閉鎖し、

又は自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する特定防火

設備を設けることができるものとする。  

(12) 屋外タンク貯蔵所の保有空地内に新たに一般取扱所を設置しようと

する場合は、当該屋外タンク貯蔵所と当該一般取扱所との間に延焼防止

のための措置を講ずることとしても、危令第２３条の規定を適用し、当

該保有空地の幅の緩和をすることはできないものとする。（昭和４０

年１０月２２日付け自消丙予発第１６７号質疑、昭和４４年７月１７日

付け消防予第１９４号質疑）  

(13) 保有空地内をバレーボールコート、テニスコート等に利用すること

は、当該バレーボールコート、テニスコート等のネットを適宜取り外す

こととしても、認められないものとする。（昭和５１年７月１２日付け

消防危第２３－１１号質疑）  

(14) 屋外タンク貯蔵所の保有空地内に、一般高圧ガス保安規則（昭和

４１年通商産業省令第５３号）第６条第１項第８号の防液提その他の同

項第７号に規定する措置を講ずるために設けられるものを設置すること

は認められないものとする。（昭和５２年９月９日付け消防危第１３６

号質疑）  

(15) 保有空地内で行われる植栽は、次に掲げる基準に適合する場合に限

り、保有空地の効用を妨げないものと解するものとする。なお、本審査

基準の施行前に行われている植栽については、機会を捉えて次に掲げる

基準に適合させるように指導するものとする。（平成８年２月１３日

付け消防危第２７号通知）  

ア  保有空地内に植栽される植物は、一年を通じて葉に多くの水分を含

み、延焼を防止する効果を有すると認められる常緑の植物（常緑以外
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の草本類であって、適切な植え替えその他延焼媒体とならないための

維持管理が常に行われることが期待できるものを含む。）であって、

延焼の媒体とならず、かつ、消防活動に支障を来さない 矮
わ い

性の草本類

又は高さがおおむね５０センチメートル以下の樹木であること。ただ

し、防油提内で植栽が行われる場合にあっては、消防活動に支障を来

さない 矮
わ い

性の草本類に限るものとする。  

イ  植栽の範囲は、次に掲げる基準に適合するものであること。  

(ア ) 危険物の貯蔵、取扱いその他の製造所等で行われる作業の障害

とならないものであること。  

(イ ) 消防隊の進入、消火活動等の妨げとならないものであること。  

(ウ ) 消防水利からの取水等の障害とならないものであること。  

(エ ) 防災用の標識等の視認に支障を来さないものであること。  

(オ ) 製造所等の維持管理に支障を来さないものであること。  

(カ ) (ア )から (オ )までの規定によるほか、事業所の形態等を考慮し、

火災予防、延焼防止及び消防活動に支障を来さないものであること。  

ウ  植栽の維持管理の状況が次に掲げる基準に適合するものであること。  

(ア ) 植栽した植物が枯れて延焼媒体とならないように、かつ、植栽

した植物の成長により前イの規定を満足しないこととならないよう

に適正な維持管理が行われるものであること。  

(イ ) 延焼媒体となる落ち葉等の除去が常に行われるとともに、植え

替えを必要とする草本類等にあっては、適切に植え替えが実施され

るものであること。  

３  標識（危令第９条第１項第３号（危令第１９条第１項において準用する

場合を含む。）、危令第１０条第１項第３号（同条第２項及び第３項にお

いてその例による場合を含む。）、危令第１１条第１項第３号（同条第２

項においてその例による場合を含む。）、危令第１２条第１項第３号（同

条第２項においてその例による場合を含む。）、危令第１３条第１項第５

号（同条第２項及び第３項においてその例による場合を含む。）、危令第

１４条第３号、危令第１６条第１項第５号（同条第２項においてその例に

よる場合を含む。）、危令第１７条第１項第６号（同条第２項においてそ

の例による場合を含む。）若しくは危令第１８条第１項第２号（同条第２

項においてその例による場合を含む。）（以下この項において「危令第９

条第１項第３号等」という。）、危令第１５条第１項第１７号又は危則第

２８条の４４第１項の標識並びに同条第２項の位置標識及び注意標識をい

う。以下この項において同じ。）及び掲示板（危令第９条第１項第３号等、

危則第２８条の４４第１項、危令第１１条第１項第１０号ホ（危令第９条

第１項第２０号イ（危令第１９条第１項において準用する場合を含む。）、

危令第１１条第２項、危令第１２条第１項第９号（危令第９条第１項第  

２０号ロ（危令第１９条第１項において準用する場合を含む。）及び危令
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第１２条第２項においてその例による場合を含む。）及び危令第１３条第

１項第９号（危令第９条第１項第２０号ハ（危令第１９条第１項において

準用する場合を含む。以下この項において同じ。）、危令第１３条第２項

（危令第９条第１項第２０号ハ及び危令第１３条第３項（危令第９条第１

項第２０号ハにおいてその例による場合を含む。）においてその例による

場合を含む。）又は危令第１１条第１項第１０号の２ヲ（同条第２項、危

令第１２条第１項第９号の２（同条第２項においてその例による場合を含

む。）及び危令第１３条第１項第９号の２（同条第２項及び第３項におい

てその例による場合を含む。）においてその例による場合を含む。）の掲

示板をいう。以下この項において同じ。））については、次のとおり指導

するものとする。  

(１ ) 製造所等に出入りする者が容易に視認できる位置に設けるものとし、

製造所等の規模等により必要に応じて数箇所に設けること。（◆）  

(２ ) 材質は、耐候性及び耐久性を有するものとし、保有空地内に設ける

ときにあっては、原則として難燃材料（建基令第１条第６号に規定する

難燃材料をいう。以下同じ。）以上のものであること。（◆）  

(３ ) 標識及び掲示板の文字は、雨水等により容易に汚損又は消滅しない

ものであること。  

(４ ) 堅固な塀、壁、防火設備その他これらに類するものの一部（以下こ

の号において「塀等の一部」という。）を標識及び掲示のための板とし

て用いる場合は、当該塀等の一部に標識及び掲示板の内容を直接記載し、

又は必要な事項を記載したステッカー等を貼り付けることができるもの

とする。  

(５ ) 危則第１８条第１項第４号及び第５号の規定による貯蔵し、又は取

り扱う危険物に応じて設ける注意事項を表示した掲示板の概要は、次表

のとおり。  

 

類別  
貯蔵し、又は  

取り扱う危険物  
表示内容  掲示板の色  

第１類  

アルカリ金属の過酸化物  

又はこれを含有するもの  
禁水  地－青、文字－白  

アルカリ金属の過酸化物  

又はこれを含有するもの以

外のもの  

なし   

第２類  
引火性固体  火気厳禁  地－赤、文字－白  

引火性固体以外のもの  火気注意  地－赤、文字－白  

第３類  
自然発火性物品  

（アルキルアルミニウム、  
火気厳禁  地－赤、文字－白  
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(６ ) 製造所等に設ける標識及び掲示板の例は、次のとおりである。  

ア  給油取扱所、移動タンク貯蔵所及び移送取扱所以外の製造所等に

あっては、次に掲げる標識及び掲示板  

(ア ) 危則第１７条第１項の規定による標識  

(イ ) 危則第１８条第１項第２号の規定による掲示板  

(ウ ) 前号の掲示板  

イ  給油取扱所にあっては、次に掲げる標識及び掲示板  

(ア ) 危則第１７条第１項の規定による標識  

(イ ) 危則第１８条第１項第２号の規定による掲示板  

(ウ ) 前号の掲示板  

(エ ) 危則第１８条第１項第６号の規定による掲示板  

ウ  移動タンク貯蔵所にあっては、危則第１７条第２項の規定による標

識。なお、危令第１５条第１項第１７号の規定により、移動貯蔵タン

クには、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最

大数量を表示する設備を設けなければならないことに留意すること。  

エ  注入口及びポンプ設備にあっては、危則第１８条第２項の規定によ

る掲示板  

オ  移送取扱所にあっては、次に掲げる標識及び掲示板  

(ア ) 危告示第５５条第１号の規定による標識  

(イ ) 危告示第５５条第２号ロの規定による掲示板  

(ウ ) 危告示第５５条第２号ニの規定による掲示板  

(エ ) 危告示第５６条第１号及び第３号の規定による位置標識及び注  

意標識  

４  危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物の構造は、次によること。  

(１ ) 不燃材料については、次によること。  

ア  建基法第２条第９号に掲げる不燃材料のうちガラス以外のものとは、

不燃材料を定める件（平成１２年建設省告示第１４００号）各号に定

める建築材料のうち第１１号に定めるもの以外のものをいうことに留

意すること。  

イ  不燃材料でないパイプに鉄板を被覆したのみでは、不燃材料となら

アルキルリチウム、黄り  

ん等）  

禁水性物品  

（カリウム、ナトリウム、

アルキルアルミニウム、ア

ルキルリチウム等）  

禁水  地－青、文字－白  

第４類  全て  火気厳禁  地－赤、文字－白  

第５類  全て  火気厳禁  地－赤、文字－白  
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ないと解するものとする。（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第

４４号質疑）  

ウ  材料が商品名で記入され、不燃材料か否かが判断し難いものは、当

該材料に係る国土交通省の認定番号を確認し、不燃材料か否かの判断

をすること。この場合において、国土交通省の認定番号が確認できず、

なお判断が困難であるときは、高松市都市整備局建築指導課と協議の

上、当該材料が不燃材料か否かを判断するものとする。（◆）  

(２ ) 耐火構造については、建基法第２条第７号及び建基令第１０７条の

規定並びに耐火構造の構造方法を定める件（平成１２年建設省告示第

１３９９号）によること。  

(３ ) 危険物を取り扱う建築物（製造所又は一般取扱所の用に供するもの

に限る。）の壁のうち、危険物を取り扱う部分と耐火構造の床若しく

は壁又は随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備により区画

された危険物を取り扱わない部分に設ける間仕切壁については、危令

第２３条の規定を適用し、準不燃材料（建基令第１条第５号に規定す

る準不燃材料をいう。以下同じ。）を用いることができるものとする。

（平成９年３月２６日付け消防危第３１号通知）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４ ) 建築物の延焼のおそれのある範囲は、次によること。  

ア  延焼のおそれのある外壁（危令第９条第１項第５号若しくは第７号

（危令第１９条第１項において準用する場合を含む。）、危令第１０

条第１項第６号若しくは第８号（同条第２項においてその例による場

合を含む。）若しくは同条第２項第３号、危令第１２条第１項第１２

号若しくは第１４号又は危則第１３条の６第３項第４号若しくは第５

号、危則第１６条の２の４第２項第４号若しくは第５号、危則第１６

条の２の５第２項第２号、危則第１６条の２の８第２項第２号、危則

第２２条の２の３第３項第４号ハ、危則第２８条の５５第２項第４号、

危険物を取り扱う

部分  

事務室  

梱包室  
組立て  

作業室  

危険物を取り扱う部分  

 
耐火構造の壁  

（自閉式の特定防火設備を  

含む。）  

間仕切壁  

（不燃材料又は準不燃材料）  

保有空地  
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２  

θ 2 
２  

θ 2 
θ 1 

３ｍ  
（５ｍ）  

 

Ａ棟  

θ 1 

危則第２８条の６０第２項第２号若しくは第３号の延焼のおそれのあ

る外壁をいう。以下同じ。）とは、建基法第２条第６号（同一敷地内

の２以上の建築物の延べ面積の合計に係る部分を除く。）に規定する

延焼のおそれのある部分に存する建築物の外壁をいうものと す る。

（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  建築物相互間の延焼のおそれのある部分の取扱いは、次の例による

ものとする。  

(ア ) 建築物相互の外壁面が平行でない場合にあっては、次の図のと

おりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ ) 建築物相互の外壁面の長さが異なる場合にあっては、次の図の

とおりとする。  

 

 

 

 

 

 

  

５ｍ  ５ｍ  

３ｍ  

延焼のおそれのある部分  

１階  平屋  

２階  

３ｍ  
（５ｍ）  

外

壁

間

の

中

心

線 

道

路

中

心

線 

敷

地

境

界

線 

３ｍ  ３ｍ  ３ｍ  
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ウ  延焼のおそれのある外壁に第６項の換気設備若しくは第７項の可燃

性蒸気等排出設備が設けられる場合又は配管を貫通させる場合は、次

に掲げる措置が講じられているときに限り、当該換気設備、可燃性蒸

気等排出設備又は配管に係る開口部を危令第９条第１項第５号（危令

第１９条第１項において準用する場合を含む。）、危令第１０条第１

項第６号及び同条第２項第３号並びに危令第１２条第１項第１２号並

びに危則第１６条の２の５第２項第２号、危則第１６条の２の８第２

項第２号及び危則第２８条の６０第２項第２号の出入口以外の開口部

に含まないものとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(ア ) 延焼のおそれのある外壁に当該換気設備又は可燃性蒸気等排出

設備が設けられる場合にあっては、当該換気設備又は可燃性蒸気等

排出設備に防火ダンパーを設けることその他これと同等以上に防火

上有効と認められる措置  

(イ ) 延焼のおそれのある外壁に配管を貫通させる場合にあっては、

壁を貫通する配管と当該外壁の隙間をモルタルその他の不燃材料で

埋め戻す措置  

(５ ) 屋根及び天井の構造は、次によること。  

ア  屋根は、小屋組を含めて屋根を構成する全ての材料が不燃材料であ

る場合に限り、不燃材料で造られていると解するものとする。  

イ  危令第１０条第１項第７号本文（同条第２項においてその例による

場合を含む。）並びに危令第１２条第１項第１３号（危令第１４条第

１号イにおいてその例による場合を含む。）及び同条第２項第４号の

規定により天井を設けることができない貯蔵倉庫又はタンク専用室に

は、火災予防上安全な構造を有し、かつ、可燃性の蒸気が滞留しない

ための措置を講じた場合に限り、危令第２３条の規定を適用し、天井

設けることができるものとする。  

(６ ) 窓及び出入口は、次によること。  

ア  危険物を取り扱う建築物のうち、危険物を取り扱う部分と耐火構造

４５ ° 

 

 

 

３ｍ  
（５ｍ）  

Ａ棟  

Ｂ棟  

３ｍ  
 
（５ｍ）  
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の床若しくは壁若しくは随時開けることができる自動閉鎖の特定防火

設備より区画された危険物を取り扱わない部分に設ける間仕切壁又は

給油取扱所等における危険物を取り扱わない建築物に設ける間仕切壁

に設置される出入口の戸については、危令第２３条の規定を適用し、

不燃材料で造られていれば足りるものとする。（◆）  

イ  製造所等が海、川、広大な空地等に面する場合その他製造所等の外

部の立地条件が防火上安全である場合にあっては、危令第２３条の規

定を適用し、窓及び出入口に関する規定を適用しないことができるも

のとする。（昭和３６年５月１０日付け自消甲予発第２５号通知）  

ウ  危険物を取り扱う建築物（製造所又は一般取扱所の用に供するもの

に限る。）の窓又は出入口のうち、危険物を取り扱う部分と耐火構造

の床若しくは壁又は随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備

により区画された危険物を取り扱わない部分に設けるものにガラスを

用いる場合の当該ガラスについては、危令第２３条の規定を適用し、

網入りガラス以外のガラスを用いることができるものとする。この場

合において、当該ガラスを用いた窓又は出入口には、防火設備を設け

なければならない。（平成９年３月２６日付け消防危第３１号通知）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７ ) 危令第９条第１項第９号（危令第１９条第１項において準用する場

合を含む。）、危令第１０条第１項第１１号（同条第２項及び第３項に

おいてその例による場合を含む。）、危令第１１条第１項第１０号の２

チ（同条第２項、危令第１２条第１項第９号の２（同条第２項において

その例による場合を含む。）及び危令第１３条第１項第９号の２（同条

第２項及び第３項においてその例による場合を含む。）においてその例

による場合を含む。）、危令第１２条第１項第１６号（同条第２項にお

いてその例による場合を含む。）、危令第１７条第１項第２０号イ（同

間仕切壁（準不燃材料）  

防火設備の窓（普通ガラス）  

 
防火設備の出入口（普通ガラス）  

 

防火設備（普 通ガラス）  

区画（耐火構造、自閉式の特定防火設備）  

 

危
険
物
を
取
り
扱
う
部
分 

危険物を取り  

 

保有空地  

外壁  

扱わない部分  
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条第２項においてその例による場合を含む。）及び危令第１８条第１項

第９号ハ（同条第２項においてその例による場合を含む。）の規定によ

る建築物の床の構造は、これらの規定によるほか、次によること。  

ア  危険物が浸透しない構造とは、コンクリート、金属板その他これら

と同等以上に危険物が浸透しない構造をいうものとする。  

イ  作業環境の改善等のため床に敷物等を敷く場合は、帯電防止措置を

講じた不燃性のものを使用すること。ただし、事務所等危険物を取り

扱わない区画された室内においては、難燃性を有する敷物等を使用す

ることができるものとする。（◆）  

ウ  適当な傾斜とは、貯留設備に漏れた危険物が流入する１００分の１

以上の勾配をいうものとし、及び貯留設備とは、ためます（その縦、

横及び深さがそれぞれ０．３メートル以上のもの又はこれと同等以上

の 容 量 の 危 険 物 を 貯 留 す る こ と が で き る も の （ 縦 、 横 及 び 深 さ が   

０．２メートル未満のものを除く。）に限る。）等をいうものとする。

この場合において、ためますは、火災予防上又は避難上支障を来すこ

とがない屋内の安全な場所に設け、かつ、床の周囲には、危険物を貯

蔵し、又は取り扱う場所から危険物が流出しないよう高さが１０セン

チメートル以上の不燃材料で造られた囲い（建築物の壁体等によるも

のを含む。）又は排水溝（その幅及び深さが、それぞれ１０センチ

メートル以上のものに限る。）を設けること。なお、次の (ア )及び

(イ )に掲げる場合は、当該 (ア )及び (イ )に定めるところにより、漏れ

た危険物を貯留設備に導くこと。（◆）  

(ア ) 室全体の床面に適当な傾斜を設けることが困難な場合  危険物

が漏れるおそれのある部分の周囲に排水溝を設け、貯留設備に向け

て漏れた危険物が流れるように当該排水溝に傾斜をつけること、室

の床面に目地を入れ、当該目地の一部を貯留設備につなぐこと等に

より漏れた危険物が当該貯留設備に流入するようにすること。  

(イ ) 貯留設備を設けることを要する２階以上の階に存する床面に適

当な傾斜を設けることが困難な場合１階に貯留設備を設けるととも

に、当該床面及び貯留設備との間に不燃材料で造られた導水管を設

け、漏れた危険物が当該貯留設備に流入するようにすること。この

場合において、当該床面に囲いを設けるときは、このウ柱書中段の

規定にかかわらず、当該囲いの高さを５センチメートル以上とする

ことができる。  

エ  第１章第２節第１第３項第１号の蓄電池を地上高さ３メートルから

コンクリートの床面に落下させる試験を実施し、当該蓄電池内部から

漏液及び可燃性蒸気の漏れが確認されない場合は、当該蓄電池（第１

章第２節第１第３項第２号の蓄電池設備、電気製品等を含む。）を貯

蔵し、又は取り扱う場所の床について、危令第２３条の規定を適用し、
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当該床を危険物が浸透しない構造以外の構造とすることができ、並び

に当該床に適当な傾斜を付けないことができ、及び貯留設備を設けな

いことができるものとする。（平成２３年１２月２７日付け消防危第

３０３号通知）  

５  危令第９条第１項第１０号（危令第１９条第１項において準用する場合

を含む。）、危令第１０条第１項第１２号（同条第２項及び第３項、危令

第１２条第１項第１８号（同条第２項においてその例による場合を含む。）

並びに危令第１４条第１号ニにおいてその例による場合を含む。）、危令

第１１条第１項第１０号の２リ（同条第２項、危令第１２条第１項第９号

の２（同条第２項においてその例による場合を含む。）及び危令第１３条

第１項第９号の２（同条第２項及び第３項においてその例による場合を含

む。）においてその例による場合を含む。）及び危令第１７条第１項第

２０号ロ（同条第２項においてその例による場合を含む。）に規定する採

光の設備（以下この項において「採光設備」という。）及び照明の設備

（以下この項において「照明設備」という。）に係る取扱いは、次による

こと。  

(１ ) 照明設備により、危険物の取扱いに支障を来さない明るさが確保さ

れている場合にあっては、危令第２３条の規定を適用し、採光設備を設

けないことができるものとする。（平成元年５月１０日付け消防危第  

４４号質疑）  

(２ ) 屋根上に採光設備を設ける場合は、次によること。  

ア  延焼のおそれのある部分以外の部分に設けること。  

イ  ガラスを使用する場合は、網入りガラス等とすること。  

ウ  必要最小限の大きさとすること。  

６  換気設備（危令第９条第１項第１０号（危令第１９条第１項において準

用する場合を含む。）、危令第１０条第１項第１２号（同条第２項及び第

３項、危令第１２条第１項第１８号（同条第２項においてその例による場

合を含む。）並びに危令第１４条第１号ニにおいてその例による場合を含

む。）、危令第１１条第１項第１０号の２リ（同条第２項、危令第１２条

第１項第９号の２（同条第２項においてその例による場合を含む。）及び

危令第１３条第１項第９号の２（同条第２項及び第３項においてその例に

よる場合を含む。）においてその例による場合を含む。）及び危令第１７

条第１項第２０号ロ（同条第２項においてその例による場合を含む。）に

規定する換気の設備をいう。以下同じ。）には、自然換気設備（給気口及

び換気口により構成される換気設備をいう。）、強制換気設備（給気口及

び回転式ベンチレーター、固定式ベンチレーター等により構成される換気

設備をいう。）及び自動強制換気設備（給気口及び自動強制排風機等によ

り構成される換気設備をいう。）があるものとし、その取扱いは、次によ

ること。  
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(１ ) 製造所等の通常予見される使用形態において、損傷を受けるおそれ

のない場所に設けること。  

(２ ) 危令第３章第１節から第３節までの規定により、耐火構造としなけ

ればならない壁、床、屋根又は天井に換気設備を設ける場合は、当該換

気設備に防火上有効に防火ダンパー等を設けるよう指導するものとする。

（◆）  

(３ ) 換気設備用のダクトは、鉄板等の不燃材料で造られており、かつ、

機能上支障がない強度を有するものであること。  

(４ ) 給気口及び換気口（回転式ベンチレーター、固定式ベンチレーター、

自動強制排風機等を含む。以下この号において同じ。）を設置する場合

は、次によること。（◆）  

ア  延焼のおそれのある外壁以外の部分に設けること。  

イ  給気口及び給気口が設けられる部分の水平投影面上において、当該

給気口及び換気口が近接しないように設置すること。  

ウ  危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所において危険物が漏えいした場

合に、当該危険物が流出するおそれのない位置に設けること。  

エ  給気口及び換気口の大きさ（回転式ベンチレーター、固定式ベンチ

レーター、自動強制排風機等を設置する場合にあっては、その性能）

及び数量は、それぞれ危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所における換

気を有効に行えるものであること。  

(５ ) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う部分に壁が存しない場合及び当該部

分の通風が良好であると認められる場合にあっては、危令第２３条の規

定を適用し、換気設備を設置しないことができる。  

(６ ) 可燃性蒸気等排出設備を設置することにより危険物を貯蔵し、又は

取り扱う部分の換気を有効に行うことができる場合は、危令第２３条の

規定を適用し、換気設備を設置しないことができる。  

７  可燃性蒸気等排出設備（危令第９条第１項第１１号（危令第１９条第１

項において準用する場合を含む。）、危令第１０条第１項第１２号（同条

第２項及び第３項、危令第１２条第１項第１８号（同条第２項においてそ

の例による場合を含む。）並びに危令第１４条第１号ニにおいてその例に

よる場合を含む。）、危令第１１条第１項第１０号の２ヌ（同条第２項、

危令第１２条第１項第９号の２（同条第２項においてその例による場合を

含む。）及び危令第１３条第１項第９号の２（同条第２項及び第３項にお

いてその例による場合を含む。）においてその例による場合を含む。）、

危令第１７条第１項第２０号ハ（同条第２項においてその例による場合を

含む。）及び危令第１８条第１項第９号ヘに規定する設備をいう。以下同

じ。）には、強制排出設備（回転式ベンチレーター、排出ダクト、フード

等により構成されるもの）及び自動強制排出設備（自動強制排風機、排出

ダクト、フード等により構成されるもの）があるものとし、その取扱いに
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ついては、前項（第５号及び第６号を除く。）の規定の例によるほか、次

によること。  

(１ ) 危令第９条第１項第１１号（危令第１９条第１項において準用する

場合を含む。）の可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのあ

る建築物、危令第１１条第１項第１０号の２ヌ（同条第２項においてそ

の例による場合を含む。）の可燃性の蒸気が滞留するおそれのあるポン

プ室及び危令第１７条第１項第２０号ハの可燃性の蒸気が滞留するおそ

れのあるポンプ室等とは、建築物のうち次のいずれかを含むもの及び

ポンプ室のうち次のア又はイ（危険物を加熱する室に係る部分を除く。）

に該当するものをいうものとする。  

ア  引火点が４０度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う室  

イ  危険物を引火点以上の温度に加熱する室又は貯蔵し、若しくは取り

扱う危険物の引火点以上の室温となる室  

ウ  相当量の粉状の硫黄、マグネシウム粉その他粉状の可燃性固体類が

飛散するおそれのある室  

(２ ) 危令第９条第１項第１１号（危令第１９条第１項において準用する

場合を含む。）及び危令第１１条第１項第１０号の２ヌ（同条第２項、

危令第１２条第１項第９号の２（同条第２項においてその例による場合

を含む。）及び危令第１３条第１項第９号の２（同条第２項及び第３項

においてその例による場合を含む。）においてその例による場合を含

む。）の屋外の高所、危令第１０条第１項第１２号（同条第２項及び第

３項、危令第１２条第１項第１８号（同条第２項においてその例による

場合を含む。）並びに危令第１４条第１号ニにおいてその例による場合

を含む。）及び危令第１８条第１項第９号への屋根上並びに危令第１７

条第１項第２０号ハ（同条第２項においてその例による場合を含む。）

の屋外とは、地盤面から軒（軒がない場合にあっては、これに相当する

部分）までの高さ以上の高さの部分をいうものとする。  

(３ ) 可燃性蒸気等排出設備のうち、自動強制排出設備については、次に

よること。  

ア  引火点が４０度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、自動

強制排出設備を設置すること。  

イ  危険物を大気にさらす状態で貯蔵し、又は取り扱う設備が存する場

合は、当該設備から放出される可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が有効

に排出できるように、当該設備ごとに自動強制排出設備を設けること。

この場合において、可燃性の微粉を排出する設備にあっては、フィル

ターを設けることその他可燃性の微粉を有効に回収することのできる

措置が講じられていること。  

ウ  可燃性蒸気等の排出口の先端は、敷地境界線から１．５メートル以

上離すこと。（◆）  
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(４ ) 可燃性蒸気等の排出口の先端は、建築物の窓、出入口等の開口部か

ら１メートル以上離すこと。（◆）  

(５ ) 排出ダクトの下端は、貯留設備の上部で、かつ、床面から１５セン

チメートル以上離れた位置（可燃性の蒸気を有効に排出することができ

る位置に限る。）に設けること。  

(６ ) 第１章第２節第１第３項第１号の蓄電池を地上高さ３メートルから

コンクリートの床面に落下させる試験を実施し、当該蓄電池内部から漏

液及び可燃性蒸気の漏れが確認されない場合は、危令第２３条の規定を

適用し、当該蓄電池（第１章第２節第１第３項第２号の蓄電池設備、電

気製品等を含む。）を貯蔵し、又は取り扱う場所に可燃性蒸気等排出設

備を設けないことができるものとする。（平成２３年１２月２７日付け

消防危第３０３号通知）  

８  危令第９条第１項第１２号（危令第１９条第１項において準用する場合

を含む。以下この項において同じ。）、危令第１１条第１項第１０号の２

ル（同条第２項、危令第１２条第１項第９号の２（同条第２項においてそ

の例による場合を含む。）及び危令第１３条第１項第９号の２（同条第２

項及び第３項においてその例による場合を含む。）においてその例による

場合を含む。以下この項において同じ。）の規定により、屋外に設けた液

状の危険物を取り扱う設備及びポンプ室以外の場所に設けたポンプ設備の

直下の地盤面に係る囲い、危険物が浸透しない材料、適当な傾斜及び貯留

設備については、第４項第７号（ウ中段及び後段（（イ）に係る部分に限

る。）を除く。）の規定の例によるほか、次によること。  

(１ ) 囲いは、不燃材料で造られ、かつ、危険物の流出を防止するための

強度を有するものであること。  

(２ ) 危令第９条第１項第１２号の屋外に設けた液状の危険物を取り扱う

設備には、屋上に設けた設備を含むものとする。  

(３ ) 危令第９条第１項第１２号の規定にかかわらず、屋外において危険

物を取り扱う設備の周囲に２０号タンクの防油提が設置され、かつ、当

該防油提の内部の地盤面が次に適合する場合は、危令第２３条の規定を

適用し、当該設備の直下の地盤面の周囲に囲いを設けないことができる

ものとする。（平成１０年３月１６日付け消防危第２９号通知）  

ア  コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆われていること。  

イ  適当な傾斜及び貯留設備が設けられていること。  

(４ ) 危令第９条第１項第１２号及び危令第１１条第１項第１０号の２ル

の規定にかかわらず、屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備及び

ポンプ室以外の場所に設けたポンプ設備の直下の地盤面に囲いを設ける

ことが作業上支障を来すと認められる場合にあっては、ためます及び排

水溝を設けることにより液状の危険物の流出防止に効果があると認めら

れるときに限り、当該囲いを設けないことができるものとする。（昭和
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３６年５月１０日付け自消甲予発第２５号通知）  

(５ ) 危令第９条第１項第１２号後段及び危令第１１条第１項第１０号の

２ル後段の油分離装置は、次によること。  

ア  油分離装置に流入することが予想される危険物又は排水の流量に応

じてその容量を決定するものとし、３以上の槽を設けること。この場

合において、製造所等の通常予見される使用形態において、油分離装

置に土砂が流入するおそれがあるときは、当該油分離装置の上流側に

砂止め槽を設けること。（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第４４

号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  耐油性を有し、かつ、自動車の荷重その他外部からの圧力に対する

十分な強度を有する不燃材料（ガラス繊維強化ポリエステル樹脂及び

硬質塩化ビニール板で、ＪＩＳ  Ｋ  ６９１１「熱硬化性プラスチッ

ク一般試験方法」の規格に準じた耐熱性試験において不燃性に該当す

るものを含む。）で造られているものであること。ただし、自動車の

荷重その他外部からの圧力を直接受けるおそれのない箇所に設けられ

る油分離装置の材料については、前段に規定する強度を有しない材料

とすることができる。（昭和４７年５月４日付け消防予第９７号質疑、

昭和４９年１０月１６日付け消防予第１２１号質疑）  

ウ  比重が１を超える危険物が排水溝に流入するおそれのある場合は、

当該危険物が槽の下部に滞留する構造とすること。  

９  製造所等における電気設備については、危令第９条第１項第１７号（危

令第１９条第１項において準用する場合並びに危令第１０条第１項第１３

号（同条第２項及び第３項においてその例による場合を含む。）、危令第

１１条第１項第１３号（同条第２項においてその例による場合を含む。）、

危令第１２条第１項第１９号（同条第２項においてその例による場合を含

む。）、危令第１３条第１項第１２号（同条第２項及び第３項においてそ

の例による場合を含む。）、危令第１７条第１項第２１号（同条第２項に

危険物収容容積  

排水溝  

公共下水  
第１槽  第２槽  第３槽  第４槽  

 油分離装置 (例 )  
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おいてその例による場合を含む。）及び危令第１８条第１項第８号（同条

第２項においてその例による場合を含む。））の規定によるものにあって

は「電気工作物に係る法令の規定によること。」と、危則第２８条の４３

の規定によるものにあっては「電気工作物に係る法令の規定によらなけれ

ばならない。」と定められており、これらの規定に係る解釈及び運用は、

次のとおりとする。ただし、国際電気標準会議規格６００７９－１０に基

づき策定された「プラント内における危険区域の精緻な設定方法に関する

ガイドライン」（以下「防爆ガイドライン」という。）により危険区域を

設定し、及び電気機械器具を使用する場合にあっては、この限りでない。

なお、防爆ガイドラインにより危険区域を設定し、及び電気機械器具を使

用する場合においては、防爆ガイドラインの解説書を参考とすることがで

きる。（平成１３年３月３０日付け消防危第４３号通知、平成３１年４月

２４日付け消防危第８４号通知、令和２年１月２３日付け消防危第２１号

通知、令和３年３月３１日付け事務連絡）  

(１ ) 電気工作物とは、電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条

第１項第１８号に規定する電気工作物をいうものとし、電気工作物に係

る法令の規定とは、電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定

める省令（平成９年通商産業省令第５２号）第６８条から第７３条まで、

第７５条及び第７６条の規定をいうものとする。この場合において、電

気事業法施行令（昭和４０年政令第２０６号）第１条の規定により、同

条各号に掲げるものは電気工作物には含まれないため、電圧３０ボルト

未満の電気的設備であって、電圧３０ボルト以上の電気的設備と電気的

に接続されていないものは電気工作物ではないことに留意すること。  

(２ ) 電気設備に関する技術基準を定める省令第６９条に規定する電気設

備が点火源となる爆発又は火災のおそれがないような施設及び同省令第

７２条に規定する可燃性のガス等に着火するおそれがないような措置と

は 、 電 気 設 備 の 技 術 基 準 の 解 釈 （ 平 成 ２ ５ 年 ３ 月 １ ４ 日 付 け      

２０１３０２１５商局第４号）第１７５条から第１７７条までの規定に

適合することをいうものとする。なお、これらの規定の中には、電気機

械器具防爆構造規格（昭和４４年労働省告示第１６号。以下「防爆構造

規格」という。）を引用しているものがあることに留意すること。  

(３ ) 電気設備の技術基準の解釈第１７６条第１項に規定する場所とは、

引火点が４０度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所及び引火点が

４０度以上の危険物を当該危険物の引火点以上の状態で貯蔵し、又は取

り扱う場所をいうものとする。  

(４ ) 製造所等における防爆構造規格第１条第１５号の特別危険箇所（以

下「特別危険箇所」という。）、同条第１６号の第１類危険箇所（以下

「第１類危険箇所」という。）及び同条第１７号の第２類危険箇所（以

下「第２類危険箇所」という。）の例は、次によること。  
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ア  特別危険箇所の例としては、次に掲げるものがある。  

(ア ) 可燃性蒸気等の発生する危険物を取り扱う容器又はタンクの内

部  

(イ ) 可燃性蒸気等の発生する塗料等の塗布用オープンバット付近  

イ  第１類危険箇所の例としては、次に掲げるものがある。  

(ア ) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物（危険物を貯蔵し、又は

取り扱う場所が壁、床及び天井（天井のない場合にあっては、屋根）

によって区画された部分である場合は、当該区画された部分。以下

この項において同じ。）の内部であって、危険物を露出した状態で

取り扱う設備から蒸気が放出される開口面の直径（開口面が円形以

外 の も の で あ る 場 合 は 、 当 該 開 口 面 の 長 径 ） に 相 当 す る 距 離   

（０．９メートル未満の場合にあっては、０．９メートル）までの

範囲及び当該範囲から床面までの範囲にある箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ ) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物の内部であって、容器等

に危険物を詰め替えるための注入口から０．９メートルまでの範囲

及び当該範囲から床面までの範囲にある箇所  

 

 

 

 

Ｄ

Ｄ：開口面の直径の長さ  

第１類危険箇所  

ＧＬ  

建築物内の設備で取り扱う場合  

危険物を

取り扱う

設備  
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(ウ ) 上屋を有する車両に固定されたタンクに危険物を注入し、又は

危険物を容器に詰め替える一般取扱所のうち屋外と同等程度の換気

が行われるものの内部であって、危険物の蒸気が放出される注入口

等から０．９メートルまでの範囲及び当該範囲から床面までの範囲

にある箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(エ ) 次に掲げる基準のいずれかに適合する屋外タンク貯蔵所の防油

０． ９ ｍ

第１類危険箇所  

ＧＬ  

建築物で容器等に詰め替える場合  

１．８ｍ  

０．９ｍ  

上  屋  

ＧＬ  

０．９ｍ  

上屋を有する一般取扱所  

第１類危険箇所  
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堤内のためますの内部  

ａ  屋外タンク貯蔵所が浮き屋根を有しない屋外貯蔵タンクを有す

るものであること。  

ｂ  屋外タンク貯蔵所が浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに係るも

のであり、かつ、当該屋外タンク貯蔵所でドローンその他の可搬

式の電気設備、器具等を使用する場合において、危険物の受払い

や水切り作業等の特別な作業が行われているものであること。  

ｃ  屋外タンク貯蔵所が浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに係るも

のであり、かつ、その周囲で実際にドローンその他の非防爆構造

の電気設備、器具等を使用する場合の危険区域内における風速計

等で計測した風速が２メートル毎秒未満であるものであること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０．６ｍ  タンク  

防油堤  防油堤  

１．５ｍ  

ためます  

ＧＬ  

屋外タンク貯蔵所（浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに係るものを除く。）  
 

第１類危険箇所  
 

 

ためます  

防油提  

第１類危険箇所  
 

防油提  

ＧＬ  

屋外タンク貯蔵所（浮き屋根を有する  
屋外貯蔵タンクに係るものに限る。）  

（ｂ又はｃに適合するもの）  

３ｍ  

３ｍ  

浮き屋根式タンク  
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ウ  第２類危険箇所の例としては、次に掲げるものがある。  

(ア )  危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物の内部であって、前イ

(ア )及び (イ )に掲げる箇所以外の箇所。ただし、当該建築物の天井

が高い位置にあり、かつ、床面積が大きい場合は、当該建築物の床

面から０．９メートル以下の範囲にある箇所であって、前イ (ア )及

び (イ )に掲げる箇所以外の箇所とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ ) 上屋を有する車両に固定されたタンクに危険物を注入し、又は

危険物を容器に詰め替える一般取扱所のうち、屋外と同等程度の換

気が行われるものの内部であって、危険物の蒸気が放出される注入

口等から１．８メートルまでの範囲及び当該範囲から床面までの範

囲にある箇所並びに当該一般取扱所の床面から０．９メートル以下

の範囲にある箇所（前イ (ウ )に掲げる箇所を除く。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ

Ｄ：開口面の直径の長さ  

ＧＬ  

建築物内の設備で取り扱う場合  

第２類危険箇所  

１．８ｍ  

０．９ｍ  

上  屋  

ＧＬ  

０．９ｍ  

上屋を有する一般取扱所  
第２類危険箇所  

危険物を

取り扱う

設備  
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(ウ ) 屋外において危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、容器、継

手（溶接継手を除く。）を有する配管、密閉された設備等を用いて

危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合のこれらに接する部分  

(エ ) 屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合

における次に掲げる箇所  

ａ  屋外貯蔵タンク（浮き屋根を有するものを除く。）の周囲０．６

メートル以内の範囲にある箇所及び当該屋外貯蔵タンクの通気管

の先端の中心から周囲１．５メートル以内の範囲にある箇所並び

に防油堤の内側で当該防油提の高さより低い箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ  浮き屋根式タンクにあっては、次の (ａ )及び (ｂ )に掲げる場合

の区分に応じ、当該 (ａ )及び (ｂ )に定める箇所（当該浮き屋根式

タンクの配管にフランジ、バルブその他放出源の疑いのある部分

がある場合は、当該部分について防爆ガイドライン等により設定

した箇所を含む。）（令和４年８月４日付け消防危第１７５通知）  

(ａ ) ドローンその他の可搬式の電気設備、器具等を使用する場

合において、危険物の受払いや水切り作業等の特別な作業が行

われておらず、かつ、実際にドローンその他の非防爆構造の電

気設備、器具等を使用する場合の危険区域内において、風速計

等における風速が２メートル毎秒以上であるとき  屋外貯蔵

タンクの上部３メートル以内の範囲にある箇所及び防油堤内の

うち水切り作業時の排水が残留している可能性のあるためます

内部  

 

０．６ｍ  タンク  

防油堤  防油堤  

１．５ｍ  

第２類危険箇所  

ためます  

ＧＬ  

屋外タンク貯蔵所（浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに係るものを除く。）  
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(ｂ ) ドローンその他の可搬式の電気設備、器具等を使用する場

合において、危険物の受払いや水切り作業等の特別な作業が行

われており、又は実際にドローンその他の非防爆構造の電気設

備、器具等を使用する場合の危険区域内において、風速計等に

おける風速が２メートル毎秒未満であるとき  屋外貯蔵タンク

の周囲３メートル以内の範囲にある箇所及び防油堤の内側で当

該防油提の高さより低い箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２類危険箇所  
 

 

３ｍ  

ためます  

浮き屋根式タンク  

防油提  防油提  

ＧＬ  

屋外タンク貯蔵所（浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに係るものに限る。）  
（ (ａ )に掲げる場合）  

第２類危険箇所  
 

 

ためます  

防油提  防油提  

ＧＬ  

３ｍ  

３ｍ  

浮き屋根式タンク  

屋外タンク貯蔵所（浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに係るものに限る。）  
（ (ｂ )に掲げる場合）  
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(オ ) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下貯蔵タンクのマンホール内

の箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(カ ) 給油取扱所において危険物の流出その他の事故によらず発生し

た可燃性の蒸気が滞留するおそれのある次のａ及びｂに掲げる範囲

（令和６年２月２９日付け消防危第４０号通知）  

ａ  懸垂式以外の固定給油設備にあっては、固定給油設備の端面か

ら水平距離６メートル以内の範囲にある箇所のうち、地盤面から

の高さが０．６メートル以内である箇所並びに当該固定給油設備

（可燃性蒸気流入防止構造を有するものにあっては、当該可燃性

蒸気流入防止構造を有する部分より下の部分）及び設置基礎の周

囲０．６メートル以内の範囲にある箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２類危険箇所  
 

タンク  

ＧＬ  
マンホール  

地下貯蔵タンク  
 

６ｍ  

０．６ｍ  

固定給油設備  

ＧＬ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

第２類危険箇所  
 

固定給油設備（可燃性蒸気流入構造以外）（給油取扱所において危
険物の流出その他の事故によらず発生した可燃性の蒸気が滞留する
おそれのある範囲）  
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６ｍ  

ＧＬ  

０．６ｍ  

第２類危険箇所  

固定給油設備（可燃性蒸気流入構造）（給油取扱所において危険物
の流出その他の事故によらず発生した可燃性の蒸気が滞留するおそ
れのある範囲）  
 
 管理区域  

ベーパーバリア  

６ｍ  

ＧＬ  

第２類危険箇所  

固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造）（給油取扱所において危
険物の流出その他の事故によらず発生した可燃性の蒸気が滞留する
おそれのある範囲）  
 
 

０．６ｍ  

管理区域  

ベーパーバリア  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  
０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  
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６ｍ  

ＧＬ  

第２類危険箇所  

固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造）（給油取扱所において
危険物の流出その他の事故によらず発生した可燃性の蒸気が滞留
するおそれのある範囲）  
 
 

０．６ｍ  

管理区域  

ベーパーバリア  

６ｍ  

ＧＬ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

第２類危険箇所  

固定給油設備（可燃性蒸気流入防止構造）（給油取扱所において
危険物の流出その他の事故によらず発生した可燃性の蒸気が滞留
するおそれのある範囲）  
 
 

０．６ｍ  

管理区域  

ベーパーバリア  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  
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ｂ  懸垂式の固定給油設備にあっては、固定給油設備のホース機器

の引出口から地盤面に下ろした垂線（当該引出口が可動式のもの

にあっては、可動範囲の全ての部分から地盤面に下ろした垂線）

から水平距離６メートル以内の範囲にある箇所のうち、地盤面か

らの高さが０．６メートル以内である箇所並びに当該固定給油設

備の端面から水平距離０．６メートル以内の範囲及び当該範囲か

ら地盤面までの範囲にある箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗車スペース  

事務所  

固定給油設備  

通気管の先端  

注入口  

マンホール  

 
(専用タンク）  

６ ｍ  ６ ｍ  

第２類危険箇所  

懸垂式の固定給油設備（給油取扱所において危険物の流出その他の
事故によらず発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのある範囲）  

ＧＬ  

０．６ｍ  

６ｍ  ６ｍ  
０．６ｍ  

固定給油設備の  
ホース機器の引出口  

第２類危険箇所  
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ｃ  ａ及び (キ )ａに掲げる範囲を表す図中に記載する管理区域とは、

ベーパーバリアの高さより上方の固定給油設備の周囲０．６メー

トルの範囲にある区域で、かつ、次の (ａ )から (ｄ )までに掲げる

要件に適合する区域をいうものとする。（平成１３年３月３０日

付け消防危第４３号通知）  

(ａ ) 管理区域に配管及びホース機器等が存する場合は、当該配

管及びホース機器等の接続をねじ込み接続、溶接その他危険物

の漏えいのおそれがないと認められる方法により行うこと。  

(ｂ ) 給油ホースは、著しい引張力が加わったときに安全に分離

するとともに、分離した部分からの危険物の漏えいを防止する

ことができる構造のものとすること。  

(ｃ ) 管理区域には、給油作業に係る機器以外の機器等を設置し

ないこと。  

(ｄ ) 管理区域には、裸火等の存する可能性がある機器及び高電

圧機器等を設置しないこと。  

(キ ) 給油取扱所において危険物の流出その他の事故により発生した

可燃性の蒸気が滞留するおそれのある次のａからｅまでに掲げる範

囲（令和６年２月２９日付け消防危第４０号通知）  

ａ  懸垂式以外の固定給油設備にあっては、固定給油設備の中心か

ら排水溝までの最大の下り勾配となっている直線から水平距離

１１メートル以内の範囲にある箇所のうち、地盤面からの高さが

０．６メートル以内である箇所並びに当該固定給油設備（可燃性

蒸気流入防止構造を有するものにあっては、当該可燃性蒸気流入

防止構造を有する部分より下の部分）及び設置基礎の周囲０．６

メートル以内の範囲にある箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ｍ  

０．６ｍ  

固定給油設備  

ＧＬ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

第２類危険箇所  
 

固定給油設備（可燃性蒸気流入構造以外）（給油取扱所において危
険物の流出その他の事故により発生した可燃性の蒸気が滞留するお
それのある範囲）  

固定給油設備の中心  
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ｂ  懸垂式の固定給油設備にあっては、固定給油設備のホース機器

の中心から地盤面に垂線を下ろし、その交点から排水溝までの最

大の下り勾配となっている直線から水平距離１１メートル以内の

範囲にある箇所のうち、地盤面からの高さが０．６メートル以内

である箇所並びに固定給油設備の端面から水平距離０．６メート

ル以内の範囲及び当該範囲から地盤面までの範囲にある箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ｍ  

ＧＬ  

０．６ｍ  

第２類危険箇所  

固定給油設備（可燃性蒸気流入構造）（給油取扱所において危険物の
流出その他の事故により発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのあ
る範囲）  
 

管理区域  

ベーパーバリア  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  
０．６ｍ  

固定給油設備の中心  

第２類危険箇所  

ＧＬ  

０．６ｍ  

１１ｍ  １１ｍ  

０．６ｍ  

懸垂式の固定給油設備（給油取扱所において危険物の流出その他の
事故により発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのある範囲）  

固定給油設備の  
ホース機器の中心  
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ｃ  専用タンク等のマンホールの中心から排水溝までの最大の下り

勾配となっている直線から水平距離１４メートル以内の範囲にあ

る箇所のうち、地盤面からの高さが０．６メートル以内である箇

所  

ｄ  専用タンクへの注入口の中心から排水溝までの最大の下り勾配

となっている直線から水平距離１６メートル以内の範囲にある箇

所のうち、地盤面からの高さが０．６メートル以内である箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ  屋内給油取扱所（一方又は二方のみが開放されたものに限る。）

の敷地の範囲  

(ク ) 混合燃料油調合器の中心から水平方向に当該混合燃料油調合器

のホースの全長に１メートルを加えた距離（当該距離が６メートル

未満となる場合は、６メートル）までの範囲にある箇所のうち、地

盤面からの高さが０．６メートル以内である箇所及び当該混合燃料

油調合器の周囲０．６メートル以内の範囲にある箇所  

 

洗車スペース  

 

事務所  

１ １ ｍ  
１ ４ ｍ  

１ ６ ｍ  

専 用 タ ン ク へ の 注 入 口 の 中 心

か ら 排 水 溝 ま で の 最 大 の 下 り

勾 配 と な っ て い る 直 線  

専 用 タ ン ク 等 の マ ン ホ ー ル の

中 心 か ら 排 水 溝 ま で の 最 大 の

下 り 勾 配 と な っ て い る 直 線  

固 定 給 油 設 備 の 中 心 か ら

排 水 溝 ま で の 最 大 の 下 り

勾 配 と な っ て い る 直 線  

第２類危険箇所  
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(ケ ) 整備室（２面以上が開放されているもの及び１面が開放されて

おり、かつ、室内を有効に換気することができる換気設備が設けら

れたものを除く。）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(コ ) 遠方注入口の周囲０．６メートル以内の範囲にある箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２類危険箇所  

混合燃料油調合器  

０．６ｍ  

ホースの全長＋１ｍ  

０．６ｍ  

ホースの全長＋１ｍ  

０．６ｍ  

混合燃料油調合器  

ＧＬ  

（最短で６ｍ）  

第２類危険箇所  

整備室  

０．６ｍ  

リフト  

ＦＬ  

第２類危険箇所  
遠方注入口  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

０．６ｍ  

注入口  

（最短で６ｍ）  
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(サ ) 通気管（屋外貯蔵タンクの通気管を除く。）の先端の中心から

１．５メートル以内の範囲にある箇所及び当該先端の中心から水平

方向に１．５メートル離れた部分から地盤面に下ろした垂線で囲ま

れる箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(シ ) 可燃性蒸気回収設備接続口の中心から０．９メートル以内の範

囲にある箇所、当該接続口の中心から水平方向に０．９メートル離

れた部分から地盤面に下ろした垂線で囲まれる箇所及び当該接続口

の中心から地盤面に下ろした垂線から水平距離１．５メートル以内

の範囲にある箇所のうち、地盤面からの高さが０．６メートル以内

である箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．５ｍ  

（立面図）  
ＧＬ  

（平面図）  

１．５ｍ  

通気管の周囲  

第２類危険箇所  

通気管の先端  

通気管の先端  

１．５ｍ  

ＧＬ  

０．９ｍ  

０．６ｍ  

第２類危険箇所  

可燃性蒸気回収設備接続口  

通気管  

可燃性蒸気  
回収設備  
接続口  

０．９ｍ  
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(５ ) 電気設備の技術基準の解釈第１７６条第１項の規定により、低圧又

は高圧の電気設備は、同項第１号又は第２号のいずれかの規定により施

設しなければならないことに留意すること。この場合において、同項第

１号の規定により施設するときは、当該電気設備に係る電気機械器具は、

電気機械器具防爆構造規格に適合するものでなければならないことに留

意すること。（次号の表参照）  

(６ ) 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所（以下

「安衛研」という。）が平成２７年に定めた「工場電気設備防爆指針―

国際整合技術指針」（以下「国際整合防爆指針２０１５」という。）の

第 １ 編 （ Ｊ Ｎ Ｉ Ｏ Ｓ Ｈ ― Ｔ Ｒ ― ４ ６ ― １ ： ２ ０ １ ５ ） か ら 第 ９ 編   

（ＪＮＩＯＳＨ―ＴＲ―４６―９：２０１５）まで、平成３０年に定め

た「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針２０１８」（以下「国際

整合防爆指針２０１８」という。）の第２編（ＪＮＩＯＳＨ―ＴＲ―  

４６―２：２０１８）から第５編（ＪＮＩＯＳＨ―ＴＲ―４６―５：

２０１８）まで、第７編（ＪＮＩＯＳＨ―ＴＲ―４６―７：２０１８）

及び第９編（ＪＮＩＯＳＨ―ＴＲ―４６―９：２０１８）並びに令和２

年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針２０２０」（以

下「国際整合防爆指針２０２０」という。）の第１編（ＪＮＩＯＳＨ―

ＴＲ―４６―１：２０２０）、第８編（ＪＮＩＯＳＨ―ＴＲ―４６―８：

２０２０）及び第１１編（ＪＮＩＯＳＨ―ＴＲ―４６―１１：２０２０）

については、防爆構造規格第５条の規定に基づき、防爆構造規格に適合

するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準（技

術的基準）となるものである。なお、当該基準への適合の確認は、令和

３年８月１２日付け基発０８１２第５号厚生労働省労働基準局長通知の

記の１による改正後の平成１７年局長通達（平成１７年４月１日付け基

発第０４０１０３５号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登

録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の

適正な実施について」）の別紙３「型式検定に係る検定の方法等」の表

３「防爆構造電気機械器具」の別添「国際整合防爆指針に基づく検定の

方法」に示す判定基準により行うこと。この場合において、国際整合防

爆指針２０１５の第６編（ＪＮＩＯＳＨ―ＴＲ―４６―６：２０１５）

及び国際整合防爆指針２０２０の第１１編を除き、国際整合防爆指針  

２０１５、国際整合防爆指針２０１８又は国際整合防爆指針２０２０に

基づく型式検定のいずれかの検定項目、型式検定の方法及び判定基準を

編ごとに選択する必要がある。（令和３年８月１２日付け基発０８１２

第５号厚生労働省労働基準局長通知）（次表参照）  
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電気機器の防爆構造  危険箇所の分類  

準拠  

規格  
防爆構造の種類及び記号  

特別  

危険  

箇所  

第１類

危険  

箇所  

第２類

危険  

箇所  

防爆  

構造  

規格  

本質安全防爆構造  
ｉａ  〇  〇  〇  

ｉｂ  × 〇  〇  

樹脂充てん防爆構造  
ｍａ  〇  〇  〇  

ｍｂ  × 〇  〇  

耐圧防爆構造  ｄ  × 〇  〇  

内圧防爆構造  ｆ  × 〇  〇  

安全増防爆構造  ｅ  × △  〇  

油入防爆構造  ｏ  × △  〇  

非点火防爆構造  ｎ  × × 〇  

特殊防爆構造  ｓ  ―  ―  ―  

技術的

基準  

本質安全防爆構造  
Ｅｘｉａ  〇  〇  〇  

Ｅｘｉｂ  × 〇  〇  

樹脂充填防爆構造  
Ｅｘｍａ  〇  〇  〇  
Ｅｘｍｂ  ×  〇  〇  

耐圧防爆構造  Ｅｘｄ  × 〇  〇  

内圧防爆構造  Ｅｘｐ  × 〇  〇  

安全増防爆構造  Ｅｘｅ  × 〇  〇  

油入防爆構造  Ｅｘｏ  × 〇  〇  

特殊防爆構造  Ｅｘｓ  ―  ―  ―  

備考  

   １  表中の〇、△、×、―の意味は、次のとおりとする。  

     〇：適するもの  

     △：法規では容認されているが、避けたいもの  

     ×：適さないもの  

     ―：適用されている防爆原理によって適否を判断するもの  

   ２  特殊防爆構造の電気機器は、その防爆構造によって使用に適する危

険箇所が決定される。  

(７ ) 機械等検定規則（昭和４７年労働省令第４５条）第９条に規定する

新規検定に合格した型式の防爆構造電気機械器具であって、機械等検定

規則第１４条に規定する防爆構造電気機械器具用型式検定合格標章が付

されたものにあっては、電気工作物に係る法令の規定に適合するものと

して取り扱うことができるものとする。   

(８ ) 海外で防爆構造を有すると認められた電気設備にあっては、日本国

内で型式検定に合格し、又はこれと同等以上の安全性が確保されている

ものと認めた場合でなければ、危険箇所において使用することができな
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いものとする。  

(９ ) 平成３１年４月に経済産業省が策定した防爆ガイドラインによる詳

細なリスク評価により精緻な危険区域を設定する場合は、次によること。

（平成３１年４月２４日付け消防危第８４号通知）  

ア  ガイドラインにおいては、製造所等の通常運転時における危険区域

の設定方法が示されている。また、危険区域の種別としては、「電気

機械器具防爆構造規格」や「工場電気設備防爆指針（ガス蒸気防爆

２００６）」（安衛研）等、国内の防爆に関する基準等において示さ

れる第２類危険箇所に相当するものであること。  

イ  危険区域の設定対象となる設備、配管等の周囲において、当該危険

区域外に固定式の非防爆機器を設置する場合には、危険物が流出して

可燃性蒸気が滞留する事態に備え、非防爆機器への通電を緊急に遮断

できる装置（緊急遮断装置）やインターロックを設ける等の措置を講

ずること。  

ウ  火災や流出事故が発生した場合には、危険区域外であっても、予期

しない場所に可燃性蒸気等が滞留しているおそれがあるため、可搬式

の非防爆機器の使用に当たってはガス検知器等により安全を確保する

こと。  

エ  センサーやタブレット等を用いた製造所等の点検や災害時の現場確

認等は、危則第６０条の２第１項第５号（危険物の保安のための巡視、

点検及び検査に関すること）及び第１１号（災害その他の非常の場合

に取るべき措置等に関すること）に定める事項に該当するため、これ

らの事項について自主行動計画が策定された場合は、予防規程の関連

文書として当該自主行動計画を消防に提出すること。  
(10) 第１類危険箇所又は第２類危険箇所において使用する原動機により

運転する運搬用車両（以下「フォークリフト等」という。）については、

次によること。  

(ア ) フォークリフト等は、防爆構造を有するものであること。  

(イ ) フォークリフト等の使用場所は、運転操作に支障のない広さを

有すること。  

(ウ ) 車体の接触等により火花の発生するおそれのある箇所には、緩

衝材の取付けその他火花の発生を防止するための措置を講ずること。  

(エ ) フォークリフト等による危険物の運搬については、危険物取扱

者が行うよう指導するものとするが、危険物取扱者が当該運搬を行

うことができない場合は、危険物保安監督者又は危険物取扱者の立

会いのもとに危険物取扱者以外の者が当該運搬を行うことができる

ものとする。（◆）  

(11) 第１章第２節第１第３項第１号の蓄電池を地上高さ３メートルから

コンクリートの床面に落下させる試験を実施し、当該蓄電池内部から漏
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液及び可燃性蒸気の漏れが確認されない場合は、危令第２３条の規定を

適用し、当該蓄電池（第１章第２節第１第３項第２号の蓄電池設備、電

気製品等を含む。）を貯蔵し、又は取り扱う場所に設置する電気設備を

防爆構造としないことができるものとする。（平成２３年１２月２７

日付け消防危第３０３号通知）  

(12) 製造所等に太陽光発電設備を設置する場合は、「危険物施設に太陽

光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドライン」（平成

２７年６月８日付け消防危第１３５号通知）によること。  

１０  危令第９条第１項第１９号（危令第１９条第１項において準用する場

合を含む。）、危令第１０条第１項第１４号（同条第２項及び第３項にお

いてその例による場合を含む。）及び危令第１１条第１項第１４号（同条

第２項においてその例による場合を含む。）並びに危則第１６条の２第３

号及び危則第２８条の４２の規定により設ける避雷設備は、次によること。  

(１ ) 避雷設備は、製造所等に係る建築物その他の工作物及びこれに付随

する設備（前章第１節第４第２項第８号に規定する非対象設備を含む。）

等の全てを保護範囲とするように設置すること。ただし、建築物その他

の工作物の一部に製造所等を設ける場合の当該製造所等以外の部分につ

いては、保護範囲としないことができる。  

(２ ) 危令第９条第１項第１９号ただし書（危令第１９条第１項において

準用する場合を含む。）、危令第１０条第１項第１４号ただし書（同条

第２項及び第３項においてその例による場合を含む。）及び危令第１１

条第１項第１４号ただし書（同条第２項においてその例による場合を含

む。）並びに危則第１６条の２第３号ただし書及び危則第２８条の４２

ただし書に規定する周囲の状況によって安全上支障がない場合とは、避

雷設備の設置を要する製造所等が次のいずれかの避雷設備の保護範囲内

に含まれる場合を含むものとする。（昭和５６年１０月１日付け消防危

第１２６号質疑）  

ア  当該製造所等の存する敷地と同一の敷地内にある避雷設備  

イ  当該製造所等の存する敷地と異なる敷地にあり、かつ、当該製造所

等について権原を有する者が管理を行う他の製造所等、建築物その他

の工作物に付随する避雷設備  

ウ  当該製造所等の存する敷地と異なる敷地にあり、かつ、当該製造所

等について権原を有する者以外の者が管理を行う他の製造所等、建築

物その他の工作物に付随する避雷設備であって、当該避雷設備の共有

を行う旨及び当該共有に当たって当該避雷設備の維持管理を適正に行

う旨が使用承諾書その他の契約書によって明らかにされているもの  

(３ ) ＪＩＳ  Ａ  ４２０１の適用に当たっては、次によること。（平成

１７年１月１４日付け消防危第１４号通知）  

ア  危険物施設の保護レベル（ＪＩＳ  Ａ  ４２０１、１．２．２９に
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規定する保護レベルをいう。以下このアにおいて同じ。）は、原則と

してⅠとすること。ただし、雷の影響からの保護確率を考慮した合理

的な方法により決定されている場合にあっては、保護レベルをⅡとす

ることができるものとする。  

イ  屋外貯蔵タンクを受雷部システムとして利用することは、可能であ

るものとする。  

ウ  消 防 法 令 上 必 要 と さ れ る 保 安 設 備 等 は 、 内 部 雷 保 護 シ ス テ ム   

（ＪＩＳ  Ａ  ４２０１  １．２．７に規定する措置をいう。）の対

象とし、及び雷に対する保護を行うこと。  

１１  ２０号タンクについては、次によること。  

(１ ) ２０号タンクとは、製造所又は一般取扱所における危険物を取り扱

う工程において、危険物を一時的に貯蔵し、又は滞留させるタンクで、

屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクと類似の形態を有

し、かつ、これらと類似する危険性を有するもので、次のア及びイに該

当するものをいう（昭和５８年３月９日付け消防危第２１号通知）。こ

の場合において、次号ア (ア )、 (ウ )又は (キ )に掲げる種類の２０号タン

クに係る危令第５条各項に定めるところにより算出した容量は、製造所

若しくは一般取扱所への危険物の供給量又は製造所若しくは一般取扱所

からの危険物の回収量を超えないものであること。（◆）  

ア  製造所又は一般取扱所における危険物を取り扱う工程と密接不可分

の関係にあり、製造所又は一般取扱所の内部又はこれに近接して設置

する必要性のあるもの  

イ  危険物をその沸点を超えるような高温状態で取り扱うことがないも

の（◆）  

(２ ) 次に掲げるタンク及びこれらに類するタンクは、２０号タンクに該

当するものとする。  

ア  危険物の量、流速、圧力等の調整を目的とするタンクとして次の

(ア )から (キ )までに掲げるもの。この場合において、これらのタンク

の意義は、それぞれ当該 (ア )から (キ )までに定めるところによるもの

とする。  

(ア ) 回収タンク、ブローダウンタンク及び受タンク  危険物を取り

扱う工程において、他の機器等から危険物を回収し、又は受け入れ

て一時的に貯蔵し、又は滞留させ、次の工程又は貯蔵タンク等へ転

送するためのタンクをいう。  

(イ ) 計量タンク  危険物を取り扱う工程において、機器等に定量の

危険物を供給するため、危険物の計量作業又は定量作業を行うタン

クをいう。  

(ウ ) サービスタンク  危険物を取り扱う工程において、機器等に安

定して危険物を供給するため、屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク、
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地下貯蔵タンク等から危険物を受け入れて一時的に貯蔵し、又は滞

留させるタンクをいう。  

(エ ) 油圧タンク  潤滑油等の供給装置に付随するタンクで、独立し

てタンクの形態を有するもの及びタンクの上蓋に機器が設置されて

いるものの当該タンクが構造の主体をなすもの（タンクが機器の一

部として組み込まれているものを除く。）をいう。  

(オ ) 蓄圧器（アキュームレーター）  潤滑油等の供給装置に付随す

るもので、当該装置が停止したときに緊急に危険物の供給を継続す

るため、危険物を常時圧力を有した状態で滞留させるタンクをいう。  

(カ ) 脈動防止器  危険物を取り扱う工程において、ポンプ等により

危険物を移送する場合に生ずる脈動を防止して安定した供給を確保

するため、配管の途中に設置して危険物を一時的に滞留させるタン

ク（配管の一部にその径を拡大した規模で設置されるものを除く。）

をいう。  

(キ ) クッションタンク及びバッファータンク  危険物を取り扱う工

程において、危険物の流量若しくは圧力の調整又は緩衝のため、危

険物を一時的に貯蔵し、又は滞留させるためのタンクをいう。  

イ  危険物の混合、分離等の物理的操作を目的とするタンクとして次の

(ア )から (ウ )までに掲げるもの。この場合において、これらのタンク

の意義は、それぞれ当該 (ア )から (ウ )までに定めるところによるもの

とする。  

(ア ) 混合タンク及び添加タンク  危険物を取り扱う工程において、

危険物に当該危険物以外の危険物若しくは物質を混合し、又は添加

するためのタンクをいう。  

(イ ) 溶解タンク  危険物を取り扱う工程において、危険物に当該危

険物以外の危険物又は物質を溶解させるためのタンクをいう。  

(ウ ) 静置タンク及び静置分離タンク  危険物を取り扱う工程におい

て、危険物と当該危険物以外の物質等の混合体を静止させ、比重差、

溶解度の差等を利用してこれらを分離するためのタンクをいう。  

ウ  中和、熟成等の目的のため、危険物を貯蔵し、又は滞留した状態に

おいて化学的処理（著しい発熱を伴わないものに限る。）を行うタン

クとして次の (ア )及び (イ )に掲げるもの。この場合において、これら

のタンクの意義は、それぞれ当該 (ア )及び (イ )に定めるところによる

ものとする。  

(ア ) 中和タンク  危険物を取り扱う工程において、酸性又はアルカ

リ性を有する危険物を中和処理するためのタンクをいう。  

(イ ) 熟成タンク  危険物を取り扱う工程において、反応効率、収率

の向上等のために危険物を一時的に滞留させるタンクをいう。  

(３ ) 次に掲げるもの及びこれらに類する形態のものは、２０号タンクに
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は該当しないものとし、及び危令第９条第１項第１３号に規定する危険

物を取り扱う機械器具その他の設備（以下「危険物取扱設備」という。）

として規制するものとする。  

ア  蒸留塔、精留塔及び分留塔  

イ  反応槽  

ウ  吸収塔及び抽出塔  

エ  熱交換器、蒸発器及び凝縮器  

オ  分離器、ろ過器及び脱水器  

カ  切削油タンク、作動油タンク等で、その上部が開放しているもの及

び工作機械等と一体となった構造のもの（昭和５８年１１月７日付け

消防危第１０７号質疑）  

キ  混合 攪拌
か く は ん

槽で、その機能上、上部を開放して使用する構造のもの

（昭和５８年１１月２９日付け消防危第１２３号質疑）  

ク  放電加工機の加工液タンクで、機器、設備等と一体となった構造の

もの又は気密に造られていない構造のもの（平成９年３月２５日付け

消防危第２７号質疑）  

ケ  前号イ (ア )又は (イ )に掲げるタンクで、混合若しくは添加又は溶解

後における当該タンク内の物質が非危険物であるもの  

(４ ) 屋外又は屋内に設置する２０号タンクの周囲には、その点検及び整

備のため、おおむね０．５メートル以上の幅の空間を保つこと。（◆）  

(５ ) 屋外に設置する液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う２０号タンク

の防油提は、次によること。  

ア  危則第１３条の３第２項第２号において準用する危則第２２条第２

項第２号の規定にかかわらず、屋外の２０号タンクであって、当該

２０号タンクの側板から次の表のタンク容量の区分に応じてそれぞれ

同表に定める距離以上の距離を有する防油提の部分については、危令

第２３条の規定を適用し、その高さを０．１５メートル以上とするこ

とができるものとする。（平成１０年３月１６日付け消防危第２９号

通知）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タンク  

容量の  

区分  

１０㎘  

未満  

１０㎘  

以上５０

㎘未満  

５０㎘  

以上  

１００㎘

未満  

１００㎘

以上  

２００㎘

未満  

２００㎘

以上  

３００㎘

未満  

距離  
０．５  

ｍ  

５．０  

ｍ  

８．０  

ｍ  

１２．０

ｍ  

１５．０

ｍ  
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イ  防油堤は、２０号タンクの側板からタンクの高さの５分の１以上の

距離を保つこと。（◆）  

ウ  危則第１３条の３第２項第２号において準用する危則第２２条第２

項第１３号の規定にかかわらず、次の (ア )及び (イ )に掲げる基準に適

合する２０号タンクの防油提には、危令第２３条の規定を適用し、同

号に規定する水抜口及びこれを開閉する弁等を設けないことができる

ものとする。（平成１０年３月１６日付け消防危第２９号通知）  

(ア ) その内部で、第４類の危険物（水に溶けないものに限る。）以

外の危険物が取り扱われないものであること。  

(イ ) 当該防油提内の２０号タンクのうち、その容量が最大であるも

のの容量以上の危険物を分離する能力を有する油分離装置が設けら

れているものであること。  

(６ ) 危令第９条第１項第２０号イにおいてその例によるものとされる危

令第１１条第１項第７号の２に規定する底板の外面の腐食を防止するた

めの措置は、危則第２１条の２の規定によるほか、第３節第２第２項第

１２号の規定の例により講じるものとする。  

(７ ) 危令第９条第１項第２０号イおいてその例によるものとされる危令

第１１条第１項第５号に規定する支柱については、第３節第２第２項第

９号イの規定の例により設けるものとする。この場合において、当該支

柱の周囲で発生した火災を有効に消火することができる第３種の消火設

備が設けられているときは、危令第２３条の規定を適用し、当該支柱を

鉄筋コンクリート造、鉄骨コンクリート造その他これらと同等以上の耐

火性能を有するものとしないことができるものとする。（平成１０年３

月１６日付け消防危第２９号通知）  

(８ ) 第２類又は第４類の危険物を取り扱う２０号タンクが次の (ア )から

(ウ )までに掲げる基準に適合する場合は、危令第２３条の規定を適用し、

危令第９条第１項第２０号イにおいてその例によるものとされる危令第

１１条第１項第６号に規定する構造としないことができるものとする。

（平成１０年３月１６日付け消防危第２９号通知）  

(ア ) 危険物等の異常な化学反応等により内部の圧力が異常に上昇し

ないものであること。  

(イ ) 気相部に不活性ガスが常時注入されているもの（不活性ガスの

供給装置等が故障した場合においても気相部の不活性ガスの濃度が

低下しないものに限る。）その他の気相部で可燃性混合気体が形成

されない構造又は設備を有しているものであること。  

(ウ ) フォームヘッド方式の第３種の固定式の泡消火設備、水噴霧消

火設備その他の当該２０号タンクの周囲で火災が発生した場合にお

いて当該２０号タンクを有効に冷却することができる設備が設けら

れているものであること。  
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(９ ) 危険物が過剰に注入されることによる危険物の漏えいを防止するこ

と が で き る 構 造 又 は 設 備 を 有 す る ２ ０ 号 タ ン ク に つ い て は 、 危 令 第  

２３条の規定を適用し、危令第９条第１項第２０号イ及びロにおいてそ

の例によるものとされる危令第１１条第１項第９号及び危令第１２条第

１項第８号に規定する装置を設けないことができるものとする。（平成

１０年３月１６日付け消防危第２９号通知）  

(10) 次のアからカまでに掲げる基準に適合するサイトグラスにあっては、

危令第２３条の規定を適用し、２０号タンクの一部に設置することがで

きるものとする。（平成１０年３月１６日付け消防危第２９号通知）  

ア  外側に網、蓋等が設けられており、サイトグラスが衝撃を直接受け

ない構造となっているもの、想定される外部からの衝撃に対して安全

な強度を有する強化ガラス等が用いられているものその他の外部から

の衝撃により容易に破損しない構造のものであること。  

イ  外側に使用時以外は閉鎖される蓋があるものその他の外部からの火

災等の熱により破損しない構造のもの又はタンクの屋根板部分等に設

置されるものその他の外部からの火災等の熱を受けにくい位置に設置

されるものであること。  

ウ  必要最小限の大きさのものであること。  

エ  タンクで取り扱う危険物により侵されないものであること。  

オ  サイトグラスの両面にパッキン等を挟んでボルトにより取り付ける

ことその他のサイトグラスの熱変位を吸収することができる措置が講

じられたものであること。  

カ  タンクの気相部に設けられるサイトグラスにあっては気密試験にお

いて、タンクの接液部に設けられるサイトグラスにあっては水張試験

又は水圧試験において、漏れ又は変形を生じないものであること。  

(11) ステンレス鋼板その他の耐食性を有する鋼板で造られた２０号タン

ク に つ い て は 、 危 令 第 ２ ３ 条 の 規 定 を 適 用 し 、 危 令 第 ９ 条 第 １ 項 第  

２０号イ又はロにおいてその例によるものとされる危令第１１条第１項

第７号又は危令第１２条第１項第６号の規定によらないことができるも

のとする。（平成１０年３月１６日付け消防危第２９号通知）  

１２  危険物を取り扱う配管（危令第９条第１項第２１号（危令第１１条第

１項第１２号（危令第９条第１項第２０号イにおいてその例による場合及

びこれを危令第１９条第１項において準用する場合並びに危令第１１条第

２項においてその例による場合を含む。）、危令第１２条第１項第１１号

（危令第９条第１項第２０号ロにおいてその例による場合及びこれを危令

第１９条第１項において準用する場合並びに危令第１２条第２項において

その例による場合を含む。）及び危令第１３条第１項第１０号（危令第９

条第１項第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第

１項において準用する場合並びに危令第１３条第２項（危令第９条第１項
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第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第１項にお

いて準用する場合並びに危令第１７条第１項第８号イ及び同条第２項第２

号においてその例による場合を含む。）、危令第１３条第３項（危令第９

条第１項第２０号ハにおいてその例による場合及びこれを危令第１９条第

１項において準用する場合並びに危令第１７条第１項第８号イ及び同条第

２項第２号においてその例による場合を含む。）、危令第１７条第１項第

８号イ及び同条第２項第２号においてその例による場合を含む。）におい

てその例による場合並びに危令第１９条第１項において準用する場合（以

下この項において「危令第９条第１項第２１号を準用等する場合」とい

う。）を含む。）の危険物を取り扱う配管をいう。以下この項において同

じ。）は、次によること。  

(１ ) 危険物を取り扱う配管は、次の表に掲げる材料で造られたもの、第

１２号の規定に適合する強化プラスチック製のもの又は樹脂製のもの

（ＫＨＫによる性能評価において適正と認められたものであり、かつ、

当該性能評価に係る性能評価書に記された付帯条件及び留意事項を遵守

しているものに限る。）とすること。  

規格番号  種類  記号  

ＪＩＳ   

Ｇ  ３１０１  
一般構造用圧延鋼材  ＳＳ  

ＪＩＳ  

Ｇ  ３１０３  

ボイラ及び圧力容器用炭

素鋼及びモリブデン鋼鋼

板  

ＳＢ  

ＳＢ－Ｍ  

ＪＩＳ   

Ｇ  ３１０６  
溶接構造用圧延鋼材  ＳＭ  

ＪＩＳ   

Ｇ  ３４５２  
配管用炭素鋼鋼管  ＳＧＰ  

ＪＩＳ  

Ｇ  ３４５４  
圧力配管用炭素鋼鋼管  ＳＴＰＧ  

ＪＩＳ  

Ｇ  ３４５５  
高圧配管用炭素鋼鋼管  ＳＴＳ  

ＪＩＳ   

Ｇ  ３４５６  
高温配管用炭素鋼鋼管  ＳＴＰＴ  

ＪＩＳ   

Ｇ  ３４５７  

配管用アーク溶接炭素鋼

鋼管  
ＳＴＰＹ  

ＪＩＳ   

Ｇ  ３４５８  
配管用合金鋼鋼管  ＳＴＰＡ  

ＪＩＳ   

Ｇ  ３４５９  
配管用ステンレス鋼鋼管  ＳＵＳ－ＴＰ  
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備考  ＪＰＩとは公益社団法人石油学会の規格をいい、ＡＰＩとは米国

石油学会の規格をいう。  

 

 

ＪＩＳ   

Ｇ  ３４６０  
低温配管用鋼管  ＳＴＰＬ  

ＪＩＳ   

Ｇ  ４３０４  

熱間圧延ステンレス鋼板

及び鋼帯  

ＳＵＳ－ＨＰ（板）  

ＳＵＳ－ＨＳ（帯）  

ＪＩＳ   

Ｇ  ４３０５  

冷間圧延ステンレス鋼板

及び鋼帯  

ＳＵＳ－ＣＰ（板）  

ＳＵＳ－ＣＳ（帯）  

ＪＩＳ   

Ｇ  ４３１２  
耐熱鋼板及び鋼帯  

ＳＵＨ－ＨＰ（板）  

ＳＵＨ－ＣＰ（板）  

ＳＵＨ－ＨＳ（帯）  

ＳＵＨ－ＣＳ（帯）  

ＪＩＳ   

Ｈ  ３３００  
銅及び銅合金の継目無管  

Ｃ－Ｔ（普通級）  

Ｃ－ＴＳ（特殊級）  

ＪＩＳ   

Ｈ  ３３２０  
銅及び銅合金の溶接管  

Ｃ－ＴＷ（普通級）  

Ｃ－ＴＷＳ（特殊級）  

ＪＩＳ   

Ｈ  ４０８０  

アルミニウム及びアルミ

ニウム合金継目無管  

Ａ－ＴＥ（押出管・普通級）  

Ａ－ＴＥＳ（押出管・特殊級）  

Ａ－ＴＤ（引抜管・普通級）  

Ａ－ＴＤＳ（引抜管・特殊級）  

ＪＩＳ   

Ｈ  ４０９０  

アルミニウム及びアルミ

ニウム合金溶接管  

Ａ－ＴＷ（溶接管・普通級）  

Ａ－ＴＷＳ（溶接管・特殊級）  

Ａ－ＴＷＡ (アーク溶接管 ) 

ＪＩＳ   

Ｈ  ４６３０  

チタン及びチタン合金－

継目無管  

ＴＴＰ－Ｈ（熱間加工）  

ＴＴＰ－Ｃ（冷間加工）  

ＴＡＴＰ－Ｈ（熱間加工）  

ＴＡＴＰ－Ｃ（冷間加工）  

ＴＡＴＰ－ＨＬ  

（熱間加工・低温焼なまし）  

ＴＡＴＰ－ＨＦ  

（熱間加工・完全焼なまし）  

ＴＡＴＰ－ＣＬ  

（冷間加工・低温焼なまし）  

ＴＡＴＰ－ＣＦ  

（冷間加工・完全焼なまし）  

ＪＰＩ   

７Ｓ－１４  

石油工業配管用アーク溶

接鋼管  
ＰＳＷ  
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(２ ) 配管にサイトグラスを設ける場合は、次によること。（平成１３年

２月２８日付け消防危第２４号通知）  

ア  サイトグラスは、次の (ア )から (キ )までに適合するものであること。  

(ア ) 外側に保護枠、蓋等が設けられておりサイトグラスが直接衝撃

を受けない構造となっているもの、想定される外部からの衝撃に対

して安全な強度を有する強化ガラス等が用いられているものその他

の外部からの衝撃により容易に破損しない構造のものであること。  

(イ ) 外側に使用時以外は閉鎖される蓋があるものその他の外部から

の火災等の熱により破損しない構造のものであること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ ) 必要最小限の大きさのものであること。  

(エ ) 配管で取り扱う危険物により侵されないものであること。  

(オ ) サイトグラスの両面にパッキン等を挟んでボルトにより取り付

けることその他のサイトグラスの熱変位を吸収することができる措

置が講じられたものであること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可動蓋等  

 
保護枠等  

 

強化ガラス等  

 

Ａ  Ａ  

Ａ  Ａ  

Ａ－Ａ断面図  

パッキン  

ボルト  

保護枠等  

 

可動蓋等  

 

可動蓋等  

 

強化ガラス等  

Ａ－Ａ矢視図  
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(カ ) 地下に設置する配管に設けるものにあっては、サイトグラスの

取付部分について、当該サイトグラスの取付部分からの危険物の漏

えいを点検することができる措置が講じられたものであること。  
(キ ) 容易に点検、整備、補修等ができる構造のものであるともに、

サイトグラスから危険物の漏えいが発生した場合に、漏えい量を最

小限とすることのできる構造のものであること。（◆）  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

バイパス  

バルブ（ｃ）  

ドレン  

の で よ い 。  

の で よ い 。  

し た 構 造 例  

１８０° 

９０° 

０° 

２７０° 

Ａ－Ａ矢視図（拡大）  

Ａ  

バルブ（ｂ）  

バルブ（ａ）  

バイパス  

バルブ（ｃ）  

ドレン  

よ う に し た 構 造 例  

を 設 け 、 サ イ ト グ ラ ス を 孤 立 さ せ る こ と を 可  

※ バ ル ブ の 種 類 は 、 そ の 設 備 に 適 応 し た も の  

能 に し 、 容 易 に 点 検 、 整 備 、 補 修 等 が で き る  

バ イ パ ス 配 管 及 び バ ル ブ (ａ )、 (ｂ )、 (ｃ ) 

で よ い 。  

 サ イ ト グ ラ ス の 窓 と バ ル ブ の 方 向 を 変 え る こ と

に よ り 、 安 全 に 操 作 が 行 え る よ う に し た 構 造 例  

※ バ ル ブ の 種 類 は 、 そ の 設 備 に 適 応 し た も

の で よ い 。  

 の で よ い 。  

Ａ  
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イ  パッキンは、配管で取り扱う危険物により侵されないもの（例えば、

ガソリン、灯油、軽油、重油等を取り扱う場合にあっては耐油性パッ

キン、テフロン系のパッキン等、酸性又はアルカリ性の物品を取り扱

う場合にあってはテフロン系のパッキン等）であること。  

(３ ) フランジは、配管に係る常用圧力に応じ、ＪＩＳ  Ｂ  ２２２０

（鋼製管フランジ）、ＪＰＩ－７Ｓ－１５（石油工業用フランジ）若し

くはＪＰＩ－７Ｓ－６５（フランジ及びバルブのＰ－Ｔレイティング）

に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有するものを用いること。  

(４ ) 危令第９条第１項第２１号イ（危令第９条第１項第２１号を準用等

する場合を含む。）の最大常用圧力とは、配管の通常予見される使用形

態における最高の使用圧力をいうものとする。  

(５ ) 配管の水圧試験は、配管継手の種別にかかわらず、危険物が通過し、

又は滞留する全ての配管について行うこと。この場合において、自然流

下により危険物を移送する配管にあっては、最大背圧を最大常用圧力と

みなして水圧試験を行うこと。  

サイトグラス使用時の状態  点検、整備、補修等実施時の状態  

バ ル ブ (ｃ )を 開 け る 。  

１  サ イ ト グ ラ ス の 使 用 中 は 、 バ ル ブ (ｃ )は 閉 鎖 す る 。  

２  サ イ ト グ ラ ス か ら の 漏 え い 時 に は 、 初 め に バ ル ブ (ａ )を 閉 止 す る 。  

３  次 に 、 バ ル ブ (ｂ )を 閉 止 す る 。  

４  サ イ ト グ ラ ス の 点 検 、 整 備 、 補 修 等 を 実 施 す る 間 は 、 バ ル ブ (ａ )及 び (ｂ )を 閉 止 し 、  

※ 操 作 方 法  サ イ ト グ ラ ス が バ イ パ ス 側 に 設 置 さ れ て い る も の に つ い て も 、 同 様 と す る 。  

バルブ (ａ ) 

バルブ (ｂ ) バルブ (ｂ ) 

バルブ (ｃ ) 
バルブ (ｃ ) 

開  開  閉閉

閉

バルブ (ａ ) 

開  
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(６ ) 危令第９条第１項第２１号ハ（危令第９条第１項第２１号を準用等

する場合を含む。）に規定する火災等による熱によって容易に変形する

おそれのない配管には、ＪＩＳ  Ｋ  ７０１３に適合する繊維強化プラ

スチック管を含まないものとし、及び同号ハただし書（危令第９条第１

項第２１号を準用等する場合を含む。）に規定する火災等による熱によ

り悪影響を受けるおそれのない場所には、地下ピットであってその蓋を

鋼板、コンクリートその他これらと同等以上の強度を有する不燃材料で

造ったものを含むものとする。（平成１０年３月１１日付け消防危第  

２３号通知、平成２１年６月３日付け消防危第９８号通知、平成２１年

８月４日付け消防危第１４４号通知）  

(７ ) 危則第１３条の４の配管の外面の腐食を防止するための措置につい

ては、次によること。  

ア  ＪＩＳ  Ｇ  ３４５２（配管用炭素鋼鋼管）（白管に限る。）、

ＪＩ Ｓ  Ｇ  ３ ４ ５ ９ （ 配 管 用 ス テ ン レ ス 鋼 鋼 管 ） 、 Ｊ Ｉ Ｓ  Ｈ  

４０８０（アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管）、ＪＩＳ  

Ｈ  ４０９０（アルミニウム及びアルミニウム合金溶接管）、ＪＩＳ  

Ｇ  ４３０４（熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）及びＪＩＳ  Ｇ  

４３０５（冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯）で造られた配管を地上

に設置する場合は、危令第９条第１項第２１号ニただし書（危令第９

条第１項第２１号を準用等する場合を含む。）に規定する場合に該当

するものとし、同号ニただし書の規定により、危則第１３条の４の規

定による配管の外面の腐食を防止するための塗装を省略することがで

きるものとする。（平成元年１２月２１日付け消防危第１１４号質疑）  

イ  廃止されたＪＩＳ  Ｇ  ３４９１「水道用鋼管アスファルト塗覆装

方法」に適合する塗覆装材及び塗覆装の方法により施工される配管の

塗覆装は、危告示第３条第１号及び第２号の規定に適合するものとし

て認められるものとする。（平成２３年１２月２１日付け消防危第

３０２号通知）  

ウ  地下に設ける配管で次に掲げるものは、塗覆装材に危告示第３条第

１号の同等以上の防食効果を有するものが用いられており、かつ、塗

覆装の方法に同条第２号の同等以上の防食効果を有する方法が講じら

れているものに該当するものとする。  

(ア ) 口径１５Ａから２００Ａまでの配管にポリエステル系接着剤を

塗布し、その上に厚さ１．６ミリメートル以上２．５ミリメートル

以下の硬質塩化ビニルを被覆したもの（昭和５３年５月２５日付け

消防危第６９号質疑）  

(イ ) 配管にペトロラタムを含浸したテープを厚さ２．２ミリメート

ル以上となるように密着して巻き付け、その上に接着性を有するビ

ニルテープを厚さ０．４ミリメートル以上となるように巻き付け保
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護したもの（昭和５４年３月１２日付け消防危第２７号質疑）  

(ウ ) 架橋ポリエチレンを外層材とし、その内側にゴム・アスファル

ト系の接着材を塗布したスリーブを配管にかぶせた後、バーナー等

の加熱器具で加熱すると、２．５ミリメートル以上の厚さとなるよ

うに均一に収縮し、外層材の内側の接着剤が外層材と配管との間を

隙間なく埋めるもの（昭和５５年４月１０日付け消防危第４９号質

疑）  

(エ ) 口径１５Ａから１００Ａまでの配管にプライマーを塗布し、そ

の上にナイロン１２（粉体塗料）を０．６ミリメートル以上の厚さ

になるように塗装したもの（昭和５８年１１月１４日付け消防危第

１１５号質疑）  

エ  危則第１３条の４の地下の電気的腐食のおそれのある場所とは、直

流電気鉄道の軌道又はその変電所からおおむね１キロメートルの範囲

内にある場所及び電解設備その他これに類する直流電気設備の周辺の

うち、次に掲げる場所をいうものとする。（昭和５３年１１月７日付

け消防危第１４７号質疑）  

(ア ) 埋設配管の対地電位を１０分以上測定した場合における最大電

位変化幅が５０ミリボルト以上となる場所  

(イ ) 埋設配管の地表面電位勾配を１０分以上測定した場合における

１メートル当たりの最大電位変化幅が５ミリボルト以上となる場所  

オ  前エ (ア )及び (イ )に掲げる場所に係る対地電位及び地表面電位勾配

の測定方法並びに当該場所における配管の電気防食の方式については、

次によること。  

(ア ) 対地電位の測定にあっては、次によること。  

ａ  配管の埋設予定場所の敷地内において、既存埋設配管を利用し、

又はサンプル用の配管を埋設し、飽和硫酸銅電極又は飽和カロメ

ル電極を照合電極とした測定を行うこと。この場合において、当

該測定は、既存埋設配管又はサンプル用の配管の直上部の地盤面

上について、おおむね１０メートルごとの間隔（配管の埋設部分

の長さが１０メートル未満となる箇所にあっては、当該埋設部分

の長さに相当する間隔）で照合電極を当てて行うこと。  

ｂ  迷走電流の影響が時間帯によって異なると予想される場合の測

定は、直流電気鉄道に係る場所にあっては測定場所を電車が通過

している時間帯に、その他の場所にあっては直流電気の消費され

ている時間帯において行うものとする。  

(イ ) 地表面電位勾配の測定にあっては、次によること。  

ａ  配管の埋設予定場所の敷地の直角２方向について、飽和硫酸銅

電極又は飽和カロメル電極を照合電極として測定すること。この

場合において、当該照合電極の相互の間隔は、おおむね１０メー
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トル以上とすること。  

ｂ  迷走電流の影響が時間帯によって異なると予想される場合の測

定は、前 (ア )ｂの例によること。  

(ウ ) 電気防食の方式は、次のａからｃまでに掲げるいずれかの方式

を選定するものとする。この場合において、当該方式の意義は、そ

れぞれ当該ａからｃまでに定めるところによるものとする。  

ａ  流電陽極方式  異種金属間の電位差を利用して防食電流を得る

方式（流電陽極として鉄より電位の低い金属（アルミニウム、  

マグネシウム、亜鉛等）が使用され、かつ、防食電流の流出に伴

う流電陽極の消耗の程度に応じた適切な大きさの流電陽極が埋設

されたものに限る。）をいう。  

ｂ  外部電源方式  直流電源装置を設け、そのプラス極に接続され

た不溶性電極（高けい素鉄、黒鉛、磁性酸化鉄等）から土壌を通

じてそのマイナス極に接続された埋設配管に連続して防食電流を

供給する方式をいう。  

ｃ  選択排流方式  埋設配管とレールとの間に排流器を接続して、

埋設配管に流れる迷走電流をレールに戻し、かつ、レールから埋

設配管に流れる電流を遮断する方式をいう。  

カ  電気防食は、公益社団法人腐食防食学会が策定した「危険物施設の

鋼製地下貯蔵タンク・配管に適用する電気防食規格及びガイドライン

（ＪＳＣＥ  Ｓ  １９０１：２０１９）」に基づき施工することがで

きるものとする。（令和２年３月２７日付け消防危第８９号通知）  

キ  地下に設ける配管のうち、地下室内の架空配管及びピット内の配管

（ピット内に流入する土砂、水等により腐食するおそれのあるものを

除く。）で容易に点検することができるものについては、危令第２３

条の規定を適用し、これらの配管を地上に設置する配管とみなして、

危則第１３条の４の規定による地下の電気的腐食のおそれのある場所

に設置する配管及び地下のその他の配管に係る外面の腐食を防止する

ための措置を講じないことができるものとする。この場合において、

これらの配管には、同条の規定により、地上に設置する配管に係る外

面の腐食を防止するための措置を講ずること。  

(８ ) 危令第９条第１項第２１号ホ（危令第９条第１項第２１号を準用等

する場合を含む。）に規定する溶接その他危険物の漏えいのおそれがな

いと認められる方法による接合とは、次のアからエまでに掲げる場合に

応じ、それぞれ当該アからエまでに掲げる接合をいうものとする。  

ア  金属製の配管同士を接合する場合  溶接による接合  

イ  強化プラスチック製の配管同士を接合する場合  突き合せ接合又は

重ね合せ接合による接合  

ウ  金属製の配管と強化プラスチック製の配管を接合する場合  ＫＨＫ
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の性能評価を受けたトランジション継手による接合  

エ  樹脂製の配管同士を接合する場合  電気融着による接合  

(９ ) 危令第９条第１項第２１号ヘ（危令第９条第１項第２１号を準用等

する場合を含む。）の火災予防上安全な構造については、おおむね次に

定めるところによるものとする。なお、同号ヘに規定する設備には、電

気加熱式保温設備（自己制御型ヒーター（オート・トレース））を含む

ものとする。（昭和５８年１２月１日付け消防危第１２７号質疑）  

ア  保温又は保冷のために配管に保温材を設ける場合は、不燃材料又は

これと同等以上の性能を有するものを用いるとともに、雨水等が浸入

しないように鋼鈑その他これに類するもので被覆すること。  

イ  加熱設備を設ける配管には温度検出装置を設けるとともに、当該加

熱設備の運転状況を常時人がいる場所において監視できるものとする

こと。  

ウ  二重管による加熱設備を有する配管は、前イの規定によるほか、配

管の伸縮による内管と外管とのずれが起こり難い材質及び構造とする

こと。  

オ  加熱設備又は保温設備は、配管の防食措置に悪影響を与えないよう

に設けること。  

カ  加熱設備は局部的に異常に温度が上昇しない構造とし、かつ、その

熱源は、原則として蒸気又は温水とすること。ただし、作業工程上や

むを得ず熱源を電気とする場合は、次によること。  

(ア ) 非常時には、警報を発するとともに、これと連動して自動的に

加熱設備の運転を停止できる構造とすること。  

(イ ) 取付部において容易に溶融し、又は脱落しない構造とすること。  

(10) 危則第１３条の５第１号及び第２号の規定による支持物については、

次によること。  

ア  危則第１３条の５第２号に規定する鉄筋コンクリート造と同等以上

の耐火性を有するものとは、１時間以上の耐火性能を有し、かつ、容

易に脱落しないものをいうものとする。  

イ  次に掲げる場合は、危則第１３条の５第２号ただし書の火災によっ

て当該支持物が変形するおそれのない場合に該当するものとする。  

(ア ) 支持物の高さが１．５メートル以下であり、かつ、当該支持物

が不燃材料で造られている場合（平成元年７月４日付け消防危 第  

６４号質疑）  

(イ ) 支持物が製造所等の存する事業所の敷地内に設置されており、

かつ、当該支持物が不燃材料で造られている場合であって、当該支

持物に係る危険物を取り扱う配管が次のいずれかに該当する場 合

（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

ａ  高引火点危険物を１００度未満の温度で取り扱う配管  
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ｂ  引火点が４０度以上の危険物を取り扱う配管であって、その周

囲に火気等を取り扱う設備の存しないもの  

ｃ  周囲に危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備及び火気等を取り扱

う設備の存しない配管  

(ウ ) 火災により危険物を取り扱う配管の支持物である支柱等の一部

が変形した場合において、支持物のうち当該支柱等以外の部分によ

り配管の支持が維持される場合（平成元年１２月２１日付け消防危

第１１４号質疑）  

(エ ) 複数の鋼製の支柱等のうち、鉄筋コンクリート造と同等以上の

性能を有する材料により耐火被覆されたもののみで十分に危険物を

取り扱う配管が支持される場合（平成４年２月６日付け消防危第  

１３号質疑）  

(オ ) 支持物に対して屋外消火栓設備、ドレンチャー設備その他の有

効な散水設備を設けることその他の火災時において支持物の変形を

防止するための措置が講じられている場合（平成２年５月２２日付

け消防危第５７号質疑）  

(カ ) 耐火構造又は不燃材料で造られた建築物の外壁（開口部に防火

設備が設けられているものに限る。）により危険物を取り扱う配管

が有効に支持されている場合  

(11) 危則第１３条の５第３号に規定する保護とは、車両の重量その他の

荷重に十分耐える構造の厚さ１５センチメートル以上の鉄筋コンクリー

トで地盤面を舗装すること、危険物を取り扱う配管の上面から地盤面ま

での距離を６０センチメートル以上確保すること、堅固で耐久力を有し、

かつ、配管の構造に対し支障を及ぼさない構造のコンクリート製の防護

物により配管を保護することその他これらに類する方法により配管を保

護することをいうものとする。  

(12) 次に適合する強化プラスチック製の配管は、危令第９条第１項第

２１号イからニまで（危令第９条第１項第２１号を準用等する場合を含

む。）に適合すると解するものとする。この場合において、設置許可申

請又は変更許可申請の際に、強化プラスチック製の配管の施工者又は施

工管理者に対し、強化プラスチック成形技能士の資格を有する旨を証明

する書類の写しを提出するよう指導するものとする。（平成１０年３月

１１日付け消防危第２３号通知、平成２１年６月３日付け消防危第９８

号通知、平成２１年８月４日付け消防危第１４４号通知）（◆）  

ア  配管にあってはＪＩＳ  Ｋ  ７０１３「繊維強化プラスチック管」

附属書２「石油製品搬送用繊維強化プラスチック管」に規定する基準

に適合する呼び径１００ミリメートル以下のものが、管継手にあって

はＪＩＳ  Ｋ  ７０１４「繊維強化プラスチック管継手」附属書２

「石油製品搬送用繊維強化プラスチック管継手」に規定する基準に適
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合するものが使用されていること。  

イ  火災等による熱により悪影響を受けるおそれのないように、地下に

直接埋設され、又は第６号で解する火災等による熱により悪影響を受

けるおそれのない場所に設けられていること。この場合において、地

下に直接埋設するときは、次の (ア )から (カ )までに適合し、又は前号

で解する危険物を取り扱う配管を保護するための措置のうち、堅固で

耐久力を有し、かつ、配管の構造に対し支障を及ぼさない構造のコン

クリート製の防護物により配管が保護されているものであること。  

(ア ) 埋設深さ（地盤面から配管の上面までの深さをいう。以下この

(ア )において同じ。）は、次のいずれかに適合するものであること。  

ａ  地盤面を無舗装、砕石敷又はアスファルト舗装とする場合に

あっては、６０センチメートル以上の埋設深さであること。この

場合において、砕石層又はアスファルト舗装層の厚さは、埋設深

さに算入するものとする。  

ｂ  地盤面を厚さ１５センチメートル以上の鉄筋コンクリート舗装

とする場合にあっては、当該舗装の厚さを含めて３０センチメー

トル以上の埋設深さであること。  

(イ ) 掘削面に厚さが１５センチメートル以上となるように山砂又は

６号砕石等（単粒度砕石６号又は粒の大きさが３ミリメートルから

２０ミリメートルまでの砕石（砂利を含む。）をいう。以下 (オ )に

おいて同じ。）を敷き詰め、十分な支持力を有するように小型ビブ

ロプレート、タンパー等により均一に締め固められていること。  

(ウ ) 強化プラスチック製の配管を並行して設ける場合又は強化プラ

スチック製の配管と金属製の配管とを並行して設ける場合にあって

は、配管相互の間に１０センチメートル以上の間隔が設けられてい

ること。  

(エ ) 強化プラスチック製の配管を他の配管（強化プラスチック製の

配管を含む。）と交差させる場合にあっては、配管相互の間に ３

センチメートル以上の間隔が設けられていること。  

(オ ) 強化プラスチック製の配管を敷設して、舗装等の構造の下面に

至るまで山砂又は６号砕石等で埋戻しした後、小型ビブロプレート、

タンパー等により締め固められ、舗装等の構造の下面から強化プラ

スチック製配管の上面までの厚さが５センチメートル以上であるこ

と。  

(カ ) 次に定めるところにより、応力の集中を避けるための措置が講

じられていること。  

ａ  強化プラスチック製の配管には、枕木その他の支持材が用いら

れていないこと。  

ｂ  強化プラスチック製の配管を埋設する際に芯出しに用いた仮設
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材は、埋戻し前に撤去されていること。  

ｃ  強化プラスチック製の配管がコンクリート構造物等と接触する

おそれのある部分は、ゴムその他の緩衝材により保護されている

こと。  

ウ  接続にあっては、次に適合するものであること。  

(ア )  強 化 プ ラ ス チ ッ ク 製 の 配 管 相 互 の 接 続 は 、 Ｊ Ｉ Ｓ  Ｋ  

７０１４「繊維強化プラスチック管継手」附属書３「繊維強化プラ

スチック管継手の接合」に規定する接着剤とガラステープを用いる

突き合せ接合（施工上、突き合せ接合以外の方法では施工できない

場合に限る。）、テーパソケットを用いる重ね合せ接合又はフラン

ジを用いるフランジ継手による接合とすること。  

(イ ) 強化プラスチック製の配管と金属製の配管との接合は、フラン

ジ継手又はＫＨＫの性能評価を受けたＦＲＰ用トランジション継手

とすること。この場合において、極力フランジ継手を用いた接合と

するように指導するものとする。（◆）  

(ウ ) 接合に使用する接着剤は、強化プラスチック製の配管の製造者

が指定するものであること。  

(エ )  地上に露出した金属製の配管と地下に埋設された強化プラス

チック製の配管を接続する場合にあっては、次のいずれかの方法に

よること。  

ａ  地下ピット内で接続し、かつ、金属製の配管の地盤面からの埋

設配管長が６５センチメートル以上ある位置で接続すること。た

だし、ＫＨＫの性能評価を受けたＦＲＰ用トランジション継手と

する場合にあっては、地下ピットを設けないことができるものと

する。  

ｂ  金属製配管について、耐候性その他の周囲の環境に応じた性能

を有する耐火板（ＪＩＳ  Ａ  ５４３０「繊維強化セメント板」

表１中の０．５けい酸カルシウム板であって２５ミリメートル以

上の厚さを有するもの、ＪＩＳ  Ａ  ６９０１「せっこうボード

製品」表１中のせっこうボードであって３４ミリメートル以上の

厚さを有するもの又はＪＩＳ  Ａ  ５４１６に適合する軽量気泡

コンクリートパネル（ＡＬＣパネル）であって３０ミリメートル

以上の厚さを有するものその他これらと同等以上の性能を有する

材質で造られたものをいい、その地表側に相当の強度を有する鋼

鉄その他これと同等以上の耐久性を有する材質で造られた保護カ

バーが設けられたものに限る。）により地上部と区画した地下

ピット内において、当該耐火板から１２センチメートル以上離し

た位置で強化プラスチック製の配管に接続されていること。この

場合において、当該耐火板の金属製の配管が貫通する部分の隙間
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が金属パテで埋められていること。  

エ  強化プラスチック製の配管と他の機器との接続部において、強化プ

ラスチック製の配管の曲げ可とう性が地盤変位その他の変位に対して

十分な変位追従性を有さず、強化プラスチック製の配管が損傷するお

それがある場合にあっては、強化プラスチック製の配管と他の機器と

の間に金属製の可とう管が設けられていること。  

オ  強化プラスチック製の配管に附属するバルブ、ストレーナーその他

の重量物の重量を直接強化プラスチック製の配管が支えない構造であ

ること。  
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第２節  製造所及び一般取扱所に係る技術上の基準  

製造所及び一般取扱所  

１  製造所及び一般取扱所に係る基準については、次に定めるところにより

解釈し、及び運用するものとする。  

(１ ) 危令第９条第１項第５号（危令第１９条第１項において準用する場

合を含む。）の規定は、壁を設ける製造所及び一般取扱所についての規

定であり、壁を設けない製造所及び一般取扱所の設置を禁止する趣旨の

規定ではないと解するものとする（昭和３７年４月６日付け自消丙予発

第４４号質疑）。この場合において、屋内と屋外のいずれに該当するか

の判断、建築物に該当するか否かの判断その他の建基法の運用又は解釈

に係る判断については、建築部局又は指定確認検査機関との調整により

行うものとする。  

(２ ) 壁を設けていない製造所又は一般取扱所の部分が建基法第２条第６

号に規定する延焼のおそれのある部分に該当することとなった場合は、

当該部分に危令第９条第１項第５号（危令第１９条第１項において準用

する場合を含む。）の規定の例により、耐火構造の壁を設けること。

（◆）  

(３ ) 製造所又は一般取扱所の用に供する架構形式の工作物については、

製造所又は一般取扱所の用に供する建築物に係る基準に準じて設けるこ

と。  

(４ ) 製造所又は一般取扱所の内部に休憩室等を設ける場合は、危令第９

条又は第１９条の技術上の基準によるほか、次によること。（平成１４

年２月２６日付け消防危第３０号通知）  

ア  休憩室等の内部においては、喫煙所その他の火気を使用する場所を

限定すること。  

イ  休憩室等の出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の防火設

備を設けるとともに、当該出入口の敷居の高さを１５センチメートル

以上とすることその他の可燃性の蒸気及び可燃性の微粉の流入を防止

するための措置を講ずること。  

ウ  休憩室等の内部には、第５種の消火設備を配置することその他の初

期消火を有効に行うための措置を講ずること。  

(５ ) 危険物取扱設備に係る基準の解釈及び運用については、次によるこ

と。  

ア  危令第９条第１項第１３号（危令第１９条第１項において準用する

場合を含む。）の危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することがで

きる構造とは、通常の使用条件に対して十分に余裕を持った容量、強

度、性能等を有するように設計された危険物取扱設備の構造をいうも

のとする。なお、危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち、金属

製以外のタンクにあっては、強度、耐熱性及び耐薬品性を有している
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ものであること。  

イ  危令第９条第１項第１３号ただし書（危令第１９条第１項において

準用する場合を含む。）の危険物のもれ、あふれ又は飛散による災害

を防止するための附帯設備とは、フロートスイッチ等の制御装置、戻

り管、塗装ブース、混合装置、 攪拌
か く は ん

装置等の覆い、波返し、受皿、

囲いその他これらに類する設備をいうものとする。なお、自然流下に

よる戻り管の内径は、給油管の内径のおおむね１．５倍以上とし、か

つ、当該戻り管には、弁を設けないこと。（◆）  

(６ ) 危令第９条第１項第１４号（危令第１９条第１項において準用する

場合を含む。）の温度測定装置を設ける場合は、同号に規定する設備の

種類、当該設備で取り扱う危険物の特性、測定温度範囲等を十分に考慮

して、安全で、かつ、温度変化を正確に把握できるものを適切な位置に

設けること。  

(７ ) 危令第１９条第１項第１５号（危令第１９条第１項において準用す

る場合を含む。）の危険物を加熱し、又は乾燥する設備については、次

によること。  

ア  危令第９条第１項第１５号（危令第１９条第１項において準用する

場合を含む。）の直火には、可燃性液体、可燃性気体等を燃料とする

火気、露出したニクロム線を用いた電熱器等が該当し、及び当該直火

以外のものには、水蒸気、熱媒油、温水、熱風（加熱された空気に火

粉、鉄さび、乾燥くず、煙、ガス等が混入しないものに限る。）等が

該当するものとする。  

イ  危令第９条第１項第１５号（危令第１９条第１項において準用する

場合を含む。）の防火上安全な場所とは、直火を用いる構造の危険物

を加熱し、又は乾燥する設備が危険物を取り扱う場所と不燃材料で造

られた床又は壁等で区画されている場所をいうものとする。  

(８ ) 危令第９条第１項第１６号（危令第１９条第１項において準用する

場合を含む。）に規定する圧力計及び安全装置については、次によるこ

と。  

ア  圧力計は、危険物を取り扱う設備の種類、取り扱う危険物の性質、

加圧に係る圧力の範囲等を十分に考慮し、安全で、かつ、圧力の変化

を正確に把握することができるものを設置すること。  

イ  安全装置は、危険物を取り扱う設備の種類、取り扱う危険物の性質、

加圧に係る圧力の範囲等を十分に考慮し、すみやかに安全な圧力とす

ることができるものを設置すること。なお、破壊板にあっては、危険

物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限って用いるこ

とができることに留意すること。  

(９ ) 危令第９条第１項第１８号（危令第１９条第１項において準用する

場合を含む。）の規定による静電気除去装置については、次によること。  
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ア  危令第９条第１項第１８号（危令第１９条第１項において準用する

場合を含む。）に規定する静電気が発生するおそれのある設備とは、

危 険 物 を 取 り 扱 う 設 備 の う ち 、 導 電 率 が １ ×１ ０ ― ８ ジ ー メ ン ス 毎

メートル（Ｓ／ｍ）以下の危険物を取り扱うものをいうものとする。  

イ  危令第９条第１項第１８号（危令第１９条第１項において準用する

場合を含む。）に規定する静電気を有効に除去する装置とは、接地に

よる方法（接地抵抗値が１，０００オーム以下のものに限る。）、  

湿度を調整する方法（湿度が常時７５パーセント以上に保たれるもの

に限る。）、不活性ガスによるシール等により爆発性雰囲気の形成を  

回避する方法、添加剤等により液体の導電率を増加させる方法、空気

のイオン化等により静電気を中和させる方法、液体の流速を制限する

方法その他静電気を除去することができる方法により有効に静電気を

除去することができる装置をいうものとする。  

(10) ２０号タンクは、その容量が指定数量の５分の１以上のタンク（地

下に設置するタンクを除く。）が該当するものであり、その容量が指定

数量の５分の１未満のタンクにあっては、危険物取扱設備として取り扱

うものとする。（平成１０年２月２５日付け消防危第１６号通知、平成

１０年３月１６日付け消防危第２９号通知）  

(11) 危令第２７条第６項第４号ヘの規定に基づく危則第４０条の７第３

号に規定する措置として、移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクに液体の

危険物を注入する一般取扱所に当該移動貯蔵タンク内に滞留する可燃性

の蒸気を排出する設備を設ける場合は、次によること。（昭和５２年  

３月２２日付け消防危第４１号質疑、昭和５６年１０月６日付け消防危

第１２９号質疑）  

ア  移動貯蔵タンク内に滞留する可燃性の蒸気が当該一般取扱所の屋根

より高い位置から排出される構造とすること。  

イ  吸引ブロアーその他可燃性の蒸気を排出するために必要な機器は、

電気工作物に係る法令の規定の例により設置すること。  

ウ  静電気を有効に除去することができる構造とすること。  

(12) 一般取扱所として規制される発電所、変電所、開閉所その他これら

に類する場所の位置、構造及び設備については、危令第２３条の規定を

適用し、危令第１９条第１項において準用する危令第９条第１項第６号

から第９号まで及び第１２号の規定によらないことができるものとし、

及び危令第２０条第１項第１号及び第２号の規定の適用については、  

次に定めるところによるものとする。（昭和４０年９月１０日付け自消

丙予発第１４８号通知）  

ア  危 則 第 ３ ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 一 般 取 扱 所 に あ っ て は 、   

第１種、第２種又は第３種の消火設備に代えて第４種の消火設備を  

設置することができるものとする。  
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イ  危 則 第 ３ ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 一 般 取 扱 所 に あ っ て は 、   

第５種の消火設備を設置しないことができるものとする。  

(13) 桟橋、岸壁等において、危険物を船舶、タンカー等へ積み込み、  

及び危険物を船舶、タンカー等から積み卸す一般取扱所については、  

次によること。  

ア  海、河川等に面する部分については、危令第２３条の規定を適用し、

危令第１９条１項において準用する危令第９条第１項第２号の規定を

適用しないことができるものとする。（昭和３６年５月１０日付け自

消甲予発第２５号通知）  

イ  桟橋は、不燃材料で造るとともに、波浪、潮流等に対して安全な  

構造とすること。  

ウ  桟橋に設ける危険物を移送するための配管には、当該配管において

取り扱う危険物の品名を表示するとともに、その先端に鋳鋼製の弁を

設けること。  

エ  桟橋に設ける照明設備には、灯火を用いないこと。  

オ  指定数量の倍数が１０以上の当該一般取扱所のうち、危険物を移送

する配管等の部分には、危令第１９条第１項において準用する危令  

第９条第１項第１９号の避雷設備を設けないことができるものとする。  

(14) ナトリウム・硫黄電池を設置する一般取扱所のうち、「ナトリウ

ム・硫黄電池を設置する危険物施設の技術上の基準等について」（平成

１１年６月２日付け消防危第５３号通知）第１各項に定める要件に適合

するものにおける危令第２３条の規定の適用については、次によること

ができるものとする。  

ア  同通知第２第１項に規定する一般取扱所については、当該一般取扱

所の位置、構造及び設備が同項各号に掲げる基準に適合する場合に限

り、危令第１９条第１項において準用する危令第９条第１項第１号、

第２号及び第４号並びに危令第２０条第１項の規定を適用しないこと

ができるものとする。  

イ  同通知第２第２項に規定する一般取扱所については、当該一般取扱

所の位置、構造及び設備が同項各号に掲げる基準に適合する場合に  

限り、危令第１９条第１項において準用する危令第９条第１項第１号、

第２号及び第４号から第８号まで並びに危令第２０条第１項の規定を

適用しないことができるものとする。  

２  危令第９条第２項及び第３項の規定による製造所の特例基準に係る解釈

及び運用については、次によること。  

(１ ) 危令第９条第２項の規定により危則第１３条の６第３項に定める危

令第９条第１項に掲げる基準の特例に係る基準のうち、同項第１号ニの

不活性ガスとは、石油コンビナート等災害防止法施行令（昭和１年政令

第１２９号）第１条に規定する不活性ガスと同じものをいうものとする。
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なお、当該不活性ガスとは、高保法第２条に規定する高圧ガスである  

ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、  

二酸化炭素、フルオロカーボン（可燃性のものを除く。）及び空気（液

化空気を除く。）をいうものである。  

(２ ) 危令第９条第３項の規定による危則で定める危険物を取り扱う製造

所についての特例基準に係る解釈及び運用は、次によること。  

ア  危則第１３条の８の規定によるアルキルアルミニウム等を取り扱う

製造所に係る特例基準については、次によること。  

(ア ) 危則第１３条の８第１号の漏えい範囲を局限化するための設備

と は 、 ア ル キ ル ア ル ミ ニ ウ ム 等 を 取 り 扱 う 設 備 の 周 囲 に 設 け る   

ピット又は流れ止め（安全な場所に設けられた受け槽に円滑に危険

物を導入できるよう、内部の床に傾斜を設けたものに限る。）をい

うものとする。  

(イ ) 前 (ア )の受け槽は、次によること。  

ａ  耐火性及び耐水性を有するものであること。  

ｂ  雨水等の浸入しない構造とし、かつ、アルキルアルミニウム等

を取り扱う設備の周囲に設けるピット又は流れ止めと暗きょで接

続されたものであること。  

ｃ  取扱量が最大となるアルキルアルミニウム等を取り扱う設備に

収容できるアルキルアルミニウム等の量以上の容量を有するもの

であること。  

ｄ  アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所の出入口に面する場

所以外の安全な場所に設けること。  

ｅ  受け槽は、危令第９条第１項第２号の危険物を取り扱う建築物

その他の工作物に含むものと解し、受け槽の周囲には、アルキル

アルミニウム等を取り扱う製造所が保有することとされる幅の空

地を保有すること。この場合において、受け槽を当該製造所の保

有空地以外の場所に設置するときにあっては当該受け槽の周囲に

保有することとされる空地と当該製造所の周囲に保有することと

される空地を重複することができるものとし、受け槽を当該製造

所の保有空地内に設置するときにあっては当該受け槽と当該製造

所との間の部分について、当該受け槽の周囲に保有することとさ

れる空地の幅及び当該製造所の周囲に保有することとされる空地

の幅をそれぞれ減ずることができるものとする。  

イ  危則第１３条の１０の規定によるヒドロキシルアミン等を取り扱う

製造所に係る特例基準については、次によること。（平成１３年１０

月１１日付け消防危第１１２号通知）  

(ア ) 危則第１３条の１０第３号に規定する温度の上昇による危険な

反応を防止するための措置とは、同号に規定する設備に温度制御  
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装置又は緊急冷却装置の設置をすること等の措置をいい、同号に  

規定する設備に対して消火設備を設けることは、当該措置に該 当  

しないものとする。  

(イ ) 危則第１３条の１０第３号に規定する濃度の上昇による危険な

反応を防止するための措置とは、同号に規定する設備にヒドロキシ

ルアミン等の濃度を定期的に測定する装置又はヒドロキシルアミン

等の濃度が一定以上となった場合に緊急に爆発のおそれがないと  

判別される濃度まで当該ヒドロキシルアミン等の希釈を行う装置を

設けること等の措置をいうものとする。この場合において、ヒドロ

キシルアミンを含有するものと第４類の危険物とを反応釜に投入し、

おおむね半日以上の時間をかけて両者を混合することでヒドロキシ

ルアミンを含有する非危険物の製品を製造する一般取扱所において、

当該製品を定期的に採取することができるように当該反応釜にサン

プル採取口を設け、かつ、当該製品中のヒドロキシルアミンの濃度

を測定できるようにしたものは、ヒドロキシルアミン等の濃度を定

期的に測定する装置が設置されているものとする。（平成１４年  

３月２７日付け消防危第４６号質疑）  

(ウ )  危則第１３条の１０第４号の鉄イオン等の混入による危険な  

反応を防止するための措置とは、ヒドロキシルアミン等が接触する

場所をゴム、ガラスその他の絶縁体によりコーティングすること、

繊維強化プラスチック等の非金属とすること若しくはステンレス鋼

等の鉄イオン等が溶出しにくい金属材料として鉄イオン等の溶出を

防止するとともに鉄イオン等の濃度を定期的に測定する装置を同号

に規定する設備に設けること又はヒドロキシルアミン等に鉄イオン

等との反応を抑制する物質を添加することをいうものとする。この

場合において、鉄イオン等には、鉄、銅等の金属イオンを含むもの

とする。  

３  一の一般取扱所として規制する範囲は、製造所と同様に、危険物の取扱

いが客観的に一連の行為であるか否か、他の施設からの独立性があるか否

か及び災害時の影響等を考慮して総合的に判断し、決定するものとする。

この場合において、次の例を参考として当該範囲を決定するものとする。  

(１ ) 内部がＡ室、Ｂ室及びＣ室の３室に区画されている工場で、Ａ室  

及びＢ室においてはそれぞれ危険物を取り扱い、Ｃ室においては危険物

の取扱いを行わないものは、Ａ室及びＢ室における１日当たりの最大取

扱数量の合計が指定数量以上となる場合にあっては、当該工場の全体を

一の一般取扱所として規制するものとする。（昭和３９年７月９日付け

自消丙予発第６５号質疑）  

(２ ) 製油所又は油槽所の構内において、危険物をドラム缶に充塡した後

に、当該ドラム缶を出荷するまで野積みの状態で取り扱っている場合は、
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当該ドラム缶の充塡作業を行う場所と当該ドラム缶の野積みを行う場所

（貯蔵を目的とするものを除く。以下この号において同じ。）をそれぞ

れ別個の一般取扱所として規制するものとする。この場合において、当

該ドラム缶の野積みを行う場所の周囲に確保する空地の幅は、危令第  

１６条第１項第４号に規定する屋外貯蔵所に係る空地の幅の例によるこ

と（◆）。なお、貯蔵を目的とする場合は、屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所

として規制するものとする。（昭和３６年５月１０日付け自消甲予発第

２５号通知、昭和４０年１月１９日付け自消丙予発第８号質疑、昭和  

４０年４月１５日付け自消丙予発第７１号質疑）  

(３ ) 船舶のバラスト水に含まれる廃油を処理するための施設については、

次によること。（昭和４８年８月２日付け消防予第１２０号質疑）  

ア  バ ラ ス ト タ ン ク 、 オ イ ル セ パ レ ー タ ー 、 ガ ー ド ベ ー ス ン そ の 他   

バラスト水に含まれる油分を分離するための設備が設けられている場

所は、一般取扱所として規制する。この場合において、危令第２０条

第１項第１号の規定により当該場所に第１種、第２種又は第３種の消

火設備の設置を要するときは、当該一般取扱所で取り扱うバラスト水

に含まれる油分の量が十分に少なく、かつ、火災が生じたとしても分

離した油分が短時間で燃え尽きると推定できるときに限り、危令第  

２３条の規定を適用し、当該消火設備の設置を省略することができる

ものとする。  

イ  分離された油を貯蔵するスロップオイルタンクは、屋外タンク貯蔵

所として規制するものとする。  

ウ  バラストタンクは、２０号タンクとして取り扱うものとする。この

場合において、バラストタンクの通常予見される使用状況において油

分の 溢
い つ

流及び突沸現象のおそれがないと認められるときは、危令第

２３条の規定を適用し、当該バラストタンクに防油提を設置しないこ

とができるものとする。  

(４ ) 建築物内のオイルポンプにより建築物内のオイルタンクに貯蔵する

危険物が送り出され、屋外のプレス機並びに建築物内のオイル清浄機及

びオイルクーラーを経てオイルタンクに戻る一連の工程において、１日

当たり指定数量以上の危険物が取り扱われる場合は、当該一連の工程に

係る場所を一の一般取扱所として規制するものとする。（昭和５６年

１０月７日付け消防危第１３４号質疑）  

(５ ) 鉄道トンネル工事用の重機に給油を行うため、索道により危険物を

運搬する場合は、危険物を運搬するタンクに危険物を受け入れる場所か

ら自給式ポンプにより危険物を払い出す場所までを一の一般取扱所とし

て規制するものとする。この場合において、危険物を運搬するタンクに

ついては、当該一般取扱所における危険物を取り扱う容器として取り扱

うことができるものとする。（昭和５８年１１月３０日付け消防危第
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１２６号質疑）  

(６ ) 一般取扱所として規制される印刷工場に印刷工程において発生する

有機溶剤を含む排ガスの処理施設として溶剤回収装置を設置した場合は、

当該排ガスの回収工程を印刷に係る一連の工程として取り扱い、当該溶

剤回収装置を含めた当該印刷工場全体を一の一般取扱所として規制する

ものとする。なお、有機溶剤を回収して液化させることは、危険物の製

造には該当しないものとして取り扱うことに留意すること。（昭和５９

年６月８日付け消防危第５４号質疑）  

(７ ) 移動タンク貯蔵所により危険物を鉄道貨物駅に移送し、当該鉄道貨

物駅の操車場内で別の危険物運搬車に詰め替えを行う場合は、軌道敷の

存する場所を保有空地の一部とした一般取扱所として許可することがで

きるものとする。この場合において、危令第２０条第１項第１号の規定

に基づき危則第３３条第１項第１号に定める一般取扱所に第１種、第２

種又は第３種の消火設備を設けることができないときは、危令第２３条

の規定を適用し、第４種の消火設備（毎秒０．６キログラム以上の消火

粉末を６０秒以上連続して放射できるものに限る。）及び危則第３３条

第 ２ 項 第 ２ 号 の 規 定 に よ る 第 ５ 種 の 消 火 設 備 を 設 け る 場 合 に 限 り 、   

第３種の消火設備を設置しないことができるものとする。（昭和５８年

１１月１６日付け消防危第１１８号質疑）  

(８ ) 運搬容器に収納した危険物の荷卸し、仕分け、一時保管及び荷積み

を行うトラックターミナルにおいては、これらの取扱いを行う荷扱場及

びこれと一体的な構造となっている事務所並びに車両の停留所及び発着

所の存する場所を一の一般取扱所として許可することができるものとす

る（昭和５７年８月１１日付け消防危第８２号質疑）。なお、同質疑に

示された東京都内のトラックターミナルにおいて貯蔵し、又は取り扱う

危険物並びに当該トラックターミナルの位置、構造及び設備については、

次のとおりである。  

ア  取り扱う危険物は、第４類の危険物（特殊引火物を除き、第１石油

類及び第２石油類にあっては、塗料及び塗料溶剤に限る。）とする。  

イ  一般取扱所における危険物の最大取扱数量は、指定数量の５０倍以

下とする。  

ウ  危険物を一時的に保管する場所にはその旨を明示し、一般貨物を保

管する場所と明確に区分するものとする。  

エ  危 険 物 を 取 り 扱 う 建 築 物 が 壁 体 を 有 し な い た め 、 危 令 第 １ ６ 条   

第１項第４号の規定の例により保有空地を設けるものとする。  

オ  建築物の屋根は不燃材料で造るとともに、軽量な不燃材料でふくも

のとする。ただし、屋根の一部に採光のために網入りガラスを設ける

ものとする。  

カ  荷扱場の床にあっては、コンクリートにより舗装を行うが、当該  
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床には貯留設備を設けないものとする。この場合において、貯留設備

に代えて油吸着剤又は乾燥砂を設けるものとする。  

キ  車両の停留所及び発着所の地盤面にあっては、コンクリートにより

舗装を行うとともに、これらに係る範囲を白線等により明示するもの

とする。  

ク  前キの地盤面に設けた排水溝には、油分離装置を設けるものとする。  

ケ  消火設備にあっては、屋外消火栓設備を設置するほか、荷役場内に

第４種の消火設備（荷役場で取り扱う危険物の消火に適応するものと

されるものに限る。）を半径３０メートルの円の面積に対して１個以

上設置し、及び危険物を取り扱う運送業者の占有場所ごとに第５種の

消火設備を１個以上設置するものとする。  

コ  警報設備にあっては、自動火災報知設備を設置するものとする。  

(９ ) 灯油又は重油を貯蔵する燃料タンクを設け、当該燃料タンクから各

戸又は各教室に設けられている燃焼機器に配管によって灯油又は重油を

供給する施設を有する共同住宅（その一部に貸事務所又は店舗を有する

ものを含む。）、学校、ホテル等における一の一般取扱所の範囲につい

ては、「共同住宅等の燃料供給施設に関する運用上の指針について」

（平成１５年８月６日付け消防危第８１号通知）によること。  

(10) エチルアルコールを水で希釈することにより非危険物を製造する設

備について、移動タンク貯蔵所に貯蔵するエチルアルコールを地下貯蔵

タンクに注入し、ポンプ設備を使用して配管の中でエチルアルコールと

水とを混合する場合は、当該ポンプ設備を一般取扱所として取り扱い、

及び地下貯蔵タンクを２０号タンクとして取り扱うものとする。（昭和

５６年７月３日付け消防危第８３号質疑）  

(11)  法 別 表 第 １ 備 考 第 １ ７ 号 の 規 定 に 基 づ く 危 則 第 １ 条 の ３ 第 ７ 項   

第１号の規定により危険物から除かれる動植物油類を貯蔵するタンクに

附属する注入口及び当該注入口に接続する配管、弁等の部分において、

１日当たり指定数量以上の動植物油類を取り扱う場合は、当該注入口及

び当該注入口に接続する配管、弁等を一般取扱所として取り扱うものと

する。この場合において、当該一般取扱所の範囲は、当該注入口から当

該タンクの元弁（元弁がない場合にあっては、配管と当該タンクの接合

部）までとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

４  危令第１９条第２項の規定による一般取扱所の基準の特例に係る解釈及

び運用は、次によること。  

(１ ) 部分規制の一般取扱所には、次のア及びイにそれぞれ掲げる区画室

単位で規制する一般取扱所（区画された室内全体が一般取扱所として規

制されるものをいう。以下同じ。）及び設備単位で規制する一般取扱所

（平家建の建築物に設けられた危険物を取り扱う設備（空地がある場合

にあっては、空地を含む。）が一般取扱所として規制されるもの及び  
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建築物の屋上に設置された危険物を取り扱う設備（囲いの周囲の空地を

含む。）が一般取扱所として規制されるものをいう。以下同じ。）があ

り 、

これらにはそれぞれ当該ア及びイに掲げるものがある。なお、危令第

１９条第１項及び第２項のいずれの基準も満足する場合は、いずれの基

準により一般取扱所を設置するかは、当該一般取扱所の設置者の意思に

より選択できるものである。  

ア  区画室単位で規制する一般取扱所  次に掲げるもの  

(ア ) 専ら吹付塗装作業等を行う一般取扱所で指定数量の倍数が３０

未 満 の も の （ 危 則 第 ２ ８ 条 の ５ ４ 第 １ 号 、 危 則 第 ２ ８ 条 の ５ ５   

第２項）  

(イ ) 専ら洗浄作業を行う一般取扱所で指定数量の倍数が３０未満の

もの（危則第２８条の５４第１号の２、危則第２８条の５５の２第

２項）  

(ウ ) 専ら焼入れ作業等を行う一般取扱所で指定数量の倍数が３０未

満のもの（危則第２８条の５４第２号、危則第２８条の５６第２項）  

(エ ) 危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一

般 取 扱 所 で 指 定 数 量 の 倍 数 が ３ ０ 未 満 の も の （ 危 則 第 ２ ８ 条 の  

５４第３号、危則第２８条の５７第２項）  

(オ ) 油圧装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数

量の倍数が５０未満のもの（危則第２８条の５４第６号、危則 第  

２８条の６０第２項及び第３項）  

(カ ) 切削装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数

量の倍数が３０未満のもの（危則第２８条の５４第７号、危則第

２８条の６０の２第２項）  

(キ ) 熱媒体油循環装置以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で

指定数量の倍数が３０未満のもの（危則第２８条の５４第８号、危

則第２８条の６０の３第２項）  

(ク ) 蓄電池以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の

倍数が３０未満のもの（危則第２８条の５４第９号、危則第２８条

の６０の４第２項）  

イ  設備単位で規制する一般取扱所  次に掲げるもの  

(ア ) 専ら洗浄作業を行う一般取扱所で指定数量の倍数が１０未満の

もの（危則第２８条の５４第１号の２、危則第２８条の５５の２第

３項）  

(イ ) 専ら焼入れ作業等を行う一般取扱所で指定数量の倍数が１０未

満のもの（危則第２８条の５４第２号、危則第２８条の５６第３項）  

(ウ ) 危険物を消費するボイラー等以外では危険物を取り扱わない一

般取扱所で指定数量の倍数が１０未満のもの（危則第２８条の５４
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第３号、危則第２８条の５７第３項及び第４項）  

(エ ) 油圧装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数

量の倍数が３０未満のもの（危則第２８条の５４第６号、危則第

２８条の６０第４項）  

(オ ) 切削装置等以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数

量の倍数が１０未満のもの（危則第２８条の５４第７号、危則第

２８条の６０の２第３項）  

(カ ) 蓄電池以外では危険物を取り扱わない一般取扱所で指定数量の

倍数が１０未満のもの（危則第２８条の５４第９号、危則第２８条

の６０の４第３項）  

(２ ) 部分規制の一般取扱所として取り扱うことができる工程と連続して、

危険物を取り扱わない工程がある場合は、当該危険物を取り扱わない  

工程を含めて一の部分規制の一般取扱所とすることができるものとする。

（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(３ ) １棟の建築物の中に複数の部分規制の一般取扱所を設置することが

できるものとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４ ) 複数の危険物を取り扱う設備（一の建築物に設けられた複数の設備

単位で規制する一般取扱所に設置されたものであり、かつ、当該複数の

設備単位で規制する一般取扱所におけるそれぞれの設備による危険物の

取扱いの形態が同じであるものに限る。以下この号において同じ。）の

周囲に保有する空地にあっては、次の図のように、複数の危険物を取り

扱う設備を一の設備とみなして、当該複数の危険物を取り扱う設備の周

囲に幅３メートル以上の空地を保有することをもって足りるものとする。

（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

Ｇ Ｌ  

ボイラー  

ボイラー  油圧装置  

印刷  

油圧装置  

焼入れ  

空地  空地  

３ ｍ 以 上  

区画室単位で規制する  
一般取扱所の複数設置例  設備単位で規制する  

一般取扱所の複数設置例  

立面  

平面  

３ ｍ 以 上  
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(５ ) 同一の室に設ける複数の危険物を取り扱う設備における危険物の取

扱いの形態が異なるときの取扱いについては、次によること。  

ア  当 該 設 備 の 周 囲 に 保 有 す る 幅 ３ メ ー ト ル 以 上 の 空 地 は 、 相 互 に   

重なってはならないものとする。（平成元年３月１日付け消防危第  

１４号・消防特第３４号通知）  

 

イ  複数の危険物を取り扱う設備が設けられた室にあっては、区画室単

位で規制する一般取扱所とすることはできないものとする。（平成  

元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

 

焼入れ  

空地  空地  

３ｍ以上  

３ｍ以上  

複数の危険物を取り扱う設備を一の設備とみなして空地を保有する例  

危令第１９条 第２項第２号  

放電加工機  
ボイラー  発電設備  

バーナー  

危令第１９条 第２項第３号  

油圧装置  

空地  

３ｍ以上  ３ｍ以上  

同一の室内に設けられた複数の設備の周囲に保有する空地の例  

ボイラー  

危令第１９条 第２項第３号 及び第６号  

空地  

Ｇ Ｌ  

焼入れ  油圧装置  塗装  

複数の危険物を取り扱う設備（図では、危令第１９条第２項第１号、  
第２号及び第６号に係るもの）が同一の室内に混在している。  

区画室単位で規制する一般取扱所とすることができない例  
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(６ ) 危令第２３条の規定の適用により、危令第１９条第１項の規定の適

用について特例を受けている小口詰め替え専用の一般取扱所の取扱いに

ついては、次によること。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

ア  平成２年５月２３日以前に設置している当該小口詰め替え専用の一

般取扱所は、危令及び危則の改正に伴い、改めて危則第２８条の５４

第５号に定める一般取扱所としての許可を受ける必要はないものとす

る。この場合において、当該小口詰め替え専用の一般取扱所は、危則

第２８条の５４第５号に定める一般取扱所として許可を受けたものと

はみなせないものとする。  

イ  前アに該当する小口詰め替え専用の一般取扱所において、敷地の拡

張、上屋の新設又は増設、固定注油設備の増設その他の一般取扱所の

規模を拡大する変更を行う場合は、原則として当該一般取扱所を危則

第２８条の５４第５号に定める一般取扱所に変更しなければならない

ものとする。  

(７ ) 内部に区画のない作業所内において、指定数量以上、かつ、指定数

量の１０倍未満の危険物を消費するボイラー設備と指定数量未満の危険

物を消費するボイラー設備とを離れた場所に設置する場合（それぞれの

ボイラー設備における危険物の消費量の合計が指定数量の１０倍未満の

場合に限る。）は、次の全てによることができるものとする。（平成元

年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

ア  当該作業所の存する建築物全体を危令第１９条第１項の一般取扱所

とする。  

イ  当該作業所の存する建築物全体を区画室単位で規制する一般取扱所

とし、危則第２８条の５７第２項に規定する基準を適用する。  

ウ  それぞれのボイラー設備を併せて、設備単位で規制する一般取扱所

とし、危則第２８条の５７第３項に規定する基準を適用する。  

エ  危険物の消費量が指定数量以上、かつ、指定数量の１０倍未満のボ

イラー設備のみを設備単位で規制する一般取扱所とし、危則第２８条

の５７第３項に規定する基準を適用する。  

５  危令第１９条第２項の規定による一般取扱所に係る解釈及び運用につい

ては、次によること。  

(１ ) 当該一般取扱所に共通する事項は、次によること。  

ア  壁を耐火構造で造ることが必要な区画室単位で規制する一般取扱所

は、当該一般取扱所の外壁の周囲に十分な空地が保有されており、  

かつ、延焼のおそれのある部分を有する建築物が存在しない場合で

あっても、危令第２３条の規定を適用して、当該外壁を不燃材料で造

ることができないものとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４

号質疑）  
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イ  危則第２８条の５５の２第３項第２号ただし書、危則第２８条の

５６第３項第１号ただし書、危則第２８条の５７第３項第１号ただし

書及び第４項第７号ただし書、危則第２８条の６０第４項第１号ただ

し書、危則第２８条の６０の２第３項第１号ただし書並びに危則第

２８条の６０の４第３項第４号ただし書に規定する３メートル未満と

は、危険物を取り扱う設備から水平距離で３メートル未満の範囲をい

うものと解する。（平成２年３月３１日付け消防危第２８号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  「耐火構造の構造方法を定める件」第１第１号に適合する壁及び第

３第１号に適合する床は、それぞれ危則第２８条の５５第２項第２号

及び危則第２８条の５６第２項第１号（危則第２８条の５５の２第２

項第３号、危則第２８条の５７第２項第１号、危則第２８条の６０の

３第２項第２号及び危則第２８条の６０の４第２項において引用する

場合を含む。）に規定するこれと同等以上の強度を有する構造の壁及

び床として取り扱うことができるものとする。（令和５年３月２４日

付け消防危第６３号質疑）  
エ  建基法第２条第７号並びに建基令第１０７条第１号及び第２号（第

１号にあっては、通常の火災による加熱が２時間加えられた場合のも

のに限る。）の技術的基準に適合するものとして国土交通大臣の認定

一般取扱所  

他用途部分  

 

規制による区画  
※空地を設けることによ

る建築物の構造の緩和は

できない。（外壁を不燃

材料で造ることはできな

い。）  
空地  

外壁を不燃材料で造ることができない例  

３ｍ以上  

水平距離で３ ｍ未満  

危険物を  

取り扱う  

設備  

耐火構造の壁  

自閉式の  

水平距離で  

特定防火設備  
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を受けた耐力壁である間仕切壁及び床は、それぞれ危則第２８条の

５５第２項第２号及び危則第２８条の５６第２項第１号（危則第２８

条の５５の２第２項第３号、危則第２８条の５７第２項第１号、危則

第２８条の６０の３第２項第２号及び危則第２８条の６０の４第２項

において引用する場合を含む。）に規定するこれと同等以上の強度を

有する構造の壁及び床として取り扱うことができるものとする。（令

和５年３月２４日付け消防危第６３号質疑）  
オ  危則第２８条の５５第２項第２号及び危則第２８条の５６第２項第

１号（危則第２８条の５５の２第２項第３号、危則第２８条の５７第

２項第１号、危則第２８条の６０の３第２項第２号及び危則第２８条

の６０の４第２項において引用する場合を含む。以下このオにおいて

同じ。）の規定にかかわらず、危令第２３条の規定を適用し、防火上

有効にダンパー等が設けられた換気設備又は可燃性蒸気等排出設備の

風道並びに周囲を金属以外の不燃材料で有効に被覆したボイラー等の

危険物を消費する設備の排気筒（区画外の部分に存するものに限る。）

（以下このオにおいて「排気筒」という。）及び耐火構造の煙道内に

設置した排気筒を危則第２８条の５５第２項第２号及び危則第２８条

の５６第２項第１号の出入口以外の開口部に含まないことができるも

のとする。（平成２年３月３１日付け消防危第２８号質疑、平成２９

年１０月３０日付け消防危第２１６号質疑）  

カ  危則第２８条の５５の２第３項第３号、危則第２８条の５６第３項

第２号、危則第２８条の５７第３項第２号、危則第２８条の６０第４

項第２号及び危則第２８条の６０の２第３項第２号の規定により設け

る排水溝は、配管ピットと兼用することができるものとする。  

キ  一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する一の建築物の同一

階において、危令第１９条第２項の規定により適用される位置、構造

及び設備の技術上の基準（危則第２８条の５８及び第２８条の５９に

係るものを除く。）に適合する２つの一般取扱所を次の図のように隣

接して設置する場合は、次によること。（令和５年３月２４日付け消

防危第６３号質疑）  
(ア ) 隣接していることにより２つの一般取扱所で共有することとな

る壁及び当該壁に設ける出入口の戸は、当該２つの一般取扱所の規

制範囲に含まれるものと解するものとする。  
(イ ) 一方又は両方の一般取扱所について、危則第２８条の５５第２

項第２号又は第２８条の５６第２項第１号の基準に適合させる必要

がある場合において、隣接していることにより２つの一般取扱所で

共有することとなる壁は、出入口以外の開口部を有しない厚さ７０

ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度

を有する構造の壁とする必要がある。  
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(ウ ) 一方又は両方の一般取扱所について、危則第２８条の５５第２

項第４号の基準に適合させる必要がある場合において、隣接してい

ることにより２つの一般取扱所で共有することとなる壁に設ける出

入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設け

る必要がある。  
(エ ) 例えば、出入口Ａを設けないなど、一方の一般取扱所が、もう

一方の一般取扱所を経なければ出入りできないような構造とするこ

とができるものとする。  
(オ ) どちらの一般取扱所についても、一般取扱所の用に供する部分

以外の部分と開口部のない耐火構造の壁で区画されていることから、

危則第３３条第１項第１号括弧書の当該建築物の一般取扱所の用に

供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画さ

れているものに該当するものと解するものとする。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(２ ) 危則第２８条の５４第１号に定める専ら吹付塗装作業等を行う一般

取扱所で行われる吹付塗装作業等に該当する作業形態には、次のような

ものがあるものとする。  

ア  焼付塗装、静電塗装、はけ塗り塗装、吹付塗装、浸漬塗装等の塗装

作業  

イ  凸版印刷、平板印刷、凹版印刷、グラビア印刷等の印刷作業  

ウ  光沢加工及びゴムのり、接着剤等の塗布作業  

(３ ) 危則第２８条の５５の２第２項第２号の危険物の過熱を防止するこ

とができる装置とは、危険物が一定温度以上になった場合に、危険物を

加熱する設備を停止させるための温度制御装置、水冷、空冷等によるオ

イルクーラー、低温の液体又は気体内にコイル配管を挿入し、危険物の

温度を低下させる装置等をいうものとする。  

(４ ) 危則第２８条の５４第２号に定める専ら焼入れ作業等を行う一般取

一般取扱所の用に  

供する部分以外の部分  

一般取扱所  

 

一般取扱所  

 

共有することとなる  

壁に設ける出入口  

開口部のない耐火構造の壁  

共有することとなる壁  

出入口Ａ  

224



扱所に設置する放電加工機については、次によること。（昭和６１年１

月３１日付け消防危第１９号通知）  

ア  次に掲げる安全装置等が設けられたものであること。  

(ア ) 加工液（放電加工における加工部の除去、冷却及び加工くずの

排出のために使用される液体をいう。以下この (ア )及び (イ )におい

て同じ。）の温度が最高許容液温（加工槽（放電部分において適量

の加工液を満たすための槽をいう。）内の放電加工部分以外におけ

る加工液の温度で、使用最高限度の温度をいう。）を超えた場合に、

直ちに加工を停止することができる装置  

(イ ) 加工液の液面が設定液面高さ（工作物の放電加工部分から液面

までの間に必要最小限の間隔を保つための液面高さをいう。）より

低下した場合に、直ちに加工を停止することができる装置  

(ウ ) 工具電極（工作物に対向し、工作物を放電加工するための電極

をいう。）と工作物との間に炭化生成物（放電によって両極間に生

じる高熱により加工液が熱分解した結果発生する炭素を主体とする

物質をいう。）が発生し、又は成長した場合に、直ちに加工を停止

することができる装置  

(エ ) 加工中に火災を感知した場合に、直ちに加工を停止し、警報を

発し、並びに自動及び手動で消火剤を放射することができる消火装

置  

イ  ＫＨＫによる放電加工機型式試験確認済証が貼付されたものである

こと。  

(５ ) 危則第２８条の５４第３号に定める危険物を消費するボイラー等以

外では危険物を取り扱わない一般取扱所に係る事項については、次によ

ること。  

ア  危則第２８条の５４第３号に規定するボイラー、バーナーその他こ

れらに類する装置（以下この号において「ボイラー等」という。）に

は、ディーゼル発電設備を含むものとする。（平成元年７月４日付け

消防危第６４号質疑）  

イ  危則第２８条の５７第２項第２号の非常用電源に係るものとは、地

震時又は停電時等の緊急時の消防用設備等の非常電源として使用する

自家用発電設備、病院その他の電力供給を停止することにより重大な

支障が生じるおそれのある施設の非常用電源として使用する自家用発

電設備等をいうものとする。  

ウ  危則第２８条の５７第２項第２号に規定する地震時に危険物の供給

を自動的に遮断する装置とは、地震動を有効に検出し、及び当該地震

動によりボイラー等が危険な状態になった場合に、ボイラー等への危

険物の供給の遮断を自動で行う装置（手動で復旧するまで当該遮断を

継続するものに限る。）をいうものとする。  
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エ  危則第２８条の５７第２項第２号に規定する停電時等の緊急時に危

険物の供給を自動的に遮断する装置とは、次に適合する装置（複数の

装置を組み合わせることにより、次に適合するものを含む。）をいう

ものとする。  

(ア ) 停電時その他のボイラー等の作動中に電源が遮断された場合に、

当該ボイラー等への危険物の供給の遮断を自動的に行うことができ、

かつ、当該遮断を手動で復旧するまで継続することその他の再度ボ

イラー等へ電源が供給された際に危険がない措置を講じられるもの

であること。  

(イ ) ボイラー等の起動時にバーナーに着火しなかった場合又はボイ

ラー等の作動中に何らかの原因によりバーナーの炎が消えた場合に、

当該ボイラー等への危険物の供給の遮断を自動的に行うことができ、

かつ、当該遮断を手動で復旧するまで継続できるものであること。  

(ウ ) ボイラー等に水を入れないで運転した場合又はボイラー等への

給水が停止した場合に、当該ボイラー等への危険物の供給を自動的

に遮断できるものであること。  

(エ ) ボイラー等の温度調節装置（平常運転時において、水若しくは

蒸気の温度又は蒸気の圧力を調節する装置をいう。）の機能の停止

又はボイラー等の異常燃焼等により過熱した場合に、当該ボイラー

等への危険物の供給の遮断を自動的に行うことができ、かつ、当該

遮断を手動で復旧するまで継続できるものであること。  

オ  ボ イ ラ ー 等 の 排 気 筒 は 、 危 則 第 ２ ８ 条 の ５ ７ 第 ２ 項 第 １ 号 及 び   

第３項第３号において引用する危則第２８条の５５第２項第８号並び

に危則第２８条の５７第４項第１０号の換気の設備には該当しないも

のとする。（平成２９年１０月３０日付け消防危第２１６号質疑）  

カ  危則第２８条の５７第４項第７号に規定する空地には、架台等（延

焼の媒体となるおそれがないものに限る。）により段差（５０センチ

メートル以下のものに限る。）が生じている場所を含むものとする。

（平成２９年１０月３０日付け消防危第２１６号質疑）  

キ  危則第２８条の５７第４項第３号の規定にかかわらず、同号に規定

するキュービクル式の設備の外箱をもって、同号に規定する囲いに代

えることができるものとする。  

ク  前キの規定によりキュービクル式の設備の外箱をもって、危則第

２８条の５７第４項第３号に規定する囲いに代える場合において、当

該外箱から危険物が外部に漏れるおそれがないときは、危則第２８条

の５７第４項第８号の規定にかかわらず、同号に規定する適当な傾斜

及び貯留設備並びに油分離装置を設けないことができるものとする。  

(６ ) 危則第２８条の５４第４号に定める専ら充塡作業を行う一般取扱所

に係る事項は、次によること。  
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ア  一の設備を、危則第２８条の５８第２項第４号に規定する危険物を

車両に固定されたタンクに注入するための設備（以下この号において

「充塡設備」という。）の用と同項第５号に規定する危険物を容器に

詰め替えるための設備（以下この号において「詰替設備」という。）

の用の両者に供することができるものとする。この場合において、当

該一の設備は、車両に固定されたタンクに注入するためのホースと容

器に詰め替えるためのホースをそれぞれ別に有するものとするよう指

導するものとし（◆）、及びその周囲に同項第４号に規定する空地と

同項第５号に規定する空地をそれぞれ別に有していること。  

イ  危則第２８条の５８第２項第７号においてその例によることとされ

る危則第２４の１７第２号及び第３号の規定により、危則第２８条の

５８第２項第４号及び第５号の空地に設ける貯留設備（油分離装置が

設けられたものを含む。）及び排水溝は、当該一般取扱所に存する全

ての空地で共有できるものとする。  

ウ  危則第２８条の５８第２項第５号の規定により、詰替設備の周囲に

保有する空地においては、車両に固定されたタンクに危険物を注入す

ることはできないものとする。  

エ  充塡設備の周囲の空地及び詰替設備の周囲の空地は、相互に重なっ

てはならないものとする。  

オ  充填設備又は詰替設備として固定給油設備又は固定注油設備を設け

る場合は、危則第２５条の２の規定の例によること。この場合におい

て、危則第２５条の２第１号二中「専用タンク内」とあるのは、「危

令第９条第１項第２０号ハに規定する地下にあるタンク内」と読み替

えるものとする。（◆）  

(７ ) 危則第２８条の５４第５号に定める専ら詰め替え作業を行う一般取

扱所を、耐火構造の建築物（製造所等以外の用途に供されており、かつ、

当 該 一 般 取 扱 所 の 管 理 に つ い て 権 原 を 有 す る 者 が 所 有 す る 建 築 物 に   

限る。）の外壁（当該一般取扱所に隣接し、又は近接して存し、かつ、

当該一般取扱所の地盤面から高さ２メートルの範囲内にある部分に開口

部がないものであって、当該部分以外の部分に設ける開口部が防火設備

であるものに限る。）に接して設ける場合は、危令第２３条の規定を適

用し、当該外壁を危則第２８条の５９第２項第１０号の規定による塀又

は壁とみなすことができるものする。この場合において、当該外壁に  

ついては、同号ロに掲げる要件を満たす必要はないものとする。  

(８ ) 危則第２８条の５４第６号に定める油圧装置等以外では危険物を取

り扱わない一般取扱所は、危険物を取り扱う設備及び配管その他閉鎖系

の一連の設備全体を一の一般取扱所としたものであると解する。  

(９ ) 危則第２８条の５４第９号に定める蓄電池設備以外では危険物を取

り扱わない一般取扱所に係る事項は、次によること。（令和５年９月
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１９日付け消防危第２５１号通知）  

ア  当該一般取扱所に設ける危険物を用いた蓄電池設備について、危告

示第６８条の２の２に規定するこれらと同等以上の出火又は類焼に対

す る 安 全 性 を 有 す る も の に は 、 Ｉ Ｅ Ｃ （ 国 際 電 気 標 準 会 議 ）     

６２６１９又は６２９３３－５－２並びにＵＬ（米国保険業者安全  

試験所）  ９５４０Ａ又は１９７３に適合するもの。  

イ  危則第２８条の６０の４第５項第５号の散水設備は、屋外コンテナ

等蓄電池設備（危険物を取り扱う設備を屋外に設けた一般取扱所をい

う。以下このイにおいて同じ。）を適切に冷却できるよう、第１種の

消火設備である屋外消火栓設備の設置の基準の例により設けること。

なお、同一敷地内に存する防火対象物等に設置された屋外消火栓設備

であって、その放射能力範囲が屋外コンテナ等蓄電池設備を包含でき

るものが設けられている場合は、当該屋外消火栓設備を屋外コンテナ

等蓄電池設備の散水設備として取り扱うことができるものとする。  

ウ  危則第２８条の６０の４第５項の一般取扱所について、各コンテナ

等を接続して一体の設備として活用する場合等に複数のコンテナ等を

まとめて一の一般取扱所とするときは、各コンテナ等の相互間の離隔

距離は不要とする。  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離隔距離不要  

全てをまとめて一の一般取扱所とする場合の例  

危険物を取り扱う設備  

保有空地  

３ｍ  

複数の一般取扱所とする場合の例  

離隔距離不要  
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６  危令第１９条第２項各号のうち一の号に掲げる危険物の取扱いの形態を

有し、かつ、当該一の号以外の危険物の取扱いの形態を有する建築物に設

けられた一般取扱所（指定数量の倍数が３０未満であるものに限る。）で

あって、次に適合するものについては、危令第２３条の規定を適用し、危

令第１９条第１項において準用する危令第９条第１項第１号、第２号及び

第４号から第１１号までの規定（第１号オ及びカに掲げる危険物の取扱い

の形態以外の危険物の取扱いの形態を有しない一般取扱所にあっては、こ

れらの規定並びに同項第１８号及び第１９号の規定）を適用しないことが

できるものとする。（平成１０年３月１６日付け消防危第２８号通知）  

(１ ) 存する危険物の取扱いの形態の全てが次のいずれかに該当するもの

であること。  

ア  塗装、印刷又は塗布のために、第２類の危険物又は第４類の危険物

（特殊引火物を除く。）のみを取り扱う形態  

イ  洗浄のために、引火点が４０度以上の第４類の危険物のみを取り扱

う形態  

ウ  焼入れ又は放電加工のために、引火点が７０度以上の第４類の危険

物のみを取り扱う形態  

エ  ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で引火点が４０度  

以上の第４類の危険物のみを消費する形態  

オ  油 圧 装 置 又 は 潤 滑 油 循 環 装 置 に お い て 、 高 引 火 点 危 険 物 の み を

１００度未満の温度で取り扱う形態  

カ  切削装置、研削装置その他これらに類する装置において、切削油と

して高引火点危険物のみを１００度未満の温度で取り扱う形態  

キ  危険物以外の物を加熱するために、熱媒体油循環装置において危険

物（高引火点危険物に限る。）を取り扱う形態  

(２ ) その位置、構造及び設備が次の基準に適合するものであること。  

ア  建築物の一般取扱所の用に供する部分は、地階を有しないものであ

ること。ただし、前号エ及びオに掲げる危険物の取扱いの形態のみを

有する一般取扱所にあっては、この限りでない。  

イ  建築物の一般取扱所の用に供する部分は、壁、柱、床及びはりを  

耐火構造としたものであること。  

ウ  建築物の一般取扱所の用に供する部分は、出入口以外の開口部を有

しない厚さ７０ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同

等以上の強度を有する構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画

されたものであること。ただし、前号オ及びカに掲げる危険物の取扱

いの形態のみを有する一般取扱所にあっては、この限りでない。  

エ  建築物の一般取扱所の用に供する部分は、屋根（上階がある場合に

あっては、上階の床。以下このエにおいて同じ。）を耐火構造とした

ものであること。ただし、前号ア又はイに掲げる危険物の取扱いの形
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態を有しない一般取扱所にあっては、屋根を不燃材料で造ったものと

することができる。  

オ  前号エに掲げる危険物の取扱いの形態を有する一般取扱所にあって

は、危険物を取り扱うタンクの容量の総計が指定数量未満であること。  

カ  危険物を取り扱うタンク（容量が指定数量の５分の１未満であるも

のを除く。）の周囲には、危則第１３条の３第２項第１号の規定の例

による囲いが設けられていること。ただし、前号オ及びカに掲げる  

危険物の取扱いの形態のみを有する一般取扱所にあっては、建築物の

一般取扱所の用に供する部分の敷居を高くすることをもって当該囲い

に代えることができる。  

キ  建築物の一般取扱所の用に供する部分（前号ウに掲げる危険物の取

扱いの形態を有するものに限る。）には、前号ウに掲げる危険物の取

扱いの形態により取り扱われる危険物が危険な温度に達するまでに警

報を発することができる装置が設けられていること。  

ク  危険物を加熱する設備（前号イ又はキに掲げる危険物の取扱いの形

態を有する設備に係るものに限る。）は、危険物の過熱を防止するこ

とができる装置が設けられているものであること。  

ケ  前号キに掲げる危険物の取扱いの形態を有する設備は、危険物の体

積膨張による危険物の漏えいを防止することができる構造のものであ

ること。  

コ  可燃性の蒸気又は微粉（霧状の危険物を含む。以下このコにおいて

同じ。）を放散するおそれのある設備と火花又は高熱等を生ずる設備

が併設されたものでないこと。ただし、放散された可燃性の蒸気又は

微粉が滞留するおそれのない場所に火花又は高熱等を生ずる設備を  

設置する場合にあっては、この限りでない。  

サ  危則第３３条第１項第１号に該当する一般取扱所以外の一般取扱所

には、危則第３４条第２項第１号の規定の例により消火設備を設ける

こと。ただし、第１種、第２種又は第３種の消火設備を当該一般取扱

所に設けるときにあっては、当該消火設備の放射能力範囲内の部分に

ついて、第４種の消火設備を設けないことができる。  

シ  危則第２８条の５５第２項第３号から第８号まで及び危則第２８条

の５７第２項第２号の基準に適合するものであること。  

７  危令第１９条第４項の規定により危則第２８条の６４に定めるアルキル

アルミニウム等を取り扱う一般取扱所に係る特例基準については、第２項

第２号アの規定の例によるものとする。  
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第３節  貯蔵所に係る技術上の基準  

第１  屋内貯蔵所  

１  危令第１０条第１項に規定する独立した専用の平家建の貯蔵倉庫におい

て危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所に係る事項は、次によること。  

(１ ) 貯蔵倉庫の位置、構造及び設備に係る解釈及び運用については、次  

によること。  

ア  危令第１０条第１項第４号の軒高とは、屋内貯蔵所の周囲の地盤面

から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は

柱の上端までの高さをいうものと解するものとする。（平成元年３月

１日付け消防危第１４号・消防特第３４号通知）  

イ  危令第１０条第１項第４号の床を地盤面以上に設けるとは、床を５

センチメートル以上地盤面より高い位置に設けることをいうものと解

するものとする。  

ウ  外壁を有しない貯蔵倉庫を設置することは、認められないものとす

る。  

エ  危令第１０条第１項第１０号の床面に水が浸入し、又は浸透しない

構造とは、床が降雨時における滞水等により浸水するおそれのない高

さにあること等をいうものとする。  

オ  危令第１０条第１項第１１号の２の架台の構造及び設備については、

危則第１６条の２の２の規定によるほか、次によること。  

(ア )  架台を新たに設置する場合にあっては、地震時の荷重に対して  

座屈及び転倒を生じない構造とすること。この場合において、設計

水平震度（Ｋｈ）は、静的震度法により、次の式により求めるもの

とし、及び設計鉛直震度は、設計水平震度の２分の１とすること。

ただし、高さが６メートル以上の架台にあっては、応答を考慮し、

修正震度法によるものとする。なお、軒高が６メートル以上の貯蔵

倉庫に設ける架台その他の建築物と一体の構造となっている架台の

構造については、建基法によることができるものとする。（平成８

年１０月１５日付け消防危第１２５号通知）  

（Ｋｈ）＝０．１５・ｖ１・ｖ２  

ｖ１は、危告示第４条の２０第２項第１号の地域別補正係数  

ｖ２は、危告示第４条の２０第２項第１号の地盤別補正係数  

(イ )  指定数量の５０倍以上の危険物を貯蔵する既設の屋内貯蔵所に  

現に設置されている架台のうち、前 (ア )の規定に適合しないものに

あっては、更新、補修等の機会を捉え、前 (ア )の規定に適合させる

こと。（平成８年１０月１５日付け消防危第１２５号通知）  

(ウ )  引火点が低い危険物をできるだけ低い位置に貯蔵することがで  

き る も の で あ る こ と 。 （ 平 成 ８ 年 １ ０ 月 １ ５ 日 付 け 消 防 危 第  

１２５号通知）（◆）  
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(エ )  危則第１６条の２の２第１項第３号の危険物を収納した容器が  

容易に落下しない措置とは、当該架台に不燃材料の柵等を設けるこ

とその他地震動等による容器の落下を防止するための措置をいうも

のとする。この場合において、容器の落下試験高さ（危告示第６８

条の５第２項第１号ニの表の上欄に掲げる危険等級に応じ、同表下

欄に掲げる落下高さをいう。）を超える高さの架台で容器を貯蔵す

るときは、荷崩れ防止バンドによる容器の結束、かご状の棚付き  

パレット（架台にパレットの落下防止具、移動防止具等を取り付け

たものに限る。）での容器の貯蔵等により容器の一体化を図り、又

は架台の開口部に容器の落下防止に有効な柵、綱等を取り付けるこ

と。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑、平成８年１０月

１５日付け消防危第１２５号通知）  

カ  危令第１０条第１項第１５号の規定により通風装置、冷房装置等

（電気設備であるもののうち、防爆構造を有しないものに限る。）を

設置する場合は、危険箇所以外の場所に設けること。この場合におい

て、貯蔵倉庫に室を設け、当該室内に当該通風装置、冷房装置等を設

置するときは、当該室の壁を不燃材料で造るとともに、当該室の出入

口（敷居の高さを１５センチメートル以上としたものに限る。）には、

随時開けることができる自動閉鎖の防火設備を設けること。  

キ  貯蔵倉庫内に通路、荷役のための場所又は作業用台車設備を設ける

場合は、次によること。（昭和５７年５月１１日付け消防危第５７号

質疑）  

(ア ) 通路を有する屋内貯蔵所については、次によること。  

ａ  図１のような形態の屋内貯蔵所のａからａ’までの間及びｂか

らｂ’までの間について、危令第２３条の規定を適用し、危令第

１０条第１項第６号及び第８号の規定によらないことができるも

のとする。  

ｂ  屋内貯蔵所には、危険物の積卸しのために貨物自動車（積卸し

作業中には、原動機を停止するものに限る。）が進入するための

通路を設けることができるものとする。  
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・  通路はコンクリート造である。  

・  通路を危険物の積卸し以外の用途に使用することはない。  

・  ａからａ’までの間及びｂからｂ’までの間には壁を設けない。  

・  貯蔵倉庫の壁にあっては鉄筋コンクリートブロック、はりにあっては軽

量鉄骨、屋根にあっては石綿スレートで造られており、かつ、出入口に

は防火設備又は特定防火設備が設けられている。  

 

(イ )  貨物自動車による危険物の積卸しのために、図２のようなひさ  

しを設けた屋内貯蔵所及び図３のような荷役のための場所を設けた

屋内貯蔵所を設置することができるものとする。なお、当該ひさし

及び当該荷役場所については、屋内貯蔵所の一部として規制される

ことに留意すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  図 ２ 及 び 図 ３ に お い て 、 貯 蔵 倉 庫 の 壁 に あ っ て は 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト   

ブ ロ ッ ク 、 は り に あ っ て は 軽 量 鉄 骨 、 屋 根 及 び ひ さ し に あ っ て は 石 綿 ス

レートで造られており、かつ、出入口には防火設備又は特定防火設備が設

けられている。  

・  図３の荷役場所の前面には、壁を設けない。  
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(ウ ) 屋内貯蔵所には、危険物の貯蔵場所まで危険物を積載して移動  

する台車設備を設けることができるものとする。この場合において、

図４のように、床に段差を設ける構造としないように留意すること。  

 

・  屋 内 貯 蔵 所 の 中 央 に 設 置 し た 台 車 に 危 険 物 を 積 載 し て 、 移 動 し な が ら  

貯蔵場所に運搬する設備である。  

・  台車は、不燃材料で造られており、車輪はゴム製で、火花等の発生する

危険性はない。  

・  台車は、取外しが可能である。  

・  貯蔵倉庫の壁にあっては鉄筋コンクリートブロック、はりにあっては軽

量 鉄 骨 、 屋 根 に あ っ て は 石 綿 ス レ ー ト で 造 ら れ て お り 、 か つ 、 出 入 口 に

は防火設備又は特定防火設備が設けられている。  

(２ ) すのこ、パレットその他危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要  

な物品（容易に移動することができるものであって、かつ、必要最小限

のものに限る。）にあっては、貯蔵倉庫内に置くことができるものとす

る。（平成１０年３月１６日付け消防危第２６号通知）  

２  危令第１０条第２項に規定する貯蔵倉庫が平家建以外の建築物である屋

内貯蔵所については、次によること。  

(１ ) 貯蔵倉庫の階に上階がない場合の軒までの高さとは、床面から建築

物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷桁又は柱の上端ま

での高さをいうものと解するものとする。（平成元年３月１日付け消防
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危第１４号・消防特第３４号通知）  

(２ ) 貯蔵倉庫に階段を設ける場合（危令第１０条第２項第４号ただし書  

の規定により階段室を設ける場合を除く。）は、屋外に設けること。  

(３ ) 危令第１０条第２項第４号ただし書に規定する階段室には、昇降機

の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。）

は含まないと解するものとする。  

(４ ) 換気設備は、階ごとに設けること。ただし、複数の階の換気を有効

に行うことができる換気設備を設ける場合は、当該複数の階で換気設備

を共有することができるものとする。  

３  危令第１０条第３項に規定する屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分

を有する建築物に設ける屋内貯蔵所については、次によること。  

(１ ) 屋内貯蔵所の用に供する部分以外の用途については、問わないもの

とする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(２ ) 「耐火構造の構造方法を定める件」第１第１号に適合する壁及び第

３第１号に適合する床は、それぞれ危令第１０条第３項第４号に規定す

るこれと同等以上の強度を有する構造の壁及び床として取り扱うことが

できるものとする。（令和５年３月２４日付け消防危第６３号質疑）  

(３ ) 建基法第２条第７号並びに建基令第１０７条第１号及び第２号（第

１号にあっては、通常の火災による加熱が２時間加えられた場合のもの

に限る。）の技術的基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受

けた耐力壁である間仕切壁及び床は、それぞれ危令第１０条第３項第４

号に規定するこれと同等以上の強度を有する構造の壁及び床として取り

扱うことができるものとする。（令和５年３月２４日付け消防危第６３

号質疑）  

(４ ) 危令第１０条第３項第５号の建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分

の出入口は、屋外に面すること要しない。この場合において、出入口を

屋外に面しない位置に設けた屋内貯蔵所は、危則第３３条第１項第２号

に定める屋内貯蔵所に該当することに留意すること。（平成元年７月４

日付け消防危第６４号質疑）  

４  危令第１０条第６項に規定する屋内貯蔵所については、次によること。

（令和５年１２月２８日付け消防危第３６１号通知）  

(１ ) 危則第１６条の２の８第２項第５号に規定する水が浸透する素材と  

は、段ボール箱等をいうものとする。  

(２ ) 危則第１６条の２の８第２項第５号ロ及びハのパレットの材質は、  

樹脂製以外のものとすること。（◆）  

(３ ) 危則第１６条の２の８第２項第５号ハによる貯蔵方法の例は、次の  

図を参考にすること。  
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(４ ) 危則第３５条の２第３項の消火設備に係る運用は、第５節第１第６

項の規定の例によること。なお、危則第３５条の２第３項の消火設備に

ついては、「消火設備及び警報設備に係る危険物の規制に関する規則の

一部を改正する省令の運用について」（平成元年３月２２日付け消防危

第２４号通知）の規定を適用しない。  

５  危令第１０条第７項に規定する屋内貯蔵所については、次によること。  

(１ )  危則第１６条の４第４項に規定する塀又は土盛りについては、次に  

よること。  

ア  堀又は土盛りに切通しの出入口を設ける場合は、次に示す図の例に

よること。  

２．４ｍ以上  

２ ０ ㎡ 以 内  

ｓ  
１ ． ５ ｍ 以 下  

 

上端  

床面  

蓄 電 池 （ １ の パ レ ッ ト に お け る 容 量 の 合 計 は  

パ レ ッ ト  

５ ０ kW 時 以 下 ）  
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イ  屋内貯蔵所の周囲に設ける塀又は土盛りを複数の屋内貯蔵所で共有

する場合は、当該塀又は土盛りの部分のうち複数の屋内貯蔵所で共有

する部分に通路及び出入口を設けることはできないものとする。  

(２ )  危則第１６条の６第２項の漏えい範囲を局限化するための設備及び  

漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽に導入する

ことができる設備については、前節第２項第２号アの規定の例によるこ

と。この場合において、同号ア (ア )及び (イ )中「アルキルアルミニウム

等を取り扱う設備の周囲」とあるのは「アルキルアルミニウム等を貯蔵

し、又は取り扱う屋内貯蔵所」と、同号ア (イ )中「取扱量が最大となる

アルキルアルミニウム等を取り扱う設備に収容できるアルキルアルミニ

ウム等」とあるのは「屋内貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱うアルキ

ルアルミニウム等」と、「アルキルアルミニウム等を取り扱う製造所」

とあるのは「アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵

所」と、「当該製造所」とあるのは「当該屋内貯蔵所」と読み替えるも

のとする。  

(３ )  危則第１６条の７のヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険  

な反応を防止するための措置については、前節第２項第２号イ (ア )の規

定の例によるほか、次によること。（平成１４年３月２７日付け消防危

第４６号質疑）  

ア  温度制御装置は、換気設備、可燃性蒸気等排出設備等（ヒドロキシ

ルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための十分な能

力を有するものに限る。）と兼用したものとすることができるものと

する。  

イ  貯蔵し、又は取り扱うヒドロキシルアミン等の熱分析試験により求

められる発熱開始温度を、温度制御装置により制御する温度の目標と

することができるものとする。  

６  危険物をコンテナに収納して貯蔵する屋内貯蔵所については、次による

こと。  

屋内貯蔵所  

土盛りに設ける切通しの出入口の例  

○1  ○2  
屋内貯蔵所  
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(１ )  危険物を収納するコンテナがタンクコンテナである場合にあっては、  

次によること。（平成１０年３月２７日付け消防危第３６号通知）  

ア  屋内貯蔵所において危険物を収納して貯蔵することができるタンク

コンテナは、危令第１５条第２項に規定する積載式移動タンク貯蔵所

の基準のうち構造及び設備の技術上の基準に適合する移動貯蔵タンク

並びに「国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関する指針に

ついて」（平成１３年４月９日付け消防危第５０号通知）に示す国際

輸送用積載式移動タンク貯蔵所に積載するタンクコンテナとすること。  

イ  当該屋内貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準、消火設備の

技術上の基準並びに警報設備の技術上の基準については、次によるこ

と。  

(ア )  アルキルアルミニウム等（危則第６条の２の８に規定するアル  

キルアルミニウム等をいう。以下この号において同じ。）以外の危

険物（危則第１６条の３に規定する指定過酸化物を除く。以下この

号において同じ。）をタンクコンテナに収納して貯蔵する場合は、

危令第１０条（第７項を除く。）、第２０条及び第２１条の規定の

例によること。  

(イ )  アルキルアルミニウム等をタンクコンテナに収納して貯蔵する  

場合は、危令第１０条第１項（第８号及び第１１号の２を除く。）

及び第７項、第２０条（第１項第１号を除く。）並びに第２１条の

規定の例によるほか、次によること。  

ａ  貯蔵倉庫の出入口には、特定防火設備を設けるとともに、延焼

のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができ

る自動閉鎖の特定防火設備を設けること。  

ｂ  外壁には、窓を設けないこと。  

ｃ  アルキルアルミニウム等を収納したタンクコンテナは、架台を

設けず直接床に置くこと。  

ｄ  危則第１６条の６第２項の漏えい範囲を局限化するための設備

及び漏れたアルキルアルミニウム等を安全な場所に設けられた槽

に導入することができる設備については、前節第２項第２号アの

規定の例によること。この場合において、同号ア (ア )及び (イ )中

「アルキルアルミニウム等を取り扱う設備の周囲」とあるのは

「アルキルアルミニウム等を貯蔵する屋内貯蔵所」と、同号ア

(イ )中「取扱量が最大となるアルキルアルミニウム等を取り扱う

設備に収容できるアルキルアルミニウム等」とあるのは「屋内貯

蔵所において貯蔵するタンクコンテナのうち最も容量が大きいも

のに収容できるアルキルアルミニウム等」と、「アルキルアルミ

ニウム等を取り扱う製造所」とあるのは「アルキルアルミニウム

等を貯蔵する屋内貯蔵所」と、「当該製造所」とあるのは「当該
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屋内貯蔵所」と読み替えるものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ  タンクコンテナに収納したアルキルアルミニウム等を貯蔵する

屋内貯蔵所のうち危則第３３条第１項第２号に規定する屋内貯蔵

所に該当するものにあっては、同条第２項の規定にかかわらず、

炭酸水素塩類等の消火粉末を放射する第４種の消火設備をその放

射能力範囲が受け槽及び危険物を包含するように設けるとともに、

第５種の消火設備を、その能力単位の数値が次に掲げる所要単位

の数値に達するように設けること。  

(ａ ) 指定数量の倍数が最大となる一のタンクコンテナに収納し  

た危険物の所要単位の数値  

(ｂ ) 当該屋内貯蔵所の建築物としての所要単位の数値  

ウ  危険物をタンクコンテナに収納して屋内貯蔵所に貯蔵する場合の貯

蔵及び取扱いの技術上の基準は、危令第２４条、第２５条及び第２６

条（第１項第３号、第３号の２、第４号から第６号まで及び第７号か

ら第１２号までを除く。）の規定の例によるほか、次によること。こ

の場合において、これらの規定中「容器」とあるのは「タンクコンテ

・

・
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・

・
 ・
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ナ」と読み替えるものとする。  

(ア )  アルキルアルミニウム等以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱う  

場合は、次によること。  

ａ  タンクコンテナに収納して屋内貯蔵所に貯蔵することができる

危険物は、指定過酸化物以外の危険物とすること。  

ｂ  貯蔵倉庫の１階部分で貯蔵すること。  

ｃ  タンクコンテナと壁との間及びタンクコンテナ相互間には、危

険物の漏れ等の点検ができる間隔を保つこと。  

ｄ  タンクコンテナの積み重ねは２段までとし、かつ、床面から上

段のタンクコンテナ頂部までの高さは、６メートル未満とするこ

と。なお、箱枠に収納されていないタンクコンテナは積み重ねな

いこと。  

ｅ  タンクコンテナのマンホール、注入口、計量口、弁等を閉鎖し、

危険物の払出し及び受入れを行わないこと。  

ｆ  タンクコンテナ及びその安全装置並びにタンクコンテナに附属

する配管は、裂け目、結合不良、極端な変形等による危険物の漏

れが起こらないようにすること。  

ｇ  タンクコンテナに収納した危険物と容器に収納した危険物を同

一の貯蔵室において貯蔵する場合は、それぞれを取りまとめて貯

蔵するとともに、相互に１メートル以上の間隔を保つこと。なお、

タンクコンテナを積み重ねる場合は、当該タンクコンテナと容器

との間に、床面から上段のタンクコンテナ頂部までの高さ以上の

間隔を保つこと。  

(イ ) アルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、前  

(ア )ｃ、ｅ及びｆの規定によるほか、次によること。  

ａ  アルキルアルミニウム等をタンクコンテナに収納して貯蔵する

屋内貯蔵所においては、アルキルアルミニウム等以外の危険物を

貯蔵し、又は取り扱わないこと。ただし、第４類の危険物のうち

アルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいずれかを含有す

るものを貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。  

ｂ  アルキルアルミニウム等を収納したタンクコンテナ（第４類の

危険物のうちアルキルアルミニウム又はアルキルリチウムのいず

れかを含有するものを同時に貯蔵する場合にあっては、当該タン

クコンテナを含む。）の容量の総計は、指定数量の１，０００倍

以下とすること。ただし、開口部を有しない厚さ７０ミリメート

ル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する

構造の壁で屋内貯蔵所の他の部分と区画されたものにあっては、

一 の 区 画 ご と の タ ン ク コ ン テ ナ の 容 量 の 総 計 を 指 定 数 量 の    

１，０００倍以下とすること。  

240



ｃ  タンクコンテナは、積み重ねないこと。  

ｄ  タンクコンテナに収納したアルキルアルミニウム等と容器に収

納したアルキルアルミニウム等は、同一の屋内貯蔵所（ｂただし

書に規定する壁で完全に区画された室が２以上ある屋内貯蔵所に

おいては、同一の室）において貯蔵しないこと。  

ｅ  漏れたアルキルアルミニウム等を導入するための受け槽に滞水

がないことを１日に１回以上確認すること。ただし、滞水を検知

し、及び警報することができる装置が設けられている場合は、こ

の限りでない。  

ｆ  危則第４０条の２の４第２項に規定する用具を備え付けておく

こと。  

(２ )  危険物を収納するコンテナがドライコンテナである場合にあって  

は、次によること。（令和４年１２月１３日付け消防危第２８３号通知）  

ア  屋内貯蔵所において危険物を収納して貯蔵することができるドラ

イコンテナは、第１章第２節第３第２項第３号ア (イ )ａ及びｂの規

定に適合するものであること。  

イ  ドライコンテナを積み重ねる場合は、同じ類の危険物を収納する

ものに限ることとし、かつ、床面からドライコンテナの頂部までの

高さが６メートルを超えないこと。  

ウ  ドライコンテナの外側に行う表示は、収納する危険物が同一の品

名のものである場合にあっては、重複した表示とすることを要せず、

その数量については、当該ドライコンテナ内の数量の内訳を記載し

た上で合算した表示とすることができるものとする。  

第２  屋外タンク貯蔵所   

１  屋外タンク貯蔵所に係る一般的事項については、次によること。  

(１ )  昭和５１年政令第１５３号及び昭和５１年省令第１８号（昭和５１  

年６月１６日施行。以下「１５３号政令等」という。）の施行前に許可

を受け、１５３号政令等の施行後の危令第１１条第１項第２号及び第  

１５号の基準に適合しなくなった既設の屋外タンク貯蔵所を廃止して、

引き続きその位置に新たに屋外タンク貯蔵所を設置しようとする場合で、

次に適合するときは、危令第２３条の規定を適用し、危令第１１条第１

項第２号及び第１５号（危則第２２条第２項第４号から第８号まで及び

第１１号に係るものに限る。）の規定によらないことができる。（昭和

５１年１０月３０日付け消防危第７７号通知）  

(ア )  新設の屋外貯蔵タンクの直径（横置きの屋外貯蔵タンクに   

あっては、縦及び横の長さをいう。以下この (ア )において同じ。）

及び高さが既設の屋外貯蔵タンクの直径及び高さと同規模以下の  

ものであること。  

(イ )  新設の屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵する危険物は、既設の屋外  
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貯蔵タンクにおいて貯蔵していた危険物の引火点以上の引火点を有

すること。  

(ウ )  屋外貯蔵タンクには、「「タンク冷却用散水設備に関する運用  

指針」及び「屋外タンク貯蔵所に係る防火へい及び水幕設備の設置

に関する運用基準について」」（昭和５５年７月１日付け消防危第

８０号通知）別添１「タンク冷却用散水設備に関する運用指針」に

よる冷却用散水設備を設けること。ただし、引火点が７０度以上の

危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、延焼防止上有効

な放水銃等を設けることができるものとする。  

(エ )  新設の屋外貯蔵タンクの位置は、１５３号政令等の施行前の危  

令第１１条第１項第２号の規定に適合するものであること。  

(２ ) 屋外貯蔵タンクの高さは、可能な限り２０メートル以内とすること。

（昭和３９年１０月１日付け自消丙予発第１０９号質疑）（◆）  
(３ ) 原則として新設の屋外貯蔵タンクに係る屋外貯蔵タンク間の連絡歩

廊（以下「歩廊橋」という。）を設置することはできないものとする。

ただし、屋外貯蔵タンクと歩廊橋が独立している場合は、この限 り で  

ない。  

(３ )  既設の屋外貯蔵タンクに係る歩廊橋については、次によること。  

（平成８年１０月１５日付け消防危第１２５号通知）  

ア  地震動によるタンク間相互の変位によりタンク本体を損傷するおそ

れがない構造であるとともに、落下防止を図るため変位に対し追従で

きる可動性を有するものであること。この場合において、歩廊橋が持

つべき最小余裕代は、歩廊橋が取り付けられているタンクにおいて、

それぞれの歩廊橋の地盤を起点とした取り付け高さの和に０．０３を

乗じた値以上であること。  

イ  歩廊橋には、想定変位量を超える変位を考慮し、落下防止のための

チェーン等を取り付ける等の措置を講ずること。  

２  危令第１１条第１項の屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の基準に

ついては、によること。  

(１ )  保安距離については、第１節第２第１項の規定によるほか、保安距  

離を計測する際は、屋外貯蔵タンクの側板（当該屋外貯蔵タンクの側板

に取り付けたマンホール、保温材等を含まない。）の外面を起点とする

こと。ただし、屋外タンク貯蔵所のうち「危険物規制事務に関する執務

資料の送付について」（平成２７年４月２４日付け消防危第９１号質

疑）別紙に定める屋外貯蔵タンクを設置するものにあっては、当該屋外

貯蔵タンク等の外側を被覆する鉄筋コンクリートの外面を起点とするこ

と。  

(２ )  危令第１１条第１項第１号の２に規定する距離（以下この号におい  

て「敷地内距離」という。）については、次によること。  
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ア  危令第１１条第１項第１号の２の表の下欄のタンクの高さとは、当

該タンクの固定方法にかかわらず、屋外貯蔵タンクに係る防油提内の

地盤面から次に掲げる部分までの高さをいうものとする。  

(ア )  縦置円筒型、横置円筒型及び角型の屋外貯蔵タンクにあっては、  

当該屋外貯蔵タンクの側板の最上段の上端  

(イ )  球型の屋外貯蔵タンクにあっては、当該屋外貯蔵タンクを形成  

する板（球殻板）の最上部（昭和４０年５月６日付け自消丙予発第

８６号質疑）  

(ウ )  「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」（平成  

２７年４月２４日付け消防危第９１号質疑）別紙に定める屋外貯蔵

タンクにあっては、当該屋外貯蔵タンク等の外側を被覆する鉄筋

コンクリートの部分のうち当該屋外貯蔵タンクの上部にあるものの

外面  

イ  危令第１１条第１項第１号の２の表の下欄のタンクの水平断面の最

大直径とは、当該タンクの内径をいうものとする。  

ウ  危令第１１条第１項第１号の２の表の下欄に規定するタンクの横の

長さとは、横型のタンクの長手方向の内寸をいうものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

エ  敷地内距離を計測する際は、屋外貯蔵タンクの側板（当該屋外貯蔵

タンクの側板に取り付けたマンホール、保温材等を含まない。）の外

面を起点とすること。ただし、屋外タンク貯蔵所のうち「危険物規制

事務に関する執務資料の送付について」（平成２７年４月２４日付け

消防危第９１号質疑）別紙に定める屋外貯蔵タンクを設置するものに

あっては、当該屋外貯蔵タンク等の外側を被覆する鉄筋コンクリート

の外面を起点とすること。  

オ  危則第１９条の２第１号の不燃材料で造った防火上有効なへい及び

同条第３号の防火上有効な水幕設備については、次によること。  

(ア )  不燃材料で造った防火上有効なへいは、原則として敷地境界線  

の位置に設けること。  

(イ ) 不燃材料で造った防火上有効なへい及び防火上有効な水幕設備  
の構造及び防護範囲は、「「タンク冷却用散水設備に関する運用指

針」及び「屋外タンク貯蔵所に係る防火へい及び水幕設備の設置に

横置円筒型タンク  角型タンク  

Ｄ  

（長手方向）  

Ｄ  

ＧＬ  

鏡板  鏡板  
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関する運用基準」について」（昭和５５年７月１日付け消防危第   

８０号通知）によること。  

カ  危則第１９条の２第２号に規定する地形上火災が生じた場合におい

ても延焼のおそれが少ないとき及び同条第４号に規定する敷地境界線

の外縁に、危告示で定める施設が存在するときにあっては、何らの措

置を講じなくても、市町村長等が定めた距離を敷地内距離とすること

ができるものとする。ただし、当該敷地境界線の外縁に存する道路で

あって、屋外タンク貯蔵所の存する事業所の敷地の周囲に存する道路

の状況から避難路が確保されていないと判断されるものについては、

危則第１９条の２第４号に規定する危告示で定める施設には該当しな

いものとして取り扱うものとする。（昭和５１年７月８日付け消防危

第２２号通知）  

キ  危則第１９条の２第２号の地形上火災が生じた場合においても延焼

のおそれが少ないこととは、屋外タンク貯蔵所の存する事業所の敷地

に隣接して海、湖沼、河川若しくは水路又は都市計画法第９条第１３

項の工業専用地域内の空地若しくは工業専用地域となることが確実で

ある埋立中の土地が存在すること等をいうものとする。なお、これら

のものが２以上連続して存する場合も、同様とする。（昭和５１年７

月８日付け消防危第２２号通知）  

ク  都市計画法第１１条第１項第２号に規定する緑地、公園、危告示第

４条の２の２第３号に掲げる道路以外の道路等が屋外タンク貯蔵所の

存する事業所に隣接する場合は、不燃材料で造った防火上有効な塀又

は防火上有効な水幕設備を設置しなければ、市町村長等が定めた距離

を敷地内距離とすることができないものとする。（昭和５１年７月８

日付け消防危第２２号通知）  

(３ )  保有空地については、第１節第２第２項の規定によるほか、次によ  

ること。  

ア  保有空地を計測する際は、屋外貯蔵タンクの側板（当該屋外貯蔵

タンクの側板に取り付けたマンホール、保温材等を含まない。）の外

面を起点とすること。ただし、屋外タンク貯蔵所のうち「危険物規制

事務に関する執務資料の送付について」（平成２７年４月２４日付け

消防危第９１号質疑）別紙に定める屋外貯蔵タンクを設置するものに

あっては、当該屋外貯蔵タンク等の外側を被覆する鉄筋コンクリート

の外面を起点とすること。  

イ  屋外タンク貯蔵所（「危険物規制事務に関する執務資料の送付につ

いて」（平成２７年４月２４日付け消防危第９１号質疑）別紙に定め

る屋外貯蔵タンクを設置する屋外タンク貯蔵所を除く。）の防油提内

に保有空地を設けることは必ずしも必要でないと解するとともに、防

油堤内に保有空地を設けた場合においても、当該防油提の周囲には、
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消火活動に必要な１メートル以上の幅の空地を確保するよう指導する

ものとする。（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第４４号質疑）

（◆）  

ウ  屋外貯蔵タンク相互間の空地に係る危令第１１条第１項第２号ただ

し書の規定は、同一敷地内で隣接するタンク相互間の空地のみについ

て適用されるものであり、タンク周囲の全ての空地について適用され

るものではないことに留意すること。（昭和３９年５月１８日付け  

自消丙予発第４１号質疑）  

(４ )  危令第１１条第１項第３号に規定する標識及び掲示板については、  

第１節第２第３項の規定によるほか、次によること。  

ア  標識及び掲示板を屋外貯蔵タンクに直接表示することはできないも

のとする。（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第４４号質疑）  

イ  屋外タンク貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量及び

品名又は名称をそれぞれの屋外貯蔵タンクに記載した場合は、危令第

２３条の規定を適用し、見やすい箇所にタンク群ごとに一括して標識

及びタンク群に属する屋外タンク貯蔵所に係る掲示板を設けることが

できるものとする。この場合において、一括して設ける各掲示板には、

当該各掲示板に係る屋外タンク貯蔵所を特定するための措置を講ずる

こと。（昭和３６年５月１０日付け自消甲予発第２５号通知）  

(５ )  危令第１１条第１項第３号の２の特定屋外タンク貯蔵所の屋外貯蔵  

タンクの基礎及び地盤については、次によること。  

ア  特定屋外貯蔵タンクの地盤については、次によること。  

(ア )  地盤に係る試験については、次によること。（昭和５２年３月  

３０日付け消防危第５６号通知）  

ａ  危則第２０条の２第２項第２号イに規定する試験を行う箇所は、

基礎の外縁が地盤面と接する線で囲まれた範囲内で、かつ、地盤

の性状から判断して試験が必要であると認められる箇所とする。

この場合において、平板載荷試験は、３箇所以上で行うこと。  

ｂ  危則第２０条の２第２項第２号ロ (３ )に規定する試験について

は、次によること。  

(ａ ) 圧密度試験は、沈下板測定法（地盤に埋設した沈下板の沈  

下を測定する方法をいう。以下同じ。）により行うこと。ただ

し、沈下板測定法により圧密度試験を行っている場合において、

当該圧密度試験によって圧密度の測定を継続することが困難で

あると認められるときは、当該圧密度試験を行った地盤の試料

を採取し、これについて圧密度を測定するに足る試験を行うこ

とにより、圧密度を推定することができるものとする。  

(ｂ ) 圧密度試験を行う箇所は、地盤の表面及び地盤の改良深さ  

の底部について行う試験を一の箇所（以下「部分試験箇所」と
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いう。）とし、部分試験箇所の数は、地盤の設計条件、工事経

過、施工管理等から判断して、試験を行うことが必要であると

認められる数とすること。この場合において、部分試験箇所に

おける地盤の表面及び地盤の改良深さの底部は、相互に近接し

た箇所とすること。  

(ｃ ) 標準貫入試験を行う箇所は、地盤の設計条件、工事経過、  

施 工 管 理 等 か ら 判 断 し て 、 試 験 を 行 う こ と が 必 要 で あ る と  

認められる箇所とすること。  

(イ )  深層混合処理工法（原地盤にセメント等による安定剤の 撹拌
か く は ん

混  

合処理を行い、固化作用により地盤の堅固さを確保する工法をい

う。）を用いた地盤は、危則第２０条の２第２項第２号ハに規定す

るイ又はハと同等以上の堅固さを有する地盤に該当するものとして

取り扱うことができるものとする。（平成７年１１月２日付け消防

危第１５０号通知）  

イ  特定屋外貯蔵タンクの基礎については、次によること。  

(ア )  危則第２０条の２第２項第４号に規定する平板載荷試験を行う  

箇所については、次によること。（昭和５２年３月３０日付け消防

危第５６号通知）  

ａ  屋外貯蔵タンク側板の直下の基礎の表面（屋外貯蔵タンク側板

の直下に基礎を補強するための措置を講じたものを除く。）につ

いては、当該屋外貯蔵タンクの円周上におおむね３０メートルの

等間隔にとった点とすること。  

ｂ  前ａの規定によるほか、基礎の表面を１辺がおおむね１０メー

トルから２０メートルまでの正方形で覆われるように分割し、  

当該正方形で囲まれた範囲ごとに任意の一の点とすること。  

ｃ  ａ又はｂの点の数がそれぞれ３未満である場合は、それぞれ  

３箇所とすること。  

(イ )  危告示第４条の１１第３項第３号に規定する基礎を補強する砕  

石リングの堅固さを確認するための平板載荷試験を行う箇所は、当

該砕石リングの天端上におおむね３０メートルの等間隔にとった点

とすること。この場合において、当該点の数が３未満であるときは、

３箇所とすること。（昭和５２年３月３０日付け消防危第５６号  

通知）  

ウ  危則第２０条の２第２項第２号ハ及び第４号に規定する同等以上の

堅固さを有するものとしての 杭
く い

に関する基準並びに同条同項第４号に

規定する同等以上の堅固さを有するものとしてのリング（鉄筋コンク

リート環状構造物）に関する基準については、「 杭
く い

又はリングを用い

た特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する運用基準について」

（昭和５７年２月２２日付け消防危第１７号通知、平成元年９月２２
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日付け消防危第９０号通知、平成１１年９月２４日付け消防危第８６

号通知）によること。  

(６ ) 危令第１１条第１項第３号の３に規定する準特定屋外タンク貯蔵所  

の屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤については、次によること。  

ア  調査に関する事項については、次によること。（平成１１年３月

３０日付け消防危第２７号通知、平成１１年６月１５日付け消防危第

５８号質疑）  

(ア )  地盤の支持力、沈下量及び液状化判定を行うための土質定数を  

求める場合は、原則として屋外貯蔵タンク１基当たり地盤内（危告

示第４条の２２の３に規定する範囲内）の１箇所以上のボーリング

データに基づき土質定数の決定を行うこと。ただし、地盤層序が明

らかなときは、屋外貯蔵タンクを包含する地盤外の３箇所以上の

ボーリングデータに基づき土質定数の決定を行うことができるもの

とする。この場合において、屋外貯蔵タンクを包含するとは、屋外

貯蔵タンク全体又は屋外貯蔵タンクの中心がボーリング箇所を結ん

だ図形の内側にある状態をいうものとする。なお、当該ボーリング

箇所の間隔は、最大で７０メートル程度とすること。  

(イ )  前 (ア )に規定する土質定数の決定に当たっては、既存の土質調  

査結果の活用ができるものとする。  

(ウ )  ボーリング調査の深度は、地盤の支持力及び沈下量を検討する  

ために必要な深度まで行うものとする。ただし、液状化の判定を目

的として調査を行う場合は、当該液状化の判定に必要な深さまで行

うことをもって足りるものとする。なお、地盤が液状化しないこと

が確認できる資料を提出することにより、液状化判定のためのボー

リング調査を省略することができるものとする。  

(エ )  局部すべりの検討のための土質試験を行う場合は、原則として  

局部すべりを検討する範囲内の土質定数（内部摩擦角、粘着力）を

求めることとし、屋外貯蔵タンク１基当たり１箇所以上の試験を行

うこと。なお、基礎の施工条件が同一と認められる範囲を３箇所以

上の試験結果から想定し、当該試験結果を複数の屋外貯蔵タンクへ

適用することができるものとする。  

イ  基礎に関する事項については、次によること。（平成１１年３月

３０日付け消防危第２７号通知、平成１１年６月１５日付け消防危第

５８号質疑）  

(ア )  危告示第４条の２２の９に規定する基礎（以下「盛り土形式の  

基礎」という。）の構造については、次によること。  

ａ  締固めが完了した後に盛り土形式の基礎を掘削しないこと。た

だし、危告示第４条の２２の７に規定する液状化のおそれのある

地盤（砂質土であって、危告示第４条の２２の６各号のいずれか
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に該当する地質の地盤をいう。以下同じ。）に設置することがで

きる基礎の構造に変更する場合は、この限りでない。この場合に

おいて、当該盛り土形式の基礎の埋め戻し部分は、粒調砕石、ソ

イルセメント等により盛り土部分が部分的に沈下しないよう締め

固めること。  

ｂ  盛り土形式の基礎の表面は、側板の外部にあり、かつ、側板の

近傍にある基礎表面を等間隔に４等分し、４箇所に分けられた基

礎表面のうち一の基礎表面と当該一の基礎表面に隣接する基礎表

面との高低差が１０ミリメートル以下となるように仕上げること。  

(イ )  液状化のおそれのある地盤に設置することができる基礎の構造  

については、次によること。  

ａ  使用する鉄筋コンクリートの設計基準強度は、２１ニュートン

毎平方ミリメートル以上、許容圧縮応力度は７ニュートン毎平方

ミリメートル以上のものであること。また、鉄筋の許容応力度は、

ＪＩＳ  Ｇ  ３１１２「鉄筋コンクリート用棒鋼」（ＳＲ２３５、

ＳＤ２９５に係る規格に限る。）のうちＳＲ２３５を用いる場合

にあっては１４０ニュートン毎平方ミリメートル、ＳＤ２９５を

用いる場合にあっては１８０ニュートン毎平方ミリメートルとす

ること。  

ｂ  常時及び地震時のタンク荷重により生ずる鉄筋コンクリート部

材応力が、前ａに定める鉄筋及びコンクリートの許容応力度以内

であること。なお、鉄筋コンクリート製のスラブは当該スラブに

生ずる曲げモーメントによる部材応力に対して、鉄筋コンクリー

トリングは土圧その他の当該コンクリートリングに作用する荷重

によって生ずる円周方向引張力に対して、それぞれ安全なもので

あること。  

ｃ  次の (ａ )から (ｃ )までに掲げる基礎の構造ごとに、それぞれ当

該 (ａ )から (ｃ )までに掲げる規定に適合すること。なお、既設の

準特定屋外タンク貯蔵所のうち、 (ａ )に掲げる基礎を有するもの

にあっては当該 (ａ )に掲げる規定のうちⅰに掲げる規定に適合す

ることが図面等で確認できれば、当該 (ａ )に掲げる基礎であるも

のと、 (ｂ )に掲げる基礎を有するものにあっては当該 (ｂ )に掲げ

る規定のうちⅰに掲げる規定に適合することが図面等で確認でき

れば、当該 (ｂ )に掲げる基礎であるものと、 (ｃ )に掲げる基礎を

有するものにあっては当該 (ｃ )に掲げる規定のうちⅰからⅲまで

に掲げる規定に適合することが図面等で確認できれば、当該 (ｃ )

に掲げる基礎であるものとして取り扱うことができるものとする。  

(ａ ) 鉄筋コンクリートスラブ基礎（危告示第４条の２２の７第  

１号）  
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ⅰ  スラブ厚さは、２５センチメートル以上であること。  

ⅱ  厚さ２５センチメートル以上の砕石層を設置すること。  

ⅲ  砕石層の法止めを設置すること。  

ⅳ  スラブ表面に雨水を排水するための勾配を付けること。  

ⅴ  砕石層の排水のための排水口を３メートル以内の間隔に設

置すること。  

ⅵ  犬走りの勾配は、２０分の１以下とするとともに、当該犬

走りは、アスファルト等により保護すること。  

(ｂ ) 側板の直下に設置された一体構造（円周方向の鉄筋が連続  

した鉄筋コンクリート構造をいい、ブロック構造を除く。）の

鉄筋コンクリートリング基礎（危告示第４条の２２の７第２号）  

ⅰ  鉄筋コンクリートリングの寸法は、幅３０センチメートル

以上で、かつ、高さ４０センチメートル以上であること。  

ⅱ  リング頭部とタンク底板との間に、適切な緩衝材を設置す

ること。  

ⅲ  引張鉄筋の継手位置は、一断面にそろわないように相互に

ずらすこと。  

ⅳ  排水口は、３メートル以内の間隔で設置すること。  

ⅴ  砕石リングは、コンクリートリングの内側から１メートル

の幅で設置すること。  

ⅵ  盛り土部分の掘削及び表面仕上げは、前 (ア )ａ及びｂの規

定の例によること。  

(ｃ ) タンク外傍に設置された一体構造（円周方向の鉄筋が連続  

した鉄筋コンクリート構造をいい、ブロック構造を除く。）の

鉄筋コンクリートリング基礎（危告示第４条の２２の７第３号）  

ⅰ  鉄筋コンクリートリングの設置箇所は、原則として次の範

囲にあること。  

Ｂ≦Ｘ≦２Ｈ＋Ｂ  

Ｂ：１．０メートル以下  

Ｈ：地表面から基礎上面までの高さ（単位：メートル）  

Ｘ：側板からリング内面までの距離（単位：メートル）  
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ⅱ  鉄筋コンクリートリングの高さは、７０センチメートル以

上であること。ただし、危告示第４条の１５の式を準用して

計算し、局部的なすべりの安全率が１．１以上である場合は、

鉄筋コンクリートリングの高さを７０センチメートル未満と

することができるものとする。なお、局部的なすべりの計算

においては、土質試験結果によらず、次表の値を用いること

ができるものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ  鉄筋コンクリートリングの天端幅が、２０センチメートル

以上あること。  

ⅳ  引張鉄筋の継手位置は、一断面にそろわないように相互に

ずらすこと。  

ⅴ  排水口は、３メートル以内の間隔で設置すること。  

ⅵ  砕石リングは、鉄筋コンクリートリングから側板より内面

側１メートルの位置まで設置すること。  

ⅶ  犬走りの勾配は、１０分の１以下とするとともに、犬走り

は、アスファルトサンド等で保護すること。  

ⅷ  盛り土の掘削及び表面仕上げは、前 (ア )ａ及びｂの規定の

例によること。  

ウ  地盤に関する事項については、次によること。（平成１１年３月

３０日付け消防危第２７号通知、平成１１年６月１５日付け消防危第

５８号質疑、平成２０年７月８日付け消防危第２９０号質疑）  

 砂質土  砕石  

粘着力（ KN/㎡）  ５  ２０  

内部摩擦角（度）  ３５  ４５  

Ｂ  ２Ｈ  

鉄筋コンクリ ートリング  

ＧＬ  

Ｈ  

ｈ  

Ｘ  

基礎上面  

タンク  
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(ア )  危則第２０条の３の２第２項第２号イに規定する岩盤その他堅  

固な地盤とは、基礎接地面に岩盤が表出していることが地質図等に

より確認される地盤又は支持力・沈下に対する影響範囲内での標準

貫入試験値が２０以上の地盤をいうものとする。（平成１１年３月

３０日付け消防危第２７号通知）  

(イ )  次のａ又はｂに該当する場合は、危則第２０条の３の２第２項  

第２号ロ (２ )に規定する液状化の可能性が低い地盤と同等の堅固さ

を有するものとして取り扱うことができるものとする。（平成１１

年３月３０日付け消防危第２７号通知、平成１１年６月１５日付け

消防危第５８号質疑）  

ａ  地 盤 が あ ら か じ め 、 次 の 地 盤 改 良 工 法 に よ り 地 表 面 か ら ３  

メートル以上改良されていることが図面等で確認できる場合  

(ａ ) 置き換え工法（原地盤を砂又は砕石等で置き換え、振動  

ローラーなどによって十分に転圧（締固め）を行う工法をいう。

この場合において、十分に転圧（締固め）を行うとは、平板載

荷 試 験 値 が 、 砕 石 に あ っ て は ２ ０ ０ メ ガ ニ ュ ー ト ン 毎 立 方  

メートル程度に、砂にあっては１００メガニュートン毎立方

メートル程度になるように転圧（締固め）を行うことをいうも

のとする。）  

(ｂ ) サンドコンパクション工法（砂 杭
く い

を締め固めることにより、

砂地盤の密度を増大する工法をいう。）。なお、粘性土地盤の

圧密沈下を促進させるためのサンドドレーン工法とは異なるこ

とに留意すること。  

(ｃ ) バイブロフローテーション工法（緩い砂地盤に対して、水

締め及び振動締め効果を利用して、砂柱を形成する工法を い

う。）  

ｂ  地 盤 が 、 公 的 機 関 等 で 作 成 し た 地 域 ご と の 液 状 化 判 定 資 料

（「液状化地域ゾーニングマニュアル（平成１０年度版）（国土

庁）」に定めるグレード３により作成した判定資料で、原則とし

て２万５，０００分の１以上の液状化判定図又はメッシュ図（一

辺が５００メートル以下のものに限る。）によって屋外貯蔵タン

クの位置が明確に特定できるもの等をいう。）によって、液状化

の可能性が低いと判定された地域に存している場合。なお、当該

地盤の液状化の判定については、液状化判定資料の想定地震、想

定震度（当該屋外貯蔵タンクの地盤条件から決まる設計水平震度

に相当するものを含むものとし、地盤の種別が不明なときにあっ

ては、２００ガルとする。）を照査し、屋外貯蔵タンクの評価に

使用できるか確認した上で、当該地盤を含む地域の判定結果を確

認し、地表面から３メートル以内の地盤が液状化しない、又は地
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盤の液状化指数が５以下と定められている場合に、当該地盤は、

液状化の可能性が低いものとして取り扱うことができるものとす

る。  

(ウ ) 危則第２０条の３の２第２項第２号ハに規定する同等以上の堅

固さを有する地盤については、次によること。（平成１１年３月  

３０日付け消防危第２７号通知）  

ａ  危則第２０条の３の２第２項第２号ハ及び第４号に規定する同

等以上の堅固さを有するものとは、「準特定屋外タンク貯蔵所の

杭
く い

基礎の技術指針」（平成１１年３月３０日付け消防危第２７号

通知別添１第１）に適合する 杭
く い

基礎をいうものとする。なお、既

設の準特定屋外タンク貯蔵所については、当該通知別添１第１第

１項から第５項までに掲げる項目の全てに適合することが図面等

で確認できた場合に、当該同等以上の堅固さを有するものとして

取り扱うことができるものとする。  

ｂ  「深層混合処理工法を用いた準特定屋外タンク貯蔵所の地盤の

技術指針」（平成１１年３月３０日付け消防危第２７号通知別添

１第２）により改良された準特定屋外タンク貯蔵所の地盤は、危

則第２０条の３の２第２項第２号ハに規定するロと同等以上の堅

固さを有する地盤に該当するものとして取り扱うことができるも

のとする。  

(エ ) 危告示第７４条に規定する地盤の液状化指数を求めるための有

効上載圧及び地震時せん断応力比の算出については、「準特定屋外

タンク貯蔵所に係る技術基準等に関する運用について」（平成１１

年３月３０日付け消防危第２７号通知）第１第３項第２号の規定に

よること。  

(オ ) 既設の準特定屋外タンク貯蔵所（危険物の規制に関する政令の

一部を改正する政令（平成１１年政令第３号）の施行の際、現に設

置許可を受け、又は設置許可の申請がされていた準特定屋外タンク

貯蔵所をいう。以下この (オ )及び (カ )において同じ。）のうち基礎

に 杭
く い

が用いられているものの地盤が、危則第２０条の３の２第２項

第２号ロ (２ )の規定に適合する場合には、 杭
く い

の種類、支持の状況等

にかかわらず、同号の規定に適合するものとして取り扱うことがで

きるものとする。なお、既設の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令（平成１１年  

自治省令第１０号）附則第３項の規定により、危則第２０条の３の

２第２項第１号、第２号ロ (１ )又は第３号から第５号までの規定に

適合することを要しないことに留意すること。（平成２０年７月８

日付け消防危第２９０号質疑）  

(カ ) 既設の準特定屋外タンク貯蔵所のうち基礎に 杭
く い

が用いられてい
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るものにあっては、当該基礎のスラブ部分が危告示第４条の２２の

７第１号の規定に適合するものである場合に限り、当該準特定屋外

タンク貯蔵所の地盤は、危則第２０条の３の２第２項第２号の規定

に適合するものとして取り扱うことができるものとする。この場合

において、基礎のスラブ部分が鉄筋コンクリート構造であること及

び前イ (イ )ｃ (ａ )ⅰの規定に適合することが図面等で確認できると

きは、当該基礎は、危告示第４条の２２の７第１号の規定に適合す

るものとして取り扱うことができるものとする。（平成２０年７月

８日付け消防危第２９０号質疑）  

(キ ) 新設の準特定屋外タンク貯蔵所（ (オ )に規定する既設の準特定

屋外タンク貯蔵所以外の準特定屋外タンク貯蔵所をいう。）のうち

基礎に 杭
く い

が用いられるもので、かつ、当該準特定屋外タンク貯蔵所

の地盤が危則第２０条の３の２第２項第２号ロ (１ )の規定に適合す

るものにあっては、当該基礎のスラブ部分が危告示第４条の２２の

７第１号の規定に適合するものである場合に限り、当該地盤は危則

第２０条の３の２第２項第２号の規定に適合するものとして取り扱

うことができるものとする。この場合において、基礎のスラブ部分

が、前イ (イ )ａ、ｂ及びｃ (ａ )の規定に適合するものであるときは、

当該基礎は、危告示第４条の２２の７第１号の規定に適合するもの

として取り扱うことができるものとする。（平成２０年７月８日  

付け消防危第２９０号質疑）  

エ  厚さが１メートル以上、かつ、平板載荷試験値が２００メガニュー

トン毎立方メートル以上である砕石層を設ける場合は、危則第２０条

の３の２第２項第５号の規定にかかわらず、同号に規定する基礎の上

面と準特定屋外貯蔵タンクを設置する場所の地下水位との間隔は、  

１メートル以上確保すれば足りるものとする。（平成１１年６月１５

日付け消防危第５８号質疑）  

オ  危則第２０条の３の２第２項第２号ロ (１ )に規定する沈下量を計算

する際は、屋外貯蔵タンク側板下端部での沈下量を算出すること。

（平成１１年６月１５日付け消防危第５８号質疑）  

カ  危則第２０条の３の２第２項第２号ロ (１ )に規定する地盤上に設置

する準特定屋外貯蔵タンク荷重に対する支持力を計算する際は、基礎

構造底面における支持力を算出すること。ただし、置き換え等の地盤

改良を行った場合は、改良底面における支持力を併せて算出すること。

（平成１１年６月１５日付け消防危第５８号質疑）  

(７ ) 危令第１１条第１項第４号に規定する屋外貯蔵タンクの構造につい

ては、次によること。  

ア  危令第１１条第１項第４号に規定する厚さ３．２ミリメートル以上

の鋼板には、危則第２０条の５第１号に規定する鋼板又はこれと同等
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以上の機械的性質を有する鋼板を含むものとする。  

イ  屋外貯蔵タンクにマンホールを設ける場合における当該マンホール

の蓋の構造については、耐油性パッキン及びボルト締め等により、当

該屋外貯蔵タンクと緊結する構造とすること。（昭和５１年４月１５

日付け消防予第５１号質疑）  

ウ  圧力タンクについては、次によること。  

(ア ) 圧力タンクとは、最大常用圧力が正圧又は負圧で５キロパスカ

ルを超えるタンクをいうものとする。（昭和５２年３月３０日付け

消防危第５６号通知）  

(イ ) 負圧タンク（減圧して使用する危険物を貯蔵し、又は取り扱う

タンクをいう。）の水圧試験は、当該負圧タンクの最大常用圧力の

絶対値の１．５倍の圧力を１０分間加えることにより行うことが で

き る も の と す る 。 （ 平 成 ９ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日 付 け 消 防 危 第 １０４

号質疑）  

エ  屋外貯蔵タンクを加熱し、又は保温し、若しくは保冷する設備につ

いては、次によること。  

(ア ) 屋外貯蔵タンクを加熱する設備については、次によること。

（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第４４号質疑、昭和４９年  

１月８日付け消防予第１９号質疑、昭和５５年１０月１５日付け  

消防危第１２６号質疑）  

ａ  屋外貯蔵タンクの加熱設備は、直火を用いない構造とし、原則

としてジャケット、コイル、配管等内の蒸気、温水等を利用した

加熱方法とすること。（◆）  

ｂ  屋外貯蔵タンク（内部を含む。）に加熱設備を設ける場合は、

当該加熱設備により危険物が連続して加熱されても当該危険物の

温度が引火点以上になることがない液量を最低液面高とし、危険

物の量が当該最低液面高以下になる場合に自動的に警報を発し、

又は当該加熱装置の熱源を遮断する装置を設けること。ただし、

貯蔵する危険物が引火点以上に加熱されるこ とがない場合は、  

この限りでない。（◆）  

ｃ  屋外貯蔵タンク（内部を含む。）に加熱設備を設ける場合は、

屋外貯蔵タンク内の危険物の温度、当該加熱設備の運転状況等を

監視する装置を事務所その他の常時人がいる場所に設けるととも

に、過電流、異常加熱その他の事故が発生した際に警報を発し、

及び当該加熱装置の熱源を遮断する装置を設けること。（◆）  

ｄ  液体又は蒸気による加熱設備を設ける場合は、屋外貯蔵タンク

の付近で容易に操作することができる位置に、当該液体又は蒸気

の供給を停止するための弁を設けること。（◆）  

ｅ  電気による加熱設備を設ける場合は、当該加熱設備は、危険物
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の温度が異常に上昇した場合に、当該加熱装置に溶融又は脱落が

生じない構造とすること。（◆）  

(イ ) 屋外貯蔵タンクを保温し、又は保冷する設備については、次に

よること。  

ａ  保温材及び保冷材は、原則として不燃性を有する材料を使用す

ること。（◆）  

ｂ  次 に 掲 げ る 基 準 に 適 合 す る 場 合 は 、 保 温 材 と し て ウ レ タ ン

フォームを使用することができるものとする。（昭和４３年４月

２３日付け消防予第１２７号質疑、昭和５１年９月３日付け消防

危第５１号通知）（◆）  

(ａ ) ウレタンフォームは、難燃性を有するものであること。た

だ し 、 ウ レ タ ン フ ォ ー ム を 難 燃 化 す る た め 、 当 該 ウ レ タ ン

フォームの原料成分をハロゲン化若しくはリン化したもの又は

当該ウレタンフォームの原料に難燃化の添加剤としてハロゲン

化物若しくはりん化物を添加したものにあっては、使用するこ

とができないものとする。（◆）  

(ｂ )  施工に当たっては、ウレタンフォームを吹き付ける前に

サンドブラスト、ワイヤホイル等により適切な素地調整を行う

こと。（◆）  

(ｃ ) 前 (ｂ )の素地調整の後は、さび止めのための塗装を行うこ

と。（◆）  

(ｄ ) 屋外貯蔵タンク側板下端からおおむね５００ミリメートル

上部までの部分については、ウレタンフォームの吹付けを行わ

ないこと。（◆）  

(ｅ ) ウレタンフォームの外面には、次により防水等の措置を講

ずること。（◆）  

ⅰ  ウレタンフォームの外面には、ブチルゴム系の防水層の  

被膜を形成する措置を講ずること。（◆）  

ⅱ  前ⅰの防水層の外表面には、鋼板等による被覆その他の  

防火被膜を形成する措置を講ずること。（◆）  

ⅲ  前ⅱの防火被膜の外表面には、外装塗装をすること。（◆）  

ｃ  次に掲げる基準に適合する場合は、保温材として難燃性のウレ

タンフォームを使用することができるものとする。（昭和４３年

７月２３日付け消防予第１７４号質疑）（◆）  

(ａ )  ウレタンフォームは、屋外貯蔵タンクの外面に 厚さ３０  

ミリメートル以上となるように吹き付けること。（◆）  

(ｂ ) 前 (ａ )の ウ レ タ ン フ ォ ー ム の 外 面 に 防 火 コ ー ト （ 約

１，０００度の炎を直接当てて行う試験において２時間継続し

て発炎しない性能を有するもの）を塗布して被覆すること 。
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（◆）  

(ｃ ) 屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し、又は取り扱う危険物の引

火点は７０度以上であること。（◆）  

ｄ  ｂ (ｂ )から (ｄ )までの規定に適合する場合は、保温材として

フェノール樹脂を使用することができるものとする。（昭和５１

年１２月２４日付け消防危第１１９号質疑）（◆）  

ｅ  屋外貯蔵タンクに貼り付けた保温材を保護するために取り付け

た鋼板の隙間からの雨水の浸入を防止するため、当該屋外貯蔵

タンクの屋根の部分に難燃性の防水シートを貼り付けることがで

きるものとする。（昭和４５年１１月２５日付け消防予第２３７

号質疑）（◆）  

オ  特定屋外貯蔵タンクの構造及び特定屋外貯蔵タンクにおいて行う水

張試験又は水圧試験については、「危険物の規制に関する政令及び消

防法施行令の一部を改正する政令等の施行について」（昭和５２年３

月３０日付け消防危第５６号通知）第４第２項及び第４項の規定によ

ること。  

カ  準特定屋外貯蔵タンクの構造については、次によること。（平成

１１年３月３０日付け消防危第２７号通知）  

(ア ) 危告示第４条の２２の１０に規定する荷重の計算を行う場合に

おいて、油種変更等により貯蔵する危険物の実比重より大きな比重

の危険物を貯蔵する可能性があるときは、当該貯蔵する危険物の実

比重より大きな比重のうち最大のものを用いて計算を実施すること。  

(イ ) 危則第２０条の４の２第２項第４号の必要保有水平耐力を算出

するための危告示第７９条第２号の構造特性係数の計算については、

「準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術基準等に関する運用について」

（平成１１年３月３０日付け消防危第２７号通知）第２第２項の規

定によること。  

(８ ) 危令第１１条第１項第４号の２の特定屋外貯蔵タンクの溶接部につ

いては、次によること。  

ア  特定屋外貯蔵タンクの溶接は、前章第１節第４第７項第４号ア (ア )

及び (イ )に掲げる者が行うこと。（昭和５２年３月３０日付け消防危

第５６号通知、平成９年３月２６日付け消防危第３６号通知）（◆）  

イ  溶接部の試験については、次によること。（昭和５２年３月３０日

付け消防危第５６号通知）  

(ア ) 危則第２０条の７第１項の放射線透過試験を行う箇所は、次に

掲げる箇所を標準とすること。この場合において、溶接の品質から

判断して、当該箇所を増減することができるものとする。（◆）  

ａ  側板の厚さ、溶接作業者及び溶接施工方法が同一である縦継手

の延長３０メートル以内ごとに任意の位置から２箇所  
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ｂ  前ａに掲げるもののほか、次の表の左欄に掲げる側板の厚さ区

分ごとに、同表の右欄に掲げる側板の段数ごとに定められた縦継

手の箇所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ  溶接作業者及び溶接施工方法が同一である水平継手の延長６０

メートルごとに任意の位置から２箇所  

(イ ) 危則第２０条の８第１項の磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行

う箇所は、次の表に掲げる箇所を標準とすること。この場合におい

て、溶接の品質から判断して、当該箇所を増減することができるも

のとする。（◆）  

 

側板及びアニュラ板（アニュラ板を設けない

タンクにあっては、底板。以下この (イ )にお

いて同じ。）内側の溶接継手、アニュラ板相

互の突合せ溶接継手並びにアニュラ板（側板

の内面からタンクの中心部に向かって張り出

しているアニュラ板の幅が１メートル以下の

ものに限る。）及び底板の溶接継手  

左欄の溶接継手

の全ての箇所  

底板と底板との溶接継手のうち、３枚重ね溶

接継手及び３重点突合せ溶接継手  

左欄の溶接継手

の全ての箇所  

アニュラ板（側板の内面からタンクの中心部

に向かって張り出しているアニュラ板の幅が

１メートルを超えるものに限る。）及び底板

の溶接継手  

左欄の溶接継手

のうち３枚重ね

溶接継手及び３

重点突合せ溶接

継手の全ての箇

所  

側板の厚さ  
側板の段数  

最下段  ２段目以上の段  

１０ｍｍ以下  
１の縦継手ごとに任

意の位置から１箇所  

１の縦継手ごとに任

意の位置から１箇所  

１０ｍｍを超え

２５ｍｍ以下  

（１）１の縦継手ご

とに任意の位置から

１箇所  

（１）１の縦継手ご

とに水平継手との接

合箇所  

（２）１の縦継手ご

とに底板に近い任意

の位置から１箇所  

（２）１の縦継手ご

とに任意の位置から

１箇所  

２５ｍｍを超え

る  
縦継手の全ての箇所  縦継手の全ての箇所  
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底板と底板との溶接継手のうち底板の横方向

の溶接継手であって、溶接作業者及び溶接施

工方法が同一であるもの  

左欄の溶接継手

のうち任意の位

置から１箇所  

ジグ取付け跡で試験を行うことが必要である

と認められる箇所  

左欄の箇所  

 

(ウ ) 危則第２０条の９の真空試験、加圧漏れ試験及び浸透液漏れ試

験は、次に掲げる方法により行うこと。  

ａ  真空試験においては、真空度を約２分の１気圧にし、屋根外面

の溶接継手にあらかじめ塗布された発泡剤が発砲するか否かによ

り漏れの有無を検出すること。  

ｂ  加圧漏れ試験においては、タンク内部に０．５キロパスカル  

程度の空気圧を加え、屋根外面の溶接継手にあらかじめ塗布され

た発泡剤が発砲するか否かにより漏れの有無を検出すること。  

ｃ  浸 透 液 漏 れ 試 験 に お い て は 、 浸 透 液 （ 蛍 光 漏 え い 試 験 剤 を   

１万倍から１０万倍の水、浸透探傷剤等に溶解したものをいう。）

を塗布し、当該浸透液を塗布した溶接継手の裏面に当該浸透液が

浸透するか否かにより漏れの有無を検出すること。  

(エ ) 溶接部の試験を実施する時期は、水張試験又は水圧試験の前と

すること。ただし、高張力鋼の溶接継手にあっては、溶接が終了し

た後２４時間以上経過した後とすること。  

(オ ) アニュラ板（アニュラ板を設けないタンクにあっては、底板）

と側板とのタンク内側の溶接継手の溶接部の試験については、水張

試験又は水圧試験の後にも実施すること。  

(カ ) 溶接部の試験は、一般財団法人日本非破壊検査協会が認証した

非破壊試験技術者資格を有する者又はこれと同等以上の技能を有す

る者が行うこと。  

(キ ) ＪＩＳ  Ｚ  ２３３０「非破壊試験－漏れ試験方法の種類及び

その選択」に規定する漏れ試験は、危則第２０条の９に規定する  

真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等に含まれるものと解す

るものとする。（令和２年３月２７日付け消防危第８９号通知）  

(ク ) 危告示第４条の２１の２第１項第１号に規定する特定屋外貯蔵

タンクに用いる鋼板、当該特定屋外貯蔵タンクの工事に用いる溶接

材料、溶接方法等の組合せが同一となる溶接条件に準ずるとみなし

得る溶接条件の区分については、「特定屋外貯蔵タンクの溶接施工

方法確認試験について」（平成９年９月１日付け消防危第８９号通

知、令和３年３月１９日付け消防危第３７号通知）によること。な

お、溶接施工方法確認試験については、ＫＨＫにおいて実施してい
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る。（平成９年９月１日付け消防危第８９号通知、令和３年３月  

１９日付け消防危第３７号通知）  

(９ ) 危令第１１条第１項第５号に規定する地震及び風圧に耐えることが

できる構造並びに屋外貯蔵タンクの支柱については、次によること。  

ア  地震及び風圧に耐えることができる構造については、次によること。  

(ア )  容量が５００キロリットル未満の屋外貯蔵タンクの耐震及び  

耐風圧構造計算は、次に定めるところにより行うことができるもの

とする。（◆）  

ａ  地震動による慣性力及び風圧力に対する屋外貯蔵タンク本体の

安全性の検討は、転倒及び滑動の可能性について行うものとする。  

 

Ｄ：タンクの内径  

Ｈ：タンクの高さ  

Ｈ１：屋根の高さ  

Ｈ‘：地盤面からの高さ（風荷重の計算に用いる。）  

ｈ：液面の高さ  

 

タンクの自重：ＷＴ  

危険物の重量：ＷＬ  

設計水平震度：Ｋｈ  

設計鉛直震度：Ｋｖ  

タンク底板と基礎上面との間の摩擦係数：μ  

 

ｂ  転倒の可能性については、次に定めるところにより検討するこ

とができるものとする。  

(ａ ) 地震が発生し、かつ、その際に屋外貯蔵タンクに危険物が

満たされている場合における転倒モーメント及び抵抗モーメン

トを次の式によりそれぞれ求め、転倒モーメントより抵抗モー

Ｄ  

Ｈ  

ｈ  

Ｈ１  

Ｈ‘   

ＧＬ  
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メントが大きい場合は、屋外貯蔵タンクは転倒しないものと考

えることができる。  

転倒モーメント（単位  ｋＮ・ｍ）  

＝｛ＷＴ×Ｋｈ×（Ｈ＋Ｈ１ ）／２｝＋（ＷＬ×Ｋｈ×ｈ／

２）  

抵抗モーメント（単位  ｋＮ・ｍ）  

＝（ＷＴ＋ＷＬ）×（１－ＫＶ）×Ｄ／２  

(ｂ ) 風圧が発生し、かつ、その際に屋外貯蔵タンクに危険物が

貯蔵されていない場合における転倒モーメント及び抵抗モー

メントを次の式によりそれぞれ求め、転倒モーメントより抵抗

モーメントが大きい場合は、屋外貯蔵タンクは転倒しないもの

と考えることができる。  

ＰＷ（風圧力）＝（危告示第４条の１９第１項の規定によ

り算出した風荷重）×（タンクの垂直断面積）  

転倒モーメント（単位  ｋＮ・ｍ）  

＝ＰＷ×（Ｈ＋Ｈ１）／２  

抵抗モーメント（単位  ｋＮ・ｍ）  

＝ＷＴ×Ｄ／２  

ｃ  滑動の可能性については、次に定めるところにより検討するこ

とができるものとする。  

(ａ ) 地震が発生した場合における１から設計鉛直震度（Ｋｖ）

を減じた値にタンク底板と基礎上面との間の摩擦係数（μ）を

乗じた値を求め、設計水平震度（Ｋｈ）より当該値が大きい場

合は、屋外貯蔵タンクに危険物が満たされているとき及び屋外

貯蔵タンクに危険物が貯蔵されていないときのいずれにおいて

も滑動しないものと考えることができる。  

(ｂ ) 風圧が発生し、かつ、その際に屋外貯蔵タンクに危険物が

貯蔵されていない場合における抵抗力及び滑動力（風圧力）を

次の式及び危告示第４条の１９第１項の規定によりそれぞれ求

め、抵抗力より滑動力が大きい場合は、強風が予想される時に

屋外貯蔵タンクが滑動すると考えることができる。  

抵抗力＝ＷＴ×μ  

滑動力＝Ｐｗ（風圧力）  

この場合において、当該屋外貯蔵タンクの滑動を防止する

ために必要な当該屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物の液面の

高さｈ‘は、次の式により求めることができる。  

ｈ‘＝｛（滑動力）－（抵抗力）｝／｛（タンクの底面  

積）×（貯蔵する危険物の単位体積重量）×μ｝  

(イ ) 屋外タンク貯蔵所の基礎の表面は、防油提内の地盤面より上に
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あること。（◆）  

イ  屋外貯蔵タンクの支柱については、次によること。  

(ア ) 支柱とは、屋外貯蔵タンクの下方に設けられ、外部から屋外貯

蔵タンクを支える柱をいうものとする。  

(イ ) 危令第１１条第１項第５号のその他これらと同等以上の耐火性

能を有するものには、鉄骨を次に掲げる材料で覆ったものがある。

なお、当該材料で被覆する範囲は、当該鉄骨の部分のうち胴板との

溶接部以外の部分とすること。（昭和４０年１０月２６日付け自消

乙予発第２０号通知）  

ａ  塗厚さが４センチメートル（軽量骨材を覆う場合にあっては、

３センチメートル）以上の鉄鋼モルタル  

ｂ  厚さが５センチメートル（軽量骨材を覆う場合にあっては、４

センチメートル）以上のコンクリートブロック  

ｃ  厚さが５センチメートル以上のれんが又は石  

(10) 危令第１１条第１項第６号の危険物の爆発等によりタンク内の圧力

が異常に上昇した場合に内部のガス又は蒸気を上部に放出することがで

きる構造については、次によること。  

ア  当該構造の例として、次の (ア )及び (イ )に掲げる区分に応じ、それ

ぞれ当該 (ア )及び (イ )に掲げるものがある。  

(ア ) 縦置型タンク（次の a及び bに掲げるもの）  

ａ  屋根板を側板より薄くし、補強材等を接合していないもの  

ｂ  屋根板と側板との接合を片面溶接等により側板相互及び側板と

底部の接合より弱くしたもの  

(イ ) 横置型タンク  

       異常に上昇した内圧を放出するため、十分な放出面積を有する

局部的な弱い接合部分を設けたもの  

イ  屋外貯蔵タンクの屋根上に手摺りを設ける場合は、当該手摺りと側

板に設ける階段（階段に設ける手摺りを含む。）とを接合しないこと。  

ウ  屋外貯蔵タンクの屋根上に配管を設ける場合は、可とう性を有する

配管を使用する等タンク内部のガス又は蒸気の放出の支障とならない

方法により設置すること。  

(11) ステンレス鋼材その他の腐食され難い金属で造られた屋外貯蔵タン

クにあっては、危令第１１条第１項第７号に規定するタンク外面のさび

どめのための塗装を行わないことができるものとする。（◆）  

(12) 危令第１１条第１項第７号の２の底板の外面の腐食を防止するため

の措置については、次によること。  

ア  危令第１１条第１項第７号の２に規定する屋外貯蔵タンクのうち、

底板を地盤面に接して設けるものとは、支柱等により底板が地盤面に

直接接触しないよう保持されている屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵
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タンクをいうものとする。  

イ  当該措置の施工方法については、次の (ア )及び (イ )に定めるところ

によること。  

(ア ) 危則第２１条の２第１号のアスファルトサンドの施工方法につ

いては、次によること。  

ａ  タンクを設置する地盤面は、アスファルトサンドを敷設する前

に十分整地し、堅固に仕上げられていること。  

ｂ  アスファルトサンドは、硬化する前に転圧し、厚さが５センチ

メートル以上となるように仕上げること。  

ｃ  底板の外周部は、底板の外面に水分が浸入しないようコンク

リートモルタル、アスファルト等により防水の措置を講ずること。  

ｄ  表面の仕上げは、危告示第４条の１０第６号の規定に準じるこ

と。  

(イ ) アニュラ板又は底板の外側張出し部近傍からタンク底部の下へ

の雨水の浸入を防止するための措置を、次に定める方法又はこれと

同等以上の効果を有する方法により講ずること。（昭和５４年１２

月２５日付け消防危第１６９号通知）  

ａ  アニュラ板又は底板の外側張出し部上面の被覆は、側板とア

ニュラ板又は底板との外側すみ肉溶接部にかからないように行う

こと。ただし、定期点検、保安検査等の際に、容易に当該すみ肉

溶接部の確認を行うことができるように措置した場合は、この限

りでない。  

ｂ  犬走り部の被覆は、次によること。  

(ａ ) 被覆幅は、使用する材料の特性に応じ、雨水の浸入を有効

に防止することができるものとすること。  

(ｂ ) 被覆は、犬走り表面の保護措置の上部に行うこと。  

ｃ  被覆に用いる材料は、防水性を有するとともに、適切な耐候性、

防食性、接着性及び可とう性を有するものであること。  

ｄ  被覆は、次の方法により行うこと。  

(ａ ) 被覆材とアニュラ板又は底板の上面及び犬走りの表面との

接着部は、雨水が浸入しないよう必要な措置を講ずること。  

(ｂ ) 屋外貯蔵タンクの沈下等によりアニュラ板又は底板と被覆

材との接着部分に隙間を生じるおそれのある場合は、当該被覆

材の剥離を防止するための措置を講ずること。  

(ｃ ) 被覆厚さは、使用する被覆材の特性に応じ、剥離を起こさ

ず、かつ、雨水の浸入を防止するのに十分なものとすること。  

(ｄ ) 被覆表面は、適当な傾斜を付けるとともに、平滑に仕上げ

ること。  

(ｅ ) アニュラ板又は底板の外側張出し部先端等の段差を生ずる
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部分に詰め材を用いる場合は、防食性、接着性等に悪影響を与

えないものとすること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  当該措置を講ずる場合において、防食材料としてオイルサンドを使

用することは認められないものとする。  

(13) 危令第１１条第１項第８号に規定する通気管及び安全装置について

は、次によること。  

ア  危則第２０条第１項第１号ハに規定する細目の銅網等とは、４０

メッシュ以上の銅製、ステンレス製等の網をいうものとする。  

イ  安全装置は、最大常用圧力を超え設計圧力以下の範囲の圧力で作動

するものとすること。  

(14) 危令第１１条第１項第９号の危険物の量を自動的に表示する装置に

は、次に掲げるものがある。（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第  

４４号質疑）  

ア  気密に造られ、又は可燃性の蒸気が容易に発散しない構造のフロー

ト式計量装置  

イ  電気方式による自動計量装置  

ウ  圧力作動式の自動計量装置  

エ  ラジオアイソトープ利用方式の自動計量装置  

オ  連通管式の表示装置（マグネット等を用いた間接方式のもので、か

つ、ガラスゲージを使用しないものに限る。ただし、引火点が４０度

以上の危険物を貯蔵する屋外貯蔵タンクに限り、ガラスゲージ（金属

管で保護した硬質ガラス等で造られ、かつ、当該ガラスゲージが破損

した場合に当該危険物の流出を自動的に停止することができる装置を

取り付けたものに限る。）を設けることができるものとする。）  

 

アスファルトサンド層等  

アスファルトサンド層等  

アニュラ板又は底板  

雨水浸入防止措置  

（ゴム・合成樹脂等）  

雨水浸入防止措置  

（ペトロラタム含浸  

テープ等による被覆）  

詰め材  

犬走り保護面  

（アスファルト等）  

側板  

アニュラ板又は底板  

側板  

犬走り保護面  

（アスファルト等）  
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(15) 危令第１１条第１項第１０号の注入口については、次によること。  

ア  注入口は、防油提内に設けること。ただし、防油堤外に設ける場合

は、漏れた危険物が飛散等しないよう、注入口の直下の地盤面等に囲

い、受皿等を設けること。（◆）  

イ  注入口は、可燃性の蒸気が滞留するおそれがある階段、ドライエリ

ア等を避けた位置に設けること。  

ウ  危令第１１条第１項第１０号ニに規定する注入口付近に設ける静電

気を有効に除去するための接地電極については、次によること。  

(ア ) 危令第１１条第１項第１０号ニの静電気による災害が発生する

おそれのある液体とは、第４類の特殊引火物、第１石油類、アル

コール類及び第２石油類をいうものとする。  

(イ ) 接地抵抗値は、１，０００オーム以下であること。  

(ウ ) 接地端子は、移動貯蔵タンクに設置する接地導線のクリップが

容易に接続できる構造とするとともに、取付箇所は、可燃性の蒸気

が漏れ、又は滞留するおそれがある場所以外の場所とすること。  

(エ ) 接地端子の材質は、銅その他の導電性及び耐食性を有する金属

であること。  

(オ ) 避雷設備の接地極が注入口付近にある場合は、接地電極と当該

接地極を兼用することができるものとする。（平成元年７月４日付

け消防危第６４号質疑）  

エ  群として設ける注入口に、危令第１１条第１項第１０号ホの規定に

よる掲示板を設けなければならない注入口が存する場合は、当該群と

して設ける注入口につき一の掲示板を設けることをもって足りるもの

とする。この場合において、２以上の品名を表示しなければならない

ときは、当該一の掲示板に、当該２以上の品名を表示すること。（昭

和４０年１０月２６日付け自消乙予発第２０号通知）  

 

 

 

 

 

 

 

オ  危令第１１条第１項第１０号ホただし書に規定する市町村長等が火

災の予防上掲示板を設ける必要がないと認める場合とは、注入口が屋

外貯蔵タンクの直近にあり、当該屋外貯蔵タンクの注入口であること

が明らかである場合、関係者以外の者が出入りしない場所に注入口が

屋 外 貯 蔵 タ ン ク 注 入 口 

第 ４ 類    第 １ 石 油 類 

火 気 厳 禁 

０．６ｍ以上  

０．３ｍ以上  

地を白色、文字を黒色（「火気厳禁」については、赤色）とする。  
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ある場合等をいうものとする。（昭和４０年１０月２６日付け自消乙

予発第２０号通知）  

(16) 危令第１１条第１項第１０号の２のポンプ設備については、次によ

ること。  

ア  危令第１１条第１項第１０号の２イただし書の防火上有効な隔壁を

設ける場合には、一の建築物又は工作物においてポンプ設備の用途に

供する部分とその他の用途に供する部分とが耐火構造の隔壁で屋根裏

まで完全に仕切られている場合を含むものとする。（昭和４０年１０

月２６日付け自消乙予発第２０号通知）  

イ  ２以上のポンプ設備を群として設ける場合は、当該２以上のポンプ

設備の群をもって一のポンプ設備とする。この場合において、当該

ポンプ設備は、その属するいずれの屋外貯蔵タンクの保有空地内にも

設けることができるが、全ての屋外貯蔵タンクと間に屋外貯蔵タンク

の保有空地の幅の３分の１以上の距離を保つこと。（昭和４０年１０

月２６日付け自消乙予発第２０号通知）  

ウ  ポンプ設備は、防油提内に設けないこと。（昭和４０年１０月２６

日付け自消乙予発第２０号通知）（◆）  

エ  危令第１１条第１項第１０号の２ハに規定するポンプ設備を固定す

る基礎は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構

造とすること。  

オ  群として設けるポンプ設備に、危令第１１条第１項第１０号の２ヲ

の規定による掲示板を設けなければならないポンプ設備が存する場合

は、当該群として設けるポンプ設備につき一の掲示板を設けることを

もって足りるものとする。この場合において、２以上の品名を表示し

なければならないときは、当該一の掲示板に、当該２以上の品名を表

示すること。（昭和４０年１０月２６日付け自消乙予発第２０号通知）  

カ  危令第１１条第１項第１０号の２ヲただし書に規定する市町村長等

が火災の予防上掲示板を設ける必要がないと認める場合は、前号オの

規定の例によること。（昭和４０年１０月２６日付け自消乙予発第

２０号通知）  

キ  ポンプ設備を平家建の建築物（危令第１１条第１項第１０号の２ニ

に規定するポンプ室を除く。）内に設ける場合にあっては、危則第

２２条の５第１号に規定する屋内タンク貯蔵所のタンク専用室以外の

場所に設けるポンプ設備の例により設けること。（◆）  

ク  ポンプ設備（引火点が４０度以上の危険物を取り扱うものに限る。）

を平家建以外の建築物内に設ける場合にあっては、危則第２２条の６

第１号に規定する屋内タンク貯蔵所のタンク専用室以外の場所に設け

るポンプ設備の例により設けること。（◆）  

(17) 危令第１１条第１項第１１号の弁については、次によること。  
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ア  危令第１１条第１項第１１号の弁とは、屋外貯蔵タンクに取り付け

る元弁を含む全ての弁をいうものとする。（昭和５６年６月１９日付

け消防危第７１号質疑）  

イ  次に掲げる材料は、危令第１１条第１項第１１号に規定する鋳鋼と

同等以上の機械的性質を有する材料として取り扱うことができるもの

とする。  

(ア ) ＪＩＳ  Ｇ  ５７０５  可鍛鋳鉄品  

（黒心可鍛鋳鉄品（ＦＣＭＢ３４０―１０））  

(イ ) ＪＩＳ  Ｇ  ５５０２  球状黒鉛鋳鉄品  

（ＦＣＤ４００－〇〇）  

(ウ ) ＪＩＳ  Ｇ  ５５０２  球状黒鉛鋳鉄品  

（ＦＣＤ４５０－〇〇）  

(エ ) ＪＩＳ  Ｇ  ５１２１  ステンレス鋼鋳鋼品  

（ＳＣＳ〇〇〇）  

(オ ) ＪＩＳ  Ｇ  ３２０１  炭素鋼鍛鋼品  

（ＳＦ〇〇〇〇）  

ウ  屋外貯蔵タンクの弁のうち耐酸性を要するものには、陶磁製品を使

用することができるものとする。（昭和３７年４月６日付け自消丙予

発第４４号質疑）  

(18) 危令第１１条第１項第１１号の２の水抜管については、次によるこ

と。  

ア  水抜管は、屋外貯蔵タンクの定期点検等の支障とならないようフ

ランジ接合その他の容易に取り外すことができる方法により取り付け

ること。  

イ  危則第２１条の４に規定するタンクと水抜管との結合部分が地震等

により損傷を受けるおそれのない方法とは、次に掲げる方法をいうも

のとする。（昭和４０年１０月２６日付け自消乙予発第２０号通知）  

(ア ) 水抜管と屋外貯蔵タンクとの結合部分及び当該結合部分の直近

の水抜管の部分が、地震等の際、当該屋外貯蔵タンクの基礎部分に

触れないよう、当該水抜管と当該屋外貯蔵タンクの基礎との間に当

該水抜管の直径以上の間隙を保つ方法  

(イ ) 屋外貯蔵タンクに架台を設けることにより当該屋外貯蔵タンク

の底板と地盤面との間に適当な空間を設けるとともに、当該屋外貯

蔵タンクの水抜管とその直下の地盤面との間に十分な間隙を保つ方

法  

(19) 次の図のように、火災等により被災した屋外貯蔵タンクに貯蔵する

危険物をポンプ室内の配管に取り付けたバルブを操作することにより品

名又は化学名の異なる危険物を貯蔵する屋外貯蔵タンクに緊急に移送す

るための配管を設置することができるものとする。（昭和４１年１１月
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１日付け自消丙予発第１３６号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) 危令第１１条第１項第１２号の２の規定により、可とう管継手を使

用する場合は、次によること。  

ア  「可撓管継手の設置等に関する運用基準について」（昭和５６年３

月９日付け消防危第２０号通知、平成１１年９月２４日付け消防危第

８６号通知）、「可撓管継手の設置等に関する運用基準の取扱いにつ

いて」（昭和５６年８月１４日付け消防危第１０７号通知、平成１１

年９月２４日付け消防危第８６号通知）及び「可撓管継手に関する技

術上の指針の取扱いについて」（昭和５７年５月２８日付け消防危第

５９号通知、平成１１年９月２４日付け消防危第８６号通知、平成

１３年３月３０日付け消防予第１０３号・消防危第５３号通知）によ

ること。  

イ  一般財団法人日本消防設備安全センターが認定を行った可とう管継

手ついては、「可撓管継手の設置等に関する運用基準について」（昭

和５６年３月９日付け消防危第２０号通知）別添「可撓管継手に関す

る技術上の指針」に適合しているものとして取り扱うことができるも

のとする。  

(21) 危令第１１条第１項第１５号の防油提については、次によること。  

ア  防油提は、危則第２２条第２項の規定によるほか、「防油提の構造

等に関する運用基準について」（昭和５２年１１月１４日付け消防危

第１６２号通知）及び「防油堤の漏えい防止措置等について」（平成

１０年３月２０日付け消防危第３２号通知）によること。  

イ  構内道路（その上空の部分を含む。）には工作物を設けないこと。

ただし、当該上空の部分に車両等の通行の支障とならないよう必要最

小限の配管等を設ける場合にあっては、この限りでない。（◆）  

ウ  危則第２２条第２項第６号に規定する消防活動に支障がないと認め

ポンプ室  

P P P 

重油  軽油  ガソリン  タンク  
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られる空地とは、おおむね４メートル以上の幅員を有し、かつ、道路

に接する空地をいうものとする。  

エ  危則第２２条第２項第８号の表に規定するタンクの高さは、第２号

アの規定の例によるものとし、及び同号に規定する屋外貯蔵タンクの

側板と防油提との間に保つ距離とは、屋外貯蔵タンク側板から防油提

の天端の内側までの水平距離をいうものとする。  

オ  危則第２２条第２項第８号ただし書に規定する引火点が２００度以

上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵タンクについては、当該

屋外貯蔵タンクの側板と防油提との間に当該屋外貯蔵タンクの点検等

を行うための距離として、当該屋外貯蔵タンクの高さの５分の１の距

離又は０．５メートルのうち大きいものに等しい距離以上の距離を保

つこと。（◆）  

カ  危則第２２条第２項第１２号の防油提等に損傷を与えないよう必要

な措置を講じた場合とは、「防油提の構造等に関する運用基準につい

て」（昭和５２年１１月１４日付け消防危第１６２号通知）別記５

「配管貫通部の保護措置に関する指針」に基づき措置を講じた場合を

いうものとする。（昭和５２年１１月１４日付け消防危第１６２号通

知）  

キ  危令第２３条の規定を適用し、スイングジョイントにより排水管を

操作する設備が危則第２２条第２項第１３号に規定する水抜口を開閉

する弁等として設置されている場合において、当該設備に当該スイン

グジョイントを操作すると閉鎖時には起立し、及び開放時には横置の

状態になる装置を設置したときは、危令第２３条の規定を適用し、当

該装置を危則第２２条第２項第１４号に規定する弁等の開閉状況を容

易に確認できる装置として取り扱うことができるものとする。（昭和

５２年３月２８日付け消防危第５０号質疑）  

ク  防油提内には、水抜口に通ずるためますを設けること。この場合に

お い て 、 当 該 た め ま す は 、 そ の 縦 及 び 横 の 長 さ が そ れ ぞ れ ０ ． ３   

メートル以上で、かつ、深さが排水に支障のないものであること。

（◆）  

(22) 危令第１１条第１項第１６号に規定する固体の禁水性物品の屋外貯

蔵タンクに設ける被覆設備とは、防水性を有する不燃材料で造った屋根

又は上屋に類似するもの等をいうものとする。  

(23) 危令第１１条第１項第１７号の二硫化炭素の屋外貯蔵タンクを入れ

る水槽には、危令第１３条第１項第１４号の規定によりタンク室に講ず

る防水の措置と同等以上の漏水防止措置を施すとともに、当該屋外貯蔵

タンクは、浮揚防止のためバンド等により基礎に固定すること。  

３  危令第１１条第２項の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクの構造及び設備

等については、「浮き蓋付特定屋外貯蔵タンクに係る技術基準の運用につ
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いて」（平成２４年３月２８日付け消防危第８８号通知）によること。  

４  危令第１１条第３項の規定により同条第１項及び第２項に掲げる基準の

特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所の防油堤については、次によ

ること。  

(１ ) 屋外貯蔵タンクは、当該屋外貯蔵タンクの周囲の防油堤に直接面す

るように設けること。（◆）  

(２ ) 屋外貯蔵タンクの側板と防油提との間に当該屋外貯蔵タンクの高さ

の５分の１の距離又は０．５メートルのうち大きいものに等しい距離以

上の距離を保つこと。（◆）  

５  危令第１１条第４項の規定により危則第２２条の２の７第１号及び第２

号に定める特例措置については、前節第２項第２号イ（ (イ )を除く。）の

規定の例によること。（平成１３年１０月１１日付け消防危第１１２号通

知）  

第３  屋内タンク貯蔵所  

１  危令第１２条第１項に定める屋内タンク貯蔵所については、次によるこ

と。  

(１ ) 危令第１２条第１項第２号に定める間隔については、次によること。  

ア  当該間隔は、屋内貯蔵タンクの側板（当該屋内貯蔵タンクの側板に

取り付けたマンホール、保温材等を含まない。）の外面を起点として

確保すること。  

イ  危令第１２条第１項第２号のタンク専用室の壁には、タンク専用室

の柱を含むものと解する。  

ウ  屋内貯蔵タンクの上部及び内部の点検を容易に行うことができるよ

う、屋内貯蔵タンクとタンク専用室の屋根、はり等との間に、０．５

メートル以上の間隔を保つこと。（◆）  

(２ ) タンク専用室に設ける屋内貯蔵タンクの数量についての制限は、行

わないものとする。  

(３ ) アルコールを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵タンクの通気管には、

危則第２０条第１項第２号の大気弁付通気管を設けることができるもの

とする。この場合において、当該大気弁付通気管は、同条第２項第１号

及び第２号の規定に適合するように設けること。（昭和３７年１０月  

１９日付け自消丙予発第１０８号質疑）  

(４ ) 危令第１２条第１項第１７号の規定によりタンク専用室の出入口に

床面から０．２メートル以上の高さのしきいを設けた場合において、当

該しきいを設けることにより当該タンク専用室に設置した屋内貯蔵タン

クに貯蔵する危険物の全量を収容することができないときは、当該しき

いの高さを床面から当該タンク専用室に設置した屋内貯蔵タンクに貯蔵

する危険物の全量を収容することができる高さ以上とし、又は当該タン

ク専用室に設置した屋内貯蔵タンクに貯蔵する危険物の全量を収容する
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ことができるせき（鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリートブロック造

等のもので、かつ、屋内貯蔵タンクとの間に０．５メートル以上の間隔

が保たれているものに限る。）を設けること。（◆）  

(５ ) 屋内貯蔵タンクは、アンカーボルト等で堅固な基礎に固定すること。

（◆）  

２  危令第１２条第２項に定める屋内タンク貯蔵所については、次によるこ

と。  

(１ ) 危令第１２条第２項第２号に規定する屋内貯蔵タンクの危険物の量

を容易に覚知することができる場合とは、自動的に危険物の量が表示さ

れる計量装置、注入される危険物の量が一定量に達した場合に警報を発

する装置、注入される危険物の量を連絡することができる伝声装置等

が設けられている場合をいうものとする。（昭和４６年７月２７日付

け消防予第１０６号通知）  

(２ )  危令第１２条第２項第８号の屋内貯蔵タンクから漏れた危険物が

タンク専用室以外の部分に流出しないような構造とは、当該タンク専用

室の出入口に当該タンク専用室に設置した屋内貯蔵タンクに貯蔵する危

険物の全量を収容することができる高さのしきいを設けた構造、当該

タンク専用室に設置した屋内貯蔵タンクに貯蔵する危険物の全量を収容

することができるよう当該タンク専用室内にせきを設けた構造等をいう

ものとする。この場合において、当該タンク専用室内にせきを設けると

きは、当該せき（鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリートブロック造等

のものに限る。）と屋内貯蔵タンクとの間に０．５メートル以上の間隔

を保つこと。（昭和４６年７月２７日付け消防予第１０６号通知）  

３  危令第１２条第３項の規定により危則第２２条の１０に規定する特例に

係る措置については、前節第２項第２号イ（ (イ )を除く。）の規定の例に

よること。（平成１３年１０月１１日付け消防危第１１２号通知）  

第４  地下タンク貯蔵所  

１  地下タンク貯蔵所に共通する位置、構造の基準については、次によるこ

と。  

(１ ) 地下貯蔵タンクの位置については、次によること。  

ア  地下貯蔵タンクは、原則として他の製造所等の保有空地以外の場所

に設置すること。  

イ  危令第１３条第１項第１号のタンク室に設置しない地下貯蔵タンク

にあっては、建築物の基礎等の地下構造物から水平距離でおおむね１

メートル以上離れた位置に設置すること。（◆）  

ウ  地下貯蔵タンクの直上部に当該地下貯蔵タンクの点検及び維持管理

に必要な空間が確保できるように設置すること。（昭和４９年５月

１６日付け消防予第７２号質疑）  

(２ ) マンホールプロテクタの構造については、次によること。  
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ア  マンホールプロテクタの蓋は、当該蓋にかかる重量が直接マンホー

ルプロテクタにかからないように設けるとともに、雨水の浸入しない

構造とすること。  

イ  配管がマンホールプロテクタを貫通する部分には、浸水を防止する

ための措置を講ずること。  

(３ ) 地下貯蔵タンクは、固定バンド等により固定すること。この場合に

おいて、固定バンド等は、タンクの浮力等の影響によるタンクの浮上、

回転等の防止のため、基礎スラブ及び砕石床に対しおおむね８０度の角

度となるよう設けるものとし、ＳＦタンク及びＦＦタンクを固定すると

きは、固定バンド等の接触部には、ゴム等の緩衝材を挟み込むこと。

（平成８年１０月１８日付け消防危第１２７号通知）（◆）  

２  危令第１３条第１項に規定する地下タンク貯蔵所については、次による

こと。  

(１ ) 危令第１３条第１項第２号の乾燥砂については、次によること。  

ア  タンク室に充填する乾燥砂は、地下貯蔵タンクの腐食を防止するた

め、乾燥した山砂を用いること。  

イ  タンク室に充填する乾燥砂に代えて、良質の膨張性頁岩を粉砕した

ものを高温で焼成し、人工的に砂にした人工軽量砂、人工軽量骨材等

を用いることができるものとする。（昭和４４年１月６日付け消防予

第１号質疑、昭和６１年１１月２０日付け消防危第１０９号質疑）  

(２ ) 危令第１３条第１項第３号の地下貯蔵タンクの頂部とは、横置円筒

型タンクにあっては、地下貯蔵タンクの胴板の最上部をいうものと解す

るものとする。  

(３ ) 危令第１３条第１項第６号に規定する地下貯蔵タンクの構造及び水

圧試験については、次によること。  

ア  既設の地下貯蔵タンクに点検用マンホールを設置する場合は、ボル

ト締めによることができるものとする。（昭和６２年１０月７日付け

消防危第９７号質疑）  

イ  地下貯蔵タンクに作用する荷重及び発生応力については、一般的に

次により算出することができる。（平成１７年３月２４日付け消防危

第５５号通知）  

(ア ) 作用する荷重  

ａ  主荷重  

(ａ ) 固定荷重（地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重）  

Ｗ１：固定荷重［単位：Ｎ］  

(ｂ ) 液荷重（貯蔵する危険物の重量）  

Ｗ２＝γ１×Ｖ  

Ｗ２：液荷重［単位：Ｎ］  

γ１：液体の危険物の比重量［単位：Ｎ／㎣］  
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Ｖ：タンク容量［単位：㎣］  

(ｃ ) 内圧  

Ｐ１＝ＰＧ＋ＰＬ  

Ｐ１：内圧［単位：Ｎ／㎟］  

Ｐ Ｇ ：空間部の圧力（無弁通気管のタンクにあっては、考

慮する必要がない。）［単位：Ｎ／㎟］  

ＰＬ：静液圧［単位：Ｎ／㎟］  

静液圧ＰＬは、次の式により求める。  

ＰＬ＝γ１×ｈ１  

γ１：液体の危険物の比重量［単位：Ｎ／㎣］  

ｈ１：最高液面からの深さ［単位：㎜］  

(ｄ ) 乾燥砂荷重  

タンク室内に地下貯蔵タンクが設置されていることから、

タンク室の蓋の内側から地下貯蔵タンクの頂部までの乾燥砂

の上載荷重を乾燥砂荷重とし、その他の範囲に詰めた乾燥砂

の荷重は、考慮しなくてよい。  

Ｐ２＝γ２×ｈ２  

Ｐ２：乾燥砂荷重［単位：Ｎ／㎟］  

γ２：砂の比重量［単位：Ｎ／㎣］  

ｈ ２：砂被り深さ（タンク室の蓋の内側から地下貯蔵タン

ク頂部までの深さ）［単位：㎜］  

ｂ  従荷重  

(ａ ) 地震の影響  

静的震度法に基づく地震動によるタンクの軸直角方向に作

用する水平方向慣性力を考慮することとする。なお、地震時

土圧については、タンク室に設置されていることから考慮し

ないものとする。  

ＦＳ＝Ｋｈ×（Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３）  

Ｆ Ｓ：タンクの軸直角方向に作用する水平方向地震力［単

位：Ｎ］  

Ｋｈ：設計水平震度（危告示第４条の２３第１号の式に

より求める。）  

Ｗ１：固定荷重［単位：Ｎ］  

Ｗ２：液荷重［単位：Ｎ］  

Ｗ ３ ： タ ン ク の 軸 直 角 方 向 に 作 用 す る 乾 燥 砂 の 重 量 ［ 単

位：Ｎ］  

(ｂ ) 試験荷重  

 完成検査前検査又は定期点検を行う際の荷重とする。［単

位：Ｎ／㎟］  
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(イ ) 発生応力等  

地下貯蔵タンクが鋼板を用いた横置円筒型である場合にあって

は、次に掲げる計算方法を用いることができるものとする。  

ａ  胴部の内圧による引張応力  

σＳ １＝Ｐｉ×（Ｄ／２ｔ１）  

σＳ １：引張応力［単位：Ｎ／㎟］  

Ｐｉ：内圧（正の試験荷重）［単位：Ｎ／㎟］  

Ｄ：地下貯蔵タンクの直径［単位：㎜］  

ｔ１：胴の板厚［単位：㎜］  

ｂ  胴部の外圧による圧縮応力  

σＳ ２＝Ｐｏ×（Ｄ／２ｔ１）  

σＳ ２：圧縮応力［単位：Ｎ／㎟］  

Ｐｏ：乾燥砂荷重（負の試験荷重）［単位：Ｎ／㎟］  

Ｄ：地下貯蔵タンクの直径［単位：㎜］  

ｔ１：胴の板厚［単位：㎜］  

ｃ  鏡板部の内圧による引張応力  

σＫ １＝Ｐｉ×（Ｒ／２ｔ２）  

σＫ １：引張応力［単位：Ｎ／㎟］  

Ｐｉ：内圧（正の試験荷重）［単位：Ｎ／㎟］  

Ｒ：鏡板中央部での曲率半径［単位：㎜］  

ｔ２：鏡板の板厚［単位：㎜］  

ｄ  鏡板部の外圧による圧縮応力  

σＫ ２＝Ｐｏ×（Ｒ／２ｔ２）  

σＫ ２：圧縮応力［単位：Ｎ／㎟］  

Ｐｏ：乾燥砂荷重（負の試験荷重）［単位：Ｎ／㎟］  

Ｒ：鏡板中央部での曲率半径［単位：㎜］  

ｔ２：鏡板の板厚［単位：㎜］  

ｅ  地下貯蔵タンク固定条件の照査  

地下貯蔵タンク本体の地震時慣性力に対して、地下貯蔵タンク

固定部分が必要なモーメントに耐える構造とするため、次の条件

を満たすこと。  

ＦＳ×Ｌ≦Ｒ×ｌ  

Ｆ Ｓ  ：地下貯蔵タンクの軸直角方向に作用する水平方向地震

力［単位：Ｎ］  

Ｌ：ＦＳが作用する重心から基礎までの高さ［単位：㎜］  

Ｒ：固定部分に発生する反力［単位：Ｎ］  

ｌ：一の固定部分の固定点の間隔［単位：㎜］  

ウ  圧力タンクとは、最大常用圧力が４６．７キロパスカル（７０キロ

パスカル／１．５）以上のタンクをいうものとする。  
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(４ ) 危令第１３条第１項第７号に規定する地下貯蔵タンクの外面の保護

については、次によること。  

ア  危告示第４条の４７の３各号の設置年数及び設計板厚については、

次によること。（平成２２年７月８日付け消防危第１４４号通知）  

(ア ) 設置年数とは、当該地下貯蔵タンクの設置許可に係る完成検査

済証の交付年月日を起算日とした年数をいうものとする。  

(イ ) 設計板厚とは、当該地下貯蔵タンクの設置時の板厚をいうもの

とする。  

イ  危則第２３条の２第１号に規定する腐食のおそれが特に高い地下貯

蔵タンクの内面に講じるコーティングにあっては、「既設の地下貯蔵

タンクに対する流出防止対策等に係る運用について」（平成２２年７

月８日付け消防危第１４４号通知）別添１「内面の腐食を防止するた

めのコーティングについて」に基づき、適切に講ずること。  

ウ  腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等に講ずべき措置のうち、

電気防食にあっては、公益社団法人腐食防食学会が策定した「危険物

施設の鋼製地下貯蔵タンク・配管に適用する電気防食規格及びガイド

ライン（ＪＳＣＥ  Ｓ１９０１：２０１９）」に基づき施工すること

ができるものとする。（令和２年３月２７日付け消防危第８９号通知）  

エ  腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに該当する地下貯蔵タンク

について、危則に基づき、当該地下貯蔵タンクに内面の腐食を防止す

るためのコーティングを講ずること又は電気防食により保護すること

が必要となるが、当該地下貯蔵タンクのうち危険物の抜取りその他事

故の防止のために必要な措置を講じた上で危険物の貯蔵及び取扱いを

休止しているものにあっては、休止に係る期間に限り、危令第２３条

の規定を適用し、これらの措置を講じないことができるものとする。

（平成２２年７月２３日付け消防危第１５８号質疑）  

オ  危告示第４条の４８第２項に規定する同条第２項各号に掲げる性能

が同条第３項第２号に掲げる方法と同等以上の性能を有することの確

認は、当該同等以上の性能を有することの確認を行おうとする塗覆装

の試験片を用いて、同条第２項各号に掲げる性能ごとに行うものとす

る。（平成１７年９月１３日付け消防危第２０９号通知）  

(５ ) 危令第１３条第１項第８号の通気管については、次によること。  

ア  危則第２０条第３項第２号の当該接合部分の損傷の有無を点検する

ことができる措置とは、点検のための鋼製、コンクリート製等の蓋の

ある箱に納めること等をいうものとする。  

イ  通気管は、その一部が地盤面下に設置されている場合であっても、

地盤面下に設置された配管として取り扱わないものとする。（平成

３１年４月１９日付け消防危第８１号質疑）  

(６ ) 地下貯蔵タンクの内部に設けたフロートの動きを当該地下貯蔵タン
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クの直上部に設けた量目標示機にチェーンで連絡し、タンク内部の危険

物の量を自動的に示すことができる機構を有する装置は、危令第１３

条第１項第８号の２の危険物の量を自動的に表示する装置として取り扱

う こ と が で き る も の と す る 。 （ 昭 和 ４ ３ 年 ７ 月 ３ ０ 日 付 け 消 防 予 第   

１７８号質疑）  

(７ ) 危令第１３条第１項第９号に規定する注入口については、次による

こと。  

ア  静電気による災害が発生するおそれのある危険物を貯蔵し、又は取

り扱う地下貯蔵タンクに設ける注入管は、当該地下貯蔵タンクの底部

又はその付近まで到達する長さのものとすること。（昭和３７年４月

６日付け自消丙予発第４４号質疑）（◆）  

イ  地下貯蔵タンクの直上に注入口を設けない場合は、次によること。  

(ア ) 地下貯蔵タンクの存する敷地と同一の敷地内に注入口を設置す

るとともに、当該注入口を不燃材料で造った箱に収納し、又は当該

注入口の直下の地盤面等に囲い、受皿等を設けること。  

(イ ) １箇所に２以上の遠方注入口（地下貯蔵タンクの直上部以外の

場所に設ける注入口をいう。以下同じ。）を設ける場合は、遠方注

入口ごとに危険物が注入される地下貯蔵タンクの名称等を表示する

とともに、遠方注入口ごとに注入する危険物が異なる場合は、当該

遠方注入口ごとに注入する危険物の化学名又は通称名を表示するこ

と。（◆）  

(８ ) 危令第１３条第１項第９号の２に規定するポンプ及び電動機を地下

貯蔵タンク外に設けるポンプ設備（以下「地下貯蔵タンク外に設ける

ポンプ設備」という。）並びにポンプ又は電動機を地下貯蔵タンク内に

設けるポンプ設備（以下「油中ポンプ設備」という。）については、次

によること。  

ア  地下貯蔵タンク外に設けるポンプ設備については、次によること。  

(ア ) ポンプ設備を平家建の建築物（危令第１３条第１項第９号の２

においてその例によるものとされる危令第１１条第１項第１０号の

２ニに規定するポンプ室を除く。）内に設ける場合にあっては、第

２第２項第１６号キの規定の例によること。（◆）  

(イ ) ポンプ設備（引火点が４０度以上の危険物を取り扱うものに限

る。）を平家建以外の建築物内に設ける場合にあっては、第２第２

項第１６号クの規定の例によること。（◆）  

イ  油中ポンプ設備については、次によること。  

(ア ) 危則第２４条の２第１号の電動機の構造については、次による

こと。（平成５年９月２日付け消防危第６７号通知）  

ａ  危則第２４条の２第１号ロの運転中に固定子が冷却される構造

とは、固定子の周囲にポンプから吐出された危険物を通過させる
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構造又は冷却水を循環させる構造をいうものとする。  

ｂ  危則第２４条の２第１号ハの電動機の内部（電動機の外装の内

側をいう。以下このｂにおいて同じ。）に空気が滞留しない構造

とは、空気が滞留しにくい形状とし、電動機の内部にポンプから

吐出された危険物を通過させて空気を排除する構造又は電動機の

内部に不活性ガスを封入する構造をいうものとする。  

(イ ) 危則第２４条の２第２号の電動機に接続される電線については、

次によること。（平成５年９月２日付け消防危第６７号通知）  

ａ  危険物に侵されない電線とは、貯蔵し、又は取り扱う危険物に

侵されない絶縁物で被覆された電線をいうものとする。  

ｂ  電動機に接続される電線が直接危険物に触れないよう保護する

方法とは、貯蔵し、又は取り扱う危険物に侵されない金属管等の

内部に電線を設ける方法をいうものとする。  

(ウ ) 危則第２４条の２第３号の締切運転による電動機の温度の上昇

を防止するための措置とは、固定子の周囲にポンプから吐出された

危険物を通過させる構造により当該固定子を冷却する場合にあって

は、ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧力を超えて上昇したときに危

険物を自動的に地下貯蔵タンクに戻すための弁及び配管をポンプ吐

出管部に設ける方法をいうものとする。（平成５年９月２日付け消

防危第６７号通知）  

(エ ) 危則第２４条の２第４号の電動機を停止する措置については、

次によること。（平成５年９月２日付け消防危第６７号通知）  

ａ  危則第２４条の２第４号イに規定する電動機の温度が著しく上

昇した場合において電動機を停止する措置とは、電動機の温度を

検知し、危険な温度に達する前に電動機の回路を遮断する装置を

設けることをいうものとする。  

ｂ  危則第２４条の２第４号ロに規定するポンプの吸引口が露出し

た場合において電動機を停止する措置とは、地下貯蔵タンク内の

液面を検知し、当該液面がポンプの吸引口の露出する高さに達し

たときに電動機の回路を遮断する装置を設けることをいうものと

する。  

(オ ) 危則第２４条の２第５号に規定する油中ポンプ設備の設置方法

については、次によること。（平成５年９月２日付け消防危第６７

号通知）  

ａ  危則第２４条の２第５号ロに規定する保護管とは、油中ポンプ

設備のうち地下貯蔵タンク内に設けられる部分を危険物、外力等

から保護するために設けられる地下貯蔵タンクに固定される金属

製の管をいうものとする。  

ｂ  危則第２４条の２第５号ハに規定する危険物の漏えいを点検す
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ることができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピッ

トは、地上からの作業が可能な大きさのコンクリート造又はこれ

と同等以上の性能を有する構造の箱とするとともに、当該ピット

には、蓋が設けられていること。  

(カ ) (ア )から (オ )までに定める事項以外の事項については、次によ

ること。  

ａ  油中ポンプ設備に制御盤又は警報装置を設ける場合は、常時人

がいる場所に設けること。（◆）  

ｂ  油中ポンプ設備の吸引口は、地下貯蔵タンク内の異物、水等の

浸入によるポンプ又は電動機の故障を防止するため、地下貯蔵

タンクの底面から十分離して設けること。（◆）  

ｃ  ポンプ吐出管部には、危険物の漏えいを検知し、警報を発する

装置又は地下配管への危険物の吐出を停止する装置を設けること。

（◆）  

ｄ  油中ポンプ設備には、電動機の温度が著しく上昇した場合、

ポンプの吸引口が露出した場合等に警報を発する装置を設けるこ

と。（◆）  

ｅ  ＫＨＫにより型式試験確認が行われ、型式試験確認済証が貼付

された油中ポンプ設備にあっては、危令第１３条第１項第９号の

２の規定に基づき危則第２４条の２に定める油中ポンプ設備に係

る基準に適合しているものとして取り扱うことができるものとす

る。（昭和６３年５月３０日付け消防危第７４号通知）  

(９ ) 危令第１３条第１項第１０号の配管については、次によること。  

ア  地下貯蔵タンク本体に設ける配管類は、当該地下貯蔵タンク本体に

直接溶接すること。  

イ  地下貯蔵タンクに接続する配管の部分のうち当該地下貯蔵タンクの

直近の部分には、当該地下貯蔵タンクの漏れの点検等が行えるよう、

フランジの設置その他の当該地下貯蔵タンクを閉鎖又は分離できる措

置を講ずること。（◆）  

ウ  点検ボックスは、防水モルタル又はエポキシ樹脂等で仕上げ、漏れ、

又はあふれた危険物が容易に地中に浸透しない構造とするとともに、

その大きさ及び深さは、配管が容易に点検できるものとすること。  

エ  次の (ア )から (エ )までに適合する場合は、屋外において配管をト

レンチ（配管溝）内に設置することができるものとする。（昭和４５

年２月１７日付け消防予第３７号質疑）  

(ア ) トレンチの本体及び蓋は、鉄筋コンクリート造等とし、当該ト

レンチの本体及び蓋の上部にかかる荷重に耐えることができるもの

とすること。  

(イ ) トレンチの底部には、ピット（ためます）を設けること。（◆）  
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(ウ ) トレンチ内の配管の接合は、当該トレンチ内の配管と地下貯蔵

タンク直近の配管の結合部分、可とう管の結合部分その他施工上フ

ランジ接合とする必要のある部分を除き、原則として溶接によるこ

と。（◆）  

(エ ) トレンチ内の配管に設ける可とう管、フランジ及びためますの

上部には点検口を設けるとともに、当該点検口には、手掛け付きの

蓋その他の容易に取り外せる蓋（鉄筋コンクリート製、鉄製等のも

のに限る。）を設けること。  

(10) 危令第１３条第１項第１３号に規定する地下貯蔵タンクからの液体

の危険物の漏れを検知する設備については、次によること。  

ア  危則第２３条の３第１号に規定する危険物の漏れを検知する設備に

ついては、次によること。  

(ア ) 危則第２３条の３第１号に規定する地下貯蔵タンクからの危険

物の微少な漏れを検知するための設備とは、直径０．３ミリメート

ル以下の開口部からの危険物の漏れを常時検知することができる設

備をいうものとする。なお、危則第２３条の３第２号に規定する地

下貯蔵タンクの周囲に４箇所以上設ける管（以下「漏えい検査管」

という。）内にセンサーを設けるものにあっては、同号に規定する

地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための設備に

は該当しないものとして取り扱うものとする。  

(イ ) 設置者等が１日に１回以上の割合で、地下貯蔵タンクへの危険

物の受入量、地下貯蔵タンクからの危険物の払出量及び地下貯蔵

タンク内の危険物の量を継続的に記録し、これらの量の情報に基づ

き分析者（法人を含む。）が統計的手法を用いて分析を行うことに

より、直径０．３ミリメートル以下の開口部からの危険物の流出の

有無を確認することができる場合は、危令第２３条の規定を適用し、

地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための設備を

設置しないことができるものとする。（平成２２年７月２３日付け

消防危第１５８号質疑）  

(ウ ) 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに該当する地下貯蔵タンク

について、危則に基づき、当該地下貯蔵タンクに地下貯蔵タンクか

らの危険物の微少な漏れを検知するための設備を設けることが必要

となるが、当該地下貯蔵タンクのうち危険物の抜取りその他事故の

防止のために必要な措置を講じた上で危険物の貯蔵及び取扱いを休

止しているものにあっては、休止に係る期間に限り、危令第２３条

の規定を適用し、当該設備を設けないことができるも のとする。

（平成２２年７月２３日付け消防危第１５８号質疑）  

(エ ) 高精度油面計、ＳＩＲ（統計学的在庫管理法）等を危則第２３

条の３第１号に規定する地下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れ
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を検知するための設備として設置する場合にあっては変更許可申請

を要するものとし、高精度油面計、ＳＩＲ（統計学的在庫管理法）

等を危告示第７１条第１項第５号のその他の方法として設置する場

合にあっては危険物製造所等変更工事届出書の提出を要するものと

する。  

イ  漏えい検査管については、次によること。  

(ア ) 構造については、次によること。（◆）  

ａ  管は、二重管（内管及び外管）とすること。ただし、小孔のな

い部分は、単管とすることができるものとする。  

ｂ  材質は、金属管、硬質塩化ビニル管その他の地下貯蔵タンクに

貯蔵する危険物に侵されないものとすること。  

ｃ  長さは、地下貯蔵タンクを覆う鉄筋コンクリート等の上面から

地下貯蔵タンクの基礎の上面までの長さ以上とすること。  

ｄ  漏えい検査管（内管及び外管）には、当該漏えい検査管の下端

からおおむね地下貯蔵タンクの中心の位置に相当する高さまでの

範囲に小孔を設けること。ただし、地下水位の高い場所に設ける

ものにあっては、当該漏えい検査管の下端から当該地下水位の上

方となる高さまでの範囲に小孔を設けること。  

ｅ  上端部は、水が浸入しない構造とし、かつ、蓋は、点検等の際

に容易に開放できるものとすること。   

(イ ) 設置個数は、地下貯蔵タンク１基につき４箇所以上とすること。

ただし、同一のタンク室に設ける２以上の地下貯蔵タンクの相互間

の間隔が１メートル以下である場合は、２以上の地下貯蔵タンクに

おいて一の漏えい検査管を兼用することができるものとする。  

(11) 危令第１３条第１項第１４号のタンク室の構造については、次によ

ること。  

ア  タンク室に作用する荷重及び発生応力については、一般的に次によ

り算出することができる。（平成１７年３月２４日付け消防危第５５

号通知）  

(ア ) 作用する荷重  

ａ  主荷重  

(ａ ) 固定荷重（タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附  

属設備の自重）  

Ｗ４：固定荷重［単位：Ｎ］  

(ｂ ) 液荷重（貯蔵する危険物の重量）  

Ｗ２＝γ１×Ｖ  

Ｗ２：液荷重［単位：Ｎ］  

γ１：液体の危険物の比重量［単位：Ｎ／㎣］  

Ｖ：タンク容量［単位：㎣］  
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(ｃ ) 土圧  

Ｐ３＝ＫＡ×γ３×ｈ３   

Ｐ３：土圧［単位：Ｎ／㎟］  

ＫＡ：静止土圧係数（一般的に０．５）  

γ３：土の比重量［単位：Ｎ／㎣］  

ｈ３：地盤面下の深さ［単位：㎜］  

(ｄ ) 水圧  

Ｐ４＝γ４×ｈ４   

Ｐ４：水圧［単位：Ｎ／㎟］  

γ４：水の比重量［単位：Ｎ／㎣］  

ｈ４：地下水位からの深さ（地下水位は、原則として実

測値による。）［単位：㎜］  

ｂ  従荷重  

(ａ ) 上載荷重  

上載荷重は、原則として想定される最大重量の車両の荷重

（例えば、２５０キロニュートンの車両にあっては、後輪片

側で１００キロニュートン）とする。  

(ｂ ) 地震の影響  

地震の影響は、地震時土圧について検討する。  

Ｐ５＝ＫＥ×γ４×ｈ４   

Ｐ５：地震時土圧［単位：Ｎ／㎟］  

ＫＥ：地震時水平土圧係数  

地震時水平土圧係数Ｋ Ｅは、次の式により求めることが

できる。  

 

 

 

 

 

 

φ：周辺地盤の内部摩擦角［単位：度］  

θ：地震時合成角［単位：度］  

θ＝ｔａｎ－ １Ｋｈ  

Ｋｈ：設計水平震度（危告示第４条の２３第１号  

の式により求める。）  

γ４：土の比重量［単位：Ｎ／㎣］  

ｈ４：地盤面下の深さ［単位：㎜］  

(イ ) 発生応力  

発生応力は、荷重の形態、支持方法及び形状に応じ、算定され

ｃ ｏ ｓ ２ （φ－θ）  

ｃ ｏ ｓ ２θ   １＋  
ｓ ｉ ｎφ・ ｓ ｉ ｎ （φ－θ）  

ｃ ｏ ｓθ  

Ｋ Ｅ  ＝  
２  
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た断面力（曲げモーメント、軸力及びせん断力）の最大値につい

て算出すること。この場合において、支持方法として上部が蓋を

有する構造であるときにあっては当該蓋の部分を単純ばり又は版

とみなし、側部と底部が一体となる部分にあっては側板を片持ば

りと、底部を両端固定ばりとみなして断面力を算定することがで

きるものとする。  

イ  地下貯蔵タンクの保護に必要なタンク室の強度、危険物の漏えい時

の拡大防止機能、タンク室内が腐食しないための水密構造等に支障が

ない場合は、コンクリートパーツ組立て方法（プレキャスト工法）に

よるタンク室を設置することができるものとする。この場合において、

パーツの接合には、防食措置を講じたボルトを用いるとともに、施工

の際には、基礎コンクリート据付け時の水平度、捨てコンクリートと

基礎コンクリートとの密着性、パーツ同士の接合状況、タンク室内の

埋戻し等に配慮すること。（昭和５８年３月１４日付け消防危第２９

号質疑）   

ウ  建築物の下部にタンク室を設ける場合は、当該建築物の最下部のス

ラブを当該タンク室の蓋とすることができるものとする。この場合に

おいて、当該蓋の上部には、地下タンク貯蔵所の点検に必要な空間を

確保すること。  

エ  地下貯蔵タンク底部の基礎台とタンク室側壁との間に隙間を設ける

こと、当該基礎台に連通管を設けること等により当該地下貯蔵タンク

からの危険物の漏えいを有効に検知することができる構造とすること。

（◆）  

オ  「「地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例について」の一部改正に

ついて」（平成３０年４月２７日付け消防危第７３号通知）別紙に例

示する地下貯蔵タンク及びタンク室の構造は、タンク室上部の土被り

がないこと等の標準的な設置条件等において、作用する荷重により生

じる応力及び変形に対する安全性が確認されているものとして取り扱

うことができるものとする。  

カ  危則第２４条第１号の水密コンクリートとは、硬化後に水を通しに

くく、水が拡散しにくいコンクリートのことであり、一般に水セメン

ト比は５５パーセント以下とし、ＡＥ剤若しくはＡＥ減水剤又はフラ

イアッシュ若しくは高炉スラグ粉末等の混和材を用いたコンクリート

をいうものとする。（平成１７年３月２４日付け消防危第５５号通知）  

キ  危則第２４条第２号に規定するタンク室を鉄筋コンクリート造とす

る場合の目地等の部分及び蓋との接合部分に講ずる雨水、地下水等が

タンク室の内部に浸入しない措置とは、振動等による変形追従性能、

危険物により劣化しない性能及び長期耐久性能を有するゴム系又はシ

リコン系の止水材を充填すること等をいうものとする。（平成１７年
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３月２４日付け消防危第５５号通知）  

ク  縦置き型の地下貯蔵タンクをタンク室に設置する場合、タンク室の

上部に地下空間を設けて地下貯蔵タンクを設置する場合その他「地下

貯蔵タンク及びタンク室の構造例について」（平成１８年５月９日付

け消防危第１１２号通知、平成３０年４月２７日付け消防危第７３号

通知）別紙に示す構造例において想定されていない設置形態のタンク

室に地下貯蔵タンクを設置する場合又はタンク室を建築物に近接して

設置する場合は、必要に応じ第三者機関の評価資料を活用すること。

（平成１８年５月９日付け消防危第１１２号通知、平成３０年４月  

２７日付け消防危第７３号通知）（◆）  

３  危令第１３条第２項に規定する地下タンク貯蔵所については、次による

こと。  

(１ ) 次に掲げる規定に関し、距離を計測する際は、二重殻タンクの内殻

ではなく、当該二重殻タンクの外側を起点とすること。（平成７年２月

３日付け消防危第５号通知）  

ア  ふたの大きさ  

イ  地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間隔  

ウ  地下貯蔵タンクの頂部の位置  

エ  地下貯蔵タンク相互間の間隔  

(２ ) ＳＳタンクについては、次によること。  

ア  ＳＳタンクの構造については、「鋼製二重殻タンクに係る規定の運

用について」（平成３年４月３０日付け消防危第３７号通知、平成５

年１２月９日付け消防危第９５号通知）によるほか、次によること。  

(ア ) 地下貯蔵タンクの材料である鋼板（以下この号において「内殻」

という。）及び当該地下貯蔵タンクに間隙を有するように取り付け

る鋼板（以下この号において「外殻」という。）は、ＪＩＳ  Ｇ  

３１０１「一般構造用圧延鋼材」又はこれと同等以上の機械的性質

を有する材料とすること。（◆）  

(イ ) 内殻と外殻との間に３ミリメートルの間隙を保持するため、ス

ペーサー（間隔保持材）を円周に設置すること。  

(ウ ) タンク上部の空気抜き口は、危令第１３条第１項第１０号の規

定の例により設けること。  

イ  スペーサーの設置については、次によること。  

(ア ) 材質は、原則として内殻と同等のものとすること。（◆）  

(イ ) スペーサーと内殻との溶接は、全周すみ肉溶接又は部分溶接

（一辺の溶接ビードを２５ミリメートル以上としたものに限る。）

とすること。  

(ウ ) スペーサーは、溶接線にまたがることのないように配置し、か

つ、内殻に完全に密着させること。  
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ウ  危則第２４条の２の２第２項に規定する液体の漏れを検知すること

ができる設備（以下「常時検知設備」という。）については、次によ

ること。（◆）  

(ア ) 鋼板の腐食を防止する措置を講じた液体（以下「漏えい検知液」

という。）を収納する容器（以下このウにおいて「容器」という。）

は、金属製又は合成樹脂製であり、かつ、耐候性を有するものとす

ること。  

(イ ) 容器の大きさは、漏えい検知液を７リットル以上収納できるも

のであること。  

(ウ ) 容器は、ＳＳタンク本体の頂部から当該容器の下部までの高さ

が２メートル以上となる位置に設置すること。  

(エ ) ＳＳタンクと常時検知設備とを接合する管は、可とう性のある

樹脂製の管とすることができるものとする。ただし、地盤面下に埋

設するものにあっては、土圧等を考慮し、当該樹脂製の管を金属管

又はこれと同等以上の強度を有する保護管に収納すること。  

(オ ) 常時検知設備は、販売室、事務室、控室その他の容器内の漏え

い検知液の異常の有無を従業員等が容易に確認できる場所に設置す

ること。  

(カ ) 漏えい検知液に用いる液体は、エチレングリコールの濃度が

３０パーセント以下となるように水で希釈したものであること。  

エ  ＳＳタンクを地盤面下に設けられたタンク室に設置しない場合は、

次の (ア )から (エ )までに掲げる規定に適合すること。  

(ア ) 危令第１３条第２項第２号イの鉄筋コンクリート造のふたにつ

いては、次によること。  

ａ  二重殻タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ０．６

メートル以上大きい蓋で覆われているとは、水平投影した二重殻

タンクの両外側に縦横それぞれ０．３メートル以上ずつはみ出す

大きさを蓋が有することをいうものとする。（昭和４５年２月

１７日付け消防予第３７号質疑）  

ｂ  蓋には、直径１２ミリメートル以上の鉄筋（複配筋）を縦方向

及び横方向にそれぞれ０．３メートル以下ごとの間隔で配置する

こと。  

(イ ) 危令第１３条第２項第２号ロに規定する蓋にかかる重量が直接

二重殻タンクにかからない構造とは、当該二重殻タンクの周囲に設

ける鉄筋コンクリート造等の支柱により当該蓋を支える構造をいう

ものとし、当該支柱の構造等については、次によること。ただし、

二重殻タンクを埋設する周囲の地盤が堅固であって、蓋にかかる重

量が当該地盤によって安全に支えられると認められる場合は、この

限りでない。  
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ａ  支柱を鉄筋コンクリート造とする場合は、次によること。  

(ａ ) 帯鉄筋又は螺旋鉄筋柱とすること。  

(ｂ ) 帯鉄筋柱の最小横寸法は、０．２メートル以上とすること。  

(ｃ ) 軸方向の鉄筋の直径は、１２ミリメートル以上で、その数は、

４本以上とすること。  

(ｄ ) 帯鉄筋の直径は、６ミリメートル以上で、その間隔は、柱の

最小横寸法、軸方向鉄筋の直径の１２倍の値又は帯鉄筋の直径の

４８倍の値うち、最も小さな値以下とすること。  

(ｅ ) 軸方向鉄筋は、基礎及び蓋の鉄筋と連結すること。  

ｂ  支柱にヒューム管を用いる場合は、次によること。  

(ａ ) 外径を０．２メートル以上とすること。  

(ｂ ) 空洞部には、基礎及び蓋の鉄筋と連結した直径９ミリメート

ル以上の鉄筋を４本以上入れ、コンクリートを充填すること。  

(ウ ) 危令第１３条第２項第２号ハの堅固な基礎については、次によ

ること。  

ａ  基礎は、鉄筋コンクリート（直径１２ミリメートル以上の鉄筋

（複配筋）を縦方向及び横方向にそれぞれ０．３メートル以下ご

との間隔で配置したものに限る。）で造るとともに、その厚さは、

０．３メートル以上とすること。  

ｂ  前ａの鉄筋には、タンク固定バンド用のアンカーボルトを連結

すること。  

ｃ  タンク基礎台は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強

度を有する構造とすること。  

ｄ  タンク基礎台を鉄筋コンクリート造とする場合は、当該基礎台

に配置した鉄筋とａの鉄筋とを連結すること。  

ｅ  砕石基礎による施工を行う場合は、「地下貯蔵タンクの砕石基

礎による施工方法について」（平成８年１０月１８日付け消防危

第１２７号通知、平成１２年３月３０日付け消防危第３８号通知、

平成１７年１０月２７日付け消防危第２４６号通知、平成２９年

１２月１５日付け消防危第２０５号通知）によること。  

(エ ) 地下貯蔵タンクが受ける浮力に関する計算は、次により行うこ

とができるものとする。  

ａ  二重殻タンクが有する間隙の部分の厚さをタンクが受ける浮力

の計算に用いる数値に算入すること。  

ｂ  浮力に関する計算の例を次に示す。  

(ａ ) タンクが浮上しないための条件  

タンクが浮上しないためには、埋土重量及び基礎重量が当

該タンクの受ける浮力より大きくなければならない。なお、

タンクの受ける浮力の計算方法は、ⅰの式によるものとする。  
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ＷＳ＋ＷＣ＞Ｆ  

ＷＳ：埋土重量の浮力に対する有効値  

ＷＣ：基礎重量の浮力に対する有効値  

Ｆ：タンクの受ける浮力  

ⅰ  タンクの受ける浮力（Ｆ）  

タンクの受ける浮力は、当該タンクが排除する水の重量か

ら当該タンクの自重を減じたものである。  

Ｆ＝Ｖｔ×ｄ１－Ｗｔ   

Ｖｔ×ｄ１：タンクが排除する水の重量  

Ｖｔ：タンクの体積  

ｄ１：水の比重（１．０）  

Ｗｔ：タンクの自重  

Ｖｔ＝πｒ２｛ℓ＋（ℓ１＋ℓ２）／３｝  

Ｗｔ＝（２πｒℓｔ１＋２πｒ２ｔ２＋ｎπｒ２ｔ３）×ｄ２  

π：円周率（３．１４）  

ｒ：タンクの半径  

ℓ ：タンクの胴長  

ℓ１、ℓ２  ：鏡板の張出  

ｔ１：胴板の厚み  

ｔ２：鏡板の厚み  

ｔ３：仕切板の厚み  

ｎ：仕切板の数  

ｄ２：鉄の比重（７．８）  

基 礎 台  

ア ン カ ー ボ ル ト  

図１  

ＧＬ  

 
ｒ  

Ｌ ２  

Ｈ ２  

Ｈ １  

ｈ １  

ｈ ２  

Ｌ １  

Ｔ  

Ｂ  

固 定 バ ン ド  

基 礎 ベ ー ス  基 礎 ベ ー ス  
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ⅱ  埋土重量の浮力に対する有効値（ＷＳ）  

埋土重量の浮力に対する有効値とは、埋土の自重から当該

埋土が排除する水の重量を減じたものである。  

ＷＳ＝ＶＳ×ｄＳ－ＶＳ×ｄ１＝ＶＳ×（ｄＳ－ｄ１）  

ＶＳ：埋土の体積  

ｄＳ：埋土の比重（１．８）  

ｄ１：水の比重（１．０）  

Ｖ Ｓ ＝Ｌ １ ×Ｌ ２ ×Ｈ １ －（Ｖ ｔ ＋０．７ｎ １ ×Ｌ ２ ×ｈ １

×Ｔ）  

ＶＳ：埋土の体積  

Ｖｔ：タンクの体積  

０．７：基礎台の切込部分を概算するための係数  

ｎ１：基礎台の数  

Ｌ１、Ｌ２、Ｈ１、ｈ１及びＴは、図１による。  

ⅲ  基礎重量の浮力に対する有効値（ＷＣ）  

基礎重量の浮力に対する有効値とは、基礎重量から基礎が

排除する水の重量を減じたものである。  

ＷＣ＝ＶＣ×ｄＣ－ＶＣ×ｄ１＝ＶＣ×（ｄＣ－ｄ１）  

ＶＣ×ｄＣ：基礎の重量  

ＶＣ：基礎の体積  

   ＝Ｌ１×Ｌ２×ｈ２＋０．７ｎ１×Ｌ２×ｈ１×Ｔ  

ｄＣ：コンクリートの比重（２．４）  

ＶＣ×ｄ１：基礎が排除する水の重量  

ＶＣ：基礎の体積  

   ＝Ｌ１×Ｌ２×ｈ２＋０．７ｎ１×Ｌ２×ｈ１×Ｔ  

ｄ１：水の比重（１．０）  

(ｂ ) バンドの所要断面積  

タンクを基礎に固定するためのバンドは、当該タンクが受

ける浮力によって切断されないだけの断面積を有しなければ

ならない。  

Ｓ≧（Ｆ－ＷＢ）／２σＮ  

Ｓ：バンドの所要断面積（（バンドの幅－バンドを

固定するためのボルトの穴径）×バンドの厚さ）  

 Ｆ：タンクの受ける浮力  

Ｗ Ｂ：図１に示すＢ部分の埋土重量の浮力に対する有

効値  

σ：バンドの許容引張応力度（ＳＳ４００を用いる

場合は、１５６．８ [Ｎ／㎟ ]）  

Ｎ：バンドの本数  
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Ｗ Ｂ ＝｛２ｒＨ ２（ℓ＋ℓ１＋ ℓ２）－πｒ ２／２（ℓ＋（ℓ１

＋ℓ２）／３）｝（ｄＳ－ｄ１）  

ｒ：タンクの半径  

Ｈ２：図１による。  

ℓ：タンクの胴長  

ℓ１、ℓ２：鏡板の張出  

(ｃ ) アンカーボルトの所要直径  

バンドを基礎に固定するためのアンカーボルトは、当該

バンドに働く力によって切断されないだけの直径を有しなけ

ればならない。  

ｄ≧１．１２８√ {（Ｆ－ＷＢ）／２σｔＮ｝   

ｄ：アンカーボルトの所要直径（谷径）  

Ｆ：タンクの受ける浮力  

ＷＢ：図１に示すＢ部分の埋土重量の浮力に対する有  

効値  

σｔ：アンカーボルトの許容引張応力度（ＳＳ４００  

を用いる場合は、１１７．６ [Ｎ／㎟ ]）  

Ｎ：バンドの本数  

(オ ) 次のａからｃまでに適合する場合は、配管用トレンチを地下貯

蔵タンクのプロテクタまで延長し、当該地下貯蔵タンクを覆う蓋

（以下この (オ )において「地下貯蔵タンク蓋」という。）の一部に

食い込むように当該配管用トレンチを設置することができるものと

する。（昭和４５年２月１７日付け消防予第３７号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

プロテクタ  

トレンチの  

食い込み部分  

漏えい検査管  

支柱  

平面図  
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ａ  地下貯蔵タンク蓋にかかる荷重が直接地下貯蔵タンクにかから

ないよう、当該地下貯蔵タンク蓋は、鉄筋コンクリート造の支柱

により支えられていること。この場合において、当該支柱の支点

は、地下貯蔵タンクを設置する際の基礎上にあること。  

ｂ  トレンチの地下貯蔵タンク蓋に食い込む部分の地下貯蔵タンク

蓋の上面（トレンチの底に当たる部分）と地下貯蔵タンクの頂部

までの間に６０センチメートル以上の間隔が保たれていること。  

ｃ  トレンチの地下貯蔵タンク蓋に食い込む部分の下部及び周囲の

鉄筋コンクリート造の当該地下貯蔵タンク蓋の厚さは３０センチ

メートル以上であること。  

(３ ) ＳＦタンクについては、次によること。  

ア  ＳＦタンク及び危令第１３条第２項第１号ロに規定する危険物の漏

れを検知するための設備の位置、構造及び設備については、「鋼製強

化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用について」（平成５

年９月２日付け消防危第６６号通知、平成７年３月２８日付け消防危

第２８号通知）によること。  

イ  検知層以外の強化プラスチックの被覆部の接着強度が、剥離試験に

おいて強化プラスチックの基材破壊（強化プラスチックを構成する部

材の破壊）が生じる強度以上の強度を有していることを確認できる場

合は、危令第２３条の規定を適用し、ＳＦタンクの材料である鋼板に

代えて、厚さ３．２ミリメートル以上のステンレス鋼板を用いること

ができるものとする。この場合において、当該剥離試験は、設置予定

のＳＦタンクと同一の施工方法によりステンレス鋼板に強化プラス

チックを積層成形した試験片を用いて実施するものとする。（平成

２２年１２月２８日付け消防危第２９７号通知）  

(４ ) ＦＦタンクについては、次によること。  

ア  危則第２４条の２の３の耐薬品性試験は、ＦＦタンクにおいて貯蔵

し、又は取り扱う危険物を試験液とし、ＦＦタンクの内殻で危険物と

トレンチの  

食い込み部分  

トレンチの蓋  

０．３ｍ以上  

０．３ｍ以上  

断面図  
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接する部分に使用される強化プラスチックを試験片として行うこと。

（平成２２年７月８日付け消防危第１４４号通知）  

イ ＫＨＫにおいて、ＦＦタンクの本体及びＦＦタンクの本体に漏えい

検知設備を設けたもの（以下「ＦＦタンクの本体等」という。）並び

に漏えい検知設備に係る構造等に関する試験確認が行われたＦＦタン

クについては、次によること。（平成８年１０月１８日付け消防危

第１２９号通知）  

(ア )  試験確認結果通知書において適合しているものとされたＦＦ

タンクの本体等のうちＦＦタンクの本体については、危令第１３条

第２項第１号ロ、第３号ロ及び第４号の規定に基づく危則第２４

条の２の２第３項第２号、第２４条の２の３及び第２４条の２の４

に定める技術上の基準に適合しているものとして取り扱うことがで

きるものとする。  

(イ ) 試験確認結果通知書において適合しているものとされたＦＦ

タンクの本体等のうち漏えい検知設備及び試験確認結果通知書にお

いて適合しているものとされた漏えい検知設備については、危令第

１３条第２項第１号ロの規定に基づく危則第２４条の２の２第４項

に定める技術上の基準に適合しているものとして取り扱うことがで

きるものとする。  

(ウ ) 試験確認済証が貼付されたＦＦタンクの本体等のうちＦＦタン

クの本体については、危令第１３条第２項第１号ロ、第３号ロ及び

第４号の規定に基づく危則第２４条の２の２第３項第２号、第２４

条の２の３及び第２４条の２の４に定める技術上の基準に適合して

いるものとして取り扱うことができるものとする。  

(エ ) 試験確認済証が貼付されたＦＦタンクの本体等のうち漏えい検

知設備及び試験確認済証が貼付された漏えい検知設備については、

危令第１３条第２項第１号ロの規定に基づく危則第２４条の２の２

第４項に定める技術上の基準に適合しているものとして取り扱うこ

とができるものとする。  

４  危令第１３条第３項に規定する危険物の漏れを防止することができる危

則で定める構造により設置する地下タンク貯蔵所については、次によるこ

と。  

(１ ) 危令第１３条第３項に規定する危険物の漏れを防止することができ

る危則で定める構造については、「地下貯蔵タンクの漏れ防止構造につ

いて」（昭和６２年７月２８日付け消防危第７５号通知）によること。  

(２ ) 危令第１３条第３項においてその例によるものとされる同条第１項

第１３号の規定により設ける漏えい検査管の設置個数は、地下貯蔵タン

ク１基につき４箇所以上とすること。ただし、同一の基礎上に設ける２

以上の地下貯蔵タンクの相互間の間隔が１メートル以下である場合は、
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２以上の地下貯蔵タンクにおいて一の漏えい検査管を兼用することがで

きるものとする。  

５  危令第１３条第４項の規定により危則第２４条の２の８に定める特例に

係る措置については、前節第２項第２号イ（ (イ )を除く。）の規定の例に

よること。（平成１３年１０月１１日付け消防危第１１２号通知）  

第５  簡易タンク貯蔵所  

１  屋外に簡易タンクを設置した簡易タンク貯蔵所及び屋内に簡易タンクを

設置した簡易タンク貯蔵所に共通する事項については、次のとおりとする。  

(１ ) 危令第１４条第２号の同一品質の危険物とは、例えば、オクタン価

の同じガソリンのように全く同じ品質を有する危険物をいうものとする。

よって、法別表第１の品名が同一の危険物であっても、レギュラーガソ

リン及びハイオクガソリンのように品質の異なる危険物は、同一品質の

危険物には該当しないものとする。  

(２ ) 危令第１４条第４号に規定する簡易貯蔵タンクの固定については、

次によること。  

ア  簡易貯蔵タンクを固定する架台は、鉄筋コンクリート、鉄骨等の

不燃材料で造ること。  

イ  簡易貯蔵タンクは、火災発生時その他の緊急時に移動することが

できるように、鎖、車止め等により固定すること。  

(３ ) 地盤面に設置した第４類の危険物の簡易貯蔵タンクのうち圧力タン

ク以外のタンクに設けられた通気管の先端の高さが地上１．５メートル

未満となる場合は、当該簡易貯蔵タンクの設置場所にコンクリート製の

台を設けること等により、その高さを地上１．５メートル以上とするこ

と。  

(４ ) 次のアからクまでの規定に適合する蓄圧式の簡易貯蔵タンク（コン

プレッサーの一次空圧を減圧弁により減圧して貯油タンク内に送圧し、

タンク内に蓄圧された圧力により危険物を吐出させるものをいう。）を

設置する場合は、危令第２３条の規定を適用し、危令第１４条第１号の

簡易タンク（危令第１７条第１項第７号の簡易タンクを含む。）と同等

の効力を有するものとして取り扱うことができるものとする。（昭 和  

３８年４月６日付け自消丙予発第１２号質疑）  

ア  タンクは、危令第１４条第５号及び第７号の規定に適合すること。  

イ  タンクは、厚さ３．２ミリメートル以上の鋼板で気密に造るととも

に、使用最大常用圧力の１．５倍の圧力で１０分間行う水圧試験にお

いて、漏れ、又は変形しない構造であること。  

ウ  タンクには、外気温等により内圧が上昇した場合等に使用常用圧力

の１．１倍以下の圧力で作動し、かつ、使用するコンプレッサーとの

関係において十分な吐出能力を有する安全装置を設けること。  

エ  給油ホースの取付部には、給油を行うとき以外は、給油ホースと
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タンクとの間の危険物を遮断できるバルブ等を設けること。  

オ  加圧用空気を送入する配管の途中には、非常等の場合に容易に空気

の送入を遮断できるバルブ等を設けること。  

カ  タンクは、容易に移動しないように地盤面、架台等に固定すること。  

キ  危険物をタンク内に注入する際にタンクの内圧が零であること確認

できる構造とすること。  

ク  タンクの内圧を抜かなければ危険物をタンクに補給できない構造と

すること。  

２  簡易貯蔵タンクを屋外に設置する場合は、当該簡易貯蔵タンクを設置す

る地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆うこと。

（◆）  

３  一の専用室内に複数の簡易貯蔵タンクを設置する場合は、危令第１４条

第４号の規定によるほか、簡易貯蔵タンクの相互間に当該簡易貯蔵タンク

の維持管理上必要な間隔を保つこと。（◆）  

第６  移動タンク貯蔵所  

１  危令第１５条第１項に規定する移動タンク貯蔵所については、次による

こと。  

(１ ) 危令第１５条第１項第１号の屋外の防火上安全な場所は、次に適合

すること。  

ア  付近で火気を取り扱っていない場所であること。  

イ  移動タンク貯蔵所に係る車両以外の車両（他の移動タンク貯蔵所に

係る車両を含む。）を駐車する場所と兼用しないこと。  

ウ  敷地内に常置場所からの円滑な出入りが可能な車両導線が確保され

ていること。ただし、当該常置場所付近にある事務所等で敷地内に駐

車する車両の鍵等が管理され、非常時に常置している移動タンク貯蔵

所に係る車両を直ちに移動させることができる体制が整えられている

場合は、この限りでない。  

エ  移動タンク貯蔵所に係る車両以外の車両の駐車位置等と明確に見分

けがつかない場合は、常置場所を白線等で明示すること。（◆）  

オ  移動タンク貯蔵所に係る車両の周囲には、０．５メートル以上の幅

の空地を保有すること。（◆）  

(２ ) 危令第１５条第１項第２号の移動貯蔵タンクについては、次による

こと。  

ア  動植物油類を貯蔵するタンク内に工場等の蒸気供給設備から供給さ

れる蒸気により当該動植物油類を加熱するための配管（当該動植物油

類をタンクから取り出すときに限り、使用するものに限る。）を取り

付けることができるものとする。この場合において、当該配管は、危

令第９条第１項第２１号イの水圧試験において、漏えいその他異常が

ないものであること。（昭和５２年３月１５日付け消防危第３７号質
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疑）  

イ  次の図のように、間仕切により仕切られた部分に設けられたマン

ホールを電気溶接等により密閉し、かつ、当該部分に危険物を受け入

れ、又は当該部分から危険物を払い出す配管を設けないタンクにあっ

ては、危令第１５条第１項第４号の規定に適合しないため、当該タン

クを車両に固定した貯蔵所を移動タンク貯蔵所として許可することは

できないものとする。（昭和４１年４月２日付け自消丙予発第４２号

質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  次の図のように、けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクの胴板

を前方に延長し、延長した部分（以下このウにおいて「延長部分」と

いう。）に次の (ア )から (エ )までに掲げる設備を設けた場合は、延長

部分を移動貯蔵タンクの保護措置として取り扱い、被けん引式の移動

タンク貯蔵所として許可することができるものとする。（平成７年１

月１２日付け消防危第３号質疑）  

(ア ) タンクの水圧試験における漏れ又は変形の確認等を行うための

出入口  

(イ ) タンク前部鏡板部分から危険物が漏えいした場合に、延長部分

内での可燃性蒸気の滞留を防止するための当該延長部分の上下各１

箇所以上に設けられた通気口  

(ウ ) タンク前部鏡板を外部から目視により点検することができる点

検口  

(エ ) 延長部分に雨水等が滞留することを防止するための水抜口  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンホール蓋 は、電気溶接 し、密閉する 。  

使用  

しない  

空室  

  
 

 

 

２ ㎘  前  後  

配管  

延長部分  重心  

トラクター  

キングピン  

タンク後部鏡板  タンク前部鏡板  

１ ㎘  ２ ㎘  
２ ㎘  

胴板を延長した移動タンク貯蔵所  
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エ  次の図のように、けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクの胴板

を後方に延長し、延長した部分（以下このエにおいて「延長部分」と

いう。）に次の (ア )から (エ )までに掲げる設備を設けた場合は、延長

部分を移動貯蔵タンクの保護措置として取り扱い、被けん引式の移動

タンク貯蔵所として許可することができるものとする。（平成１８年

９月１９日付け消防危第１９１号質疑）  

(ア ) タンクの水圧試験における漏れ又は変形の確認等を行うための

出入口  

(イ ) タンク後部鏡板部分から危険物が漏えいした場合に、延長部分

内での可燃性蒸気の滞留を防止するための当該延長部分の上下各１

箇所以上に設けられた通気口  

(ウ ) タンク後部鏡板を外部から目視により点検することができる点

検口  

(エ ) 延長部分に雨水等が滞留することを防止するための水抜口  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３ ) 危令第１５条第１項第３号に規定する移動貯蔵タンクの容量及びそ

の内部に設ける間仕切については、次によること。  

ア  液状の硫黄を貯蔵する移動タンク貯蔵所については、移動貯蔵タン

クの容量が４，０００リットル以上であっても、危令第２３条の規定

を適用し、その内部に間仕切を設けないことができるものとする。

（昭和４３年４月１０日付け消防予第１０５号質疑、昭和５６年１２

月９日付け消防危第１６８号質疑）  

イ  移動貯蔵タンク内の第２槽内に貯蔵する危険物を当該移動貯蔵タン

ク内の第１槽下部を仕切ることにより設けられた第２槽導油槽を経由

して第２槽導油槽下部の排出口から排出する構造のタンクにあっては、

危令第１５条第１項第９号の規定に適合しないため、当該タンクを車

両に固定した貯蔵所を移動タンク貯蔵所として許可することはできな

いものとする。（昭和５８年１２月２０日付け消防危第１３７号質疑）  

(４ ) 危令第１５条第１項第４号の安全装置のパッキンとして、安全装置

延長部分  重心  

トラクター  

キングピン  

タンク後部鏡板  タンク前部鏡板  

胴板を延長した移動タンク貯蔵所  
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の弁と弁座の当たり面の金属すり合わせを行ったもののほか、耐油性及

び気密性を有するコルク製又はアクリルニトリルゴムその他の合成ゴム

製のものを用いることができるものとする。（昭和４６年１月５日付け

消防予第１号質疑）  

(５ ) 危令第１５条第１項第７号の規定により危則第２４条の３第２号に

定める防護枠の後部に、後方確認用のカメラを設置することができるも

のとする。この場合において、当該カメラは、危令第１５条第１項第１

３号の規定に適合し、かつ、防護枠の強度に影響を与えないものである

こと。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(６ ) ステンレスその他の外面塗装によらなくともさびが発生しない材料

で移動貯蔵タンクが造られている場合は、危令第２３条の規定を適用し、

危令第１５条第１項第８号に規定するタンク外面のさび止めのための塗

装をしないことができるものとする。  

(７ ) 危令第１５条第１項第９号の底弁並びに手動閉鎖装置及び自動閉鎖

装置については、次によること。  

ア  引火点が４０度以上の第４類の危険物の小分けを目的とするホース

リール付きの移動タンク貯蔵所にあっては、ホースリール付きノズル

以外に、危令第１５条第１項第９号の規定に適合する排出口と配管に

より接続された吐出口を設けることができるものとする。（昭和５２

年３月３１日付け消防危第５９号質疑）  

イ  底弁を空気圧で作動する機器により開閉する構造とすることができ

るものとする。（平成４年２月６日付け消防危第１３号質疑）  

ウ  各底弁間を配管で連結する構造の移動貯蔵タンクを下部に樋状部材

を取り付ける構造の移動貯蔵タンクに改造することはできないものと

する。（昭和５５年１２月２６日付け消防危第１５６号質疑）  

(８ )  危令第１５条第１項第１０号に規定する手動開閉装置に設けるレ

バーには、赤色に着色する等他のレバーと容易に識別することができる

措置を講ずること。（◆）  

(９ ) 危令第１５条第１項第１３号の移動貯蔵タンク及び附属装置の電気

設備並びに同号の可燃性の蒸気に引火しない構造については、次による

こと。  

ア  危険物をタンクから払い出すためのポンプの動力源として車両に備

え付けたエンジンを利用するものは、移動タンク貯蔵所として許可す

ることはできないものとする。（昭和５１年１０月２３日付け消防危

第７１号質疑）  

イ  電力会社から配電される電気を受けてポンプを駆動させ、タンクに

危険物（引火点が４０度以上であるものに限る。）を注入する場合は、

移動タンク貯蔵所の隔壁を設けた部分に固定した火災予防上安全な構

造のモーター及びポンプを用いること。（昭和５３年４月２２日付け
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消防危第６２号質疑）  

ウ  被けん引車形式の移動タンク貯蔵所に当該移動タンク貯蔵所の車両

のエンジンを動力源としたポンプを設置することはできないものとす

る。（昭和５７年４月２８日付け消防危第５４号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

エ  被けん引車形式の移動タンク貯蔵所において、トラクター側に作動

油タンク及び油圧ポンプを、トレーラー側にオイルモーター及び吐出

用ポンプ（引火点が４０度以上の危険物を取り扱うものに限る。以下

このエにおいて同じ。）を積載し、エンジンミッションから動力伝動

軸を介してトラクター側の油圧ポンプを作動させ、油圧によりトレー

ラー側のオイルモーターを介して吐出用ポンプを作動させる構造とす

ることができるものとする。（昭和５８年１１月２９日付け消防危第

１２４号質疑）  

オ  危令第１５条第１項第１３号の可燃性の蒸気に引火しない構造とは、

防爆性能を有する構造をいうものと解し、同号の可燃性の蒸気が滞留

するおそれのある場所に設ける電気設備は、第１節第２第９項の規定

の例により設置しなければならないものとする。（平成元年７月４日

付け消防危第６４号質疑）  

(10) 危令第１５条第１項第１４号のその他静電気による災害が発生する

おそれのある液体の危険物とは、特殊引火物、第１石油類及び第２石油

類をいうものとする。（昭和４８年３月１２日付け消防予第４５号通知

（最終改正平成２８年３月１日付け消防危第２８号通知））  

(11) 危令第１５条第１項第１５号の結合金具（第６類の危険物の移動貯

蔵タンクに係るものを除く。）及び注入ホースについては、次によるこ

と。  

ア  移動タンク貯蔵所の吐出口と注入ホースを結合する結合金具として、

ワンタッチ式のホースカップリングを使用することができるものとす

る。（昭和５５年４月１１日付け消防危第５３号質疑、昭和５６年４

月２日付け消防危第４２号質疑）  

イ  貯蔵する危険物の流れの確認及び目視による検査を行うため、移動

タンク貯蔵所の注入ホースの結合金具にサイトグラス及び弁を設ける

ことができるものとする。（昭和５７年３月２９日付け消防危第３９

トラクター  

セミトレーラー  ポンプ取付位置  
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号質疑、昭和５７年４月１９日付け消防危第４９号質疑）  

ウ  引火点が４０度以上の第４類の危険物の小分けを目的とするホース

リール付きの移動タンク貯蔵所の注入ホースの長さは、必要最小限度

のものとすること。（昭和５２年３月３１日付け消防危第５９号質疑）

（◆）  

(12) 危令第１５条第１項第１７号に規定する移動貯蔵タンクが貯蔵し、

又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備については、

次によること。（昭和４８年３月１２日付け消防予第４５号通知（最終

改正平成２８年３月１日付け消防危第２８号通知））  

ア  表示内容については、次によること。  

(ア ) 第１石油類、第２石油類その他品名を表示するのみでは物品が

明らかではないものにあっては、品名及び化学名又は通称名を表示

すること。  

(イ ) 最大数量については、指定数量が容量で表示されている品名の

ものにあってはキロリットルで、指定数量が重量で表示されている

品名のものにあってはキログラムで表示すること。  

(ウ ) 一の移動タンク貯蔵所に２以上の種類の危険物を貯蔵する場合

は、タンク室ごとの危険物の類、品名及び最大数量を前 (ア )及 び

(イ )の規定の例により表示すること。  

イ  表示は、表示板を設け、又は直接タンクの鏡板に表示することによ

り行うこと。  

ウ  表示の位置は、タンク後部の鏡板又は移動タンク貯蔵所の後部の右

下側とすること。ただし、移動タンク貯蔵所の構造上、これらの位置

に表示することができない場合は、移動タンク貯蔵所の後面の見やす

い箇所に設けることができるものとする。  

エ  表示板の材質は、金属又は合成樹脂とすること。  

オ  表示板は、ウに定める位置に溶接、リベット、ねじ等により堅固に

固定すること。  

(13) バキューム方式により危険物の吸入及び排出を行う移動タンク貯蔵

所（廃油等を回収する移動タンク貯蔵所であって、当該移動タンク貯蔵

所に危険物を貯蔵する場合にあっては減圧することにより危険物を吸入

し、かつ、当該移動タンク貯蔵所から危険物を取り出す場合にあっては

当該移動タンク貯蔵所のポンプによる圧送又は自然流下により危険物を

排出するものをいう。）を設置する場合は、次によること。  

ア  当該移動タンク貯蔵所に貯蔵することができる危険物は、引火点が

おおむね７０度以上の廃油に限るものとする。（昭和５２年３月３１

日付け消防危第５９号質疑）  

イ  移動貯蔵タンクには、当該移動貯蔵タンク内の危険物が一定の量に

達した場合に自動的に弁を閉鎖し、当該移動貯蔵タンクに危険物が流
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入しないための吸上自動閉鎖装置（当該吸上自動閉鎖装置が作動した

場合にその旨を音響、ランプの点灯等により容易に覚知できるものに

限る。）を設けること。  

ウ  危険物を吸入するホースの先端には、石等の固形物が混入しないよ

う網等（真 鍮
ちゅう

その他摩擦等によって火花を発し難い材料で造られたも

のに限る。）を設けること。  

エ  バキューム方式により危険物の吸入及び排出を行う移動タンク貯蔵

所の移動貯蔵タンクにおいて、危険物の液面より下の位置に清掃その

他の目的でマンホールを設置することはできないものとする。（昭和

５５年１２月２６日付け消防危第１５５号質疑）  

２  積載式移動タンク貯蔵所については、次によること。  

(１ ) 積載式移動タンク貯蔵所の車両に同時に積載することができるタン

クコンテナの数は、タンクコンテナの容量の合計が３万リットル以下と

なる数とすること。（平成４年６月１８日付け消防危第５４号通知）  

(２ ) 前章第１節第１第３項第６号に定めるところにより、輸送先の市町

村において許可を受けた積載式移動タンク貯蔵所以外の車両に積み替え

るタンクコンテナには、危則第２４条の５第４項第４号に規定する表示

のうち輸送先の許可に係る行政庁名及び設置の許可番号の表示は、危令

第２３条の規定を適用し、不要とする。（平成４年６月１８日付け消防

危第５４号通知）  

(３ ) 積載式移動タンク貯蔵所に係る移動貯蔵タンクが貯蔵し、又は取り

扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備については、前項第

１２号の規定の例によるものとする。この場合において、移動貯蔵タン

クの前後を入れ替えて積載するものにあっては、積載時に表示が前項第

１２号ウに規定する位置となるよう、当該移動貯蔵タンクの前後に設け

ること。（昭和４８年３月１２日付け消防予第４５号通知（最終改正平

成２８年３月１日付け消防危第２８号通知））  

３  給油タンク車については、次によること。  

(１ ) 危則第２４条の６第３項第１号の火炎の噴出を防止する装置とは、

遠心力を利用して排気中の固形分を分離する遠心式火花防止装置等をい

うものとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(２ ) 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

（平成１５年国土交通省告示第１３１７号）による改正後の道路運送車

両 の 保 安 基 準 の 細 目 を 定 め る 告 示 （ 平 成 １ ４ 年 国 土 交 通 省 告 示 第   

６１９号）第４１条に基づく排出ガス規制に適合している装置にあって

は、危則第２４条の６第３項第１号及び危則第２６条第３項第６号ロの

規定により設ける火炎の噴出を防止する装置と同等以上の性能を有する

ものとして取り扱うことができるものとする。この場合において、給油

タンク車が当該排出ガス規制に適合していることは、車両法第６２条に
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基づく車検証に示された当該排出ガス規制の適合車である型式又は車両

の見やすい位置に掲示された当該排出ガス規制に適合した排出ガス浄化

装置を設置している旨の表示により確認するものとする。（平成１９年

３月２９日付け消防危第６８号質疑）  

(３ ) 危則第２４条の６第３項第２号の給油ホース等が適正に格納されな

いと発進できない装置とは、給油ホース等が適正に格納されていない場

合に、ギアがニュートラル以外になればエンジンが止まる装置等をいう

ものとする。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑）  

(４ ) 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル（手動開閉

装置を開放状態で固定する装置を備えていないものに限る。）により給

油を行うオーバーウイング給油タイプの給油タンク車には、危令第２３

条の規定を適用し、危則第２４条の６第３項第２号の給油ホース等が適

正に格納されないと発進できない装置を設けないことができるものとす

る。（昭和４８年３月１２日付け消防予第４５号通知（最終改正平成  

２８年３月１日付け消防危第２８号通知）、平成元年１２月２１日付け

消防危第１１４号質疑）  

(５ ) 危則第２４条の６第３項第３号イに規定する最大常用圧力とは、リ

リーフ弁付きのものにあってはリリーフ弁の吹き始め圧力をいい、リ

リーフ弁がないものにあってはポンプ吐出圧力をいうものと解するもの

とする。（昭和４８年３月１２日付け消防予第４５号通知（最終改正平

成２８年３月１日付け消防危第２８号通知）、平成元年１２月２１日付

け消防危第１１４号質疑）  

(６ ) 危則第２４条の６第３項第６号の給油ホースの先端に蓄積される静

電気を有効に除去する装置については、次によること。（昭和４８年３

月１２日付け消防予第４５号通知（最終改正平成２８年３月１日付け  

消防危第２８号通知））  

ア  給油ノズルは、導電性のゴム層又は導線を埋め込んだ給油ホースと

電気的に接続すること。  

イ  給油ノズルと給油ホースは、電気的に絶縁とならない構造であるこ

と。  

ウ  給油ホースと給油設備は、電気的に絶縁とならない構造であること。  

エ  給油タンク車に設ける接地導線（以下この号において「接地導線」

という。）は、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除去す

る装置を兼ねることができるものとする。  

オ  接地導線は、合成樹脂等の絶縁材料で被覆したものとし、先端に航

空機と接続できるクリップ、プラグ等を取り付けたものであること。  

カ  接地導線は、巻取り装置等に収納されるものとすること。  

(７ ) 危則第２４条の６第３項第８号に規定する船舶の燃料タンクに直接

給油するための給油設備の給油ホースに著しい引張力が加わったときに
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給油タンク車（当該給油ホースを除く。）に著しい引張力を加えず、か

つ、当該給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置には、

給油ホースに著しい引張力が加わることにより離脱する安全継手を設け

ること等が該当するものとする。この場合において、当該安全継手を設

けるときは、結合金具の付近その他の当該措置が有効に機能する位置に

設けること。（平成１８年４月２５日付け消防危第１０６号通知）  

(８ )  給油タンク車が船舶給油取扱所において用いることができる給油

タンク車に係る基準及び航空機給油取扱所において用いることができる

給油タンク車に係る基準のいずれにも適合している場合は、船舶給油取

扱所及び航空機給油取扱所のいずれにおいても給油することができる給

油タンク車として用いることができるものとする。（平成１８年４月  

２５日付け消防危第１０６号通知）  

(９ ) 危則第２４条の６第３項第５号の航空機又は船舶の燃料タンク給油

口に緊結できる結合金具について、船舶の燃料タンクに直接給油するた

めの給油設備を備えた移動タンク貯蔵所から船舶の燃料タンクに直接給

油する場合は、カムロック式その他の波による船舶の揺動に伴う危険物

の漏えいの防止を図ることができる方式の結合金具を設けること。（平

成１８年９月１９日付け消防危第１９１号質疑）  

４  危令第１５条第４項に規定するアルキルアルミニウム等を貯蔵し、又は

取り扱う移動タンク貯蔵所が道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省

令第６７号）に定める道路運送車両の車両総重量に係る基準に適合する場

合は、当該移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクをその個数にかかわらず積

載することができるものとする。この場合において、同時に積載するタン

クの容量の合計は、３万リットル以下とすること。（平成９年３月２５日

付け消防危第２７号質疑）  

５  危令第１５条第５項に規定するＩＭＤＧコードに定める基準に適合する

移動タンク貯蔵所については、次によること。  

(１ ) 次のア及びイに適合する場合は、被けん引車形式の国際輸送用積載

式移動タンク貯蔵所の被けん引車を一般取扱所内に固定し、当該国際輸

送用積載式移動タンク貯蔵所に積載する国際輸送用タンクコンテナ内に

貯蔵する危険物（塩素酸ナトリウム）を非危険物である水溶液にして払

い出すことができるものとする。（平成１７年３月３１日付け消防危第

６７号質疑）  

ア  被けん引車及び国際輸送用タンクコンテナについては、次によるこ

と。  

(ア ) 被けん引車は、耐震・耐風圧性能を有する固定方法により固定

するとともに、当該被けん引車を包含するように水噴霧消火設備が

設置されていること。  

(イ ) 国際輸送用タンクコンテナ内に加熱用蒸気配管を設置する場合
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は、適切に温度管理を行うほか、当該国際輸送用タンクコンテナ内

の温度が一定の温度に達したときに、蒸気の注入を自動的に遮断す

る構造とすること。  

(ウ ) 国際輸送用タンクコンテナは、危令第９条第１項第２０号イの

規定（当該規定においてその例によるものとされる危令第１１条第

１項第５号（支柱に関する事項に限る。）及び第６号の規 定を除

く。）に適合するものであること。  

イ  危険物の取扱作業に従事する者には、定期的に教育訓練を実施させ

るとともに、当該教育訓練に係る記録を適正に保存すること。  

(２ ) ＩＭＤＧコードに定める基準に適合する移動タンク貯蔵所について

は、ＩＭＤＧコードにおいてタンクの諸元ごとに定められている適応す

る危険物に係る規定についても適合する必要があるものとする。（平成

２５年２月２２日付け消防危第２５号質疑）  

６  タンク室ごとに設けた蛇管内に冷媒を通して危険物を冷却する装置の専

用のエンジンを積載した場合は、当該エンジンを積載した車両を移動タン

ク貯蔵所として許可することはできないものとする。（昭和５６年５月

２７日付け消防危第６４号質疑）  

７  移動タンク貯蔵所において危険物の積込み又は積卸しの際に起こる混油

事故を防止するために、次の (１ )及び (２ )に掲げる方法により混油を防止

する装置（混油防止装置）を移動タンク貯蔵所に取り付けることができる

ものとする。この場合において、当該移動タンク貯蔵所には、運行記録収

集装置（移動タンク貯蔵所の底弁ハンドル部に底弁開口検知器（防爆構造

であるものに限る。以下この項において同じ。）、アースプレート部に積

込み検知器（防爆構造であるものに限る。以下この項において同じ。）及

びエンジン部に走行距離検知器を取り付け、各検知器の信号を車載コン

ピュータに入力することにより、底弁ハンドルの操作時間、危険物の積込

時間、走行時間及び走行距離を時系列順に自動的に収集する装置）を併せ

て設置するものとする。（昭和５９年９月４日付け消防危第９８号質疑）  

(１ ) 移動タンク貯蔵所に危険物を積み込む際に、アース処理を行ったこ

とを積込み検知器で検出し、その際に底弁が開いていれば、底弁開口検

知器で検知するとともに、警報を発する方法  

(２ ) 移動タンク貯蔵所に危険物を積み込む際に、各室に積み込んだ油種

をコンピュータに記憶させ、給油取扱所において荷卸しする際に、作業

者に底弁（底弁を開いたことを検出することができる底弁開口検知器を

設置したものに限る。）を開いた室の油種を出力された音声により確認

させる方法  

８  ボトムローディング方式（移動貯蔵タンクの底部から危険物を注入する

方式をいう。）により危険物を注入する移動タンク貯蔵所は、次に掲げる

基準に適合するものであること。（昭和４８年３月１２日付け消防予第

300



４５号通知（最終改正平成２８年３月１日付け消防危第２８号通知）、  

昭和５７年２月５日付け消防危第１５号質疑）  

(１ ) タンクの上部に可燃性蒸気回収用のバルブが設けられるとともに、

集中配管方式の可燃性蒸気回収用配管により可燃性蒸気をまとめ、先端

のアダプターに積込み設備側の可燃性蒸気回収専用ホースを連結して当

該可燃性蒸気を回収する構造を有するものであること。  

(２ ) 危険物の過剰な注入を防止するため、各タンク内の上部に液面セン

サーが設けられ、タンク内の危険物が一定量になった場合に、当該液面

センサーが感知し、危険物の注入を遮断する構造を有するものであるこ

と。  

(３ ) 移動貯蔵タンクの底弁とアダプターとの間の配管に危険物が残らな

いように配管をタンク室ごとに独立した配管とするとともに、当該配管

に外部から直接衝撃を与えないように保護枠が設けられたものであるこ

と。  

(４ ) 配管は、タンクの水圧試験と同じ圧力で水圧試験を行ったとき漏え

いその他の異常がないものであること。  

(５ ) タンク室の容量以上の危険物が注入されようとした場合に、当該危

険物の注入を自動的に遮断することができるように通常の定量出荷コン

トロールとは別に、独立した過剰積込防止機構が備えられたものである

こと。  

９  ダンプ型トラックに上板を設け、密閉式とはせずに金網を取り付けて一

部を開放式とした構造のカーバイトを移送する移動タンク貯蔵所について、

その構造及び設備が次の各号に掲げる基準に適合する場合は、危令第１５

条第１項第３号、第４号、第９号、第１２号及び第１５号の規定について、

政令第２３条の規定を適用し、その設置を認めることができるものとする。

（昭和４４年５月１６日付け消防予第１６４号質疑）  

(１ ) 移動貯蔵タンクは、厚さ３．２ミリメートル以上の鋼板で造ること。  

(２ ) 移動貯蔵タンクは、貯蔵する危険物に雨水が浸入しない構造とする

こと。  

(３ ) 移動貯蔵タンクには、移送中に発生するアセチレンガスの量を常時

把握できるように手動式又は自動式のガス検知設備を設置すること。  

(４ ) 移動貯蔵タンクには、移送中に発生するアセチレンガスを窒素等の

不燃性のガスの放射により排除できる設備を設けること。  

(５ ) 移動タンク貯蔵所には、移送中に発生するアセチレンガスを排除す

るのに十分な量の窒素等を保有すること。  

１０  移動タンク貯蔵所において、移動貯蔵タンクに貯蔵する危険物に一定

の比率で添加し、当該危険物の成分を調整するため、容器（危険物を運搬

するための容器の基準に適合するもので、かつ、移動貯蔵タンクに貯蔵す

る危険物に対して必要な最小限の量（安全上支障がないものに限る。）の
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危険物を収納するものに限る。）に収納した危険物を車体に固定された専

用ケースで運ぶことができるものとする。（平成１４年２月２６日付け消

防危第２９号質疑）  

１１  給油取扱所等における移動タンク貯蔵所からの単独荷卸しに必要な安

全対策設備については、「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用に

ついて」（平成１７年１０月２６日付け消防危第２４５号通知、平成３０

年３月３０日付け消防危第４４号通知）によること。  

１２  危令第１５条第４項の規定により危則第２４条の９の２に定める特例

に係る措置については、前節第２項第２号イ（ (イ )を除く。）の規定の例

によること。（平成１３年１０月１１日付け消防危第１１２号通知）  

１３  前各項に規定するもののほか、移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設

備については、「移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準

に関する指針について」（昭和４８年３月１２日付け消防予第４５号通知、

昭和５４年１月３０日付け消防危第５号通知、昭和６２年５月２６日付け

消防危第４８号通知、平成２年６月２８日付け消防危第７６号通知、平成

６年５月９日付け消防危第４１号通知、平成９年３月２６日付け消防危第

３２号通知、平成１１年９月２４日付け消防危第８６号通知、平成１３年

４月１１日付け消防危第５１号通知、平成２８年３月１日付け消防危第

２８号通知）によること。  

第７  屋外貯蔵所  

１  危令第１６条第１項に規定する屋外貯蔵所については、次によること。  

(１ ) 保安距離は、保安物件から危令第１６条第１項第３号のさく等まで

の間に保つものとする。  

(２ ) 危令第１６条第１項第２号の湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に

ついては、次によること。  

ア  危令第１６条第１項第２号に規定する湿潤でなく、かつ、排水のよ

い場所とは、容器の腐食を防止するため、地盤面の高さを周囲の地盤

面より高くするとともに、コンクリート等による舗装を行った場所又

は土砂若しくは砕石等で固める等の措置を講じた場所をいうものとす

る。  

イ  地盤面をコンクリート等で舗装したものにあっては、当該地盤面に

適当な傾斜及び排水溝並びに貯留設備又は油分離装置を設けるよう指

導するものとする。（◆）  

(３ ) 危令第１６条第１項第３号のさく等については、次によること。  

ア  さく等の高さは、地盤面から１メートル以上とすること。（◆）  

イ  さく等は、不燃材料で造ること。（◆）  

ウ  屋外貯蔵所の出入口その他固定されたさく等を設けることにより危

険物の運搬作業等の支障となる部分にあっては、さく等に代えて取り

外しが可能な鎖等を設けることができるものとする。  
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(４ ) 危令第１６条第１項第６号の規定により危則第２４条の１０第１項

第３号に定める架台の高さとは、地盤面から架台の最上段までの高さを

いうものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

２  危令第１６条第２項に規定する屋外貯蔵所については、次によること。  

(１ ) 危令第１６条第２項に規定する囲いは、同条第１項第３号に規定す

るさく等には該当しないものと解するものとする。ただし、２以上の囲

いを隣接して設ける場合は、囲い相互間の部分のうち外縁の部分にさく

等を設けることをもって足りるものとする。（昭和５４年７月３０日

付け消防危第８０号通知）  

 

 

 

 

 

 

 

 

(２ ) 危令第１６条第２項第２号に規定する隣接する囲いと囲いとの間隔

は、危令第１６条第１項第４号の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表

に定める空地の幅の９分の１以上の幅を保有することをもって足りるも

のであることに留意すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

架台の高さ  

保有空地の幅 の  
３分の１以上 の幅  

保有空地の幅 の  

９分の１以上 の幅  

保有空地の幅 の  

９分の１以上 の幅  

保有空地の幅 の  

３分の１以上 の幅  

囲い  囲い  

囲い  囲い  

さく等  

囲

囲 囲

囲
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３  危令第１６条第４項の規定により危則第２４条の１３第１号に定める危

険物を適温に保つための散水設備等とは、屋外貯蔵所の付近に配置した水

道栓等、水道管等に接続された固定配管及び散水ヘッド等（危険物を貯蔵

し、又は取り扱う場所の全域に散水できるものに限る。）をいうものとす

る。  

４  危険物をコンテナに収納して貯蔵する屋外貯蔵所については、次による

こと。  

(１ ) 危険物を収納するコンテナがタンクコンテナである場合にあっては、

次によること。（平成１０年３月２７日付け消防危第３６号通知）  

ア  当該屋外貯蔵所において危険物を収納して貯蔵することができる

タンクコンテナは、第１第６項第１号アの規定の例によるものとする。  

イ  当該屋外貯蔵所の位置、構造及び設備の技術上の基準、消火設備の

技術上の基準並びに警報設備の技術上の基準については、危令第１６

条（第１項第４号及び第２項を除く。）、第２０条及び第２１条の規

定の例によること。ただし、保有空地については、危令第２３条の規

定を適用し、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める幅の

空地を保有することをもって足りるものとする。  

(ア ) 高引火点危険物のみを貯蔵する場合  次の表に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表に定める幅の空地  

 

 

 

 

 

(イ ) 前 (ア )に規定する場合以外の場合  次の表に掲げる区分に応

じ、それぞれ同表に定める幅の空地  

 

 

 

 

 

 

 

(ウ ) タンクコンテナに収納した危険物と容器に収納した危険物を同

一の屋外貯蔵所において貯蔵する場合  タンクコンテナに収納した

危険物に係る指定数量の倍数に応じ、このイ (ア )若しくは (イ )の規

定により必要とされる幅の空地又は容器に収納した危険物に係る指

定数量の倍数に応じ、危令第１６条第１項第４号若しくは危則第  

２４条の１２第２項第２号の規定により必要とされる幅の空地のう

区分  空地の幅  

指定数量の倍数が２００以下の屋外貯蔵所  ３ｍ以上  

指定数量の倍数が２００を超える屋外貯蔵所  ５ｍ以上  

区分  空地の幅  

指定数量の倍数が５０以下の屋外貯蔵所  ３ｍ以上  

指定数量の倍数が５０を超え２００以下の  

屋外貯蔵所  
６ｍ以上  

指定数量の倍数が２００を超える屋外貯蔵所  １０ｍ以上  
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ち最も大きい幅を有する空地  

ウ  危険物をタンクコンテナに収納して屋外貯蔵所に貯蔵する場合の貯

蔵及び取扱いの技術上の基準は、危令第２４条、第２５条及び第２６

条第１項（第１号、第１号の２、第６号の２、第１１号及び第１１号

の３に限る。）の規定の例によるほか、次によること。この場合にお

いて、これらの規定中「容器」とあるのは、「タンクコンテナ」と読

み替えるものとする。  

(ア ) タンクコンテナ相互間には、危険物の漏れ等の点検ができる間

隔を保つこと。  

(イ ) タンクコンテナの積み重ねは２段までとし、かつ、地盤面から

上段のタンクコンテナ頂部までの高さは、６メートル未満とするこ

と。なお、箱枠に収納されていないタンクコンテナは積み重ねない

こと。  

(ウ ) 第１第６項第１号ウ (ア )ｅ及びｆの規定の例によること。  

(エ ) タンクコンテナに収納した危険物と容器に収納した危険物を同

一の屋外貯蔵所において貯蔵する場合は、それぞれを取りまとめて

貯蔵するとともに、相互に１メートル以上の間隔を保つこと。なお、

タンクコンテナを積み重ねる場合は、当該タンクコンテナと容器と

の間に、地盤面から上段のタンクコンテナ頂部までの高さ以上の間

隔を保つこと。  

(２ ) 危険物を収納するコンテナがドライコンテナである場合にあっては、

次によること。（令和４年１２月１３日付け消防危第２８３号通知）  

ア  屋外貯蔵所において危険物を収納して貯蔵することができるドラ

イコンテナは、第１章第２節第３第２項第３号ア (イ )ａ及びｂの規

定に適合するものであること。  

イ  ドライコンテナを積み重ねる場合は、同じ類の危険物を収納する

ものに限ることとし、かつ、地盤面からドライコンテナの頂部まで

の高さが６メートルを超えないこと。  

ウ  第１第６項第２号ウの規定の例によること。  
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危

険

物

屋

外

貯

蔵

所

 

 

火
気
厳
禁 

 

表示  

危

険

物

の
類

別

 

第

４

類
 

 

危

険

物

の
品

名

 

第

２

石

油

類

（
軽

油

） 

貯

蔵

最

大

数

量

 

４

０

０

０

Ｌ

（
４

倍

） 

（ 保有空地 ）  

 

品 名 ： 第 ４ 類 第 ２ 石 油 類  

危 険 等 級 ： 危 険 等 級 Ⅲ  

化 学 名 ： 軽 油  

数 量 ： 計 ２ ， ０ ０ ０ L（ ２ ０ ０ L×１ ０ 本 ）  

注 意 事 項 ： 火 気 厳 禁  

ドライコンテナの表示  

危

険

物

屋

外

貯

蔵

所

 

 

火
気
厳
禁 

 

表 示  

①  

 

危

険

物

の
類

別

 

第

４

類

 

 

危

険

物

の
品

名

 

ア
ル
コ
ー
ル
、
軽

油

 

貯

蔵

最

大

数

量

 

４

０

０

０

Ｌ

（
５

・
５

倍

） 

（ 保有空地 ）  

 

品 名 ： 第 ２ 石 油 類  

危 険 等 級 ： 危 険 等 級 Ⅲ  

化 学 名 ： 軽 油  

数 量 ： 計 １ ， ０ ０ ０ L（ ２ ０ ０ L×５ 缶 ）  

注 意 事 項 ： 火 気 厳 禁  

ドライコンテナの表示①  

表 示  

②  

 

 

水 溶 性 ： 水 溶 性  
注 意 事 項 ： 火 気 厳 禁  

数 量 ： 計 １ ， ０ ０ ０ L（ ２ ０ L×５ ０ 缶 ）  
化 学 名 ： エタノール  

危 険 等 級 ： 危 険 等 級 Ⅱ  

品 名 ： アルコール類  

ドライコンテナの表示②  

軽油をドライコンテナ（ドラム缶（１０  本））とドラム缶（１０  本）で

貯蔵する場合の例  

ドライコンテナにより軽油（ドラム缶（５本））とアルコール（２０Ｌ ×
５０  缶））を貯蔵し、ドラム缶（１０  本）で軽油を貯蔵する場合の例  
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第４節  取扱所に係る技術上の基準  

第１  給油取扱所  

１  給油取扱所に係る一般的事項については、次のとおりとする。  

(１ ) 給油取扱所の敷地の一部が河川上にかかる場合は、次に掲げる基準

に適合すること。（昭和４０年３月２２日付け自消丙予発第４３号質疑）  

ア  河川にかかる部分は、車等の荷重に十分耐え、かつ、危険物等が河

川に流入しないものであること。  

イ  河川の側面に設ける擁壁は、コンクリート製のものとし、上部から

の荷重に十分耐えるものであること。  

(２ ) 次の図のように、地盤面より上に張り出した鉄筋コンクリート造の

部分を給油取扱所の部分とすることができるものとする。（昭和４７年

１月１０日付け消防予第２０号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３ ) 給油取扱所の敷地内に横断歩道橋を設置することはできないものと

する。（昭和４２年９月１日付け自消丙予発第６７号質疑）  

(４ ) 給油取扱所の敷地内に駐停車場所を設ける場合は、当該駐停車場所

は、危令第２７条第６項第１号チの規定に基づき危則第４０条の３の４

第１号に規定する他の自動車等の駐車を禁止されている場所以外の場所

（給油空地及び注油空地（以下「給油空地等」という。）を除く。）に

設けられたものとするとともに、他の部分と白線等により区画された場

所とすること。（昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知）（◆）  

(５ ) 危令第２７条第６項第１号チの規定に基づき危則第４０条の３の４

第１号に規定する他の自動車等の駐車を禁止されている場所以外の場所

（給油空地等を除く。）で、給油等に支障のない安全な場所を確保でき

る場合に限り、当該場所を指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱

う移動タンクの常置場所とすることができるものとする。（昭和６２年

６月１７日付け消防危第６０号質疑）  

石垣  

露出配管  

厚 さ ０ ． ３ ｍ 以 上  

の 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト  

張り出し部分  防火塀  

固 定 給 油 設 備

 

地盤面  
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２  屋外給油取扱所又は屋内給油取扱所のいずれに該当するかを判定する

ときは、次によること。  

(１ ) 危則第２５条の６の水平投影面積の算定に当たっては、次によるこ

と。  

ア  建築物のひさし、屋外階段、上階のオーバーハング部分、はり及び

トラスの部分にあっても、水平投影面積に算入すること。なお、はり

及びトラスにあっては、これらの本体部分の面積のみを算入すること。

（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

イ  上屋等の屋根部分にルーバーが設けられるものにあっては、空間部

分を含めて当該屋根部分全体を水平投影面積に算入すること。（平成

元年３月１日付け消防危第１４号・消防特第３４号通知）  

ウ  雨とい及び上屋の吹抜き部分にあっては、水平投影面積に算入する

ことを要しないものとする。  

(２ )  危則第２５条の６の建築物の給油取扱所の用に供する部分には、

ポンプ室、油庫、コンプレッサー室等を含むものと解するものとする。

（平成６年３月１１日付け消防危第２１号通知）  

(３ ) 危則第２５条の６の給油取扱所の敷地面積とは、防火塀等又は道路

境界線（自動車等の出入りする側に係るものに限る。）に囲まれた部分

の面積をいうものとする。  

(４ ) 危則第２５条の６に規定する火災の予防上安全であると認められる

給油取扱所とは、次のア及びイに掲げる基準に適合する給油取扱所をい

うものとする（図１から図４まで参照）。なお、建築物内に設置するも

の及び給油取扱所の用に供する部分の上部に上階を有するものについて

は、火災の予防上安全であると認められないものとする（図５及び図６

参照）。（令和３年７月２１日付け消防危第１７２号通知）  

ア  １面以上が道路に面している給油取扱所であって、当該給油取扱所

のキャノピーと事務所等の建築物の間に水平距離又は垂直距離で０．２

メートル以上の隙間があり、かつ、当該キャノピーと防火塀等の間に

水平距離で１メートル以上の隙間が確保されているもの  

イ  可燃性蒸気が滞留する奥まった部分を有するような複雑な敷地形状

でないもの  

 

 

 

 

建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積－  区画面積  

給油取扱所の敷地面積－  区画面積  

※   区画面積とは、建築物の給油取扱所の用に供する部分のうち床又は壁

で区画された部分の１階の床面積をいう。  

 

 

 

 

Ｓ＝  
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火災の予防上安全であると認められる場合（１ /３＜Ｓ≦２ /３

であり、かつ、上屋の周囲に隙間があり、かつ、敷地形状が複雑

でない場合）の例（図１から図４まで）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隙間  

１ｍ以上  

１ｍ  

隙間  

以上  

以上  

以上  

１ｍ以上  
隙間  

0.2ｍ  

隙間  

以上  

 

上屋  

 

 

上屋  

防火塀等  

図４  

・１面以上が 道路に面して いる。（上屋 ：単独）  

・上屋と事務 所等の建築物 の間に垂直距 離  

で０．２ｍ以 上の隙間があ り、かつ、  

当該上屋が防 火塀等から水 平距離で１ｍ 以上  

離れている。  

 

事務所等  

上  屋  

1/3＜ S≦ 2/3 

・２面が道路 に面している 。（上屋：単 独）  

・上屋が防火 塀等から水平 距離で１ｍ以 上  

離れている。  

防火塀等  図１  

事務所等  

上  屋  

1/3＜ S≦ 2/3 

・１面が道路 に面している 。（上屋：単 独）  

・上屋が防火 塀等から水平 距離で１ｍ以 上  

離れている。  

防火塀等  図３  

事務所等  

上   屋  

1/3＜ S≦ 2/3 

・２面が道路 に面している 。（上屋：複 数）  

・上屋が防火 塀等から水平 距離で１ｍ以 上  

離れている。  

防火塀等  図２  

 

隙間  

１ｍ以上  

隙間  

0.2ｍ  
隙間  

以上  

0.2ｍ  
隙間  

以上  

１ｍ  
隙間  

0.2m 

事 務 所 等  事 務 所 等  
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３  屋外給油取扱所については、次によること。  

(１ ) 給油空地については、次によること。  

ア  給油取扱所の地盤面に給油空地の範囲をペンキ、タイル等により明

示する必要はないものとする。ただし、許可申請書の添付図面には、

給油空地の範囲を明示すること。（平成元年５月１０日付け消防危第

４４号質疑）  

イ  給油空地の性能規定に関する事項は、次によること。（平成１８年

５月１０日付け消防危第１１３号通知）  

(ア ) 固定給油設備の配置、給油を受ける自動車等の大きさ、車両の

導線等を考慮して給油空地を設定すること。なお、給油空地には、

間口１０メートル以上、奥行６メートル以上の 矩
く

形部分が含まれて

いること。  

(イ ) 道路に面する側の出入口の幅は、連続して１０メートル以上で

あること。ただし、出入口が分割して設けられる場合には、幅５

メートル以上の出入口を２箇所以上設けることにより、危令第２３

条の規定を適用し、当該幅を連続して１０メートル以上有すること

を要さないものとする。  

(ウ ) 自動車等が安全かつ円滑に通行することができるよう、擦れ違

う車両の間に十分な間隔が確保されていること。  

(エ ) 危則第２４条の１４第３号の自動車等が当該空地からはみ出さ

以上  

 

上屋  

S＞ 2/3 

 

・２面が道路 に面している 。（上屋：単 独）  

・上屋が防火 塀等から水平 距離で１ｍ以 上  

離れている。  

防火塀等  図５  

 

 

 

 

事務所等  

・給油取扱所 を建築物内に 設置する、又

は給油取扱所 の用に供する 部分の上部に

上階を有する 。  

防火塀等  図６  

１ｍ  

隙間  

0.2ｍ  
隙間  

以上  

上屋 等  

事 務 所 等  

火災の予防上安全であると認められない場合（Ｓ＞２ /３である

場合、給油取扱所を建築物内に設置する場合又は給油取扱所の用に

供する部分の上部に上階を有する場合）の例（図５及び図６）  
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ずに安全かつ円滑に給油を受けることができる広さについては、次

によること。  

ａ  自動車等を包含するように保有されていること。  

ｂ  自動車等が安全かつ円滑に給油を受けることができるよう、  

自動車等の周囲に給油作業等に必要と考えられる十分な空間が  

確保されていること。  

ウ  給油空地の間口に面する自動車等の出入りする側にガードレール等

が設けられている場合で、幅１０メートル以上の出入口を確保するこ

とができないときは、危令第２３条の規定を適用し、当該出入口に代

えて幅５メートル以上の出入口を２箇所以上設けることができるもの

とする。この場合において、当該出入口は、給油空地の間口の前面に

確保すること。（昭和４５年５月４日付け消防予第８１号質疑）  
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務
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５ ｍ 以 上  ５ ｍ 以 上  

認められる例  
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給油取扱所  

ガードレール  
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事

務
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５ ｍ 以 上  ５ ｍ 以 上  

認められない例  

注油空地  
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エ  橋その他の通路（以下このエにおいて「通路」という。）を介して

道路に接する給油取扱所については、次によること。（昭和４０年  

４月９日付け自消丙予発第６４号質疑、昭和４４年３月１０日付け消

防予第５０号質疑）  

(ア )  通路の幅は、その長さの２分の１以上で、かつ、５メートル  

以上であること。  

(イ ) 自動車等の出入りする側に通路が２箇所以上設けられているこ

と。  

(ウ ) 通路が河川等にまたがる場合は、危険物が通路に流出したとき

に河川等に流入しないよう、当該通路には、その両側を高くする等

の流出防止措置を講ずること。（◆）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ  道路構造令の一部を改正する政令（平成１３年政令第１７０号）の

施 行 に 伴 い 、 給 油 空 地 の 間 口 と 道 路 か ら 給 油 取 扱 所 へ の 乗 入 れ 部  

（以下このオにおいて「乗入れ部」という。）を同一のものとして確

５ ｍ  

以 上  

歩道  

給油取扱所  

ガードレール  

歩道  

事
務
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５ ｍ 以 上  

河川等  河川等  

道路  

通路  通路  

給油取扱所  

河川等  

認められない例  
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保できなくなる場合において、次に掲げる基準に適合するときは、危

令第２３条の規定を適用し、給油空地の間口を道路に直接面して確保

することを要さないものとする（図１から図６まで参照）。（ 平成  

１３年１１月２１日付け消防危第１２７号通知）  

(ア ) 給油空地は、間口（主たる乗り入れ部へ通じる給油空地の一辺

の長さ）を１０メートル以上とし、奥行を６メートル以上とするこ

と。  

(イ )  自 動 車 等 の 出 入 り が 円 滑 に で き る よ う 、 乗 り 入 れ 部 の 幅 は  

５メートル以上とすること。  

(ウ ) 給油取扱所における火災その他の災害の発生時に、給油取扱所

内へ顧客を誤って進入させないよう、及び給油取扱所内の顧客が迅

速に退出することができるよう、主たる乗り入れ部と給油空地とは

相互に十分見通せる位置関係とすること。  
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間口  奥行  
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道路  

図２  

歩道  
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図３  

歩道  

道路  

図４  

歩道  

道路  

図５  

歩道  

道路  

道路  

 

図６  

道路  

道路  

歩道  
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カ  危令第１７条第１項第２号の規定に基づき給油空地を保有する場合

は、店舗を道路に面して設けることができるものとする。（昭和６２

年６月１７日付け消防危第６０号質疑）  

キ  懸垂式の固定給油設備が設置された給油取扱所において、当該給油

取扱所内を通り抜けた車両が当該給油取扱所の向かい合う出入口から

容易に出入りすることができる場合は、危令第２３条の規定を適用し、

給油空地の間口を１０メートル以上としないことができるものとする。

（昭和３９年９月１日付け自消丙予発第９５号質疑）  

ク  給油取扱所の規模、自動車等への給油場所の位置等から判断して  

給油作業に支障がない場合にあっては、給油空地の一部にグリーンベ

ルト、植込み、池等を設けることができるものとする。この場合にお

いて、当該植込みの高さは、危令第１７条第１項第１９号に規定する

塀の高さ以下とすること。（昭和４６年４月２３日付け消防予第６５

号質疑、昭和４７年１月７日付け消防予第１３号質疑）  

ケ  固定注油設備が固定給油設備から危令第１７条第１項第１３号イの

表に掲げる固定給油設備の区分に応じ、それぞれ同表に定める間隔を

保ち、かつ、給油空地以外の場所に設置される場合であっても、固定

注油設備のアイランド（固定給油設備又は固定注油設備を設置する  

基礎部分をいう。以下同じ。）を固定給油設備のアイランドと共用す

ること及び固定注油設備のアイランドの一部を給油空地内に設けるこ

とはできないものとする。（昭和６２年６月１７日付け消防危第６０

号質疑）  

コ  固定給油設備を設置するアイランド間には、自動車等が円滑に通行

することができる間隔を有すること。（◆）  

サ  固定給油設備のアイランド上には、給油業務に支障がないと認めら

れる必要最小限のＰＯＳ（販売時点情報管理）用カードリーダー及び

クイックサービス用ユニット（自動車等の給油時に行う軽易なサービ

ス業務に供する設備）等の設備を設けることができるものとする。

（昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知、昭和６２年６月

１７日付け消防危第６０号通知）  

(２ ) 注油空地については、次によること。  

ア  注油空地の範囲の明示については、前号アの規定の例によること。  

イ  注油空地の性能規定に関する事項は、次によること。（平成１８年

５月１０日付け消防危第１１３号通知）  

(ア )  固定注油設備の配置、容器の置き場所、注油を受けるための

タンクを固定した車両（容量４，０００リットル以下のタンクを固

定した移動タンク貯蔵所及び指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は

取り扱うタンクを固定した車両（以下この項において「移動タンク

貯蔵所等」という。））の停車位置を考慮して注油空地を設定する
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こと。  

(イ ) 危則第２４条の１５第１号の容器を安全に置くことができ、か

つ、当該容器に灯油又は軽油を安全かつ円滑に詰め替えることがで

きる広さについては、次によること。  

ａ  容器を包含するように保有されていること。  

ｂ  前ａの規定によるほか、容器を安全に置くための台等を設ける

場合には、当該台等を包含するように保有されていること。  

(ウ ) 危則第２４条の１５第２号のタンクを固定した車両が当該空地

からはみ出さず、かつ、当該タンクに灯油又は軽油を安全かつ円滑

に注入することができる広さについては、次によること。  

ａ  移動タンク貯蔵所等を包含するように保有されていること。  

ｂ  安全かつ円滑に注入することができるよう、移動タンク貯蔵所

等の周囲に注入作業等に必要と考えられる十分な空間が確保され

ていること。  

ウ  注油空地の出入口は、直接道路に接する必要はない。（平成元年５

月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(３ ) 危令第１７条第１項第４号に規定する給油空地等の舗装については、

次によること。  

ア  次の (ア )から (ウ )までに掲げる舗装は、危則第２４条の１６各号

に掲げる要件に適合するものとする。  

(ア ) 全厚浸透ポリシールコンクリート舗装（骨材を少量のアスファ

ルトで粘結し、空隙にポリシールドープを主体とした充填材（ポリ

シールグラウト）を充填したもの）（昭和５３年１０月５日付け消

防危第１３３号質疑）  

(イ )  ＴＸコンクリート舗装（厚さ３０ミリメートルから６０ミリ

メートルまでの独特の空隙を持ったアスファルトコンクリートに特

殊混和材（ＴＸ－０）を加えたセメントペーストを浸透させたもの）

（昭和５６年７月１０日付け消防危第８７号質疑）  

(ウ ) ベアコート舗装（砕石を主体とした骨材を少量のアスファルト

と混合（ベースアスコン）したものを路面に敷ならし、ローラーで

締め固めた後、空隙に特殊セメントミルクである「ベアコートミル

ク」を、全層にわたって浸透固化させたもの）（昭和６０年１０月

２１日付け消防危第１１８号質疑）  

イ  空地の地盤面の舗装の補修材又は表面仕上材については、次による

こと。  

(ア ) エポキシ樹脂を結合剤としたエポキシ樹脂モルタルは、舗装用

補修剤として使用することができるものとする。（昭和５４年７月

１４日付け消防危第７５号質疑）  

(イ )  建基法上の難燃材料であるエポキシ樹脂系及びポリウレタン  
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樹脂系併用モルタルは、舗装用表面仕上材として使用することがで

きないものとする。（昭和５７年６月９日付け消防危第６９号質疑）  

(ウ ) アクリル系樹脂モルタル（セメント、骨材、アクリル系樹脂を

主剤とした混合剤及び水を混合した特殊モルタルをいう。）を地盤

表面上に接着剤（当該混合剤と水を混合したものをいう。）を塗布

後に１２ミリメートルから１５ミリメートルの厚さに塗り押さえた

ものを舗装用表面仕上材として使用することができるものとする。

（昭和５９年８月２２日付け消防危第９１号質疑）  

ウ  危則第２４条の１６第２号の当該給油取扱所において想定される  

自動車等とは、給油を受けるために給油取扱所に乗り入れる車両、  

注油のために乗り入れる移動タンク貯蔵所等、荷卸しのために乗り入

れる移動タンク貯蔵所等当該給油取扱所に乗り入れる可能性がある  

全ての車両をいうものとする。（平成１８年５月１０日付け消防危第  

１１３号通知）  

エ  給油空地等以外の部分の舗装は、危則第２４条の１６各号に掲げる

要件によらず、アスファルトによる舗装とすることができることに  

留意すること。（平成３１年４月１９日付け消防危第８１号質疑）  

(４ )  危令第１７条第１項第５号に規定する漏れた危険物及び可燃性の  

蒸気が滞留せず、かつ、当該危険物その他の液体が当該給油空地及び  

注油空地以外の部分に流出しないように講ずる措置については、次によ

ること。  

ア  油分離装置（危則第２４条の１７第３号に規定する水に溶けない  

危険物と雨水等を分離し、雨水等のみを給油取扱所外に排出するため

の装置をいう。以下この号において同じ。）は、給油取扱所に設けな

ければならない装置であるため、原則として給油取扱所の敷地（防火

塀等又は道路境界線（自動車等の出入りする側に係るものに限る。）

に囲まれた部分）内に設けること。  

イ  油分離装置は３連式以上のものを設置すること。（昭和３７年４月  

６日付け自消丙予発第４４号質疑）  

ウ  油分離装置は、コンクリート製又は金属製のものとすること。ただ

し、自動車等の荷重により容易に変形等を生じないように設置する場

合は、ＦＲＰ製（耐油性を有するものに限る。）又は硬質塩化ビニル

製（不燃性を有するものに限る。）のものとすることができるものと

する。（昭和４７年５月４日付け消防予第９７号質疑、昭和４９年

１０月１６日付け消防予第１２１号質疑）  

エ  給油空地の排水溝及び油分離装置は、注油空地のものと兼用するこ

とができるものとする。（平成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

オ  当該措置の性能規定に関する事項は、次によること。（平成１８年

５月１０日付け消防危第１１３号通知）  
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(ア ) 危則第２４条の１７第１号に規定する可燃性の蒸気が給油空地

及び注油空地内に滞留せず、給油取扱所外に速やかに 排出される  

構造については、次によること。  

ａ  給油空地又は注油空地からこれらの空地に近い道路側へ可燃性

の蒸気が排出されるものであること。  

ｂ  可燃性の蒸気の滞留防止に係る性能については、可燃性の蒸気

を排出する設備等を設けてこれを運転することにより確保される

のではなく、空地の地盤面を周囲より高くし、かつ、１００分の

１以上の傾斜を付ける構造とすること等により確保されているこ

と。  

(イ ) 危則第２４条の１７第２号に規定する漏えいした危険物が給油

空地及び注油空地内に滞留しないための措置については、次による

こと。  

ａ  給油空地又は注油空地内に存するいずれの固定給油設備又は  

固定注油設備から危険物が漏えいした場合においても、漏えいし

た危険物が給油空地又は注油空地内に滞留しないものであること。  

ｂ  危険物の滞留防止に係る性能については、空地の地盤面を周囲

より高くし、かつ、１００分の１以上の傾斜を付ける構造とする

こと等により確保されていること。  

(ウ ) 危則第２４条の１７第２号に規定する漏えいした危険物を火

災予防上安全な場所に設置された貯留設備に収容するための措置及

び同条第３号に規定する貯留設備に収容された危険物を外部に流出

させないための措置については、次によること。  

ａ  漏えいした危険物の貯留設備への収容については、次によるこ

と。  

(ａ ) 給油空地又は注油空地に存するいずれの固定給油設備又は

固定注油設備から危険物が漏えいした場合においても、漏えい

した危険物が給油取扱所の外部に流出することなくいずれかの

貯留設備に収容されること。  

(ｂ ) 危則第２４条の１７第２号の火災予防上安全な場所とは、

給油空地等、注入口の周囲及び附属設備が設置されている場所

以外の場所で、車両及び人の出入り及び避難に支障とならない

場所をいうものとする。  

(ｃ ) 危険物の流出防止に係る性能については、排水溝及び油分

離装置を設けること等により確保されていること。  

 

ｂ  水に溶けない危険物以外の危険物を収容する貯留設備には、  

流入する降雨等により収容された危険物が外部に流出しないよう、

次に掲げるいずれかの措置又はこれらと同等以上の性能を有する
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措置が講じられていること。なお、水と油との比重差を利用した

一般的な油分離装置のみを設けることでは、危険物を外部に流出

させないための性能を有しているとはいえないものとする。  

(ａ ) 貯留設備に雨水等が流入しない構造とすること。  

(ｂ ) 雨水等も併せて収容することができる大容量の貯留設備を

設けること。  

カ  道路のかさ上げにより給油空地の地盤面が給油取扱所の周囲の地盤

面より低くなる場合において、道路と給油取扱所との境界部分（以下

このカにおいて「境界部分」という。）が次の (ア )から (ウ )までに掲

げる基準に適合するときは、可燃性の蒸気が給油空地内に滞留せず、

給油取扱所外に速やかに排出される構造であるものとして取り扱うこ

とができるものとする。（昭和４４年４月２４日付け消防予第１３０

号質疑、昭和４４年１１月２５日付け消防予第２７６号質疑）  

(ア )  かさ上げされた道路の路面と境界部分における給油取扱所の  

地盤面との高さの差は、６０センチメートル以下であること。  

(イ ) 境界部分の高低差を埋める盛り上げ部分は、アイランドの道路

に面する側から２メートル以上離れていること。  

(ウ ) 盛り上げ部分勾配は、５分の２以下であること。  

 

 

 

 

キ  給油取扱所に設ける貯留設備（排水溝及び油分離装置を設置したも

のに限る。）について、オ (ウ )ａ (ａ )の規定により給油空地又は注油

空地に存するいずれの固定給油設備又は固定注油設備から危険物が漏

えいした場合においても、当該危険物が給油取扱所の外部に流出する

ことなくいずれかの貯留設備に収容されることが必要であるが、複数

の油分離装置をもって必要な収容量を確保する場合におけるそれぞれ

の油分離装置の収容量は、固定給油設備等及び排水溝の位置、給油空

地等の地盤の傾斜の状況等を踏まえ、危険物の漏えい時に流入が見込

まれる量を勘案して決定すること。ただし、一の油分離装置に５００

２ メ ー ト ル 以 上  

固定給油設備  

アイランド  

給 油 取 扱 所  

路面  

６ ０ セ ン チ  

道路と給油取 扱所  盛り上げ部分  
（勾配５分の ２以下）  

メ ー ト ル 以 下  

の境界  

舗 装 面  

道路かさ上げ 部分  
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リットル（灯油又は軽油を車両に固定されたタンクに注入するための

固定注油設備から漏えいした場合にあっては、９００リットル）の漏

えいした危険物を収容できる場合は、この限りでない。（平成１８年

９月１９日付け消防危第１９１号質疑）  

 

ク  貯留設備の部分のうち雨水等が滞留する部分の容量は、危告示第４

条の５１に定める危険物の数量に含まれないものであることに留 意  

すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

(５ ) 危令第１７条第１項第７号に規定する専用タンク、廃油タンク等  

及び簡易タンクの設置については、次によること。  

排水溝の傾斜  

○○○リットル：油分離装置の収容量  

固定給油設備  

固定給油設備  

固定給油設備  

固定注油設備  

（ローリー用 ）  

固定注油設備  

（ローリー用 ）  

５００ ℓ 

５

０

０

ℓ 

５

０

０

ℓ 
３

０

０

ℓ 

３

０

０

ℓ 

９

０

０

ℓ 

５ ０ ０ ℓ 

９ ０ ０ ℓ 

２ ５ ０ ℓ 

５ ０ ０ ℓ 

５ ０ ０  
４ ０ ０ ℓ 

２ ５ ０ ℓ 

ℓ  

排水溝  

 

連通管  

 

危険物収容容積  

 

断面図  

 

第 １ 槽  第 ４ 槽  第 ３ 槽  第 ２ 槽  
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ア  専用タンクについては、次によること。  

(ア ) 分割タンクである専用タンクを設置する場合は、ガソリン又は

ハイオクと灯油を隣接する室に貯蔵しないこと。（◆）  

 

 

 

 

 

 

 

(イ ) 給湯用ボイラー又は冷暖房用ボイラーへの灯油の供給は、専用

タンクから行うことができるものとする。（昭和６２年４月２８日

付け消防危第３８号通知）  

(ウ ) 給油取扱所の敷地外に設けた屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯

蔵所又は地下タンク貯蔵所の危険物を貯蔵し、又は取り扱う各タン

クと給油取扱所の専用タンクとの配管による連結については、注入

する危険物の量が常時確認できる装置を設置することその他の危険

物の 溢
い つ

流を防止するための措置が講じられている場合に限り、行う

ことができるものとする。この場合において、屋外貯蔵タンク等の

注入口等を給油取扱所の敷地内に設置することはできないものとす

る 。 （ 昭 和 ５ １ 年 ７ 月 １ ２ 日 付 け 消 防 危 第 ２ ３ － １ ２ 号 質 疑 、  

昭和５６年６月１６日付け消防危第７０号質疑）  

(エ ) 分割タンクである専用タンクにガソリンと廃油を貯蔵すること

はできないものとする。（昭和６２年６月１７日付け消防危第６０

号質疑）  

イ  廃油タンク等については、次によること。  

(ア ) 廃油タンク等とは、廃油タンク及び給湯用ボイラー、冷暖房用

ボイラー、自家発電設備等に直接接続するタンクをいうものとする。

（昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知）  

(イ ) 潤滑油を貯蔵し、又は取り扱うタンクは、廃油タンク等に該当

しないと解するものとする。（昭和６２年６月１７日付け消防危第

６０号質疑）  

(ウ ) 廃油タンクを給油取扱所の敷地内のボイラーに接続することが

できるものとする。なお、給油取扱所の敷地外のボイラーと接続す

るタンクを給油取扱所内に設けることはできない。（ 昭和６２ 年  

６月１７日付け消防危第６０号質疑）  

ウ  簡易タンクについては、次によること。  

(ア ) 給油取扱所の敷地が防火地域又は準防火地域とこれらの地域と

して指定されていない区域にわたる場合は、敷地全体を防火地域又

軽油  灯油  ガソリン  

好ましい例  好ましくない例  

ガソリン  軽油  灯油  
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は準防火地域として取り扱い、当該給油取扱所に簡易タンクを設置

することができないものとする。  

(イ )  給油取扱所の存する区域が、防火地域又は準防火地域として  

指定されていない区域から防火地域又は準防火地域に変更となる場

合には、当該給油取扱所に簡易タンクを設置することができないも

のとする。（昭和３５年５月１４日付け国消乙予発第３１号質疑）  

(ウ ) オクタン価の異なるガソリンは、危令第１７条第１項第７号に

規定する同一品質の危険物には該当しないものとする。  

(エ ) 次に掲げる基準に適合する場合に限り、危令第２３条の規定を

適用し、固定注油設備に接続する簡易タンクを給油取扱所に設ける

ことができるものとする。（平成２１年１１月１７日付け消防危第

２０４号質疑）  

ａ  簡易タンクを設置する給油取扱所は、屋外給油取扱所（航空機

給油取扱所、船舶給油取扱所及び鉄道給油取扱所を除く。）であ

ること。  

ｂ  簡易タンクを設置する給油取扱所が存する地域は、防火地域  

及び準防火地域以外の地域であること。  

ｃ  給油取扱所に設ける固定給油設備及び固定注油設備に接続する

簡易タンクの数は、その取り扱う同一品質の危険物ごとに１個  

ずつ、かつ、３個以内であること。  

ｄ  簡易タンクの容量は、６００リットル以下であること。  

ｅ  簡易タンクの構造及び設備は、危令第１４条第４号及び第６号

から第８号までに掲げる簡易タンク貯蔵所の簡易貯蔵タンクの  

構造及び設備の規定の例によること。  

(６ ) 危令第１７条第１項第８号に規定する専用タンク又は廃油タンク等

の位置、構造及び設備については、前節第４の規定（危令第１７条第１

項第８号イの規定により除かれる規定に係るものを除く。）の例による

ほか、次によること。  

ア  廃油タンクの注入口及び吸上口については、次によること。  

(ア ) 廃油の注入口と廃油タンクとを接続する配管を設置する場合は、

当該配管に閉止弁等を設けること。（◆）  

(イ ) 注入口は、整備室又は油庫に設けるよう指導するものとする。

（◆）  

(ウ ) 吸上口は、廃油を抜き取るためのホースを緊結できる構造とす

ること。（◆）  

イ  給油取扱所の専用タンク及び廃油タンク等に設ける通気管の先端か

ら１．５メートル以上の距離を保たなければならない敷地境界線とは、

隣地との境界線をいうものと解するものとする。（昭和６２年９月９

日付け消防危第９１号質疑）  
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ウ  給油取扱所に設置する危険物を取り扱う配管については、第１節第

２第１２項の規定の例によるほか、次によること。  

(ア ) 危険物を取り扱う配管で、地盤面以上に設けるものは、衝撃に

より容易に損傷を受けるおそれのないよう防護措置を講ずるととも

に、当該配管は、溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認め

られる方法により接合すること。（◆）  

(イ ) 地上に設ける配管であって、その接合部分からの危険物の漏え

いを点検することが困難な場所又は屋上に設けるものは、溶接によ

り接合すること。（◆）  

(ウ ) 配管が上屋の上部若しくは内部に設けられ、又は給油空地等に

面しない建築物の外壁に沿って敷設されている場合は、危則第１３

道路  

防火塀  

通気管の先端  

１．５ｍ以上  

隣地  

専用タンクを給油取扱所の敷地外に設ける場合  

専用タンクを給油取扱所の敷地内に設ける場合  

道路  

防火塀  通気管の先端  

１．５ｍ以上  

隣地  
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条の５第１項第２号に規定する火災によって配管の支持物が変形す

るおそれのない場合に該当するものとして取り扱うことができるも

のとする。  

(エ ) 配管を上屋の内部に設ける場合は、点検口を設置することその

他の配管の接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる

措置を講ずること。（◆）  

(オ ) 次の措置が講じられている合成樹脂製配管の部分については、

地盤面上を走行する車両による活荷重が直接配管に加わらない構造

のものとして、当該車両からの活荷重によって生ずる応力を考慮す

ることを要しないものとする。（平成３０年３月２９日付け消防危

第４２号質疑）  

ａ  厚さ１５センチメートル以上の鉄筋コンクリート舗装の下に合

成樹脂製の管を保護するためのコンクリート製又は鋼製の管等の

保護構造物（以下この (オ )において「保護構造物」という。）を

設置する。  

ｂ  保護構造物は、鉄筋コンクリート舗装を通じて、地盤面上を  

走行する２５トン車の活荷重によって生ずる応力に対して十分な

強度を有し、かつ、変形等が生じない構造のものとする。  

ｃ  保護構造物と合成樹脂製の管との間には、合成樹脂製の管に  

応力が集中しないよう、山砂等を充填し、又は間隙を設けること。  

エ  専用タンク又は廃油タンク等と簡易タンクを配管又はホースにより

結合することは認められないものとする。（昭和４１年２月３日付け

自消丙予発第１５号質疑）  

オ  複数の専用タンク相互の液面レベルを均一化するため、液面計、

コントロールユニット、ポンプ等から構成される自動移送システムを

設置することができるものとする。この場合において、既設の専用

タンクの注入管内のみに設置するときは、危令第２３条の規定を適用

し、当該注入管内に接地導線入りの難燃性チューブを移送配管として

設置することができるものとする。（平成４年２月６日付け消防危第

１３号質疑）  

カ  危令第１７条第１項第８号イにおいてその例によるものとされる  

危令第１３条第１項第８号の２の危険物の量を自動的に表示する装置

にあっては、タンクごとの液量が明確に区別して表示されるものであ

る場合に限り、複数のタンクの表示を一の表示窓で行うことができる

ものとする。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(７ ) 危令第１７条第１項第１０号の固定給油設備及び固定注油設備（以

下「固定給油設備等」という。）については、次によること。  

ア  固定給油設備等の構造等については、次によること。  

(ア ) 危則第２５条の２第１号のポンプ機器の構造については、次に
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よること。（平成５年９月２日付け消防危第６８号通知）  

ａ  一のポンプに複数の給油ホース又は注油ホース（以下「給油

ホース等」という。）が接続されている場合は、各給油ホース等

から吐出される危険物の最大の量をもって当該ポンプの最大吐出

量とすること。  

ｂ  固定注油設備が複数のポンプを有する場合は、車両に固定され

たタンクにその上部から注入する用のみに供する注油ホースに  

接 続 さ れ て い る ポ ン プ 機 器 に 限 り 、 最 大 吐 出 量 を 毎 分 １ ８ ０   

リットル以下とすることができるものとする。  

ｃ  危則第２５条の２第１号ホに規定する油中ポンプ機器（以下

「油中ポンプ機器」という。）に接続されているホース機器が転

倒した場合において当該油中ポンプ機器の運転を停止する措置と

は、ホース機器に取り付けられた姿勢検知装置がホース機器の傾

きを検知した場合にポンプ機器の回路を遮断する方法等による措

置をいうものとする。なお、ホース機器が給油取扱所の建築物の

屋根に固定されている等転倒するおそれのないものである場合は、

当該措置を講ずることを要しないものとする。  

ｄ  固定給油設備等の内部のポンプ吐出配管部には、ポンプ吐出側

の圧力が最大常用圧力を超えて上昇した場合に配管内の圧力を  

自動的に降下させる装置が設けられていること。ただし、固定給

油設備等の外部の配管に配管内の圧力が上昇した場合に危険物を

自動的に専用タンクに戻すことのできる装置を設けるときは、  

当該装置を設けることを要しないものとする。  

(イ ) 危則第２５条の２第２号のホース機器の構造については、次に

よること。（平成５年９月２日付け消防危第６８号通知）  

ａ  危則第２５条の２第２号ハに規定する著しい引張力が加わった

ときに給油ホース等の破断による危険物の漏れを防止する措置と

は、著しい引張力が加わることにより離脱する安全継手（２００

重量キログラム以下の力によって離脱するものに限る。）又は  

給油、注入若しくは詰め替えを自動的に停止する装置を設けるこ

とをいうものとする。  

ｂ  危則第２５条の２第２号ニのホース機器に接続される給油ホー

ス等が地盤面に接触しない構造とは、次に掲げるいずれかの構造

をいうものとする。  

(ａ ) 給油ホース等の取出口が高い位置に設けられた構造  

(ｂ ) バネにより給油ホース等を上部に上げた構造  

(ｃ )  給油ホース等にゴム製、プラスチック製等のリ ング又は  

カバーを取り付けた構造  

(ｄ ) 給油ホース等をプラスチックで被覆した構造  
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ｃ  危則第２５条の２第２号ヘの危険物の過剰な注入を自動的に  

防止できる構造とは、次に掲げる構造等をいうものとする。  

(ａ ) 危険物を注入するタンクの容量に相当する量以上の危険物

の注入を自動的に停止できる構造  

(ｂ ) １回の連続した注入量が設定量（危険物を注入するタンク

の容量から注入開始時における危険物の残量を減じた量以下の

量であり、かつ、２，０００リットルを超えない量であるもの

に限る。）以下に制限される構造  

ｄ  車両に固定されたタンクにその上部から注入する用のみに供す

る固定注油設備の注油ホースの直近には、専ら車両に固定された

タンクに注入する用に供するものである旨を表示すること。（◆）  

ｅ  危則第２５条の２第２号トに規定する油中ポンプ機器に接続す

るホース機器が転倒した場合において当該ホース機器への危険物

の供給を停止する装置とは、ホース機器に取り付けられた姿勢検

知装置が当該ホース機器の傾きを検知した場合に当該ホース機器

の配管に設けられた弁を閉鎖する方法等を用いた装置をいうもの

とする。なお、ホース機器が給油取扱所の建築物の屋根に固定さ

れている等転倒するおそれのないものである場合は、当該装置を

設けることを要しないものとする。  

(ウ ) 危則第２５条の２第３号の配管の構造については、次によるこ

と。（平成５年９月２日付け消防危第６８号通知）  

ａ  配管とは、固定給油設備等本体の内部の配管であって、ポンプ

吐出部から給油ホース等の接続口までの送油管の部分のうち弁及

び計量器等を除く固定された部分をいうものとする。  

ｂ  危則第２５条の２第３号の水圧試験には、水以外の不燃性の液

体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含むものとする。  

ｃ  ポンプ機器とホース機器が分離して設けられている場合におけ

るこれらの機器の間を接続する配管は、固定給油設備等本体の  

内部の配管ではなく、専用タンクの配管として取り扱うものとす

る。  

(エ ) 危則第２５条の２第４号の外装の構造については、次によるこ

と。  

ａ  危則第２５条の２第４号の難燃性を有する材料とは、不燃材料

及び準不燃材料並びにＪＩＳ  Ｋ  ７２０１「プラスチック－酸

素指数による燃焼性の試験方法－第２部：室温における試験」に

より試験を行った場合において、酸素指数が２６以上となる高分

子材料をいうものとする。（平成５年９月２日付け消防危第６８

号通知）  

ｂ  外装のうち油量表示部その他機能上透視性を必要とする部分に
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ついては、必要最小限の大きさとする場合に限り、難燃性を有す

る材料以外の材料を用いることができるものとする。（平成５年

９月２日付け消防危第６８号通知）  

ｃ  懸垂式給油ホース設備にＦＲＰ（ガラス繊維強化ポリエステル

樹脂）を使用する場合は、次によること。（昭和４７年１０月

３１日付け消防予第１７４号質疑、昭和４９年９月１２日付け消

防予第１１３号質疑）  

(ａ ) 使用するＦＲＰは、ＪＩＳ  Ｋ  ６９１１「熱硬化性プラ

スチック一般試験方法」に定める耐熱性に係る試験を行い 、  

不燃性と判定されたものであること。  

(ｂ ) ＦＲＰを使用する部分は、給油ホース設備のカバー及び

ホースリール並びに油量等の表示設備ケースに限るものとする。

（◆）  

(オ )  危令第１７条第１項第１０号に規定する給油ホース等の全長

（固定給油設備等のうち懸垂式以外のものに係るものに限る。）と

は、原則として給油ホース等の取出口から弁を設けたノズルの先端

までの長さをいうものとする。（平成５年９月２日付け消防危第

６８号通知）  

(カ ) 危令第１７条第１項第１０号に規定する給油ホース等の先端に

蓄積される静電気を有効に除去する装置については、次によること。  

ａ  給油ホース等の先端のノズルに蓄積される静電気を有効に除去

するため、当該ノズルから固定給油設備等の本体の外部接地工事

端子までの抵抗値は、１，０００オーム未満であること。（平成

５年９月２日付け消防危第６８号通知）  

ｂ  危令第１７条第１項第１０号に規定する給油ホース等の先端に

蓄積される静電気を有効に除去する装置とは、電気良導体である

線等でノズルとタンク部分又はノズルと大地を接続させる装置等

をいうものとする。（昭和３７年４月６日付け自消丙予発第４４

号質疑）  

イ  メーター指示部及びノズルホース部が回転する固定給油設備（次の

(ア )又は (イ )のいずれかに適合するものに限る。）を設置することが

できるものとする。（昭和５０年７月２２日付け消防予第６４号質疑）  

(ア ) 次のａ及びｂに適合するもの  

ａ  メーター指示部及びノズルホース部が、１８０度を限度として

回転するものであること。  

ｂ  ポンプ設備は、アイランドのピット内に収納されていること。  

(イ ) 固定給油設備本体の中心線上部からアームを介して取り出した

ノズルホース部が、シングル形式のものにあっては３６０度、ダブ

ル形式のものにあっては１８０度回転するもの  
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ウ  一の固定給油設備の内部に複数のポンプを設け、そのうちの一つを

懸垂式のホース機器と配管で接続し、注油設備とすることはできない

ものとする。（平成４年２月６日付け消防危第１３号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ  ホース機器の引出口が移動する懸垂式の固定給油設備等を設置する

ことができるものとする。（昭和４９年９月１２日付け消防予第１１３

号質疑）  

オ  ＫＨＫの型式試験確認済証が貼付された固定給油設備等及び油中

ポンプ設備は、これらの構造に関する基準に適合しているものと認め

られるものとする。（昭和６３年５月３０日付け消防危第７４号通知、

平成３年１２月９日付け消防危第１１５号通知、平成７年９月２０日

付け消防危第１００号通知）  

カ  危則第２５条の２第５号の可燃性蒸気が流入しない構造については、

「可燃性蒸気流入防止構造等の基準について」（平成１３年３月３０

日付け消防危第４３号通知）によること。  

(８ ) 危令第１７条第１項第１１号に規定する防火に関し必要な事項の表

示については、次によること。（昭和６２年４月２８日付け消防危第

３８号通知）  

ア  危則第２５条の３第１号の給油ホース等の直近の位置とは、固定給

油設備等の本体（懸垂式のものにあっては、給油ホース機器の本体

ケース）又は給油ホース等の先端のノズルの部分若しくは当該ノズル

の直近の部分をいうものとする。  

イ  危則第２５条の３第２号の取り扱う危険物の品目とは、ガソリン、

軽油、灯油等の油種名又はレギュラー、ハイオク等の商品名をいうも

のとする。  

GL 

P P 

固定給油設備  

懸垂式  
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(９ ) 危令第１７条第１項第１２号及び第１３号に規定する固定給油設備

等の位置については、次によること。  

ア  危令第１７条第１項第１２号イ及び第１３号ロの道路境界線、同項

第１２号ロ及び第１３号ハの敷地境界線並びに同項第１２号ハ及び第

１３号ニの建築物の壁（以下このアにおいて「道路境界線等」とい

う。）から固定給油設備等までの間隔とは、道路境界線等から固定  

給油設備等の中心点までの間隔をいうものとする。ただし、懸垂式の

固定給油設備等のうち給油ホース等の取付部がスライドするものに

あっては、道路境界線等からスライドする全ての地点までの間隔をい

うものとする。（昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知）  

イ  危令第１７条第１項第１２号ロ及び第１３号ハの敷地境界線とは、

給油取扱所の敷地との境界ではなく、隣地、河川等との境界となる  

部分をいうものと解するものとする。（昭和６２年９月９日付け消防

危第９１号質疑）  

ウ  危令第１７条第１項第１２号ハ及び第１３号ニの建築物には、給油

取扱所外の建築物が含まれると解するものとする。（昭和６２年９月

９日付け消防危第９１号質疑）  

エ  危令第１７条第１項第１２号ハ及び第１３号ニの給油取扱所の建築

物 の 壁 に 開 口 部 が な い 場 合 と は 、 固 定 給 油 設 備 等 の 設 置 位 置 か ら   

２メートル未満の範囲となる建築物の壁の部分に開口部がない場合を

いうものとする。（昭和４５年４月４日付け消防予第６０号質疑）  

オ  危令第１７条第１項第１２号ハ及び第１３号ニの開口部には、網入

りガラス入りのはめごろし戸、ガラリ等を含むものと解するものと  

する。（昭和４５年４月４日付け消防予第６０号質疑）  

カ  ２以上の固定給油設備相互間又は固定注油設備相互間には、これら

の維持管理に必要な距離を保つこと。（昭和３７年４月６日付け自消

丙予発第４４号質疑、昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知）

（◆）  

キ  地下貯蔵タンクを覆う鉄筋コンクリート造の蓋の上部（地下貯蔵

タンクのマンホールプロテクタ、点検口及び漏えい検査管のある場所

の上部を除く。）にアイランドを設け、当該アイランドに固定給油設

備等を設置することができるものとする。（昭和５８年１２月２日付

け消防危第１２８号質疑）  

ク  危則第２５条の３の２第２号においてポンプ室の出入口を給油空地

に面することとしているのは、事務所等への可燃性の蒸気の流入を防

止し、火災等の影響を排除することを目的としたものであるため、  

当該出入口は、給油空地に直接面する必要はなく、屋外の空地を介  

して面することをもって足りるものとする。（平成元年５月１０日

付け消防危第４４号質疑）  
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ケ  道路境界線に防火塀等を設けた場合は、当該防火塀等の内側を敷地

境界線とみなし、固定給油設備等と当該防火塀等の内側との間に危令

第１７条第１項第１２号ロ又は第１３号ハに規定する間隔を保つこと

とすることができるものとする。この場合において、道路境界線の  

部分のうち防火塀等を設けない部分にあっては、固定給油設備等と  

道路境界線との間に危令第１７条第１項第１２号イ又は第１３号ロの

表に定める間隔を保つ必要があることに留意すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 危令第１７条第１項第１５号に規定する懸垂式の固定給油設備等を

設ける給油取扱所に設ける専用タンクからの危険物の移送を緊急に止め

事務所  整備室  
駐 車  

道路  

給油空地  注油空地  

ポ ン プ  

ス ペ ー ス  
室  

店舗  

道路  

給油空地  注油空地  

ポ ン プ  

事務所  

室  

事務所  

道路  

給油空地  注油空地  

ポ ン プ  

室  

道路  

道
路 

道
路 

事務所  

２ｍ以上  

１ｍ以上  

固定給油設備  固定注油設備  

危 令 第 １ ７ 条 第 １ 項 第

１ ２ 号 イ の 表 に 定 め る

間隔  

防火塀等  

危 令 第 １ ７ 条 第 １ 項

第 １ ３ 号 ロ の 表 に 定

める間隔  
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ることができる装置については、次によること。  

ア  固定給油設備等のポンプ機器を停止する等により専用タンクからの

危険物の移送を緊急に止めることができる装置とは、設備の故障その

他の事故により危険物が流出した場合に、緊急にポンプ機器を停止す

ること又はポンプの二次側の配管を閉鎖することができる装置をいう

ものとする。  

イ  当該装置の操作部は、当該固定給油設備等のホース機器の設置場所

付近の事務所の外壁等見やすい箇所に設けるとともに、当該装置の操

作部の直近に緊急停止装置である旨を表示すること。（平成元年３月

３日付け消防危第１５号通知）（◆）  

(11) 危令第１７条第１項第１６号の規定により危則第２５条の４第１項

に定める建築物の用途及び同号の規定により危則第２５条の４第２項に

定める建築物の部分については、次によること。  

ア  危則第２５条の４第１項に定める建築物の用途については、次によ

ること。  

(ア ) 危則第２５条の４第１項各号に掲げる用途に供する建築物の部

分には、廊下、洗面所、倉庫、会議室、更衣室、休憩室、応接室  

その他同項各号に掲げる用途に機能的に従属する部分を含むものと  

する。（昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知）  

(イ ) ポンプ室、油庫、コンプレッサー室及び給油又は灯油若しくは

軽油の詰め替えのための作業場と一体の建築物内に設けられた壁等

で区画されていない自動車等の点検・整備を行う作業場にあっては

危則第２５条の４第１項第１号の用途に、便所にあっては同項第２

号の用途に供する部分として取り扱うものとする。（平成元年５月

１０日付け消防危第４４号質疑）  

(ウ ) 一の室が危則第２５条の４第１項第２号の給油取扱所の業務を

行うための事務所の用途及び同項第６号に規定する防火対象物の用

途に供される場合における当該室の用途にあっては、これらの用途

のうち主たる用途をもって当該室の用途として取り扱うものとする。

（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(エ ) コンプレッサー室のコンプレッサーを点検・整備を行う作業場

において用いる場合における当該コンプレッサー室の用途にあって

は、危則第２５条の４第１項第３号の自動車等の点検・整備を行う

作業場の用途として取り扱うものとする。（平成６年７月２９日  

付け消防危第６６号質疑）  

(オ ) 自動車の部分的な補修を目的とする塗装業務の用途にあっては、

危則第２５条の４第１項第３号の自動車等の点検・整備を行う作業

場の用途として取り扱うものとする。（平成１４年２月２６日付け

消防危第２９号質疑）  
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(カ ) 自動車の板金業務の用途にあっては、危則第２５条の４第１項

第３号の自動車等の点検・整備を行う作業場の用途として取り扱う

ものとする。（平成３１年４月１９日付け消防危第８１号質疑）  

(キ ) 危則第２５条の４第１項第６号に掲げる用途については、施行

令第１条の２第２項後段の規定により同号に掲げるいずれかの用途

に機能的に従属すると認められるものを含むものであること。なお、

施行令第１条の２第２項後段の規定による機能的な従属に係る運用

については、「令別表第１に掲げる防火対象物の取り扱いについて」

（昭和５０年４月１５日付け消防予第４１号・消防安第４１号通知）

第１項第１号の規定の例によること。（令和６年２月２９日付け  

消防危第４０号通知）  

イ  危則第２５条の４第２項に定める建築物の部分については、次によ

ること。  

(ア ) 危則第２５条の４第２項に規定する給油取扱所の係員のみが出

入りする部分とは、通常業務において係員以外の者の出入りのない

部 分 を い う も の と す る 。 （ 平 成 １ ３ 年 １ １ 月 ２ １ 日 付 け 消 防 危  

第１２７号通知）  

(イ )  自動車等の点検・整備を行う作業場において、顧客に対して  

作業内容等を説明するため、係員が同伴して当該作業場へ一時的に

顧客が出入りする場合は、当該顧客を危則第２５条の４第２項の  

係員として取り扱うことができるものとする。この場合において、

当該顧客に対する安全上必要な注意事項を当該作業場に掲示するこ

と。（平成１３年１１月２１日付け消防危第１２７号通知）  

ウ  一の給油取扱所内に、危則第２５条の４第１項各号のいずれかに  

該当する用途に供する複数の建築物を設けることができるものとする。

（平成３１年４月１９日付け消防危第８１号質疑）  

(12) 危令第１７条第１項第１７号の給油取扱所に設ける建築物について

は、次によること。  

ア  キャノピーについては、次によること。  

(ア ) 支柱は、給油又は灯油若しくは軽油の詰め替え及び自動車等の

出入りに支障のない位置にあること。  

(イ ) キャノピーには、不燃材料として国土交通大臣の認定を受けた

不燃性のシートを用いることができるものとする。（平成４年２月

６日付け消防危第１３号質疑）  

(ウ ) 次に掲げる基準に適合する場合は、危令第２３条の規定を適用

し、採光等のためにキャノピーにガラスを設けることができるもの

とする。（平成１３年３月１６日付け消防危第３３号通知）  

ａ  地震による震動等により容易に破損し、及び落下しないように、

ガラス取付部が耐震性を有していること。  
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ｂ  火災時に発生する熱等により容易に破損しないよう、網入り  

ガラス等を使用していること。  

ｃ  ガラスが破損した場合に、破損したガラスが避難上及び消防  

活動上支障とならないよう、飛散防止フィルム等によりガラスが

飛散しないための措置が講じられていること。  

ｄ  ガラスは、破損により開口が生じた場合においても、周囲の  

状況から判断して、延焼防止に支障のない範囲に設けること。  

(エ ) キャノピーが防火塀等から水平距離でおおむね１メートル未満

の位置に設けられる場合は、当該防火塀等をキャノピーの位置まで

立ち上げ、これらを一体のものとすること。（平成元年３月３日  

付け消防危第１５号通知、平成元年５月１０日付け消防危第４４号

質疑）  

イ  建築物の構造については、次によること。  

(ア ) 給油取扱所の建築物の壁のうち、次に掲げる間仕切壁について

は、危令第２３条の規定を適用し、準不燃材料又は難燃材料で造る

ことができるものとする。（平成９年３月２６日付け消防危第３１

号通知）  

ａ  危険物を取り扱う部分と耐火構造の壁若しくは不燃材料で造ら

れた壁又は随時開けることができる自動閉鎖の防火設備により  

区画された危険物を取り扱わない部分に設ける間仕切壁  

ｂ  危険物を取り扱わない建築物に設ける間仕切壁  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ ) 自動車等の点検・整備を行う作業場又は自動車等の洗浄を行う

作業場の自動車等の出入口に戸を設ける場合は、当該戸を不燃材料

で造ることができるものとする。（昭和６２年６月１７日付け消防

危第６０号質疑）  

(ウ ) 危令第１７条第１項第１７号の出入口（自動車等の出入口で危

則で定めるものを除く。）に防火設備である自動ドアを設けること

ができるものとする。この場合において、可燃性の蒸気が滞留する

危険物を取り扱う部分  

耐火構造の壁又は不燃材料

で造った壁（自閉式防火設

備を含む。）  

間仕切壁（不燃材料、準不

燃材料又は難燃材料）  

 

 

 

 

    

 

危 険 物 を 取 り 扱 わ な い  

店舗  

休 憩 室  事務室  

販 売 室  

バ ッ ク  

ヤ ー ド  

建 築 物  

建 築 物  

整 備 室  

給油空地等  

危 険 物 を 取 り 扱 う  

洗 面 所  
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おそれのない場所に設けるものにあっては、当該自動ドアに附属す

る電気設備は、防爆構造以外のものとすることができるものとする。

（昭和４３年６月３日付け消防予第１５５号質疑）  

ウ  危則第２５条の４第１項第５号の給油取扱所の所有者、管理者若し

くは占有者が居住する住居又はこれらの者に係る他の給油取扱所の業

務を行うための事務所（以下「本社事務所等」という。）と建築物の

他の部分との区画及び本社事務所等の構造については、次によること。  

(ア ) 危則第２５条の４第４項の給油取扱所の敷地に面する側の壁に

出入口がない構造とは、給油取扱所の敷地外から出入りできる位置

に同条第１項第５号の用途に供する部分の出入口を設けた構造をい

うものとする。（昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知）  

(イ ) 危令第１７条第１項第１７号の開口部のない耐火構造の床又は

壁には、避難口として必要最小限の開口部であっても設置すること

はできないものとする。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号

質疑）  

(ウ ) 建築物の２階に本社事務所等が存する場合において、当該建築

物の本社事務所等の屋根の部分から一体の建築物としてキャノピー

が張り出しているときは、当該本社事務所等は、開口部のない耐火

構造の床又は壁で当該建築物の他の部分と区画されなければならな

いものとする。ただし、当該建築物の本社事務所等の屋根の部分か

ら一体の建築物としてキャノピーが張り出してないときは、この限

りでない。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(エ ) 建築物（平成元年３月１５日時点で現に許可を受けて設置され

ている給油取扱所に係るものに限る。）の２階に本社事務所等が存

する場合において、当該建築物の本社事務所等の屋根の部分から  

一体の建築物としてキャノピーが張り出しているときは、当該本社

本社事務所等  

事務所等  

：開口部のない耐火構造の床又は壁  

キャノピー  

本社事務所等  

事務所等  

こ の 部 分 に は 、  

耐 火 構 造 の 壁 が  

必 要 で あ る 。  

固 定 給 油 設 備  固 定 給 油 設 備  

こ の 部 分 に は 、  

耐 火 構 造 の 壁 が  

不 要 で あ る 。  (２階 )  

(１階 )  (１階 )  

(２階 )  
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事務所等は、開口部のない耐火構造の床又は壁で当該建築物の他の

部分と区画しなければならないが、平成元年３月１５日時点で現に

窓が設けられている当該本社事務所等と当該建築物の他の部分とを

区画する壁については、当該壁に防火設備ではめごろし窓であるも

のを設けた場合に限り、危令第２３条の規定を適用し、開口部のな

い耐火構造の壁として取り扱うことができるものとする。（平成元

年１２月２１日付け消防危第１１４号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 危令第１７条第１項第１８号に規定する漏れた可燃性の蒸気が事務

所その他火気を使用する建築物の内部に流入しない構造については、次

によること。  

ア  建築物のうち、事務所その他火気を使用する部分と危則第２５条の

４第１項第３号又は第４号の用途に供する部分が隣接する場合におい

て、これらの部分の間に設ける壁に出入口が存するときは、当該事務

所その他火気を使用する部分は、危令第１７条第１項第１８号の規定

により、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない構造とする必要

があるため、当該出入口は、随時開けることができる自動閉鎖のもの

とする必要があることに留意すること。（昭和５１年１１月１６日付

け消防危第９２号質疑）  

イ  危令第１７条第１項第１８号に規定する事務所その他火気を使用す

る部分の出入口に、危則第２５条の４第５項第１号の規定に適合する

片引き又は引分けの自動ドアを設けることができるものとする。（昭

和６２年６月１７日付け消防危第６０号質疑、平成１７年１２月１９

日付け消防危第２９５号質疑）  

ウ  犬走り又は出入口の敷居にスロープを設置する場合は、次による  

こと。（平成９年３月１４日付け消防危第２６号通知）  

(ア ) スロープの最下部から最上部までの高さが１５センチメートル

以上であること。なお、スロープが明確でない場合にあっては、最

本社事務所等  

事務所等  

キャノピー  

この部分にある窓を  

はめごろしの防火設備  

とした場合は、危令第  

２３条の規定を適用す  

ることができる。  

固 定 給 油 設 備  

(２階 )  

(１階 )  
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上部から当該最上部との高さの差が１５センチメートル以上となる

部分までをスロープとみなすものとする。  

(イ ) スロープは給油又は注油に支障のない位置に設けること。  

(ウ ) スロープ上で給油又は注油を行わないこと。  

(14) 防火塀等については、次によること。  

ア  危令第１７条第１項第１９号の自動車等の出入りする側については、

次によること。  

(ア ) 自動車等の出入りする側とは、危則第１条第１号に規定する道

路に接し、かつ、給油を受けるための自動車等が出入りできる側を

いうものとする。（昭和４４年４月４日付け消防予第９０号質疑、

昭和５１年１１月１６日付け消防危第９４号質疑）  

(イ ) 次の図に示す幅員４メートル以上の部分が、現に道路としての

形態を有し、かつ、一般交通の用に供され、及び当該部分を自動車

等が通行することができる場合は、当該部分に防火塀等を設けない

ことができるものとする。（平成９年３月２５日付け消防危第２７

号質疑、平成１０年１０月１３日付け消防危第９０号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ ) 屋外にある大型店舗等の駐車場内に設置された給油取扱所（当

該給油取扱所の営業時間が大型店舗等の営業時間と同じであるもの

に限る。）において、その周囲が構内道路（幅員が４メートル以上

給油取扱所  給油取扱所  

道路  道路  

給油取扱所  

4ｍ  

以上  
４ｍ  

以上  

４ｍ以上  

４ｍ以上  

４ｍ以上  

道
路 

給油取扱所  

道路  

空  地  

防火塀等  

道路  

給油取扱所  

行き止まり  

防火塀等  
４ｍ以上  

４ｍ以上  

空地  

道
路 

335



であり、かつ、当該給油取扱所及び当該駐車場利用者の自動車の通

行の用のみに供するもので、駐停車の用に供することがなく、かつ、

閉店の際に閉鎖されるものに限る。）に面している場合は、当該給

油取扱所の周囲について、いずれも自動車等の出入りする側とみな

すことができるものとする。（平成１７年１２月１９日付け消防危

第２９５号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  防火塀等の位置、構造等については、次によること。  

(ア ) 危令第２３条の規定を適用し、危則第２５条の４の２第１号に

規定する防火設備ではめごろし戸であるもの（ガラスを用いるもの

である場合には、網入りガラスを用いたものに限る。）が設けられ

た開口部以外の次に掲げる開口部を防火塀等（ｂに掲げる開口部に

あっては、建築物の壁であるものに限る。）に設けることができる

ものとする。  

ａ  給油取扱所の敷地に隣接する当該給油取扱所の設置者が所有し、

管理し、又は占有する敷地へ通じる必要最小限の車両の出入口で、

防火設備が設けられ、かつ、使用する時以外は閉鎖しているもの  

ｂ  給油取扱所の敷地外へ通じる必要最小限の連絡用（避難用）の

出入口で、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備が設

けられたもの（昭和６２年６月１７日付け消防危第６０号質疑）  

(イ ) 危令第１７条第１項第１９号に規定する壁には、給油取扱所に

設ける建築物の外壁を含むものと解するものとする。（昭和３７年

４月６日付け自消丙予発第４４号質疑）  

自動車等の出入りする側  

大型店舗等  

駐車場  

駐車場  

公道  
構内道路は、営業時間が  

終了すると閉鎖される。  

構内道路の幅員は、いずれも４ｍ以上である。  

給油取扱所  

構内道路  

構
内
道
路 

構内道路  

構
内
道
路 
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(ウ ) 給油取扱所に接する道路の改修等により道路がかさ上げされた

ことに伴い、給油空地等の舗装面の位置を変更する場合における防

火塀等の高さは、変更後の当該舗装面から２メートル以上とするこ

と。（昭和３９年５月２９日付け自消丙予発第４７号質疑）  

(エ ) 防火塀等の高さについては、次によること。  

ａ  防火塀等の高さが２メートルであるとした場合に隣接する建築

物の外壁及び軒裏における輻射熱が危告示第４条の５２第３項に

定める式を満たすかどうかにより、防火塀等の高さを２メートル

を 超 えるものとすることが必要であるかどうか判断すること。

（平成１８年５月１０日付け消防危第１１３号通知）  

ｂ  次の (ａ )及び (ｂ )に掲げる火災の区分に応じ、それぞれ当該

(ａ )及び (ｂ )に掲げる方法により危則第２５条の４の２第２号の

輻射熱に係る計算を行うことができるものとする。（平成１８年

９月１９日付け消防危第１９１号質疑）  

(ａ ) 危告示第４条の５２第１項第１号又は第２号に掲げる火災

漏えいした危険物の量を固定給油設備又は固定注油設備の最大

吐出量とし、及び燃焼継続時間を１０分間として計算する方法  

(ｂ ) 危告示第４条の５２第１項第３号掲げる火災  漏えいした

危険物の量を一のタンク室からの荷卸し速度とし、及び燃焼継

続時間をタンク室の荷卸しに要する時間として、各タンク室に

ついて計算する方法  

ｃ  防火塀等が開口部を有さず、かつ、給油取扱所に隣接し、又は

近接する建築物が木造の場合において、次の図の同心円中心部か

らの危険物の漏えいに伴う出火を想定したときは、次の図の建築

物の外壁のうちＡの部分について、輻射熱が危告示第４条の５２

第３項に定める式を満たすための措置が必要な部分となると解す

るものとする。（平成１８年９月１９日付け消防危第１９１号  

質疑）  
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ｄ  漏えいした危険物のプール火災を想定して、火災発生から一定

の輻射熱であると仮定し、「石油コンビナートの防災アセスメン

ト指針」参考資料２（災害現象解析モデルの一例）第４項（火

災・爆発モデル）に掲げる方法により防火塀等の高さを算出する

ことができるものとする。（平成１８年５月１０日付け消防危第

１１３号通知）  

ｅ  石油コンビナートの防災アセスメント指針を用いて防火塀等の

高さを算出する場合の例については、次によること。  

(ａ ) 火災想定等については、次のⅰからⅲまでに掲げる火災の

区分に応じ、それぞれ当該ⅰからⅲまでに定めるところによる

ものとする。  

ⅰ  危告示第４条の５２第１項第１号の固定給油設備（ホース

機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。）から自動車

等の燃料タンクに給油中に漏えいした危険物が燃焼する火災

次の (ⅰ )から (ⅴ )までに定めるところによる。  

(ⅰ ) 油種は、ガソリンとする。  

(ⅱ ) 火災の範囲は、車両給油口の直下を中心とした円の  

範囲とする。  

(ⅲ ) 火災発生からの輻射熱は、一定であるものとする。  

(ⅳ ) 燃焼時間は、１０分間とする。  

(ⅴ ) 漏えい流量は、５０リットル毎分とする。  

火炎  

Ａ  

木造建築物  

（輻射熱の強さをイメージ）  

防火塀等  

高さ２ｍ  

告示で定める式を満たさない範囲  
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ⅱ  危告示第４条の５２第１項第２号の固定注油設備（ホース

機器と分離して設置されるポンプ機器を除く。）から容器又

は車両に固定されたタンクに注油中に漏えいした危険物が燃

焼する火災  次の (ⅰ )から (ⅴ )までに定めるところによる。  

(ⅰ ) 油種は、灯油とする。  

(ⅱ ) 火災の範囲は、詰め替える容器を置く場所又は注入す

る移動タンク貯蔵所等の停車場所の中央を中心とした円の

範囲とする。  

(ⅲ ) 火災発生からの輻射熱は、一定であるものとする。  

(ⅳ ) 燃焼時間は、１０分間とする。  

(ⅴ ) 漏えい流量は、１８０リットル毎分とする。  

ⅲ  危告示第４条の５２第１項第３号に掲げる専用タンクに  

危険物を注入中に漏えいした危険物が燃焼する火災は、次の

(ⅰ )から (ⅴ )までに定めるところによる。  

(ⅰ ) 油種は、ガソリンとする。  

(ⅱ ) 火災の範囲は、移動タンク貯蔵所の荷卸しに使用する

吐出口の反対側の吐出口を外周とした円の範囲とする。  

(ⅲ ) 火災発生からの輻射熱は、一定であるものとする。  

(ⅳ ) 燃焼時間は、１０分間とする。  

(ⅴ ) 漏えい流量は、４００リットル毎分とする。  

(ｂ ) 給油取扱所に隣接する敷地に存する建築物が木造建築物で

ある場合における前 (ａ )の規定により想定した火災による輻射

熱の計算に必要となる数値は、次の表のとおりとする。  
 

火災の種類  給油中の火災  

（ 危 告 示 第 ４ 条

の ５ ２ 第 １ 項 第

１号）  

注油中の火災  

（ 危 告 示 第 ４ 条

の ５ ２ 第 １ 項 第

２号）  

荷卸し中の火災  

（ 危 告 示 第 ４ 条

の ５ ２ 第 １ 項 第

３号）  

火炎の範囲  車 両 給 油 口 の 直

下 を 中 心 と し た

円  

詰 め 替 え る 容 器

を 置 く 場 所 又 は

移 動 タ ン ク 貯 蔵

所 等 の 停 車 場 所

の 中 央 を 中 心 と

した円  

移 動 タ ン ク 貯 蔵

所 の 荷 卸 し に 使

用 す る 吐 出 口 の

反 対 側 の 吐 出 口

を外周とした円  

想定油種  ガソリン  灯油  ガソリン  

漏えい流量  

(ℓ／分 )  
５０  １８０  ４００  

燃焼時間  

(分 )  
１０  １０  １０  
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火災面積  

（㎡）  
１０．４  ３８．５  ８３．３  

火炎直径  

（ｍ）  
３．６  ７．０  １０．３  

火炎高さ  

（ｍ）  
５．４  １０．５  １５．５  

放射発散度  

（ kW／㎡）  
５８  ５０  ５８  

防火塀位置  

（ｍ）  

実際の距離を  

記載  

実際の距離を  

記載  

実際の距離を  

記載  

建築物距離  

（ｍ）  

実際の距離を  

記載  

実際の距離を  

記載  

実際の距離を  

記載  

許容熱量  

（ kW／㎡ )  
１４．１  １４．１  １４．１  

※１  計算により得られた数値に小数点以下の端数があるときは、小数点第

二位を四捨五入した数値とする。  

※２  火災発生箇所及び火炎直径については、平面図を参照すること。  

※３  輻射熱が一定であるとの想定により、防火塀位置及び建築物距離以外

の数値は変動しない。  
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(オ ) 防火塀等に開口部を設ける場合は、次によること。（平成１８

年５月１０日付け消防危第１１３号通知）  

ａ  開口部は、給油取扱所の事務所等の敷地境界側の壁に設ける場

合を除き、当該開口部の給油取扱所に面しない側の裏面における

輻射熱が危告示第４条の５２第３項に定める式を満たすものであ

ること。この場合において、同項に定める式を満たすかどうかを

判断する際、網入りガラス等が有する輻射熱を低減する性能を考

慮することができるものとする。  

ｂ  塀に開口部を設ける場合は、当該開口部に面する建築物の外壁

及び軒裏の部分において、当該開口部を通過した輻射熱及び塀の

上部からの輻射熱を併せて危告示第４条の５２第３項に定める式

木造建築物  

防火塀高さ  

火炎高さ  

建築物まで  

の距離  

防火塀位置  火炎直径  

危告示で定める式を  

満たさない部分  
措置が必要となる部分  

想定する火炎  固定給油設備  

許容される  

輻射熱の範囲  

車両給油口の直下の位置  

詰め替える容器を置く位置  

移動タンク貯蔵所等の停車場所の中央の位置  

移動タンク貯蔵所の荷卸しに使用する吐出口の反対側の吐出口の位置  
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を満たすこと。  

(カ ) 視認性が悪く、自動車等が出る際に交通事故が発生するおそれ

がある給油取扱所等においては、当該給油取扱所の周囲の状況から

延焼の危険性が低いと認められるときに限り、危令第２３条の規定

を 適 用 し 、 視 認 性 確 保 の た め 、 防 火 塀 等 （ 道 路 境 界 線 か ら １   

メートル以内の部分に限る。）に切欠きを設けることができるもの

とする。（平成３０年３月２９日付け消防危第４２号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  防火塀には、看板を設置することができるものとするが、防火塀の

上部に設置するものにあっては、当該防火塀の防火上の機能に支障が

生じるものであってはならない。（昭和６３年７月２６日付け消防危

第９１号質疑）  

(15) 危令第１７条第１項第２０号のポンプ室その他危険物を取り扱う室

（以下この号において「ポンプ室等」という。）については、次による

こと。  

ア  ポンプ室等には、油庫のほか危険物を取り扱う整備室等を含むもの

と解するものとする。（平成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

イ  自動車等の点検・整備を行う作業場であって三方が壁で囲まれたも

のは、整備室と解するものとする。（平成元年５月１０日付け消防危

第４４号通知）  

ウ  給油取扱所内で自動車等の整備に必要な潤滑油その他の危険物の貯

蔵、小分け等を行う場合は、原則として油庫を設けること。（◆）  

エ  前面側（自動車等の出入りする側）を開放して使用する整備室に当

該整備室内を有効に換気することができる室内換気用の換気扇その他

の換気設備を設置した場合は、当該整備室に可燃性蒸気等排出設備を

道路  

隣地  

給油取扱所  

防火塀  

排水溝  

高さ２ｍ  

１ｍ以内  
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設置しないことができるものとする。  

オ  貯留設備については、第１節第２第４項第７号の規定の例によるほ

か、次によること。  

(ア ) 図１のように、ポンプ室等で漏えいした危険物が全てピットに

設けた貯留設備に流入する構造となっている場合にあってはポンプ

室等に貯留設備が設けられたものとして取り扱い、図２のように、

ピットの外で漏えいした危険物がピットに設けた貯留設備に流入す

る構造となっていない場合にあってはポンプ室等に貯留設備が設け

られたものとして取り扱うことはできないものとする。（平成２年

３月３１日付け消防危第２８号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ ) 貯留設備としてためますを設ける場合は、原則としてためます

に排出口を設けないこと。ただし、ためますと油分離装置を接続す

る場合において、これらを接続する配管に閉鎖バルブを設けるとき

は、この限りでない。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質

疑）  

(16) 危令第１７条第１項第２１号の電気設備については、第１節第２第

９項の規定の例によるほか、次によること。   

ア  内燃機関による自家発電設備（非常用のものを除く。）を設ける場

合は、次によること。（平成４年２月６日付け消防危第１３号質疑）  

(ア ) 発電した電気は、常用電源の一部として使用するものであるこ

と。  

(イ ) 自家発電設備の燃料となる危険物の１日当たりの消費量は、  

指定数量未満の量であること。  

(ウ ) 自家発電設備は屋外に設置するとともに、当該自家発電設備の

周囲に高さ２メートル以上のブロック塀等（出入口（敷居の高さが

ピットのふち  
整備室  

貯留設備  

ポ ン プ 室 等 で 漏 え い し た 危 険 物

が 全 て ピ ッ ト に 流 入 す る 構 造 と

なっているもの  

整備室  

貯留設備  

ピット の外 で漏え いし た危 険

物がピ ット に流入 する 構造 と

なっていないもの  

ピット  ピット  

図１  図２  
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１５センチメートル以上であるものに限る。）を設けるものである

場合には、当該出入口に随時開けることができる自動閉鎖の特定防

火設備を設けたものに限る。）を設けること。（◆）  

イ  変電設備を設ける場合は、前ア (ウ )の規定の例によること。（◆）  

ウ  非常用発電設備を設置する場合は、次によること。  

(ア ) 固定式非常用発電設備を設ける場合は、ア (イ )及び (ウ )の規定

の例によること。  

(イ ) 次に掲げる基準に適合する場合は、移動式非常用発電機を地盤

面又は犬走りに設置することができるものとする。（平成３１年４

月１９日付け消防危第８１号質疑、令和６年２月２９日付け消防危

第４０号通知）  

ａ  移動式非常用発電機は、可燃性蒸気が滞留するおそれのある  

範囲以外の場所に設置すること。  

ｂ  移動式非常用発電機の設置場所は、車両の動線を考慮して自動

車等の出入り等に支障のない場所であること。  

ｃ  予防規程に必要な事項を記載すること。  

ｄ  ア (イ )の規定の例によること。  

エ  ロードヒーティングケーブル（以下このエにおいて「ケーブル」と

いう。）を設置する場合は、次によること。（昭和４０年１０月１２

日付け自消丙予発第１５７号質疑、昭和４２年７月２５日付け自消  

丙予発第５５号質疑）  

(ア ) ケーブルは、自動車等の荷重に十分耐えられるように設置する

こと。  

(イ ) ケーブルには、漏電電流を感知することができる装置を設ける

とともに、当該装置の受信機は、常時人がいる場所に設けること。  

(ウ ) ケーブルには、設定温度以上とならないための自動温度調整装

置を設けること。  

(エ ) ケーブルを地下貯蔵タンク及び配管の上面に設置しないこと。

ただし、次に掲げる基準に適合する場合にあっては、この限りでな

い。  

ａ  ケーブルは、地盤面からおおむね１００ミリメートルの位置に

設置すること。この場合において、地下貯蔵タンクの頂部は、地

盤面から６００ミリメートル下にあり、かつ、地盤面のコンク

リ ー ト の 厚 さ は 、 お お む ね １ ８ ０ ミ リ メ ー ト ル 以 上 で ３ ０ ０   

ミリメートル以下であること。  

ｂ  ケーブルは、地下貯蔵タンクのマンホール、排水溝及び油分離

装置の外端から水平距離で２００ミリメートル以上離れた位置に

設置すること。  

(オ ) 電気火災警報器を設置すること。  
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(カ ) 電線路ごとのケーブルの絶縁抵抗値は、電気設備に関する技術

基準を定める省令に定める規定に適合すること。  

(キ ) ケーブルの絶縁抵抗を年２回以上測定すること。  

(ク ) 危令第１７条第１項第２１号の規定に適合するように設けるこ

と。  

オ  太陽ヒーターを設置する場合は、次によること。（昭和５６年８月

１４日付け消防危第１０３号質疑）  

(ア ) 太陽ヒーターは、事務所等の建築物の屋根上に設けるとともに、

懸垂式固定給油設備の上屋に設置する場合は、危険物に係る配管等

の点検に支障がない位置に設置すること。  

(イ ) 事務所等の建築物の屋根は、太陽ヒーターの重量に対し、十分

安全な構造であること。  

(ウ ) 貯湯型給油器、ソーラーポンプ又は補助熱源を設ける場合は、

これらの機器を事務所内に設置すること。  

カ  太陽光発電設備を設置する場合は、第１節第２第９項第１２号の規

定の例によるほか、原則としてキャノピーの上及び建築物の屋根の上

以外の場所に太陽電池モジュールを設置しないこと。（◆）  

キ  顧客の磁気カード処理、伝票処理等を行うための端末機（危令第

１７条第１項第２１号の規定に適合するものに限る。）をアイランド

上の給油に支障のない位置に設置することができるものとする。この

場合において、当該端末機をボックスの中に設置するときは、当該

ボックスの構造は、危令第１７条第１項第１７号の規定に適合するも

のであること。（昭和５５年１１月２１日付け消防危第１４１号質疑、

昭和５６年５月９日付け消防危第５８号質疑）  

ク  セルフサービス用ユニット（オイル交換等の給油取扱所における

サービス業務を一の設備にとりまとめたものをいう。）を設置する場

合は、次によること。（昭和５７年７年２７日付け消防危第７８号質

疑）  

(ア ) サービス用ユニットの取付位置及び当該サービス用ユニットを

使用するために駐車する車両の位置は、給油業務に支障がなく、か

つ、専用タンク又は簡易タンクへの危険物の注入に支障のない場所

であること。  

(イ ) サービス用ユニットを使用する車両の駐車位置を地盤面に明示

するとともに、車止めその他の当該車両がサービス用ユニットに接

触しないための措置を講ずること。  

(ウ ) サービス用ユニットは、危令第１７条第１項第２１号の規定に

適合するように設けること。  

ケ  必要最小限のＰОＳ用カードリーダー、クイックサービス用ユニッ

トその他の設備（当該設備が可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場
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所に設ける電気設備である場合にあっては、防爆構造であるものに限

る。）をアイランド及び犬走りに設けることができるものとする。

（昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知、昭和６２年６月

１７日付け消防危第６０号質疑）  

コ  洗濯機を設置する場合は、次によること。  

(ア ) 設置場所は、次に掲げる場所以外の火災予防上安全な場所と

すること。  

ａ  第１節第２第９項第４号に規定する第１類危険箇所及び第２類

危険箇所  

ｂ  給油空地等に係る場所  

(イ )  前 (ア )ａに掲げる場所に洗濯機を設置する場合は、洗濯機の  

周囲に不燃材料で造った囲い（可燃性の蒸気を遮断するように設け

られたものに限る。）を設けること。  

(ウ ) 洗濯機は、高さ１５センチメートル以上のコンクリートその他

の不燃性の台に容易に移動しないように固定すること。（◆）  

サ  電撃式殺虫器は、設置することができないものとする。（昭和４３

年７月３１日付け消防予第１８０号質疑）  

(17) 附随設備については、次によること。  

ア  附随設備（レールを有するものにあっては、レールを含む。）は、

専用タンク（スラブを含む。）及び廃油タンク（スラブを含む。）の

上部並びに給油空地等以外の場所に設置すること。ただし、これらの

タンクの点検、整備等に支障がない場合にあっては、スラブの上部に

レールを敷設することができるものとする。（昭和５８年１１月１５

日付け消防危第１１７号質疑）  

イ  危則第２５条の５第２項第１号の自動車等の洗浄を行う設備につい

ては、次によること。  

(ア ) 門型洗車機は、固定給油設備に最も接近した時の門型洗車機の

位置と固定給油設備との間の距離が危則第２５条の５第２項第１号

ロの表に定める距離以上離れることとなる場所に設置すること。

（昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知）  

(イ ) 洗車機に熱風器を設置することはできないものとする。（昭和

４７年２月１０日付け消防予第５４号質疑）  

(ウ )  洗 車 排 水 処 理 循 環 装 置 を 設 置 す る 場 合 は 、 次 に よ る こ と 。  

（昭和５２年４月５日付け消防危第６１号質疑）  

ａ  装置は、漏水するおそれのない構造であること。  

ｂ  装置の電気設備は、防爆構造のものであること。  

ｃ  装置は、給油業務に支障がない場所に設置すること。  

ｄ  装置は、転倒することがないよう堅固に固定すること。  

ウ  危則第２５条の５第２項第２号の自動車等の点検・整備を行う設備
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については、次によること。  

(ア ) 自動車等の点検・整備を行う設備とは、オートリフト（油圧式

及 び 電 動 式 の も の を 含 む 。 ） 、 ピ ッ ト 、 オ イ ル チ ェ ン ジ ャ ー 、

ウォールタンク、タイヤチェンジャー、ホイルバランサー、エアー

コンプレッサー、バッテリーチャージャー等をいうものとする。

（昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知）  

(イ )  屋外の整備用リフトは、当該整備用リフトの最外側の位置と  

固定給油設備及び道路境界線との間の距離が危則第２５条の５第２

項第２号イの表に定める距離以上離れることとなる場所に設置する

こと。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(ウ ) オートリフト、オイルチェンジャー、ウォールタンク等の危険

物を取り扱う設備については、次によること。（昭和６２年４月

２８日付け消防危第３８号通知）  

ａ  危険物を収納する部分は、次の表に掲げる危険物を収納する部

分の容量の区分に応じ、それぞれ同表に定める板厚の鋼板又はこ

れと同等以上の強度を有する金属板で気密に造るとともに、原則

として屋内又は地盤面下に設けること。（◆）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ  地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。  

ｃ  ウォールタンクには、通気管、液面計等を設けるとともに、  

外面にさび止めのための措置を講ずること。  

エ  クイックサービス（蒸気洗浄機、洗車機、自動車等の点検・整備を

行う設備、小型の測定器類等を用いることなく提供される自動車等に

危険物を収納する部分の容量  板厚  

４０ℓ以下  
１．０ｍｍ  
以上  

４０ℓを超え１００ℓ以下  
１．２ｍｍ  
以上  

１００ℓを超え２５０ℓ以下  
１．６ｍｍ  
以上  

２５０ℓを超え５００ℓ以下  
２．０ｍｍ  
以上  

５００ℓを超え１，２００ℓ以下  
２．３ｍｍ  
以上  

１，２００ℓを超え２，０００ℓ以下  
２．６ｍｍ  
以上  

２，０００ℓを超える  
３．２ｍｍ  
以上  
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関する軽易な役務をいう。）は、自動車等の洗浄を行う設備又は自動

車等の点検・整備を行う設備に該当しないものと解するものとする。

（昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知）  

オ  危則第２５条の５第２項第４号の尿素水溶液供給機については、次  

によること。（令和６年２月２９日付け消防危第４０号通知）  

(ア ) 電動ポンプにより払い出すディスペンサー型のものについては、

内蔵されている電動ポンプ等の電気設備（防爆構造のものを除く。）

を、可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所に設置すること。  

(イ ) 重力により払い出すプラスチック容器型のものについては、隣

接する固定給油設備等に衝突しないよう固定する措置を講ずること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可燃性蒸気滞 留範囲  

電気設備収納 部  

タンク部  

６０ｃｍ  

６０ｃｍ  

ディスペンサー型の尿素水溶液供給機の設置例  

尿 素 水 溶 液  

供 給 機  

落 差 確 保 の  

た め の 架 台  

ア イ ラ ン ド  

重力により払い出すプラスチック容器型の尿素水溶液供給機の設置例  

ボルト  

ボルト  

押さえ金具等  

固

定

方

法

の

例

①  

固

定

方

法

の

例

②  

※  通 常 の 使 用 方 法 に お い て

容 易 に 移 動 し 、 又 は 転 倒 し な

いように固定  
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カ  危則第２５条の５第２項第５号の急速充電設備については、次によ

ること。（令和６年２月２９日付け消防危第４０号通知）  

(ア ) 危則第２５条の５第２項第５号イ (１ )の可燃性の蒸気が滞留す

るおそれのない場所とは、第１節第２第９項第４号ウ (カ )ａ及びｂ

に掲げる範囲以外の場所をいうものとする。  

(イ ) 危則第２５条の５第２項第５号ハの危険物の流出その他の事故

により発生した可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所とは、第

１節第２第９項第４号ウ (キ )ａからｅまでに掲げる範囲以外の場所

をいうものとする。  

キ  危則第２５条の５第３項に規定する附随設備に収納する危険物の数

量の総和及び油庫等に貯蔵する危険物の数量は、それぞれ指定数量未

満とすること。（昭和６２年４月２８日付け消防危第３８号通知）  

(18) 給油等に支障がないと認められる部分においては、附随設備以外の

設備を設置することができるものとし、当該附随設備以外の設備を設置

する場合は、次によること。  

ア  看板類を設置する場合は、次によること。  

(ア ) 幕、布等は、防炎処理を施したものを使用すること。（平成元

年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(イ ) 材料は、原則として不燃材料とすること。ただし、設置場所に

応じて次のとおりとすることができる。  

ａ  防火塀の上部に設置する不燃材料で造った看板の広告面に紙等

による掲示を行うことができるものとする。（昭和４５年８月４

日付け消防予第１６０号質疑）（図中ａ部分）  

ｂ  防火塀の表面又は上部に設置する看板は、不燃材料で造ること。

（昭和４５年８月４日付け消防予第１６０号質疑、平成３１年４

月１９日付け消防危第８１号質疑）（図中ｂ部分）  

ｃ  事務所等の建築物の外壁に設置する看板は、難燃性の材料で造

ることができるものとする。この場合において、当該看板が照明

器具を内蔵するものであるときは、当該照明器具の点滅器を事務

所内に設置する等危令第１７条第１項第２１号の規定に適合する

ように設置すること。（昭和４５年８月４日付け消防予第１６０

号質疑、昭和４５年１１月２１日付け消防予第２３１号質疑）

（図中ｃ部分）  

ｄ  キャノピーの柱間に設ける不燃材料で造ったはり等の構造体に

設置する看板は、難燃性の材料で造ることができるものとする。

この場合において、当該看板が照明器具を内蔵するものであると

きは、危令第１７条第１項第２１号の規定に適合するように設置

すること。（昭和４７年２月１０日付け消防予第５５号質疑）

（図中ｄ部分）  
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ｅ  キャノピーの側面に設置する看板は、難燃性の材料で造ること

ができるものとする。（昭和４７年２月１０日付け消防予第５５

号質疑）（図中ｅ部分）  

ｆ  防火塀の表面又は上部以外の部分に設置する看板（事務所等の

建築物の屋上に設置する看板及びサインポールを除く。）は、難

燃性の材料で造ることができるものとする。（平成３１年４月

１９日付け消防危第８１号通知）（図中ｆ部分）  

ｇ  事務所等の建築物の屋上に設置する看板は、アクリル樹脂その

他の難燃性以外の材料で造ることができるものとする。（昭和

４７年１月１２日付け消防予第３０号質疑、平成３１年４月１９

日付け消防危第８１号質疑）（図中ｇ部分）  

ｈ  サインポールは、アクリル樹脂その他の難燃性以外の材料で造

ることができるものとする。（昭和４５年１１月２１日付け消防

予第２３１号質疑、平成３１年４月１９日付け消防危第８１号質

疑）（図中ｈ部分）  

(ウ ) 看板の種類、設置場所、大きさ等については、次によること。  

ａ  給油取扱所の業務に支障のない範囲であれば、キャノピー上に

給油取扱所の業務と直接関係のない家電製品等の看板を設けるこ

とができるものとする。（平成１０年１０月１３日付け消防危第

９０号質疑）  
ｂ  危令第１７条第１項第６号の規定による標識及び掲示板の視認

が妨げられない位置に設置すること。（昭和４４年５月２３日付

け消防予第１６８号質疑）  

ｃ  看板の大きさ及び取付位置については、給油業務及び自動車等

の通行に支障のない範囲とすること。（平成３１年４月１９日付

け消防危第８１号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 

ａ、 b 

防火塀  

ｃ  

ｄ（ｆ）  

ｅ（ｆ）  
ｅ（ｆ）  

ｇ  
ｈ  

建築物  

キャノピー  

（ｆ）  

照明器具  
（防水型）  

サインポール  
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イ  防火塀の付近、事務所等の付近その他の給油業務及び自動車等の通

行に支障のない場所に花壇及び池を設置することができるものとする。

（昭和４６年４月２３日付け消防予第６５号質疑）  

ウ  建築物にボイラーを設置する場合は、次によること。（◆）  

(ア ) ボイラー室は、漏れた可燃性の蒸気がその内部に流入しない構

造とすること。  

(イ ) ボイラー室は、耐火構造とすること。  

(ウ ) ボイラー室の開口部は、整備室、給油空地等に面する部分に設

けないこと。  

エ  コインランドリー及び事務所において使用する燃料を貯蔵する液化

石油ガス（このエにおいて「ＬＰＧ」という。）を圧縮機及び充填用

ポンプを要しないバルク貯槽（貯蔵能力が１，０００キログラム未満

のものに限る。このエにおいて同じ。）で設置する場合は、次による

こと。（平成１０年１０月１３日付け消防危第９０号質疑）  

(ア ) ＬＰＧバルク貯槽及び附属設備（以下このエにおいて「ＬＰＧ

バルク貯槽等」という。）は、給油空地等以外の場所に設置するこ

と。  

(イ ) ＬＰＧバルク貯槽は、地下に設置すること。ただし、専用タン

ク又は廃油タンク等の注入口から８メートル以上離れた位置に設置

する場合は、ＬＰＧバルク貯槽を地上に設置することができるもの

とする。  

(ウ )  ＬＰＧバルク貯槽等には、自動車等の衝突を防止するための  

措置を講ずること。  

(エ )  ＬＰＧバルク貯槽等に係るガス配管は、自動車等が衝突する  

おそれのない場所及び (ア )の例により設置すること。  

(オ ) ＬＰＧタンクローリーの停車位置は、給油空地等以外の場所で、

かつ、専用タンク、廃油タンク等の注入口から８メートル以上離れ

た場所とすること。この場合において、当該停車位置を地盤面に  

明示すること。  

(カ ) ＬＰＧタンクローリーからのＬＰＧの受入れに係る安全対策に

ついて、予防規程に定めること。  

オ  携帯型電子機器を設ける場合は、次によること。  

(ア ) 給油空地等で使用する携帯型電子機器は、防爆構造のもの又は

次のａからｄまでに掲げるいずれかの規格に適合するものとすると

ともに、肩掛け紐付きカバー等の落下を防止するための措置が講じ

ら れ た も の で あ る こ と 。 （ 平 成 ３ ０ 年 ８ 月 ２ ０ 日 付 け 消 防 危 第

１５４号通知）  

ａ  国際電気標準会議規格（ＩＥＣ）６０９５０－１  

ｂ  ＪＩＳ  Ｃ６９５０－１（情報技術機器－安全性－第１部：  
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一般要求事項）  

ｃ  国際電気標準会議規格（ＩＥＣ）６２３６８－１  

ｄ  ＪＩＳ  Ｃ６２３６８－１（オーディオ・ビデオ、情報及び  

通信技術機器－第１部：安全性要求事項）  
(イ ) 給油取扱所には、「可燃性蒸気流入防止構造等の基準について」

（平成１３年３月３０日付け消防危第４３号通知）別添に基づき、

可燃性蒸気流入防止構造を有する固定給油設備又は固定注油設備の

管理区域（非危険場所）内に固定して設置する等可燃性の蒸気が流

入するおそれがない範囲で設置する場合に限り、電子決済方式用電

子機器（交通系ＩＣカードなどの非接触型ＩＣカード、携帯電話等

の電子機器に表示した二次元バーコードの情報を読み取る機能を有

する電子決済方式用の電子機器をいう。以下同じ。）を設置するこ

とができるものとする。この場合において、顧客が所有する二次元

バーコードを表示した携帯電話などの電子機器の落下防止措置とし

て、電子決済方式用電子機器の近傍において、画面、音声等（画面、

音声等の準備期間中における当該画面、音声等に替わるステッカー

を含む。）により当該電子機器が落下しないよう注意喚起を行うこ

と。（令和３年２月２２日付け消防危第２０号質疑）  

(19) 建築物の周囲の空地において物品の販売その他の危則第４０条の３

の６第１項に定める業務を行う場合は、「給油取扱所における屋外での

物品の販売等の業務に係る運用について」（令和２年３月２７日付け消

防危第８８号通知）、「給油取扱所に関する参考資料の送付について」

（令和２年３月３０日付け事務連絡）及び「危険物の規制に関する政令

等の一部改正に伴う給油取扱所の運用について」（令和６年２月２９日

付け消防危第４０号通知）により行うこと。  

４  屋内給油取扱所については、次によること。  

(１ ) 屋内給油取扱所を設置することができる建築物については、次によ

ること。  

ア  屋内給油取扱所を設置することができる建築物であるか否かについ

ては、事務所等の診療室その他の給油取扱所以外の用途に供する部分

のうち主たる用途に供される部分に機能的に従属していると認められ

る部分は、当該主たる用途に供される部分に含まれると解した上で判

断すること。（平成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

イ  危則第２５条の７の建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外

の部分については、次によること。  

(ア ) 危則第２５条の４第１項第５号に規定する事務所（以下「本店

事務所等」という。）の用に供する部分を給油取扱所の用に供する

部分に含めるか給油取扱所の用に供する部分以外の部分に含めるか

については、設置許可又は変更許可の申請に係る申請者が選択する
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ことができるものとする。（平成元年３月３日付け消防危第１５号

通知）  

(イ ) 次の図に示すような場合は、斜線部分が危則第２５条の７の建

築物の屋内給油取扱所の用に供する部分以外の部分に該当するもの

とする。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  危則第２５条の７に規定する自動火災報知設備を設置する場合は、

次によること。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号通知）  

(ア ) 給油取扱所以外の部分に自動火災報知設備が設置されている場

合は、次の図のとおりとすること。この場合においては、屋内給油

取扱所に設置されている自動火災報知設備の受信機を建築物の屋内

給油取扱所以外の部分に設置されている受信機と接続し、地区音響

装置を兼用することができるものとし、及び建築物の屋内給油取扱

所以外の部分に設置されている受信機と屋内給油取扱所の受信機を

兼用し、屋内給油取扱所に受信機を設けないことはできないものと

する。  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(イ ) 給油取扱所以外の部分に自動火災報知設備が設置されていない

場合は、次の図のとおりとすること。  

４階  

３階  

２階  

１階  販売室  

事務所  

給油取扱所  

給 油 取 扱 所 部 分  

給 油 取 扱 所  

B 

B 

感 知 器  受 信 機  

地 区 音 響 装 置  

 

以 外 の 部 分  
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(２ ) 危令第１７条第２項第３号の通気管については、次によること。  

ア  通気管（その先端の部分を含む。）は、その立ち上がり部分が危令

第１７条第２項第９号に規定する通風及び避難のための空地内になく、

かつ、避難上支障がない場合には、当該空地内に設置することができ

るものとする。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

イ  危則第２０条第５項の建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の

可燃性の蒸気が滞留するおそれのない場所とは、換気のよい自動車等

の出入口付近の場所をいうものと解するものとする。（平成元年３月

３日付け消防危第１５号通知）  

ウ  通気管は、危則第２５条の１０第３号の屋根又は耐火性能を有する

ひさしを貫通して設けることができるものとする。この場合において、

当 該 通 気 管 が 貫 通 す る 部 分 に は 、 埋 戻 し 等 の 措 置 を 講 ず る こ と 。

（  平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(３ ) 危令第１７条第２項第４号の危険物の過剰な注入を自動的に防止す

る設備については、次によること。  

ア  当該設備は、専用タンクの直上部又は注入管の途中（遠方注入口の

付近を含む。）に設けること。（平成元年５月１０日付け消防危第

４４号質疑）  

イ  当該設備は、次に掲げる機構を有するもの又はこれと同等以上の機

能を有するものであること。  

(ア ) 専用タンクの容量以下に設定された量（以下このイにおいて

「設定量」という。）の危険物が注入された場合に、タンク内に設

置されたフロートの作動により注入管を閉鎖する機構（フロート式）

（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(イ ) 設定量の危険物が注入された場合に、液面測定装置等と連動し

て注入管に設けられたバルブを自動的に閉鎖する機構（平成元 年  

５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(４ ) 柱、はり等を耐火構造とした上屋の中に、給油取扱所の業務を行う

B 

給 油 取 扱 所  

給 油 取 扱 所 部 分  以 外 の 部 分  

給 油 取 扱 所  

給 油 取 扱 所 部 分  

B 

B 

受 信 機  感 知 器  

以 外 の 部 分  
地 区 音 響 装 置  
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ための事務所等の用途に供する建築物を上屋の躯体と独立して設ける場

合は、当該建築物の部分は、危令第１７条第２項第５号の規定に適合し

なければならない。（昭和６２年９月９日付け消防危第９１号質疑）  

(５ ) 危令第１７条第２項第９号に規定する建築物の屋内給油取扱所の用

に供する部分の１階の二方について、自動車等の出入りする側又は通風

及び避難のための危則で定める空地に面するとともに、壁を設けないこ

とについては、次によること。  

ア  建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の１階の二方について、

自動車等の出入りする側に面するとともに、壁を設けていないと認め

られる場合及び認められない場合の例は、次図のとおりとする。（平

成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(ア ) 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の１階の二方が、自

動車等の出入りする側に面するとともに、壁を設けていないと認め

られる場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ ) 建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分の１階の二方につい

て、自動車等の出入りする側に面するとともに、壁を設けていない

と認められない場合  

 

 

 

 

 

 

防火塀等  

事務所等  

キ ャ ノ ピ ー  
道路  

給油取  

扱所外  

道路  

道路  

防火塀等  

事務所等  

キ ャ ノ ピ ー  道路  

認められる場合の例  

認められない場合例１  
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イ  危令第１７条第２項第９号の通風及び避難のための総務省令で定め

る空地については、次によること。  

(ア ) 危則第２５条の８第１号の屋外の場所とは、上屋等一切の建築

物が設けられていない場所をいうものとする。（平成元年３月３日

付け消防危第１５号通知）  

(イ )  自動車等の出入りの用に供することはできないものとする。

（平成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

(ウ ) 物品を存置すること並びに駐車し、及び停車することはできな

いものとする。（平成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

(エ ) 内部に段差を設けることその他避難上支障となる構造とするこ

とはできないものとする。（平成元年５月１０日付け消防危第４４

号質疑）  

(オ ) 漏れた危険物が浸透しないための舗装をせず、又はアスファル

トによる舗装をすることができるものとする。この場合において、

漏えいした危険物が当該空地に流入しないように当該空地と給油空

地等との境界に排水溝を設ける等の措置を講ずること。（平成元年

５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(カ ) 地盤面下に専用タンクを埋設することができるものとする。た

だし、当該空地内で移動貯蔵タンクから専用タンクに危険物を注入

道路  

防火塀等  

事務所等  

キ ャ ノ ピ ー  
道路  

認められない場合例３  

道路  

防火塀等  

事務所等  

キ ャ ノ ピ ー  

道路  

防火塀等  

認められない場合例２  
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することはできないものとする。（平成元年５月１０日付け消防

危第４４号質疑）  

(キ ) 当該空地に面する防火塀の上方又は側面に看板を設置すること

ができるものとする。ただし、当該空地内に張り出した状態で看板

を設置することはできないものとする。（平成元年５月１０日付け

消防危第４４号質疑）  

(ク ) 次の図に示す位置に油庫が設けられている場合に、当該油庫の

空地に面する側の壁に設ける出入口が随時開けることができる自動

閉鎖のものであるときは、危令第２３条の規定を適用し、危則第  

２５条の８第２号の規定（当該空地の奥行に係る部分に限る。）を

適用しないことができるものとする。（平成２年５月２２日付け消

防危第５７号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ケ ) 当該空地として認められる場合及び当該空地として認められな

い場合の例は、次によること。（平成元年５月１０日付け消防危第

４４号質疑）  

ａ  当該空地として認められる場合の例は、次の図のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

油庫  事務室及び販売室  

キャノピー  

６ｍ以上  

通風及び  

避難のための  

空地  

事 務 所 等  

キャノピー  
空地  

防火塀等  

道路  

①  空地が事務所等と接して  

いない場合  

事務所等  

空地  

防火塀等  

道路  

②  空地を給油取扱所の  

  端にとらない場合  

遠方  

注入口  
キャノピー  

給 油 等 の た め の 作 業 場  給 油 等 の た め の 作 業 場  
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ｂ  当該とて認められない場合の例は、次の図のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  危令第１７条第２項第９号ただし書の総務省令で定める措置につい

ては、次によること。  

(ア ) 危則第２５条の９第１号イの給油取扱所の敷地外に直接通ずる

避難口については、次によること。  

事務所等  

道路  

キャノピー  

事務所等  

キャノピー  

④  給油又は灯油若しくは軽油の  
詰め替えのための作業場の奥行  
に満たない場合  

道路  

奥行  

奥行  

③  給油又は灯油若しくは  
軽油の詰め替えのための  
作業場の奥行に満たない  
場合  

給 油 等 の た め の 作 業 場  給 油 等 の た め の 作 業 場  

空地  

空地  

事務所等  
キャノピー  

空地  

防火塀等  

道路  

①  給油又は灯油若しくは  
軽油の詰め替えのための  
作業場の奥行に満たない  
場合  

事 務  

所 等  

キャノピー  

防火塀等  

道路  

②  建築物の裏及び横に  

空地をとる場合  

車両通路  

出口  

空地  

給 油 等 の た め の 作 業 場  

給 油 等 の た め の 作 業 場  

事務所等  

空地  

防火塀等  

道路  

③  空地の上方にはりがある場合  

事務所等  

キャノピー  空地  

防火塀等  

道路  

④  空地を斜めにとる場合  

６ｍ  

キャノピー  

はり  

６ｍ  

給 油 等 の た め の 作 業 場  

給 油 等 の た め の  

作 業 場  
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ａ  危則第２５条の９第１号イの給油取扱所の敷地外に直接通ずる

とは、給油取扱所以外の用途に供する部分を通ることなく直接避

難できることをいうものと解するものとする。（平成元年３月  

３日付け消防危第１５号通知）  

ｂ  避難口から直接通ずる給油取扱所の敷地外にある空地を第三者

が所有する場合にあっては、当該空地は、常時確保された状態に

あること。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｃ  避難口から直接通ずる給油取扱所の敷地外にある空地に第三者

が所有する建築物があり、当該建築物を通らなければ安全な場所

に避難することができない場合にあっては、当該建築物内が常時

避難できる状態に維持されていること。（平成元年５月１０日  

付け消防危第４４号質疑）  

ｄ  給油取扱所の建築物の危則第２５条の４第１項第１号の用途に

供する部分の各部分から１０メートル以内の範囲にある防火塀に

給油取扱所の敷地外に直接通ずる避難口（随時開けることができ

る自動閉鎖の特定防火設備が設けられたものを含む。）を設けた

場合は、危則第２５条の９第１号の規定には適合しないことに留

意すること。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｅ  避難口の設置数は、必要最小限の数とすること。（平成元年  

５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｆ  危則第２５条の９第１号イの事務所等とは、危則第２５条の  

４第１項第２号から第４号まで及び第６号の用途に供する部分を

いうものと解するものとする。（平成元年５月１０日付け消防危

第４４号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道路  

洗車機  

避難に要する 事務所等  

危則第２５条の４第１号の  

用途に供する部分  

通
路 

防
火
塀
等 

屋外の空地  

整 備 室  

０．９ｍ  

以上  

敷

地  

境

界

線  

屋

外

の

空

地

に

該

当

し

な

い 

 

１０ｍ以下  
１ ０ ｍ 以 下  

随時開けるこ とができる自 動閉鎖の特定 防火設備  

ひ さ し 線  

窓にははめご ろし戸で  

 
ある防火設備  

 

（◆）  

１０ｍ以上  
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(イ ) 危則第２５条の９第１号ロの自動車等の出入する側に面する屋

外の空地のうち避難上安全な場所については、次によること。  

ａ  危則第２５条の９第１号ロに規定する屋外の空地とは、給油又

は灯油若しくは軽油の詰め替えのための作業場の用途に供する建

築物と道路との間にある一切の建築物が設けられていない場所を

いうものと解するものとする。なお、当該建築物が直接道路境界

線に接するときは、道路境界線をいうものと解するものとする。

（平成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

ｂ  次の図において、Ａの部分にあっては危則第２５条の９第１号

ロの自動車等の出入する側に面する屋外の空地のうち避難上安全

な場所として認められるが、Ｂの部分にあっては当該場所として

認められないものとする。（平成元年５月１０日付け消防危第

４４号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ウ ) 危則第２５条の９第２号のその他避難上支障のある場所とは、

給油又は灯油若しくは軽油の詰め替えのための作業場の用途に供す

る建築物の自動車等の出入口の付近等をいうものとする。（平成元

年３月３日付け消防危第１５号質疑）  

(エ ) 危則第２５条の９第３号の可燃性の蒸気を回収する設備とは、

移動貯蔵タンクに専用タンクの可燃性の蒸気を戻すベーパーリカバ

リー装置、可燃性の蒸気を吸着、凝縮等の方法により回収する設備

等をいうものとする。（平成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

(オ ) 危則第２５条の９第４号の可燃性の蒸気を検知する警報設備を

設置する場合は、次によること。（平成元年３月３日付け消防危第

１５号通知、平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ａ  危則第２５条の９第４号に規定する危則第２５条の４第１項第

３号の用途に供する部分で床又は壁で区画されたものとは、当該

用途に供する部分で自動車等の出入口を除き床及び壁で区画され

事務所等  

Ｂ  

Ａ  

キャノピー  

道路  

防火塀等  
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たものをいうものとする。（平成元年３月３日付け消防危第１５

号通知）  

ｂ  危則第２５条の９第４号に規定する危則第２５条の４第１項第

３ 号 の 用 途 に 供 す る 部 分 で 床 又 は 壁 で 区 画 さ れ た も の に は 、

シャッターで区画された当該用途に供する部分を含むものとする。

（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｃ  警報設定値は、設置場所における周囲の雰囲気の温度において、

おおむね爆発下限界の４分の１以下の値であること。（平成元年

５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｄ  警報設備は、防爆性能を有するものであること。（平成元年５

月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｅ  警報を発した後は、可燃性の蒸気の濃度が変化しても、所要の

措置を講じない限り、警報を発し続けるものであること。（平成

元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｆ  警報設備は、床面からの高さがおおむね１５センチメートル以

下 の 可 燃 性 の 蒸 気 を 有 効 に 検 知 で き る 位 置 に 設 置 す る こ と 。

（  平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｇ  受信機は、事務所その他の常時従業員がいる場所に設置するこ

と。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｈ  警報音は、事務所その他の常時従業員がいる場所において聞き

取ることができるものであること。（平成元年５月１０日付け消

防危第４４号質疑）  

(カ ) 危則第２５条の９第５号の自動車等の衝突を防止するための措

置とは、固定給油設備等を懸垂式のものとすること、固定給油設備

等の周囲に地盤面からの高さがおおむね８０センチメートル以上の

防護柵等を設けること等をいうものとする。（平成元年３月３日付

け消防危第１５号通知、平成元年５月１０日付け消防危第４４号質

疑）  

(６ ) 屋内給油取扱所に地階を設ける場合は、地階に通ずる階段等を事務

所等の中に設けるとともに、可燃性の蒸気の地階への滞留を防止するた

めの措置を講ずること。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(７ ) 危令第１７条第２項第１１号に規定する建築物の屋内給油取扱所の

用に供する部分の上部に上階がある給油取扱所については、次によるこ

と。  

ア  危則第２５条の１０第１号の上階への延焼防止上安全な建築物の屋

内給油取扱所の用に供する部分とは、建築物内の出入口付近以外の場

所であって、屋根の先端部から可能な限り離れた場所をいうものとす

る。（平成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

イ  危則第２５条の１０第１号に規定する延焼防止上有効な幅を有する

361



屋根と外壁との接続とは、給油又は灯油若しくは軽油の詰め替えのた

めの作業場の出入口の幅以上で屋根が外壁と接続することをいうもの

とする。（平成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

ウ  危則第２５条の１０第２号に規定する危険物の漏えい範囲を局限化

するための設備及び漏れた危険物を収容する設備については、次によ

ること。  

(ア ) 危険物の漏えい範囲を局限化するための設備については、次に

よること。  

ａ  当該設備は、給油空地等以外の場所に設けること。（平成元年

５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｂ  当該設備の設置範囲は、専用タンクの注入口及び危則第２５条

第２号に掲げるタンクの注入口並びに移動タンク貯蔵所の注入

ホース及び吐出口の部分から漏れた危険物を他に拡大させない範

囲とすること。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ｃ  注入口付近の床に適当な傾斜を付け、かつ、当該床の周囲に排

水溝を設けた場合は、当該設備を設けたものとして取り扱うこと

ができるものとする。（平成元年３月３日付け消防危第１５号  

通知）  

(イ ) 漏れた危険物を収容する設備については、次によること。  

ａ  当該設備と専用タンク又は廃油タンク等を兼用することはでき

ないものとする。  

ｂ  当該設備は、鋼製、ＦＲＰ製又はコンクリート造の槽とすると

ともに、当該槽内に収容した危険物等を抜き出せる構造とするこ

と。  

エ  危則第２５条の１０第２号の可燃性の蒸気を検知する警報設備は、

第５号ウ (オ )（ａ及びｂを除く。）の規定の例により設けること。

（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

オ  危則第２５条の１０第３号に規定する危則第２５条の４第１項第  

１号の用途に供する部分の開口部の上部に設ける屋根又はひさし（以

下このオにおいて「ひさし等」という。）については、次によること。  

(ア ) 危則第２５条の１０第３号の耐火性能とは、３０分以上の耐火

性能をいうものとする。（平成元年３月３日付け消防危第１５号通

知）  

(イ ) 上階の外壁から水平距離１．５メートル以上張り出したひさし

等を設けることが困難な場合は、ひさし等の先端部に次に掲げる  

ドレンチャー設備を設けるときに限り、危令第２３条の規定を適用

し、ひさし等の上階の外壁から張り出した水平距離を１メートル  

以上とすることができるものとする。なお、危令第２３条の規定を

適用しても、当該水平距離を１メートル未満とすることはできない
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ものとする。（平成元年３月３日付け消防危第１５号 通知、平 成  

元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

ａ  ドレンチャーヘッドは、ひさし等の先端部に当該先端部の長さ

２．５メートル以下ごとに１個設けること。（平成元年３月３日

付け消防危第１５号通知）  

ｂ  水源は、その水量がドレンチャーヘッドの設置個数に１．３立  

方メートルを乗じて得た量以上の量となるよう設けること。（平

成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

ｃ  ドレンチャー設備は、全てのドレンチャーヘッドを同時に使用

した場合に、それぞれのヘッドの先端において、放水圧力が０．３

メガパスカル以上で、かつ、放水量が１３０リットル毎分以上の

性能を有するものとすること。（平成元年３月３日付け消防危第

１５号通知）  

ｄ  ドレンチャー設備は、手動により起動する方式とすること。た

だし、閉鎖型スプリンクラーヘッドを感知用ヘッドとした自動起

動方式を併用することができるものとする。  

ｅ  配管にあっては施行規則第１２条第１項第６号の規定の例によ

り、加圧送水装置にあっては同項第７号の規定の例により設ける

こと。  

ｆ  ドレンチャー設備には、予備動力源を設けること。（平成元年

５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(ウ ) 屋内給油取扱所の上階に屋根のない貸駐車場を設ける場合は、

建築物の危則第２５条の４第１項第１号に規定する用途に供する  

部分の開口部の上部に駐車する車両の高さ以上の高さの壁を設ける

ことにより、危令第２３条の規定を適用し、危則第２５条の１０

第４号に定める措置を講じないことができるものとする。（平成元

年５月１０日付け消防危第４４号質疑、平成２年３月３１日付け

消防危第２８号質疑）  

カ  危則第２５条の１０第４号に規定するひさし等の先端と上階の開口

部までの間に保つ距離については、次によること。  

(ア ) 危則第２５条の１０第４号の上階の開口部とは、危則第２５条

の４第１項第１号に規定する用途に供する部分の開口部の直上にあ

る開口部をいうものと解するものとする。（平成元 年５月１０日  

付け消防危第４４号質疑）  

(イ ) 前オ (イ )に規定する場合において、ひさし等の先端部にドレン

チャー設備を設けたときの危則第２５条の１０第４号に規定する水

平距離とは、危令第２３条の規定を適用して１メートル以上とした

ひさし等の上階の外壁から張り出した水平距離をいうものとする。

（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  
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(ウ ) 危則第２５条の１０第４号ロの延焼防止上有効な措置を講じた

開口部とは、温度変化に対し通常有している強度以上の強度を有す

る強化ガラス（ＪＩＳ  Ｒ  ３２０６に定める強化ガラスをいう。）

を用いたはめごろし戸を設けた開口部をいうものとする。（平成元

年３月３日付け消防危第１５号通知）  

キ  次の図のように、平家建の建築物を有する屋外給油取扱所の給油空

地に、１階をピロティーとし、敷地外から張り出した耐火構造の建築

物を設けた場合に、危則第２５条の６に規定する要件を満たすときは、

１階ピロティーのうち給油取扱所の用に供する部分は、危令第１７条

第２項第１１号に規定する建築物の屋内給油取扱所の用に供する部分

の上部に上階を有する場合に必要な措置を講じなければならないもの

とする。この場合において、事務所等及びキャノピーは、耐火構造と

しなければならない。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ク  屋内給油取扱所の上部に、屋根のない貸駐車場を設けることができ

るものとする。この場合において、当該貸駐車場の部分は、危令第

１７条第２項第１１号に規定する建築物の屋内給油取扱所の用に供す

る部分の上部にある上階に該当するものとする。（平成元年５月１０

日付け消防危第４４号質疑）  

５  危令第１７条第３項各号に掲げる給油取扱所については、次によること。  

(１ ) 航空機給油取扱所については、次によること。  

ア  危令第１７条第３項第１号の航空機には、回転翼航空機を含むもの

とする。  

防火塀等  
キャノピー  

事務所等  

道路  

道路  

平面図  
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イ  危則第２６条第３項第１号の２に規定する航空機に直接給油するた

めの空地の範囲は、航空機を駐機する場所（エプロン）全体とするこ

とができるものとする。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号  

質疑）  

ウ  固定注油設備等に接続するタンク（航空機給油取扱所の敷地内の地

盤面下に埋没して設ける専用タンクを除く。）を設置する場合は、航

空機給油取扱所の敷地以外の場所に屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯

蔵所又は地下タンク貯蔵所のタンクとして許可されたものを設置しな

ければならないことに留意すること。（平成元年３月３日付け消防危

第１５号通知）  

エ  空港の場内の排水が直接空港の敷地内の貯水池に入り、他に流出す

ることがない場合であっても、危則第２６条第３項第３号ロ及びハに

掲げる要件に適合する措置を講じなければならないものとする。（平

成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

オ  危則第２６条第３項第３号ロただし書の漏れた危険物その他の液体

の流出を防止することができるその他の措置が講じられている場合と

は、航空機給油取扱所に危険物その他の液体の流出防止に必要な土の

う又は油吸着剤等を有効に保有している場合をいうものとする。（平

成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

カ  危則第２６条第３項第４号（危則第２６条の２第３項第４号及び第

２７条第３項第４号においてその例による場合を含む。）の給油設備

が固定給油設備である航空機給油取扱所については、次によること。  

(ア )  固定給油設備には、専用タンクからの配管以外に、屋外貯蔵

タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクからの配管を接続する

ことができるものであることに留意すること。（平成元年３月３日

付け消防危第１５号通知）  

(イ ) 危則第２６条第３項第４号ハに規定する地下式の固定給油設備

のポンプ機器を停止する等により専用タンク又は危険物を貯蔵し、

若しくは取り扱うタンクからの危険物の移送を緊急に止めることが

できる装置とは、当該ポンプ機器の故障その他の事故により危険物

が流出した場合に、当該ポンプ機器を停止し、又はポンプの二次側

配管を閉止することができる装置をいうものとする。この場合にお

いて、当該装置の起動装置は、火災その他の災害に際し、速やかに

操作することができる箇所に設けること。  

キ  危則第２６条第３項第６号ホに規定する給油ホース車のホース機器

に設ける航空機と電気的に接続するための導線については、次による

こと。（昭和４８年３月１２日付け消防予第４５号通知（最終改正  

平成２８年３月１日付け消防危第２８号通知））  

(ア ) 当該導線は、給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除
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去する装置を兼ねることができるものとする。  

(イ ) 当該導線は、合成樹脂等の絶縁材料で被覆したものとし、先端

に航空機と接続できるクリップ、プラグ等を取り付けたものである

こと。  

(ウ ) 当該導線は、巻取り装置等に収納されるものであること。  

ク  建築物の屋上に設置する航空機給油取扱所については、「建築物の

屋上に航空機給油取扱所を設置する場合の安全対策について」（平成

２７年１２月８日付け消防危第２６８号通知）によること。  

(２ ) 船舶給油取扱所については、次によること。  

ア  危令第１７条第３項第２号の船舶には、ジェットスキー及び推進機

関として船外機を使用するものを含むものとする。  

イ  固定注油設備等に接続するタンク（船舶給油取扱所の敷地内の地盤

面下に埋没して設ける専用タンクを除く。）を設置する場合は、船舶

給油取扱所の敷地以外の場所に屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所

又は地下タンク貯蔵所のタンクとして許可されたものを設置しなけれ

ばならないことに留意すること。（平成元年３月３日付け消防危第

１５号通知）  

ウ  危則第２６条の２第３項第３号の２の危険物が流出した場合の回収

等の応急措置を講ずるための設備（以下「応急回収設備」という。）

については、次によること。  

(ア ) 応急回収設備は、油吸着材とすること。（平成元年３月３日付

け消防危第１５号通知）  

(イ ) 保有する油吸着材の量は、次の表に掲げる区分に応じ、それぞ

れ同表に定める量の油を吸着できるものであること。なお、専用

タンク又は危険物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクが複数ある場

合に保有する油吸着材の量は、これらのタンクのうち、その容量が

最大であるタンクの容量に応じた量とすること。（平成元年３月３

日付け消防危第１５号通知、平成元年１２月２１日付け消防危第

１１４号質疑、平成２０年５月２２日付け消防危第２６４号通知）  

 

専用タンク又は  
危険物を貯蔵し、  
若しくは取り扱う  
タンクの容量の  
区分  

３０㎘  
未満のもの  

３０㎘以上１，０００㎘

未満のもの  
１ ， ０ ０ ０ ㎘ 以

上のもの  

吸着できる  
油の量  

０．３㎘以上  １㎘以上  ３㎘以上  
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(ウ ) 次の表に示す量の油吸着材を保有する場合は、前 (イ )の表に掲

げる区分に応じた量の油を吸着できる量の吸着剤を保有しているも

のとみなすことができるものとする。（平成２０年５月２２日付け

消防危第２６４号通知）  

 

 

 

(エ ) 油吸着材の吸着能力を確認する際には、運輸省船舶局長通達舶

査第５２号（昭和５９年２月１日）に定める性能試験基準により、

海上保安庁総務部海上保安試験研究センター所長が発行する試験成

績書等を用いて確認すること。（平成２０年５月２２日付け消防危

第２６４号通知）  

エ  危則第２６条の２第３項第３号に規定する漏れた危険物その他の液

体が流出しないように講ずる措置としての油吸着材と応急回収設備と

しての油吸着材は、兼用することができるものとする。（平成元年  

５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

オ  危則第２６条の２第３項第６号の給油タンク車が転落しないように

するための措置とは、車輪止め、柵、囲い等を設けることをいうもの

とする。（平成１８年４月２５日付け消防危第１０６号通知）  

(３ ) 鉄道給油取扱所については、次によること。  

ア  危則第２７条第３項第１号の２の鉄道又は軌道によって運行する車

両に直接給油するための空地は、給油を受ける１両分の当該車両がは

み出さず、かつ、安全かつ円滑に給油を受けることができる広さを有

すること。  

イ  固定注油設備等に接続するタンク（鉄道給油取扱所の敷地内の地盤

面下に埋没して設ける専用タンクを除く。）を設置する場合は、鉄道

給油取扱所の敷地以外の場所に屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所

又は地下タンク貯蔵所のタンクとして許可されたものを設置しなけれ

ばならないことに留意すること。（平成元年３月３日付け消防危第

専用タンク又は  
危 険 物 を 貯 蔵 し 、

若 し く は 取 り 扱 う

タンクの容量の  
区分  

３０㎘  
未満のもの  

３０㎘以上  
１ ， ０ ０ ０ ㎘ 未 満 の も

の  

１ ， ０ ０ ０ ㎘ 以

上のもの  

油吸着材の量  ３０㎏以上  １００㎏以上  ３００㎏以上  
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１５号通知）  

(４ ) 圧縮天然ガス等充塡設備設置給油取扱所については、「圧縮天然ガ

ス等充填設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針につい

て」（平成１０年３月１１日付け消防危第２２号通知、平成２９年１月

２６日付け消防危第３１号通知）によること。  

(５ ) 危令第１７条第３項第５号の電気を動力源とする自動車等に水素を

充てんするための設備を設ける給油取扱所については、「圧縮水素充填

設備設置給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」（平

成２４年１２月１８日付け消防危第２６３号通知、平成２７年６月５日

付け消防危第１２３号通知、令和元年８月２７日付け消防危第１１８号

通知、令和３年３月３０日付け消防危第５２号通知）及び「危険物から

水素を製造するための改質装置の遠隔監視に必要な安全対策について」

（平成２４年５月２３日付け消防危第１４０号通知、平成２４年１２月

１８日付け消防危第２６３号通知）によること。  

(６ ) 危令第１７条第３項第６号の総務省令で定める自家用の給油取扱所

（以下「自家用給油取扱所」という。）については、次によること。  

ア  自家用給油取扱所においては、次に掲げる危険物の取扱いを行うこ

とができるものとする。  

(ア ) 自家用給油取扱所の設置者が所有し、管理し、又は占有する

レンタカーへの給油（昭和５５年１１月１４日付け消防危第１３７

号質疑）  

(イ ) 自家用給油取扱所の設置者であるトラック運送事業協同組合の

組合員が所有し、管理し、又は占有するトラックへの給油（昭和

５８年１１月７日付け消防危第１０６号質疑）  

イ  一般国道、県道、市道等に接しない位置に設置した自家用給油取扱

所における自動車等の出入りする側は、危則第１条第１号ニに規定す

る一般交通の用に供する幅員４メートル以上の道で自動車の通行が可

能なものに接すること。この場合においては、当該自家用給油取扱所

の敷地と当該道との境界線を道路境界線とみなすものとする。  

ウ  自家用給油取扱所には、鍵を操作することにより運転を開始し、又

は停止する固定給油設備等を設置することができるものとする。  

エ  次に掲げる基準に適合する場合は、危令第２３条の規定を適用し、

危令第１７条第１項第７号（ただし書を除く。）、第８号イ及び第９

号の規定によらず、自家用給油取扱所の敷地外に設置した屋外タンク

貯蔵所の屋外貯蔵タンクと当該自家用給油取扱所の固定給油設備とを

接続することができるものとする。（平成２７年４月２４日付け消防

危第９１号質疑）  

(ア ) 屋外タンク貯蔵所については、次によること。  

ａ  屋外貯蔵タンクの構造については、次によること。  
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(ａ ) 屋外貯蔵タンク及び附帯設備にあっては、大気に直接接触

する必要があるものを除き、次に掲げる基準に適合する断熱材

で被覆すること。  

ⅰ  材料は、ポリスチレンフォームとすること。  

ⅱ  厚さは、７．５ミリメートル以上のものとすること。  

(ｂ ) 前 (ａ )の断熱材の外側は、鋼製タンク破損時の危険物の漏

えい検知及び漏えいした危険物の外部への流出防止のため、屋

外貯蔵タンクの底面から上面に向けて、次に掲げる基準に適合

する継ぎ目のないシートで被覆すること。  

ⅰ  材料は、ポリエチレンシートとすること。  

ⅱ  厚さは、０．７６ミリメートル以上のものとすること。  

ⅲ  ＪＩＳ  Ｋ  ７１１４プラスチック‐液体薬品への浸せき

効果を求める試験方法に規定する試験を３０日間行い、漏え

いしない性能を有するものとすること。  

(ｃ ) 前 (ｂ )のシートの外側は、火災時における被害の防止のた

め、次に掲げる基準に適合する鉄筋コンクリートで被覆するこ

と。  

ⅰ  鉄筋の材料は、ＪＩＳ  Ｇ  ３１１２鉄筋コンクリート用

棒鋼に規定されるＳＤ２９５Ａに適合するもので、直径が

１３ミリメートル以上のものとすること。  

ⅱ  コンクリートの材料は、ＪＩＳ  Ａ  ５３０８レディー  

ミクストコンクリートに適合するものとすること。  

ⅲ  厚さは、１５センチメートル以上のものとすること。  

(ｄ ) 屋外貯蔵タンクについては、次によること。  

ⅰ  材料は、ＪＩＳ  Ｇ  ３１０１一般構造用圧延鋼材に規定

される一般構造用圧延鋼材のうちＳＳ４００に適合するもの

とすること。  

ⅱ  厚さは、４．５ミリメートル以上のものとすること。  

ⅲ  外面には、ＪＩＳ  Ｋ  ５６７４鉛・クロムフリーさび止

めペイントの１種に適合する外面塗装材でさび止めのための

塗装を行うこと。  

ⅳ  容量は、４０キロリットル程度以下とすること。  

ｂ  屋外貯蔵タンクに貯蔵することができる危険物は、灯油、軽油

及び重油とすること。  

ｃ  通気管、注入管、払出ノズルに取り付けられる払出管等につい

ては、次によること。  

(ａ ) 材料は、ＪＩＳ  Ｇ  ３４５９配管用ステンレス鋼鋼管に

規定されるＳＵＳ  ３０４ＴＰ又はＪＩＳ  Ｇ  ３４５４圧力

配管用炭素鋼鋼管に規定されるＳＴＰＧ  ３７０（放爆口兼
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マンホールに係る部分を除く。）に適合するものとすること。  

(ｂ ) フランジ材料は、ＪＩＳ  Ｂ  ２２２０鋼製管フランジに

規定する溶接式フランジに適合するものとすること。  

ｄ  屋外貯蔵タンクに設置する附帯設備については、次によること。  

(ａ ) 次に掲げる設備については、屋外貯蔵タンクの上面に設置

すること。  

ⅰ  危令第１１条第１項第８号の規定に基づき設置する通気管  

ⅱ  危令第１１条第１項第９号の規定に基づき設置する液面計  

ⅲ  危令第１１条第１項第１０号の規定に基づき設置する注入

管  

ⅳ  危令第１１条第１項第１２号の規定に基づき設置する払出

管を屋外貯蔵タンクに接続するためのノズル  

ⅴ  危令第１１条第１項第１４号の規定に基づき設置する避雷

設備である接地ピース  

ⅵ  屋外貯蔵タンクの底部に蓄積した水分を取り除くための

ハンドポンプを設置するための水抜管ノズル  

ⅶ  屋外貯蔵タンクの内圧が異常に上昇した際に緊急的に減圧

するための緊急排気弁（安全装置）  

(ｂ ) 移動タンク貯蔵所から屋外貯蔵タンクへの荷卸しに際して、

危険物が過剰に注入されることを防止するための過剰注入防止

弁を設けるとともに、危険物注入時のこぼれや過剰注入防止弁

が作動した場合のあふれに対応するためのあふれ防止槽を屋外

貯蔵タンク上面に設置すること。  

(ｃ ) 屋外貯蔵タンク底部とａ (ｂ )のシートの間隙に、屋外貯蔵

タンク内部の危険物が漏えいした場合に、当該危険物の漏れを

検知できるよう、漏えい検知管を設置すること。  

(ｄ ) 屋外貯蔵タンク内部の圧力が一定値（０．０６８メガパス

カル以上０．０８６メガパスカル以下）に上昇した段階で蓋が

開放し、内部のガス又は蒸気を上部に放出できるよう、放爆口

を兼ねたマンホールを屋外貯蔵タンク上面に設置すること。こ

の場合において、当該マンホールは、次に掲げる基準に適合す

るものとすること。  

ⅰ  マンホールの内径は、５００ミリメートル以上とすること。  

ⅱ  マンホールの蓋の固定ボルトについては、次によること。  

(ⅰ )  爆 発 が 起 こ っ た 際 に 破 断 す る ボ ル ト に あ っ て は 、   

ＪＩＳ Ｇ  ４３０３ステンレス鋼棒に規定されるＳＵＳ

３０４に適合するステンレス鋼棒とすること。  

(ⅱ ) 爆発が起こった際に破断せず回転するボルトにあって

は、ＪＩＳ  Ｂ  １１８６摩擦接合用高力六角ボルト・六
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角ナット・平座金のセットに規定されるねじの呼びМ１６

に適合するものとすること。  

ｅ  配管等から危険物が漏えいした場合に、サイフォン効果により

屋外貯蔵タンクに貯蔵する危険物が配管を通じて漏えいすること

を防ぐために、屋外貯蔵タンクの直近に弁を設置すること。  

ｆ  屋外タンク貯蔵所は、危令第１１条第１項第１号から第３号ま

で、第４号、第７号の２から第１１号まで及び第１２号から第

１４号まで並びに同条第６項並びに同条７項の規定を満たすこと。  

ｇ  屋外タンク貯蔵所の配管（屋外貯蔵タンクの直近等施工上地上

に出る部分を除く。）は、蓋を鋼製又はコンクリート製とした  

地下ピット内に設置すること。（◆）  

(イ ) 自家用給油取扱所については、次によること。  

ａ  自家用給油取扱所の配管は、地下に埋設すること。（◆）  

ｂ  配管を地下に埋設した場合は、配管が適切に点検できるように

点検口及び点検に必要な弁を設けること。  

(ウ ) 屋外貯蔵タンクと固定給油設備を接続する配管について、地下

から地上又は地下ピットに出る箇所、屋外貯蔵タンク直近の箇所そ

の他地震動等により大きな変位の生じるおそれのある箇所 には 、  

可とう管継手を設置すること。  

(エ ) 屋外貯蔵タンクは、自家用給油取扱所以外の施設に危険物を供

給しないこと。  

(オ ) 自家用給油取扱所及び屋外タンク貯蔵所の一体的な維持管理

（定期点検を含む。）を行うこと。  

オ  ダム工事現場、大規模な土地造成場所、土砂採取場等においてブル

ドーザー、パワーシャベルその他の工事現場で使用する重機に給油す

る自家用給油取扱所を設置する場合は、火災予防上支障がなく、かつ、

次に掲げる要件に適合するときに限り、危令第２３条の規定を適用し、

危令第１７条第１項に係る規定のうち危則第２８条第３項において適

用しないこととされる規定以外の規定（危令第１７条第１項第６号に

係るものを除く。）を適用しないことができるものとする。（昭和

４８年１１月６日付け消防予第１４６号質疑、昭和５６年９月２５日

付け消防危第１２０号質疑、昭和５７年５月７日付け消防危第５６号

質疑）  

(ア ) 給油取扱所の使用期間は、工事期間中に限るものとする。  

(イ ) 給油取扱所において取り扱う危険物は、軽油、灯油、重油又は

潤滑油とすること。  

(ウ ) 給油取扱所の周囲（作業車の出入口を除く。）には、柵等を設

けて明確に区画すること。 

(エ ) 給油取扱所には、第４類の危険物の消火に適応する第４種及び
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第５種の消火設備をそれぞれ１個以上設けること。  

(オ ) 給油設備は、次に掲げる基準に適合するものであること。  

ａ  給油設備を備えた車両は、車両法第１１条に定める自動車登録

番号標を有しないものであること。  

ｂ  給油設備は、車両のシャーシフレームに堅固に固定されている

こと。  

ｃ  危険物を収納するタンクの構造及び設備は、危令第１５条第１

項に定める移動タンク貯蔵所の構造及び設備に関する基準に適合

するものであること。ただし、潤滑油のみを収納するタンクに

あっては、厚さ３．２ミリメートル以上の鋼板で気密に造られ、

かつ、当該タンクの外面にさび止めのための塗装をすることを

もって足りるものとする。  

ｄ  危険物を収納するタンクの配管の先端には、弁を設けること。  

ｅ  給油のための装置は、危険物が漏れるおそれがない等火災予防

上安全な構造とするとともに、当該装置には、先端に弁を設けた

給油ホース及び給油ホースの先端に蓄積される静電気を有効に除

去する装置を設けること。  

ｆ  給 油 の た め の 装 置 の エ ン ジ ン （ 以 下 こ の ｆ 及 び ｇ に お い て

「エンジ ン」という。）及びエンジンの排気筒は、危険物を収

納するタンクとの間にそれぞれ０．５メートル以上の間隔を保つ

こと。  

ｇ  エンジンの排気筒には、引火を防止するための装置を設けるこ

と。  

ｈ  給油設備を備えた車両は、作業車の出入りに支障のない場所に

固定し、かつ、接地すること。  

６  危令第１７条第４項の第４類の危険物のうちメタノール若しくはエタ

ノール又はこれらを含有するものを取り扱う給油取扱所については、次に

よること。  

(１ ) メタノール又はこれを含有するものを取り扱う給油取扱所について

は、「メタノール等を取り扱う給油取扱所に係る規定の運用について」

（平成６年３月２５日付け消防危第２８号通知）によること。  

(２ ) エタノール又はこれを含有するものを取り扱う給油取扱所について

は、次によること。  

ア  危令第１７条第４項に規定するエタノールを含有するもの（以下

「エタノールを含有するもの」という。）とは、エタノールを含有す

る第４類の危険物の総称をいうものとする。なお、エタノールを  ３

パーセント含有するガソリン（Ｅ３）は、エタノールを含有するもの

に含まれるが、バイオエタノールの一種であるＥＴＢＥ（エチル－

ターシャリ－ブチルエーテル）をガソリンに混合したものは、エタ
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ノールを含有するものには含まれないと解するものとする。（平成

２４年１月１１日付け消防危第２号通知）  

イ  エタノールを含有するもののうち、揮発油等の品質の確保等に関す

る法律（昭和５１年法律第８８号）に規定する規格に適合し、販売さ

れるものについては、同法において揮発油と位置付けられるが、当該

揮発油を取り扱う給油取扱所については、危令第１７条第４項に規定

する給油取扱所に係る位置、構造及び設備の技術上の基準が適用され

るものとする。（平成２４年１月１１日付け消防危第２号通知）  

ウ  エタノールを取り扱う給油取扱所の位置、構造及び設備の技術上の

基準については、「エタノール等を取り扱う給油取扱所の技術上の基

準に係る運用について」（平成２４年１月１１日付け消防危第２号通

知）第２第１項の規定の例によること。  

エ  エタノールを含有するものを取り扱う給油取扱所の位置、構造及び

設備の技術上の基準については、「エタノール等を取り扱う給油取扱

所の技術上の基準に係る運用について」（平成２４年１月１１日付け

消防危第２号通知）第２第２項第２号から第４号までの規定の例によ

ること。  

７  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所については、次によること。  

(１ ) 危則第２８条の２の４の自動車には、自動二輪車を含むものと解す

るものとする。（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号通知）  

(２ ) 給油取扱所（顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所を含む。）では、

顧客にガソリンを容器に詰め替えさせること及び灯油又は軽油を車両に

固定されたタンクに注入させることはできないことに留意するこ と 。

（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号通知）  

(３ )  危 則 第 ２ ８ 条 の ２ の ５ 第 １ 号 に規 定 す る 事 項 の 表 示 の 方 法 は 、  

「セルフ」、「セルフサービス」等の文字の記載、これらの文字を記載

した看板の掲示等とすることができるものとする。なお、一部の時間帯

等に限って顧客に自ら給油等をさせる営業形態の給油取扱所にあっては、

当該時間帯等にはその旨を表示すること。（平成１０年３月１３日付け

消防危第２５号通知）  

(４ ) 顧客用固定給油設備の構造及び設備の基準については、次によるこ

と。（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号通知）  

ア  危則第２８条の２の５第２号ロの手動開閉装置を開放状態で固定す

る装置を備えた給油ノズルについては、次によること。  

(ア ) 危則第２８条の２の５第２号ロ (１ )の給油作業を開始しようと

する場合において、給油ノズルの手動開閉装置が開放状態であると

きは、当該手動開閉装置を一旦閉鎖しなければ給油を開始すること

ができない構造とは、給油ノズル内の危険物の圧力の低下を感知し

て自動的に手動開閉装置が閉鎖する構造、給油ノズルの手動開閉装
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置が閉鎖していなければポンプを起動することができない構造等を

いうものとする。  

(イ ) 危則第２８条の２の５第２号ロ (２ )の給油ノズルが自動車等の

燃料タンク給油口から脱落した場合に給油を自動的に停止する構造

とは、給油ノズルの給油口からの離脱又は落下時の衝撃により、手

動開閉装置を開放状態で固定する装置が解除される構造等をいうも

のとする。  

(ウ ) 危則第２８条の２の５第２号ロ (３ )に規定する引火点が４０度

未満の危険物を取り扱うホース機器に設ける自動車等の燃料タンク

に給油するときに放出される可燃性の蒸気を回収する装置とは、給

油ノズルに附帯する配管から吸引した可燃性蒸気を専用タンクの気

層部に回収し、燃焼させ、又は高所に放出することができる構造を

有する装置（当該可燃性蒸気を燃焼させ、又は高所に放出すること

ができる構造を有するものにあっては、火災予防上適切な位置に設

けられ、かつ、火災予防上適切な構造を有するものに限る。）をい

うものとする。  

イ  危則第２８条の２の５第２号ニに規定する自動車等の燃料タンクが

満量となったときに給油を自動的に停止する構造については、次によ

ること。  

(ア ) 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えた給油ノズルに

あっては、当該装置により設定することができる全ての吐出量にお

いて給油を行った場合に機能するものであること。  

(イ ) 手動開閉装置を開放状態で固定する装置を備えない給油ノズル

にあっては、毎分１５リットル程度（軽油専用のノズル（吐出量が

毎分６０リットルを超えるものに限る。）にあっては、毎分２５

リットル程度）以上の吐出量で給油を行った場合に機能するもので

あること。  

(ウ ) 給油が自動的に停止した場合には、給油ノズルの手動開閉装置

を一旦閉鎖しなければ給油を開始することができない構造であるこ

と。  

ウ  危則第２８条の２の５第２号ホに規定する給油ホースに著しい引張

力が加わったときに給油ホースが安全に分離するとともに、分離した

部分からの危険物の漏えいを防止することができる構造については、

次によること。  

(ア )  当該構造の例として、給油ホースの途中に緊急離脱カプラー

（通常の使用時における荷重等では分離しないが、給油ノズルを給

油口に差したまま自動車等が発進した場合等には安全に分離し、  

分離した部分の双方を弁により閉止する構造のものに限る。）を設

置するものがある。  
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(イ ) 前 (ア )の緊急離脱カプラーを効果的に機能させるため、顧客用

固定給油設備が堅固に固定されていること。この場合において、離

脱直前の引張力は、一般に地震時に発生する顧客用固定給油設備の

慣性力よりも大きいため、当該慣性力だけでなく、当該引張力も考

慮して、顧客用固定給油設備を固定すること。  

エ  危則第２８条の２の５第２号ヘのガソリン及び軽油相互の誤給油を

有効に防止することができる構造については、次によること。  

(ア ) ガソリン及び軽油相互の誤給油を有効に防止することができる

構造とは、次に掲げる構造等をいうものとする。  

ａ  給油ノズルに設けられた装置等により、自動車等の燃料タンク

内の可燃性蒸気を測定して、ガソリンと軽油の別を判定し、判定

した油種が給油ノズルの油種と一致した場合に給油を開始するこ

とができる構造（コンタミ防止装置のことをいう。）  

ｂ  監視者が顧客の要請をインターフォン等を用いて確認し、制御

卓で油種を決定すること、顧客が自ら顧客用固定給油設備で油種

を設定すること等により、顧客が要請した油種の給油ポンプのみ

を起動させ、顧客が当該油種のノズルを使用した場合に給油を開

始することができる構造（油種別ポンプ起動）  

(イ ) ガソリン又は軽油のいずれかのみを取り扱う顧客用固定給油設

備（一の車両停止位置において、異なる油種の給油ができないもの

に限る。）にあっては、当該構造を有しているものとして取り扱う

ことができるものとする。  

オ  危則第２８条の２の５第２号トに規定する１回の連続した給油量及

び給油時間の上限の設定は、危険物保安監督者の特別な操作により変

更されるものとし、及び顧客又は監視者の操作により容易に変更され

るものでないこと。  

カ  危則第２８条の２の５第２号チの地震時にホース機器への危険物の

供給を自動的に停止する構造とは、震度階級「５強」以上の衝撃又は

震動を感知した場合に感震器（顧客用固定給油設備又は事務所に設置

するものに限る。）が作動し、当該危険物の供給を自動的に停止する

構造をいうものとする。  

(５ ) 顧客用固定注油設備の構造及び設備の基準については、次によるこ

と。（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号通知）  

ア  危則第２８条の２の５第３号ロに規定する容器が満量となったとき

に危険物の注入を自動的に停止する構造については、次によること。  

(ア ) 毎分１５リットル程度以上の吐出量で注油を行った場合に機能

するものであること。  

(イ ) 注油が自動的に停止した場合には、注油ノズルの手動開閉装置

を一旦閉鎖しなければ注油を開始することができない構造であるこ

375



と。  

イ  危則第２８条の２の５第３号ハに規定する１回の連続した注油量及

び注油時間の上限の設定は、前号オの規定の例によること。  

ウ  危則第２８条の２の５第３号ニの地震時にホース機器への危険物の

供給を自動的に停止する構造については、前号カの規定の例によるこ

と。この場合において、前号カ中「顧客用固定給油設備」とあるのは、

「顧客用固定注油設備」と読み替えるものとする。  

(６ ) 危則第２８条の２の５第４号に規定する固定給油設備及び固定注油

設備並びに簡易タンクに講ずる措置については、次によること。  

ア  危則第２８条の２の５第４号の固定給油設備には顧客用固定給油設

備を、同号の固定注油設備には顧客用固定注油設備を含むものである

ことに留意すること。（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号通

知）  

イ  危則第２８条の２の５第４号イの自動車等の衝突を防止するための

措置については、次によること。  

(ア ) 金属製ガードポールを設置する場合は、次によること。  

ａ  金属製ガードポールは、自動車等が衝突した場合に運転者に  

衝突を覚知させ、早期の制動を促すものであるため、強度等につ

いて検討することを要しないものとする。  

ｂ  金属製ガードポールと固定給油設備及び固定注油設備並びに簡

易タンクとの間には、自動車等が衝突した場合に当該固定給油設

備及び固定注油設備並びに簡易タンクに損傷を与えない距離を保

つこと。この場合において、当該当該固定給油設備及び固定注油

設備並びに簡易タンクは、必ずしもアイランド上に設置する必要

はないものとする。（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号

通知）  

(イ ) アイランドを設置する場合は、次によること。  

ａ  アイランドの強度等については、前 (ア )ａの規定の例によるこ

と。  

ｂ  アイランドは、高さ１５センチメートル以上のコンクリート造

とすること。（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号通知）  

ｃ  アイランドは、自動車等の前進、後退時等に固定給油設備及び

固定注油設備並びに簡易タンクから突出しているホース機器等に

接触しない幅を有すること。  

ｄ  自動車等の車輪がアイランドの端に接触した場合に、当該自動

車等が固定給油設備及び固定注油設備並びに簡易タンクに衝突し

ないよう、アイランドの端から固定給油設備及び固定注油設備並

びに簡易タンクまでの間に８０センチメートル程度の距離（奥行）

を保つこと。  
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ウ  危則第２８条の２の５第４号ロに規定する固定給油設備又は固定注

油設備が転倒した場合において当該固定給油設備又は固定給油設備の

配管及びこれらに接続する配管からの危険物の漏えいの拡散を防止す

るための措置については、次によること。（平成１０年３月１３日  

付け消防危第２５号通知）  

(ア ) 立ち上がり配管遮断弁を設置する場合は、次によること。  

ａ  立ち上がり配管遮断弁は、一定の応力を受けた場合に、ぜい弱

部がせん断されるとともに、せん断部の双方を弁により遮断する

ことにより、危険物の漏えいを防止する構造のものとすること。  

ｂ  立ち上がり配管遮断弁は、自動車等の衝突等の応力がぜい弱部

に的確に伝わるよう、固定給油設備等の本体及び基礎部に堅固に

取り付けること。  

(イ ) 逆止弁を設置する場合は、次によること。  

ａ  逆止弁は、固定給油設備等の転倒時に機能する構造のものとす

ること。  

ｂ  逆止弁は、固定給油設備等の配管と地下から立ち上げたフレキ

シブル配管との間に設置すること。  

(７ ) 危則第２８条の２の５第５号に規定する固定給油設備及び固定注油

設備並びにその周辺に表示する事項については、次によること。（平成

１０年３月１３日付け消防危第２５号通知、平成２４年３月３０日付け

消防危第９１号通知）  

ア  危則第２８条の２の５第５号イに規定する事項の表示については、

次によること。（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号通知）  

(ア ) 顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備に係る表示の方法

は、顧客用固定給油設備又は顧客用固定注油設備、アイランドに設

置されている支柱等への「セルフ」、「セルフサービス」等の文字

の記載、これらの文字を記載した看板の掲示等とすることができる

ものとする。なお、一部の時間帯等に限って顧客に自ら給油等をさ

せる固定給油設備等にあっては、当該時間帯等にはその旨を、それ

以外の時間帯等には従業者が給油等をする旨を表示すること。  

(イ ) 自動車等の停止位置にあっては長さ５メートル、幅２メートル

程度の枠を、容器の置き場所にあっては２メートル四方程度の枠を、

地盤面等に塗料で明示その他容易に消えない方法により表示するこ

と。  

イ  危則第２８条の２の５第５号ロに規定する事項の表示については、

次によること。（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号通知、  

平成２４年３月３０日付け消防危第９１号通知）  

(ア ) ホース機器等の使用方法の表示については、次によること。  

ａ  当該表示には、給油開始から終了までの一連のホース機器等の

377



操作を示すとともに、「火気厳禁」、「給油中エンジン停止」、

「ガソリンの容器への注入禁止」、「静電気除去」その他の保安

上必要な事項を併せて記載すること。  

ｂ  懸垂式の固定給油設備等にあっては、当該固定給油設備等の近

傍の壁面等に表示すること。  

(イ ) 危険物の品目の表示については、次によること。  

ａ  危則第２８条の２の５第５号ロの給油ホース等その他危険物を

取り扱うために顧客が使用する設備には、給油ホース、ノズルカ

バー、ノズル受け等の設備の部分を含むものとする。なお、同号

ロの文字及び地並びに給油ホースその他危険物を取り扱うために

顧客が使用する設備以外の部分については、彩色の制限の対象と

はならないものであることに留意すること。  

ｂ  エンジン清浄剤等を添加した軽油を、軽油とは別品目として販

売する場合において、これを軽油の範囲で区分するときは、文字

に「プレミアム軽油」を、色に黄緑を用いることができるものと

する。  

ウ  危則第２８条の２の５第５号ハに規定する事項の表示の方法は、固

定給油設備又は固定注油設備、アイランドに設置されている支柱等へ

の「フルサービス」、「従業員専用」等の文字の記載、これらの文字

を記載した看板の掲示等とすることができるものとする。（平成１０

年３月１３日付け消防危第２５号通知）  

(８ ) 危則第２８条の２の５第６号に規定する顧客自らによる給油作業又

は容器への詰め替え作業を監視し、及び制御し、並びに顧客に対し必要

な指示を行うための制御卓その他の設備については、次によること。  

ア  危則第２８条の２の５第６号イの全ての顧客用固定給油設備及び顧

客用固定注油設備における使用状況を直接視認できる位置とは、給油

される自動車等の不在時において、当該顧客用固定給油設備及び顧客

用固定注油設備における使用状況を目視できる位置をいうものとする。

（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号通知）  

イ  危則第２８条の２の５第６号ロの制御卓における視認を常時可能と

するための監視設備とは、必要な時点において顧客用固定給油設備及

び 顧 客 用 固 定 注 油 設 備 の 使 用 状 況 を 即 座 に 映 し 出 す こ と が で き る   

モニターカメラ及びディスプレイ等をいうものとする。（平成１０年

３月１３日付け消防危第２５号通知）  

ウ  危則第２８条の２の５第６号ハのそれぞれの顧客用固定給油設備及

び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を開始し、及び

停止するための制御装置には、給油等の許可のためのスイッチ及び当

該許可を解除するためのスイッチ並びに顧客用固定給油設備及び顧客

用固定注油設備の状態の表示装置を必要とするものとする。この場合
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において、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備を、顧客が要

請した油種のポンプだけを起動し、顧客が当該油種のノズルを使用し

た場合に給油等を開始することができる構造としたもので、制御卓で

油種を設定する構造のものにあっては、油種を設定するためのスイッ

チを併せて設置すること。（平成１０年３月１３日付け消防危第２５

号通知）  

エ  危則第２８条の２の５第６号ニの火災その他の災害に際し速やかに

操作することができる箇所とは、給油取扱所の事務所の給油空地に面

する外壁その他の給油空地等にいる従業員等が速やかに操作すること

ができる箇所をいうものとする。（平成１０年３月１３日付け消防危

第２５号通知）  

オ  危則第２８条の２の５第６号ホの顧客と容易に会話することができ

る装置及び給油取扱所内の全ての顧客に対し必要な指示を行うための

放送機器については、次によること。（平成１０年３月１３日付け  

消防危第２５号通知）  

(ア ) 顧客と容易に会話することができる装置とは、顧客側の端末が

顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の近傍（懸垂式のもの

にあっては、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の近傍の

壁面等）に設置されているインターフォン等をいうものとする。  

(イ ) 放送機器の機能を有する有線放送設備（有線放送よりも顧客に

対する指示の放送が優先されるものに限る。）を給油取扱所内の全

ての顧客に対し必要な指示を行うための放送機器として用いること

ができるものとする。（平成１０年１０月１３日付け消防危第９０

号質疑）  

カ  危令第２０条第１項第１号の規定により引火点が４０度未満の危険

物で、顧客が自ら取り扱うものを包含するように第３種の固定式の泡

消火設備を設ける場合において、当該泡消火設備として泡告示第１８

条第１項のパッケージ型固定泡消火設備を用いるときは、当該パッ

ケージ型固定泡消火設備の起動装置の起動スイッチは、透明な蓋で覆

うことその他の不用意に操作されないための措置が講じられたもので

あるともに、火災時に速やかに操作することができるものであること。

（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号通知）  

キ  制御卓が制御する顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備を分

担することにより、複数の制御卓を設置することができるものとする。

ただし、この場合においては、設置する全ての制御卓に全ての固定  

給油設備等のホース機器への危険物の供給を一斉に停止するための制

御装置を設けなければならないものとする。（平成１０年３月１３日

付け消防危第２５号通知）  

ク  情 報 提 供 型 Ａ Ｉ シ ス テ ム を 導 入 す る 場 合 は 、 ガ イ ド ラ イ ン    
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（Ｖｅｒ .１）に基づき、給油を行う顧客及び給油の対象となる車両

を監視できるようＡＩシステムによる監視の対象となる給油レーンに

停車枠を捉えることができるカメラを設置すること。（令和５年５月

１５日付け消防危第１２４号通知）（◆）  

(９ ) 危則第２８条の２の５第７号の顧客の給油作業等を制御するための

可搬式の制御機器を設ける場合は、次によること。（令和２年３月２７

日付け消防危第８７号通知）  

ア  可搬式の制御機器を用いて給油許可を行うことができる場所の範囲

は、従業者が適切に監視等を行うことができる範囲となるよう、各給

油取扱所のレイアウト等を考慮の上、当該制御機器の給油許可機能を

適切に作動させ、又は停止させるためのビーコン等の機器を配置して

設定すること。  

イ  可搬式の制御機器に設ける制御装置によるそれぞれの顧客用固定給

油設備及び顧客用固定注油設備のホース機器への危険物の供給を停止

する機能並びに全ての固定給油設備及び固定注油設備のホース機器へ

の危険物の供給を一斉に停止する機能は、前アの給油許可を行うこと

ができる場所、給油空地等及びその周辺の屋外において、火災その他

の災害に際して速やかに発揮されるものであること。  

(10) レンタカー営業所の構内に設置される自家用の給油取扱所等は、危

則第２８条の２の７第１項に規定する危則第２８条の２の４の給油取扱

所（危則第２８条第１項の自家用の給油取扱所に該当するものに限る。）

に該当するものとする。（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号  

通知）  

第２  販売取扱所  

１  販売取扱所の用に供する部分と他の部分との隔壁には、危険物の取扱い

に必要と認められる場合に限り、次に掲げる基準に適合する監視用の窓を

設けることができるものとする。（昭和５１年７月１２日付け消防危第 

２３－３号質疑）（◆）  

ア  窓の大きさは、必要最小限のものとすること。  

イ  窓は、防火設備ではめごろし窓であるもの（網入りガラスを用いた

ものに限る。）とすること。  

ウ  窓には、シャッター（特定防火設備であるものに限る。）を設ける

こと。  

エ  前ウのシャッターには、温度ヒューズを設けること。  

２  危令第１８条第２項の第２種販売取扱所については、次によること。  

(１ ) 次に掲げる基準のいずれかに適合する場合は、危令第１８条第２項

第２号の上階への延焼を防止するための措置を講じたものとして取り扱

うことができるものとする。  

ア  次の (ア )及び (イ )に掲げる基準に適合すること。（昭和４８年８月
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２日付け消防予第１２１号質疑）  

(ア ) 建築物の販売取扱所の用に供する部分の上階の外壁は、準耐火

構造（危令第１８条第１項第３号の準耐火構造をいう。）とするこ

と。  

(イ ) ２階部分の開口部（建築物の販売取扱所の用に供する部分の開

口部が存する外壁面に存するものに限る。）にはめごろしの防火設

備が設けられていること。  

イ  建築物の販売取扱所の用に供する部分の開口部（外壁に存するもの

に限る。）と当該開口部が存する外壁面に存する２階部分の開口部と

の間に延焼防止上有効な耐火構造のひさし（突き出しの長さを０．９

メートル以上としたものに限る。）を設けること。（昭和４６年７月

２７日付け消防予第１０６号通知）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２ ) 危令第１８条第２項第３号の延焼のおそれのない部分については、

次によること。  

ア  側方に近接する建築物との間隔が０．９メートル以上である販売取

扱所の部分（建基法第２条第６号に規定する延焼のおそれのある部分

（道路中心線に係るものに限る。）であるものを除く。）は、危令第

１８条第２項第３号の延焼のおそれのない部分として取り扱うことが

できるものとする。（昭和４６年７月２７日付け消防予第１０６号通

知）  

 

 

 

 

 

 

 

 

上階への延焼を防止するための措置（例）  

 

平面図  

 

ひさし  

 

 
０．９ｍ  

以上  

 

ひさし  

ひさし  

立面図 (側面及び正面 ) 

第２種販売取扱所  

１階  

２階  

隣
接
建
物 

隣
接
建
物 

（住宅部分）  

延焼のおそれのある部分  延焼のおそれのある部分  

   

０．９ｍ未満  

延焼のおそれのない部分  

道路  
０．９ｍ未満  

第２種販売取扱所   

０．９ｍ  

以上  
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イ  側方に近接する建築物との間隔が０．９メートル未満である販売取

扱所の部分（建基法第２条第６号に規定する延焼のおそれのある部分

（道路中心線に係るものに限る。）以外の部分で、かつ、当該建築物

に面する部分以外の部分に限る。）に、耐火構造のそで壁（突き出し

の長さが０．９メートル以上であり、かつ、屋根（販売取扱所の用に

供する部分に上階がある場合は、当該部分の上階の床）に達する高さ

を有するものに限る。）を設ける等の措置を講じた場合は、当該部分

のうち、当該措置を講じた部分より販売取扱所の用に供する部分側に

あるものを危令第１８条第２項第３号の延焼のおそれのない部分とし

て取り扱うことができるものとする。（昭和４８年８月２日付け消防

予第１２１号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３  移送取扱所  

１  移送取扱所に該当するか否かの判断については、次の各号に掲げるとこ

ろにより行うものとする。  

(１ ) 石油パイプライン事業法（昭和４７年法律第１０５号）の適用を受

けるものにあっては、移送取扱所に該当しない。  

(２ ) 次に掲げる要件のいずれかを満たす配管及びポンプ並びにこれらに

附属する設備（危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送につ

いては、配管及びこれに附属する設備）によって危険物の移送の取扱い

を行う取扱所は、移送取扱所に該当しないもとして取り扱うものとする。

（昭和４９年４月２５日付け消防予第６３号質疑）  

ア  危険物の送り出し施設から受入れ施設までの間の配管が、一の道路

（配管が横断するものに限る。）又は第三者（危険物の送り出し施設

又は受入れ施設の存する事業所と関連し、又は類似する事業を行うも

のに限る。）の敷地（当該敷地を通過する配管の長さがおおむね１００

メートル以下であるものに限る。）を通過するもの  

 

 

第２種販売取扱所  隣接建物  

０．９ｍ未満   

そで壁  

０．９ｍ以上   延焼のおそれのない部分  
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イ  危 険 物 の 送 り 出 し 施 設 又 は

受入れ施設が桟橋に設けられるもので、岸壁からの配管（第１石油類

の危険物を移送するもので、その内径が３００ミリメートル以上のも

のを除く。）の長さがおおむね３０   メートル以下のもの  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三者の敷地  Ｂ事業所  Ａ事業所  

配管  

道路  Ｂ事業所  Ａ事業所  

配管  

おおむね  

１００ｍ以下  

第三者の敷地  Ｂ事業所  Ａ事業所  

配管  

道路  

おおむね  

１００ｍ以下  

海  Ａ事業所  

配管  

桟橋  

おおむね３０ ｍ以下  
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ウ  ア及びイに掲げる要件を満たすもの  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３ ) 既設の一般取扱所が存する敷地内に新たな合弁会社等を設立するこ

とにより、当該合弁会社等の敷地を１００メートルを超えて通過するこ

ととなる当該一般取扱所の配管にあっては、当該合弁会社等の保安管理

等が従前のとおり一元的に行われるときに限り、新たな移送取扱所の配

管として取り扱わず、当該一般取扱所の配管として取り扱うことができ

るものとする。（平成１１年６月１５日付け消防危第５８号質疑）  

 

 

 

 

 

 

新たな合弁会社

等の敷地  

一般取扱所  タンク  

１００ｍを超 える  

一般取扱所の  

危険物配管  

海  Ａ事業所  

配管  

桟橋  

おおむね  

３０ｍ  

以下  

道路  

Ａ事業所  第三者の敷地  
海  桟橋  

おおむね  

３０ｍ  

以下  

配管  

おおむね  

１００ｍ以下  

Ａ事業所  第三者の敷地  

配管  

海  桟橋  

おおむね  

１００ｍ以下  

道路  

おおむね  

３０ｍ  

以下  
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(４ ) 業務提携等により原料、中間体等を相互に利用する隣接する事業所

間に当該事業所の危険物施設を接続する配管を設ける場合において、当

該事業所（危険物施設を含む。）の保安管理が一元的に行えるときは、

当該配管を移送取扱所の配管として取り扱わず、既設の危険物施設の附

属配管又は一般取扱所の配管として取り扱うことができるものとする。

（平成１１年６月１５日付け消防危第５８号質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  移送取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、次による

こと。  

(１ ) 危則第２８条の４ただし書に規定する告示で定める規格に適合する

配管、菅継手及び弁（以下「配管等」という。）の材料と同等以上の機

械的性質を有するものに該当するか否かの判断については、次に掲げる

基準について検討した上で行うものとする。  

ア  引張強さ、降伏点の強度及び耐圧性能が十分にあり、かつ、これら

の性質に相応する延性を有すること。  

イ  衝撃荷重、繰返し荷重等に対する抵抗が十分であること。  

ウ  使用温度において必要な破壊靱性を有すること。  

エ  フランジにあっては、継手としての強度及び漏れに対する抵抗が  

十分であること。  

オ  アからエまでに掲げる基準に相応する化学成分のものであること。  

(２ ) 危則第２８条の５第２項に規定する主荷重と従荷重との組合せは、

配管に作用する全ての主荷重と一の従荷重の組合せとすることができる

ものとするが、当該組合せによって生ずる配管の円周方向応力度及び軸

方向応力度が当該配管の許容応力度を超えるものでないことの確認は、

同条第３項に規定する全ての許容応力度について行わなければならない

ことに留意すること。  

Ａ事業所  Ｂ事業所  Ｃ事業所  

危険物配管  

既設危険物配管  

既設危険物配管  

１００ｍを超 える  

新たに連結する  
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(３ ) 危則第２８条の６に規定する有害な伸縮及び当該有害な伸縮を吸収

する措置（以下「伸縮吸収措置」という。）については、次によること。  

ア  有害な伸縮とは、温度変化に伴う伸縮のほか、不等沈下のおそれの

ある部分又は伏越部等の配管の敷設条件が急変する部分において生じ

る圧縮、引張、曲げ及びせん断の各応力度並びに合成応力度のいずれ

かが許容応力度を超えることをいうものとする。  

イ  伸縮吸収措置については、次によること。  

(ア ) 危告示第１８条第２号の曲り管等は、１００メートル以下ごと

に有害な伸縮を有効に除くことができる位置に設けること。  

(イ ) 曲り管等を設けた部分の付近にアンカーを設け、当該部分を挟

み反対側には、当該部分から配管の外径の５０倍以内の距離となる

位置に配管の伸縮に支障がないようにガイドを設けること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主荷重  
（連続的又は長期的に  

作用する荷重）  

従荷重  
（一時的又は短期的に  

作用する荷重）  

危険物の重量  
配管等の内圧  
配管等及びその附属設備の自重  
土圧  
水圧  
列車荷重  
自動車荷重  
浮力  

風荷重  
雪荷重  
温度変化の影響  
振動の影響  
地震の影響  
投錨による衝撃の影響  
波浪及び潮流の影響  
設置時における荷重の影響  
他工事による影響  

アンカー  
ガイド  

１００ｍ以下  フレキシブル管  

５０ℓ以内  

ℓ 

曲り管  

５０ℓ以内  

ガイド：配管の伸縮に支障を及ぼさない配管支持物  

アンカー：配管を固定するための支持物  
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(ウ ) 伸縮継手等を用いる場合は、その耐圧強度が、伸縮吸収措置を

講じた配管の強度と同等以上のものとすること。  

(４ ) 危則第２８条の７に規定する配管の接合については、次によること。  

ア  危則第２８条の１２の規定により配管を地下に埋設する場合又は危

則第２８条の１６の規定により配管を地上に設置する場合に限り、フ

ランジ接合により配管等を接合することができるものとする。この場

合において、配管等の接合部分には、危険物の漏えい拡散を防止する

ことができる構造を有する点検箱等を設けること。（◆）  

イ  フランジ接合部分は、油撃作用等の衝撃力に対して十分な強度を有

するとともに、ガスケットの破損及びガスケットからの吹出しのおそ

れがないものとすること。  

(５ ) 危則第２８条の９第１項に規定する地下又は海底に設置する配管等

に講ずる外面腐食を防止するための措置については、次によること。

（平成２３年１２月２１日付け消防危第３０２号通知）  

ア  廃止されたＪＩＳ  Ｇ  ３４９１「水道用鋼管アスファルト塗覆装

方法」に適合する塗覆装材及び塗覆装の方法により施工される配管の

塗覆装は、危告示第２２条第１号及び第２号の規定に適合するものと

して取り扱うことができるものとする。  

イ  第１節第２第１２項第７号オ (ア )から (エ )までに掲げる配管は、危

告示第２２条第１号に規定するこれと同等以上の防食効果を有する塗

覆装材及び同条第２号に規定するこれと同等以上の防食効果を有する

被覆を作る防食被覆の方法により外面腐食を防止するための措置を講

じた配管として取り扱うことができるものとする。  

(６ ) 危則第２８条の１０に規定する地下又は海底に設置する配管等に講

ずる電気防食措置については、次によること。  

ア  危告示第２３条第２号に規定する地下に設置する配管等に設ける電

位測定端子の間隔については、次によること。  

(ア ) 電気的腐食のおそれのある場所等腐食環境の悪い場所にあって

は、設置間隔を２００メートル程度とすること。  

(イ ) 前 (ア )に掲げる場所以外の場所にあっては、腐食環境に応じ、

設置間隔を５００メートル程度以内とすることができるものとする。  

イ  地下又は海底に設置する配管等（海底に設置する配管等にあっては、

埋設したものに限る。）に講ずる電気防食の施工方法については、第

１節第２第１２項第７号キ及びクの規定の例によること。  

(７ ) 危則第２８条の１１に規定する配管等を加熱し、又は保温するため

の設備の火災予防上安全で、かつ、他に悪影響を与えないような構造に

ついては、第１節第２第１２項第９号の規定の例によること。  

(８ ) 配管を地下に埋設する場合は、次によること。  

ア  次の図のように、移送取扱所の配管の一部を建築物の地盤面下に敷
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設することにより、危則第２８条の１２第１号の規定により危告示第

２４条第１号に定める水平距離を有することができない場合において、

シールド工法で施工されたトンネル（内部に傾斜及び漏えい覚知装置

が設けられたものに限る。）に配管を敷設するときは、危令第２３条

の規定を適用し、当該水平距離を有さずに配管を地下に埋設すること

ができるものとする。（昭和５６年９月２４日付け消防危第１１９号

質疑）  

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  危則第２８条の１２第２号の他の工作物とは、下水管、建築物の基

礎その他地下に埋設した移送取扱所の配管及び当該配管に附属する設

備以外の工作物（地下に配管を埋設した移送取扱所以外の製造所等の

配管及び地下に配管を埋設した移送取扱所において、同一の移送取扱

所の配管として取り扱われる配管を含む。）をいうものとする。  

ウ  危則第２８条の１２第３号の山林原野とは、地形の状況等から高度

の土地利用ができない地域をいうが、現在の土地利用の状況が山林原

野であっても、国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第９条第

２項第１号の都市地域、同項第２号の農業地域等のように高度の土地

利用が計画されている地域にあっては、危則第２８条の１２第３号の

その他の地域として取り扱うものとする。  

(９ ) 配管を道路下に埋設する場合は、次によること。  

ア  危則第２８条の１３第１号の自動車荷重の影響の少ない場所とは、

土圧以外の外力が加わる頻度の少ない歩道、路肩、分離帯、停車帯、

法敷等をいうものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河底  

運河  

クレーン  

構内道路  

トンネル  

車道  路肩  法敷  側溝  路肩  法敷  側溝  

地方部  

の部分は、自動車荷重の影響の少ない場所を示す。  
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イ  危則第２８条の１３第３号の防護工とは、道路に係る工事によって

配管が損傷を受けることがないように設ける鉄筋コンクリート板、鋼

板等をいうものとする。  

ウ  危則第２８条の１３第３号の防護構造物とは、列車、自動車等の荷

重及び不等沈下による荷重を配管が直接受けることを防止するために

設ける鋼鉄製さや管、鉄筋コンクリート製カルバートその他の構造物

をいうものとする。なお、防護構造物は、土砂の流入防止、両端部の

地崩れ防止、配管の防食、危険物の漏えい拡散防止等のために、原則

としてその両端を閉そくしたものとすること。（◆）  

エ  危則第２８条の１３第８号に規定する路面下以外の道路下とは、法

敷、側溝等の場所をいうものとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 配管を地上に設置する場合は、次によること。  

ア  複数の配管を設置する場合は、次の図のように、危則第２８条の

１６第３号の規定により配管の両側に設ける空地を重複することがで

きるものとする。なお、次の図に示すような場合は、破線で示された

幅の空地を保有することをもって足りる。（昭和５８年１２月１３日

付け消防危第１３０号通知）  

の部分は、自動車荷重の影響の少ない場所を示す。  

中央帯  

分離帯  

車道  車道  歩道  歩道  

側帯  側帯  

都市部  

地方部  都市部  

路面下  

道路下  

道路の境界  道路の境界  
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イ  危則第２８条の１６第３号ただし書の保安上必要な措置とは、両端

を閉鎖した水密構造の防護構造物、危険物の流出拡散を防止すること

ができる防火上有効な塀等の工作物を配管の周囲の状況に応じて保安

上有効に設置した場合の措置その他配管の周囲の状況に応じて、当該

配管から流出した危険物に起因する火災が発生した場合又は当該配管

の周囲の建築物等に火災が発生した場合に、相互に延焼を防止するた

めに有効であり、かつ、消防活動上の支障がないことを事業者が検証

した措置をいうものとする。（平成２３年１２月１日付け消防危第

２７３号質疑）  

ウ  次に掲げる基準に適合するときに限り、一の隧道内に移送取扱所の

配管と高圧ガス配管を併設することができるものとする。（昭和５６

年１０月１日付け消防危第１２５号質疑）  

(ア ) 当該隧道内に可燃性蒸気等排出設備、照明設備、警報設備、通

報設備（出入口付近及び設置間隔が２００メートル以下となる位置

（隧道の延長が２００メートル以上である場合に限る。）に設置す

るものに限る。）、漏えい検知装置、危険物及び高圧ガスの緊急遮

断装置、火災報知設備、坑内温度計、坑内散水設備、消火設備、排

水設備等の保安設備を設けること。  

(イ ) 当該隧道の出入口、排気口等に防火設備、防火ダンパー等を設

けること。  

(ウ ) 当該隧道内に設置する配管の点検が可能であること。  

(11) 道路を横断して配管を設置する場合は、次によること。  

ア  危則第２８条の１９第１項ただし書の規定により道路上を架空横断

して配管を設置する場合は、同条第２項の規定により配管をさや管そ

の他の構造物の中に設置するとともに、同条第４項において準用する

危則第２８条の１６第６号の規定により配管の横断部の手前に防護設

備を設けなければならないことに留意すること。この場合において、

配
管 

配
管 

配
管 

危則第２８条の１６第３号の規定により設ける空地の幅  

危則第２８条の１６第７号の規定により設ける間隔  
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当該防護設備は、堅固で自動車等が衝突したときに容易に破損するお

それがなく、かつ、当該自動車等を停止することができる構造とする

こと。  

イ  危則第２８条の１９第２項の規定により配管をさや管その他の構造

物（以下このイにおいて「さや管等」という。）の中に設置する場合

は、次によること。  

(ア ) 配管とさや管等との間に緩衝物を充填し、当該配管とさや管等

が接触しないようにすること。  

(イ ) 危則第３７条に規定する保安上必要がある場合とは、配管を地

下水位以下に設ける場合等をいうものとする。  

(12) 河川を横断して配管を橋に設置する場合は、次によること。  

ア  橋の構造に悪影響を及ぼさないように設置すること。  

イ  自動車等の走行による振動により配管及びその支持物が損傷を受け

ないように設置すること。  

ウ  熱膨張及び熱収縮により配管に加わる負荷が過大とならないよう、

適切な伸縮吸収措置を講ずること。  

エ  配管は、自動車等の転落による配管の損傷を防止するため、桁の内

側で、かつ、床版の下に設置すること。ただし、当該配管に適当な防

護措置を講じた場合は、この限りでない。  

オ  配管及びその支持物に木材等の浮遊物が衝突するおそれがある場合

は、必要な箇所に流木防護 杭
く い

その他の防護設備を設けること。  

(13) 危則第２８条の２２に規定する市街地並びに河川上、隧道上及び道

路上その他の危告示で定める場所に配管を設置する場合に講ずる漏えい

した危険物の拡散を防止するための措置については、次によること。  

ア  配管を鋼鉄製のさや管又は水密構造の鉄筋コンクリート製のカル

バート等の中に設置することにより、当該措置を講じたものとして取

り扱うことができるものとする。  

イ  配管の周囲には、当該配管と漏えいした危険物の拡散を防止するた

めのさや管が接触しないよう、間隔材を設ける等の措置を講ずること。  

(14) 可燃性の蒸気の濃度が爆発下限界の２５パーセントに達したときに

自動的に作動する強制換気装置を設置することにより、危則第２８条の

２３に規定する配管を設置するために設ける隧道に講ずる可燃性の蒸気

が滞留しないための措置を講じたものとして取り扱うことができるもの

とする。  

(15) 危則第２８条の２４に規定する不等沈下、地すべり等の発生するお

それのある場所に配管を設置する場合は、次によること。  

ア  危則第２８条の２４に規定する当該不等沈下、地すべり等により配

管が損傷を受けることのないよう講ずる措置とは、部分的な地盤改良、

曲り管の設置等により応力を緩和する措置をいうものとする。  
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イ  危則第２８条の２４に規定する配管に生じる応力を検知するための

装置については、次によること。  

(ア ) 不等沈下のおそれのある部分には、配管の沈下量を直接測定す

る沈下計及びベンチマーク並びに応力を検知するためのひずみゲー

ジを設け、あらかじめ設定された限界値に達した場合は、掘り起こ

しその他の応力を開放するための措置を講ずること。  

(イ ) 地すべりのおそれのある部分には、地盤の変位を検知するため、

伸縮計を設けること。  

(16) 危則第２８条の２５に規定する配管を橋に取り付ける場合に当該配

管に過大な応力が生じることがないよう講ずる措置とは、曲り管を用い

ること、配管をさや管の中に設置すること等をいうものとする。  

(17) 危則第２８条の２９第１項に規定するポンプ及び弁の作動状況等当

該配管系の運転状態を監視する装置は、制御室その他の常時人がいる場

所に、テレメータリング等によりポンプの運転状態、弁の開閉状態、配

管系の各部の圧力、危険物の流量その他配管系の運転に係る主要な要素

が常時把握できるように設置すること。  

(18) 危則第２８条の３１第１項の配管内の圧力が最大常用圧力を超えず、

かつ、油撃作用等によって生ずる圧力が最大常用圧力の１．１倍を超え

ないように制御する装置（以下「圧力安全装置」という。）については、

次によること。  

ア  配管内の圧力が最大常用圧力を超えないように制御する装置とは、

圧力調整弁を用い、その下流側の圧力を制御する装置等をいうものと

する。  

イ  油撃作用等によって生ずる圧力が最大常用圧力の１．１倍を超えな

いように制御する装置とは、圧力逃し装置、配管の末端又は途中にお

いて圧力の急激な上昇を検知した場合にポンプを自動的に停止する装

置等をいうものとする。  

(19) 危則第２８条の３６に規定する配管の経路に設ける通報設備につい

ては、次によること。  

ア  危則第２８条の３６第１項第１号の緊急通報設備とは、危険物施設

保安員、第三者等により配管又はこれに附属する設備に危険物の漏え

いその他の異常が発見された場合に、発見者が制御室等に迅速に通報

するための設備をいうものとする。  

イ  消防機関へ常時通報することができる電話を緊急通報設備の受信部

を設ける場所に設置した場合は、危則第２８条の３６第３項の規定に

適合するものとして取り扱うことができるものとする。  

(20) 危則第２８条の３７の規定により危告示第５２条第２号に定める可

燃性蒸気警報設備については、次によること。  

ア  危告示第５２条第２号の可燃性蒸気を発生する危険物とは、引火点

392



が４０度未満の危険物をいうものとする。  

イ  危告示第５２条第２号の可燃性蒸気警報設備は、その検知部をポン

プ及び危告示第６１条第６号に規定する可燃性の蒸気を屋外の高所に

排出する設備の排気用ダクト吸込部の周辺に設置するとともに、可燃

性の蒸気の濃度が、爆発下限界の２５パーセントに達した場合に警報

を発するように設定すること。  

(21) 危則第２８条の３９の保安のための設備とは、危則第２８条の２９

第１号に規定する配管系に設けるポンプ及び弁の作動状況等当該配管系

の運転状況を監視する装置、危則第２８条の３０各号に掲げる制御機能

を有する安全制御装置、圧力安全装置、危則第２８条の３２の漏えい検

知装置、危則第２８条の３６の通報設備等をいうものとする。  

(22) 危則第２８条の４１第１項に規定する配管系の支持物その他の構造

物からの絶縁及び同条第２項に規定する配管系に挿入する絶縁用継手に

ついては、次によること。  

ア  危則第２８条の４１第１項に規定する保安上必要がある場合とは、

電気防食の措置が講じられている地下埋設配管が緊急遮断弁等の点検

箱を貫通する場合、保安用接地の措置が講じられている地上配管が支

持物により支持されている場合等をいうものとする。この場合におい

て、絶縁材には、繊維質絶縁材、合成樹脂、ゴム絶縁材、絶縁ワニス、

コンパウンド等を用いること。  

イ  危則第２８条の４１第２項に規定する保安上必要がある場合とは、

電気防食の措置が講じられている地下埋設配管を地上に立ち上げる場

合、地下埋設配管に講ずる電気防食の措置に複数の方式が用いられる

場合等をいうものとする。  

(23)  危則第２８条の４２の避雷設備は、移送基地に設置するポンプ、  

ピグ取扱い装置等を保護範囲内に包含できるように設けること。  

(24) 危告示第５６条第１号イのその他保安上必要な箇所とは、道路、鉄

道、河川、水路等の横断部の両側及びバルブピットの設置箇所をいうも

のとする。  

(25) 屋外貯蔵タンク等に受け入れる危険物を人為的に切り換えるために、

移送取扱所の配管と屋外貯蔵タンク等の附属配管との接続部分に、危則

第２８条の５０の規定に適合するマニホールド切換アーム（払出し口）

を設けることができるものとする。（昭和５５年３月４日付け消防危第

３０号質疑）  

(26) 危則第２８条の５１第１項に規定する柵、塀等及び同条第２項に規

定する移送基地の構外への危険物の流出を防止するための措置について

は、次によること。  

ア  危則第２８条の５１第１項に規定する柵、塀等については、移送基

地の設置場所の状況に応じ、当該移送基地を設置する事業所の敷地の
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周囲に設けることができるものとする。  

イ  危則第２８条の５１第２項ただし書に規定する保安上支障がないと

認められる場合とは、次に掲げる場合をいうものとする。  

(ア ) 危告示第６６条第１号に係るものにあっては、流出防止上有効

な塀等を設けた場合  

(イ ) 危告示第６６条第３号に係るものにあっては、移送基地に係る

敷 地 の 周 囲 の 地 盤 が 当 該 移 送 基 地 に 係 る 敷 地 の 地 盤 よ り ０ ． ５   

メートル以上高い場合  
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第５節  消火設備、警報設備及び避難設備の基準  

第１  消火設備  

１  建築物の全部が製造所等である場合にあっては当該製造所等に法第１０

条第４項の技術上の基準に従い、消火設備、警報設備及び避難設備を設置

しなければならないが、建築物の一部に製造所等がある場合にあっては当

該製造所等の部分に法第１０条第４項の技術上の基準に従い、消火設備、

警報設備及び避難設備を設置するとともに、当該製造所等以外の部分に法

第１７条第１項の技術上の基準等に従い消防用設備等を設置しなければな

らない。（昭和４２年１１月２９日付け自消丙予発第１０２号質疑）  

２  製造所等の一部に事務室、計器室、電気室その他の危険物を取り扱わな

い部分（当該部分以外の部分と耐火構造の床又は壁で区画され、かつ、当

該部分の出入口に随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設け

たものに限る。）が存する場合は、当該部分について、危令第２３条の規

定を適用し、法第１７条に規定する消防用設備等の技術上の基準に準じて

消火設備を設置することができるものとする。なお、この場合における法

第１７条に規定する消防用設備等の技術上の基準に準じて設置する消火設

備は、法第１０条第４項に基づく製造所等の設備として設置するものであ

ることに留意すること。  

３  危則第３０条第１号の延べ面積には、屋外に設置する工作物の設置面積

を含まないものとするが、屋外にある工作物に係る所要単位にあっては、

同条第３号の規定により算出しなければならないことに留意すること。

（平成元年３月２２日付け消防危第２４号通知）  

４  消火設備の設置の基準については、次によること。  

(１ ) 危則第３２条に規定する第１種の屋内消火栓設備の加圧送水装置に

は、常用動力源の原動機として内燃機関を用いることができるものとす

る。この場合において、当該内燃機関を原動機とする加圧送水装置の構

造及び性能は、「内燃機関を原動機とする加圧送水装置の構造及び性能

の基準について」（平成４年３月２５日付け消防危第２６号通知）別添

「内燃機関駆動による加圧送水装置等の構造及び性能の基準」に適合す

るものとすること。（平成元年７月４日付け消防危第６４号質疑、平成

４年３月２５日付け消防危第２６号通知）  

(２ ) 危則第３２条の２に規定する第１種の屋外消火栓設備の設置の基準  

については、次によること。  

ア  屋外消火栓設備を製造所等（建築物であるものに限る。）の消火設

備とする場合にあっては、当該製造所等の１階及び２階の部分以外の

部分を屋外消火栓設備の放射能力範囲とすることはできないことに留

意すること。また、屋外消火栓設備を製造所等の屋外の工作物の消火

設備とする場合にあっては、当該屋外消火栓設備の有効放水距離等を

考慮した放射能力範囲に応じて設置すること。（平成元年３月２２日
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付け消防危第２４号通知）  

イ  危則第３３条第１項第５号に規定する塊状の硫黄等のみを地盤面に

設けた囲いの内側（当該囲いの内側の面積が１００平方メートル以上

のものに限る。）で貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所に屋外消火栓設

備を設置する場合は、当該屋外消火栓設備に設けるノズルは、噴霧に

切替えのできる構造のものとすること。（昭和５４年７月３０日付け

消防危第８０号通知）  

(３ ) 危則第３２条の４に規定する第３種の水蒸気消火設備は、第２類の

危険物のうち硫黄及び硫黄のみを含有するものを溶融したもの又は引火

点が１００度以上の第４類の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに限

り、設けることができるものとする。（平成元年３月２２日付け消防危

第２４号通知）（◆）  

(４ ) 危則第３２条の６に規定する第３種の泡消火設備の設置の基準につ

いては、次によること。  

ア  岸壁又は桟橋その他これらに類する場所に設置されている屋外貯蔵

タンク又は移送取扱所のポンプ設備、注入口及び払出口に第３種の固

定式の泡消火設備を設置する場合にあっては、泡モニターノズル方式

のものを設置すること。  

イ  第４類の危険物のうち、水に溶けないもの以外のものに用いる泡消

火薬剤については、水溶性液体用泡消火薬剤であって、泡告示別表第

５又は別表第６に定める試験において消火性能を確認したものに限り、

「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令」（昭和５０年自治省令第

２６号）第２条に定める泡消火薬剤の種別にかかわらず、当該泡消火

薬剤を用いることができるものとする。（平成２４年３月３０日付け

消防危第９２号質疑）  

ウ  危令第１７条第２項第９号ただし書に該当する屋内給油取扱所のう

ち上部に上階を有するものに設置する第３種の固定式の泡消火設備に

ついては、次によること。  

(ア ) 泡消火設備の泡放出口は、フォームヘッド方式のものとするこ

と。  

(イ ) フォームヘッドは、固定給油設備等を中心とした半径３メート

ルの範囲及び危険物の漏えい範囲を局限化するための設備を包含す

るように設けること。（平成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

(ウ ) 原則として全域放出方式の泡消火設備を設置すること。ただし、

防護対象物相互の距離が離れており、相互に延焼のおそれがない場

合は、局所放出方式の泡消火設備を設置することができるものとす

る。（◆）  

(エ ) 泡消火設備の水源、加圧送液装置等は、給油取扱所の敷地外に

設けることができるものとする。（平成元年５月１０日付け消防危
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第４４号質疑）  

(オ ) 給油取扱所の用に供する部分及び当該部分以外の部分に泡消火

設備を設ける場合は、給油取扱所の用に供する部分に設ける泡消火

設備の水源、加圧送液装置等を当該部分以外の部分に設ける泡消火

設備の水源、加圧送液装置等と兼用することができるものとする。

（平成元年５月１０日付け消防危第４４号質疑）  

(カ ) 起動装置に閉鎖型スプリンクラーヘッド又は火災感知用ヘッド

を用いる場合は、これらを床面積２０平方メートルにつき１個以上

設けること。（◆）  

エ  顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所（危則第３３条第１項第６号

に規定する一方開放型上階付き屋内給油取扱所に該当するものを除

く。）に設置するパッケージ型固定泡消火設備（泡告示第１８条第１

項のパッケージ型固定消火設備をいう。）の放出量及び水源の水量に

ついては、泡告示第１８条第１項第２号及び第２項に規定されている

が、一の自動車等の停車位置ごとに必要な放出量を確保するため、一

の泡放出口の放出量を水平放出方式にあっては７．４リットル毎分以

上、下方放出方式にあっては２２．２リットル毎分以上となるように

した場合に、泡告示第１８条第２項第１号に定める泡水溶液の量は、

水平放出方式の場合にあっては７４リットル以上、下方放出方式の場

合にあっては２２２リットル以上の量となることに留意すること。

（平成１０年３月１３日付け消防危第２５号通知、令和元年８月２７

日付け消防危第１１９号通知）  

オ  泡告示第１９条第３号ロに規定する泡消火設備の合成樹脂製の管及

び管を接続する管継手（以下このオにおいて「管及び管継手」とい

う。）が火災の熱等の影響を受けないような設置とは、管及び管継手

を地盤面下に埋設して設置すること、雨水等の浸入を防止できる耐火

性能を有する蓋をした地下ピットに設置すること等をいうものとする。

この場合において、地盤面下に埋設して設置するときは、管及び管継

手は、当該管の自重、管及び管継手に作用する土圧及び地下水圧、地

盤面上を走行する車両の車輪荷重並びに地震動等によって生ずる応力

に対して十分な強度を有し、かつ、変形、破損等が生じない構造のも

のとするとともに、地上又は地中に当該管及び管継手の埋設位置及び

軸方向を表示した位置標識を設けること。（令和元年８月２７日付け

消防危第１１９号通知）（◆）  
(５ ) 危則第３２条の７に規定する第３種の不活性ガス消火設備の設置の

基準については、次のアからウまでに掲げる通知によるほか、エ及びオ

の規定によること。  

ア  「二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準につい

て」（平成４年２月５日付け消防危第１１号・消防予第２２号通知）  
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イ  「二酸化炭素消火設備の安全対策について」（平成８年９月２０日

付け消防予第１９３号・消防危第１１７号通知）  

ウ  「全域放出方式の二酸化炭素消火設備の安全対策ガイドラインにつ

いて」（平成９年８月１９日付け消防予第１３３号・消防危第８５号

通知）  

エ  ガソリン、灯油、軽油若しくは重油を貯蔵し、又は取り扱う製造所

等において、当該製造所等に設置される危険物を取り扱う設備におい

て少量の潤滑油や絶縁油等の危険物を取り扱う場合における不活性ガ

ス告示第５条第２号の表の製造所等の区分については、同号の表のガ

ソリン、灯油、軽油若しくは重油を貯蔵し、又は取り扱う製造所等と

して取り扱うものとする。（平成２４年３月３０日付け消防危第９２

号質疑）  

オ  不活性ガス告示第５条第２号の表の製造所等の区分がガソリン、灯

油、軽油若しくは重油を貯蔵し、又は取り扱う製造所等であって、当

該製造所等における防護区画の体積が１，０００立方メートル未満の

ものに該当しない製造所等に窒素、ＩＧ－５５又はＩＧ－５４１を放

射する消火設備を設置する場合は、当該製造所等で貯蔵し、又は取り

扱う危険物に対する有効性、当該消火設備が設置される防護区画の構

造等から、防火安全上支障がないと認められる場合に限り、危令第

２３条の規定を適用し、当該消火設備を設置することができるものと

する。（平成２４年３月３０日付け消防危第９２号質疑）  

(６ ) 危則第３２条の８に規定する第３種のハロゲン化物消火設備の設置

の基準については、次のアからオまでに掲げる通知及び質疑によるほか、

カ及びキの規定によること。  

ア  「ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等について」（平成３年

８月１６日付け消防予第１６１号・消防危第８８号通知）（◆）  

イ  「ハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等に係る質疑応答につい

て」（平成３年９月２０日付け消防予第１９０号・消防危第９９号質

疑）（◆）  

ウ  「ガス系消火設備等に係る取扱いについて」（平成７年５月１０日

付け消防予第８９号通知）  

エ  「危険物施設に係るガス系消火設備等の取扱いについて」（平成  

８年１２月２５日付け消防予第２６５号・消防危第１６９号通知）  

オ  「ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制等

について」（平成１３年５月１６日付け消防予第１５５号・消防危第

６１号通知）（◆）  

カ  「「ハロン消火剤を用いるハロゲン化物消火設備・機器の使用抑制

等について」の一部改正について」（平成２６年１１月１３日付け消

防予第４６６号・消防危第２６１号通知）（◆）  
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キ  ガソリン、灯油、軽油若しくは重油を貯蔵し、又は取り扱う製造所

等において、当該製造所等に設置される危険物を取り扱う設備におい

て少量の潤滑油や絶縁油等の危険物を取り扱う場合におけるハロゲン

化物告示第５条第２号の表の製造所等の区分については、同号の表の

ガソリン、灯油、軽油若しくは重油を貯蔵し、又は取り扱う製造所等

として取り扱うものとする。（平成２４年３月３０日付け消防危第

９２号質疑）  

ク  ハロゲン化物告示第５条第２号の表の製造所等の区分がガソリン、

灯油、軽油若しくは重油を貯蔵し、又は取り扱う製造所等であって、

当該製造所等における防護区画の体積が１，０００立方メートル未満

のものに該当しない製造所等にＨＦＣ－２３又はＨＦＣ－２２７ｅａ

を放射する消火設備を設置する場合は、当該製造所等で貯蔵し、又は

取り扱う危険物に対する有効性、当該消火設備が設置される防護区画

の構造等から、防火安全上支障がないと認められる場合に限り、危令

第２３条の規定を適用し、当該消火設備を設置することができるもの

とする。（平成２４年３月３０日付け消防危第９２号質疑）  

(７ ) 危則第３２条の１０に規定する第４種の消火設備を２以上の階にわ

たる製造所等に設置する場合は、当該製造所等の階ごとに、防護対象物

の各部分から一の第４種の消火設備に至る歩行距離が３０メートル以下

となるよう設置すること。  

(８ ) 危則第３２条の１１に規定する第５種の消火設備の設置の基準につ

いては、次によること。  

ア  第５種の消火設備を設置する場合は、１０型以上の消火器を設置す

ること。（◆）  

イ  ２以上の階にわたる製造所等に第５種の消火設備を設置する場合は、

当該製造所等の階ごとに、防護対象物の各部分から一の第５種の消火

設備に至る歩行距離が２０メートル以下となるよう設置すること。  

５  危則第３３条第１項各号及び第３４条第１項各号に掲げる製造所等並び

に当該製造所等及び危則第３５条各号に掲げる製造所等の消火設備の設置

の基準については、次によること。  

(１ ) 危則第３３条第１項各号に掲げる製造所等（以下「著しく消火困難  

な製造所等」という。）については、次によること。  

ア  危則第３３条第１項第１号に規定する地盤面又は消火活動上有効な

床面からの高さが６メートル以上の部分において危険物を取り扱う設

備には、蒸留塔、反応槽その他の塔槽類を含むものとする。この場合

において、消火活動上有効な床面とは、建築物の床面その他火災時に

おいて消火設備による消火活動を有効に行うことができる面をいうも

のとする。（平成元年３月２２日付け消防危第２４号通知、平成元年

７月４日付け消防危第６４号質疑）  
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イ  防火上有効にダンパー等が設けられた換気設備又は可燃性蒸気等排

出設備の風道並びに周囲を金属以外の不燃材料で有効に被覆したボイ

ラー等の危険物を消費する設備の排気筒（区画外の部分に存するもの

に限る。）（以下このイにおいて「排気筒」という。）及び耐火構造

の煙道内に設置した排気筒にあっては、危則第３３条第１項第１号の

開口部に含まないことができるものとする。（平成２年３月３１日付

け消防危第２８号質疑、平成２９年１０月３０日付け消防危第２１６

号質疑）  

ウ  危則第２８条の５７第４項の規定を適用する一般取扱所を当該一般

取扱所の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける場合に

あっては、当該一般取扱所の用に供する部分は、当該一般取扱所の用

に供する部分以外の部分と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画さ

れているものとして取り扱うことができるものとする。  

エ  危則第３３条第１項第３号に規定する屋外タンク貯蔵所の高さとは、

当該屋外タンク貯蔵所に係る屋外貯蔵タンクの高さをいうものとし、

当該屋外貯蔵タンクの高さにあっては、第３節第２第２項第２号アの

規定の例によること。  

オ  危則第３３条第１項第４号に規定する屋内タンク貯蔵所の高さとは、

当該屋内タンク貯蔵所に係る屋内貯蔵タンクの高さをいうものとし、

当該屋内貯蔵タンクの高さとは、当該屋内貯蔵タンクを設置するタン

ク専用室の床面からタンク側板の頂部までの高さをいうものとする。  

(２ ) 危則第３３条第２項に規定する著しく消火困難な製造所等の消火設

備の設置の基準については、次によること。  

ア  危則第３３条第２項第１号の表の下欄に規定する火災のとき煙が  

充満するおそれのある場所等（製造所及び一般取扱所に係るものに  

限る。）に該当しないものは、次に掲げる場所とする。  

(ア )  上屋のみを有し、壁が設けられていない場所（平成元年７月  

４日付け消防危第６４号質疑）  

(イ ) 壁面のうち１の長辺を含む２面以上が常時外気に直接開放され

ている場所  

(ウ ) (ア )及び (イ )に掲げるもののほか、次に掲げる基準に適合す

る建築物の内部  

ａ  屋根又は天井が高い位置にあり、かつ、床面積が大きいため、

火災による煙が消火活動を行う床面に達するまでに時間を要する

ことにより、第１種の消火設備又は移動式の第３種の消火設備を

用いても安全に初期消火を行うことができる場所であること。  

ｂ  火災により生ずる煙を有効に排出する能力を備えた換気設備、

排煙設備等が設置されている場所であること。  

ｃ  主要な避難口を容易に見通すことができ、又は当該避難口から
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容易に避難できる場所であること。  

イ  一般取扱所の用に供する部分以外の部分（以下「他用途部分」とい

う。）を有する建築物に設ける一般取扱所（火災のとき煙が充満する

おそれのある場所等に設けるものに限る。）については、他用途部分

と開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除き、建

築物その他の工作物及び危険物を包含するように第２種の消火設備又

は移動式以外の第３種の消火設備を設けなければならないが、次に掲

げる要件に適合する一般取扱所その他これに類する一般取扱所につい

ては、危令第２３条の規定を適用し、当該消火設備を設けないことが

できるものとする。（平成１０年１０月１３日付け消防危第９０号質

疑）  

(ア ) 一般取扱所の設置場所は、地上１２階地下２階建ての耐火構造

の建築物の地下２階部分の室内であること。  

(イ ) 一般取扱所における危険物の取扱いの形態は、自家用発電設備

により危険物を消費するものであること 。（危則第２８条の５４  

第３号に掲げる一般取扱所）  

(ウ ) 一般取扱所には、全域放出方式の不活性ガス消火設備及び当該

一般取扱所の各部分から歩行距離が２０メートル以下となるように

第５種の消火設備（粉末消火器）が設けられていること。  

(エ ) 一般取扱所が設置される建築物の室内の内装は、不燃材料で仕

上げられるとともに、当該一般取扱所に設置する設備等（電気配線

の被覆材等必要最小限のものを除く。）は、不燃材料で造られてい

ること 。また、当該一般取扱所には、必要最小限のものを除き、  

可燃物が存置等されないように管理がなされていること。  

ウ  製造所及び一般取扱所のうち、地盤面又は消火活動上有効な床面か

らの高さが６メートル以上の部分において危険物を取り扱う密封構造

の塔槽類を有するものは、当該危険物の消火に必要な量の窒素ガスを

保有する窒素ガス送入設備を設けることにより、危令第２３条の規定

を適用し、第１種、第２種又は第３種の消火設備（火災のとき煙が  

充満するおそれのある場所等に設けるものは、第２種の消火設備又は

移動式以外の第３種の消火設備）を設けないことができるものとする。

（平成２年５月２２日付け消防危第５７号質疑）  

エ  危則第３３条第２項第１号の２及び第３４条第３項の規定に基づき

第１種、第２種又は第３種の消火設備を設けることにより、当該設備

の放射能力範囲内の部分について第４種の消火設備を設けない場合に

おける当該消火設備は、危令第２０条第１項第１号に定める技術上の

基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているもので

なければならないことに留意すること。（平成元年３月２２日付け  

消防危第２４号通知）  
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オ  危則第３３条第２項第２号に規定する可燃性の蒸気又は可燃性の微

粉が滞留するおそれがある建築物又は室については、次によること。  

(ア ) 可燃性の蒸気が滞留するおそれがある建築物又は室とは、引火

点が４０度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物又は室及び

引火点が４０度以上の危険物を当該危険物の引火点以上の状態で貯

蔵し、又は取り扱う建築物又は室をいうものとする。  

(イ ) 可燃性の微粉にあっては、当該微粉が危険物であるか否かにつ

いては問わないものとする。  

(３ ) 危則第３４条第１項各号に掲げる製造所等（以下「消火困難な製造

所等」という。）の消火設備の設置の基準については、次によること。  

ア  一の屋外タンク貯蔵所に設置する第４種の消火設備は、複数の屋外

タンク貯蔵所（当該複数の屋外タンク貯蔵所に係る屋外貯蔵タンクが

一の防油堤内に存するものに限る。）で共用することができるものと

する。（昭和３６年５月１０日付け自消甲予発第２５号通知）  

イ  危則第３４条第１項第４号の２に規定する給油取扱所に第４種の  

消火設備を設ける場合は、同条第２項第１号の建築物その他の工作物

には危則第２５条の４第１項第５号の用途に供する建築物を含むもの

と解し、当該消火設備を設けること。（平成元年５月１０日付け消防

危第４４号質疑）  

(４ ) 危則第３５条第３号ただし書の規定に基づき第１種から第４種まで

の消火設備を設置することにより、当該消火設備の放射能力範囲内の部

分について第５種の消火設備を、その能力単位の数値が所要単位の数値

の５分の１以上になるように設ける場合は、当該消火設備は、危令第

２０条第１項第１号若しくは第２号に定める技術上の基準に従い、又は

当該技術上の基準の例により設置されているものでなければならないこ

とに留意すること。この場合において、第５種の消火設備は、危則第

３２条の１１ただし書の規定により、歩行距離に係る規定を適用しない

ことができる。（平成元年３月２２日付け消防危第２４号通知）  

(５ ) 危則第３３条から３５条までの規定により第５種の消火設備を設け  

る場合は、次によること。  

ア  第５種の消火設備を、その能力単位の数値が建築物その他の工作物

の所要単位の数値に達するように設けるとは、第５種の消火設備に係

る消火器の技術上の規格を定める省令（昭和３９年自治省令第２７号）

第３条第３項に規定する数値（Ａ火災に対する能力単位の数値）が  

建築物その他の工作物の所要単位の数値に達するように設けることを

いうものであることに留意すること。  

イ  危険物の所要単位の数値に達する能力単位の数値の第５種の消火設

備を設ける場合又は第５種の消火設備をその能力単位の数値が危険物

の所要単位の数値の５分の１になるように設ける場合は、次によるこ
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と。  

(ア )  消火設備の設置の対象となる危険物が第４類の危険物以外の  

危険物であるときは、第５種の消火設備に係る消火器の技術上の  

規格を定める省令第３条第３項に規定する数値（Ａ火災に対する  

能力単位の数値）が危険物の所要単位の数値に達するように、又は

危険物の所要単位の数値の５分の１になるように設けなければなら

ないことに留意すること。  

(イ ) 消火設備の設置の対象となる危険物が第４類の危険物であると

きは、第５種の消火設備に係る消火器の技術上の規格を定める省令

第４条第４項に規定する数値（Ｂ火災に対する能力単位の数値）が

危険物の所要単位の数値に達するように、又は危険物の所要単位の

数値の５分の１になるように設けなければならないことに留意する

こと。  

６  蓄電池により貯蔵される危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内貯蔵所

に設ける消火設備については、次によること。（令和５年１２月２８日付

け消防危第３６１号通知）  

(１ ) スプリンクラー設備の基準については、危則第３５条の２第３項第

１号の基準によるほか、次によること。  

ア  開放型スプリンクラーヘッドにあっては、防護対象物の全ての表面

がいずれかのヘッドの有効射程内にあるように設けるほか、施行規則

第１３条の２第４項第１号ニ及びホに定める基準の例によること。  

イ  一斉開放弁又は手動式開放弁にあっては、施行規則第１４条第１項

第１号に定める基準の例によること。  

ウ  ２以上の放射区域を設ける場合は、火災を有効に消火できるよう、

隣接する放射区域を相互に重複させること。  

エ  制御弁にあっては、施行規則第１４条第１項第３号に定める基準の

例によること。  

オ  自動警報装置にあっては、施行規則第１４条第１項第４号に定める

基準の例によること。  

カ  流水検知装置にあっては、施行規則第１４条第１項第４号の４及び

第４号の５に定める基準の例によること。  

キ  呼水装置にあっては、施行規則第１４条第１項第５号に定める基準

の例によること。  

ク  送水口にあっては、施行規則第１４条第１項第６号に定める基準の

例によるほか、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置

に双口型の送水口を附置すること。  

ケ  起動装置にあっては、次によること。  

(ア ) 施行規則第１４条第１項第８号に定める基準の例によること。  

(イ )  自動火災報知設備の感知器の作動により連動して起動させる  
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場合は、複数の煙感知器の作動により連動して起動させ、又は煙感

知器及び炎感知器若しくは熱感知器の作動により連動して起動させ

ること。  

コ  操作回路の配線にあっては、施行規則第１４条第１項第９号に定め

る基準の例によること。  

サ  配管にあっては、施行規則第１４条第１項第１０号に定める基準の

例によること。  

シ  加圧送水装置にあっては、施行規則第１４条第１項第１１号に定め

る基準の例によること。  

ス  貯水槽等にあっては、施行規則第１４条第１項第１３号に定める  

基準の例によること。  

セ  予備動力源にあっては、自家発電設備又は蓄電池設備によるものと

し、次の (ア )及び (イ )に定めるところによること。ただし、 (ア )に掲

げる基準に適合する内燃機関が、常用電源が停電した場合に速やかに

当該内燃機関を作動するものであるときに限り、自家発電設備に代え

て内燃機関を用いることができるものとする。  

(ア ) 容量は、スプリンクラー設備を有効に４５分間以上作動させる

ことができるものであること。  

(イ ) 施行規則第１２条第１項第４号ロ（自家発電設備の容量に係る

部分を除く。）及びハ（蓄電池設備の容量に係る部分を除く。）に

定める基準の例によること。  

(２ ) 第４種及び第５種の消火設備にあっては、危則第３５条の２第３項

第２号及び第３号に定める基準によるほか、危令別表第５における建築

物その他の工作物、電気設備及び第４類の危険物の消火に適応するもの

を設置すること。  

７  危則第３６条に規定する電気設備に対する消火設備については、次によ

ること。  

(１ ) 危則第３６条の規定は、危令第２０条第１項第１号から第３号まで

に掲げる製造所等（移動タンク貯蔵所を除く。）及び同条第３項に規定

する蓄電池により貯蔵される危則で定める危険物のみを貯蔵し、又は取

り扱う屋内貯蔵所に適用するものとする。  

(２ ) 危則第３６条の電気設備とは、配電盤、分電盤、制御盤、発電機、  

電動機、照明設備、コンセント等をいうものとする。  

(３ ) 危則第３６条の電気設備のある場所とは、同条の電気設備が存する  

屋内及び屋外の場所をいうものとする。  

(４ ) 危則第３６条の電気設備のある場所の面積とは、屋内及び屋外に存  

する電気設備の水平投影面積（当該電気設備が複数ある場合は、当該水  

平投影面積を合計した面積）をいうものとする。  

(５ ) 危則第３６条の規定により電気設備のある場所に消火設備を設ける
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場合は、当該場所の面積を１００平方メートルで除して得た数以上の  

個数の消火設備を設けること。（令和５年３月２４日付け消防危第６

３号質疑）  

(６ ) 危則第３３条第２項各号、第３４条第２項各号又は第３５条各号に

基づき設置される消火設備が、危令別表第５において電気設備に適応す

るものとされ、かつ、当該消火設備が電気設備のある場所を包含し、又

は危則第３６条の規定を満たすように設けられている場合は、危令第

２３条の規定を適用し、危則第３６条の規定により設置が必要な消火設

備を設けないことができるものとする。（令和５年３月２４日付け消防

危第６３号質疑）  

８  前各項に定めるもののほか、消火設備の設置の基準については、「消火

設備及び警報設備に係る危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

の運用について」（平成元年３月２２日付け消防危第２４号通知、平成３

年６月１９日付け消防危第７１号通知、平成２４年３月３０日付け消防危

第９０号通知）によること。  

第２  警報設備  

１  危則第３８条第１項第１号に規定する自動火災報知設備の設置の対象と

なる製造所等については、次によること。  

(１ ) 危則第３８条第１項第１号イ及びロの延べ面積には、屋外に設置す

る工作物の設置面積を含まないものとする。（平成元年３月２２日付け

消防危第２４号通知）  

(２ ) 危則第３８条第１項第１号イ及びロの規定にかかわらず、危令第

２３条の規定を適用し、防火上有効にダンパー等が設けられた換気設備

又は可燃性蒸気等排出設備の風道並びに周囲を金属以外の不燃材料で有

効に被覆したボイラー等の危険物を消費する設備の排気筒（区画外の部

分に存するものに限る。）（以下この号において「排気筒」という。）

及び耐火構造の煙道内に設置した排気筒にあっては、同号イの開口部並

びに同号ロに規定する不燃材料で造られた隔壁に係る開口部及び耐火構

造の床又は壁に係る開口部に含まないことができるものとする。（平成

２年３月３１日付け消防危第２８号質疑、平成２９年１０月３０日付け

消防危第２１６号質疑）  

(３ ) 危則第３８条第１項第１号ホの上部に上階を有する屋内給油取扱所

とは、建築物の給油取扱所の用に供する部分の上部に上階（当該部分以

外の部分を有するものに限る。）を有する屋内給油取扱所をいうものと

する。  

２  危則第３８条第１項第２号の規定により設ける危則第３７条第３号の非

常ベル装置、同条第４号の拡声装置及び同条第５号の警鐘は、施行令第

２４条第４項及び施行規則第２５条の２第２項の基準の例により設けるこ

と。  

405



３  自動火災報知設備の設置の基準については、次によること。  

(１ ) 感知器及び中継器は、施行規則第２３条第４項から第９項までの規  

定の例により設置すること。  

(２ ) 自動火災報知設備は、施行規則第２４条及び第２４条の２の規定の

例により設置し、及び維持すること。  

(３ ) 給油取扱所以外の部分に自動火災報知設備が設置されている場合は、

前節第１第４項第１号ウ (ア )の規定の例によること。（平成元年５月

１０日付け消防危第４４号通知）  

(４ ) 給油取扱所以外の部分に自動火災報知設備が設置されていない場合  

は、前節第１第４項第１号ウ (イ )の規定の例によること。（平成元年   

５月１０日付け消防危第４４号通知）    

(５ ) 危則第３８条第１項第１号ホに規定する屋内給油取扱所のうち、   

 メタノールを取り扱うものには、メタノールの火炎が確認しにくいこと  

 から、炎感知器を有する自動火災報知設備を設置すること。（平成６年  

 ３月２５日付け消防危第２８号通知）（◆）  

第３  避難設備  

１  避難設備の設置の基準については、次によること。  

(１ ) 危則第３８条の２第２項第１号の規定により建築物の２階から直接

給油取扱所の敷地外へ通ずる出入口及びこれに通ずる出入口に設ける誘

導灯は、室内の各部分から当該誘導灯を容易に見通せる位置に設置する

こと。（平成元年３月３日付け消防危第１５号通知）  

(２ ) 給油取扱所には、Ａ級、Ｂ級及びＣ級のいずれの誘導灯も設置する  

ことができるものとする。（平成元年５月１０日付け消防危第４４号   

通知）  

(３ ) 前２号に定めるもののほか、誘導灯は、施行規則第２８条の３第１

項、第２項、第４項（第３号、第３号の２、第６号及び第１２号を除

く。）及び第６項の規定の例により設けること。（◆）  
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附  則  

１  この審査基準は、令和６年４月１日から施行する。  

２  この審査基準の施行の際、現に法第１１条の規定により許可を受けている

製造所等の位置、構造及び設備の技術上の基準に係るものにあっては、その

変更がない限り、なお従前の例によるものとする。  
３  この審査基準の施行に伴い、給油事務所等の出入口に設ける扉等の取扱い

（昭和５２年高松市消防局通達第２号）、予防規程の変更に係る事務処理し

指針について（昭和６３年予防課長通知番号不明）、危険物の仮貯蔵または

仮取扱いの承認に伴う事務処理要綱（平成６年高松市消防局庁達第６号）、

給油取扱所に設置する洗濯機の取扱いについて（平成９年予防課長通知番号

不明）、高松市危険物規制の手続に関する規則第８条第１項第４号中の市長

が定める要件に関する要綱（平成１５年高松市消防局庁達第１１号）、給油

取扱所における指定数量以上のガソリンの容器への詰替え販売に係る予防規

程の認可について（令和２年消防局長依命通達）は、廃止する。  
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別
表
第
１
（

第
２
章
第
１
節
第
４
関
係
）
 

（
共
通
事
項

）
 

１
 
建
築

物
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

屋
根
 （
キ
ャ
ノ
ピ
ー
を
含
む
。）
、
壁
、

柱
、
床
、
は
り
等

 

 
補
修
 

注
１
 

(
１
)
 
他
の
壁
の
構
造
基
準
に
変
更
が
な
い
こ
 

と
。
 

(
２
)
 
危
令
第
３
章
第
４
節
に
規
定
す
る
消
火
 

設
備
、
警
報
設
備
及
び
避
難
設
備
 （
以
下
「
消

 

防
用
設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
変
更
 （
消
防
用

設
備

等
の

軽
微

な
工

事
に

該
当

す
る

も
の

を

除
く
。
）
が
な
い
こ
と
。
 

防
火
上
重
要
で
な
い
間
仕
切
壁
 

増
設
、
移
設
、
改
造
、
撤
去
 

※
注
１
 

取
替
え
、
補
修
 

内
装
材
 

 
取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

防
火
設
備
、
ガ
ラ
ス
、
窓
又
は
窓
枠

 
 

取
替
え
、
補
修
 

階
段
 

 
取
替
え
、
補
修
 

２
 
工
作
物
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事
 

備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

保
安

距
離

又
は

保
有
空

地
の

代
替

措

置
の
塀
又
は
隔
壁
 

 
補
修
 

注
２
 

(
１
)
 
配
管
、
設
備
等
の
耐
震
計
算
等
に
変
更
 

が
な
い
こ
と
。
 

(
２
)
 
耐
火
性
能
、
耐
火
被
覆
材
料
及
び
施
工
 

方
法
に
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

架
構
 

 
補
修
 

配
管

、
設

備
等

の
支
柱

・
架

台
、

耐

火
措
置
 

取
替
え
 

※
注
２
 

補
修
 

歩
廊
、
は
し
ご
 

 
取
替
え
、
補
修
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３
 
保
有

空
地
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事
 

備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

植
栽
 

増
設
、
移
設
、
改
造
 

※
注
３
 

取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

注
３
 

保
有

空
地

に
係

る
基

準
に

変
更

が
な

い
こ

と
。
 

４
 
タ
ン

ク
等
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事
 

備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

犬
走

り
、

法 の
り

面
、

コ
ン

ク
リ

ー
ト
 

リ
ン

グ
又

は
地

下
タ
ン

ク
の

上
部

ス

ラ
ブ
 

補
修
 

※
注
４
 

 

注
４
 
 

ひ
び

割
れ

に
対

す
る

パ
テ

埋
め

又
は

こ
れ

と

同
等
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

注
５
 

タ
ン

ク
重

量
の

増
減

に
よ

る
耐

震
計

算
等

に

変
更
が
な
い
こ
と
。
 

注
６
 

(
１
)
 
管
径
、
板
厚
、
材
質
及
び
経
路
の
変
更
が

 

な
い
こ
と
。
 

(
２
)
 
危
険
物
の
取
扱
い
に
変
更
が
な
い
こ
 

と
。
 

(
３
)
 
加
熱
の
状
態
、
方
法
等
に
変
更
が
な
い
 

こ
と
。
 

注
７
 

(
１
)
 
貯
蔵
す
る
危
険
物
と
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
 

組
合
せ
が
不
適
切
で
な
い
こ
と
。
 

屋
根
支
柱
、
ラ
フ
タ
ー
、
ガ
イ
ド
ポ
ー

ル
等
 

補
修
 

※
注
５
 

 

屋
外
タ
ン
ク
の
支
柱
の
耐
火
措
置
 

 
取
替
え
、
補
修
 

階
段
、
は
し
ご
、
手
す
り
等
 

取
替
え
 

※
注
５
 

補
修
 

タ
ン
ク
元
弁
 

 
取
替
え
、
補
修
 

通
気
管
（
地
上
部
分
に
限
る
。
）
 

取
替

え
 

補
修
 

サ
ク

シ
ョ

ン
ヒ

ー
タ
ー

、
ヒ

ー
タ

ー

コ
イ

ル
等

の
加

熱
配
管

等
（

蒸
気

、

温
水
等
を
用
い
た
も
の
を
除
く
。
）
 

取
替

え
 

※
注

６
 

補
修
 

サ
ク

シ
ョ

ン
ヒ

ー
タ
ー

、
ヒ

ー
タ

ー

コ
イ

ル
等

の
加

熱
配
管

等
（

蒸
気

、

温
水
等
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）
 

 

取
替
え
、
補
修
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内
面

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

（
屋

外
貯

蔵

タ
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に
係
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も
の
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除
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。
）
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食
の

お
そ

れ
が

特
に
高

い
地

下
貯

蔵

タ
ン

ク
等
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除
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（
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付
け

等
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工
事
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要

な
と

き
を

除
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。
）
 

増
設
、
移
設
、
改
造
、
撤
去
 

※
注
７
 

取
替
え
、
補
修
 

(
２
)
 
タ
ン
ク
か
ら
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え
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す
る
お
 

そ
れ
が
な
い
こ
と
。
 

雨
水
浸
入
防
止
措
置
 

 
増
設
、
移
設
、
改
造
、
取
替
え
、
補

修
、
撤
去
 

 

５
 
配
管

等
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事
 

備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

配
管

（
地
下
配

管
及

び
移
送

取
扱

所

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 

取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

※
注
８
、
９
 

 
注
８
 

 
管
径
、
板
厚
、
材
質
及
び
経
路
の
変
更
が
な
い
 

こ
と
。
 

注
９
 

危
険
物
の
取
扱
い
に
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

注
１
０
 

配
管

（
地
下
配

管
及

び
移
送

取
扱

所

に
係

る
も
の

を
除

き
、
フ
ラ

ン
ジ

で

接
続
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）

 

補
修
、
撤
去
 

取
替
え
 

可
と
う
管
継
手
（
認
定
品
に
限
る
。
）
 

 
取
替
え
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可
と

う
管
継

手
（

認
定
品
以

外
の

も

の
に
限
る
。
）
 

取
替
え
 

※
注
１
０
 

 
管
径
及
び
経
路
の
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

注
１
１
 

熱
媒
体
と
な
る
物
質
に
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

配
管

の
ベ
ン
ト

ノ
ズ

ル
、
ド

レ
ン

ノ

ズ
ル
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
ノ
ズ
ル
等
 （
移

送
取
扱
所
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 

増
設
、
移
設
、
改
造
 

※
注
８
、
９
 

取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

配
管

の
加
熱
装

置
（

蒸
気
、

温
水

等

を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
）
 

 
取
替
え
、
補
修
 

配
管

の
加
熱
装

置
（

蒸
気
、

温
水

等

を
用
い
た
も
の
を
除
く
。
）
 

取
替
え
 

※
注
１
１
 

 

配
管

ピ
ッ
ト
、

注
入

口
ピ
ッ

ト
又

は

地
下
配
管
接

合
部
の
点
検
ま
す
 

 
取
替
え
、
補
修
 

配
管

に
設
け
ら

れ
る

弁
（
移

送
取

扱

所
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 

撤
去
 

※
注
９
 

取
替
え
、
補
修
 

６
 
機
器

、
設
備
等
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

ポ
ン

プ
設

備
（

移
送
取

扱
所

に
係

る

も
の
を
除
く
。）

 

取
替
え
、
撤
去
 

※
注
９
、
１
２
 

補
修
 

注
１
２
 

電
気

機
器

が
存

す
る

場
合

、
可

燃
性

蒸
気

が

滞
留

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

範
囲

に
設

置
し

な
い

こ
と
。
 

注
１
３
 

可
燃

性
蒸

気
又

は
微

粉
の

送
風

・
集

じ
ん

方

法
に
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

注
１
４
 

熱
交
換
器
 

撤
去
 

※
注
９
 

取
替
え
、
補
修
 

熱
交
換
器
に
附
属
す
る
送
風
設
備
 

（
電
動
機
を
除
く
。
）
、

散
水
設
備
等
 

 
取
替
え
、
補
修
 

撹
拌

か
く

は
ん

装
置
（
電
動
機
を
除
く
。
）
 

撤
去
 

※
注
９
 

取
替
え
、
補
修
 

炉
材
 

 
取
替
え
、
補
修
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反
応

器
等

の
の

ぞ
き
窓

ガ
ラ

ス
（

サ

イ
ト
グ
ラ
ス
）
 

 
取
替
え
、
補
修
 

危
険

物
の

漏
れ

、
あ

ふ
れ

又
は

飛
散

に
対

す

る
措
置
に
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

注
１
５
 

可
燃

性
蒸

気
回

収
の

保
安

管
理

に
変

更
が

な

い
こ
と
。
 

注
１
６
 

保
温
 （
冷
）
材
の
撤
去
に
伴
い
、
危
険
物
の
温

度
変
化
に
よ
る
危
険
性
が
増
大
し
な
い
こ
と
。
 

加
熱
・
乾
燥

設
備
に
附
属
す
る
送
風
・

集
じ
ん
装
置
（
電
動
機
を
除
く
。
）
 

撤
去

 

※
注

１
３
 

取
替
え
、
補
修
 

波
返

し
、

と
い

、
受
皿

等
飛

散
防

止

装
置
 

撤
去
 

※
注
１
４
 

取
替
え
、
補
修
 

ロ
ー
デ
ィ
ン
グ
ア
ー
ム
又
は
ア
ン
ロ

 

ー
デ

ィ
ン

グ
ア

ー
ム
（

移
送

取
扱

所

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 

取
替

え
、
撤
去
 

※
注

１
２
 

補
修
 

ロ
ー

ラ
ー

コ
ン

ベ
ア
等

危
険

物
輸

送

設
備
（
電
動
機
を
除
く
。
）
 

撤
去

 

※
注

９
 

取
替
え
、
補
修
 

可
燃
性
蒸
気
回
収
装
置
 

取
替
え
、
撤
去
 

※
注
１
５
 

補
修
 

保
温

（
冷

）
材

（
屋
外

タ
ン

ク
貯

蔵

所
の

タ
ン

ク
本

体
に
係

る
も

の
を

除

く
。
）
 

撤
去

 

※
注

１
６
 

取
替
え
、
補
修
 

可
燃

性
蒸

気
等

排
出
設

備
（

ダ
ク

ト

等
を
含
む
。
）
 

取
替
え
 

※
注
１
２
 

補
修
 

換
気
設
備
（
ダ
ク
ト
等
を
含
む
。
）
 

 
取
替
え
、
補
修
 

電
気
防
食
設
備
 

 
取
替
え
、
補
修
 

７
 
制
御

装
置
、
安
全
装
置
等
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

圧
力

計
、

温
度

計
、
液

面
計

等
現

場

指
示
型
計
装
設
備
 

増
設
、
移
設
、
改
造
 

※
注
９
、
１
７
 

取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

注
１
７
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安
全
弁
、
破
壊
板
等
安
全
装
置
 

 
取
替
え
、
補
修
 

新
た

に
配

管
又

は
タ

ン
ク

に
ノ

ズ
ル

を
設

け

る
等
の
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

注
１
８
 

緊
急

停
止

等
に

係
る

制
御

条
件

に
変

更
が

な

い
こ
と
。
 

注
１
９
 

上
部
ス
ラ
ブ
の
変
更
を
伴
わ
な
い
こ
と
。
 

温
度

、
圧

力
、

流
量
等

の
調

整
等

を

行
う

制
御

装
置

（
駆
動

源
及

び
予

備

動
力
源
を
含
む
。
）
 

取
替

え
 

※
注

９
 

補
修
 

緊
急

遮
断

（
放

出
）
装

置
（

安
全

弁

等
を
除

く
。
）
、
反
応

停
止

剤
供
給
装

置
等

の
緊

急
停

止
装
置

（
駆

動
源

、

予
備

動
力

源
、

不
活
性

ガ
ス

封
入

装

置
等
を
含
む
。）

 

取
替
え
 

※
注
１
８
 

補
修
 

地
下

タ
ン

ク
の

マ
ン
ホ

ー
ル

プ
ロ

テ

ク
タ
ー
 

増
設

、
移

設
、
改
造
、

取
替
え
、

撤
去

 

※
注

１
９
 

補
修
 

分
析

計
（

サ
ル

フ
ァ
ー

分
析

計
、

ガ

ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
ィ
等
） （

キ
ュ
ー

ビ
ク

ル
内

に
取

り
付
け

ら
れ

た
も

の

を
含
む
。
）
 

 
取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

 ８
 
防
油

堤
、
排
水
設
備
等
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

防
油
堤
（
仕
切
堤
を
含
む
。）

 
補
修
 

※
注
４
、
２
０
 

 

注
２
０
 

配
管
等
の
変
更
を
伴
わ
な
い
こ
と
。
 

注
２
１
 

水
抜
弁
を
複
数
に
す
る
こ
と
。
 

防
油
堤
水
抜
弁
 

増
設
、
移
設
、
改
造
、
撤
去
 

※
注
２
１
、
２
２
、
２
３
 

取
替
え
、
補
修
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防
油
堤
水
抜
弁
の
開
閉
表
示
装
置
 

増
設
、
移
設
、
改
造
、
撤
去
 

※
注
２
４
、
２
５
 

取
替
え
、
補
修
 

注
２
２
 

複
数

の
水

抜
弁

の
う

ち
、

い
ず

れ
か

を
撤

去

し
て
も
基
準
を
満
足
す
る
こ
と
。
 

注
２
３
 

防
油

堤
の

技
術

上
の

基
準

に
抵

触
し

な
い

こ

と
。
 

注
２
４
 

水
抜
弁
の
開
閉
装
置
を
複
数
に
す
る
こ
と
。
 

注
２
５
 

複
数

の
開

閉
表

示
の

う
ち

、
い

ず
れ

か
を

撤

去
し
て
も
基
準
を
満
足
す
る
こ
と
。
 

注
２
６
 

防
油

堤
の

基
礎

等
の

変
更

を
伴

わ
な

い
こ

と
。
 

注
２
７
 

危
則

第
２

２
条

第
２

項
第

１
６

号
の

規
定

に

基
づ
く
も
の
で
な
い
こ
と
。
 

防
油

堤
の

階
段

（
防
油

堤
と

一
体

構

造
の
も
の
に
限
る
。
）
 

取
替

え
 

※
注

２
６
、
２
７
 

補
修
 

防
油

堤
の

階
段

（
防
油

堤
と

一
体

構

造
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
 

増
設

、
移
設
、
改
造
、
撤
去
 

※
注

２
６
、
２
７
 

取
替
え
、
補
修
 

排
水
溝
、
た
め
ま
す
、
油
分
離
装
置
、

囲
い
等
 

取
替
え
 

補
修
 

危
険

物
が

浸
透

し
な
い

材
料

で
覆

わ

れ
て

い
る

地
盤

面
又
は

舗
装

面
（

地

下
タ
ン
ク
の

上
部
ス
ラ
ブ
を
除
く
。
）
 

 
補
修
 

 ９
 
電
気

設
備
等
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

電
気

設
備

（
非

対
象
設

備
以

外
の

設

備
の
配
線
を
含
む
。
）
 

増
設

、
移
設
、
改
造
、
撤
去
 

※
注

１
２
 

取
替
え
、
補
修
 

 

避
雷
設
備
 

 
取
替
え
、
補
修
 

静
電
気
除
去
装
置
 

 
取
替
え
、
補
修
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１
０
 
消

火
設
備
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

ポ
ン
プ
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
 

取
替
え
 

補
修
 

注
２
８
 

自
主
設
置
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

第
１

種
、

第
２

種
又
は

第
３

種
消

火

設
備

（
散

水
設

備
及
び

水
幕

設
備

を

含
む
。
）
の

配
管
、
消
火
栓
本
体
・
泡

チ
ャ

ン
バ

ー
等

の
放

出
口

等
（

泡

ヘ
ッ
ド
を
除
く
。
）
 

取
替

え
 

補
修
 

第
１

種
、

第
２

種
又
は

第
３

種
消

火

設
備

の
弁

、
ス

ト
レ
ー

ナ
ー

、
圧

力

計
等
 

 
取
替
え
、
補
修
 

第
４
種
又
は
第
５
種
消
火
設
備
 

増
設
、
移
設
、
改
造
 

※
注
２
８
 

取
替
え
、
補
修
 

消
火
薬
剤
 

 
取
替
え
 

 

１
１
 
警

報
設
備
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事
 

備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

警
報

設
備

（
自

動
火
災

報
知

設
備

の

受
信
機
及
び
感
知
器
を
除
く
。
）
 

増
設

、
移
設
、
改
造
 

※
注

２
９
 

取
替
え
、
補
修
 

注
２
９
 

警
戒
区
域
に
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

自
動
火
災
報
知
設
備
の
受
信
機
 

 
取
替
え
、
補
修
 

自
動
火
災
報
知
設
備
の
感
知
器
 

 
取
替
え
、
補
修
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１
２
 
避

難
設
備
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

誘
導
灯
 

取
替
え
、
移
設
 

補
修
 

 

１
３
 
そ

の
他
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

標
識
又
は
掲
示
板
 

増
設
、
移
設
、
改
造
 

※
注
２
８
 

取
替
え
、
補
修
 

 

作
業
用
広
報
設
備
（
ス
ピ
ー
カ
ー
）

 
 

増
設
、

移
設

、
改
造

、
取

替
え

、

補
修
、
撤
去
 

（
施
設
別
事

項
）
 

１
 
製
造

所
及
び
一
般
取
扱
所
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

ボ
イ

ラ
ー

、
炉

等
の
バ

ー
ナ

ー
ノ

ズ

ル
 

 
取
替
え
、
補
修
 

 

塗
装
機
噴
霧
ノ
ズ
ル
、
ホ
ー
ス
等
 

 
取
替
え
、
補
修
 

運
搬

容
器

の
充

填
設
備

（
固

定
注

油

設
備
）
 

撤
去
 

※
注
９
 

取
替
え
、
補
修
 

２
 
屋
内

貯
蔵
所
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

ラ
ッ
ク
式
以
外
の
棚
 

 
取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

注
３
０
 

耐
震
計
算
等
に
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

ラ
ッ
ク
式
の
棚
 

取
替
え
 

※
注
３
０
 

補
修
 

416



冷
房
装
置
等
 

取
替
え
 

※
注
１
２
 

補
修
 

３
 
屋
外

タ
ン
ク
貯
蔵
所
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

タ
ン
ク
本
体
 

補
修
 

※
注
３
１
 

 
注
３
１
 

別
表
第
２
 「
タ
ン
ク
本
体
に
係
る

補
修
工
事
」

に
よ
る
こ
と
。
 

注
３
２
 
 

(
１
)
 
貯
蔵
す
る
危
険
物
と
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
 

組
合
せ
が
不
適
切
で
な
い
こ
と
。
 

(
２
)
 
タ
ン
ク
底
部
か
ら
の
漏
え
い
を
誘
発
す
 

る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。
 

浮
き

屋
根

に
設

け
る
ロ

ー
リ

ン
グ

ラ

ダ
ー
 

取
替
え
 

※
注
５
 

補
修
 

ポ
ン
ツ
ー
ン
 

補
修
 

※
注
５
 

 

浮
き
屋
根
の
ウ
ェ
ザ
ー
シ
ー
ル
ド
 

 
取
替
え
、
補
修
 

浮
き
屋
根
の
シ
ー
ル
材
 

取
替
え
 

※
注
５
 

補
修
 

浮
き
屋
根
に
設
け
る
ル
ー
フ
ド
レ
ン

 
取
替
え
 

※
注
５
 

補
修
 

保
温
（
冷
）
材
 

 
取
替
え
、
補
修
 

流
出
危
険
物
自
動
検
知
警
報
装
置
 

 
取
替
え
、
補
修
 

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
 

増
設
、
移
設
、
改
造
、
取
替
え
、
 

撤
去
 

※
注
３
２
 

補
修
 

４
 
屋
内

タ
ン
ク
貯
蔵
所
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

タ
ン
ク
専
用
室
の
出
入
口
の
敷
居
 

 
取
替
え
、
補
修
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５
 
簡
易

タ
ン
ク
貯
蔵
所
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

タ
ン
ク
固
定
金
具
 

 
取
替
え
、
補
修
 

 

６
 
移
動

タ
ン
ク
貯
蔵
所
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

底
弁

又
は

底
弁

の
手
動

閉
鎖

装
置

若

し
く
は
自
動
閉
鎖
装
置
 

 
補
修
 

注
３
３
 

箱
枠
の
溶
接
線
補
修
で
あ
る
こ
と
。
 

注
３
４
 

重
量

の
増

減
に

よ
る

す
み

金
具

等
の

荷
重

計

算
に
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

注
３
５
 

交
換

す
る

タ
ン

ク
コ

ン
テ

ナ
が

積
載

式
移

動

タ
ン
ク
貯
蔵
所
と
し
て
設
置
許
可
を
受
け
た
後
 

に
増

設
す

る
も

の
（

Ｉ
Ｍ

Ｄ
Ｇ

コ
ー

ド
に

適
合

す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
車
両
と
緊
結
す
る
装

置
に
適
合
性
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
る
こ

と
。
 （
平
成
９
年
４
月
９
日
付
け
消
防
危
第
５
０

号
通
知
）
 

注
３
６
 

タ
ン

ク
重

量
の

増
減

に
よ

る
す

み
金

具
等

の

荷
重
計
算
に
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

マ
ン
ホ
ー
ル
又
は
注
入
口
の
蓋
 

 
取
替
え
、
補
修
 

マ
ン
ホ
ー
ル
部
の
防
熱
・
防
塵
カ
バ

 

ー
 

 
取
替
え
、
補
修
 

類
、

品
名

及
び

最
大
数

量
の

表
示

設

備
 

移
設
 

※
注
２
８
 

増
設
、
改
造
、
取
替
え
、
補
修
 

Ｕ
ボ
ル
ト
 

 
取
替
え
、
補
修
 

可
燃
性
蒸
気
回
収
ホ
ー
ス
 

 
取
替
え
、
補
修
 

注
入

ホ
ー

ス
（

ノ
ズ
ル

及
び

結
合

金

具
を
含

む
。
）
（
積
載

式
以

外
の
も
の

に
限
る
。
）
 

 
取
替
え
、
補
修
 

箱
枠
 
 

取
替
え
、
補
修
 

※
注
３
３
、
３
４
 

 

積
載
式
の
移
動
貯
蔵
タ
ン
ク
の
追
加

 
増
設
 

※
注
３
５
、
３
６
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７
 
屋
外

貯
蔵
所
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

周
囲
の
棚
 

 
取
替
え
、
補
修
 

 
ラ
ッ
ク
式
棚
 

取
替
え
 

※
注
３
０
 

補
修
 

固
体
分
離
槽
 

取
替
え
 

補
修
 

シ
ー
ト
固
着
装
置
 

 
取
替
え
、
補
修
 

８
 
給
油

取
扱
所
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

防
火
塀
 

補
修
 

※
注
４
 

 
注
３
７
 

看
板

の
基

礎
の

設
置

等
の

た
め

地
盤

面
を

斫

ら
な
い
こ
と
。
 

注
３
８
 

可
燃

性
蒸

気
が

滞
留

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

範

囲
に
設
置
し
な
い
こ
と
。
 （
電
子
決
済
方
式
用
電

子
機

器
に

つ
い

て
は

、
固

定
給

油
設

備
又

は
固

定
注
油
設
備
の
管
理
区
域
 （
非
危
険
場
所
）
内
に

固
定
し
て
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 （
令
和
３

年
２
月
２
２
日
付
け
消
防
危
第
２
０
号
質
疑
）
）
 

注
３
９
 

上
屋
の
面
積
に
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

 

犬
走
り
、
ア
イ
ラ
ン
ド
等
 

補
修
 

※
注
４
 

 

サ
イ

ン
ポ

ー
ル

、
看
板

等
（

電
気

設

備
に

該
当

す
る

も
の
を

含
み

、
容

易

に
移
動
で
き
る
も
の
を
除
く
。
）
 

増
設

、
移
設
、
改
造
 

※
注

３
７
、
３
８
 

取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

日
よ
け
等
（
キ
ャ
ノ
ピ
ー
を
除
く
。
）
 

増
設
、
移
設
、
改
造
 

※
注
３
９
 

取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

給
油
量
表
示
装
置
 

増
設
、
移
設
、
改
造
 

※
注
３
８
 

取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

カ
ー

ド
リ

ー
ダ

ー
等
省

力
機

器
（

電

子
決
済
方
式
用
電
子
機
器
を
含
む
。
）
 

増
設
、
移
設
、
改
造
 

※
注
３
８
 

取
替
え
、
補
修
、
撤
去
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通
気
管
の
可
燃
性
蒸
気
回
収
装
置
 

 
取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

注
４
０
 

ホ
ー
ス
長
の
変
更
が
な
い
こ
と
。
 

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
用
ア

ー
ス

タ
ー

ミ

ナ
ル

（
静

電
気

除
去
の

た
め

の
接

地

電
極
）
 

増
設
、
移
設
、
改
造
、
撤
去
 

取
替
え
、
補
修
 

固
定

給
油

（
注

油
）
設

備
（

型
式

試

験
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
 

改
造

、
撤
去
 

※
注

４
０
 

取
替
え
、
補
修
 

混
合
燃
料
油
調
合
器
、
蒸
気
洗
浄
機
、

洗
車
機
、
オ
ー
ト
リ
フ
ト
等

 

取
替
え
、
撤
去
 

※
注
３
８
 

補
修
 

自
動

車
の

点
検

等
に
使

用
す

る
機

器

等
（
オ
ー
ト
リ
フ
ト
等
を
除
く
。
）
 

増
設

、
移
設
、
改
造
 

※
注

３
８
 

取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

セ
ー

ル
ス

ル
ー

ム
（
シ

ョ
ッ

プ
を

含

む
。
）
内
の
電
気
設
備
又
は
給
排
水
設

備
 

増
設
、
移
設
、
改
造
 

※
注
３
８
 

取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

セ
ル

フ
給

油
取

扱
所
の

監
視

機
器

、

放
送
機
器
、
分
電
盤
又
は
照
明
器
具

 
 

取
替
え
、
補
修
 

 

９
 
販
売

取
扱
所
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

延
焼

防
止

用
の

袖
壁
、

ひ
さ

し
又

は

垂
れ
壁
 

取
替
え
 

補
修
 

 

棚
 

 
取
替
え
、
補
修
、
撤
去
 

１
０
 
移

送
取
扱
所
 

構
造
、
設
備
等
の
名
称
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
し
な
い
工
事

 
備
考
（
確
認
事
項
等
）
 

土
盛
り
等
漏
え
い
拡
散
防
止
設
備
 

 
取
替
え
、
補
修
 

注
４
１
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衝
突
防
護
設
備
 

 
取
替
え
、
補
修
 

(
１
)
 
道
路
、
河
川
、
海
又
は
第
三
者
の
敷
地
を

 

通
過
す
る
部
分
を
除
く
も
の
と
す
る
。
 

(
２
)
 
管
径
、
板
厚
、
材
質
及
び
経
路
の
変
更
が

 

な
い
こ
と
。
 

(
３
)
 
危
険
物
の
取
扱
い
に
変
更
が
な
い
こ
 

と
。
 

注
４
２
 

(
１
)
 
移
送
基
地
の
構
内
に
設
置
さ
れ
る
も
の
 

に
限
る
も
の
と
す
る
。
 

(
２
)
 
危
険
物
の
取
扱
い
に
変
更
が
な
い
こ
 

と
。
 

(
３
)
 
電
気
機
器
の
場
合
、
可
燃
性
蒸
気
の
滞
 

留
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
範

囲
に

設
置

し
な

い

こ
と
。
 

注
４
３
 

ボ
ル

ト
に

よ
り

取
付

け
が

可
能

な
も

の
に

限

る
。
 

配
管
（
地
下
配
管
を
除
く
。）

 
取
替

え
、
補
修
 

※
注

４
１
 

 

配
管

の
ベ

ン
ト

ノ
ズ
ル

、
ド

レ
ン

ノ

ズ
ル
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
ノ
ズ
ル
等
 

増
設
、
移
設
、
改
造
、
撤
去
 

※
注
４
１
 

取
替
え
、
補
修
 

ポ
ン
プ
設
備
 

取
替
え
、
補
修
 

※
注
４
２
 

 

切
替
え
弁
、
制
御
弁
等
 

 
取
替
え
、
補
修
 

緊
急
遮
断
弁
 

取
替
え
 

補
修
 

ピ
グ
取
扱
い
装
置
 

取
替
え
 

補
修
 

感
震
装
置
 

取
替
え
 

補
修
 

船
舶

か
ら

の
荷

卸
し
又

は
荷

揚
げ

に

用
い

る
ロ

ー
デ

ィ
ン
グ

ア
ー

ム
先

端

の
カ
プ
ラ
ー
 

改
造
、
撤
去
 

※
注
４
３
 

取
替
え
、
補
修
 

巡
回
監
視
車
 

 
取
替
え
、
補
修
 

漏
え
い
検
知
口
 

 
取
替
え
、
補
修
 

漏
え
い
検
知
装
置
 

取
替
え
 

補
修
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別
表
第
２
（

第
２
章
第
１
節
第
４
関
係
）
 

 
タ
ン
ク
本

体
に
係
る
補
修
工
事
 

変
更
の
届
出
を
要
す
る
小
規
模
な
溶
接
工
事
 

 
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
に
係
る
変
更
の
届
出
を
要
す
る
小
規
模
な
溶
接
工
事
と
は
、
溶
接
時
の
入
熱
量
、
残
留

応
力
等
に
よ
る
タ
ン
ク
本
体
構
造
へ
の
影
響
が
軽
微
な
も
の

等
で
あ
っ
て
、
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
に

掲
げ
る
工
事
を
い
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
溶
接
工
事
の
量
は
、
保
安
検
査
又
は
内
部
開
放
点
検
１
回
当
た
り
に
行
わ
れ
る

工
事
の
量
を
示
す
も
の
と
す
る
。
（
平
成
９
年
３
月
２
６
日
付
け
消
防
危
第
３
６
号
通
知
）
 

１
 

附
属

設
備

に
係

る
溶

接
工

事

（
タ

ン
ク

附
属

物
取

付
用

当
て

板

を
含
む
。
）
 

(
１
)
 
階
段
ス
テ
ッ
プ
、
配
管
サ
ポ
ー
ト
、
点
検
用
架
台
サ
ポ
ー
ト
、
ア
ー
ス
等
の
設
備
の
取
付
工
事
 

(
２
)
 
ノ
ズ
ル
、
マ
ン
ホ
ー
ル
等
に
係
る
肉
盛
り
補
修
 （
母
材
及
び
部

材
の
表
面
に
金
属
を
溶
着
す
る
補
修
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

を
行
う
工
事
 

(
３

)
 

屋
根

板
及

び
側

板
の

接
液

部
（

危
則

第
２

０
条

の
７

第
１

項
に

規
定

す
る

接
液

部
を

い
う

。
以

下
同

じ
。
）

以
外

の
部

分
 

（
以

下
「

気
相

部
分
」

と
い

う
。
）
に

お
け

る
ノ
ズ

ル
、

マ
ン
ホ

ー
ル

等
に
係

る
溶

接
部
補

修
（

溶
接
部

を
再

溶
接
す

る
補
修

（
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
等
の
表
面
仕
上
げ
の
み
を
行
う
場
合
を

除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
工
事
 

２
 
屋
根
に
係
る
溶
接
工
事
 

(
１
)
 
屋
根
板
 （
圧
力
タ
ン
ク
及
び
浮
き
屋
根
式
タ
ン
ク
を
除
く
。）

の
重
ね
補
修
 （
母
材
表
面
に
当
て
板
 （
タ
ン
ク
附
属
物
取
付

 

用
当
て
板
を
除
く
。
）
を
当
て
、
当
該
当
て
板
外
周
部
全
周
を
す
み
肉
溶
接
に
よ
っ
て
接
合
す
る
補
修
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 

を
行
う
工
事
の
う
ち
１
箇
所
当
た
り
０
．
０
９
㎡
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
補
修
が
行
わ
れ
る
部
分
 

が
合
計
３
箇
所
以
下
の
も
の
 

(
２
)
 
屋
根
板
（
圧
力
タ
ン
ク
及
び
浮
き
屋
根
式
タ
ン
ク
を
除
く
。）

の
肉
盛
り
補
修
を
行
う
工
事
 

３
 
側
板
に
係
る
溶
接
工
事
 

(
１
)
 
側
板
の
気
相
部
分
に
お
け
る
重
ね
補
修
を
行
う
工
事
の
う
ち
１
箇
所
当
た
り
０
．
０
９
㎡
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
行
わ
れ
 

る
も
の
 

(
２

)
 
側
板
の
気
相
部
分
に
お
け
る
肉
盛
り
補
修
を
行
う
工
事
 

(
３

)
 
側
板
の
接
液
部
に
お
け
る
肉
盛
り
補
修
を
行
う
工
事
の
う
ち
、
溶
接
継
手
か
ら
母
材
の
板
厚
の
５
倍
以
上
の
間
隔
を
有
し
 

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
１
箇
所
当
た
り
の
補
修
量
が
０
．
０
０
３
㎡
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
補
修
が
行
わ
れ
る
部
分
が
板
（
母
 

材
）
１
枚
当
た
り
３
箇
所
以
下
で
あ
る
も
の
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４
 
底
部
に
係
る
溶
接
工
事
 

(
１
)
 
側
板
の
内
面
か
ら
６
０
０
ｍ
ｍ
の
範
囲
以
外
の
範
囲
の
ア
ニ
ュ
ラ
板
又
は
底
板
の
重
ね
補
修
を
行
う
工
事
で
、
平
成
６
年
 

９
月
１
日
付
け
消
防
危
第
７
３
号
通
知
別
添
１
の
補
修
基
準
の
分
類
で
〇
に
該
当
す
る
工
事
（
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
以
外
の
 

屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
 （
以
下
「
特
定
以
外
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
工
事
）
に
お
い
て
、
 

１
箇
所
当
た
り
０
．
０
９
㎡
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
補
修
が
行
わ
れ
る
部
分
が
合
計
３
箇
所
 

以
下
で
あ
る
も
の
 

(
２
)
 
側
板
の
内
面
か
ら
６
０
０
ｍ
ｍ
の
範
囲
以
外
の
範
囲
の
ア
ニ

ュ
ラ
板
又
は
底
板
の
肉
盛
り
補
修
を
行
う
工
事
で
、
溶
接
部
 

か
ら
当
該
ア
ニ
ュ
ラ
板
又
は
底
板
の
板
厚
の
５
倍
以
上
の
間
隔
を
有
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
１
箇
所
当
た
り
の
補
修
 

量
が
０
．
０
０
３
㎡
以
下
で
あ
る
も
の
（
全
体
の
補
修
量
が
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
ア
か
ら
ウ
 

ま
で
に
定
め
る
補
修
量
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
 

ア
 
特
定
以
外
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
 
０
．
０
３
㎡
 

イ
 
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
液
体
の
危
険
物
の
最
大
数
量
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
最
大
数
量
」
と
い
う
。
）
が
１
万
㎘
ｄ

未
満
の
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
 
０
．
０
６
㎡
 

ウ
 
最
大
数
量
が
１
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
 
０
．
０
９
㎡
 

(
３
)
 
側
板
の
内
面
か
ら
６
０
０
ｍ
ｍ
の
範
囲
以
外
の
範
囲
の
底
部
に
係
る
溶
接
部
補
修
を
行
う
工
事
で
、
１
箇
所
当
た
り
の
補
 

修
長
さ
が
０
．
３
ｍ
以
下
で
あ
る
も
の
（
全
体
の
補
修
長
さ
が
、
次
の
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
ア
か
ら
 

ウ
ま
で
に
定
め
る
補
修
長
さ
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
 

ア
 
特
定
以
外
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
 
１
．
０
ｍ
 

イ
 
最
大
数
量
が
１
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
未
満
の
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
 
３
．
０
ｍ
 

ウ
 
最
大
数
量
が
１
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
特
定
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
 
５
．
０
ｍ
 

５
 

製
造

所
等

の
タ

ン
ク

に
係

る

溶
接
工
事
 

 
屋

外
に

あ
る

２
０

号
タ

ン
ク

及
び

屋
内

に
あ

る
２

０
号

タ
ン

ク
並

び
に

屋
内

タ
ン

ク
貯

蔵
所

の
屋

内
貯

蔵
タ

ン
ク

に
つ

い
て

は
、
前
各
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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様式第１号（第２章第１節第１２関係） 

                                    年  月  日 

（宛先）高松市消防局長  

届 出 者           

住 所      

 氏 名         

危 険 物
仮  貯  蔵

仮 取 扱 い
実 施 計 画 届 出 書 

危 険 物 の 

所 有 者 、 管 理 者 

又 は 占 有 者 

住 所 
  

電話    （       ） 

氏 名  

仮貯蔵・仮取扱い

の 場 所 

所 在 地 

・ 

名 称 

 

危険物の類、品名及び最大数量  
指定数量
の 倍 数 

    倍 

仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 い の 方 法  

仮 貯 蔵 ・ 仮 取 扱 い の 期 間    年  月  日から   年  月  日まで  日間 

管 理 の 状 況 

（消火設備の設置状況を含む） 
 

現 場 管 理 責 任 者 

住 所 
          緊急連絡先   （   ） 

氏 名 
 

【危険物取扱者免状：有（種類：         ）・無】 

仮貯蔵・仮取扱いの理由及び 

期 間 経 過 後 の 処 理 
 

そ の 他 必 要 事 項  

※ 受 付 欄 ※ 経 過 欄 

   □支障なし  □次の事項を指導した 

１ 実施計画を実行する際には、所轄消防署に電話等により 

仮貯蔵・仮取扱いの承認申請をすること。 

２ 電話等による承認申請後に来署等が可能になった場合は、

速やかに危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書を提出すること。 

３ 危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書の提出に併せて、高松市

消防手数料減免申請書を提出すること。 

備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

２ 法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ 実施計画書を添付すること。 

   ４ ※印の欄は、記入しないこと。 
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